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天
武
十
四
年（
六
八
五
）三
月
二
十
七
日

諸
国
、家
ご
と
に
仏
舎
を
作
り
、仏
像
と
経
を
置
き
、礼
拝
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
申
、詔
、諸
国
毎
家
、作
仏
舎
、及
置
仏
像
及
経
、以
礼
拝
供
養
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
二
十
九
﹈

持
統
六
年（
六
九
二
）五
月

銅
造
観
音
菩
薩
立
像（
島
根
・
鰐
淵
寺
蔵
）

  「
壬
辰
年
五
月
出
雲
国
若
倭
部

　
臣
徳
太
理
為
父
母
作
奉
菩
薩
」

﹇
刻
銘
﹈

※

壬
辰
年
は
像
の
様
式
か
ら
こ
の
年
に
比
定
さ
れ
る
。

持
統
八
年（
六
九
四
）五
月
十
一
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
送
り
置
く
。

  「
癸
巳
、以
金
光
明
経
一
百
部
、送
置
諸
国
。必
取
毎
年
、正
月
上
玄
読
之
。其
布
施
、

　
以
当
国
官
物
充
之
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
三
十
﹈

大
宝
元
年（
七
〇
一
）六
月
八
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
、新
し
い
印
の
雛
形
を
頒
付
す
る
。

  「
己
酉
、勅
、凡
其
庶
務
。一
依
新
令
。又
国
宰
・
郡
司
、貯
置
大
税
、必
須
如
法
。如
有

　
闕
怠
、随
事
科
断
。是
日
、遣
使
七
道
、宣
告
依
新
令
為
政
、及
給
大
租
之
状
、并
頒

　
付
新
印
様
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
﹈

慶
雲
元
年（
七
〇
四
）四
月
九
日

鍛
冶
司
に
諸
国
の
印
を
鋳
造
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
夏
四
月
甲
子
、令
鍜
冶
司
鋳
諸
国
印
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）三
月
二
十
三
日

出
雲
国
な
ど
に
駅
鈴
を
支
給
す
る
。

  「
乙
亥
、按
察
使
向
京
、及
巡
行
属
国
之
日
、乗
伝
給
食
。因
給
常
陸
国
十
剋
、遠
江

　
国
七
剋
、伊
豆
・
出
雲
二
国
鈴
各
一
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
八
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）五
月
二
十
一
日

『
日
本
書
紀
』成
立
。こ
の
な
か
に
出
雲
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
。

崇
神
六
十
年
七
月
十
四
日
　
出
雲
飯
入
根
が
出
雲
大
神
宮
の
神
宝
を
献
上
す
る
。

  「
六
十
年
秋
七
月
丙
申
朔
己
酉
、詔
群
臣
曰
、武
日
照
命
　
　
　
　
　
従
天
将
来
神

　
宝
、蔵
于
出
雲
大
神
宮
。是
欲
見
焉
。則
遣
矢
田
部
造
遠
祖
武
諸
隅  

　
　
　
　 

而

　
使
献
。当
是
時
、出
雲
臣
之
遠
祖
出
雲
振
根
主
于
神
宝
。是
往
筑
紫
国
而
不
遇
矣
。

　
其
弟
飯
入
根
、則
被
皇
命
、以
神
宝
、付
弟
甘
美
韓
日
狭
与
子
鸕
濡
渟
而
貢
上
。既

　
而
出
雲
振
根
、従
筑
紫
還
来
之
、聞
神
宝
献
于
朝
廷
、責
其
弟
飯
入
根
曰
、数
日
当

　
待
。何
恐
之
乎
、輙
許
神
宝
。是
以
、既
経
年
月
、猶
懐
恨
忿
、有
殺
弟
之
志
、仍
欺

　
弟
曰
、頃
者
、於
止
屋
淵
多
生
菨
。願
共
行
欲
見
。則
随
兄
而
往
之
。先
是
、兄
窃
作

　
木
刀
、形
似
真
刀
。当
時
自
佩
之
、弟
佩
真
刀
。共
到
淵
頭
、兄
謂
弟
曰
、淵
水
清
冷
。

　
願
欲
共
游
沐
。弟
従
兄
言
、各
解
佩
刀
、置
淵
辺
、沐
於
水
中
。乃
兄
先
上
陸
、取
弟

　
真
刀
自
佩
。後
弟
驚
而
取
兄
木
刀
、共
相
撃
矣
。弟
不
得
抜
木
刀
。兄
撃
弟
飯
入
根

　
而
殺
之
。故
時
人
歌
之
曰
、椰
句
毛
多
菟
、伊
頭
毛
多
鶏
流
餓
、波
鶏
流
多
知
、菟

　
頭
邏
佐
波
磨
枳
、佐
微
那
辞
珥
、阿
波
礼
。於
是
、甘
美
韓
日
狭
・
鸕
濡
渟
、参
向
朝

　
廷
、曲
奏
其
状
。則
遣
吉
備
津
彦
与
武
渟
河
別
、以
誅
出
雲
振
根
。故
出
雲
臣
等
、

　
畏
是
事
、不
祭
大
神
而
有
間
。時
丹
波
氷
上
人
、名
氷
香
戸
辺
、啓
于
皇
太
子
活
目

　
尊
曰
、己
子
有
小
児
、而
自
然
言
之
、玉
菨
鎮
石
。出
雲
人
祭
、真
種
之
甘
美
鏡
。押

　
羽
振
、甘
美
御
神
、底
宝
御
宝
主
。山
河
之
水
泳
御
魂
。静
挂
甘
美
御
神
、底
宝
御

　
宝
主
也
。  

　
　
是
非
似
小
児
之
言
。若
有
託
言
乎
。於
是
、皇
太
子
奏
于
天
皇
。則

　
勅
之
使
祭
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
五
﹈

垂
仁
二
十
六
年
八
月
三
日
　
出
雲
国
の
神
宝
を
物
部
十
千
根
大
連
に
検
校
さ
せ
る
。

  「
廿
六
年
秋
八
月
戊
寅
朔
庚
辰
、天
皇
勅
物
部
十
千
根
大
連
曰
、屢
遣
使
者
於
出
雲

　
国
、雖
検
校
其
国
之
神
宝
、無
分
明
申
言
者
。汝
親
行
于
出
雲
、宜
検
校
定
。則
十

　
千
根
大
連
校
定
神
宝
、而
分
明
奏
言
之
。仍
令
掌
神
宝
也
。」﹇

日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

垂
仁
三
十
二
年
七
月
六
日
　
野
見
宿
禰
、出
雲
国
の
土
部
百
人
に
人
・
馬
・
種
々
の
物

を
埴
で
造
作
さ
せ
る
。

  「
卅
二
年
秋
七
月
甲
戌
朔
己
卯
、皇
后
日
葉
酢
媛
命
　
　
　
　
薨
。臨
葬
有
日
焉
、

　
天
皇
詔
群
卿
曰
、従
死
之
道
、前
知
不
可
。今
此
行
之
葬
、奈
之
為
何
。於
是
、野
見

　
宿
禰
進
曰
、夫
君
王
陵
墓
、埋
立
生
人
、是
不
良
也
、豈
得
伝
後
葉
乎
。願
今
将
議

　
便
事
而
奏
之
。則
遣
使
者
、喚
上
出
雲
国
之
土
部
壱
百
人
、自
領
土
部
等
、取
埴
以

　
造
作
人
・
馬
及
種
々
物
形
、献
于
天
皇
曰
、自
今
以
後
、以
是
土
物
更
易
生
人
、樹
於

　
陵
墓
、為
後
葉
之
法
則
。天
皇
、於
是
、大
喜
之
、詔
野
見
宿
禰
曰
、汝
之
便
議
、寔

　
洽
朕
心
。則
其
土
物
、始
立
于
日
葉
酢
媛
命
之
墓
。仍
号
是
土
物
謂
埴
輪
。亦
名
立

　
物
也
。仍
下
令
曰
、自
今
以
後
、陵
墓
必
樹
是
土
物
、無
傷
人
焉
。天
皇
厚
賞
野
見

　
宿
禰
之
功
、亦
賜
鍛
地
。即
任
土
部
職
。因
改
本
姓
謂
土
部
臣
。是
土
部
連
等
、主

　
天
皇
喪
葬
之
縁
也
。所
謂
野
見
宿
禰
、是
土
部
連
等
之
始
祖
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
国
郷
中
。郡
家
東
南
廿
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
三
層
之
塔
也
。

　
山
国
郷
人
、日
置
部
根
緒
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
意
宇
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
沼
田
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
西
六
里
一
百
六
十
歩
。大
領

　
出
雲
臣
大
田
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
楯
縫
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。有
河
内
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
南
三
里
一
百
歩
。旧
大
領
日

　
置
部
臣
布
祢
之
所
造
。 

　
　
　
　
」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
出
雲
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。朝
山
郷
中
。郡
家
正
東
二
里
六
十
歩
。建
立
厳
堂
也
。神
門
臣
等
之

　
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
古
志
郷
中
。郡
家
東
南
一
里
。刑
部
臣
等
之
所
造
也
。  

　   

」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
神
門
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
正
南
一
里
。建
立
厳
堂
也
。　
　 

大
領
勝
部
君

　
虫
麿
之
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。在
屋
裏
郷
中
。郡
家
正
北
一
十
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
層
塔
也
。

　
前
少
領
田
部
臣
押
島
之
所
造
。   

　
　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
東
北
一
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

斐
伊
郷
人
、樋

　
印
支
知
麿
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
大
原
郡
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）三
月
三
日

国
ご
と
に
釈
迦
三
尊
像
の
造
立
と
大
般
若
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
三
月
丁
丑
、詔
曰
、毎
国
、令
造
釈
迦
仏
像
一
体
、挟
侍
菩
薩
二
軀
。兼
写
大
般
若
経

　
一
部
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
二
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）十
二
月
八
日

出
雲
守
石
川
年
足
、薬
師
如
来
・
観
音
菩
薩
・
日
光
菩
薩
・
月
光
菩
薩
像
を
造
り
、灌

頂
随
願
往
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
九
年
歳
次
丁
丑
十
二
月
庚
子
朔
八
日
丁
未
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。盖
聞
。無
色

　
無
声
方
広
之
功
自
遠
。常
有
常
浄
円
朗
之
照
不
窮
。崇
慧
業
以
致
真
如
、積
芳
因

　
而
成
聖
果
。引
四
海
於
法
鏡
、則
慾
海
澄
氛
、導
六
識
於
禅
門
、則
邪
雲
巻
翳
、巍

　
巍
妙
力
至
矣
。難
思
年
足
、罪
釁
所
鍾
、頻
遭
凶
逝
。傷
神
之
恨
、未
弭
於
前
、喪
明

　
之
哀
、相
継
於
後
。恋
恋
心
緒
。不
能
自
割
。唯
憑
法
祐
、少
慰
悲
嘆
。爰
為
二
郎
、

　
敬
造
自
願
薬
師
如
来
・
侠
侍
観
世
音
菩
薩
、追
福
日
光
遍
照
・
月
光
遍
照
菩
薩
等

　
像
一
鋪
。并
写
随
願
往
生
経
一
巻
。衆
彩
起
絢
、月
相
含
暉
、竜
宮
秘
文
、貫
珠
流
影
。

　
以
茲
功
徳
、資
益
亡
霊
。伏
願
、金
花
承
歩
、高
昇
五
浄
之
天
、玉
葉
籍
儀
、遠
契
三

　
明
之
果
、傍
該
動
植
、普
洎
塵
労
、並
出
盖
纏
、倶
登
彼
岸
。」

﹇
灌
頂
随
願
往
生
経（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）六
月
二
十
九
日

出
雲
守
石
川
年
足
、弥
勒
菩
薩
像
を
造
り
、弥
勒
上
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
十
年
歳
次
戊
寅
六
月
戊
戌
朔
廿
九
日
丙
寅
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

神
亀
三
年（
七
二
六
）二
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
広
島
、剣
・
鏡
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
辛
亥
、出
雲
国
造
従
六
位
上
出
雲
臣
広
島
斎
事
畢
、献
神　
剣
鏡
并
白
馬
・
鵠
等
。

　
広
島
并
祝
二
人
並
進
位
二
階
。賜
広
島
絁
廿
疋
、綿
五
十
屯
、布
六
十
端
、自
余
祝

　
部
一
百
九
十
四
人
禄
各
有
差
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
九
﹈

神
亀
五
年（
七
二
八
）十
二
月
二
十
八
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
頒
下
す
る
。

  「
十
二
月
己
丑
、金
光
明
経
六
十
四
帙
六
百
卌
巻
頒
於
諸
国
。国
別
十
巻
。先
是
、諸

　
国
所
有
金
光
明
経
、或
国
八
巻
、或
国
四
巻
。至
是
、写
備
頒
下
。随
経
到
日
、即
令

　
転
読
。為
令
国
家
平
安
也
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
﹈

天
平
五
年（
七
三
三
）二
月
三
十
日

『
出
雲
国
風
土
記
』成
立
。こ
の
と
き
出
雲
国
に
教
昊
寺
と
十
か
所
の
新
造
院
あ
り
。

  「
教
昊
寺
。有
山
国
郷
中
。郡
家
正
東
廿
五
里
一
百
廿
歩
。建
立
五
層
之
塔
也
。　
　  

　
教
昊
僧
之
所
造
也
。  

　
　 

　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。山
代
郷
中
。郡
家
西
北
四
里
二
百
歩
。建
立
厳
堂
也
。　
　
日
置
君

　
目
烈
之
所
造
。 

　
　
　
　
　   

」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
代
郷
中
。郡
家
西
北
二
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

飯
石
郡
少
領
出

　
雲
臣
弟
山
之
所
造
也
。」

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
十
方
諸
仏
、蓋
聞
、法
門
興
聖
、表
無
量
以
凝
尊
、

　
真
相
開
霊
、随
縁
然
而
応
物
。故
得
五
根
宣
化
。遥
変
響
於
和
音
。十
念
成
功
、遠

　
登
神
於
補
処
。年
足
、慈
顔
永
隔
、空
懐
罔
極
之
哀
。諱
日
俄
臨
、方
積
終
身
之
感
、

　
庶
憑
功
於
妙
力
、希
樹
果
於
良
因
、謹
以
茲
辰
、敬
造
弥
勒
菩
薩
像
一
鋪
、写
弥
勒

　
経
十
部
。蓮
台
宝
相
、含
璧
月
而
披
光
、貝
篆
霊
文
、貫
殊
星
而
流
影
。伏
願
、契
道

　
能
仁
、昇
遊
正
覚
。菩
提
枝
下
、聞
妙
法
之
円
音
、兜
率
天
中
、得
上
真
之
勝
業
。通

　
該
有
頂
、普
被
無
辺
、並
泛
慈
航
、同
離
愛
網
」

﹇
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経（
京
都
・
高
山
寺
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）八
月
二
十
六
日

諸
国
に
国
郡
図
を
造
ら
せ
る
。

  「
辛
卯
、令
天
下
諸
国
造
国
郡
図
進
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
一
年（
七
三
九
）七
月
十
日

出
雲
守
石
川
年
足
、大
般
若
経
を
書
写
し
浄
土
寺
に
置
く
。

  「
維
天
平
十
一
年
歳
次
己
卯
七
月
辛
卯
朔
十
日
庚
子
、仏
弟
子
出
雲
国
守
従
五
位

　
下
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。託

　
想
玄
津
、庶
福
於
安
楽
、帰
心
実
際
、冀
果
於
菩
提
。敬
写
大
般
若
経
一
部
、置
浄

　
土
寺
、永
為
寺
宝
、以
此
功
徳
、慶
善
日
新
、命
緒
将
劫
石
倶
延
、寿
算
与
恒
沙
共

　
遠
。又
願
、内
外
眷
属
、七
代
父
母
、无
辺
无
境
有
形
含
識
、並
乗
般
若
之
舟
、咸
登

　
正
覚
之
路
。」

﹇
石
川
年
足
私
願
書
写
大
般
若
経（
個
人
蔵
）願
文
﹈

　
飾
天
下
神
宮
。去
歳
、普
令
天
下
造
釈
迦
牟
尼
仏
尊
像
、高
一
丈
六
尺
者
、各
一
鋪
、

　
并
写
大
般
若
経
各
一
部
。自
今
春
已
来
、至
于
秋
稼
、風
雨
順
序
、五
穀
豊
穣
。此

　
乃
、徴
誠
啓
願
、霊
貺
如
荅
。載
惶
載
懼
、無
以
自
寧
。案
経
云
、若
有
国
土
講
宣
読

　
誦
、恭
敬
供
養
、流
通
此
経
王
者
、我
等
四
王
、常
来
擁
護
。一
切
災
障
、皆
使
消
殄
。

　
憂
愁
疾
疫
、亦
令
除
差
。所
願
遂
心
、恒
生
歓
喜
者
、宜
令
天
下
諸
国
各
令
敬
造
七

　
重
塔
一
区
、并
写
金
光
明
最
勝
王
経
・
妙
法
蓮
華
経
一
部
。朕
、又
別
擬
、写
金
字
金

　
光
明
最
勝
王
経
、毎
塔
各
令
置
一
部
。所
冀
、聖
法
之
盛
、与
天
地
而
永
流
、擁
護
之

　
恩
、被
幽
明
而
恒
満
。其
造
塔
之
寺
、兼
為
国
華
。必
択
好
処
、実
可
長
久
。近
人
則

　
不
欲
薫
臭
所
及
。遠
人
則
不
欲
労
衆
帰
集
。国
司
等
、各
宜
務
存
厳
飾
、兼
尽
潔
清
。

　
近
感
諸
天
、庶
幾
臨
護
。布
告
遐
邇
、令
知
朕
意
。又
毎
国
僧
寺
、施
封
五
十
戸
、水

　
田
一
十
町
。尼
寺
水
田
十
町
。僧
寺
必
令
有
廿
僧
。其
寺
名
、為
金
光
明
四
天
王
護

　
国
之
寺
。尼
寺
一
十
尼
。其
名
為
法
華
滅
罪
之
寺
。両
寺
相
去
、宜
受
教
戒
。若
有

　
闕
者
、即
須
補
満
。其
僧
尼
、毎
月
八
日
、必
応
転
読
最
勝
王
経
。毎
至
月
半
、誦
戒

　
羯
磨
。毎
月
六
斎
日
、公
私
不
得
漁
猟
殺
生
。国
司
等
宜
恒
加
検
校
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
五
年（
七
四
三
）十
月
十
五
日

盧
舎
那
仏
金
銅
像
の
造
立
を
発
願
す
る
。

  「
冬
十
月
辛
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、恭
承
大
位
、志
存
兼
済
、勤
撫
人
物
。雖
率
土
之

　
浜
、已
霑
仁
恕
、而
普
天
之
下
、未
洽
報
恩
。誠
欲
頼
三
宝
之
威
霊
、乾
坤
相
泰
、修

　
万
代
之
福
業
、動
植
咸
栄
。粤
以
天
平
十
五
年
歳
次
癸
未
十
月
十
五
日
、発
菩
薩

　
大
願
、奉
造
盧
舍
那
仏
金
銅
像
一
軀
。尽
国
銅
而
鎔
象
、削
大
山
以
構
堂
、広
及
法

　
界
、為
朕
智
識
。遂
使
同
蒙
利
益
共
致
菩
提
。夫
有
天
下
之
富
者
朕
也
。有
天
下
之

　
勢
者
朕
也
。以
此
富
勢
造
此
尊
像
。事
也
易
成
、心
也
難
至
。但
恐
徒
有
労
人
、無

　
能
感
聖
。或
生
誹
謗
、反
墮
罪
辜
。是
故
、預
智
識
者
、懇
発
至
誠
、各
招
介
福
、宜

　
日
毎
三
拝
盧
舍
那
仏
。自
当
存
念
各
造
盧
舍
那
仏
也
。如
更
有
人
、情
願
持
一
枝

　
草
一
把
土
助
造
像
者
、恣
聴
之
。国
郡
等
司
、莫
因
此
事
、侵
擾
百
姓
強
令
収
斂
。

　
布
告
遐
邇
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
六
年（
七
四
四
）十
二
月
四
日

天
下
諸
国
に
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
辰
、令
天
下
諸
国
薬
師
悔
過
七
日
。」

 ﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
七
年（
七
四
五
）九
月
二
十
日

諸
国
に
大
般
若
経
の
書
写
、薬
師
仏
像
の
造
立
、経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
令
京
師
及
諸
国
写
大
般
若
経
合
一
百
部
、又
造
薬
師
仏
像
七
軀
、高
六
尺
三
寸
、

　
并
写
経
七
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
六
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
一
月
七
日

諸
国
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
進
め
る
た
め
石
川
年
足
ら
を
各
道
に
発
遣

す
る
。

  「
己
卯
、詔
曰
、朕
、以
去
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
、至
心
発
願
、欲
使
国
家
永
固
、

　
聖
法
恒
修
、遍
詔
天
下
諸
国
、々
別
令
造
金
光
明
寺
・
法
華
寺
。其
金
光
明
寺
各
造

　
七
重
塔
一
区
、并
写
金
字
金
光
明
経
一
部
、安
置
塔
裏
。而
諸
国
司
等
怠
緩
不
行
。

　
或
処
寺
不
便
、或
猶
未
開
基
。以
為
、天
地
災
異
、一
二
顕
来
、蓋
由
茲
乎
。朕
之
股

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）六
月
十
九
日

諸
国
に
法
華
経
の
書
写
と
七
重
塔
の
建
立
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、令
天
下
諸
国
、毎
国
写
法
華
経
十
部
、并
建
七
重
塔
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）九
月
十
五
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
の
造
立
と
観
音
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
四
畿
内
七
道
諸
国
曰
、此
来
、縁
筑
紫
境
有
不
軌
之
臣
、命
軍
討
伐
。願

　
依
聖
祐
、欲
安
百
姓
。故
今
国
別
造
観
世
音
菩
薩
像
一
軀
、高
七
尺
、并
写
観
世
音

　
経
一
十
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）一
月
十
五
日

藤
原
不
比
等
の
遺
族
が
返
上
し
た
食
封
五
千
戸
の
う
ち
、三
千
戸
を
諸
国
の
国
分

寺
に
施
入
し
て
丈
六
仏
造
立
の
費
用
に
あ
て
る
。

  「
丁
酉
、故
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
家
返
上
食
封
五
千
戸
。二
千
戸
、依
旧
返
賜
其
家
。

　
三
千
戸
、施
入
諸
国
国
分
寺
。以
充
造
丈
六
仏
像
之
料
。」﹇

続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）三
月
二
十
四
日

諸
国
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
命
じ
る
。

  「
乙
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、忝
承
重
任
。未
弘
政
化
、寤
寐
多
慚
。古
之
明
主
、皆
能

　
光
業
。国
泰
人
楽
、災
除
福
至
。修
何
政
化
、能
臻
此
道
。頃
者
、年
穀
不
豊
、疫
癘

　
頻
至
。慙
懼
交
集
、唯
労
罪
己
。是
以
、広
為
蒼
生
、遍
求
景
福
。故
前
年
、馳
驛
増

　
肱
、豈
合
如
此
。是
以
、差
従
四
位
下
石
川
朝
臣
年
足
、従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
小
嶋
、

　
布
勢
朝
臣
宅
主
等
、分
道
発
遣
、検
定
寺
地
、并
察
作
状
。国
司
宜
与
使
及
国
師
簡

　
定
勝
地
、勤
加
営
繕
。又
任
郡
司
勇
幹
堪
済
諸
事
、専
令
主
当
。限
来
三
年
以
前
、

　
造
塔
・
金
堂
・
僧
坊
、悉
皆
令
了
。若
能
契
勅
、如
理
修
造
之
、子
孫
無
絶
、任
郡
領

　
司
。其
僧
寺
・
尼
寺
水
田
者
、除
前
入
数
已
外
。更
加
田
地
、僧
寺
九
十
町
、尼
寺
四

　
十
町
。便
仰
所
司
墾
開
応
施
。普
告
国
郡
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
二
月
十
四
日

諸
国
に
塔
の
建
立
を
願
う
者
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
、天
下
諸
国
。或
有
百
姓
情
願
造
塔
者
、悉
聴
之
。其
造
地
者
、必
立
伽
藍
院
内
。

　
不
得
濫
作
山
野
路
辺
。若
備
儲
畢
、先
申
其
状
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）〜
天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）頃

出
雲
国
大
原
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
が
大
仏
造
立
に
関
与
す
る
。

  「
□
□
勝
出
雲
国
大
□
□
□
□
□
」

  「
大
原
郡
佐
世
郷
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
□
□
□
□
□
□
□
」」

﹇
木
簡（
奈
良
・
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊
西
地
区
出
土
）﹈

天
平
勝
宝
元
年（
七
四
九
）一
月
一
日

天
下
諸
寺
に
悔
過
を
さ
せ
、金
光
明
経
の
転
読
を
さ
せ
る
。

  「
始
従
元
日
、七
七
之
内
、令
天
下
諸
寺
悔
過
、転
読
金
光
明
経
。又
禁
断
天
下
殺
生
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
一
﹈

天
平
宝
字
三
年（
七
五
九
）十
一
月
九
日

諸
国
に
国
分
二
寺
図
を
頒
下
す
る
。

  「
頒
下
国
分
二
寺
図
於
天
下
諸
国
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
二
﹈

天
平
宝
字
四
年（
七
六
〇
）七
月
二
十
六
日

光
明
皇
后
の
七
七
斎
に
あ
た
り
、国
ご
と
に
阿
弥
陀
浄
土
画
像
を
造
ら
せ
る
。

  「
癸
丑
、設
皇
太
后
七
々
斎
於
東
大
寺
并
京
師
諸
小
寺
。其
天
下
諸
国
、毎
国
奉
造

　
阿
弥
陀
浄
土
画
像
。仍
計
国
内
見
僧
尼
、写
称
讃
浄
土
教
、各
於
国
分
金
光
明
寺

　
礼
拝
供
養
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

天
平
宝
字
五
年（
七
六
一
）六
月
七
日

光
明
皇
后
周
忌
の
た
め
、諸
国
の
国
分
尼
寺
で
阿
弥
陀
三
尊
像
を
造
立
す
る
。

  「
六
月
庚
申
、設
皇
太
后
周
忌
斎
於
阿
弥
陀
浄
土
院
。其
院
者
在
法
華
寺
内
西
南
隅
。

　
為
設
忌
斎
所
造
也
。其
天
下
諸
国
、各
於
国
分
尼
寺
、奉
造
阿
弥
陀
丈
六
像
一
軀
、

　
挟
侍
菩
薩
像
二
軀
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

神
護
景
雲
元
年（
七
六
七
）一
月
八
日

諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
吉
祥
天
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
神
護
景
雲
元
年
春
正
月
己
未
、勅
、畿
内
七
道
諸
国
、一
七
日
間
、各
於
国
分
金
光

　
明
寺
、行
吉
祥
天
悔
過
之
法
。因
此
功
徳
、天
下
太
平
、風
雨
順
時
、五
穀
成
熟
、兆

　
民
快
楽
、十
方
有
情
、同
霑
此
福
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
八
﹈

神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）一
月
二
十
四
日

吉
祥
天
像
を
画
き
、出
雲
国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
三
十
二
﹈

宝
亀
二
年（
七
七
一
）一
月
十
三
日

諸
国
に
お
け
る
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
る
。

  「
辛
未
、停
天
下
諸
国
吉
祥
悔
過
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
一
﹈

宝
亀
三
年（
七
七
二
）十
一
月
十
日

諸
国
の
国
分
寺
で
毎
年
正
月
、吉
祥
天
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、詔
曰
、頃
者
、風
雨
不
調
、頻
年
飢
荒
。欲
救
此
禍
、唯
憑
冥
助
。宜
於
天
下

　
諸
国
々
分
寺
、毎
年
正
月
一
七
日
之
間
、行
吉
祥
悔
過
、以
為
恒
例
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
二
﹈

宝
亀
十
年（
七
七
九
）三
月

出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
し
た
銅
像
・
香
炉
・
諸
器
を
献
上
す
る
。

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
三
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
て
国
分
寺
丈
六
仏
像
の
造
立
を
催
検
さ
せ
る
。

  「
六
月
乙
酉
、勅
、遣
使
於
七
道
諸
国
、催
検
所
造
国
分
丈
六
仏
像
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
十
日

諸
国
に
使
工
を
遣
わ
し
て
仏
像
の
造
立
を
検
催
さ
せ
る
。

  「
壬
辰
、詔
曰
、頃
者
、分
遣
使
工
、検
催
諸
国
仏
像
。宜
来
年
忌
日
必
令
造
了
。其
仏

　
殿
兼
使
造
備
。如
有
仏
像
并
殿
已
造
畢
者
、亦
造
塔
令
会
忌
日
。夫
仏
法
者
、以
慈

　
為
先
。不
須
因
此
辛
苦
百
姓
。国
司
并
使
工
等
、若
有
称
朕
意
者
、特
加
褒
賞
。」

　﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）十
二
月
二
十
日

聖
武
天
皇
の
一
周
忌
の
御
斎
会
の
装
飾
と
し
て
、出
雲
・
石
見
な
ど
二
十
六
国
に
灌

頂
幡
・
道
場
幡
・
緋
綱
を
頒
下
す
る
。

  「
己
亥
、越
後
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・

　
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
紀
伊
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・

　
豊
前
・
豊
後
・
日
向
等
二
十
六
国
、々
別
頒
下
灌
頂
幡
一
具
、道
場
幡
卌
九
首
、緋
綱

　
二
条
、以
充
周
忌
御
斎
荘
飾
。用
了
、収
置
金
光
明
寺
、永
為
寺
物
、随
事
出
用
之
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）九
月
二
十
八
日

出
雲
・
石
見
な
ど
六
国
に
飛
駅
鈴
を
頒
布
す
る
。

  「
丁
酉
、始
頒
越
前
・
越
中
・
佐
渡
・
出
雲
・
石
見
・
伊
予
等
六
国
飛
駅
鈴
。国
一
口
。」

  「
雲
州
献
異
像
。」

  「
雲
州
海
浜
銅
像
浮
浪
来
。并
香
炉
諸
器
。刺
史
取
献
。書
曰
異
像
。」

﹇
元
享
釈
書
　
巻
第
二
十
三
﹈

宝
亀
十
一
年（
七
八
〇
）三
月
三
日

金
銅
鋳
像
・
白
銅
香
炉
・
種
々
の
器
物
が
出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
す
る
。

  「
戊
辰
、出
雲
国
言
、金
銅
鋳
像
一
龕
、白
銅
香
炉
一
口
、并
種
々
器
物
、漂
着
海
浜
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
六
﹈

延
暦
二
十
四
年（
八
〇
五
）二
月
十
九
日

諸
国
の
国
分
寺
に
薬
師
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
未
、令
諸
国
々
分
寺
、行
薬
師
悔
過
、以
聖
躬
未
平
也
。」﹇

日
本
後
紀
　
巻
第
十
二
﹈

大
同
四
年（
八
〇
九
）一
月
十
八
日

諸
国
に
大
般
若
経
を
書
写
し
、国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、令
天
下
諸
国
、為
名
神
写
大
般
若
経
一
部
、奉
読
供
養
、安
置
国
分
寺
。若

　
无
国
分
寺
者
、於
定
額
寺
。」

 ﹇
日
本
後
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
長
五
年（
八
二
八
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
毎
年
七
月
八
日
、文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
修
文
殊
会
事

  「
勅
曰
、如
聞
、諸
国
疫
癘
、夭
亡
者
衆
、自
非
修
善
、何
以
攘
災
。宜
令
諸
国
、各
請

　
練
行
僧
、大
国
廿
人
、上
国
十
七
人
、中
国
十
四
人
、下
国
十
人
、三
ヶ
日
内
、昼
転

　
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。其
布
施
者
、三
宝
穀
十
斛
、僧
三
斛
、以
正
税
充

　
行
、俾
致
精
進
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
一
﹈

承
和
元
年（
八
三
四
）四
月
六
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、勅
、防
災
未
萠
、兼
致
豊
稔
、修
善
之
力
、職
此
之
由
。宜
令
畿
内
七
道
諸
国
、

　
択
国
内
行
者
、於
国
分
僧
寺
、三
ヶ
日
内
。昼
則
転
金
剛
般
若
経
、夜
則
修
薬
師
悔

　
過
、迄
于
事
畢
、禁
断
殺
生
。又
如
有
疫
癘
処
、各
於
国
界
攘
祭
。務
存
精
誠
、必
期

　
霊
感
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
三
﹈

承
和
二
年（
八
三
五
）四
月
五
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
卯
、勅
、令
天
下
諸
国
修
文
殊
会
。其
会
料
者
、毎
年
割
取
救
急
稲
利
三
分
之
一

　
充
用
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
四
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）二
月
二
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
十
一
面
観
音
法
を
薫
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、勅
曰
、令
人
主
安
穏
、黎
庶
和
楽
、不
如
十
一
面
大
悲
者
秘
密
神
咒
之
力
。宜

　
普
告
五
畿
内
七
道
諸
国
、請
浄
行
僧
七
口
於
国
分
寺
、一
七
日
夜
薫
修
十
一
面
之

　
法
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）六
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命

じ
る
。

  「
壬
子
、勅
、如
聞
、疫
癘
間
発
、疾
苦
者
衆
、夫
銷
殃
未
然
、不
如
般
若
之
力
。宜
令

　
五
畿
內
七
道
諸
国
內
行
者
、廿
口
已
下
十
口
已
上
、於
国
分
僧
寺
、始
自
七
月
八

　
日
、三
箇
日
、昼
読
金
剛
般
若
、夜
修
薬
師
悔
過
、迄
于
事
竟
、禁
断
殺
生
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
五
年（
八
三
八
）九
月
十
九
日

天
下
の
定
額
寺
の
堂
舎
・
仏
像
・
経
論
お
よ
び
神
祇
諸
社
の
修
理
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、勅
、令
修
理
天
下
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像
経
論
及
神
祇
諸
社
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
七
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）八
月
一
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
重
ね
て
命
じ
る
。

  「
是
日
、勅
曰
、文
殊
会
事
、起
自
天
長
之
年
。而
今
聞
、諸
国
或
乖
官
符
旨
、不
有
遵

　
行
。宜
重
下
知
令
以
修
之
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

　
右
得
僧
綱
牒
偁
、贈
僧
正
伝
燈
大
法
師
位
勤
操
、元
興
寺
伝
燈
大
法
師
位
泰
善
等
、

　
畿
内
郡
邑
広
設
件
会
、弁
備
飯
食
等
、施
給
貧
者
。此
則
所
依
文
殊
般
涅
槃
経
云
、

　
若
有
衆
生
聞
文
殊
師
利
名
、除
却
十
二
億
刧
生
死
之
罪
。若
礼
拝
供
養
者
、生
々

　
之
処
、恒
生
諸
仏
家
、為
文
殊
師
利
威
神
所
護
。若
欲
供
養
脩
福
業
者
、即
化
身
作

　
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
至
行
者
前
者
也
。而
今
勤
操
遷
化
、泰
善
独
存
、相
尋
欲
行
、

　
増
感
不
已
、望
請
、下
符
京
畿
七
道
諸
国
、同
修
件
会
、須
国
司
講
読
師
仰
所
部
郡

　
司
及
定
額
寺
三
綱
等
、郡
別
於
一
村
邑
、屈
精
進
練
行
法
師
、以
為
教
生
、毎
年
七

　
月
八
日
令
修
其
事
、兼
修
理
堂
塔
経
教
破
損
等
、当
彼
会
日
、同
供
養
之
、当
会
前

　
後
并
三
箇
日
、禁
断
殺
生
、会
集
男
女
等
、先
授
三
帰
五
戒
、次
令
称
讃
薬
師
文
殊

　
宝
号
、各
一
百
遍
、庶
使
普
天
之
下
、同
修
福
業
、率
土
之
内
、俱
期
快
楽
者
。中
納

　
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
、奉
勅
。依
請
者
、其
会

　
料
者
、割
救
急
料
利
稲
、量
宜
充
行
、若
国
郡
司
百
姓
等
、割
随
分
物
加
施
、不
在

　
制
限
。

　
　
　
天
長
五
年
二
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

天
長
七
年（
八
三
〇
）四
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
豊
持
が
五
種
神
宝
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
七
年
四
月
乙
巳
、皇
帝
御
大
極
殿
、覧
出
雲
国
々
造
出
雲
臣
豊
持
所
献
五
種
神
宝
、

　
兼
所
出
雑
物
。還
宮
授
豊
持
従
六
位
下
。」

﹇
類
聚
国
史
　
巻
第
十
九
﹈

天
長
十
年（
八
三
三
）六
月
八
日

諸
国
に
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

承
和
六
年（
八
三
九
）九
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
の
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
、以
後
は
国
庁
で
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
、如
聞
、所
以
神
護
景
雲
二
年
以
還
、令
諸
国
国
分
寺
、毎
年
起
正
月
八

　
日
至
于
十
四
日
、奉
読
最
勝
王
経
、并
修
吉
祥
悔
過
者
、為
消
除
不
祥
、保
安
国
家

　
也
。而
今
講
読
師
等
、不
必
其
人
、僧
尼
懈
怠
、周
旋
乖
法
、国
司
検
校
、亦
不
存
心
。

　
徒
有
修
福
之
名
、都
無
殊
勝
之
利
。此
則
緇
素
異
処
、不
相
監
察
之
所
致
也
。宜
停

　
行
国
分
寺
、而
於
庁
事
修
之
、自
今
以
後
、立
為
恒
例
。」 ﹇

続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）

銅
鐘（
福
岡
・
西
光
寺
蔵
）

  「
承
和
六
年
鴨
部
立
造

　
便
伯
耆
国
金
石
寺
鐘

　
守
護
三
宝
及
以
□
□

　
十
八
善
神
深
砂
大
将

　
若
貪
欲
者
有
犯
用
心

　
必
滅
其
身
并
子
孫
類

　
廻
向
聖
朝
国
吏
庁
衆

　
伽
藍
恒
久
仏
法
興
隆

　
一
家
繁
昌
万
代
全
保

　
法
界
□
□
□
□
利
益
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

島
根
・
出
雲
大
社
旧
蔵

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
九
﹈

貞
観
九
年（
八
六
七
）五
月
二
十
六
日

四
天
王
像
を
造
り
、伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
国
等
に
下
す
。

  「
廿
六
日
甲
子
、造
八
幅
四
天
王
像
五
鋪
、各
一
鋪
下
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長

　
門
等
国
。下
知
国
司
曰
、彼
国
地
在
西
極
、堺
近
新
羅
。警
備
之
謀
、当
異
他
国
。宜

　
帰
命
尊
像
、勤
誠
修
法
、調
伏
賊
心
、消
却
災
変
。仍
須
点
択
地
勢
高
敞
、瞼
瞰
賊

　
境
之
道
場
。若
素
無
道
場
、新
択
善
地
、建
立
仁
祠
、安
置
尊
像
。請
国
分
寺
及
部

　
内
練
行
精
進
僧
四
口
、各
当
像
前
、依
最
勝
王
経
四
天
王
護
国
品
、昼
転
経
巻
、夜

　
誦
神
呪
、春
秋
二
時
別
一
七
日
、清
浄
堅
固
、依
法
薫
修
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
十
四
﹈

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）九
月
八
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
画
仏
像
を
安
置
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
安
置
一
万
三
千
画
仏
像
七
十
二
鋪
事

　
　
　
　
　
各
広
六
幅
　
高
一
丈
六
尺

　
　
　
太
政
官
一
鋪
　
　
図
書
寮
一
鋪
　
　
　
五
畿
内
五
鋪

　
　
　
東
海
道
十
五
鋪
　
東
山
道
八
鋪
　
　
　
北
陸
道
七
鋪

　
　
　
山
陰
道
八
鋪
　
　
山
陽
道
八
鋪
　
　
　
南
海
道
六
鋪

　
　
　
西
海
道
十
一
鋪
　
大
宰
観
音
寺
一
鋪
　
八
幡
神
宮
寺
一
鋪

　
右
得
元
興
寺
伝
灯
大
法
師
位
賢
護
牒
偁
、先
師
故
律
師
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承

　
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
、始
行
内
裏
漸
遍
天
下
、遂
詔
諸
国
並
令
修
之
。又

　
本
作
是
念
、仏
経
共
写
鎮
護
国
家
。即
写
経
典
分
置
諸
国
、未
画
仏
像
。忽
随
冥
期
。

　
方
今
遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
当
述
師
志
。因
茲
発
心
致
誠
、奉
造
如
件
。

　
望
請
、分
置
内
裏
并
諸
国
、永
付
公
帳
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、即
便
修
此
像
前
。

　
但
内
裏
料
納
図
書
寮
。然
則
国
家
安
楽
、祉
祚
延
長
。謹
請
　
官
裁
者
、従
三
位
守

　
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
基
経
宣
、依
請
。

　
　
　
貞
観
十
三
年
九
月
八
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

※

『
帝
王
編
年
記
』『
西
宮
記
』『
政
事
要
略
』に
同
様
の
史
料
あ
り
。

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）

僧
薬
海
、出
雲
国
分
寺
の
吉
祥
天
画
像
を
木
像
に
造
り
あ
ら
た
め
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

貞
観
十
六
年（
八
七
四
）閏
四
月
二
十
五
日

諸
国
に
金
字
仁
王
経
を
頒
下
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
頒
下
金
字
仁
王
会
経
七
十
一
部
百
卌
二
巻
事

　
　
　
五
畿
七
道
諸
国
、毎
国
各
一
部

　
　
　
下
野
薬
師
寺
一
部

　
　
　
大
宰
観
音
寺
一
部

　
　
　
豊
前
弥
勒
寺
一
部

　
右
被
右
大
臣
宣
偁
、奉
勅
、諸
仏
法
門
、俱
期
攘
災
増
福
、其
中
仁
王
般
若
最
勝
号

承
和
八
年（
八
四
一
）五
月
二
十
日

諸
国
の
定
額
寺
の
堂
舎
な
ら
び
に
仏
像
・
経
論
の
修
理
・
荘
厳
を
命
じ
る
。

  「
勅
、修
福
滅
罪
、仏
道
是
先
、伝
法
興
教
、人
倫
為
本
。如
聞
、諸
国
定
額
寺
、堂
舎

　
破
壊
、仏
経
曝
露
、三
綱
檀
越
、無
心
修
理
。頃
年
水
旱
不
調
、疫
癘
間
発
、静
言
其

　
由
、恐
縁
彼
咎
。宜
重
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
、修
理
荘
厳
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像

　
経
論
。今
須
毎
寺
立
可
修
理
之
程
、付
朝
集
堂
使
言
上
、習
常
不
革
、並
処
重
科
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
﹈

承
和
九
年（
八
四
二
）三
月
十
五
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
庚
戌
、又
勅
、若
非
攘
未
然
、恐
班
蒔
失
時
。宜
仰
五
畿
内
七
道
諸
国
、簡
修
行
不

　
退
者
二
十
人
、於
国
分
寺
、三
ヶ
日
間
、昼
読
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。修
善

　
之
比
、禁
止
殺
生
、佛
僧
布
施
以
正
税
充
之
。若
有
天
行
之
処
、国
司
到
境
下
、令

　
防
祭
疫
神
、精
進
斎
戒
、共
祷
豊
稔
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
一
﹈

嘉
承
二
年（
八
四
九
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
国
分
二
寺
・
定
額
寺
に
お
い
て
昼
は
経
王
の
転
読
、夜
は
観
音
菩
薩
を
礼
拝

す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
陰
陽
寮
言
、今
年
疫
癘
可
滋
、又
四
五
月
応
有
洪
水
者
。勅
、頃
来
染
疫
之
人
、往
々

　
夭
亡
、夫
護
防
之
恃
、実
頼
冥
威
、存
済
之
方
、亦
期
梵
力
。宜
令
五
畿
内
七
道
諸

　
国
、奉
幣
名
神
、兼
復
於
国
分
二
寺
及
定
額
寺
、一
七
ヶ
日
、昼
転
経
王
、夜
礼
観
音
。

　
如
法
修
行
、必
呈
霊
感
。」

　
鎮
国
保
民
、是
発
自
睿
裏
。従
茲
厳
写
都
合
七
十
一
部
、毎
国
各
頒
一
部
、事
須
安

　
居
会
次
、相
共
講
転
、以
為
歳
事
、願
上
自
一
人
、下
至
百
姓
、同
承
景
福
、永
無
虧

　
騫
。宜
仰
下
諸
国
、依
件
修
之
。

　
　
　
貞
観
十
六
年
閏
四
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

貞
観
十
八
年（
八
七
六
）六
月
二
十
一
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
仏
像
を
分
置
す
る
。

  「
廿
一
日
丙
寅
、一
万
三
千
仏
像
廿
九
鋪
、各
広
五
幅
、高
一
丈
六
尺
、分
置
東
海
・
山

　
陰
・
南
海
三
道
諸
国
。国
別
一
鋪
。先
是
、元
興
寺
僧
賢
護
申
牒
偁
、先
師
故
律
師

　
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
。始
行
内
裏
。漸
遍
人
間
、

　
遂
　
詔
諸
国
並
令
勤
修
。安
本
作
是
念
。書
写
仏
経
、鎮
護
国
家
。仍
写
経
典
、安

　
置
諸
国
、未
画
仏
像
。奄
然
殞
背
、遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
、当
述
師
志
。

　
由
是
発
心
致
誠
、奉
造
尊
像
。望
請
分
置
内
裏
及
諸
国
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、展

　
張
真
容
、於
前
修
之
。許
其
所
請
焉
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
二
十
九
﹈

元
慶
元
年（
八
七
七
）八
月
二
十
二
日

出
雲
国
分
寺
の
木
造
吉
祥
天
像
の
料
と
し
て
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
を
あ
て
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

　
玉
六
十
八
枚
。　
　
　
　
　
　
　
　
金
銀
装
橫
刀
一
口
。　
　
　 

鏡
一
面
。

　
倭
文
二
端
。　
　
　
　
　
　
　
白
眼
鴾
毛
馬
一
疋
。白
鵠
二
翼
。　
御
贄
五
十
舁
。

　　
　
右
国
造
賜
負
幸
物
、還
国
潔
斎
一
年
。　
　
　
　
　
　
訖
即
国
司
率
国
造
諸

　
　
祝
部
并
子
弟
等
入
朝
、即
於
京
外
便
処
、修
飾
献
物
、神
祇
官
長
、自
監
視
、預

　
　
ト
吉
日
。申
官
奏
聞
、宣
示
所
司
。又
後
斎
一
年
更
入
朝
、奏
神
寿
詞
如
初
儀
。

　
凡
国
造
奏
神
寿
詞
日
之
平
旦
、神
祇
官
試
国
造
奏
事
。給
座
料
調
薦
五
枚
。奏
神

　
賀
斎
一
日
、在
前
申
官
。国
造
已
下
、祝
・
神
部
・
郡
司
・
子
弟
五
色
人
等
給
禄
。但
其

　
人
数
、臨
時
所
申
、無
有
定
額
。禄
法
、国
造
絹
廿
疋
・
調
布
六
十
端
・
綿
五
十
屯
。

　
祝
・
神
部
不
論
有
位
無
位
、各
調
布
一
端
。郡
司
各
二
端
。子
弟
各
一
端
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
凡
出
雲
国
所
進
御
冨
岐
玉
六
十
連
、　
　
　
　
　
　
毎
年
十
月
以
前
令
意
宇
郡

　
神
戸
玉
作
氏
造
備
、差
使
進
上
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
出
雲
国
造
　
神
賀
詞

　
八
十
日
日
波
在
止
毛
、今
日
能
生
日
能
足
日
爾
、出
雲
国
国
造
姓
名
恐
美
恐
美
毛
申
賜

　
久
、挂
麻
久
毛
恐
岐
明
御
神
止
大
八
島
国
所
知
食
須
天
皇
命
乃
、手
長
能
大
御
世
止

　
斎
止
　
　
　
　
為
氐
、出
雲
国
乃
青
垣
山
内
爾
、下
津
石
根
爾
宮
柱
太
敷
立
氐
、

　
高
天
原
爾
千
木
高
知
坐
須
伊
射
那
伎
乃
日
真
名
子
、加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
、櫛
御

　
気
野
命
、国
作
坐
志
大
穴
持
命
、二
柱
神
乎
始
天
、百
八
十
六
社
坐
皇
神
等
乎
、某

　
甲
我
弱
肩
爾
太
襷
取
挂
天
、伊
都
幣
能
緒
結
、天
乃
美
賀
秘
冠
利
天
、伊
豆
能
真

　
屋
爾
麁
草
乎
、伊
豆
能
席
登
苅
敷
支
天
、伊
都
閉
黒
益
之
、天
能
𤭖
和
爾
斎
許
母

　
利
氐
志
都
宮
爾
忌
静
米
仕
奉
氐
、朝
日
能
豊
栄
登
爾
、伊
波
比
乃
返
事
能
神
賀

　
吉
詞
奏
賜
波
久
登
奏
。

　
高
天
能
神
王
高
御
魂
神
魂
命
能
、皇
御
孫
命
爾
天
下
大
八
島
国
乎
事
避
奉
之
時
、

　
出
雲
臣
等
我
遠
神
天
穂
比
命
乎
国
体
見
爾
、遣
時
爾
、天
能
八
重
雲
乎
押
別
氐
、

　
天
翔
国
翔
氐
、天
下
乎
見
廻
氐
、返
事
申
給
久
、豊
葦
原
乃
水
穂
国
波
、昼
波
如

　
五
月
蝿
水
沸
支
、夜
波
如
火
瓫
光
神
在
利
。石
根
・
木
立
・
青
水
沫
毛
事
問
天
、荒

　
国
在
利
。然
毛
鎮
平
天
、皇
御
孫
命
爾
安
国
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟
止
申
氐
、己

　
命
児
天
夷
鳥
命
爾
布
都
怒
志
命
乎
副
天
天
降
遣
天
、荒
布
留
神
等
乎
撥
平
気
、

　
国
作
之
大
神
乎
毛
媚
鎮
天
、大
八
島
国
現
事
顕
事
令
事
避
支
。乃
大
穴
持
命
乃
申

　
給
久
、皇
御
孫
命
乃
静
坐
牟
大
倭
国
申
天
、己
命
和
魂
乎
八
咫
鏡
爾
取
託
天
、倭

　
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
登
名
乎
称
天
、大
御
和
乃
神
奈
備
爾
坐
、己
命
乃
御
子
阿
遅

　
須
伎
高
孫
根
乃
命
乃
御
魂
乎
、葛
木
乃
鴨
能
神
奈
備
爾
坐
、事
代
主
命
能
御
魂

　
乎
宇
奈
提
爾
坐
、賀
夜
奈
流
美
命
能
御
魂
乎
飛
鳥
乃
神
奈
備
爾
坐
天
、皇
孫
命

　
能
近
守
神
登
貢
置
天
、八
百
丹
杵
築
宮
爾
静
坐
支
。是
爾
親
神
魯
伎
神
魯
美
乃
命

　
宣
久
、汝
天
穂
比
命
波
、天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石
爾
伊
波
比
奉
、

　
伊
賀
志
乃
御
世
爾
佐
伎
波
閉
奉
登
、仰
賜
志
次
乃
随
爾
、供
斎
　
　
　
　 

仕
奉
氐
、

　
朝
日
乃
豊
栄
登
爾
、神
乃
礼
自
利
臣
能
礼
自
登
、御
祷
乃
神
宝
献
良
久
登
奏
。

　
白
玉
能
大
御
白
髪
坐
、赤
玉
能
御
阿
加
良
毘
坐
、青
玉
能
水
江
玉
乃
行
相
爾
、明

　
御
神
登
大
八
島
国
所
知
食
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
、御
橫
刀
広
爾
誅
堅
米
、

　
白
御
馬
能
前
足
爪
後
足
爪
蹈
立
事
波
、大
宮
能
内
外
御
門
柱
乎
、上
津
石
根
爾
踏

　
堅
米
、下
津
石
根
爾
踏
凝
立
、振
立
流
耳
能
弥
高
爾
、天
下
乎
所
知
食
左
牟
事
志

　
太
米
、白
鵠
乃
生
御
調
能
玩
物
登
、倭
文
能
大
御
心
毛
多
親
爾
、彼
方
古
川
席
此

　
方
能
古
川
席
爾
生
立
若
水
沼
間
能
弥
若
叡
爾
御
若
叡
坐
、須
々
伎
振
遠
止
美
乃

　
水
乃
弥
乎
知
爾
御
表
知
坐
、麻
蘇
比
乃
大
御
鏡
乃
面
乎
意
志
波
留
志
天
見
行
事

元
慶
二
年（
八
七
八
）六
月
二
十
三
日

出
雲
・
隠
岐
な
ど
に
四
天
王
像
前
に
て
調
伏
の
法
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
令
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門
等
国
、調
習
人
兵
、修
繕
器
械
、戒
慎
斥
候
、

　
固
護
要
害
。災
消
異
伏
、理
帰
仏
神
。亦
須
境
内
群
神
班
幣
、於
四
天
王
像
僧
前
修

　
調
伏
法
。以
蓍
亀
告
可
有
辺
警
也
。」

　﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
三
﹈

延
長
五
年（
九
二
七
）十
二
月
二
十
六
日

『
延
喜
式
』成
立
。出
雲
国
造
の
神
賀
詞
奏
上
に
ま
つ
わ
る
神
宝
等
の
記
述
あ
り
。

  「
賜
出
雲
国
造
負
幸
物

　
金
装
橫
刀
一
口
・
絲
廿
絇
・
絹
十
疋
・
調
布
廿
端
・
鍬
廿
口
。

　
　
右
任
国
造
訖
、弁
一
人
・
史
一
人
、就
神
祇
官
庁
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
次
伯
已
下
祐
已
上
、以
次
就
座
。史
一
人
・
大
蔵
録
一
人
。入
自
南
門
就
座
。

　
　
史
唱
官
掌
仰
云
、喚
出
雲
国
司
并
国
造
。官
掌
率
国
司
国
造
就
版
位
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
史
亦
喚
神
部
。神
部
一
人
進
、　
　
　
就
大
刀
案
下
跪
之
。于
時

　
　
弁
宣
云
、出
雲
之
国
造
止
今
定
給 

 
姓
名
爾
賜
負
幸
之
物
  
宣
。国
造
称
唯
、

　
　
再
拝
両
段
。拍
手
両
段
、訖
進
大
刀
案
下
跪
之
。神
部
取
大
刀
授
之
。拍
手
賜
之
。

　
　
　
　
退
授
後
取
之
人
、即
就
版
位
。次
大
蔵
録
喚
国
造
。国
造
就
跪
禄
下
。後
取

　
　
一
人
進
、先
取
絲
給
国
造
。拍
手
一
度
。賜
而
授
於
後
取
。後
取
退
立
本
列
。絹
布

　
　
鍬
亦
如
之
。国
造
退
就
版
位
。更
取
大
刀
出
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
録
、次

　
　
本
官
、次
史
、次
弁
退
出
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
国
造
奏
神
寿
詞

　
能
己
登
久
、明
御
神
能
大
八
島
国
乎
、天
地
日
月
等
共
爾
、安
久
平
久
知
行
牟
事
能

　
志
太
米
止
、御
祷
神
宝
乎
擎
持
氐
。神
礼
自
利
臣
礼
自
登
、恐
弥
恐
弥
毛
。天
津

　
次
能
神
賀
吉
詞
白
賜
久
登
奏
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
八
﹈

長
徳
元
年（
九
九
五
）四
月
二
十
七
日

国
ご
と
に
六
観
音
像
お
よ
び
大
般
若
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
毎
国
図
写
供
養
陸
観
音
像
大
般
若
経
一
部
事

　
右
右
大
臣
宣
、奉
勅
、比
年
疫
病
延
蔓
、病
苦
弥
盛
、京
内
上
下
之
人
、多
帰
漳
浦
、

　
外
国
遠
近
之
民
、悉
泥
瘴
煙
、適
存
危
命
者
、頻
携
薬
石
而
忘
農
業
、纔
脱
病
悩
者
、

　
鎮
営
歛
葬
以
闕
貢
賦
、或
比
首
而
倶
臥
、誰
致
救
療
、或
挙
家
而
爰
亡
、誰
敢
収
蔵
、

　
況
枯
旱
渉
歳
、五
穀
不
登
、人
物
共
尽
、蓋
此
時
乎
、災
害
之
甚
、往
古
未
聞
。夫
観

　
音
能
救
危
難
、尤
可
依
怙
、般
若
亦
施
威
力
、必
攘
災
孽
。仍
普
仰
五
畿
七
道
諸
国
、

　
毎
国
図
写
供
養
、其
料
用
正
税
、若
無
正
税
用
不
動
穀
、且
申
開
用
、且
以
充
行
、

　
不
動
正
税
共
以
用
尽
、申
請
所
在
官
物
、将
以
裁
許
、近
国
六
七
月
中
図
写
供
養
、

　
遠
国
八
九
月
間
開
講
演
説
、供
養
之
後
、且
注
在
状
、早
以
言
上
、実
語
勿
疑
、信

　
力
無
違
、□
遺
民
庶
、長
期
艾
安
者
、諸
国
承
知
、依
宣
行
之
、符
到
奉
行
。

　
権
左
中
弁
源
朝
臣
　
右
大
史
坂
上
大
宿
祢

　
　
　
　
　
長
徳
元
年
四
月
廿
七
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

  「
廿
七
日
癸
卯
、定
、諸
国
并
宇
佐
宮
等
、各
書
写
大
般
若
経
、六
観
音
像
、可
攘
疾

　
疫
之
災
。」

  「
述
光
□昕
譲
」

  「
法
賢
蝎
談
」

  「
等
亦
造
」

  「
□助
為
内
□
□
」

  「
志
往
報
」

  「
雀
叶
李
玄
」

  「
夢
言
金
仏
」

  「
芸
身
貞
均
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

辛
亥
は
銅
鐘
の
様
式
か
ら
高
麗
・
顕
宗
二
年（
一
〇
一
一
）に
比
定
さ
れ
る
。

寛
仁
元
年（
一
〇
一
七
）十
月
二
日

大
神
宝
使
を
畿
内
七
道
諸
国
の
諸
社
等
に
発
遣
。山
陰
道
で
は
出
雲
熊
野
社
・
杵
築

社
に
紫
綾
蓋
・
平
文
野
剣
・
赤
漆
御
弓
・
箭
・
平
文
鉾
・
五
寸
鏡
な
ど
が
奉
ら
れ
る
。

  「（
前
略
）

　
山
陽
道
、

　（
中
略
）

　
已
上
卌
八
所
被
奉
紫
綾
蓋
一
蓋
、　
　
　  

平
文
野
剣
一
腰
、　
　
　
赤
漆
御
弓
一
張
、

　
箭
四
筋
、平
文
桙
一
本
、　
　
五
寸
鏡
一
面
、　
　
　
平
文
麻
桶
一
口
、平
文
線
柱

　
一
本
。

　（
後
略
）」

﹇
左
経
記
﹈

長
元
三
年（
一
〇
三
〇
）五
月
二
十
三
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
と
請
観
音
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
図
写
供
養
丈
六
観
世
音
菩
薩
像
壱
体
請
観
世
音
経
佰
巻
事

　
右
去
春
以
来
。疾
疫
滋
蔓
。病
死
儔
多
。仍
寄
託
内
外
。雖
致
祈
祷
。空
経
旬
月
。未

　
期
休
除
。夫
観
世
音
菩
薩
者
。衆
生
依
怙
。能
施
無
畏
。患
病
厄
者
。必
抜
苦
源
。遭

　
急
難
者
。乍
得
解
脱
。就
中
十
一
面
観
音
有
頂
上
仏
面
除
疫
病
之
願
。請
観
世
音

　
経
有
毘
舎
離
国
救
苦
厄
之
教
。旁
仰
弘
誓
。盍
無
冥
感
乎
。正
二
位
行
大
納
言
兼

　
民
部
卿
中
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
斎
信
宣
。奉
勅
。宜
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
。図
写

　
件
菩
薩
像
并
経
巻
。官
符
到
後
。択
定
吉
日
。官
長
専
当
。於
国
分
寺
請
当
寺
浄
行

　
僧
十
口
。開
講
供
養
矣
。即
一
七
日
間
。転
読
件
経
。但
請
用
之
僧
。有
不
如
法
之

　
輩
。尋
訪
他
寺
。備
彼
員
数
。祈
以
件
事
。必
期
霊
験
。又
転
読
之
間
。殊
致
潔
斎
。

　
断
絶
葷
腥
。禁
止
屠
割
。其
施
供
料
用
正
税
。若
無
正
税
。用
所
在
官
物
者
。諸
国

　
宜
承
知
依
宣
行
之
。符
到
奉
行
。

　
造
大
安
寺
長
官
正
四
位
下
右
大
弁
兼
内
蔵
頭
中
宮
亮
源
朝
臣

　
従
五
位
下
行
左
大
史
惟
宗
朝
臣

　
　
　
　
　
　
長
元
三
年
五
月
廿
三
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

延
久
元
年（
一
〇
六
九
）十
月
十
九
日

出
雲
国
解
に
よ
り
千
手
観
音
像
の
頭
中
に
仏
舎
利
・
香
薬
な
ど
を
奉
納
す
る
。

  「
十
九
日
壬
子
。依
出
雲
国
解
。□
□
□
□
本
令
奉
納
丈
六
千
手
観
音
御
頭
中
仏

　
舎
利
香
薬
等
。件
仏
并
寺
。」

﹇
扶
桑
略
記
　
第
二
十
九
﹈

﹇
日
本
紀
略
　
後
篇
十
﹈

寛
弘
元
年（
一
〇
〇
四
）閏
九
月
十
八
日

出
雲
か
ら
帰
還
し
た
為
綱
が
藤
原
道
長
に
手
箱
二
合
を
進
上
す
る
。

  「
為
綱
朝
臣
従
出
雲
還
、手
筥
二
合
進
。入
雑
物
等
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
六
年（
一
〇
〇
九
）九
月
二
日

進
内
侍
、出
雲
下
向
に
あ
た
り
中
宮
彰
子
か
ら
女
装
束
と
織
物
褂
を
贈
ら
れ
る
。

  「
二
日
、入
夜
進
内
侍
参
中
宮
。夫
忠
道
之
共
、雲
出
下
向
来
五
日
云
、為
申
此
由
也
。

　
女
装
束
加
織
褂
賜
之
云
々
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
八
年（
一
〇
一
一
）四
月
八
日

銅
鐘（
島
根
・
天
倫
寺
蔵
）

  「
高
麗
国
東
京
内
廻
真
寺
仏
弟
子
釈

　
□
奉
為

　
聖
寿
天
長
国
泰
人
安
普
勤
有
縁

　
者
三
千
余
人
入
香
徒
布
糧
添
敬
造

　
金
鐘
一
軀
　
辛
亥
四
月
八
日
　
記
」

  「
光
叶
助
保
」

  「
金
真
□印
𦫿
達
」

  「
玄
儒
大
内
」

  「
副
棟
梁
光
孝
」

寛
治
五
年（
一
〇
九
一
）四
月
十
七
日

佐
陀
社
竃
殿
の
焼
亡
に
よ
り
大
神
宝
殿
・
三
若
宮
神
殿
・
御
正
体
を
焼
失
す
る
。

  「
寛
治
五
年
四
月
十
七
日
、出
雲
国
佐
陀
社
竃
殿
焼
亡
。大
神
□宝
殿
、三
若
宮
神
殿

　
并
御
正
体
焼
失
。

　（
中
略
）

　
已
上
不
被
造
立
御
体
、専
為
如
在
之
礼
。

　（
中
略
）

　
　
　
　
文
永
六
年
十
一
月
十
日
　
正
四
位
上
行
神
祇
権
大
副
卜
部
宿
禰
兼
文
勘
申
」

﹇
続
左
丞
抄
　
第
一
﹈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

凡
例

・
現
在
の
島
根
県
域（
旧
出
雲
国
・
石
見
国
・
隠
岐
国
）に
お
け
る
美
術
作
品
の
制
作
と
伝
来
に
関
す
る
文
献

  

史
料
・
銘
文
等
の
う
ち
年
次
的
に
配
列
で
き
る
も
の
を
集
成
し
、編
年
方
式
に
よ
り
収
め
た
。

・
採
録
の
範
囲
は
七
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
ま
で
と
し
た
。

・
採
録
の
対
象
は
美
術
作
品（
絵
画
、彫
刻
、工
芸
品
、書
跡
・
典
籍
）に
関
す
る
史
料
を
主
と
し
、こ
れ
ら
の
設

  

置
さ
れ
る
建
造
物
に
つ
い
て
も
適
宜
採
り
上
げ
た
。

・
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
、便
宜
的
に
句
読
点
等
を
付
し
た
。

島
根
県
美
術
史
研
究
史
料（
古
代
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　                       

椋  

木  

賢  

治

一
云
、武
夷
鳥
。

又
云
、天
夷
鳥
。一

書
云
、一
名

大
母
隅
也
。

一
云
、日
葉

酢
根
命
也
。

菨
、此

云
毛
。
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天
武
十
四
年（
六
八
五
）三
月
二
十
七
日

諸
国
、家
ご
と
に
仏
舎
を
作
り
、仏
像
と
経
を
置
き
、礼
拝
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
申
、詔
、諸
国
毎
家
、作
仏
舎
、及
置
仏
像
及
経
、以
礼
拝
供
養
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
二
十
九
﹈

持
統
六
年（
六
九
二
）五
月

銅
造
観
音
菩
薩
立
像（
島
根
・
鰐
淵
寺
蔵
）

  「
壬
辰
年
五
月
出
雲
国
若
倭
部

　
臣
徳
太
理
為
父
母
作
奉
菩
薩
」

﹇
刻
銘
﹈

※

壬
辰
年
は
像
の
様
式
か
ら
こ
の
年
に
比
定
さ
れ
る
。

持
統
八
年（
六
九
四
）五
月
十
一
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
送
り
置
く
。

  「
癸
巳
、以
金
光
明
経
一
百
部
、送
置
諸
国
。必
取
毎
年
、正
月
上
玄
読
之
。其
布
施
、

　
以
当
国
官
物
充
之
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
三
十
﹈

大
宝
元
年（
七
〇
一
）六
月
八
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
、新
し
い
印
の
雛
形
を
頒
付
す
る
。

  「
己
酉
、勅
、凡
其
庶
務
。一
依
新
令
。又
国
宰
・
郡
司
、貯
置
大
税
、必
須
如
法
。如
有

　
闕
怠
、随
事
科
断
。是
日
、遣
使
七
道
、宣
告
依
新
令
為
政
、及
給
大
租
之
状
、并
頒

　
付
新
印
様
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
﹈

慶
雲
元
年（
七
〇
四
）四
月
九
日

鍛
冶
司
に
諸
国
の
印
を
鋳
造
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
夏
四
月
甲
子
、令
鍜
冶
司
鋳
諸
国
印
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）三
月
二
十
三
日

出
雲
国
な
ど
に
駅
鈴
を
支
給
す
る
。

  「
乙
亥
、按
察
使
向
京
、及
巡
行
属
国
之
日
、乗
伝
給
食
。因
給
常
陸
国
十
剋
、遠
江

　
国
七
剋
、伊
豆
・
出
雲
二
国
鈴
各
一
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
八
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）五
月
二
十
一
日

『
日
本
書
紀
』成
立
。こ
の
な
か
に
出
雲
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
。

崇
神
六
十
年
七
月
十
四
日
　
出
雲
飯
入
根
が
出
雲
大
神
宮
の
神
宝
を
献
上
す
る
。

  「
六
十
年
秋
七
月
丙
申
朔
己
酉
、詔
群
臣
曰
、武
日
照
命
　
　
　
　
　
従
天
将
来
神

　
宝
、蔵
于
出
雲
大
神
宮
。是
欲
見
焉
。則
遣
矢
田
部
造
遠
祖
武
諸
隅  

　
　
　
　 

而

　
使
献
。当
是
時
、出
雲
臣
之
遠
祖
出
雲
振
根
主
于
神
宝
。是
往
筑
紫
国
而
不
遇
矣
。

　
其
弟
飯
入
根
、則
被
皇
命
、以
神
宝
、付
弟
甘
美
韓
日
狭
与
子
鸕
濡
渟
而
貢
上
。既

　
而
出
雲
振
根
、従
筑
紫
還
来
之
、聞
神
宝
献
于
朝
廷
、責
其
弟
飯
入
根
曰
、数
日
当

　
待
。何
恐
之
乎
、輙
許
神
宝
。是
以
、既
経
年
月
、猶
懐
恨
忿
、有
殺
弟
之
志
、仍
欺

　
弟
曰
、頃
者
、於
止
屋
淵
多
生
菨
。願
共
行
欲
見
。則
随
兄
而
往
之
。先
是
、兄
窃
作

　
木
刀
、形
似
真
刀
。当
時
自
佩
之
、弟
佩
真
刀
。共
到
淵
頭
、兄
謂
弟
曰
、淵
水
清
冷
。

　
願
欲
共
游
沐
。弟
従
兄
言
、各
解
佩
刀
、置
淵
辺
、沐
於
水
中
。乃
兄
先
上
陸
、取
弟

　
真
刀
自
佩
。後
弟
驚
而
取
兄
木
刀
、共
相
撃
矣
。弟
不
得
抜
木
刀
。兄
撃
弟
飯
入
根

　
而
殺
之
。故
時
人
歌
之
曰
、椰
句
毛
多
菟
、伊
頭
毛
多
鶏
流
餓
、波
鶏
流
多
知
、菟

　
頭
邏
佐
波
磨
枳
、佐
微
那
辞
珥
、阿
波
礼
。於
是
、甘
美
韓
日
狭
・
鸕
濡
渟
、参
向
朝

　
廷
、曲
奏
其
状
。則
遣
吉
備
津
彦
与
武
渟
河
別
、以
誅
出
雲
振
根
。故
出
雲
臣
等
、

　
畏
是
事
、不
祭
大
神
而
有
間
。時
丹
波
氷
上
人
、名
氷
香
戸
辺
、啓
于
皇
太
子
活
目

　
尊
曰
、己
子
有
小
児
、而
自
然
言
之
、玉
菨
鎮
石
。出
雲
人
祭
、真
種
之
甘
美
鏡
。押

　
羽
振
、甘
美
御
神
、底
宝
御
宝
主
。山
河
之
水
泳
御
魂
。静
挂
甘
美
御
神
、底
宝
御

　
宝
主
也
。  

　
　
是
非
似
小
児
之
言
。若
有
託
言
乎
。於
是
、皇
太
子
奏
于
天
皇
。則

　
勅
之
使
祭
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
五
﹈

垂
仁
二
十
六
年
八
月
三
日
　
出
雲
国
の
神
宝
を
物
部
十
千
根
大
連
に
検
校
さ
せ
る
。

  「
廿
六
年
秋
八
月
戊
寅
朔
庚
辰
、天
皇
勅
物
部
十
千
根
大
連
曰
、屢
遣
使
者
於
出
雲

　
国
、雖
検
校
其
国
之
神
宝
、無
分
明
申
言
者
。汝
親
行
于
出
雲
、宜
検
校
定
。則
十

　
千
根
大
連
校
定
神
宝
、而
分
明
奏
言
之
。仍
令
掌
神
宝
也
。」﹇

日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

垂
仁
三
十
二
年
七
月
六
日
　
野
見
宿
禰
、出
雲
国
の
土
部
百
人
に
人
・
馬
・
種
々
の
物

を
埴
で
造
作
さ
せ
る
。

  「
卅
二
年
秋
七
月
甲
戌
朔
己
卯
、皇
后
日
葉
酢
媛
命
　
　
　
　
薨
。臨
葬
有
日
焉
、

　
天
皇
詔
群
卿
曰
、従
死
之
道
、前
知
不
可
。今
此
行
之
葬
、奈
之
為
何
。於
是
、野
見

　
宿
禰
進
曰
、夫
君
王
陵
墓
、埋
立
生
人
、是
不
良
也
、豈
得
伝
後
葉
乎
。願
今
将
議

　
便
事
而
奏
之
。則
遣
使
者
、喚
上
出
雲
国
之
土
部
壱
百
人
、自
領
土
部
等
、取
埴
以

　
造
作
人
・
馬
及
種
々
物
形
、献
于
天
皇
曰
、自
今
以
後
、以
是
土
物
更
易
生
人
、樹
於

　
陵
墓
、為
後
葉
之
法
則
。天
皇
、於
是
、大
喜
之
、詔
野
見
宿
禰
曰
、汝
之
便
議
、寔

　
洽
朕
心
。則
其
土
物
、始
立
于
日
葉
酢
媛
命
之
墓
。仍
号
是
土
物
謂
埴
輪
。亦
名
立

　
物
也
。仍
下
令
曰
、自
今
以
後
、陵
墓
必
樹
是
土
物
、無
傷
人
焉
。天
皇
厚
賞
野
見

　
宿
禰
之
功
、亦
賜
鍛
地
。即
任
土
部
職
。因
改
本
姓
謂
土
部
臣
。是
土
部
連
等
、主

　
天
皇
喪
葬
之
縁
也
。所
謂
野
見
宿
禰
、是
土
部
連
等
之
始
祖
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
国
郷
中
。郡
家
東
南
廿
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
三
層
之
塔
也
。

　
山
国
郷
人
、日
置
部
根
緒
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
意
宇
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
沼
田
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
西
六
里
一
百
六
十
歩
。大
領

　
出
雲
臣
大
田
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
楯
縫
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。有
河
内
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
南
三
里
一
百
歩
。旧
大
領
日

　
置
部
臣
布
祢
之
所
造
。 

　
　
　
　
」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
出
雲
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。朝
山
郷
中
。郡
家
正
東
二
里
六
十
歩
。建
立
厳
堂
也
。神
門
臣
等
之

　
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
古
志
郷
中
。郡
家
東
南
一
里
。刑
部
臣
等
之
所
造
也
。  

　   

」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
神
門
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
正
南
一
里
。建
立
厳
堂
也
。　
　 

大
領
勝
部
君

　
虫
麿
之
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。在
屋
裏
郷
中
。郡
家
正
北
一
十
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
層
塔
也
。

　
前
少
領
田
部
臣
押
島
之
所
造
。   

　
　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
東
北
一
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

斐
伊
郷
人
、樋

　
印
支
知
麿
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
大
原
郡
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）三
月
三
日

国
ご
と
に
釈
迦
三
尊
像
の
造
立
と
大
般
若
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
三
月
丁
丑
、詔
曰
、毎
国
、令
造
釈
迦
仏
像
一
体
、挟
侍
菩
薩
二
軀
。兼
写
大
般
若
経

　
一
部
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
二
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）十
二
月
八
日

出
雲
守
石
川
年
足
、薬
師
如
来
・
観
音
菩
薩
・
日
光
菩
薩
・
月
光
菩
薩
像
を
造
り
、灌

頂
随
願
往
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
九
年
歳
次
丁
丑
十
二
月
庚
子
朔
八
日
丁
未
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。盖
聞
。無
色

　
無
声
方
広
之
功
自
遠
。常
有
常
浄
円
朗
之
照
不
窮
。崇
慧
業
以
致
真
如
、積
芳
因

　
而
成
聖
果
。引
四
海
於
法
鏡
、則
慾
海
澄
氛
、導
六
識
於
禅
門
、則
邪
雲
巻
翳
、巍

　
巍
妙
力
至
矣
。難
思
年
足
、罪
釁
所
鍾
、頻
遭
凶
逝
。傷
神
之
恨
、未
弭
於
前
、喪
明

　
之
哀
、相
継
於
後
。恋
恋
心
緒
。不
能
自
割
。唯
憑
法
祐
、少
慰
悲
嘆
。爰
為
二
郎
、

　
敬
造
自
願
薬
師
如
来
・
侠
侍
観
世
音
菩
薩
、追
福
日
光
遍
照
・
月
光
遍
照
菩
薩
等

　
像
一
鋪
。并
写
随
願
往
生
経
一
巻
。衆
彩
起
絢
、月
相
含
暉
、竜
宮
秘
文
、貫
珠
流
影
。

　
以
茲
功
徳
、資
益
亡
霊
。伏
願
、金
花
承
歩
、高
昇
五
浄
之
天
、玉
葉
籍
儀
、遠
契
三

　
明
之
果
、傍
該
動
植
、普
洎
塵
労
、並
出
盖
纏
、倶
登
彼
岸
。」

﹇
灌
頂
随
願
往
生
経（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）六
月
二
十
九
日

出
雲
守
石
川
年
足
、弥
勒
菩
薩
像
を
造
り
、弥
勒
上
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
十
年
歳
次
戊
寅
六
月
戊
戌
朔
廿
九
日
丙
寅
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

神
亀
三
年（
七
二
六
）二
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
広
島
、剣
・
鏡
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
辛
亥
、出
雲
国
造
従
六
位
上
出
雲
臣
広
島
斎
事
畢
、献
神　
剣
鏡
并
白
馬
・
鵠
等
。

　
広
島
并
祝
二
人
並
進
位
二
階
。賜
広
島
絁
廿
疋
、綿
五
十
屯
、布
六
十
端
、自
余
祝

　
部
一
百
九
十
四
人
禄
各
有
差
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
九
﹈

神
亀
五
年（
七
二
八
）十
二
月
二
十
八
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
頒
下
す
る
。

  「
十
二
月
己
丑
、金
光
明
経
六
十
四
帙
六
百
卌
巻
頒
於
諸
国
。国
別
十
巻
。先
是
、諸

　
国
所
有
金
光
明
経
、或
国
八
巻
、或
国
四
巻
。至
是
、写
備
頒
下
。随
経
到
日
、即
令

　
転
読
。為
令
国
家
平
安
也
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
﹈

天
平
五
年（
七
三
三
）二
月
三
十
日

『
出
雲
国
風
土
記
』成
立
。こ
の
と
き
出
雲
国
に
教
昊
寺
と
十
か
所
の
新
造
院
あ
り
。

  「
教
昊
寺
。有
山
国
郷
中
。郡
家
正
東
廿
五
里
一
百
廿
歩
。建
立
五
層
之
塔
也
。　
　  

　
教
昊
僧
之
所
造
也
。  

　
　 

　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。山
代
郷
中
。郡
家
西
北
四
里
二
百
歩
。建
立
厳
堂
也
。　
　
日
置
君

　
目
烈
之
所
造
。 

　
　
　
　
　   

」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
代
郷
中
。郡
家
西
北
二
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

飯
石
郡
少
領
出

　
雲
臣
弟
山
之
所
造
也
。」

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
十
方
諸
仏
、蓋
聞
、法
門
興
聖
、表
無
量
以
凝
尊
、

　
真
相
開
霊
、随
縁
然
而
応
物
。故
得
五
根
宣
化
。遥
変
響
於
和
音
。十
念
成
功
、遠

　
登
神
於
補
処
。年
足
、慈
顔
永
隔
、空
懐
罔
極
之
哀
。諱
日
俄
臨
、方
積
終
身
之
感
、

　
庶
憑
功
於
妙
力
、希
樹
果
於
良
因
、謹
以
茲
辰
、敬
造
弥
勒
菩
薩
像
一
鋪
、写
弥
勒

　
経
十
部
。蓮
台
宝
相
、含
璧
月
而
披
光
、貝
篆
霊
文
、貫
殊
星
而
流
影
。伏
願
、契
道

　
能
仁
、昇
遊
正
覚
。菩
提
枝
下
、聞
妙
法
之
円
音
、兜
率
天
中
、得
上
真
之
勝
業
。通

　
該
有
頂
、普
被
無
辺
、並
泛
慈
航
、同
離
愛
網
」

﹇
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経（
京
都
・
高
山
寺
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）八
月
二
十
六
日

諸
国
に
国
郡
図
を
造
ら
せ
る
。

  「
辛
卯
、令
天
下
諸
国
造
国
郡
図
進
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
一
年（
七
三
九
）七
月
十
日

出
雲
守
石
川
年
足
、大
般
若
経
を
書
写
し
浄
土
寺
に
置
く
。

  「
維
天
平
十
一
年
歳
次
己
卯
七
月
辛
卯
朔
十
日
庚
子
、仏
弟
子
出
雲
国
守
従
五
位

　
下
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。託

　
想
玄
津
、庶
福
於
安
楽
、帰
心
実
際
、冀
果
於
菩
提
。敬
写
大
般
若
経
一
部
、置
浄

　
土
寺
、永
為
寺
宝
、以
此
功
徳
、慶
善
日
新
、命
緒
将
劫
石
倶
延
、寿
算
与
恒
沙
共

　
遠
。又
願
、内
外
眷
属
、七
代
父
母
、无
辺
无
境
有
形
含
識
、並
乗
般
若
之
舟
、咸
登

　
正
覚
之
路
。」

﹇
石
川
年
足
私
願
書
写
大
般
若
経（
個
人
蔵
）願
文
﹈

　
飾
天
下
神
宮
。去
歳
、普
令
天
下
造
釈
迦
牟
尼
仏
尊
像
、高
一
丈
六
尺
者
、各
一
鋪
、

　
并
写
大
般
若
経
各
一
部
。自
今
春
已
来
、至
于
秋
稼
、風
雨
順
序
、五
穀
豊
穣
。此

　
乃
、徴
誠
啓
願
、霊
貺
如
荅
。載
惶
載
懼
、無
以
自
寧
。案
経
云
、若
有
国
土
講
宣
読

　
誦
、恭
敬
供
養
、流
通
此
経
王
者
、我
等
四
王
、常
来
擁
護
。一
切
災
障
、皆
使
消
殄
。

　
憂
愁
疾
疫
、亦
令
除
差
。所
願
遂
心
、恒
生
歓
喜
者
、宜
令
天
下
諸
国
各
令
敬
造
七

　
重
塔
一
区
、并
写
金
光
明
最
勝
王
経
・
妙
法
蓮
華
経
一
部
。朕
、又
別
擬
、写
金
字
金

　
光
明
最
勝
王
経
、毎
塔
各
令
置
一
部
。所
冀
、聖
法
之
盛
、与
天
地
而
永
流
、擁
護
之

　
恩
、被
幽
明
而
恒
満
。其
造
塔
之
寺
、兼
為
国
華
。必
択
好
処
、実
可
長
久
。近
人
則

　
不
欲
薫
臭
所
及
。遠
人
則
不
欲
労
衆
帰
集
。国
司
等
、各
宜
務
存
厳
飾
、兼
尽
潔
清
。

　
近
感
諸
天
、庶
幾
臨
護
。布
告
遐
邇
、令
知
朕
意
。又
毎
国
僧
寺
、施
封
五
十
戸
、水

　
田
一
十
町
。尼
寺
水
田
十
町
。僧
寺
必
令
有
廿
僧
。其
寺
名
、為
金
光
明
四
天
王
護

　
国
之
寺
。尼
寺
一
十
尼
。其
名
為
法
華
滅
罪
之
寺
。両
寺
相
去
、宜
受
教
戒
。若
有

　
闕
者
、即
須
補
満
。其
僧
尼
、毎
月
八
日
、必
応
転
読
最
勝
王
経
。毎
至
月
半
、誦
戒

　
羯
磨
。毎
月
六
斎
日
、公
私
不
得
漁
猟
殺
生
。国
司
等
宜
恒
加
検
校
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
五
年（
七
四
三
）十
月
十
五
日

盧
舎
那
仏
金
銅
像
の
造
立
を
発
願
す
る
。

  「
冬
十
月
辛
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、恭
承
大
位
、志
存
兼
済
、勤
撫
人
物
。雖
率
土
之

　
浜
、已
霑
仁
恕
、而
普
天
之
下
、未
洽
報
恩
。誠
欲
頼
三
宝
之
威
霊
、乾
坤
相
泰
、修

　
万
代
之
福
業
、動
植
咸
栄
。粤
以
天
平
十
五
年
歳
次
癸
未
十
月
十
五
日
、発
菩
薩

　
大
願
、奉
造
盧
舍
那
仏
金
銅
像
一
軀
。尽
国
銅
而
鎔
象
、削
大
山
以
構
堂
、広
及
法

　
界
、為
朕
智
識
。遂
使
同
蒙
利
益
共
致
菩
提
。夫
有
天
下
之
富
者
朕
也
。有
天
下
之

　
勢
者
朕
也
。以
此
富
勢
造
此
尊
像
。事
也
易
成
、心
也
難
至
。但
恐
徒
有
労
人
、無

　
能
感
聖
。或
生
誹
謗
、反
墮
罪
辜
。是
故
、預
智
識
者
、懇
発
至
誠
、各
招
介
福
、宜

　
日
毎
三
拝
盧
舍
那
仏
。自
当
存
念
各
造
盧
舍
那
仏
也
。如
更
有
人
、情
願
持
一
枝

　
草
一
把
土
助
造
像
者
、恣
聴
之
。国
郡
等
司
、莫
因
此
事
、侵
擾
百
姓
強
令
収
斂
。

　
布
告
遐
邇
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
六
年（
七
四
四
）十
二
月
四
日

天
下
諸
国
に
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
辰
、令
天
下
諸
国
薬
師
悔
過
七
日
。」

 ﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
七
年（
七
四
五
）九
月
二
十
日

諸
国
に
大
般
若
経
の
書
写
、薬
師
仏
像
の
造
立
、経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
令
京
師
及
諸
国
写
大
般
若
経
合
一
百
部
、又
造
薬
師
仏
像
七
軀
、高
六
尺
三
寸
、

　
并
写
経
七
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
六
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
一
月
七
日

諸
国
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
進
め
る
た
め
石
川
年
足
ら
を
各
道
に
発
遣

す
る
。

  「
己
卯
、詔
曰
、朕
、以
去
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
、至
心
発
願
、欲
使
国
家
永
固
、

　
聖
法
恒
修
、遍
詔
天
下
諸
国
、々
別
令
造
金
光
明
寺
・
法
華
寺
。其
金
光
明
寺
各
造

　
七
重
塔
一
区
、并
写
金
字
金
光
明
経
一
部
、安
置
塔
裏
。而
諸
国
司
等
怠
緩
不
行
。

　
或
処
寺
不
便
、或
猶
未
開
基
。以
為
、天
地
災
異
、一
二
顕
来
、蓋
由
茲
乎
。朕
之
股

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）六
月
十
九
日

諸
国
に
法
華
経
の
書
写
と
七
重
塔
の
建
立
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、令
天
下
諸
国
、毎
国
写
法
華
経
十
部
、并
建
七
重
塔
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）九
月
十
五
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
の
造
立
と
観
音
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
四
畿
内
七
道
諸
国
曰
、此
来
、縁
筑
紫
境
有
不
軌
之
臣
、命
軍
討
伐
。願

　
依
聖
祐
、欲
安
百
姓
。故
今
国
別
造
観
世
音
菩
薩
像
一
軀
、高
七
尺
、并
写
観
世
音

　
経
一
十
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）一
月
十
五
日

藤
原
不
比
等
の
遺
族
が
返
上
し
た
食
封
五
千
戸
の
う
ち
、三
千
戸
を
諸
国
の
国
分

寺
に
施
入
し
て
丈
六
仏
造
立
の
費
用
に
あ
て
る
。

  「
丁
酉
、故
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
家
返
上
食
封
五
千
戸
。二
千
戸
、依
旧
返
賜
其
家
。

　
三
千
戸
、施
入
諸
国
国
分
寺
。以
充
造
丈
六
仏
像
之
料
。」﹇

続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）三
月
二
十
四
日

諸
国
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
命
じ
る
。

  「
乙
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、忝
承
重
任
。未
弘
政
化
、寤
寐
多
慚
。古
之
明
主
、皆
能

　
光
業
。国
泰
人
楽
、災
除
福
至
。修
何
政
化
、能
臻
此
道
。頃
者
、年
穀
不
豊
、疫
癘

　
頻
至
。慙
懼
交
集
、唯
労
罪
己
。是
以
、広
為
蒼
生
、遍
求
景
福
。故
前
年
、馳
驛
増

　
肱
、豈
合
如
此
。是
以
、差
従
四
位
下
石
川
朝
臣
年
足
、従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
小
嶋
、

　
布
勢
朝
臣
宅
主
等
、分
道
発
遣
、検
定
寺
地
、并
察
作
状
。国
司
宜
与
使
及
国
師
簡

　
定
勝
地
、勤
加
営
繕
。又
任
郡
司
勇
幹
堪
済
諸
事
、専
令
主
当
。限
来
三
年
以
前
、

　
造
塔
・
金
堂
・
僧
坊
、悉
皆
令
了
。若
能
契
勅
、如
理
修
造
之
、子
孫
無
絶
、任
郡
領

　
司
。其
僧
寺
・
尼
寺
水
田
者
、除
前
入
数
已
外
。更
加
田
地
、僧
寺
九
十
町
、尼
寺
四

　
十
町
。便
仰
所
司
墾
開
応
施
。普
告
国
郡
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
二
月
十
四
日

諸
国
に
塔
の
建
立
を
願
う
者
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
、天
下
諸
国
。或
有
百
姓
情
願
造
塔
者
、悉
聴
之
。其
造
地
者
、必
立
伽
藍
院
内
。

　
不
得
濫
作
山
野
路
辺
。若
備
儲
畢
、先
申
其
状
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）〜
天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）頃

出
雲
国
大
原
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
が
大
仏
造
立
に
関
与
す
る
。

  「
□
□
勝
出
雲
国
大
□
□
□
□
□
」

  「
大
原
郡
佐
世
郷
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
□
□
□
□
□
□
□
」」

﹇
木
簡（
奈
良
・
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊
西
地
区
出
土
）﹈

天
平
勝
宝
元
年（
七
四
九
）一
月
一
日

天
下
諸
寺
に
悔
過
を
さ
せ
、金
光
明
経
の
転
読
を
さ
せ
る
。

  「
始
従
元
日
、七
七
之
内
、令
天
下
諸
寺
悔
過
、転
読
金
光
明
経
。又
禁
断
天
下
殺
生
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
一
﹈

天
平
宝
字
三
年（
七
五
九
）十
一
月
九
日

諸
国
に
国
分
二
寺
図
を
頒
下
す
る
。

  「
頒
下
国
分
二
寺
図
於
天
下
諸
国
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
二
﹈

天
平
宝
字
四
年（
七
六
〇
）七
月
二
十
六
日

光
明
皇
后
の
七
七
斎
に
あ
た
り
、国
ご
と
に
阿
弥
陀
浄
土
画
像
を
造
ら
せ
る
。

  「
癸
丑
、設
皇
太
后
七
々
斎
於
東
大
寺
并
京
師
諸
小
寺
。其
天
下
諸
国
、毎
国
奉
造

　
阿
弥
陀
浄
土
画
像
。仍
計
国
内
見
僧
尼
、写
称
讃
浄
土
教
、各
於
国
分
金
光
明
寺

　
礼
拝
供
養
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

天
平
宝
字
五
年（
七
六
一
）六
月
七
日

光
明
皇
后
周
忌
の
た
め
、諸
国
の
国
分
尼
寺
で
阿
弥
陀
三
尊
像
を
造
立
す
る
。

  「
六
月
庚
申
、設
皇
太
后
周
忌
斎
於
阿
弥
陀
浄
土
院
。其
院
者
在
法
華
寺
内
西
南
隅
。

　
為
設
忌
斎
所
造
也
。其
天
下
諸
国
、各
於
国
分
尼
寺
、奉
造
阿
弥
陀
丈
六
像
一
軀
、

　
挟
侍
菩
薩
像
二
軀
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

神
護
景
雲
元
年（
七
六
七
）一
月
八
日

諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
吉
祥
天
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
神
護
景
雲
元
年
春
正
月
己
未
、勅
、畿
内
七
道
諸
国
、一
七
日
間
、各
於
国
分
金
光

　
明
寺
、行
吉
祥
天
悔
過
之
法
。因
此
功
徳
、天
下
太
平
、風
雨
順
時
、五
穀
成
熟
、兆

　
民
快
楽
、十
方
有
情
、同
霑
此
福
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
八
﹈

神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）一
月
二
十
四
日

吉
祥
天
像
を
画
き
、出
雲
国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
三
十
二
﹈

宝
亀
二
年（
七
七
一
）一
月
十
三
日

諸
国
に
お
け
る
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
る
。

  「
辛
未
、停
天
下
諸
国
吉
祥
悔
過
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
一
﹈

宝
亀
三
年（
七
七
二
）十
一
月
十
日

諸
国
の
国
分
寺
で
毎
年
正
月
、吉
祥
天
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、詔
曰
、頃
者
、風
雨
不
調
、頻
年
飢
荒
。欲
救
此
禍
、唯
憑
冥
助
。宜
於
天
下

　
諸
国
々
分
寺
、毎
年
正
月
一
七
日
之
間
、行
吉
祥
悔
過
、以
為
恒
例
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
二
﹈

宝
亀
十
年（
七
七
九
）三
月

出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
し
た
銅
像
・
香
炉
・
諸
器
を
献
上
す
る
。

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
三
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
て
国
分
寺
丈
六
仏
像
の
造
立
を
催
検
さ
せ
る
。

  「
六
月
乙
酉
、勅
、遣
使
於
七
道
諸
国
、催
検
所
造
国
分
丈
六
仏
像
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
十
日

諸
国
に
使
工
を
遣
わ
し
て
仏
像
の
造
立
を
検
催
さ
せ
る
。

  「
壬
辰
、詔
曰
、頃
者
、分
遣
使
工
、検
催
諸
国
仏
像
。宜
来
年
忌
日
必
令
造
了
。其
仏

　
殿
兼
使
造
備
。如
有
仏
像
并
殿
已
造
畢
者
、亦
造
塔
令
会
忌
日
。夫
仏
法
者
、以
慈

　
為
先
。不
須
因
此
辛
苦
百
姓
。国
司
并
使
工
等
、若
有
称
朕
意
者
、特
加
褒
賞
。」

　﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）十
二
月
二
十
日

聖
武
天
皇
の
一
周
忌
の
御
斎
会
の
装
飾
と
し
て
、出
雲
・
石
見
な
ど
二
十
六
国
に
灌

頂
幡
・
道
場
幡
・
緋
綱
を
頒
下
す
る
。

  「
己
亥
、越
後
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・

　
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
紀
伊
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・

　
豊
前
・
豊
後
・
日
向
等
二
十
六
国
、々
別
頒
下
灌
頂
幡
一
具
、道
場
幡
卌
九
首
、緋
綱

　
二
条
、以
充
周
忌
御
斎
荘
飾
。用
了
、収
置
金
光
明
寺
、永
為
寺
物
、随
事
出
用
之
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）九
月
二
十
八
日

出
雲
・
石
見
な
ど
六
国
に
飛
駅
鈴
を
頒
布
す
る
。

  「
丁
酉
、始
頒
越
前
・
越
中
・
佐
渡
・
出
雲
・
石
見
・
伊
予
等
六
国
飛
駅
鈴
。国
一
口
。」

  「
雲
州
献
異
像
。」

  「
雲
州
海
浜
銅
像
浮
浪
来
。并
香
炉
諸
器
。刺
史
取
献
。書
曰
異
像
。」

﹇
元
享
釈
書
　
巻
第
二
十
三
﹈

宝
亀
十
一
年（
七
八
〇
）三
月
三
日

金
銅
鋳
像
・
白
銅
香
炉
・
種
々
の
器
物
が
出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
す
る
。

  「
戊
辰
、出
雲
国
言
、金
銅
鋳
像
一
龕
、白
銅
香
炉
一
口
、并
種
々
器
物
、漂
着
海
浜
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
六
﹈

延
暦
二
十
四
年（
八
〇
五
）二
月
十
九
日

諸
国
の
国
分
寺
に
薬
師
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
未
、令
諸
国
々
分
寺
、行
薬
師
悔
過
、以
聖
躬
未
平
也
。」﹇

日
本
後
紀
　
巻
第
十
二
﹈

大
同
四
年（
八
〇
九
）一
月
十
八
日

諸
国
に
大
般
若
経
を
書
写
し
、国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、令
天
下
諸
国
、為
名
神
写
大
般
若
経
一
部
、奉
読
供
養
、安
置
国
分
寺
。若

　
无
国
分
寺
者
、於
定
額
寺
。」

 ﹇
日
本
後
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
長
五
年（
八
二
八
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
毎
年
七
月
八
日
、文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
修
文
殊
会
事

  「
勅
曰
、如
聞
、諸
国
疫
癘
、夭
亡
者
衆
、自
非
修
善
、何
以
攘
災
。宜
令
諸
国
、各
請

　
練
行
僧
、大
国
廿
人
、上
国
十
七
人
、中
国
十
四
人
、下
国
十
人
、三
ヶ
日
内
、昼
転

　
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。其
布
施
者
、三
宝
穀
十
斛
、僧
三
斛
、以
正
税
充

　
行
、俾
致
精
進
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
一
﹈

承
和
元
年（
八
三
四
）四
月
六
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、勅
、防
災
未
萠
、兼
致
豊
稔
、修
善
之
力
、職
此
之
由
。宜
令
畿
内
七
道
諸
国
、

　
択
国
内
行
者
、於
国
分
僧
寺
、三
ヶ
日
内
。昼
則
転
金
剛
般
若
経
、夜
則
修
薬
師
悔

　
過
、迄
于
事
畢
、禁
断
殺
生
。又
如
有
疫
癘
処
、各
於
国
界
攘
祭
。務
存
精
誠
、必
期

　
霊
感
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
三
﹈

承
和
二
年（
八
三
五
）四
月
五
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
卯
、勅
、令
天
下
諸
国
修
文
殊
会
。其
会
料
者
、毎
年
割
取
救
急
稲
利
三
分
之
一

　
充
用
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
四
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）二
月
二
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
十
一
面
観
音
法
を
薫
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、勅
曰
、令
人
主
安
穏
、黎
庶
和
楽
、不
如
十
一
面
大
悲
者
秘
密
神
咒
之
力
。宜

　
普
告
五
畿
内
七
道
諸
国
、請
浄
行
僧
七
口
於
国
分
寺
、一
七
日
夜
薫
修
十
一
面
之

　
法
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）六
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命

じ
る
。

  「
壬
子
、勅
、如
聞
、疫
癘
間
発
、疾
苦
者
衆
、夫
銷
殃
未
然
、不
如
般
若
之
力
。宜
令

　
五
畿
內
七
道
諸
国
內
行
者
、廿
口
已
下
十
口
已
上
、於
国
分
僧
寺
、始
自
七
月
八

　
日
、三
箇
日
、昼
読
金
剛
般
若
、夜
修
薬
師
悔
過
、迄
于
事
竟
、禁
断
殺
生
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
五
年（
八
三
八
）九
月
十
九
日

天
下
の
定
額
寺
の
堂
舎
・
仏
像
・
経
論
お
よ
び
神
祇
諸
社
の
修
理
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、勅
、令
修
理
天
下
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像
経
論
及
神
祇
諸
社
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
七
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）八
月
一
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
重
ね
て
命
じ
る
。

  「
是
日
、勅
曰
、文
殊
会
事
、起
自
天
長
之
年
。而
今
聞
、諸
国
或
乖
官
符
旨
、不
有
遵

　
行
。宜
重
下
知
令
以
修
之
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

　
右
得
僧
綱
牒
偁
、贈
僧
正
伝
燈
大
法
師
位
勤
操
、元
興
寺
伝
燈
大
法
師
位
泰
善
等
、

　
畿
内
郡
邑
広
設
件
会
、弁
備
飯
食
等
、施
給
貧
者
。此
則
所
依
文
殊
般
涅
槃
経
云
、

　
若
有
衆
生
聞
文
殊
師
利
名
、除
却
十
二
億
刧
生
死
之
罪
。若
礼
拝
供
養
者
、生
々

　
之
処
、恒
生
諸
仏
家
、為
文
殊
師
利
威
神
所
護
。若
欲
供
養
脩
福
業
者
、即
化
身
作

　
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
至
行
者
前
者
也
。而
今
勤
操
遷
化
、泰
善
独
存
、相
尋
欲
行
、

　
増
感
不
已
、望
請
、下
符
京
畿
七
道
諸
国
、同
修
件
会
、須
国
司
講
読
師
仰
所
部
郡

　
司
及
定
額
寺
三
綱
等
、郡
別
於
一
村
邑
、屈
精
進
練
行
法
師
、以
為
教
生
、毎
年
七

　
月
八
日
令
修
其
事
、兼
修
理
堂
塔
経
教
破
損
等
、当
彼
会
日
、同
供
養
之
、当
会
前

　
後
并
三
箇
日
、禁
断
殺
生
、会
集
男
女
等
、先
授
三
帰
五
戒
、次
令
称
讃
薬
師
文
殊

　
宝
号
、各
一
百
遍
、庶
使
普
天
之
下
、同
修
福
業
、率
土
之
内
、俱
期
快
楽
者
。中
納

　
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
、奉
勅
。依
請
者
、其
会

　
料
者
、割
救
急
料
利
稲
、量
宜
充
行
、若
国
郡
司
百
姓
等
、割
随
分
物
加
施
、不
在

　
制
限
。

　
　
　
天
長
五
年
二
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

天
長
七
年（
八
三
〇
）四
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
豊
持
が
五
種
神
宝
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
七
年
四
月
乙
巳
、皇
帝
御
大
極
殿
、覧
出
雲
国
々
造
出
雲
臣
豊
持
所
献
五
種
神
宝
、

　
兼
所
出
雑
物
。還
宮
授
豊
持
従
六
位
下
。」

﹇
類
聚
国
史
　
巻
第
十
九
﹈

天
長
十
年（
八
三
三
）六
月
八
日

諸
国
に
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

承
和
六
年（
八
三
九
）九
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
の
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
、以
後
は
国
庁
で
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
、如
聞
、所
以
神
護
景
雲
二
年
以
還
、令
諸
国
国
分
寺
、毎
年
起
正
月
八

　
日
至
于
十
四
日
、奉
読
最
勝
王
経
、并
修
吉
祥
悔
過
者
、為
消
除
不
祥
、保
安
国
家

　
也
。而
今
講
読
師
等
、不
必
其
人
、僧
尼
懈
怠
、周
旋
乖
法
、国
司
検
校
、亦
不
存
心
。

　
徒
有
修
福
之
名
、都
無
殊
勝
之
利
。此
則
緇
素
異
処
、不
相
監
察
之
所
致
也
。宜
停

　
行
国
分
寺
、而
於
庁
事
修
之
、自
今
以
後
、立
為
恒
例
。」 ﹇

続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）

銅
鐘（
福
岡
・
西
光
寺
蔵
）

  「
承
和
六
年
鴨
部
立
造

　
便
伯
耆
国
金
石
寺
鐘

　
守
護
三
宝
及
以
□
□

　
十
八
善
神
深
砂
大
将

　
若
貪
欲
者
有
犯
用
心

　
必
滅
其
身
并
子
孫
類

　
廻
向
聖
朝
国
吏
庁
衆

　
伽
藍
恒
久
仏
法
興
隆

　
一
家
繁
昌
万
代
全
保

　
法
界
□
□
□
□
利
益
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

島
根
・
出
雲
大
社
旧
蔵

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
九
﹈

貞
観
九
年（
八
六
七
）五
月
二
十
六
日

四
天
王
像
を
造
り
、伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
国
等
に
下
す
。

  「
廿
六
日
甲
子
、造
八
幅
四
天
王
像
五
鋪
、各
一
鋪
下
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長

　
門
等
国
。下
知
国
司
曰
、彼
国
地
在
西
極
、堺
近
新
羅
。警
備
之
謀
、当
異
他
国
。宜

　
帰
命
尊
像
、勤
誠
修
法
、調
伏
賊
心
、消
却
災
変
。仍
須
点
択
地
勢
高
敞
、瞼
瞰
賊

　
境
之
道
場
。若
素
無
道
場
、新
択
善
地
、建
立
仁
祠
、安
置
尊
像
。請
国
分
寺
及
部

　
内
練
行
精
進
僧
四
口
、各
当
像
前
、依
最
勝
王
経
四
天
王
護
国
品
、昼
転
経
巻
、夜

　
誦
神
呪
、春
秋
二
時
別
一
七
日
、清
浄
堅
固
、依
法
薫
修
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
十
四
﹈

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）九
月
八
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
画
仏
像
を
安
置
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
安
置
一
万
三
千
画
仏
像
七
十
二
鋪
事

　
　
　
　
　
各
広
六
幅
　
高
一
丈
六
尺

　
　
　
太
政
官
一
鋪
　
　
図
書
寮
一
鋪
　
　
　
五
畿
内
五
鋪

　
　
　
東
海
道
十
五
鋪
　
東
山
道
八
鋪
　
　
　
北
陸
道
七
鋪

　
　
　
山
陰
道
八
鋪
　
　
山
陽
道
八
鋪
　
　
　
南
海
道
六
鋪

　
　
　
西
海
道
十
一
鋪
　
大
宰
観
音
寺
一
鋪
　
八
幡
神
宮
寺
一
鋪

　
右
得
元
興
寺
伝
灯
大
法
師
位
賢
護
牒
偁
、先
師
故
律
師
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承

　
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
、始
行
内
裏
漸
遍
天
下
、遂
詔
諸
国
並
令
修
之
。又

　
本
作
是
念
、仏
経
共
写
鎮
護
国
家
。即
写
経
典
分
置
諸
国
、未
画
仏
像
。忽
随
冥
期
。

　
方
今
遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
当
述
師
志
。因
茲
発
心
致
誠
、奉
造
如
件
。

　
望
請
、分
置
内
裏
并
諸
国
、永
付
公
帳
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、即
便
修
此
像
前
。

　
但
内
裏
料
納
図
書
寮
。然
則
国
家
安
楽
、祉
祚
延
長
。謹
請
　
官
裁
者
、従
三
位
守

　
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
基
経
宣
、依
請
。

　
　
　
貞
観
十
三
年
九
月
八
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

※

『
帝
王
編
年
記
』『
西
宮
記
』『
政
事
要
略
』に
同
様
の
史
料
あ
り
。

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）

僧
薬
海
、出
雲
国
分
寺
の
吉
祥
天
画
像
を
木
像
に
造
り
あ
ら
た
め
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

貞
観
十
六
年（
八
七
四
）閏
四
月
二
十
五
日

諸
国
に
金
字
仁
王
経
を
頒
下
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
頒
下
金
字
仁
王
会
経
七
十
一
部
百
卌
二
巻
事

　
　
　
五
畿
七
道
諸
国
、毎
国
各
一
部

　
　
　
下
野
薬
師
寺
一
部

　
　
　
大
宰
観
音
寺
一
部

　
　
　
豊
前
弥
勒
寺
一
部

　
右
被
右
大
臣
宣
偁
、奉
勅
、諸
仏
法
門
、俱
期
攘
災
増
福
、其
中
仁
王
般
若
最
勝
号

承
和
八
年（
八
四
一
）五
月
二
十
日

諸
国
の
定
額
寺
の
堂
舎
な
ら
び
に
仏
像
・
経
論
の
修
理
・
荘
厳
を
命
じ
る
。

  「
勅
、修
福
滅
罪
、仏
道
是
先
、伝
法
興
教
、人
倫
為
本
。如
聞
、諸
国
定
額
寺
、堂
舎

　
破
壊
、仏
経
曝
露
、三
綱
檀
越
、無
心
修
理
。頃
年
水
旱
不
調
、疫
癘
間
発
、静
言
其

　
由
、恐
縁
彼
咎
。宜
重
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
、修
理
荘
厳
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像

　
経
論
。今
須
毎
寺
立
可
修
理
之
程
、付
朝
集
堂
使
言
上
、習
常
不
革
、並
処
重
科
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
﹈

承
和
九
年（
八
四
二
）三
月
十
五
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
庚
戌
、又
勅
、若
非
攘
未
然
、恐
班
蒔
失
時
。宜
仰
五
畿
内
七
道
諸
国
、簡
修
行
不

　
退
者
二
十
人
、於
国
分
寺
、三
ヶ
日
間
、昼
読
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。修
善

　
之
比
、禁
止
殺
生
、佛
僧
布
施
以
正
税
充
之
。若
有
天
行
之
処
、国
司
到
境
下
、令

　
防
祭
疫
神
、精
進
斎
戒
、共
祷
豊
稔
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
一
﹈

嘉
承
二
年（
八
四
九
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
国
分
二
寺
・
定
額
寺
に
お
い
て
昼
は
経
王
の
転
読
、夜
は
観
音
菩
薩
を
礼
拝

す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
陰
陽
寮
言
、今
年
疫
癘
可
滋
、又
四
五
月
応
有
洪
水
者
。勅
、頃
来
染
疫
之
人
、往
々

　
夭
亡
、夫
護
防
之
恃
、実
頼
冥
威
、存
済
之
方
、亦
期
梵
力
。宜
令
五
畿
内
七
道
諸

　
国
、奉
幣
名
神
、兼
復
於
国
分
二
寺
及
定
額
寺
、一
七
ヶ
日
、昼
転
経
王
、夜
礼
観
音
。

　
如
法
修
行
、必
呈
霊
感
。」

　
鎮
国
保
民
、是
発
自
睿
裏
。従
茲
厳
写
都
合
七
十
一
部
、毎
国
各
頒
一
部
、事
須
安

　
居
会
次
、相
共
講
転
、以
為
歳
事
、願
上
自
一
人
、下
至
百
姓
、同
承
景
福
、永
無
虧

　
騫
。宜
仰
下
諸
国
、依
件
修
之
。

　
　
　
貞
観
十
六
年
閏
四
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

貞
観
十
八
年（
八
七
六
）六
月
二
十
一
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
仏
像
を
分
置
す
る
。

  「
廿
一
日
丙
寅
、一
万
三
千
仏
像
廿
九
鋪
、各
広
五
幅
、高
一
丈
六
尺
、分
置
東
海
・
山

　
陰
・
南
海
三
道
諸
国
。国
別
一
鋪
。先
是
、元
興
寺
僧
賢
護
申
牒
偁
、先
師
故
律
師

　
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
。始
行
内
裏
。漸
遍
人
間
、

　
遂
　
詔
諸
国
並
令
勤
修
。安
本
作
是
念
。書
写
仏
経
、鎮
護
国
家
。仍
写
経
典
、安

　
置
諸
国
、未
画
仏
像
。奄
然
殞
背
、遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
、当
述
師
志
。

　
由
是
発
心
致
誠
、奉
造
尊
像
。望
請
分
置
内
裏
及
諸
国
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、展

　
張
真
容
、於
前
修
之
。許
其
所
請
焉
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
二
十
九
﹈

元
慶
元
年（
八
七
七
）八
月
二
十
二
日

出
雲
国
分
寺
の
木
造
吉
祥
天
像
の
料
と
し
て
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
を
あ
て
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

　
玉
六
十
八
枚
。　
　
　
　
　
　
　
　
金
銀
装
橫
刀
一
口
。　
　
　 

鏡
一
面
。

　
倭
文
二
端
。　
　
　
　
　
　
　
白
眼
鴾
毛
馬
一
疋
。白
鵠
二
翼
。　
御
贄
五
十
舁
。

　　
　
右
国
造
賜
負
幸
物
、還
国
潔
斎
一
年
。　
　
　
　
　
　
訖
即
国
司
率
国
造
諸

　
　
祝
部
并
子
弟
等
入
朝
、即
於
京
外
便
処
、修
飾
献
物
、神
祇
官
長
、自
監
視
、預

　
　
ト
吉
日
。申
官
奏
聞
、宣
示
所
司
。又
後
斎
一
年
更
入
朝
、奏
神
寿
詞
如
初
儀
。

　
凡
国
造
奏
神
寿
詞
日
之
平
旦
、神
祇
官
試
国
造
奏
事
。給
座
料
調
薦
五
枚
。奏
神

　
賀
斎
一
日
、在
前
申
官
。国
造
已
下
、祝
・
神
部
・
郡
司
・
子
弟
五
色
人
等
給
禄
。但
其

　
人
数
、臨
時
所
申
、無
有
定
額
。禄
法
、国
造
絹
廿
疋
・
調
布
六
十
端
・
綿
五
十
屯
。

　
祝
・
神
部
不
論
有
位
無
位
、各
調
布
一
端
。郡
司
各
二
端
。子
弟
各
一
端
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
凡
出
雲
国
所
進
御
冨
岐
玉
六
十
連
、　
　
　
　
　
　
毎
年
十
月
以
前
令
意
宇
郡

　
神
戸
玉
作
氏
造
備
、差
使
進
上
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
出
雲
国
造
　
神
賀
詞

　
八
十
日
日
波
在
止
毛
、今
日
能
生
日
能
足
日
爾
、出
雲
国
国
造
姓
名
恐
美
恐
美
毛
申
賜

　
久
、挂
麻
久
毛
恐
岐
明
御
神
止
大
八
島
国
所
知
食
須
天
皇
命
乃
、手
長
能
大
御
世
止

　
斎
止
　
　
　
　
為
氐
、出
雲
国
乃
青
垣
山
内
爾
、下
津
石
根
爾
宮
柱
太
敷
立
氐
、

　
高
天
原
爾
千
木
高
知
坐
須
伊
射
那
伎
乃
日
真
名
子
、加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
、櫛
御

　
気
野
命
、国
作
坐
志
大
穴
持
命
、二
柱
神
乎
始
天
、百
八
十
六
社
坐
皇
神
等
乎
、某

　
甲
我
弱
肩
爾
太
襷
取
挂
天
、伊
都
幣
能
緒
結
、天
乃
美
賀
秘
冠
利
天
、伊
豆
能
真

　
屋
爾
麁
草
乎
、伊
豆
能
席
登
苅
敷
支
天
、伊
都
閉
黒
益
之
、天
能
𤭖
和
爾
斎
許
母

　
利
氐
志
都
宮
爾
忌
静
米
仕
奉
氐
、朝
日
能
豊
栄
登
爾
、伊
波
比
乃
返
事
能
神
賀

　
吉
詞
奏
賜
波
久
登
奏
。

　
高
天
能
神
王
高
御
魂
神
魂
命
能
、皇
御
孫
命
爾
天
下
大
八
島
国
乎
事
避
奉
之
時
、

　
出
雲
臣
等
我
遠
神
天
穂
比
命
乎
国
体
見
爾
、遣
時
爾
、天
能
八
重
雲
乎
押
別
氐
、

　
天
翔
国
翔
氐
、天
下
乎
見
廻
氐
、返
事
申
給
久
、豊
葦
原
乃
水
穂
国
波
、昼
波
如

　
五
月
蝿
水
沸
支
、夜
波
如
火
瓫
光
神
在
利
。石
根
・
木
立
・
青
水
沫
毛
事
問
天
、荒

　
国
在
利
。然
毛
鎮
平
天
、皇
御
孫
命
爾
安
国
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟
止
申
氐
、己

　
命
児
天
夷
鳥
命
爾
布
都
怒
志
命
乎
副
天
天
降
遣
天
、荒
布
留
神
等
乎
撥
平
気
、

　
国
作
之
大
神
乎
毛
媚
鎮
天
、大
八
島
国
現
事
顕
事
令
事
避
支
。乃
大
穴
持
命
乃
申

　
給
久
、皇
御
孫
命
乃
静
坐
牟
大
倭
国
申
天
、己
命
和
魂
乎
八
咫
鏡
爾
取
託
天
、倭

　
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
登
名
乎
称
天
、大
御
和
乃
神
奈
備
爾
坐
、己
命
乃
御
子
阿
遅

　
須
伎
高
孫
根
乃
命
乃
御
魂
乎
、葛
木
乃
鴨
能
神
奈
備
爾
坐
、事
代
主
命
能
御
魂

　
乎
宇
奈
提
爾
坐
、賀
夜
奈
流
美
命
能
御
魂
乎
飛
鳥
乃
神
奈
備
爾
坐
天
、皇
孫
命

　
能
近
守
神
登
貢
置
天
、八
百
丹
杵
築
宮
爾
静
坐
支
。是
爾
親
神
魯
伎
神
魯
美
乃
命

　
宣
久
、汝
天
穂
比
命
波
、天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石
爾
伊
波
比
奉
、

　
伊
賀
志
乃
御
世
爾
佐
伎
波
閉
奉
登
、仰
賜
志
次
乃
随
爾
、供
斎
　
　
　
　 

仕
奉
氐
、

　
朝
日
乃
豊
栄
登
爾
、神
乃
礼
自
利
臣
能
礼
自
登
、御
祷
乃
神
宝
献
良
久
登
奏
。

　
白
玉
能
大
御
白
髪
坐
、赤
玉
能
御
阿
加
良
毘
坐
、青
玉
能
水
江
玉
乃
行
相
爾
、明

　
御
神
登
大
八
島
国
所
知
食
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
、御
橫
刀
広
爾
誅
堅
米
、

　
白
御
馬
能
前
足
爪
後
足
爪
蹈
立
事
波
、大
宮
能
内
外
御
門
柱
乎
、上
津
石
根
爾
踏

　
堅
米
、下
津
石
根
爾
踏
凝
立
、振
立
流
耳
能
弥
高
爾
、天
下
乎
所
知
食
左
牟
事
志

　
太
米
、白
鵠
乃
生
御
調
能
玩
物
登
、倭
文
能
大
御
心
毛
多
親
爾
、彼
方
古
川
席
此

　
方
能
古
川
席
爾
生
立
若
水
沼
間
能
弥
若
叡
爾
御
若
叡
坐
、須
々
伎
振
遠
止
美
乃

　
水
乃
弥
乎
知
爾
御
表
知
坐
、麻
蘇
比
乃
大
御
鏡
乃
面
乎
意
志
波
留
志
天
見
行
事

元
慶
二
年（
八
七
八
）六
月
二
十
三
日

出
雲
・
隠
岐
な
ど
に
四
天
王
像
前
に
て
調
伏
の
法
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
令
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門
等
国
、調
習
人
兵
、修
繕
器
械
、戒
慎
斥
候
、

　
固
護
要
害
。災
消
異
伏
、理
帰
仏
神
。亦
須
境
内
群
神
班
幣
、於
四
天
王
像
僧
前
修

　
調
伏
法
。以
蓍
亀
告
可
有
辺
警
也
。」

　﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
三
﹈

延
長
五
年（
九
二
七
）十
二
月
二
十
六
日

『
延
喜
式
』成
立
。出
雲
国
造
の
神
賀
詞
奏
上
に
ま
つ
わ
る
神
宝
等
の
記
述
あ
り
。

  「
賜
出
雲
国
造
負
幸
物

　
金
装
橫
刀
一
口
・
絲
廿
絇
・
絹
十
疋
・
調
布
廿
端
・
鍬
廿
口
。

　
　
右
任
国
造
訖
、弁
一
人
・
史
一
人
、就
神
祇
官
庁
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
次
伯
已
下
祐
已
上
、以
次
就
座
。史
一
人
・
大
蔵
録
一
人
。入
自
南
門
就
座
。

　
　
史
唱
官
掌
仰
云
、喚
出
雲
国
司
并
国
造
。官
掌
率
国
司
国
造
就
版
位
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
史
亦
喚
神
部
。神
部
一
人
進
、　
　
　
就
大
刀
案
下
跪
之
。于
時

　
　
弁
宣
云
、出
雲
之
国
造
止
今
定
給 

 
姓
名
爾
賜
負
幸
之
物
  
宣
。国
造
称
唯
、

　
　
再
拝
両
段
。拍
手
両
段
、訖
進
大
刀
案
下
跪
之
。神
部
取
大
刀
授
之
。拍
手
賜
之
。

　
　
　
　
退
授
後
取
之
人
、即
就
版
位
。次
大
蔵
録
喚
国
造
。国
造
就
跪
禄
下
。後
取

　
　
一
人
進
、先
取
絲
給
国
造
。拍
手
一
度
。賜
而
授
於
後
取
。後
取
退
立
本
列
。絹
布

　
　
鍬
亦
如
之
。国
造
退
就
版
位
。更
取
大
刀
出
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
録
、次

　
　
本
官
、次
史
、次
弁
退
出
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
国
造
奏
神
寿
詞

　
能
己
登
久
、明
御
神
能
大
八
島
国
乎
、天
地
日
月
等
共
爾
、安
久
平
久
知
行
牟
事
能

　
志
太
米
止
、御
祷
神
宝
乎
擎
持
氐
。神
礼
自
利
臣
礼
自
登
、恐
弥
恐
弥
毛
。天
津

　
次
能
神
賀
吉
詞
白
賜
久
登
奏
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
八
﹈

長
徳
元
年（
九
九
五
）四
月
二
十
七
日

国
ご
と
に
六
観
音
像
お
よ
び
大
般
若
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
毎
国
図
写
供
養
陸
観
音
像
大
般
若
経
一
部
事

　
右
右
大
臣
宣
、奉
勅
、比
年
疫
病
延
蔓
、病
苦
弥
盛
、京
内
上
下
之
人
、多
帰
漳
浦
、

　
外
国
遠
近
之
民
、悉
泥
瘴
煙
、適
存
危
命
者
、頻
携
薬
石
而
忘
農
業
、纔
脱
病
悩
者
、

　
鎮
営
歛
葬
以
闕
貢
賦
、或
比
首
而
倶
臥
、誰
致
救
療
、或
挙
家
而
爰
亡
、誰
敢
収
蔵
、

　
況
枯
旱
渉
歳
、五
穀
不
登
、人
物
共
尽
、蓋
此
時
乎
、災
害
之
甚
、往
古
未
聞
。夫
観

　
音
能
救
危
難
、尤
可
依
怙
、般
若
亦
施
威
力
、必
攘
災
孽
。仍
普
仰
五
畿
七
道
諸
国
、

　
毎
国
図
写
供
養
、其
料
用
正
税
、若
無
正
税
用
不
動
穀
、且
申
開
用
、且
以
充
行
、

　
不
動
正
税
共
以
用
尽
、申
請
所
在
官
物
、将
以
裁
許
、近
国
六
七
月
中
図
写
供
養
、

　
遠
国
八
九
月
間
開
講
演
説
、供
養
之
後
、且
注
在
状
、早
以
言
上
、実
語
勿
疑
、信

　
力
無
違
、□
遺
民
庶
、長
期
艾
安
者
、諸
国
承
知
、依
宣
行
之
、符
到
奉
行
。

　
権
左
中
弁
源
朝
臣
　
右
大
史
坂
上
大
宿
祢

　
　
　
　
　
長
徳
元
年
四
月
廿
七
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

  「
廿
七
日
癸
卯
、定
、諸
国
并
宇
佐
宮
等
、各
書
写
大
般
若
経
、六
観
音
像
、可
攘
疾

　
疫
之
災
。」

  「
述
光
□昕
譲
」

  「
法
賢
蝎
談
」

  「
等
亦
造
」

  「
□助
為
内
□
□
」

  「
志
往
報
」

  「
雀
叶
李
玄
」

  「
夢
言
金
仏
」

  「
芸
身
貞
均
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

辛
亥
は
銅
鐘
の
様
式
か
ら
高
麗
・
顕
宗
二
年（
一
〇
一
一
）に
比
定
さ
れ
る
。

寛
仁
元
年（
一
〇
一
七
）十
月
二
日

大
神
宝
使
を
畿
内
七
道
諸
国
の
諸
社
等
に
発
遣
。山
陰
道
で
は
出
雲
熊
野
社
・
杵
築

社
に
紫
綾
蓋
・
平
文
野
剣
・
赤
漆
御
弓
・
箭
・
平
文
鉾
・
五
寸
鏡
な
ど
が
奉
ら
れ
る
。

  「（
前
略
）

　
山
陽
道
、

　（
中
略
）

　
已
上
卌
八
所
被
奉
紫
綾
蓋
一
蓋
、　
　
　  

平
文
野
剣
一
腰
、　
　
　
赤
漆
御
弓
一
張
、

　
箭
四
筋
、平
文
桙
一
本
、　
　
五
寸
鏡
一
面
、　
　
　
平
文
麻
桶
一
口
、平
文
線
柱

　
一
本
。

　（
後
略
）」

﹇
左
経
記
﹈

長
元
三
年（
一
〇
三
〇
）五
月
二
十
三
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
と
請
観
音
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
図
写
供
養
丈
六
観
世
音
菩
薩
像
壱
体
請
観
世
音
経
佰
巻
事

　
右
去
春
以
来
。疾
疫
滋
蔓
。病
死
儔
多
。仍
寄
託
内
外
。雖
致
祈
祷
。空
経
旬
月
。未

　
期
休
除
。夫
観
世
音
菩
薩
者
。衆
生
依
怙
。能
施
無
畏
。患
病
厄
者
。必
抜
苦
源
。遭

　
急
難
者
。乍
得
解
脱
。就
中
十
一
面
観
音
有
頂
上
仏
面
除
疫
病
之
願
。請
観
世
音

　
経
有
毘
舎
離
国
救
苦
厄
之
教
。旁
仰
弘
誓
。盍
無
冥
感
乎
。正
二
位
行
大
納
言
兼

　
民
部
卿
中
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
斎
信
宣
。奉
勅
。宜
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
。図
写

　
件
菩
薩
像
并
経
巻
。官
符
到
後
。択
定
吉
日
。官
長
専
当
。於
国
分
寺
請
当
寺
浄
行

　
僧
十
口
。開
講
供
養
矣
。即
一
七
日
間
。転
読
件
経
。但
請
用
之
僧
。有
不
如
法
之

　
輩
。尋
訪
他
寺
。備
彼
員
数
。祈
以
件
事
。必
期
霊
験
。又
転
読
之
間
。殊
致
潔
斎
。

　
断
絶
葷
腥
。禁
止
屠
割
。其
施
供
料
用
正
税
。若
無
正
税
。用
所
在
官
物
者
。諸
国

　
宜
承
知
依
宣
行
之
。符
到
奉
行
。

　
造
大
安
寺
長
官
正
四
位
下
右
大
弁
兼
内
蔵
頭
中
宮
亮
源
朝
臣

　
従
五
位
下
行
左
大
史
惟
宗
朝
臣

　
　
　
　
　
　
長
元
三
年
五
月
廿
三
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

延
久
元
年（
一
〇
六
九
）十
月
十
九
日

出
雲
国
解
に
よ
り
千
手
観
音
像
の
頭
中
に
仏
舎
利
・
香
薬
な
ど
を
奉
納
す
る
。

  「
十
九
日
壬
子
。依
出
雲
国
解
。□
□
□
□
本
令
奉
納
丈
六
千
手
観
音
御
頭
中
仏

　
舎
利
香
薬
等
。件
仏
并
寺
。」

﹇
扶
桑
略
記
　
第
二
十
九
﹈

﹇
日
本
紀
略
　
後
篇
十
﹈

寛
弘
元
年（
一
〇
〇
四
）閏
九
月
十
八
日

出
雲
か
ら
帰
還
し
た
為
綱
が
藤
原
道
長
に
手
箱
二
合
を
進
上
す
る
。

  「
為
綱
朝
臣
従
出
雲
還
、手
筥
二
合
進
。入
雑
物
等
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
六
年（
一
〇
〇
九
）九
月
二
日

進
内
侍
、出
雲
下
向
に
あ
た
り
中
宮
彰
子
か
ら
女
装
束
と
織
物
褂
を
贈
ら
れ
る
。

  「
二
日
、入
夜
進
内
侍
参
中
宮
。夫
忠
道
之
共
、雲
出
下
向
来
五
日
云
、為
申
此
由
也
。

　
女
装
束
加
織
褂
賜
之
云
々
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
八
年（
一
〇
一
一
）四
月
八
日

銅
鐘（
島
根
・
天
倫
寺
蔵
）

  「
高
麗
国
東
京
内
廻
真
寺
仏
弟
子
釈

　
□
奉
為

　
聖
寿
天
長
国
泰
人
安
普
勤
有
縁

　
者
三
千
余
人
入
香
徒
布
糧
添
敬
造

　
金
鐘
一
軀
　
辛
亥
四
月
八
日
　
記
」

  「
光
叶
助
保
」

  「
金
真
□印
𦫿
達
」

  「
玄
儒
大
内
」

  「
副
棟
梁
光
孝
」

寛
治
五
年（
一
〇
九
一
）四
月
十
七
日

佐
陀
社
竃
殿
の
焼
亡
に
よ
り
大
神
宝
殿
・
三
若
宮
神
殿
・
御
正
体
を
焼
失
す
る
。

  「
寛
治
五
年
四
月
十
七
日
、出
雲
国
佐
陀
社
竃
殿
焼
亡
。大
神
□宝
殿
、三
若
宮
神
殿

　
并
御
正
体
焼
失
。

　（
中
略
）

　
已
上
不
被
造
立
御
体
、専
為
如
在
之
礼
。

　（
中
略
）

　
　
　
　
文
永
六
年
十
一
月
十
日
　
正
四
位
上
行
神
祇
権
大
副
卜
部
宿
禰
兼
文
勘
申
」

﹇
続
左
丞
抄
　
第
一
﹈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
僧
。

散
位
大
初
位
下
上
蝮

首
押
猪
之
祖
父
也
。

無
僧
。

出
雲
神
戸
日
置
君

鹿
麻
呂
之
父
。

住
僧

一
軀
。

今
大
領
佐
宜

麿
之
祖
父
。

不
立

厳
堂
。

有
僧

五
軀
。

有
僧

一
軀
。

今
少
領
伊
去
美
之

従
父
兄
也
。　

有
尼

二
軀
。
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天
武
十
四
年（
六
八
五
）三
月
二
十
七
日

諸
国
、家
ご
と
に
仏
舎
を
作
り
、仏
像
と
経
を
置
き
、礼
拝
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
申
、詔
、諸
国
毎
家
、作
仏
舎
、及
置
仏
像
及
経
、以
礼
拝
供
養
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
二
十
九
﹈

持
統
六
年（
六
九
二
）五
月

銅
造
観
音
菩
薩
立
像（
島
根
・
鰐
淵
寺
蔵
）

  「
壬
辰
年
五
月
出
雲
国
若
倭
部

　
臣
徳
太
理
為
父
母
作
奉
菩
薩
」

﹇
刻
銘
﹈

※

壬
辰
年
は
像
の
様
式
か
ら
こ
の
年
に
比
定
さ
れ
る
。

持
統
八
年（
六
九
四
）五
月
十
一
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
送
り
置
く
。

  「
癸
巳
、以
金
光
明
経
一
百
部
、送
置
諸
国
。必
取
毎
年
、正
月
上
玄
読
之
。其
布
施
、

　
以
当
国
官
物
充
之
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
三
十
﹈

大
宝
元
年（
七
〇
一
）六
月
八
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
、新
し
い
印
の
雛
形
を
頒
付
す
る
。

  「
己
酉
、勅
、凡
其
庶
務
。一
依
新
令
。又
国
宰
・
郡
司
、貯
置
大
税
、必
須
如
法
。如
有

　
闕
怠
、随
事
科
断
。是
日
、遣
使
七
道
、宣
告
依
新
令
為
政
、及
給
大
租
之
状
、并
頒

　
付
新
印
様
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
﹈

慶
雲
元
年（
七
〇
四
）四
月
九
日

鍛
冶
司
に
諸
国
の
印
を
鋳
造
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
夏
四
月
甲
子
、令
鍜
冶
司
鋳
諸
国
印
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）三
月
二
十
三
日

出
雲
国
な
ど
に
駅
鈴
を
支
給
す
る
。

  「
乙
亥
、按
察
使
向
京
、及
巡
行
属
国
之
日
、乗
伝
給
食
。因
給
常
陸
国
十
剋
、遠
江

　
国
七
剋
、伊
豆
・
出
雲
二
国
鈴
各
一
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
八
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）五
月
二
十
一
日

『
日
本
書
紀
』成
立
。こ
の
な
か
に
出
雲
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
。

崇
神
六
十
年
七
月
十
四
日
　
出
雲
飯
入
根
が
出
雲
大
神
宮
の
神
宝
を
献
上
す
る
。

  「
六
十
年
秋
七
月
丙
申
朔
己
酉
、詔
群
臣
曰
、武
日
照
命
　
　
　
　
　
従
天
将
来
神

　
宝
、蔵
于
出
雲
大
神
宮
。是
欲
見
焉
。則
遣
矢
田
部
造
遠
祖
武
諸
隅  

　
　
　
　 

而

　
使
献
。当
是
時
、出
雲
臣
之
遠
祖
出
雲
振
根
主
于
神
宝
。是
往
筑
紫
国
而
不
遇
矣
。

　
其
弟
飯
入
根
、則
被
皇
命
、以
神
宝
、付
弟
甘
美
韓
日
狭
与
子
鸕
濡
渟
而
貢
上
。既

　
而
出
雲
振
根
、従
筑
紫
還
来
之
、聞
神
宝
献
于
朝
廷
、責
其
弟
飯
入
根
曰
、数
日
当

　
待
。何
恐
之
乎
、輙
許
神
宝
。是
以
、既
経
年
月
、猶
懐
恨
忿
、有
殺
弟
之
志
、仍
欺

　
弟
曰
、頃
者
、於
止
屋
淵
多
生
菨
。願
共
行
欲
見
。則
随
兄
而
往
之
。先
是
、兄
窃
作

　
木
刀
、形
似
真
刀
。当
時
自
佩
之
、弟
佩
真
刀
。共
到
淵
頭
、兄
謂
弟
曰
、淵
水
清
冷
。

　
願
欲
共
游
沐
。弟
従
兄
言
、各
解
佩
刀
、置
淵
辺
、沐
於
水
中
。乃
兄
先
上
陸
、取
弟

　
真
刀
自
佩
。後
弟
驚
而
取
兄
木
刀
、共
相
撃
矣
。弟
不
得
抜
木
刀
。兄
撃
弟
飯
入
根

　
而
殺
之
。故
時
人
歌
之
曰
、椰
句
毛
多
菟
、伊
頭
毛
多
鶏
流
餓
、波
鶏
流
多
知
、菟

　
頭
邏
佐
波
磨
枳
、佐
微
那
辞
珥
、阿
波
礼
。於
是
、甘
美
韓
日
狭
・
鸕
濡
渟
、参
向
朝

　
廷
、曲
奏
其
状
。則
遣
吉
備
津
彦
与
武
渟
河
別
、以
誅
出
雲
振
根
。故
出
雲
臣
等
、

　
畏
是
事
、不
祭
大
神
而
有
間
。時
丹
波
氷
上
人
、名
氷
香
戸
辺
、啓
于
皇
太
子
活
目

　
尊
曰
、己
子
有
小
児
、而
自
然
言
之
、玉
菨
鎮
石
。出
雲
人
祭
、真
種
之
甘
美
鏡
。押

　
羽
振
、甘
美
御
神
、底
宝
御
宝
主
。山
河
之
水
泳
御
魂
。静
挂
甘
美
御
神
、底
宝
御

　
宝
主
也
。  

　
　
是
非
似
小
児
之
言
。若
有
託
言
乎
。於
是
、皇
太
子
奏
于
天
皇
。則

　
勅
之
使
祭
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
五
﹈

垂
仁
二
十
六
年
八
月
三
日
　
出
雲
国
の
神
宝
を
物
部
十
千
根
大
連
に
検
校
さ
せ
る
。

  「
廿
六
年
秋
八
月
戊
寅
朔
庚
辰
、天
皇
勅
物
部
十
千
根
大
連
曰
、屢
遣
使
者
於
出
雲

　
国
、雖
検
校
其
国
之
神
宝
、無
分
明
申
言
者
。汝
親
行
于
出
雲
、宜
検
校
定
。則
十

　
千
根
大
連
校
定
神
宝
、而
分
明
奏
言
之
。仍
令
掌
神
宝
也
。」﹇

日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

垂
仁
三
十
二
年
七
月
六
日
　
野
見
宿
禰
、出
雲
国
の
土
部
百
人
に
人
・
馬
・
種
々
の
物

を
埴
で
造
作
さ
せ
る
。

  「
卅
二
年
秋
七
月
甲
戌
朔
己
卯
、皇
后
日
葉
酢
媛
命
　
　
　
　
薨
。臨
葬
有
日
焉
、

　
天
皇
詔
群
卿
曰
、従
死
之
道
、前
知
不
可
。今
此
行
之
葬
、奈
之
為
何
。於
是
、野
見

　
宿
禰
進
曰
、夫
君
王
陵
墓
、埋
立
生
人
、是
不
良
也
、豈
得
伝
後
葉
乎
。願
今
将
議

　
便
事
而
奏
之
。則
遣
使
者
、喚
上
出
雲
国
之
土
部
壱
百
人
、自
領
土
部
等
、取
埴
以

　
造
作
人
・
馬
及
種
々
物
形
、献
于
天
皇
曰
、自
今
以
後
、以
是
土
物
更
易
生
人
、樹
於

　
陵
墓
、為
後
葉
之
法
則
。天
皇
、於
是
、大
喜
之
、詔
野
見
宿
禰
曰
、汝
之
便
議
、寔

　
洽
朕
心
。則
其
土
物
、始
立
于
日
葉
酢
媛
命
之
墓
。仍
号
是
土
物
謂
埴
輪
。亦
名
立

　
物
也
。仍
下
令
曰
、自
今
以
後
、陵
墓
必
樹
是
土
物
、無
傷
人
焉
。天
皇
厚
賞
野
見

　
宿
禰
之
功
、亦
賜
鍛
地
。即
任
土
部
職
。因
改
本
姓
謂
土
部
臣
。是
土
部
連
等
、主

　
天
皇
喪
葬
之
縁
也
。所
謂
野
見
宿
禰
、是
土
部
連
等
之
始
祖
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
国
郷
中
。郡
家
東
南
廿
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
三
層
之
塔
也
。

　
山
国
郷
人
、日
置
部
根
緒
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
意
宇
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
沼
田
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
西
六
里
一
百
六
十
歩
。大
領

　
出
雲
臣
大
田
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
楯
縫
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。有
河
内
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
南
三
里
一
百
歩
。旧
大
領
日

　
置
部
臣
布
祢
之
所
造
。 

　
　
　
　
」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
出
雲
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。朝
山
郷
中
。郡
家
正
東
二
里
六
十
歩
。建
立
厳
堂
也
。神
門
臣
等
之

　
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
古
志
郷
中
。郡
家
東
南
一
里
。刑
部
臣
等
之
所
造
也
。  

　   

」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
神
門
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
正
南
一
里
。建
立
厳
堂
也
。　
　 

大
領
勝
部
君

　
虫
麿
之
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。在
屋
裏
郷
中
。郡
家
正
北
一
十
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
層
塔
也
。

　
前
少
領
田
部
臣
押
島
之
所
造
。   

　
　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
東
北
一
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

斐
伊
郷
人
、樋

　
印
支
知
麿
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
大
原
郡
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）三
月
三
日

国
ご
と
に
釈
迦
三
尊
像
の
造
立
と
大
般
若
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
三
月
丁
丑
、詔
曰
、毎
国
、令
造
釈
迦
仏
像
一
体
、挟
侍
菩
薩
二
軀
。兼
写
大
般
若
経

　
一
部
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
二
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）十
二
月
八
日

出
雲
守
石
川
年
足
、薬
師
如
来
・
観
音
菩
薩
・
日
光
菩
薩
・
月
光
菩
薩
像
を
造
り
、灌

頂
随
願
往
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
九
年
歳
次
丁
丑
十
二
月
庚
子
朔
八
日
丁
未
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。盖
聞
。無
色

　
無
声
方
広
之
功
自
遠
。常
有
常
浄
円
朗
之
照
不
窮
。崇
慧
業
以
致
真
如
、積
芳
因

　
而
成
聖
果
。引
四
海
於
法
鏡
、則
慾
海
澄
氛
、導
六
識
於
禅
門
、則
邪
雲
巻
翳
、巍

　
巍
妙
力
至
矣
。難
思
年
足
、罪
釁
所
鍾
、頻
遭
凶
逝
。傷
神
之
恨
、未
弭
於
前
、喪
明

　
之
哀
、相
継
於
後
。恋
恋
心
緒
。不
能
自
割
。唯
憑
法
祐
、少
慰
悲
嘆
。爰
為
二
郎
、

　
敬
造
自
願
薬
師
如
来
・
侠
侍
観
世
音
菩
薩
、追
福
日
光
遍
照
・
月
光
遍
照
菩
薩
等

　
像
一
鋪
。并
写
随
願
往
生
経
一
巻
。衆
彩
起
絢
、月
相
含
暉
、竜
宮
秘
文
、貫
珠
流
影
。

　
以
茲
功
徳
、資
益
亡
霊
。伏
願
、金
花
承
歩
、高
昇
五
浄
之
天
、玉
葉
籍
儀
、遠
契
三

　
明
之
果
、傍
該
動
植
、普
洎
塵
労
、並
出
盖
纏
、倶
登
彼
岸
。」

﹇
灌
頂
随
願
往
生
経（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）六
月
二
十
九
日

出
雲
守
石
川
年
足
、弥
勒
菩
薩
像
を
造
り
、弥
勒
上
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
十
年
歳
次
戊
寅
六
月
戊
戌
朔
廿
九
日
丙
寅
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

神
亀
三
年（
七
二
六
）二
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
広
島
、剣
・
鏡
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
辛
亥
、出
雲
国
造
従
六
位
上
出
雲
臣
広
島
斎
事
畢
、献
神　
剣
鏡
并
白
馬
・
鵠
等
。

　
広
島
并
祝
二
人
並
進
位
二
階
。賜
広
島
絁
廿
疋
、綿
五
十
屯
、布
六
十
端
、自
余
祝

　
部
一
百
九
十
四
人
禄
各
有
差
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
九
﹈

神
亀
五
年（
七
二
八
）十
二
月
二
十
八
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
頒
下
す
る
。

  「
十
二
月
己
丑
、金
光
明
経
六
十
四
帙
六
百
卌
巻
頒
於
諸
国
。国
別
十
巻
。先
是
、諸

　
国
所
有
金
光
明
経
、或
国
八
巻
、或
国
四
巻
。至
是
、写
備
頒
下
。随
経
到
日
、即
令

　
転
読
。為
令
国
家
平
安
也
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
﹈

天
平
五
年（
七
三
三
）二
月
三
十
日

『
出
雲
国
風
土
記
』成
立
。こ
の
と
き
出
雲
国
に
教
昊
寺
と
十
か
所
の
新
造
院
あ
り
。

  「
教
昊
寺
。有
山
国
郷
中
。郡
家
正
東
廿
五
里
一
百
廿
歩
。建
立
五
層
之
塔
也
。　
　  

　
教
昊
僧
之
所
造
也
。  

　
　 

　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。山
代
郷
中
。郡
家
西
北
四
里
二
百
歩
。建
立
厳
堂
也
。　
　
日
置
君

　
目
烈
之
所
造
。 

　
　
　
　
　   

」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
代
郷
中
。郡
家
西
北
二
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

飯
石
郡
少
領
出

　
雲
臣
弟
山
之
所
造
也
。」

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
十
方
諸
仏
、蓋
聞
、法
門
興
聖
、表
無
量
以
凝
尊
、

　
真
相
開
霊
、随
縁
然
而
応
物
。故
得
五
根
宣
化
。遥
変
響
於
和
音
。十
念
成
功
、遠

　
登
神
於
補
処
。年
足
、慈
顔
永
隔
、空
懐
罔
極
之
哀
。諱
日
俄
臨
、方
積
終
身
之
感
、

　
庶
憑
功
於
妙
力
、希
樹
果
於
良
因
、謹
以
茲
辰
、敬
造
弥
勒
菩
薩
像
一
鋪
、写
弥
勒

　
経
十
部
。蓮
台
宝
相
、含
璧
月
而
披
光
、貝
篆
霊
文
、貫
殊
星
而
流
影
。伏
願
、契
道

　
能
仁
、昇
遊
正
覚
。菩
提
枝
下
、聞
妙
法
之
円
音
、兜
率
天
中
、得
上
真
之
勝
業
。通

　
該
有
頂
、普
被
無
辺
、並
泛
慈
航
、同
離
愛
網
」

﹇
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経（
京
都
・
高
山
寺
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）八
月
二
十
六
日

諸
国
に
国
郡
図
を
造
ら
せ
る
。

  「
辛
卯
、令
天
下
諸
国
造
国
郡
図
進
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
一
年（
七
三
九
）七
月
十
日

出
雲
守
石
川
年
足
、大
般
若
経
を
書
写
し
浄
土
寺
に
置
く
。

  「
維
天
平
十
一
年
歳
次
己
卯
七
月
辛
卯
朔
十
日
庚
子
、仏
弟
子
出
雲
国
守
従
五
位

　
下
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。託

　
想
玄
津
、庶
福
於
安
楽
、帰
心
実
際
、冀
果
於
菩
提
。敬
写
大
般
若
経
一
部
、置
浄

　
土
寺
、永
為
寺
宝
、以
此
功
徳
、慶
善
日
新
、命
緒
将
劫
石
倶
延
、寿
算
与
恒
沙
共

　
遠
。又
願
、内
外
眷
属
、七
代
父
母
、无
辺
无
境
有
形
含
識
、並
乗
般
若
之
舟
、咸
登

　
正
覚
之
路
。」

﹇
石
川
年
足
私
願
書
写
大
般
若
経（
個
人
蔵
）願
文
﹈

　
飾
天
下
神
宮
。去
歳
、普
令
天
下
造
釈
迦
牟
尼
仏
尊
像
、高
一
丈
六
尺
者
、各
一
鋪
、

　
并
写
大
般
若
経
各
一
部
。自
今
春
已
来
、至
于
秋
稼
、風
雨
順
序
、五
穀
豊
穣
。此

　
乃
、徴
誠
啓
願
、霊
貺
如
荅
。載
惶
載
懼
、無
以
自
寧
。案
経
云
、若
有
国
土
講
宣
読

　
誦
、恭
敬
供
養
、流
通
此
経
王
者
、我
等
四
王
、常
来
擁
護
。一
切
災
障
、皆
使
消
殄
。

　
憂
愁
疾
疫
、亦
令
除
差
。所
願
遂
心
、恒
生
歓
喜
者
、宜
令
天
下
諸
国
各
令
敬
造
七

　
重
塔
一
区
、并
写
金
光
明
最
勝
王
経
・
妙
法
蓮
華
経
一
部
。朕
、又
別
擬
、写
金
字
金

　
光
明
最
勝
王
経
、毎
塔
各
令
置
一
部
。所
冀
、聖
法
之
盛
、与
天
地
而
永
流
、擁
護
之

　
恩
、被
幽
明
而
恒
満
。其
造
塔
之
寺
、兼
為
国
華
。必
択
好
処
、実
可
長
久
。近
人
則

　
不
欲
薫
臭
所
及
。遠
人
則
不
欲
労
衆
帰
集
。国
司
等
、各
宜
務
存
厳
飾
、兼
尽
潔
清
。

　
近
感
諸
天
、庶
幾
臨
護
。布
告
遐
邇
、令
知
朕
意
。又
毎
国
僧
寺
、施
封
五
十
戸
、水

　
田
一
十
町
。尼
寺
水
田
十
町
。僧
寺
必
令
有
廿
僧
。其
寺
名
、為
金
光
明
四
天
王
護

　
国
之
寺
。尼
寺
一
十
尼
。其
名
為
法
華
滅
罪
之
寺
。両
寺
相
去
、宜
受
教
戒
。若
有

　
闕
者
、即
須
補
満
。其
僧
尼
、毎
月
八
日
、必
応
転
読
最
勝
王
経
。毎
至
月
半
、誦
戒

　
羯
磨
。毎
月
六
斎
日
、公
私
不
得
漁
猟
殺
生
。国
司
等
宜
恒
加
検
校
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
五
年（
七
四
三
）十
月
十
五
日

盧
舎
那
仏
金
銅
像
の
造
立
を
発
願
す
る
。

  「
冬
十
月
辛
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、恭
承
大
位
、志
存
兼
済
、勤
撫
人
物
。雖
率
土
之

　
浜
、已
霑
仁
恕
、而
普
天
之
下
、未
洽
報
恩
。誠
欲
頼
三
宝
之
威
霊
、乾
坤
相
泰
、修

　
万
代
之
福
業
、動
植
咸
栄
。粤
以
天
平
十
五
年
歳
次
癸
未
十
月
十
五
日
、発
菩
薩

　
大
願
、奉
造
盧
舍
那
仏
金
銅
像
一
軀
。尽
国
銅
而
鎔
象
、削
大
山
以
構
堂
、広
及
法

　
界
、為
朕
智
識
。遂
使
同
蒙
利
益
共
致
菩
提
。夫
有
天
下
之
富
者
朕
也
。有
天
下
之

　
勢
者
朕
也
。以
此
富
勢
造
此
尊
像
。事
也
易
成
、心
也
難
至
。但
恐
徒
有
労
人
、無

　
能
感
聖
。或
生
誹
謗
、反
墮
罪
辜
。是
故
、預
智
識
者
、懇
発
至
誠
、各
招
介
福
、宜

　
日
毎
三
拝
盧
舍
那
仏
。自
当
存
念
各
造
盧
舍
那
仏
也
。如
更
有
人
、情
願
持
一
枝

　
草
一
把
土
助
造
像
者
、恣
聴
之
。国
郡
等
司
、莫
因
此
事
、侵
擾
百
姓
強
令
収
斂
。

　
布
告
遐
邇
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
六
年（
七
四
四
）十
二
月
四
日

天
下
諸
国
に
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
辰
、令
天
下
諸
国
薬
師
悔
過
七
日
。」

 ﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
七
年（
七
四
五
）九
月
二
十
日

諸
国
に
大
般
若
経
の
書
写
、薬
師
仏
像
の
造
立
、経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
令
京
師
及
諸
国
写
大
般
若
経
合
一
百
部
、又
造
薬
師
仏
像
七
軀
、高
六
尺
三
寸
、

　
并
写
経
七
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
六
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
一
月
七
日

諸
国
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
進
め
る
た
め
石
川
年
足
ら
を
各
道
に
発
遣

す
る
。

  「
己
卯
、詔
曰
、朕
、以
去
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
、至
心
発
願
、欲
使
国
家
永
固
、

　
聖
法
恒
修
、遍
詔
天
下
諸
国
、々
別
令
造
金
光
明
寺
・
法
華
寺
。其
金
光
明
寺
各
造

　
七
重
塔
一
区
、并
写
金
字
金
光
明
経
一
部
、安
置
塔
裏
。而
諸
国
司
等
怠
緩
不
行
。

　
或
処
寺
不
便
、或
猶
未
開
基
。以
為
、天
地
災
異
、一
二
顕
来
、蓋
由
茲
乎
。朕
之
股

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）六
月
十
九
日

諸
国
に
法
華
経
の
書
写
と
七
重
塔
の
建
立
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、令
天
下
諸
国
、毎
国
写
法
華
経
十
部
、并
建
七
重
塔
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）九
月
十
五
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
の
造
立
と
観
音
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
四
畿
内
七
道
諸
国
曰
、此
来
、縁
筑
紫
境
有
不
軌
之
臣
、命
軍
討
伐
。願

　
依
聖
祐
、欲
安
百
姓
。故
今
国
別
造
観
世
音
菩
薩
像
一
軀
、高
七
尺
、并
写
観
世
音

　
経
一
十
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）一
月
十
五
日

藤
原
不
比
等
の
遺
族
が
返
上
し
た
食
封
五
千
戸
の
う
ち
、三
千
戸
を
諸
国
の
国
分

寺
に
施
入
し
て
丈
六
仏
造
立
の
費
用
に
あ
て
る
。

  「
丁
酉
、故
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
家
返
上
食
封
五
千
戸
。二
千
戸
、依
旧
返
賜
其
家
。

　
三
千
戸
、施
入
諸
国
国
分
寺
。以
充
造
丈
六
仏
像
之
料
。」﹇

続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）三
月
二
十
四
日

諸
国
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
命
じ
る
。

  「
乙
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、忝
承
重
任
。未
弘
政
化
、寤
寐
多
慚
。古
之
明
主
、皆
能

　
光
業
。国
泰
人
楽
、災
除
福
至
。修
何
政
化
、能
臻
此
道
。頃
者
、年
穀
不
豊
、疫
癘

　
頻
至
。慙
懼
交
集
、唯
労
罪
己
。是
以
、広
為
蒼
生
、遍
求
景
福
。故
前
年
、馳
驛
増

　
肱
、豈
合
如
此
。是
以
、差
従
四
位
下
石
川
朝
臣
年
足
、従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
小
嶋
、

　
布
勢
朝
臣
宅
主
等
、分
道
発
遣
、検
定
寺
地
、并
察
作
状
。国
司
宜
与
使
及
国
師
簡

　
定
勝
地
、勤
加
営
繕
。又
任
郡
司
勇
幹
堪
済
諸
事
、専
令
主
当
。限
来
三
年
以
前
、

　
造
塔
・
金
堂
・
僧
坊
、悉
皆
令
了
。若
能
契
勅
、如
理
修
造
之
、子
孫
無
絶
、任
郡
領

　
司
。其
僧
寺
・
尼
寺
水
田
者
、除
前
入
数
已
外
。更
加
田
地
、僧
寺
九
十
町
、尼
寺
四

　
十
町
。便
仰
所
司
墾
開
応
施
。普
告
国
郡
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
二
月
十
四
日

諸
国
に
塔
の
建
立
を
願
う
者
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
、天
下
諸
国
。或
有
百
姓
情
願
造
塔
者
、悉
聴
之
。其
造
地
者
、必
立
伽
藍
院
内
。

　
不
得
濫
作
山
野
路
辺
。若
備
儲
畢
、先
申
其
状
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）〜
天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）頃

出
雲
国
大
原
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
が
大
仏
造
立
に
関
与
す
る
。

  「
□
□
勝
出
雲
国
大
□
□
□
□
□
」

  「
大
原
郡
佐
世
郷
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
□
□
□
□
□
□
□
」」

﹇
木
簡（
奈
良
・
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊
西
地
区
出
土
）﹈

天
平
勝
宝
元
年（
七
四
九
）一
月
一
日

天
下
諸
寺
に
悔
過
を
さ
せ
、金
光
明
経
の
転
読
を
さ
せ
る
。

  「
始
従
元
日
、七
七
之
内
、令
天
下
諸
寺
悔
過
、転
読
金
光
明
経
。又
禁
断
天
下
殺
生
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
一
﹈

天
平
宝
字
三
年（
七
五
九
）十
一
月
九
日

諸
国
に
国
分
二
寺
図
を
頒
下
す
る
。

  「
頒
下
国
分
二
寺
図
於
天
下
諸
国
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
二
﹈

天
平
宝
字
四
年（
七
六
〇
）七
月
二
十
六
日

光
明
皇
后
の
七
七
斎
に
あ
た
り
、国
ご
と
に
阿
弥
陀
浄
土
画
像
を
造
ら
せ
る
。

  「
癸
丑
、設
皇
太
后
七
々
斎
於
東
大
寺
并
京
師
諸
小
寺
。其
天
下
諸
国
、毎
国
奉
造

　
阿
弥
陀
浄
土
画
像
。仍
計
国
内
見
僧
尼
、写
称
讃
浄
土
教
、各
於
国
分
金
光
明
寺

　
礼
拝
供
養
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

天
平
宝
字
五
年（
七
六
一
）六
月
七
日

光
明
皇
后
周
忌
の
た
め
、諸
国
の
国
分
尼
寺
で
阿
弥
陀
三
尊
像
を
造
立
す
る
。

  「
六
月
庚
申
、設
皇
太
后
周
忌
斎
於
阿
弥
陀
浄
土
院
。其
院
者
在
法
華
寺
内
西
南
隅
。

　
為
設
忌
斎
所
造
也
。其
天
下
諸
国
、各
於
国
分
尼
寺
、奉
造
阿
弥
陀
丈
六
像
一
軀
、

　
挟
侍
菩
薩
像
二
軀
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

神
護
景
雲
元
年（
七
六
七
）一
月
八
日

諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
吉
祥
天
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
神
護
景
雲
元
年
春
正
月
己
未
、勅
、畿
内
七
道
諸
国
、一
七
日
間
、各
於
国
分
金
光

　
明
寺
、行
吉
祥
天
悔
過
之
法
。因
此
功
徳
、天
下
太
平
、風
雨
順
時
、五
穀
成
熟
、兆

　
民
快
楽
、十
方
有
情
、同
霑
此
福
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
八
﹈

神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）一
月
二
十
四
日

吉
祥
天
像
を
画
き
、出
雲
国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
三
十
二
﹈

宝
亀
二
年（
七
七
一
）一
月
十
三
日

諸
国
に
お
け
る
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
る
。

  「
辛
未
、停
天
下
諸
国
吉
祥
悔
過
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
一
﹈

宝
亀
三
年（
七
七
二
）十
一
月
十
日

諸
国
の
国
分
寺
で
毎
年
正
月
、吉
祥
天
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、詔
曰
、頃
者
、風
雨
不
調
、頻
年
飢
荒
。欲
救
此
禍
、唯
憑
冥
助
。宜
於
天
下

　
諸
国
々
分
寺
、毎
年
正
月
一
七
日
之
間
、行
吉
祥
悔
過
、以
為
恒
例
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
二
﹈

宝
亀
十
年（
七
七
九
）三
月

出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
し
た
銅
像
・
香
炉
・
諸
器
を
献
上
す
る
。

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
三
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
て
国
分
寺
丈
六
仏
像
の
造
立
を
催
検
さ
せ
る
。

  「
六
月
乙
酉
、勅
、遣
使
於
七
道
諸
国
、催
検
所
造
国
分
丈
六
仏
像
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
十
日

諸
国
に
使
工
を
遣
わ
し
て
仏
像
の
造
立
を
検
催
さ
せ
る
。

  「
壬
辰
、詔
曰
、頃
者
、分
遣
使
工
、検
催
諸
国
仏
像
。宜
来
年
忌
日
必
令
造
了
。其
仏

　
殿
兼
使
造
備
。如
有
仏
像
并
殿
已
造
畢
者
、亦
造
塔
令
会
忌
日
。夫
仏
法
者
、以
慈

　
為
先
。不
須
因
此
辛
苦
百
姓
。国
司
并
使
工
等
、若
有
称
朕
意
者
、特
加
褒
賞
。」

　﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）十
二
月
二
十
日

聖
武
天
皇
の
一
周
忌
の
御
斎
会
の
装
飾
と
し
て
、出
雲
・
石
見
な
ど
二
十
六
国
に
灌

頂
幡
・
道
場
幡
・
緋
綱
を
頒
下
す
る
。

  「
己
亥
、越
後
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・

　
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
紀
伊
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・

　
豊
前
・
豊
後
・
日
向
等
二
十
六
国
、々
別
頒
下
灌
頂
幡
一
具
、道
場
幡
卌
九
首
、緋
綱

　
二
条
、以
充
周
忌
御
斎
荘
飾
。用
了
、収
置
金
光
明
寺
、永
為
寺
物
、随
事
出
用
之
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）九
月
二
十
八
日

出
雲
・
石
見
な
ど
六
国
に
飛
駅
鈴
を
頒
布
す
る
。

  「
丁
酉
、始
頒
越
前
・
越
中
・
佐
渡
・
出
雲
・
石
見
・
伊
予
等
六
国
飛
駅
鈴
。国
一
口
。」

  「
雲
州
献
異
像
。」

  「
雲
州
海
浜
銅
像
浮
浪
来
。并
香
炉
諸
器
。刺
史
取
献
。書
曰
異
像
。」

﹇
元
享
釈
書
　
巻
第
二
十
三
﹈

宝
亀
十
一
年（
七
八
〇
）三
月
三
日

金
銅
鋳
像
・
白
銅
香
炉
・
種
々
の
器
物
が
出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
す
る
。

  「
戊
辰
、出
雲
国
言
、金
銅
鋳
像
一
龕
、白
銅
香
炉
一
口
、并
種
々
器
物
、漂
着
海
浜
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
六
﹈

延
暦
二
十
四
年（
八
〇
五
）二
月
十
九
日

諸
国
の
国
分
寺
に
薬
師
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
未
、令
諸
国
々
分
寺
、行
薬
師
悔
過
、以
聖
躬
未
平
也
。」﹇

日
本
後
紀
　
巻
第
十
二
﹈

大
同
四
年（
八
〇
九
）一
月
十
八
日

諸
国
に
大
般
若
経
を
書
写
し
、国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、令
天
下
諸
国
、為
名
神
写
大
般
若
経
一
部
、奉
読
供
養
、安
置
国
分
寺
。若

　
无
国
分
寺
者
、於
定
額
寺
。」

 ﹇
日
本
後
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
長
五
年（
八
二
八
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
毎
年
七
月
八
日
、文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
修
文
殊
会
事

  「
勅
曰
、如
聞
、諸
国
疫
癘
、夭
亡
者
衆
、自
非
修
善
、何
以
攘
災
。宜
令
諸
国
、各
請

　
練
行
僧
、大
国
廿
人
、上
国
十
七
人
、中
国
十
四
人
、下
国
十
人
、三
ヶ
日
内
、昼
転

　
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。其
布
施
者
、三
宝
穀
十
斛
、僧
三
斛
、以
正
税
充

　
行
、俾
致
精
進
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
一
﹈

承
和
元
年（
八
三
四
）四
月
六
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、勅
、防
災
未
萠
、兼
致
豊
稔
、修
善
之
力
、職
此
之
由
。宜
令
畿
内
七
道
諸
国
、

　
択
国
内
行
者
、於
国
分
僧
寺
、三
ヶ
日
内
。昼
則
転
金
剛
般
若
経
、夜
則
修
薬
師
悔

　
過
、迄
于
事
畢
、禁
断
殺
生
。又
如
有
疫
癘
処
、各
於
国
界
攘
祭
。務
存
精
誠
、必
期

　
霊
感
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
三
﹈

承
和
二
年（
八
三
五
）四
月
五
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
卯
、勅
、令
天
下
諸
国
修
文
殊
会
。其
会
料
者
、毎
年
割
取
救
急
稲
利
三
分
之
一

　
充
用
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
四
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）二
月
二
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
十
一
面
観
音
法
を
薫
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、勅
曰
、令
人
主
安
穏
、黎
庶
和
楽
、不
如
十
一
面
大
悲
者
秘
密
神
咒
之
力
。宜

　
普
告
五
畿
内
七
道
諸
国
、請
浄
行
僧
七
口
於
国
分
寺
、一
七
日
夜
薫
修
十
一
面
之

　
法
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）六
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命

じ
る
。

  「
壬
子
、勅
、如
聞
、疫
癘
間
発
、疾
苦
者
衆
、夫
銷
殃
未
然
、不
如
般
若
之
力
。宜
令

　
五
畿
內
七
道
諸
国
內
行
者
、廿
口
已
下
十
口
已
上
、於
国
分
僧
寺
、始
自
七
月
八

　
日
、三
箇
日
、昼
読
金
剛
般
若
、夜
修
薬
師
悔
過
、迄
于
事
竟
、禁
断
殺
生
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
五
年（
八
三
八
）九
月
十
九
日

天
下
の
定
額
寺
の
堂
舎
・
仏
像
・
経
論
お
よ
び
神
祇
諸
社
の
修
理
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、勅
、令
修
理
天
下
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像
経
論
及
神
祇
諸
社
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
七
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）八
月
一
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
重
ね
て
命
じ
る
。

  「
是
日
、勅
曰
、文
殊
会
事
、起
自
天
長
之
年
。而
今
聞
、諸
国
或
乖
官
符
旨
、不
有
遵

　
行
。宜
重
下
知
令
以
修
之
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

　
右
得
僧
綱
牒
偁
、贈
僧
正
伝
燈
大
法
師
位
勤
操
、元
興
寺
伝
燈
大
法
師
位
泰
善
等
、

　
畿
内
郡
邑
広
設
件
会
、弁
備
飯
食
等
、施
給
貧
者
。此
則
所
依
文
殊
般
涅
槃
経
云
、

　
若
有
衆
生
聞
文
殊
師
利
名
、除
却
十
二
億
刧
生
死
之
罪
。若
礼
拝
供
養
者
、生
々

　
之
処
、恒
生
諸
仏
家
、為
文
殊
師
利
威
神
所
護
。若
欲
供
養
脩
福
業
者
、即
化
身
作

　
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
至
行
者
前
者
也
。而
今
勤
操
遷
化
、泰
善
独
存
、相
尋
欲
行
、

　
増
感
不
已
、望
請
、下
符
京
畿
七
道
諸
国
、同
修
件
会
、須
国
司
講
読
師
仰
所
部
郡

　
司
及
定
額
寺
三
綱
等
、郡
別
於
一
村
邑
、屈
精
進
練
行
法
師
、以
為
教
生
、毎
年
七

　
月
八
日
令
修
其
事
、兼
修
理
堂
塔
経
教
破
損
等
、当
彼
会
日
、同
供
養
之
、当
会
前

　
後
并
三
箇
日
、禁
断
殺
生
、会
集
男
女
等
、先
授
三
帰
五
戒
、次
令
称
讃
薬
師
文
殊

　
宝
号
、各
一
百
遍
、庶
使
普
天
之
下
、同
修
福
業
、率
土
之
内
、俱
期
快
楽
者
。中
納

　
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
、奉
勅
。依
請
者
、其
会

　
料
者
、割
救
急
料
利
稲
、量
宜
充
行
、若
国
郡
司
百
姓
等
、割
随
分
物
加
施
、不
在

　
制
限
。

　
　
　
天
長
五
年
二
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

天
長
七
年（
八
三
〇
）四
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
豊
持
が
五
種
神
宝
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
七
年
四
月
乙
巳
、皇
帝
御
大
極
殿
、覧
出
雲
国
々
造
出
雲
臣
豊
持
所
献
五
種
神
宝
、

　
兼
所
出
雑
物
。還
宮
授
豊
持
従
六
位
下
。」

﹇
類
聚
国
史
　
巻
第
十
九
﹈

天
長
十
年（
八
三
三
）六
月
八
日

諸
国
に
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

承
和
六
年（
八
三
九
）九
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
の
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
、以
後
は
国
庁
で
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
、如
聞
、所
以
神
護
景
雲
二
年
以
還
、令
諸
国
国
分
寺
、毎
年
起
正
月
八

　
日
至
于
十
四
日
、奉
読
最
勝
王
経
、并
修
吉
祥
悔
過
者
、為
消
除
不
祥
、保
安
国
家

　
也
。而
今
講
読
師
等
、不
必
其
人
、僧
尼
懈
怠
、周
旋
乖
法
、国
司
検
校
、亦
不
存
心
。

　
徒
有
修
福
之
名
、都
無
殊
勝
之
利
。此
則
緇
素
異
処
、不
相
監
察
之
所
致
也
。宜
停

　
行
国
分
寺
、而
於
庁
事
修
之
、自
今
以
後
、立
為
恒
例
。」 ﹇

続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）

銅
鐘（
福
岡
・
西
光
寺
蔵
）

  「
承
和
六
年
鴨
部
立
造

　
便
伯
耆
国
金
石
寺
鐘

　
守
護
三
宝
及
以
□
□

　
十
八
善
神
深
砂
大
将

　
若
貪
欲
者
有
犯
用
心

　
必
滅
其
身
并
子
孫
類

　
廻
向
聖
朝
国
吏
庁
衆

　
伽
藍
恒
久
仏
法
興
隆

　
一
家
繁
昌
万
代
全
保

　
法
界
□
□
□
□
利
益
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

島
根
・
出
雲
大
社
旧
蔵

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
九
﹈

貞
観
九
年（
八
六
七
）五
月
二
十
六
日

四
天
王
像
を
造
り
、伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
国
等
に
下
す
。

  「
廿
六
日
甲
子
、造
八
幅
四
天
王
像
五
鋪
、各
一
鋪
下
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長

　
門
等
国
。下
知
国
司
曰
、彼
国
地
在
西
極
、堺
近
新
羅
。警
備
之
謀
、当
異
他
国
。宜

　
帰
命
尊
像
、勤
誠
修
法
、調
伏
賊
心
、消
却
災
変
。仍
須
点
択
地
勢
高
敞
、瞼
瞰
賊

　
境
之
道
場
。若
素
無
道
場
、新
択
善
地
、建
立
仁
祠
、安
置
尊
像
。請
国
分
寺
及
部

　
内
練
行
精
進
僧
四
口
、各
当
像
前
、依
最
勝
王
経
四
天
王
護
国
品
、昼
転
経
巻
、夜

　
誦
神
呪
、春
秋
二
時
別
一
七
日
、清
浄
堅
固
、依
法
薫
修
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
十
四
﹈

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）九
月
八
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
画
仏
像
を
安
置
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
安
置
一
万
三
千
画
仏
像
七
十
二
鋪
事

　
　
　
　
　
各
広
六
幅
　
高
一
丈
六
尺

　
　
　
太
政
官
一
鋪
　
　
図
書
寮
一
鋪
　
　
　
五
畿
内
五
鋪

　
　
　
東
海
道
十
五
鋪
　
東
山
道
八
鋪
　
　
　
北
陸
道
七
鋪

　
　
　
山
陰
道
八
鋪
　
　
山
陽
道
八
鋪
　
　
　
南
海
道
六
鋪

　
　
　
西
海
道
十
一
鋪
　
大
宰
観
音
寺
一
鋪
　
八
幡
神
宮
寺
一
鋪

　
右
得
元
興
寺
伝
灯
大
法
師
位
賢
護
牒
偁
、先
師
故
律
師
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承

　
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
、始
行
内
裏
漸
遍
天
下
、遂
詔
諸
国
並
令
修
之
。又

　
本
作
是
念
、仏
経
共
写
鎮
護
国
家
。即
写
経
典
分
置
諸
国
、未
画
仏
像
。忽
随
冥
期
。

　
方
今
遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
当
述
師
志
。因
茲
発
心
致
誠
、奉
造
如
件
。

　
望
請
、分
置
内
裏
并
諸
国
、永
付
公
帳
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、即
便
修
此
像
前
。

　
但
内
裏
料
納
図
書
寮
。然
則
国
家
安
楽
、祉
祚
延
長
。謹
請
　
官
裁
者
、従
三
位
守

　
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
基
経
宣
、依
請
。

　
　
　
貞
観
十
三
年
九
月
八
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

※

『
帝
王
編
年
記
』『
西
宮
記
』『
政
事
要
略
』に
同
様
の
史
料
あ
り
。

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）

僧
薬
海
、出
雲
国
分
寺
の
吉
祥
天
画
像
を
木
像
に
造
り
あ
ら
た
め
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

貞
観
十
六
年（
八
七
四
）閏
四
月
二
十
五
日

諸
国
に
金
字
仁
王
経
を
頒
下
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
頒
下
金
字
仁
王
会
経
七
十
一
部
百
卌
二
巻
事

　
　
　
五
畿
七
道
諸
国
、毎
国
各
一
部

　
　
　
下
野
薬
師
寺
一
部

　
　
　
大
宰
観
音
寺
一
部

　
　
　
豊
前
弥
勒
寺
一
部

　
右
被
右
大
臣
宣
偁
、奉
勅
、諸
仏
法
門
、俱
期
攘
災
増
福
、其
中
仁
王
般
若
最
勝
号

承
和
八
年（
八
四
一
）五
月
二
十
日

諸
国
の
定
額
寺
の
堂
舎
な
ら
び
に
仏
像
・
経
論
の
修
理
・
荘
厳
を
命
じ
る
。

  「
勅
、修
福
滅
罪
、仏
道
是
先
、伝
法
興
教
、人
倫
為
本
。如
聞
、諸
国
定
額
寺
、堂
舎

　
破
壊
、仏
経
曝
露
、三
綱
檀
越
、無
心
修
理
。頃
年
水
旱
不
調
、疫
癘
間
発
、静
言
其

　
由
、恐
縁
彼
咎
。宜
重
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
、修
理
荘
厳
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像

　
経
論
。今
須
毎
寺
立
可
修
理
之
程
、付
朝
集
堂
使
言
上
、習
常
不
革
、並
処
重
科
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
﹈

承
和
九
年（
八
四
二
）三
月
十
五
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
庚
戌
、又
勅
、若
非
攘
未
然
、恐
班
蒔
失
時
。宜
仰
五
畿
内
七
道
諸
国
、簡
修
行
不

　
退
者
二
十
人
、於
国
分
寺
、三
ヶ
日
間
、昼
読
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。修
善

　
之
比
、禁
止
殺
生
、佛
僧
布
施
以
正
税
充
之
。若
有
天
行
之
処
、国
司
到
境
下
、令

　
防
祭
疫
神
、精
進
斎
戒
、共
祷
豊
稔
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
一
﹈

嘉
承
二
年（
八
四
九
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
国
分
二
寺
・
定
額
寺
に
お
い
て
昼
は
経
王
の
転
読
、夜
は
観
音
菩
薩
を
礼
拝

す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
陰
陽
寮
言
、今
年
疫
癘
可
滋
、又
四
五
月
応
有
洪
水
者
。勅
、頃
来
染
疫
之
人
、往
々

　
夭
亡
、夫
護
防
之
恃
、実
頼
冥
威
、存
済
之
方
、亦
期
梵
力
。宜
令
五
畿
内
七
道
諸

　
国
、奉
幣
名
神
、兼
復
於
国
分
二
寺
及
定
額
寺
、一
七
ヶ
日
、昼
転
経
王
、夜
礼
観
音
。

　
如
法
修
行
、必
呈
霊
感
。」

　
鎮
国
保
民
、是
発
自
睿
裏
。従
茲
厳
写
都
合
七
十
一
部
、毎
国
各
頒
一
部
、事
須
安

　
居
会
次
、相
共
講
転
、以
為
歳
事
、願
上
自
一
人
、下
至
百
姓
、同
承
景
福
、永
無
虧

　
騫
。宜
仰
下
諸
国
、依
件
修
之
。

　
　
　
貞
観
十
六
年
閏
四
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

貞
観
十
八
年（
八
七
六
）六
月
二
十
一
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
仏
像
を
分
置
す
る
。

  「
廿
一
日
丙
寅
、一
万
三
千
仏
像
廿
九
鋪
、各
広
五
幅
、高
一
丈
六
尺
、分
置
東
海
・
山

　
陰
・
南
海
三
道
諸
国
。国
別
一
鋪
。先
是
、元
興
寺
僧
賢
護
申
牒
偁
、先
師
故
律
師

　
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
。始
行
内
裏
。漸
遍
人
間
、

　
遂
　
詔
諸
国
並
令
勤
修
。安
本
作
是
念
。書
写
仏
経
、鎮
護
国
家
。仍
写
経
典
、安

　
置
諸
国
、未
画
仏
像
。奄
然
殞
背
、遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
、当
述
師
志
。

　
由
是
発
心
致
誠
、奉
造
尊
像
。望
請
分
置
内
裏
及
諸
国
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、展

　
張
真
容
、於
前
修
之
。許
其
所
請
焉
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
二
十
九
﹈

元
慶
元
年（
八
七
七
）八
月
二
十
二
日

出
雲
国
分
寺
の
木
造
吉
祥
天
像
の
料
と
し
て
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
を
あ
て
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

　
玉
六
十
八
枚
。　
　
　
　
　
　
　
　
金
銀
装
橫
刀
一
口
。　
　
　 

鏡
一
面
。

　
倭
文
二
端
。　
　
　
　
　
　
　
白
眼
鴾
毛
馬
一
疋
。白
鵠
二
翼
。　
御
贄
五
十
舁
。

　　
　
右
国
造
賜
負
幸
物
、還
国
潔
斎
一
年
。　
　
　
　
　
　
訖
即
国
司
率
国
造
諸

　
　
祝
部
并
子
弟
等
入
朝
、即
於
京
外
便
処
、修
飾
献
物
、神
祇
官
長
、自
監
視
、預

　
　
ト
吉
日
。申
官
奏
聞
、宣
示
所
司
。又
後
斎
一
年
更
入
朝
、奏
神
寿
詞
如
初
儀
。

　
凡
国
造
奏
神
寿
詞
日
之
平
旦
、神
祇
官
試
国
造
奏
事
。給
座
料
調
薦
五
枚
。奏
神

　
賀
斎
一
日
、在
前
申
官
。国
造
已
下
、祝
・
神
部
・
郡
司
・
子
弟
五
色
人
等
給
禄
。但
其

　
人
数
、臨
時
所
申
、無
有
定
額
。禄
法
、国
造
絹
廿
疋
・
調
布
六
十
端
・
綿
五
十
屯
。

　
祝
・
神
部
不
論
有
位
無
位
、各
調
布
一
端
。郡
司
各
二
端
。子
弟
各
一
端
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
凡
出
雲
国
所
進
御
冨
岐
玉
六
十
連
、　
　
　
　
　
　
毎
年
十
月
以
前
令
意
宇
郡

　
神
戸
玉
作
氏
造
備
、差
使
進
上
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
出
雲
国
造
　
神
賀
詞

　
八
十
日
日
波
在
止
毛
、今
日
能
生
日
能
足
日
爾
、出
雲
国
国
造
姓
名
恐
美
恐
美
毛
申
賜

　
久
、挂
麻
久
毛
恐
岐
明
御
神
止
大
八
島
国
所
知
食
須
天
皇
命
乃
、手
長
能
大
御
世
止

　
斎
止
　
　
　
　
為
氐
、出
雲
国
乃
青
垣
山
内
爾
、下
津
石
根
爾
宮
柱
太
敷
立
氐
、

　
高
天
原
爾
千
木
高
知
坐
須
伊
射
那
伎
乃
日
真
名
子
、加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
、櫛
御

　
気
野
命
、国
作
坐
志
大
穴
持
命
、二
柱
神
乎
始
天
、百
八
十
六
社
坐
皇
神
等
乎
、某

　
甲
我
弱
肩
爾
太
襷
取
挂
天
、伊
都
幣
能
緒
結
、天
乃
美
賀
秘
冠
利
天
、伊
豆
能
真

　
屋
爾
麁
草
乎
、伊
豆
能
席
登
苅
敷
支
天
、伊
都
閉
黒
益
之
、天
能
𤭖
和
爾
斎
許
母

　
利
氐
志
都
宮
爾
忌
静
米
仕
奉
氐
、朝
日
能
豊
栄
登
爾
、伊
波
比
乃
返
事
能
神
賀

　
吉
詞
奏
賜
波
久
登
奏
。

　
高
天
能
神
王
高
御
魂
神
魂
命
能
、皇
御
孫
命
爾
天
下
大
八
島
国
乎
事
避
奉
之
時
、

　
出
雲
臣
等
我
遠
神
天
穂
比
命
乎
国
体
見
爾
、遣
時
爾
、天
能
八
重
雲
乎
押
別
氐
、

　
天
翔
国
翔
氐
、天
下
乎
見
廻
氐
、返
事
申
給
久
、豊
葦
原
乃
水
穂
国
波
、昼
波
如

　
五
月
蝿
水
沸
支
、夜
波
如
火
瓫
光
神
在
利
。石
根
・
木
立
・
青
水
沫
毛
事
問
天
、荒

　
国
在
利
。然
毛
鎮
平
天
、皇
御
孫
命
爾
安
国
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟
止
申
氐
、己

　
命
児
天
夷
鳥
命
爾
布
都
怒
志
命
乎
副
天
天
降
遣
天
、荒
布
留
神
等
乎
撥
平
気
、

　
国
作
之
大
神
乎
毛
媚
鎮
天
、大
八
島
国
現
事
顕
事
令
事
避
支
。乃
大
穴
持
命
乃
申

　
給
久
、皇
御
孫
命
乃
静
坐
牟
大
倭
国
申
天
、己
命
和
魂
乎
八
咫
鏡
爾
取
託
天
、倭

　
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
登
名
乎
称
天
、大
御
和
乃
神
奈
備
爾
坐
、己
命
乃
御
子
阿
遅

　
須
伎
高
孫
根
乃
命
乃
御
魂
乎
、葛
木
乃
鴨
能
神
奈
備
爾
坐
、事
代
主
命
能
御
魂

　
乎
宇
奈
提
爾
坐
、賀
夜
奈
流
美
命
能
御
魂
乎
飛
鳥
乃
神
奈
備
爾
坐
天
、皇
孫
命

　
能
近
守
神
登
貢
置
天
、八
百
丹
杵
築
宮
爾
静
坐
支
。是
爾
親
神
魯
伎
神
魯
美
乃
命

　
宣
久
、汝
天
穂
比
命
波
、天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石
爾
伊
波
比
奉
、

　
伊
賀
志
乃
御
世
爾
佐
伎
波
閉
奉
登
、仰
賜
志
次
乃
随
爾
、供
斎
　
　
　
　 

仕
奉
氐
、

　
朝
日
乃
豊
栄
登
爾
、神
乃
礼
自
利
臣
能
礼
自
登
、御
祷
乃
神
宝
献
良
久
登
奏
。

　
白
玉
能
大
御
白
髪
坐
、赤
玉
能
御
阿
加
良
毘
坐
、青
玉
能
水
江
玉
乃
行
相
爾
、明

　
御
神
登
大
八
島
国
所
知
食
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
、御
橫
刀
広
爾
誅
堅
米
、

　
白
御
馬
能
前
足
爪
後
足
爪
蹈
立
事
波
、大
宮
能
内
外
御
門
柱
乎
、上
津
石
根
爾
踏

　
堅
米
、下
津
石
根
爾
踏
凝
立
、振
立
流
耳
能
弥
高
爾
、天
下
乎
所
知
食
左
牟
事
志

　
太
米
、白
鵠
乃
生
御
調
能
玩
物
登
、倭
文
能
大
御
心
毛
多
親
爾
、彼
方
古
川
席
此

　
方
能
古
川
席
爾
生
立
若
水
沼
間
能
弥
若
叡
爾
御
若
叡
坐
、須
々
伎
振
遠
止
美
乃

　
水
乃
弥
乎
知
爾
御
表
知
坐
、麻
蘇
比
乃
大
御
鏡
乃
面
乎
意
志
波
留
志
天
見
行
事

元
慶
二
年（
八
七
八
）六
月
二
十
三
日

出
雲
・
隠
岐
な
ど
に
四
天
王
像
前
に
て
調
伏
の
法
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
令
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門
等
国
、調
習
人
兵
、修
繕
器
械
、戒
慎
斥
候
、

　
固
護
要
害
。災
消
異
伏
、理
帰
仏
神
。亦
須
境
内
群
神
班
幣
、於
四
天
王
像
僧
前
修

　
調
伏
法
。以
蓍
亀
告
可
有
辺
警
也
。」

　﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
三
﹈

延
長
五
年（
九
二
七
）十
二
月
二
十
六
日

『
延
喜
式
』成
立
。出
雲
国
造
の
神
賀
詞
奏
上
に
ま
つ
わ
る
神
宝
等
の
記
述
あ
り
。

  「
賜
出
雲
国
造
負
幸
物

　
金
装
橫
刀
一
口
・
絲
廿
絇
・
絹
十
疋
・
調
布
廿
端
・
鍬
廿
口
。

　
　
右
任
国
造
訖
、弁
一
人
・
史
一
人
、就
神
祇
官
庁
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
次
伯
已
下
祐
已
上
、以
次
就
座
。史
一
人
・
大
蔵
録
一
人
。入
自
南
門
就
座
。

　
　
史
唱
官
掌
仰
云
、喚
出
雲
国
司
并
国
造
。官
掌
率
国
司
国
造
就
版
位
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
史
亦
喚
神
部
。神
部
一
人
進
、　
　
　
就
大
刀
案
下
跪
之
。于
時

　
　
弁
宣
云
、出
雲
之
国
造
止
今
定
給 

 
姓
名
爾
賜
負
幸
之
物
  
宣
。国
造
称
唯
、

　
　
再
拝
両
段
。拍
手
両
段
、訖
進
大
刀
案
下
跪
之
。神
部
取
大
刀
授
之
。拍
手
賜
之
。

　
　
　
　
退
授
後
取
之
人
、即
就
版
位
。次
大
蔵
録
喚
国
造
。国
造
就
跪
禄
下
。後
取

　
　
一
人
進
、先
取
絲
給
国
造
。拍
手
一
度
。賜
而
授
於
後
取
。後
取
退
立
本
列
。絹
布

　
　
鍬
亦
如
之
。国
造
退
就
版
位
。更
取
大
刀
出
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
録
、次

　
　
本
官
、次
史
、次
弁
退
出
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
国
造
奏
神
寿
詞

　
能
己
登
久
、明
御
神
能
大
八
島
国
乎
、天
地
日
月
等
共
爾
、安
久
平
久
知
行
牟
事
能

　
志
太
米
止
、御
祷
神
宝
乎
擎
持
氐
。神
礼
自
利
臣
礼
自
登
、恐
弥
恐
弥
毛
。天
津

　
次
能
神
賀
吉
詞
白
賜
久
登
奏
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
八
﹈

長
徳
元
年（
九
九
五
）四
月
二
十
七
日

国
ご
と
に
六
観
音
像
お
よ
び
大
般
若
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
毎
国
図
写
供
養
陸
観
音
像
大
般
若
経
一
部
事

　
右
右
大
臣
宣
、奉
勅
、比
年
疫
病
延
蔓
、病
苦
弥
盛
、京
内
上
下
之
人
、多
帰
漳
浦
、

　
外
国
遠
近
之
民
、悉
泥
瘴
煙
、適
存
危
命
者
、頻
携
薬
石
而
忘
農
業
、纔
脱
病
悩
者
、

　
鎮
営
歛
葬
以
闕
貢
賦
、或
比
首
而
倶
臥
、誰
致
救
療
、或
挙
家
而
爰
亡
、誰
敢
収
蔵
、

　
況
枯
旱
渉
歳
、五
穀
不
登
、人
物
共
尽
、蓋
此
時
乎
、災
害
之
甚
、往
古
未
聞
。夫
観

　
音
能
救
危
難
、尤
可
依
怙
、般
若
亦
施
威
力
、必
攘
災
孽
。仍
普
仰
五
畿
七
道
諸
国
、

　
毎
国
図
写
供
養
、其
料
用
正
税
、若
無
正
税
用
不
動
穀
、且
申
開
用
、且
以
充
行
、

　
不
動
正
税
共
以
用
尽
、申
請
所
在
官
物
、将
以
裁
許
、近
国
六
七
月
中
図
写
供
養
、

　
遠
国
八
九
月
間
開
講
演
説
、供
養
之
後
、且
注
在
状
、早
以
言
上
、実
語
勿
疑
、信

　
力
無
違
、□
遺
民
庶
、長
期
艾
安
者
、諸
国
承
知
、依
宣
行
之
、符
到
奉
行
。

　
権
左
中
弁
源
朝
臣
　
右
大
史
坂
上
大
宿
祢

　
　
　
　
　
長
徳
元
年
四
月
廿
七
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

  「
廿
七
日
癸
卯
、定
、諸
国
并
宇
佐
宮
等
、各
書
写
大
般
若
経
、六
観
音
像
、可
攘
疾

　
疫
之
災
。」

  「
述
光
□昕
譲
」

  「
法
賢
蝎
談
」

  「
等
亦
造
」

  「
□助
為
内
□
□
」

  「
志
往
報
」

  「
雀
叶
李
玄
」

  「
夢
言
金
仏
」

  「
芸
身
貞
均
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

辛
亥
は
銅
鐘
の
様
式
か
ら
高
麗
・
顕
宗
二
年（
一
〇
一
一
）に
比
定
さ
れ
る
。

寛
仁
元
年（
一
〇
一
七
）十
月
二
日

大
神
宝
使
を
畿
内
七
道
諸
国
の
諸
社
等
に
発
遣
。山
陰
道
で
は
出
雲
熊
野
社
・
杵
築

社
に
紫
綾
蓋
・
平
文
野
剣
・
赤
漆
御
弓
・
箭
・
平
文
鉾
・
五
寸
鏡
な
ど
が
奉
ら
れ
る
。

  「（
前
略
）

　
山
陽
道
、

　（
中
略
）

　
已
上
卌
八
所
被
奉
紫
綾
蓋
一
蓋
、　
　
　  

平
文
野
剣
一
腰
、　
　
　
赤
漆
御
弓
一
張
、

　
箭
四
筋
、平
文
桙
一
本
、　
　
五
寸
鏡
一
面
、　
　
　
平
文
麻
桶
一
口
、平
文
線
柱

　
一
本
。

　（
後
略
）」

﹇
左
経
記
﹈

長
元
三
年（
一
〇
三
〇
）五
月
二
十
三
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
と
請
観
音
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
図
写
供
養
丈
六
観
世
音
菩
薩
像
壱
体
請
観
世
音
経
佰
巻
事

　
右
去
春
以
来
。疾
疫
滋
蔓
。病
死
儔
多
。仍
寄
託
内
外
。雖
致
祈
祷
。空
経
旬
月
。未

　
期
休
除
。夫
観
世
音
菩
薩
者
。衆
生
依
怙
。能
施
無
畏
。患
病
厄
者
。必
抜
苦
源
。遭

　
急
難
者
。乍
得
解
脱
。就
中
十
一
面
観
音
有
頂
上
仏
面
除
疫
病
之
願
。請
観
世
音

　
経
有
毘
舎
離
国
救
苦
厄
之
教
。旁
仰
弘
誓
。盍
無
冥
感
乎
。正
二
位
行
大
納
言
兼

　
民
部
卿
中
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
斎
信
宣
。奉
勅
。宜
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
。図
写

　
件
菩
薩
像
并
経
巻
。官
符
到
後
。択
定
吉
日
。官
長
専
当
。於
国
分
寺
請
当
寺
浄
行

　
僧
十
口
。開
講
供
養
矣
。即
一
七
日
間
。転
読
件
経
。但
請
用
之
僧
。有
不
如
法
之

　
輩
。尋
訪
他
寺
。備
彼
員
数
。祈
以
件
事
。必
期
霊
験
。又
転
読
之
間
。殊
致
潔
斎
。

　
断
絶
葷
腥
。禁
止
屠
割
。其
施
供
料
用
正
税
。若
無
正
税
。用
所
在
官
物
者
。諸
国

　
宜
承
知
依
宣
行
之
。符
到
奉
行
。

　
造
大
安
寺
長
官
正
四
位
下
右
大
弁
兼
内
蔵
頭
中
宮
亮
源
朝
臣

　
従
五
位
下
行
左
大
史
惟
宗
朝
臣

　
　
　
　
　
　
長
元
三
年
五
月
廿
三
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

延
久
元
年（
一
〇
六
九
）十
月
十
九
日

出
雲
国
解
に
よ
り
千
手
観
音
像
の
頭
中
に
仏
舎
利
・
香
薬
な
ど
を
奉
納
す
る
。

  「
十
九
日
壬
子
。依
出
雲
国
解
。□
□
□
□
本
令
奉
納
丈
六
千
手
観
音
御
頭
中
仏

　
舎
利
香
薬
等
。件
仏
并
寺
。」

﹇
扶
桑
略
記
　
第
二
十
九
﹈

﹇
日
本
紀
略
　
後
篇
十
﹈

寛
弘
元
年（
一
〇
〇
四
）閏
九
月
十
八
日

出
雲
か
ら
帰
還
し
た
為
綱
が
藤
原
道
長
に
手
箱
二
合
を
進
上
す
る
。

  「
為
綱
朝
臣
従
出
雲
還
、手
筥
二
合
進
。入
雑
物
等
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
六
年（
一
〇
〇
九
）九
月
二
日

進
内
侍
、出
雲
下
向
に
あ
た
り
中
宮
彰
子
か
ら
女
装
束
と
織
物
褂
を
贈
ら
れ
る
。

  「
二
日
、入
夜
進
内
侍
参
中
宮
。夫
忠
道
之
共
、雲
出
下
向
来
五
日
云
、為
申
此
由
也
。

　
女
装
束
加
織
褂
賜
之
云
々
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
八
年（
一
〇
一
一
）四
月
八
日

銅
鐘（
島
根
・
天
倫
寺
蔵
）

  「
高
麗
国
東
京
内
廻
真
寺
仏
弟
子
釈

　
□
奉
為

　
聖
寿
天
長
国
泰
人
安
普
勤
有
縁

　
者
三
千
余
人
入
香
徒
布
糧
添
敬
造

　
金
鐘
一
軀
　
辛
亥
四
月
八
日
　
記
」

  「
光
叶
助
保
」

  「
金
真
□印
𦫿
達
」

  「
玄
儒
大
内
」

  「
副
棟
梁
光
孝
」

寛
治
五
年（
一
〇
九
一
）四
月
十
七
日

佐
陀
社
竃
殿
の
焼
亡
に
よ
り
大
神
宝
殿
・
三
若
宮
神
殿
・
御
正
体
を
焼
失
す
る
。

  「
寛
治
五
年
四
月
十
七
日
、出
雲
国
佐
陀
社
竃
殿
焼
亡
。大
神
□宝
殿
、三
若
宮
神
殿

　
并
御
正
体
焼
失
。

　（
中
略
）

　
已
上
不
被
造
立
御
体
、専
為
如
在
之
礼
。

　（
中
略
）

　
　
　
　
文
永
六
年
十
一
月
十
日
　
正
四
位
上
行
神
祇
権
大
副
卜
部
宿
禰
兼
文
勘
申
」

﹇
続
左
丞
抄
　
第
一
﹈
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天
武
十
四
年（
六
八
五
）三
月
二
十
七
日

諸
国
、家
ご
と
に
仏
舎
を
作
り
、仏
像
と
経
を
置
き
、礼
拝
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
申
、詔
、諸
国
毎
家
、作
仏
舎
、及
置
仏
像
及
経
、以
礼
拝
供
養
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
二
十
九
﹈

持
統
六
年（
六
九
二
）五
月

銅
造
観
音
菩
薩
立
像（
島
根
・
鰐
淵
寺
蔵
）

  「
壬
辰
年
五
月
出
雲
国
若
倭
部

　
臣
徳
太
理
為
父
母
作
奉
菩
薩
」

﹇
刻
銘
﹈

※

壬
辰
年
は
像
の
様
式
か
ら
こ
の
年
に
比
定
さ
れ
る
。

持
統
八
年（
六
九
四
）五
月
十
一
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
送
り
置
く
。

  「
癸
巳
、以
金
光
明
経
一
百
部
、送
置
諸
国
。必
取
毎
年
、正
月
上
玄
読
之
。其
布
施
、

　
以
当
国
官
物
充
之
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
三
十
﹈

大
宝
元
年（
七
〇
一
）六
月
八
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
、新
し
い
印
の
雛
形
を
頒
付
す
る
。

  「
己
酉
、勅
、凡
其
庶
務
。一
依
新
令
。又
国
宰
・
郡
司
、貯
置
大
税
、必
須
如
法
。如
有

　
闕
怠
、随
事
科
断
。是
日
、遣
使
七
道
、宣
告
依
新
令
為
政
、及
給
大
租
之
状
、并
頒

　
付
新
印
様
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
﹈

慶
雲
元
年（
七
〇
四
）四
月
九
日

鍛
冶
司
に
諸
国
の
印
を
鋳
造
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
夏
四
月
甲
子
、令
鍜
冶
司
鋳
諸
国
印
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）三
月
二
十
三
日

出
雲
国
な
ど
に
駅
鈴
を
支
給
す
る
。

  「
乙
亥
、按
察
使
向
京
、及
巡
行
属
国
之
日
、乗
伝
給
食
。因
給
常
陸
国
十
剋
、遠
江

　
国
七
剋
、伊
豆
・
出
雲
二
国
鈴
各
一
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
八
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）五
月
二
十
一
日

『
日
本
書
紀
』成
立
。こ
の
な
か
に
出
雲
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
。

崇
神
六
十
年
七
月
十
四
日
　
出
雲
飯
入
根
が
出
雲
大
神
宮
の
神
宝
を
献
上
す
る
。

  「
六
十
年
秋
七
月
丙
申
朔
己
酉
、詔
群
臣
曰
、武
日
照
命
　
　
　
　
　
従
天
将
来
神

　
宝
、蔵
于
出
雲
大
神
宮
。是
欲
見
焉
。則
遣
矢
田
部
造
遠
祖
武
諸
隅  

　
　
　
　 

而

　
使
献
。当
是
時
、出
雲
臣
之
遠
祖
出
雲
振
根
主
于
神
宝
。是
往
筑
紫
国
而
不
遇
矣
。

　
其
弟
飯
入
根
、則
被
皇
命
、以
神
宝
、付
弟
甘
美
韓
日
狭
与
子
鸕
濡
渟
而
貢
上
。既

　
而
出
雲
振
根
、従
筑
紫
還
来
之
、聞
神
宝
献
于
朝
廷
、責
其
弟
飯
入
根
曰
、数
日
当

　
待
。何
恐
之
乎
、輙
許
神
宝
。是
以
、既
経
年
月
、猶
懐
恨
忿
、有
殺
弟
之
志
、仍
欺

　
弟
曰
、頃
者
、於
止
屋
淵
多
生
菨
。願
共
行
欲
見
。則
随
兄
而
往
之
。先
是
、兄
窃
作

　
木
刀
、形
似
真
刀
。当
時
自
佩
之
、弟
佩
真
刀
。共
到
淵
頭
、兄
謂
弟
曰
、淵
水
清
冷
。

　
願
欲
共
游
沐
。弟
従
兄
言
、各
解
佩
刀
、置
淵
辺
、沐
於
水
中
。乃
兄
先
上
陸
、取
弟

　
真
刀
自
佩
。後
弟
驚
而
取
兄
木
刀
、共
相
撃
矣
。弟
不
得
抜
木
刀
。兄
撃
弟
飯
入
根

　
而
殺
之
。故
時
人
歌
之
曰
、椰
句
毛
多
菟
、伊
頭
毛
多
鶏
流
餓
、波
鶏
流
多
知
、菟

　
頭
邏
佐
波
磨
枳
、佐
微
那
辞
珥
、阿
波
礼
。於
是
、甘
美
韓
日
狭
・
鸕
濡
渟
、参
向
朝

　
廷
、曲
奏
其
状
。則
遣
吉
備
津
彦
与
武
渟
河
別
、以
誅
出
雲
振
根
。故
出
雲
臣
等
、

　
畏
是
事
、不
祭
大
神
而
有
間
。時
丹
波
氷
上
人
、名
氷
香
戸
辺
、啓
于
皇
太
子
活
目

　
尊
曰
、己
子
有
小
児
、而
自
然
言
之
、玉
菨
鎮
石
。出
雲
人
祭
、真
種
之
甘
美
鏡
。押

　
羽
振
、甘
美
御
神
、底
宝
御
宝
主
。山
河
之
水
泳
御
魂
。静
挂
甘
美
御
神
、底
宝
御

　
宝
主
也
。  

　
　
是
非
似
小
児
之
言
。若
有
託
言
乎
。於
是
、皇
太
子
奏
于
天
皇
。則

　
勅
之
使
祭
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
五
﹈

垂
仁
二
十
六
年
八
月
三
日
　
出
雲
国
の
神
宝
を
物
部
十
千
根
大
連
に
検
校
さ
せ
る
。

  「
廿
六
年
秋
八
月
戊
寅
朔
庚
辰
、天
皇
勅
物
部
十
千
根
大
連
曰
、屢
遣
使
者
於
出
雲

　
国
、雖
検
校
其
国
之
神
宝
、無
分
明
申
言
者
。汝
親
行
于
出
雲
、宜
検
校
定
。則
十

　
千
根
大
連
校
定
神
宝
、而
分
明
奏
言
之
。仍
令
掌
神
宝
也
。」﹇

日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

垂
仁
三
十
二
年
七
月
六
日
　
野
見
宿
禰
、出
雲
国
の
土
部
百
人
に
人
・
馬
・
種
々
の
物

を
埴
で
造
作
さ
せ
る
。

  「
卅
二
年
秋
七
月
甲
戌
朔
己
卯
、皇
后
日
葉
酢
媛
命
　
　
　
　
薨
。臨
葬
有
日
焉
、

　
天
皇
詔
群
卿
曰
、従
死
之
道
、前
知
不
可
。今
此
行
之
葬
、奈
之
為
何
。於
是
、野
見

　
宿
禰
進
曰
、夫
君
王
陵
墓
、埋
立
生
人
、是
不
良
也
、豈
得
伝
後
葉
乎
。願
今
将
議

　
便
事
而
奏
之
。則
遣
使
者
、喚
上
出
雲
国
之
土
部
壱
百
人
、自
領
土
部
等
、取
埴
以

　
造
作
人
・
馬
及
種
々
物
形
、献
于
天
皇
曰
、自
今
以
後
、以
是
土
物
更
易
生
人
、樹
於

　
陵
墓
、為
後
葉
之
法
則
。天
皇
、於
是
、大
喜
之
、詔
野
見
宿
禰
曰
、汝
之
便
議
、寔

　
洽
朕
心
。則
其
土
物
、始
立
于
日
葉
酢
媛
命
之
墓
。仍
号
是
土
物
謂
埴
輪
。亦
名
立

　
物
也
。仍
下
令
曰
、自
今
以
後
、陵
墓
必
樹
是
土
物
、無
傷
人
焉
。天
皇
厚
賞
野
見

　
宿
禰
之
功
、亦
賜
鍛
地
。即
任
土
部
職
。因
改
本
姓
謂
土
部
臣
。是
土
部
連
等
、主

　
天
皇
喪
葬
之
縁
也
。所
謂
野
見
宿
禰
、是
土
部
連
等
之
始
祖
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
国
郷
中
。郡
家
東
南
廿
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
三
層
之
塔
也
。

　
山
国
郷
人
、日
置
部
根
緒
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
意
宇
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
沼
田
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
西
六
里
一
百
六
十
歩
。大
領

　
出
雲
臣
大
田
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
楯
縫
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。有
河
内
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
南
三
里
一
百
歩
。旧
大
領
日

　
置
部
臣
布
祢
之
所
造
。 

　
　
　
　
」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
出
雲
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。朝
山
郷
中
。郡
家
正
東
二
里
六
十
歩
。建
立
厳
堂
也
。神
門
臣
等
之

　
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
古
志
郷
中
。郡
家
東
南
一
里
。刑
部
臣
等
之
所
造
也
。  

　   

」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
神
門
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
正
南
一
里
。建
立
厳
堂
也
。　
　 

大
領
勝
部
君

　
虫
麿
之
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。在
屋
裏
郷
中
。郡
家
正
北
一
十
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
層
塔
也
。

　
前
少
領
田
部
臣
押
島
之
所
造
。   

　
　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
東
北
一
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

斐
伊
郷
人
、樋

　
印
支
知
麿
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
大
原
郡
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）三
月
三
日

国
ご
と
に
釈
迦
三
尊
像
の
造
立
と
大
般
若
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
三
月
丁
丑
、詔
曰
、毎
国
、令
造
釈
迦
仏
像
一
体
、挟
侍
菩
薩
二
軀
。兼
写
大
般
若
経

　
一
部
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
二
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）十
二
月
八
日

出
雲
守
石
川
年
足
、薬
師
如
来
・
観
音
菩
薩
・
日
光
菩
薩
・
月
光
菩
薩
像
を
造
り
、灌

頂
随
願
往
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
九
年
歳
次
丁
丑
十
二
月
庚
子
朔
八
日
丁
未
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。盖
聞
。無
色

　
無
声
方
広
之
功
自
遠
。常
有
常
浄
円
朗
之
照
不
窮
。崇
慧
業
以
致
真
如
、積
芳
因

　
而
成
聖
果
。引
四
海
於
法
鏡
、則
慾
海
澄
氛
、導
六
識
於
禅
門
、則
邪
雲
巻
翳
、巍

　
巍
妙
力
至
矣
。難
思
年
足
、罪
釁
所
鍾
、頻
遭
凶
逝
。傷
神
之
恨
、未
弭
於
前
、喪
明

　
之
哀
、相
継
於
後
。恋
恋
心
緒
。不
能
自
割
。唯
憑
法
祐
、少
慰
悲
嘆
。爰
為
二
郎
、

　
敬
造
自
願
薬
師
如
来
・
侠
侍
観
世
音
菩
薩
、追
福
日
光
遍
照
・
月
光
遍
照
菩
薩
等

　
像
一
鋪
。并
写
随
願
往
生
経
一
巻
。衆
彩
起
絢
、月
相
含
暉
、竜
宮
秘
文
、貫
珠
流
影
。

　
以
茲
功
徳
、資
益
亡
霊
。伏
願
、金
花
承
歩
、高
昇
五
浄
之
天
、玉
葉
籍
儀
、遠
契
三

　
明
之
果
、傍
該
動
植
、普
洎
塵
労
、並
出
盖
纏
、倶
登
彼
岸
。」

﹇
灌
頂
随
願
往
生
経（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）六
月
二
十
九
日

出
雲
守
石
川
年
足
、弥
勒
菩
薩
像
を
造
り
、弥
勒
上
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
十
年
歳
次
戊
寅
六
月
戊
戌
朔
廿
九
日
丙
寅
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

神
亀
三
年（
七
二
六
）二
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
広
島
、剣
・
鏡
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
辛
亥
、出
雲
国
造
従
六
位
上
出
雲
臣
広
島
斎
事
畢
、献
神　
剣
鏡
并
白
馬
・
鵠
等
。

　
広
島
并
祝
二
人
並
進
位
二
階
。賜
広
島
絁
廿
疋
、綿
五
十
屯
、布
六
十
端
、自
余
祝

　
部
一
百
九
十
四
人
禄
各
有
差
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
九
﹈

神
亀
五
年（
七
二
八
）十
二
月
二
十
八
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
頒
下
す
る
。

  「
十
二
月
己
丑
、金
光
明
経
六
十
四
帙
六
百
卌
巻
頒
於
諸
国
。国
別
十
巻
。先
是
、諸

　
国
所
有
金
光
明
経
、或
国
八
巻
、或
国
四
巻
。至
是
、写
備
頒
下
。随
経
到
日
、即
令

　
転
読
。為
令
国
家
平
安
也
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
﹈

天
平
五
年（
七
三
三
）二
月
三
十
日

『
出
雲
国
風
土
記
』成
立
。こ
の
と
き
出
雲
国
に
教
昊
寺
と
十
か
所
の
新
造
院
あ
り
。

  「
教
昊
寺
。有
山
国
郷
中
。郡
家
正
東
廿
五
里
一
百
廿
歩
。建
立
五
層
之
塔
也
。　
　  

　
教
昊
僧
之
所
造
也
。  

　
　 

　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。山
代
郷
中
。郡
家
西
北
四
里
二
百
歩
。建
立
厳
堂
也
。　
　
日
置
君

　
目
烈
之
所
造
。 

　
　
　
　
　   

」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
代
郷
中
。郡
家
西
北
二
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

飯
石
郡
少
領
出

　
雲
臣
弟
山
之
所
造
也
。」

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
十
方
諸
仏
、蓋
聞
、法
門
興
聖
、表
無
量
以
凝
尊
、

　
真
相
開
霊
、随
縁
然
而
応
物
。故
得
五
根
宣
化
。遥
変
響
於
和
音
。十
念
成
功
、遠

　
登
神
於
補
処
。年
足
、慈
顔
永
隔
、空
懐
罔
極
之
哀
。諱
日
俄
臨
、方
積
終
身
之
感
、

　
庶
憑
功
於
妙
力
、希
樹
果
於
良
因
、謹
以
茲
辰
、敬
造
弥
勒
菩
薩
像
一
鋪
、写
弥
勒

　
経
十
部
。蓮
台
宝
相
、含
璧
月
而
披
光
、貝
篆
霊
文
、貫
殊
星
而
流
影
。伏
願
、契
道

　
能
仁
、昇
遊
正
覚
。菩
提
枝
下
、聞
妙
法
之
円
音
、兜
率
天
中
、得
上
真
之
勝
業
。通

　
該
有
頂
、普
被
無
辺
、並
泛
慈
航
、同
離
愛
網
」

﹇
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経（
京
都
・
高
山
寺
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）八
月
二
十
六
日

諸
国
に
国
郡
図
を
造
ら
せ
る
。

  「
辛
卯
、令
天
下
諸
国
造
国
郡
図
進
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
一
年（
七
三
九
）七
月
十
日

出
雲
守
石
川
年
足
、大
般
若
経
を
書
写
し
浄
土
寺
に
置
く
。

  「
維
天
平
十
一
年
歳
次
己
卯
七
月
辛
卯
朔
十
日
庚
子
、仏
弟
子
出
雲
国
守
従
五
位

　
下
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。託

　
想
玄
津
、庶
福
於
安
楽
、帰
心
実
際
、冀
果
於
菩
提
。敬
写
大
般
若
経
一
部
、置
浄

　
土
寺
、永
為
寺
宝
、以
此
功
徳
、慶
善
日
新
、命
緒
将
劫
石
倶
延
、寿
算
与
恒
沙
共

　
遠
。又
願
、内
外
眷
属
、七
代
父
母
、无
辺
无
境
有
形
含
識
、並
乗
般
若
之
舟
、咸
登

　
正
覚
之
路
。」

﹇
石
川
年
足
私
願
書
写
大
般
若
経（
個
人
蔵
）願
文
﹈

　
飾
天
下
神
宮
。去
歳
、普
令
天
下
造
釈
迦
牟
尼
仏
尊
像
、高
一
丈
六
尺
者
、各
一
鋪
、

　
并
写
大
般
若
経
各
一
部
。自
今
春
已
来
、至
于
秋
稼
、風
雨
順
序
、五
穀
豊
穣
。此

　
乃
、徴
誠
啓
願
、霊
貺
如
荅
。載
惶
載
懼
、無
以
自
寧
。案
経
云
、若
有
国
土
講
宣
読

　
誦
、恭
敬
供
養
、流
通
此
経
王
者
、我
等
四
王
、常
来
擁
護
。一
切
災
障
、皆
使
消
殄
。

　
憂
愁
疾
疫
、亦
令
除
差
。所
願
遂
心
、恒
生
歓
喜
者
、宜
令
天
下
諸
国
各
令
敬
造
七

　
重
塔
一
区
、并
写
金
光
明
最
勝
王
経
・
妙
法
蓮
華
経
一
部
。朕
、又
別
擬
、写
金
字
金

　
光
明
最
勝
王
経
、毎
塔
各
令
置
一
部
。所
冀
、聖
法
之
盛
、与
天
地
而
永
流
、擁
護
之

　
恩
、被
幽
明
而
恒
満
。其
造
塔
之
寺
、兼
為
国
華
。必
択
好
処
、実
可
長
久
。近
人
則

　
不
欲
薫
臭
所
及
。遠
人
則
不
欲
労
衆
帰
集
。国
司
等
、各
宜
務
存
厳
飾
、兼
尽
潔
清
。

　
近
感
諸
天
、庶
幾
臨
護
。布
告
遐
邇
、令
知
朕
意
。又
毎
国
僧
寺
、施
封
五
十
戸
、水

　
田
一
十
町
。尼
寺
水
田
十
町
。僧
寺
必
令
有
廿
僧
。其
寺
名
、為
金
光
明
四
天
王
護

　
国
之
寺
。尼
寺
一
十
尼
。其
名
為
法
華
滅
罪
之
寺
。両
寺
相
去
、宜
受
教
戒
。若
有

　
闕
者
、即
須
補
満
。其
僧
尼
、毎
月
八
日
、必
応
転
読
最
勝
王
経
。毎
至
月
半
、誦
戒

　
羯
磨
。毎
月
六
斎
日
、公
私
不
得
漁
猟
殺
生
。国
司
等
宜
恒
加
検
校
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
五
年（
七
四
三
）十
月
十
五
日

盧
舎
那
仏
金
銅
像
の
造
立
を
発
願
す
る
。

  「
冬
十
月
辛
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、恭
承
大
位
、志
存
兼
済
、勤
撫
人
物
。雖
率
土
之

　
浜
、已
霑
仁
恕
、而
普
天
之
下
、未
洽
報
恩
。誠
欲
頼
三
宝
之
威
霊
、乾
坤
相
泰
、修

　
万
代
之
福
業
、動
植
咸
栄
。粤
以
天
平
十
五
年
歳
次
癸
未
十
月
十
五
日
、発
菩
薩

　
大
願
、奉
造
盧
舍
那
仏
金
銅
像
一
軀
。尽
国
銅
而
鎔
象
、削
大
山
以
構
堂
、広
及
法

　
界
、為
朕
智
識
。遂
使
同
蒙
利
益
共
致
菩
提
。夫
有
天
下
之
富
者
朕
也
。有
天
下
之

　
勢
者
朕
也
。以
此
富
勢
造
此
尊
像
。事
也
易
成
、心
也
難
至
。但
恐
徒
有
労
人
、無

　
能
感
聖
。或
生
誹
謗
、反
墮
罪
辜
。是
故
、預
智
識
者
、懇
発
至
誠
、各
招
介
福
、宜

　
日
毎
三
拝
盧
舍
那
仏
。自
当
存
念
各
造
盧
舍
那
仏
也
。如
更
有
人
、情
願
持
一
枝

　
草
一
把
土
助
造
像
者
、恣
聴
之
。国
郡
等
司
、莫
因
此
事
、侵
擾
百
姓
強
令
収
斂
。

　
布
告
遐
邇
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
六
年（
七
四
四
）十
二
月
四
日

天
下
諸
国
に
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
辰
、令
天
下
諸
国
薬
師
悔
過
七
日
。」

 ﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
七
年（
七
四
五
）九
月
二
十
日

諸
国
に
大
般
若
経
の
書
写
、薬
師
仏
像
の
造
立
、経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
令
京
師
及
諸
国
写
大
般
若
経
合
一
百
部
、又
造
薬
師
仏
像
七
軀
、高
六
尺
三
寸
、

　
并
写
経
七
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
六
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
一
月
七
日

諸
国
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
進
め
る
た
め
石
川
年
足
ら
を
各
道
に
発
遣

す
る
。

  「
己
卯
、詔
曰
、朕
、以
去
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
、至
心
発
願
、欲
使
国
家
永
固
、

　
聖
法
恒
修
、遍
詔
天
下
諸
国
、々
別
令
造
金
光
明
寺
・
法
華
寺
。其
金
光
明
寺
各
造

　
七
重
塔
一
区
、并
写
金
字
金
光
明
経
一
部
、安
置
塔
裏
。而
諸
国
司
等
怠
緩
不
行
。

　
或
処
寺
不
便
、或
猶
未
開
基
。以
為
、天
地
災
異
、一
二
顕
来
、蓋
由
茲
乎
。朕
之
股

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）六
月
十
九
日

諸
国
に
法
華
経
の
書
写
と
七
重
塔
の
建
立
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、令
天
下
諸
国
、毎
国
写
法
華
経
十
部
、并
建
七
重
塔
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）九
月
十
五
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
の
造
立
と
観
音
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
四
畿
内
七
道
諸
国
曰
、此
来
、縁
筑
紫
境
有
不
軌
之
臣
、命
軍
討
伐
。願

　
依
聖
祐
、欲
安
百
姓
。故
今
国
別
造
観
世
音
菩
薩
像
一
軀
、高
七
尺
、并
写
観
世
音

　
経
一
十
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）一
月
十
五
日

藤
原
不
比
等
の
遺
族
が
返
上
し
た
食
封
五
千
戸
の
う
ち
、三
千
戸
を
諸
国
の
国
分

寺
に
施
入
し
て
丈
六
仏
造
立
の
費
用
に
あ
て
る
。

  「
丁
酉
、故
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
家
返
上
食
封
五
千
戸
。二
千
戸
、依
旧
返
賜
其
家
。

　
三
千
戸
、施
入
諸
国
国
分
寺
。以
充
造
丈
六
仏
像
之
料
。」﹇

続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）三
月
二
十
四
日

諸
国
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
命
じ
る
。

  「
乙
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、忝
承
重
任
。未
弘
政
化
、寤
寐
多
慚
。古
之
明
主
、皆
能

　
光
業
。国
泰
人
楽
、災
除
福
至
。修
何
政
化
、能
臻
此
道
。頃
者
、年
穀
不
豊
、疫
癘

　
頻
至
。慙
懼
交
集
、唯
労
罪
己
。是
以
、広
為
蒼
生
、遍
求
景
福
。故
前
年
、馳
驛
増

　
肱
、豈
合
如
此
。是
以
、差
従
四
位
下
石
川
朝
臣
年
足
、従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
小
嶋
、

　
布
勢
朝
臣
宅
主
等
、分
道
発
遣
、検
定
寺
地
、并
察
作
状
。国
司
宜
与
使
及
国
師
簡

　
定
勝
地
、勤
加
営
繕
。又
任
郡
司
勇
幹
堪
済
諸
事
、専
令
主
当
。限
来
三
年
以
前
、

　
造
塔
・
金
堂
・
僧
坊
、悉
皆
令
了
。若
能
契
勅
、如
理
修
造
之
、子
孫
無
絶
、任
郡
領

　
司
。其
僧
寺
・
尼
寺
水
田
者
、除
前
入
数
已
外
。更
加
田
地
、僧
寺
九
十
町
、尼
寺
四

　
十
町
。便
仰
所
司
墾
開
応
施
。普
告
国
郡
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
二
月
十
四
日

諸
国
に
塔
の
建
立
を
願
う
者
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
、天
下
諸
国
。或
有
百
姓
情
願
造
塔
者
、悉
聴
之
。其
造
地
者
、必
立
伽
藍
院
内
。

　
不
得
濫
作
山
野
路
辺
。若
備
儲
畢
、先
申
其
状
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）〜
天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）頃

出
雲
国
大
原
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
が
大
仏
造
立
に
関
与
す
る
。

  「
□
□
勝
出
雲
国
大
□
□
□
□
□
」

  「
大
原
郡
佐
世
郷
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
□
□
□
□
□
□
□
」」

﹇
木
簡（
奈
良
・
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊
西
地
区
出
土
）﹈

天
平
勝
宝
元
年（
七
四
九
）一
月
一
日

天
下
諸
寺
に
悔
過
を
さ
せ
、金
光
明
経
の
転
読
を
さ
せ
る
。

  「
始
従
元
日
、七
七
之
内
、令
天
下
諸
寺
悔
過
、転
読
金
光
明
経
。又
禁
断
天
下
殺
生
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
一
﹈

天
平
宝
字
三
年（
七
五
九
）十
一
月
九
日

諸
国
に
国
分
二
寺
図
を
頒
下
す
る
。

  「
頒
下
国
分
二
寺
図
於
天
下
諸
国
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
二
﹈

天
平
宝
字
四
年（
七
六
〇
）七
月
二
十
六
日

光
明
皇
后
の
七
七
斎
に
あ
た
り
、国
ご
と
に
阿
弥
陀
浄
土
画
像
を
造
ら
せ
る
。

  「
癸
丑
、設
皇
太
后
七
々
斎
於
東
大
寺
并
京
師
諸
小
寺
。其
天
下
諸
国
、毎
国
奉
造

　
阿
弥
陀
浄
土
画
像
。仍
計
国
内
見
僧
尼
、写
称
讃
浄
土
教
、各
於
国
分
金
光
明
寺

　
礼
拝
供
養
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

天
平
宝
字
五
年（
七
六
一
）六
月
七
日

光
明
皇
后
周
忌
の
た
め
、諸
国
の
国
分
尼
寺
で
阿
弥
陀
三
尊
像
を
造
立
す
る
。

  「
六
月
庚
申
、設
皇
太
后
周
忌
斎
於
阿
弥
陀
浄
土
院
。其
院
者
在
法
華
寺
内
西
南
隅
。

　
為
設
忌
斎
所
造
也
。其
天
下
諸
国
、各
於
国
分
尼
寺
、奉
造
阿
弥
陀
丈
六
像
一
軀
、

　
挟
侍
菩
薩
像
二
軀
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

神
護
景
雲
元
年（
七
六
七
）一
月
八
日

諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
吉
祥
天
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
神
護
景
雲
元
年
春
正
月
己
未
、勅
、畿
内
七
道
諸
国
、一
七
日
間
、各
於
国
分
金
光

　
明
寺
、行
吉
祥
天
悔
過
之
法
。因
此
功
徳
、天
下
太
平
、風
雨
順
時
、五
穀
成
熟
、兆

　
民
快
楽
、十
方
有
情
、同
霑
此
福
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
八
﹈

神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）一
月
二
十
四
日

吉
祥
天
像
を
画
き
、出
雲
国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
三
十
二
﹈

宝
亀
二
年（
七
七
一
）一
月
十
三
日

諸
国
に
お
け
る
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
る
。

  「
辛
未
、停
天
下
諸
国
吉
祥
悔
過
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
一
﹈

宝
亀
三
年（
七
七
二
）十
一
月
十
日

諸
国
の
国
分
寺
で
毎
年
正
月
、吉
祥
天
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、詔
曰
、頃
者
、風
雨
不
調
、頻
年
飢
荒
。欲
救
此
禍
、唯
憑
冥
助
。宜
於
天
下

　
諸
国
々
分
寺
、毎
年
正
月
一
七
日
之
間
、行
吉
祥
悔
過
、以
為
恒
例
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
二
﹈

宝
亀
十
年（
七
七
九
）三
月

出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
し
た
銅
像
・
香
炉
・
諸
器
を
献
上
す
る
。

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
三
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
て
国
分
寺
丈
六
仏
像
の
造
立
を
催
検
さ
せ
る
。

  「
六
月
乙
酉
、勅
、遣
使
於
七
道
諸
国
、催
検
所
造
国
分
丈
六
仏
像
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
十
日

諸
国
に
使
工
を
遣
わ
し
て
仏
像
の
造
立
を
検
催
さ
せ
る
。

  「
壬
辰
、詔
曰
、頃
者
、分
遣
使
工
、検
催
諸
国
仏
像
。宜
来
年
忌
日
必
令
造
了
。其
仏

　
殿
兼
使
造
備
。如
有
仏
像
并
殿
已
造
畢
者
、亦
造
塔
令
会
忌
日
。夫
仏
法
者
、以
慈

　
為
先
。不
須
因
此
辛
苦
百
姓
。国
司
并
使
工
等
、若
有
称
朕
意
者
、特
加
褒
賞
。」

　﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）十
二
月
二
十
日

聖
武
天
皇
の
一
周
忌
の
御
斎
会
の
装
飾
と
し
て
、出
雲
・
石
見
な
ど
二
十
六
国
に
灌

頂
幡
・
道
場
幡
・
緋
綱
を
頒
下
す
る
。

  「
己
亥
、越
後
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・

　
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
紀
伊
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・

　
豊
前
・
豊
後
・
日
向
等
二
十
六
国
、々
別
頒
下
灌
頂
幡
一
具
、道
場
幡
卌
九
首
、緋
綱

　
二
条
、以
充
周
忌
御
斎
荘
飾
。用
了
、収
置
金
光
明
寺
、永
為
寺
物
、随
事
出
用
之
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）九
月
二
十
八
日

出
雲
・
石
見
な
ど
六
国
に
飛
駅
鈴
を
頒
布
す
る
。

  「
丁
酉
、始
頒
越
前
・
越
中
・
佐
渡
・
出
雲
・
石
見
・
伊
予
等
六
国
飛
駅
鈴
。国
一
口
。」

  「
雲
州
献
異
像
。」

  「
雲
州
海
浜
銅
像
浮
浪
来
。并
香
炉
諸
器
。刺
史
取
献
。書
曰
異
像
。」

﹇
元
享
釈
書
　
巻
第
二
十
三
﹈

宝
亀
十
一
年（
七
八
〇
）三
月
三
日

金
銅
鋳
像
・
白
銅
香
炉
・
種
々
の
器
物
が
出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
す
る
。

  「
戊
辰
、出
雲
国
言
、金
銅
鋳
像
一
龕
、白
銅
香
炉
一
口
、并
種
々
器
物
、漂
着
海
浜
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
六
﹈

延
暦
二
十
四
年（
八
〇
五
）二
月
十
九
日

諸
国
の
国
分
寺
に
薬
師
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
未
、令
諸
国
々
分
寺
、行
薬
師
悔
過
、以
聖
躬
未
平
也
。」﹇

日
本
後
紀
　
巻
第
十
二
﹈

大
同
四
年（
八
〇
九
）一
月
十
八
日

諸
国
に
大
般
若
経
を
書
写
し
、国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、令
天
下
諸
国
、為
名
神
写
大
般
若
経
一
部
、奉
読
供
養
、安
置
国
分
寺
。若

　
无
国
分
寺
者
、於
定
額
寺
。」

 ﹇
日
本
後
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
長
五
年（
八
二
八
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
毎
年
七
月
八
日
、文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
修
文
殊
会
事

  「
勅
曰
、如
聞
、諸
国
疫
癘
、夭
亡
者
衆
、自
非
修
善
、何
以
攘
災
。宜
令
諸
国
、各
請

　
練
行
僧
、大
国
廿
人
、上
国
十
七
人
、中
国
十
四
人
、下
国
十
人
、三
ヶ
日
内
、昼
転

　
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。其
布
施
者
、三
宝
穀
十
斛
、僧
三
斛
、以
正
税
充

　
行
、俾
致
精
進
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
一
﹈

承
和
元
年（
八
三
四
）四
月
六
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、勅
、防
災
未
萠
、兼
致
豊
稔
、修
善
之
力
、職
此
之
由
。宜
令
畿
内
七
道
諸
国
、

　
択
国
内
行
者
、於
国
分
僧
寺
、三
ヶ
日
内
。昼
則
転
金
剛
般
若
経
、夜
則
修
薬
師
悔

　
過
、迄
于
事
畢
、禁
断
殺
生
。又
如
有
疫
癘
処
、各
於
国
界
攘
祭
。務
存
精
誠
、必
期

　
霊
感
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
三
﹈

承
和
二
年（
八
三
五
）四
月
五
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
卯
、勅
、令
天
下
諸
国
修
文
殊
会
。其
会
料
者
、毎
年
割
取
救
急
稲
利
三
分
之
一

　
充
用
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
四
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）二
月
二
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
十
一
面
観
音
法
を
薫
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、勅
曰
、令
人
主
安
穏
、黎
庶
和
楽
、不
如
十
一
面
大
悲
者
秘
密
神
咒
之
力
。宜

　
普
告
五
畿
内
七
道
諸
国
、請
浄
行
僧
七
口
於
国
分
寺
、一
七
日
夜
薫
修
十
一
面
之

　
法
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）六
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命

じ
る
。

  「
壬
子
、勅
、如
聞
、疫
癘
間
発
、疾
苦
者
衆
、夫
銷
殃
未
然
、不
如
般
若
之
力
。宜
令

　
五
畿
內
七
道
諸
国
內
行
者
、廿
口
已
下
十
口
已
上
、於
国
分
僧
寺
、始
自
七
月
八

　
日
、三
箇
日
、昼
読
金
剛
般
若
、夜
修
薬
師
悔
過
、迄
于
事
竟
、禁
断
殺
生
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
五
年（
八
三
八
）九
月
十
九
日

天
下
の
定
額
寺
の
堂
舎
・
仏
像
・
経
論
お
よ
び
神
祇
諸
社
の
修
理
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、勅
、令
修
理
天
下
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像
経
論
及
神
祇
諸
社
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
七
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）八
月
一
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
重
ね
て
命
じ
る
。

  「
是
日
、勅
曰
、文
殊
会
事
、起
自
天
長
之
年
。而
今
聞
、諸
国
或
乖
官
符
旨
、不
有
遵

　
行
。宜
重
下
知
令
以
修
之
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

　
右
得
僧
綱
牒
偁
、贈
僧
正
伝
燈
大
法
師
位
勤
操
、元
興
寺
伝
燈
大
法
師
位
泰
善
等
、

　
畿
内
郡
邑
広
設
件
会
、弁
備
飯
食
等
、施
給
貧
者
。此
則
所
依
文
殊
般
涅
槃
経
云
、

　
若
有
衆
生
聞
文
殊
師
利
名
、除
却
十
二
億
刧
生
死
之
罪
。若
礼
拝
供
養
者
、生
々

　
之
処
、恒
生
諸
仏
家
、為
文
殊
師
利
威
神
所
護
。若
欲
供
養
脩
福
業
者
、即
化
身
作

　
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
至
行
者
前
者
也
。而
今
勤
操
遷
化
、泰
善
独
存
、相
尋
欲
行
、

　
増
感
不
已
、望
請
、下
符
京
畿
七
道
諸
国
、同
修
件
会
、須
国
司
講
読
師
仰
所
部
郡

　
司
及
定
額
寺
三
綱
等
、郡
別
於
一
村
邑
、屈
精
進
練
行
法
師
、以
為
教
生
、毎
年
七

　
月
八
日
令
修
其
事
、兼
修
理
堂
塔
経
教
破
損
等
、当
彼
会
日
、同
供
養
之
、当
会
前

　
後
并
三
箇
日
、禁
断
殺
生
、会
集
男
女
等
、先
授
三
帰
五
戒
、次
令
称
讃
薬
師
文
殊

　
宝
号
、各
一
百
遍
、庶
使
普
天
之
下
、同
修
福
業
、率
土
之
内
、俱
期
快
楽
者
。中
納

　
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
、奉
勅
。依
請
者
、其
会

　
料
者
、割
救
急
料
利
稲
、量
宜
充
行
、若
国
郡
司
百
姓
等
、割
随
分
物
加
施
、不
在

　
制
限
。

　
　
　
天
長
五
年
二
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

天
長
七
年（
八
三
〇
）四
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
豊
持
が
五
種
神
宝
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
七
年
四
月
乙
巳
、皇
帝
御
大
極
殿
、覧
出
雲
国
々
造
出
雲
臣
豊
持
所
献
五
種
神
宝
、

　
兼
所
出
雑
物
。還
宮
授
豊
持
従
六
位
下
。」

﹇
類
聚
国
史
　
巻
第
十
九
﹈

天
長
十
年（
八
三
三
）六
月
八
日

諸
国
に
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

承
和
六
年（
八
三
九
）九
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
の
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
、以
後
は
国
庁
で
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
、如
聞
、所
以
神
護
景
雲
二
年
以
還
、令
諸
国
国
分
寺
、毎
年
起
正
月
八

　
日
至
于
十
四
日
、奉
読
最
勝
王
経
、并
修
吉
祥
悔
過
者
、為
消
除
不
祥
、保
安
国
家

　
也
。而
今
講
読
師
等
、不
必
其
人
、僧
尼
懈
怠
、周
旋
乖
法
、国
司
検
校
、亦
不
存
心
。

　
徒
有
修
福
之
名
、都
無
殊
勝
之
利
。此
則
緇
素
異
処
、不
相
監
察
之
所
致
也
。宜
停

　
行
国
分
寺
、而
於
庁
事
修
之
、自
今
以
後
、立
為
恒
例
。」 ﹇

続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）

銅
鐘（
福
岡
・
西
光
寺
蔵
）

  「
承
和
六
年
鴨
部
立
造

　
便
伯
耆
国
金
石
寺
鐘

　
守
護
三
宝
及
以
□
□

　
十
八
善
神
深
砂
大
将

　
若
貪
欲
者
有
犯
用
心

　
必
滅
其
身
并
子
孫
類

　
廻
向
聖
朝
国
吏
庁
衆

　
伽
藍
恒
久
仏
法
興
隆

　
一
家
繁
昌
万
代
全
保

　
法
界
□
□
□
□
利
益
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

島
根
・
出
雲
大
社
旧
蔵

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
九
﹈

貞
観
九
年（
八
六
七
）五
月
二
十
六
日

四
天
王
像
を
造
り
、伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
国
等
に
下
す
。

  「
廿
六
日
甲
子
、造
八
幅
四
天
王
像
五
鋪
、各
一
鋪
下
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長

　
門
等
国
。下
知
国
司
曰
、彼
国
地
在
西
極
、堺
近
新
羅
。警
備
之
謀
、当
異
他
国
。宜

　
帰
命
尊
像
、勤
誠
修
法
、調
伏
賊
心
、消
却
災
変
。仍
須
点
択
地
勢
高
敞
、瞼
瞰
賊

　
境
之
道
場
。若
素
無
道
場
、新
択
善
地
、建
立
仁
祠
、安
置
尊
像
。請
国
分
寺
及
部

　
内
練
行
精
進
僧
四
口
、各
当
像
前
、依
最
勝
王
経
四
天
王
護
国
品
、昼
転
経
巻
、夜

　
誦
神
呪
、春
秋
二
時
別
一
七
日
、清
浄
堅
固
、依
法
薫
修
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
十
四
﹈

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）九
月
八
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
画
仏
像
を
安
置
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
安
置
一
万
三
千
画
仏
像
七
十
二
鋪
事

　
　
　
　
　
各
広
六
幅
　
高
一
丈
六
尺

　
　
　
太
政
官
一
鋪
　
　
図
書
寮
一
鋪
　
　
　
五
畿
内
五
鋪

　
　
　
東
海
道
十
五
鋪
　
東
山
道
八
鋪
　
　
　
北
陸
道
七
鋪

　
　
　
山
陰
道
八
鋪
　
　
山
陽
道
八
鋪
　
　
　
南
海
道
六
鋪

　
　
　
西
海
道
十
一
鋪
　
大
宰
観
音
寺
一
鋪
　
八
幡
神
宮
寺
一
鋪

　
右
得
元
興
寺
伝
灯
大
法
師
位
賢
護
牒
偁
、先
師
故
律
師
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承

　
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
、始
行
内
裏
漸
遍
天
下
、遂
詔
諸
国
並
令
修
之
。又

　
本
作
是
念
、仏
経
共
写
鎮
護
国
家
。即
写
経
典
分
置
諸
国
、未
画
仏
像
。忽
随
冥
期
。

　
方
今
遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
当
述
師
志
。因
茲
発
心
致
誠
、奉
造
如
件
。

　
望
請
、分
置
内
裏
并
諸
国
、永
付
公
帳
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、即
便
修
此
像
前
。

　
但
内
裏
料
納
図
書
寮
。然
則
国
家
安
楽
、祉
祚
延
長
。謹
請
　
官
裁
者
、従
三
位
守

　
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
基
経
宣
、依
請
。

　
　
　
貞
観
十
三
年
九
月
八
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

※

『
帝
王
編
年
記
』『
西
宮
記
』『
政
事
要
略
』に
同
様
の
史
料
あ
り
。

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）

僧
薬
海
、出
雲
国
分
寺
の
吉
祥
天
画
像
を
木
像
に
造
り
あ
ら
た
め
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

貞
観
十
六
年（
八
七
四
）閏
四
月
二
十
五
日

諸
国
に
金
字
仁
王
経
を
頒
下
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
頒
下
金
字
仁
王
会
経
七
十
一
部
百
卌
二
巻
事

　
　
　
五
畿
七
道
諸
国
、毎
国
各
一
部

　
　
　
下
野
薬
師
寺
一
部

　
　
　
大
宰
観
音
寺
一
部

　
　
　
豊
前
弥
勒
寺
一
部

　
右
被
右
大
臣
宣
偁
、奉
勅
、諸
仏
法
門
、俱
期
攘
災
増
福
、其
中
仁
王
般
若
最
勝
号

承
和
八
年（
八
四
一
）五
月
二
十
日

諸
国
の
定
額
寺
の
堂
舎
な
ら
び
に
仏
像
・
経
論
の
修
理
・
荘
厳
を
命
じ
る
。

  「
勅
、修
福
滅
罪
、仏
道
是
先
、伝
法
興
教
、人
倫
為
本
。如
聞
、諸
国
定
額
寺
、堂
舎

　
破
壊
、仏
経
曝
露
、三
綱
檀
越
、無
心
修
理
。頃
年
水
旱
不
調
、疫
癘
間
発
、静
言
其

　
由
、恐
縁
彼
咎
。宜
重
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
、修
理
荘
厳
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像

　
経
論
。今
須
毎
寺
立
可
修
理
之
程
、付
朝
集
堂
使
言
上
、習
常
不
革
、並
処
重
科
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
﹈

承
和
九
年（
八
四
二
）三
月
十
五
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
庚
戌
、又
勅
、若
非
攘
未
然
、恐
班
蒔
失
時
。宜
仰
五
畿
内
七
道
諸
国
、簡
修
行
不

　
退
者
二
十
人
、於
国
分
寺
、三
ヶ
日
間
、昼
読
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。修
善

　
之
比
、禁
止
殺
生
、佛
僧
布
施
以
正
税
充
之
。若
有
天
行
之
処
、国
司
到
境
下
、令

　
防
祭
疫
神
、精
進
斎
戒
、共
祷
豊
稔
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
一
﹈

嘉
承
二
年（
八
四
九
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
国
分
二
寺
・
定
額
寺
に
お
い
て
昼
は
経
王
の
転
読
、夜
は
観
音
菩
薩
を
礼
拝

す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
陰
陽
寮
言
、今
年
疫
癘
可
滋
、又
四
五
月
応
有
洪
水
者
。勅
、頃
来
染
疫
之
人
、往
々

　
夭
亡
、夫
護
防
之
恃
、実
頼
冥
威
、存
済
之
方
、亦
期
梵
力
。宜
令
五
畿
内
七
道
諸

　
国
、奉
幣
名
神
、兼
復
於
国
分
二
寺
及
定
額
寺
、一
七
ヶ
日
、昼
転
経
王
、夜
礼
観
音
。

　
如
法
修
行
、必
呈
霊
感
。」

　
鎮
国
保
民
、是
発
自
睿
裏
。従
茲
厳
写
都
合
七
十
一
部
、毎
国
各
頒
一
部
、事
須
安

　
居
会
次
、相
共
講
転
、以
為
歳
事
、願
上
自
一
人
、下
至
百
姓
、同
承
景
福
、永
無
虧

　
騫
。宜
仰
下
諸
国
、依
件
修
之
。

　
　
　
貞
観
十
六
年
閏
四
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

貞
観
十
八
年（
八
七
六
）六
月
二
十
一
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
仏
像
を
分
置
す
る
。

  「
廿
一
日
丙
寅
、一
万
三
千
仏
像
廿
九
鋪
、各
広
五
幅
、高
一
丈
六
尺
、分
置
東
海
・
山

　
陰
・
南
海
三
道
諸
国
。国
別
一
鋪
。先
是
、元
興
寺
僧
賢
護
申
牒
偁
、先
師
故
律
師

　
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
。始
行
内
裏
。漸
遍
人
間
、

　
遂
　
詔
諸
国
並
令
勤
修
。安
本
作
是
念
。書
写
仏
経
、鎮
護
国
家
。仍
写
経
典
、安

　
置
諸
国
、未
画
仏
像
。奄
然
殞
背
、遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
、当
述
師
志
。

　
由
是
発
心
致
誠
、奉
造
尊
像
。望
請
分
置
内
裏
及
諸
国
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、展

　
張
真
容
、於
前
修
之
。許
其
所
請
焉
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
二
十
九
﹈

元
慶
元
年（
八
七
七
）八
月
二
十
二
日

出
雲
国
分
寺
の
木
造
吉
祥
天
像
の
料
と
し
て
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
を
あ
て
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

　
玉
六
十
八
枚
。　
　
　
　
　
　
　
　
金
銀
装
橫
刀
一
口
。　
　
　 

鏡
一
面
。

　
倭
文
二
端
。　
　
　
　
　
　
　
白
眼
鴾
毛
馬
一
疋
。白
鵠
二
翼
。　
御
贄
五
十
舁
。

　　
　
右
国
造
賜
負
幸
物
、還
国
潔
斎
一
年
。　
　
　
　
　
　
訖
即
国
司
率
国
造
諸

　
　
祝
部
并
子
弟
等
入
朝
、即
於
京
外
便
処
、修
飾
献
物
、神
祇
官
長
、自
監
視
、預

　
　
ト
吉
日
。申
官
奏
聞
、宣
示
所
司
。又
後
斎
一
年
更
入
朝
、奏
神
寿
詞
如
初
儀
。

　
凡
国
造
奏
神
寿
詞
日
之
平
旦
、神
祇
官
試
国
造
奏
事
。給
座
料
調
薦
五
枚
。奏
神

　
賀
斎
一
日
、在
前
申
官
。国
造
已
下
、祝
・
神
部
・
郡
司
・
子
弟
五
色
人
等
給
禄
。但
其

　
人
数
、臨
時
所
申
、無
有
定
額
。禄
法
、国
造
絹
廿
疋
・
調
布
六
十
端
・
綿
五
十
屯
。

　
祝
・
神
部
不
論
有
位
無
位
、各
調
布
一
端
。郡
司
各
二
端
。子
弟
各
一
端
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
凡
出
雲
国
所
進
御
冨
岐
玉
六
十
連
、　
　
　
　
　
　
毎
年
十
月
以
前
令
意
宇
郡

　
神
戸
玉
作
氏
造
備
、差
使
進
上
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
出
雲
国
造
　
神
賀
詞

　
八
十
日
日
波
在
止
毛
、今
日
能
生
日
能
足
日
爾
、出
雲
国
国
造
姓
名
恐
美
恐
美
毛
申
賜

　
久
、挂
麻
久
毛
恐
岐
明
御
神
止
大
八
島
国
所
知
食
須
天
皇
命
乃
、手
長
能
大
御
世
止

　
斎
止
　
　
　
　
為
氐
、出
雲
国
乃
青
垣
山
内
爾
、下
津
石
根
爾
宮
柱
太
敷
立
氐
、

　
高
天
原
爾
千
木
高
知
坐
須
伊
射
那
伎
乃
日
真
名
子
、加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
、櫛
御

　
気
野
命
、国
作
坐
志
大
穴
持
命
、二
柱
神
乎
始
天
、百
八
十
六
社
坐
皇
神
等
乎
、某

　
甲
我
弱
肩
爾
太
襷
取
挂
天
、伊
都
幣
能
緒
結
、天
乃
美
賀
秘
冠
利
天
、伊
豆
能
真

　
屋
爾
麁
草
乎
、伊
豆
能
席
登
苅
敷
支
天
、伊
都
閉
黒
益
之
、天
能
𤭖
和
爾
斎
許
母

　
利
氐
志
都
宮
爾
忌
静
米
仕
奉
氐
、朝
日
能
豊
栄
登
爾
、伊
波
比
乃
返
事
能
神
賀

　
吉
詞
奏
賜
波
久
登
奏
。

　
高
天
能
神
王
高
御
魂
神
魂
命
能
、皇
御
孫
命
爾
天
下
大
八
島
国
乎
事
避
奉
之
時
、

　
出
雲
臣
等
我
遠
神
天
穂
比
命
乎
国
体
見
爾
、遣
時
爾
、天
能
八
重
雲
乎
押
別
氐
、

　
天
翔
国
翔
氐
、天
下
乎
見
廻
氐
、返
事
申
給
久
、豊
葦
原
乃
水
穂
国
波
、昼
波
如

　
五
月
蝿
水
沸
支
、夜
波
如
火
瓫
光
神
在
利
。石
根
・
木
立
・
青
水
沫
毛
事
問
天
、荒

　
国
在
利
。然
毛
鎮
平
天
、皇
御
孫
命
爾
安
国
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟
止
申
氐
、己

　
命
児
天
夷
鳥
命
爾
布
都
怒
志
命
乎
副
天
天
降
遣
天
、荒
布
留
神
等
乎
撥
平
気
、

　
国
作
之
大
神
乎
毛
媚
鎮
天
、大
八
島
国
現
事
顕
事
令
事
避
支
。乃
大
穴
持
命
乃
申

　
給
久
、皇
御
孫
命
乃
静
坐
牟
大
倭
国
申
天
、己
命
和
魂
乎
八
咫
鏡
爾
取
託
天
、倭

　
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
登
名
乎
称
天
、大
御
和
乃
神
奈
備
爾
坐
、己
命
乃
御
子
阿
遅

　
須
伎
高
孫
根
乃
命
乃
御
魂
乎
、葛
木
乃
鴨
能
神
奈
備
爾
坐
、事
代
主
命
能
御
魂

　
乎
宇
奈
提
爾
坐
、賀
夜
奈
流
美
命
能
御
魂
乎
飛
鳥
乃
神
奈
備
爾
坐
天
、皇
孫
命

　
能
近
守
神
登
貢
置
天
、八
百
丹
杵
築
宮
爾
静
坐
支
。是
爾
親
神
魯
伎
神
魯
美
乃
命

　
宣
久
、汝
天
穂
比
命
波
、天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石
爾
伊
波
比
奉
、

　
伊
賀
志
乃
御
世
爾
佐
伎
波
閉
奉
登
、仰
賜
志
次
乃
随
爾
、供
斎
　
　
　
　 

仕
奉
氐
、

　
朝
日
乃
豊
栄
登
爾
、神
乃
礼
自
利
臣
能
礼
自
登
、御
祷
乃
神
宝
献
良
久
登
奏
。

　
白
玉
能
大
御
白
髪
坐
、赤
玉
能
御
阿
加
良
毘
坐
、青
玉
能
水
江
玉
乃
行
相
爾
、明

　
御
神
登
大
八
島
国
所
知
食
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
、御
橫
刀
広
爾
誅
堅
米
、

　
白
御
馬
能
前
足
爪
後
足
爪
蹈
立
事
波
、大
宮
能
内
外
御
門
柱
乎
、上
津
石
根
爾
踏

　
堅
米
、下
津
石
根
爾
踏
凝
立
、振
立
流
耳
能
弥
高
爾
、天
下
乎
所
知
食
左
牟
事
志

　
太
米
、白
鵠
乃
生
御
調
能
玩
物
登
、倭
文
能
大
御
心
毛
多
親
爾
、彼
方
古
川
席
此

　
方
能
古
川
席
爾
生
立
若
水
沼
間
能
弥
若
叡
爾
御
若
叡
坐
、須
々
伎
振
遠
止
美
乃

　
水
乃
弥
乎
知
爾
御
表
知
坐
、麻
蘇
比
乃
大
御
鏡
乃
面
乎
意
志
波
留
志
天
見
行
事

元
慶
二
年（
八
七
八
）六
月
二
十
三
日

出
雲
・
隠
岐
な
ど
に
四
天
王
像
前
に
て
調
伏
の
法
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
令
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門
等
国
、調
習
人
兵
、修
繕
器
械
、戒
慎
斥
候
、

　
固
護
要
害
。災
消
異
伏
、理
帰
仏
神
。亦
須
境
内
群
神
班
幣
、於
四
天
王
像
僧
前
修

　
調
伏
法
。以
蓍
亀
告
可
有
辺
警
也
。」

　﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
三
﹈

延
長
五
年（
九
二
七
）十
二
月
二
十
六
日

『
延
喜
式
』成
立
。出
雲
国
造
の
神
賀
詞
奏
上
に
ま
つ
わ
る
神
宝
等
の
記
述
あ
り
。

  「
賜
出
雲
国
造
負
幸
物

　
金
装
橫
刀
一
口
・
絲
廿
絇
・
絹
十
疋
・
調
布
廿
端
・
鍬
廿
口
。

　
　
右
任
国
造
訖
、弁
一
人
・
史
一
人
、就
神
祇
官
庁
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
次
伯
已
下
祐
已
上
、以
次
就
座
。史
一
人
・
大
蔵
録
一
人
。入
自
南
門
就
座
。

　
　
史
唱
官
掌
仰
云
、喚
出
雲
国
司
并
国
造
。官
掌
率
国
司
国
造
就
版
位
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
史
亦
喚
神
部
。神
部
一
人
進
、　
　
　
就
大
刀
案
下
跪
之
。于
時

　
　
弁
宣
云
、出
雲
之
国
造
止
今
定
給 

 
姓
名
爾
賜
負
幸
之
物
  
宣
。国
造
称
唯
、

　
　
再
拝
両
段
。拍
手
両
段
、訖
進
大
刀
案
下
跪
之
。神
部
取
大
刀
授
之
。拍
手
賜
之
。

　
　
　
　
退
授
後
取
之
人
、即
就
版
位
。次
大
蔵
録
喚
国
造
。国
造
就
跪
禄
下
。後
取

　
　
一
人
進
、先
取
絲
給
国
造
。拍
手
一
度
。賜
而
授
於
後
取
。後
取
退
立
本
列
。絹
布

　
　
鍬
亦
如
之
。国
造
退
就
版
位
。更
取
大
刀
出
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
録
、次

　
　
本
官
、次
史
、次
弁
退
出
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
国
造
奏
神
寿
詞

　
能
己
登
久
、明
御
神
能
大
八
島
国
乎
、天
地
日
月
等
共
爾
、安
久
平
久
知
行
牟
事
能

　
志
太
米
止
、御
祷
神
宝
乎
擎
持
氐
。神
礼
自
利
臣
礼
自
登
、恐
弥
恐
弥
毛
。天
津

　
次
能
神
賀
吉
詞
白
賜
久
登
奏
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
八
﹈

長
徳
元
年（
九
九
五
）四
月
二
十
七
日

国
ご
と
に
六
観
音
像
お
よ
び
大
般
若
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
毎
国
図
写
供
養
陸
観
音
像
大
般
若
経
一
部
事

　
右
右
大
臣
宣
、奉
勅
、比
年
疫
病
延
蔓
、病
苦
弥
盛
、京
内
上
下
之
人
、多
帰
漳
浦
、

　
外
国
遠
近
之
民
、悉
泥
瘴
煙
、適
存
危
命
者
、頻
携
薬
石
而
忘
農
業
、纔
脱
病
悩
者
、

　
鎮
営
歛
葬
以
闕
貢
賦
、或
比
首
而
倶
臥
、誰
致
救
療
、或
挙
家
而
爰
亡
、誰
敢
収
蔵
、

　
況
枯
旱
渉
歳
、五
穀
不
登
、人
物
共
尽
、蓋
此
時
乎
、災
害
之
甚
、往
古
未
聞
。夫
観

　
音
能
救
危
難
、尤
可
依
怙
、般
若
亦
施
威
力
、必
攘
災
孽
。仍
普
仰
五
畿
七
道
諸
国
、

　
毎
国
図
写
供
養
、其
料
用
正
税
、若
無
正
税
用
不
動
穀
、且
申
開
用
、且
以
充
行
、

　
不
動
正
税
共
以
用
尽
、申
請
所
在
官
物
、将
以
裁
許
、近
国
六
七
月
中
図
写
供
養
、

　
遠
国
八
九
月
間
開
講
演
説
、供
養
之
後
、且
注
在
状
、早
以
言
上
、実
語
勿
疑
、信

　
力
無
違
、□
遺
民
庶
、長
期
艾
安
者
、諸
国
承
知
、依
宣
行
之
、符
到
奉
行
。

　
権
左
中
弁
源
朝
臣
　
右
大
史
坂
上
大
宿
祢

　
　
　
　
　
長
徳
元
年
四
月
廿
七
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

  「
廿
七
日
癸
卯
、定
、諸
国
并
宇
佐
宮
等
、各
書
写
大
般
若
経
、六
観
音
像
、可
攘
疾

　
疫
之
災
。」

  「
述
光
□昕
譲
」

  「
法
賢
蝎
談
」

  「
等
亦
造
」

  「
□助
為
内
□
□
」

  「
志
往
報
」

  「
雀
叶
李
玄
」

  「
夢
言
金
仏
」

  「
芸
身
貞
均
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

辛
亥
は
銅
鐘
の
様
式
か
ら
高
麗
・
顕
宗
二
年（
一
〇
一
一
）に
比
定
さ
れ
る
。

寛
仁
元
年（
一
〇
一
七
）十
月
二
日

大
神
宝
使
を
畿
内
七
道
諸
国
の
諸
社
等
に
発
遣
。山
陰
道
で
は
出
雲
熊
野
社
・
杵
築

社
に
紫
綾
蓋
・
平
文
野
剣
・
赤
漆
御
弓
・
箭
・
平
文
鉾
・
五
寸
鏡
な
ど
が
奉
ら
れ
る
。

  「（
前
略
）

　
山
陽
道
、

　（
中
略
）

　
已
上
卌
八
所
被
奉
紫
綾
蓋
一
蓋
、　
　
　  

平
文
野
剣
一
腰
、　
　
　
赤
漆
御
弓
一
張
、

　
箭
四
筋
、平
文
桙
一
本
、　
　
五
寸
鏡
一
面
、　
　
　
平
文
麻
桶
一
口
、平
文
線
柱

　
一
本
。

　（
後
略
）」

﹇
左
経
記
﹈

長
元
三
年（
一
〇
三
〇
）五
月
二
十
三
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
と
請
観
音
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
図
写
供
養
丈
六
観
世
音
菩
薩
像
壱
体
請
観
世
音
経
佰
巻
事

　
右
去
春
以
来
。疾
疫
滋
蔓
。病
死
儔
多
。仍
寄
託
内
外
。雖
致
祈
祷
。空
経
旬
月
。未

　
期
休
除
。夫
観
世
音
菩
薩
者
。衆
生
依
怙
。能
施
無
畏
。患
病
厄
者
。必
抜
苦
源
。遭

　
急
難
者
。乍
得
解
脱
。就
中
十
一
面
観
音
有
頂
上
仏
面
除
疫
病
之
願
。請
観
世
音

　
経
有
毘
舎
離
国
救
苦
厄
之
教
。旁
仰
弘
誓
。盍
無
冥
感
乎
。正
二
位
行
大
納
言
兼

　
民
部
卿
中
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
斎
信
宣
。奉
勅
。宜
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
。図
写

　
件
菩
薩
像
并
経
巻
。官
符
到
後
。択
定
吉
日
。官
長
専
当
。於
国
分
寺
請
当
寺
浄
行

　
僧
十
口
。開
講
供
養
矣
。即
一
七
日
間
。転
読
件
経
。但
請
用
之
僧
。有
不
如
法
之

　
輩
。尋
訪
他
寺
。備
彼
員
数
。祈
以
件
事
。必
期
霊
験
。又
転
読
之
間
。殊
致
潔
斎
。

　
断
絶
葷
腥
。禁
止
屠
割
。其
施
供
料
用
正
税
。若
無
正
税
。用
所
在
官
物
者
。諸
国

　
宜
承
知
依
宣
行
之
。符
到
奉
行
。

　
造
大
安
寺
長
官
正
四
位
下
右
大
弁
兼
内
蔵
頭
中
宮
亮
源
朝
臣

　
従
五
位
下
行
左
大
史
惟
宗
朝
臣

　
　
　
　
　
　
長
元
三
年
五
月
廿
三
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

延
久
元
年（
一
〇
六
九
）十
月
十
九
日

出
雲
国
解
に
よ
り
千
手
観
音
像
の
頭
中
に
仏
舎
利
・
香
薬
な
ど
を
奉
納
す
る
。

  「
十
九
日
壬
子
。依
出
雲
国
解
。□
□
□
□
本
令
奉
納
丈
六
千
手
観
音
御
頭
中
仏

　
舎
利
香
薬
等
。件
仏
并
寺
。」

﹇
扶
桑
略
記
　
第
二
十
九
﹈

﹇
日
本
紀
略
　
後
篇
十
﹈

寛
弘
元
年（
一
〇
〇
四
）閏
九
月
十
八
日

出
雲
か
ら
帰
還
し
た
為
綱
が
藤
原
道
長
に
手
箱
二
合
を
進
上
す
る
。

  「
為
綱
朝
臣
従
出
雲
還
、手
筥
二
合
進
。入
雑
物
等
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
六
年（
一
〇
〇
九
）九
月
二
日

進
内
侍
、出
雲
下
向
に
あ
た
り
中
宮
彰
子
か
ら
女
装
束
と
織
物
褂
を
贈
ら
れ
る
。

  「
二
日
、入
夜
進
内
侍
参
中
宮
。夫
忠
道
之
共
、雲
出
下
向
来
五
日
云
、為
申
此
由
也
。

　
女
装
束
加
織
褂
賜
之
云
々
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
八
年（
一
〇
一
一
）四
月
八
日

銅
鐘（
島
根
・
天
倫
寺
蔵
）

  「
高
麗
国
東
京
内
廻
真
寺
仏
弟
子
釈

　
□
奉
為

　
聖
寿
天
長
国
泰
人
安
普
勤
有
縁

　
者
三
千
余
人
入
香
徒
布
糧
添
敬
造

　
金
鐘
一
軀
　
辛
亥
四
月
八
日
　
記
」

  「
光
叶
助
保
」

  「
金
真
□印
𦫿
達
」

  「
玄
儒
大
内
」

  「
副
棟
梁
光
孝
」

寛
治
五
年（
一
〇
九
一
）四
月
十
七
日

佐
陀
社
竃
殿
の
焼
亡
に
よ
り
大
神
宝
殿
・
三
若
宮
神
殿
・
御
正
体
を
焼
失
す
る
。

  「
寛
治
五
年
四
月
十
七
日
、出
雲
国
佐
陀
社
竃
殿
焼
亡
。大
神
□宝
殿
、三
若
宮
神
殿

　
并
御
正
体
焼
失
。

　（
中
略
）

　
已
上
不
被
造
立
御
体
、専
為
如
在
之
礼
。

　（
中
略
）

　
　
　
　
文
永
六
年
十
一
月
十
日
　
正
四
位
上
行
神
祇
権
大
副
卜
部
宿
禰
兼
文
勘
申
」

﹇
続
左
丞
抄
　
第
一
﹈
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天
武
十
四
年（
六
八
五
）三
月
二
十
七
日

諸
国
、家
ご
と
に
仏
舎
を
作
り
、仏
像
と
経
を
置
き
、礼
拝
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
申
、詔
、諸
国
毎
家
、作
仏
舎
、及
置
仏
像
及
経
、以
礼
拝
供
養
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
二
十
九
﹈

持
統
六
年（
六
九
二
）五
月

銅
造
観
音
菩
薩
立
像（
島
根
・
鰐
淵
寺
蔵
）

  「
壬
辰
年
五
月
出
雲
国
若
倭
部

　
臣
徳
太
理
為
父
母
作
奉
菩
薩
」

﹇
刻
銘
﹈

※

壬
辰
年
は
像
の
様
式
か
ら
こ
の
年
に
比
定
さ
れ
る
。

持
統
八
年（
六
九
四
）五
月
十
一
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
送
り
置
く
。

  「
癸
巳
、以
金
光
明
経
一
百
部
、送
置
諸
国
。必
取
毎
年
、正
月
上
玄
読
之
。其
布
施
、

　
以
当
国
官
物
充
之
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
三
十
﹈

大
宝
元
年（
七
〇
一
）六
月
八
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
、新
し
い
印
の
雛
形
を
頒
付
す
る
。

  「
己
酉
、勅
、凡
其
庶
務
。一
依
新
令
。又
国
宰
・
郡
司
、貯
置
大
税
、必
須
如
法
。如
有

　
闕
怠
、随
事
科
断
。是
日
、遣
使
七
道
、宣
告
依
新
令
為
政
、及
給
大
租
之
状
、并
頒

　
付
新
印
様
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
﹈

慶
雲
元
年（
七
〇
四
）四
月
九
日

鍛
冶
司
に
諸
国
の
印
を
鋳
造
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
夏
四
月
甲
子
、令
鍜
冶
司
鋳
諸
国
印
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）三
月
二
十
三
日

出
雲
国
な
ど
に
駅
鈴
を
支
給
す
る
。

  「
乙
亥
、按
察
使
向
京
、及
巡
行
属
国
之
日
、乗
伝
給
食
。因
給
常
陸
国
十
剋
、遠
江

　
国
七
剋
、伊
豆
・
出
雲
二
国
鈴
各
一
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
八
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）五
月
二
十
一
日

『
日
本
書
紀
』成
立
。こ
の
な
か
に
出
雲
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
。

崇
神
六
十
年
七
月
十
四
日
　
出
雲
飯
入
根
が
出
雲
大
神
宮
の
神
宝
を
献
上
す
る
。

  「
六
十
年
秋
七
月
丙
申
朔
己
酉
、詔
群
臣
曰
、武
日
照
命
　
　
　
　
　
従
天
将
来
神

　
宝
、蔵
于
出
雲
大
神
宮
。是
欲
見
焉
。則
遣
矢
田
部
造
遠
祖
武
諸
隅  

　
　
　
　 

而

　
使
献
。当
是
時
、出
雲
臣
之
遠
祖
出
雲
振
根
主
于
神
宝
。是
往
筑
紫
国
而
不
遇
矣
。

　
其
弟
飯
入
根
、則
被
皇
命
、以
神
宝
、付
弟
甘
美
韓
日
狭
与
子
鸕
濡
渟
而
貢
上
。既

　
而
出
雲
振
根
、従
筑
紫
還
来
之
、聞
神
宝
献
于
朝
廷
、責
其
弟
飯
入
根
曰
、数
日
当

　
待
。何
恐
之
乎
、輙
許
神
宝
。是
以
、既
経
年
月
、猶
懐
恨
忿
、有
殺
弟
之
志
、仍
欺

　
弟
曰
、頃
者
、於
止
屋
淵
多
生
菨
。願
共
行
欲
見
。則
随
兄
而
往
之
。先
是
、兄
窃
作

　
木
刀
、形
似
真
刀
。当
時
自
佩
之
、弟
佩
真
刀
。共
到
淵
頭
、兄
謂
弟
曰
、淵
水
清
冷
。

　
願
欲
共
游
沐
。弟
従
兄
言
、各
解
佩
刀
、置
淵
辺
、沐
於
水
中
。乃
兄
先
上
陸
、取
弟

　
真
刀
自
佩
。後
弟
驚
而
取
兄
木
刀
、共
相
撃
矣
。弟
不
得
抜
木
刀
。兄
撃
弟
飯
入
根

　
而
殺
之
。故
時
人
歌
之
曰
、椰
句
毛
多
菟
、伊
頭
毛
多
鶏
流
餓
、波
鶏
流
多
知
、菟

　
頭
邏
佐
波
磨
枳
、佐
微
那
辞
珥
、阿
波
礼
。於
是
、甘
美
韓
日
狭
・
鸕
濡
渟
、参
向
朝

　
廷
、曲
奏
其
状
。則
遣
吉
備
津
彦
与
武
渟
河
別
、以
誅
出
雲
振
根
。故
出
雲
臣
等
、

　
畏
是
事
、不
祭
大
神
而
有
間
。時
丹
波
氷
上
人
、名
氷
香
戸
辺
、啓
于
皇
太
子
活
目

　
尊
曰
、己
子
有
小
児
、而
自
然
言
之
、玉
菨
鎮
石
。出
雲
人
祭
、真
種
之
甘
美
鏡
。押

　
羽
振
、甘
美
御
神
、底
宝
御
宝
主
。山
河
之
水
泳
御
魂
。静
挂
甘
美
御
神
、底
宝
御

　
宝
主
也
。  

　
　
是
非
似
小
児
之
言
。若
有
託
言
乎
。於
是
、皇
太
子
奏
于
天
皇
。則

　
勅
之
使
祭
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
五
﹈

垂
仁
二
十
六
年
八
月
三
日
　
出
雲
国
の
神
宝
を
物
部
十
千
根
大
連
に
検
校
さ
せ
る
。

  「
廿
六
年
秋
八
月
戊
寅
朔
庚
辰
、天
皇
勅
物
部
十
千
根
大
連
曰
、屢
遣
使
者
於
出
雲

　
国
、雖
検
校
其
国
之
神
宝
、無
分
明
申
言
者
。汝
親
行
于
出
雲
、宜
検
校
定
。則
十

　
千
根
大
連
校
定
神
宝
、而
分
明
奏
言
之
。仍
令
掌
神
宝
也
。」﹇

日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

垂
仁
三
十
二
年
七
月
六
日
　
野
見
宿
禰
、出
雲
国
の
土
部
百
人
に
人
・
馬
・
種
々
の
物

を
埴
で
造
作
さ
せ
る
。

  「
卅
二
年
秋
七
月
甲
戌
朔
己
卯
、皇
后
日
葉
酢
媛
命
　
　
　
　
薨
。臨
葬
有
日
焉
、

　
天
皇
詔
群
卿
曰
、従
死
之
道
、前
知
不
可
。今
此
行
之
葬
、奈
之
為
何
。於
是
、野
見

　
宿
禰
進
曰
、夫
君
王
陵
墓
、埋
立
生
人
、是
不
良
也
、豈
得
伝
後
葉
乎
。願
今
将
議

　
便
事
而
奏
之
。則
遣
使
者
、喚
上
出
雲
国
之
土
部
壱
百
人
、自
領
土
部
等
、取
埴
以

　
造
作
人
・
馬
及
種
々
物
形
、献
于
天
皇
曰
、自
今
以
後
、以
是
土
物
更
易
生
人
、樹
於

　
陵
墓
、為
後
葉
之
法
則
。天
皇
、於
是
、大
喜
之
、詔
野
見
宿
禰
曰
、汝
之
便
議
、寔

　
洽
朕
心
。則
其
土
物
、始
立
于
日
葉
酢
媛
命
之
墓
。仍
号
是
土
物
謂
埴
輪
。亦
名
立

　
物
也
。仍
下
令
曰
、自
今
以
後
、陵
墓
必
樹
是
土
物
、無
傷
人
焉
。天
皇
厚
賞
野
見

　
宿
禰
之
功
、亦
賜
鍛
地
。即
任
土
部
職
。因
改
本
姓
謂
土
部
臣
。是
土
部
連
等
、主

　
天
皇
喪
葬
之
縁
也
。所
謂
野
見
宿
禰
、是
土
部
連
等
之
始
祖
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
国
郷
中
。郡
家
東
南
廿
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
三
層
之
塔
也
。

　
山
国
郷
人
、日
置
部
根
緒
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
意
宇
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
沼
田
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
西
六
里
一
百
六
十
歩
。大
領

　
出
雲
臣
大
田
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
楯
縫
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。有
河
内
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
南
三
里
一
百
歩
。旧
大
領
日

　
置
部
臣
布
祢
之
所
造
。 

　
　
　
　
」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
出
雲
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。朝
山
郷
中
。郡
家
正
東
二
里
六
十
歩
。建
立
厳
堂
也
。神
門
臣
等
之

　
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
古
志
郷
中
。郡
家
東
南
一
里
。刑
部
臣
等
之
所
造
也
。  

　   

」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
神
門
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
正
南
一
里
。建
立
厳
堂
也
。　
　 

大
領
勝
部
君

　
虫
麿
之
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。在
屋
裏
郷
中
。郡
家
正
北
一
十
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
層
塔
也
。

　
前
少
領
田
部
臣
押
島
之
所
造
。   

　
　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
東
北
一
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

斐
伊
郷
人
、樋

　
印
支
知
麿
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
大
原
郡
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）三
月
三
日

国
ご
と
に
釈
迦
三
尊
像
の
造
立
と
大
般
若
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
三
月
丁
丑
、詔
曰
、毎
国
、令
造
釈
迦
仏
像
一
体
、挟
侍
菩
薩
二
軀
。兼
写
大
般
若
経

　
一
部
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
二
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）十
二
月
八
日

出
雲
守
石
川
年
足
、薬
師
如
来
・
観
音
菩
薩
・
日
光
菩
薩
・
月
光
菩
薩
像
を
造
り
、灌

頂
随
願
往
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
九
年
歳
次
丁
丑
十
二
月
庚
子
朔
八
日
丁
未
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。盖
聞
。無
色

　
無
声
方
広
之
功
自
遠
。常
有
常
浄
円
朗
之
照
不
窮
。崇
慧
業
以
致
真
如
、積
芳
因

　
而
成
聖
果
。引
四
海
於
法
鏡
、則
慾
海
澄
氛
、導
六
識
於
禅
門
、則
邪
雲
巻
翳
、巍

　
巍
妙
力
至
矣
。難
思
年
足
、罪
釁
所
鍾
、頻
遭
凶
逝
。傷
神
之
恨
、未
弭
於
前
、喪
明

　
之
哀
、相
継
於
後
。恋
恋
心
緒
。不
能
自
割
。唯
憑
法
祐
、少
慰
悲
嘆
。爰
為
二
郎
、

　
敬
造
自
願
薬
師
如
来
・
侠
侍
観
世
音
菩
薩
、追
福
日
光
遍
照
・
月
光
遍
照
菩
薩
等

　
像
一
鋪
。并
写
随
願
往
生
経
一
巻
。衆
彩
起
絢
、月
相
含
暉
、竜
宮
秘
文
、貫
珠
流
影
。

　
以
茲
功
徳
、資
益
亡
霊
。伏
願
、金
花
承
歩
、高
昇
五
浄
之
天
、玉
葉
籍
儀
、遠
契
三

　
明
之
果
、傍
該
動
植
、普
洎
塵
労
、並
出
盖
纏
、倶
登
彼
岸
。」

﹇
灌
頂
随
願
往
生
経（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）六
月
二
十
九
日

出
雲
守
石
川
年
足
、弥
勒
菩
薩
像
を
造
り
、弥
勒
上
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
十
年
歳
次
戊
寅
六
月
戊
戌
朔
廿
九
日
丙
寅
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

神
亀
三
年（
七
二
六
）二
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
広
島
、剣
・
鏡
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
辛
亥
、出
雲
国
造
従
六
位
上
出
雲
臣
広
島
斎
事
畢
、献
神　
剣
鏡
并
白
馬
・
鵠
等
。

　
広
島
并
祝
二
人
並
進
位
二
階
。賜
広
島
絁
廿
疋
、綿
五
十
屯
、布
六
十
端
、自
余
祝

　
部
一
百
九
十
四
人
禄
各
有
差
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
九
﹈

神
亀
五
年（
七
二
八
）十
二
月
二
十
八
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
頒
下
す
る
。

  「
十
二
月
己
丑
、金
光
明
経
六
十
四
帙
六
百
卌
巻
頒
於
諸
国
。国
別
十
巻
。先
是
、諸

　
国
所
有
金
光
明
経
、或
国
八
巻
、或
国
四
巻
。至
是
、写
備
頒
下
。随
経
到
日
、即
令

　
転
読
。為
令
国
家
平
安
也
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
﹈

天
平
五
年（
七
三
三
）二
月
三
十
日

『
出
雲
国
風
土
記
』成
立
。こ
の
と
き
出
雲
国
に
教
昊
寺
と
十
か
所
の
新
造
院
あ
り
。

  「
教
昊
寺
。有
山
国
郷
中
。郡
家
正
東
廿
五
里
一
百
廿
歩
。建
立
五
層
之
塔
也
。　
　  

　
教
昊
僧
之
所
造
也
。  

　
　 

　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。山
代
郷
中
。郡
家
西
北
四
里
二
百
歩
。建
立
厳
堂
也
。　
　
日
置
君

　
目
烈
之
所
造
。 

　
　
　
　
　   

」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
代
郷
中
。郡
家
西
北
二
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

飯
石
郡
少
領
出

　
雲
臣
弟
山
之
所
造
也
。」

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
十
方
諸
仏
、蓋
聞
、法
門
興
聖
、表
無
量
以
凝
尊
、

　
真
相
開
霊
、随
縁
然
而
応
物
。故
得
五
根
宣
化
。遥
変
響
於
和
音
。十
念
成
功
、遠

　
登
神
於
補
処
。年
足
、慈
顔
永
隔
、空
懐
罔
極
之
哀
。諱
日
俄
臨
、方
積
終
身
之
感
、

　
庶
憑
功
於
妙
力
、希
樹
果
於
良
因
、謹
以
茲
辰
、敬
造
弥
勒
菩
薩
像
一
鋪
、写
弥
勒

　
経
十
部
。蓮
台
宝
相
、含
璧
月
而
披
光
、貝
篆
霊
文
、貫
殊
星
而
流
影
。伏
願
、契
道

　
能
仁
、昇
遊
正
覚
。菩
提
枝
下
、聞
妙
法
之
円
音
、兜
率
天
中
、得
上
真
之
勝
業
。通

　
該
有
頂
、普
被
無
辺
、並
泛
慈
航
、同
離
愛
網
」

﹇
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経（
京
都
・
高
山
寺
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）八
月
二
十
六
日

諸
国
に
国
郡
図
を
造
ら
せ
る
。

  「
辛
卯
、令
天
下
諸
国
造
国
郡
図
進
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
一
年（
七
三
九
）七
月
十
日

出
雲
守
石
川
年
足
、大
般
若
経
を
書
写
し
浄
土
寺
に
置
く
。

  「
維
天
平
十
一
年
歳
次
己
卯
七
月
辛
卯
朔
十
日
庚
子
、仏
弟
子
出
雲
国
守
従
五
位

　
下
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。託

　
想
玄
津
、庶
福
於
安
楽
、帰
心
実
際
、冀
果
於
菩
提
。敬
写
大
般
若
経
一
部
、置
浄

　
土
寺
、永
為
寺
宝
、以
此
功
徳
、慶
善
日
新
、命
緒
将
劫
石
倶
延
、寿
算
与
恒
沙
共

　
遠
。又
願
、内
外
眷
属
、七
代
父
母
、无
辺
无
境
有
形
含
識
、並
乗
般
若
之
舟
、咸
登

　
正
覚
之
路
。」

﹇
石
川
年
足
私
願
書
写
大
般
若
経（
個
人
蔵
）願
文
﹈

　
飾
天
下
神
宮
。去
歳
、普
令
天
下
造
釈
迦
牟
尼
仏
尊
像
、高
一
丈
六
尺
者
、各
一
鋪
、

　
并
写
大
般
若
経
各
一
部
。自
今
春
已
来
、至
于
秋
稼
、風
雨
順
序
、五
穀
豊
穣
。此

　
乃
、徴
誠
啓
願
、霊
貺
如
荅
。載
惶
載
懼
、無
以
自
寧
。案
経
云
、若
有
国
土
講
宣
読

　
誦
、恭
敬
供
養
、流
通
此
経
王
者
、我
等
四
王
、常
来
擁
護
。一
切
災
障
、皆
使
消
殄
。

　
憂
愁
疾
疫
、亦
令
除
差
。所
願
遂
心
、恒
生
歓
喜
者
、宜
令
天
下
諸
国
各
令
敬
造
七

　
重
塔
一
区
、并
写
金
光
明
最
勝
王
経
・
妙
法
蓮
華
経
一
部
。朕
、又
別
擬
、写
金
字
金

　
光
明
最
勝
王
経
、毎
塔
各
令
置
一
部
。所
冀
、聖
法
之
盛
、与
天
地
而
永
流
、擁
護
之

　
恩
、被
幽
明
而
恒
満
。其
造
塔
之
寺
、兼
為
国
華
。必
択
好
処
、実
可
長
久
。近
人
則

　
不
欲
薫
臭
所
及
。遠
人
則
不
欲
労
衆
帰
集
。国
司
等
、各
宜
務
存
厳
飾
、兼
尽
潔
清
。

　
近
感
諸
天
、庶
幾
臨
護
。布
告
遐
邇
、令
知
朕
意
。又
毎
国
僧
寺
、施
封
五
十
戸
、水

　
田
一
十
町
。尼
寺
水
田
十
町
。僧
寺
必
令
有
廿
僧
。其
寺
名
、為
金
光
明
四
天
王
護

　
国
之
寺
。尼
寺
一
十
尼
。其
名
為
法
華
滅
罪
之
寺
。両
寺
相
去
、宜
受
教
戒
。若
有

　
闕
者
、即
須
補
満
。其
僧
尼
、毎
月
八
日
、必
応
転
読
最
勝
王
経
。毎
至
月
半
、誦
戒

　
羯
磨
。毎
月
六
斎
日
、公
私
不
得
漁
猟
殺
生
。国
司
等
宜
恒
加
検
校
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
五
年（
七
四
三
）十
月
十
五
日

盧
舎
那
仏
金
銅
像
の
造
立
を
発
願
す
る
。

  「
冬
十
月
辛
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、恭
承
大
位
、志
存
兼
済
、勤
撫
人
物
。雖
率
土
之

　
浜
、已
霑
仁
恕
、而
普
天
之
下
、未
洽
報
恩
。誠
欲
頼
三
宝
之
威
霊
、乾
坤
相
泰
、修

　
万
代
之
福
業
、動
植
咸
栄
。粤
以
天
平
十
五
年
歳
次
癸
未
十
月
十
五
日
、発
菩
薩

　
大
願
、奉
造
盧
舍
那
仏
金
銅
像
一
軀
。尽
国
銅
而
鎔
象
、削
大
山
以
構
堂
、広
及
法

　
界
、為
朕
智
識
。遂
使
同
蒙
利
益
共
致
菩
提
。夫
有
天
下
之
富
者
朕
也
。有
天
下
之

　
勢
者
朕
也
。以
此
富
勢
造
此
尊
像
。事
也
易
成
、心
也
難
至
。但
恐
徒
有
労
人
、無

　
能
感
聖
。或
生
誹
謗
、反
墮
罪
辜
。是
故
、預
智
識
者
、懇
発
至
誠
、各
招
介
福
、宜

　
日
毎
三
拝
盧
舍
那
仏
。自
当
存
念
各
造
盧
舍
那
仏
也
。如
更
有
人
、情
願
持
一
枝

　
草
一
把
土
助
造
像
者
、恣
聴
之
。国
郡
等
司
、莫
因
此
事
、侵
擾
百
姓
強
令
収
斂
。

　
布
告
遐
邇
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
六
年（
七
四
四
）十
二
月
四
日

天
下
諸
国
に
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
辰
、令
天
下
諸
国
薬
師
悔
過
七
日
。」

 ﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
七
年（
七
四
五
）九
月
二
十
日

諸
国
に
大
般
若
経
の
書
写
、薬
師
仏
像
の
造
立
、経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
令
京
師
及
諸
国
写
大
般
若
経
合
一
百
部
、又
造
薬
師
仏
像
七
軀
、高
六
尺
三
寸
、

　
并
写
経
七
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
六
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
一
月
七
日

諸
国
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
進
め
る
た
め
石
川
年
足
ら
を
各
道
に
発
遣

す
る
。

  「
己
卯
、詔
曰
、朕
、以
去
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
、至
心
発
願
、欲
使
国
家
永
固
、

　
聖
法
恒
修
、遍
詔
天
下
諸
国
、々
別
令
造
金
光
明
寺
・
法
華
寺
。其
金
光
明
寺
各
造

　
七
重
塔
一
区
、并
写
金
字
金
光
明
経
一
部
、安
置
塔
裏
。而
諸
国
司
等
怠
緩
不
行
。

　
或
処
寺
不
便
、或
猶
未
開
基
。以
為
、天
地
災
異
、一
二
顕
来
、蓋
由
茲
乎
。朕
之
股

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）六
月
十
九
日

諸
国
に
法
華
経
の
書
写
と
七
重
塔
の
建
立
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、令
天
下
諸
国
、毎
国
写
法
華
経
十
部
、并
建
七
重
塔
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）九
月
十
五
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
の
造
立
と
観
音
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
四
畿
内
七
道
諸
国
曰
、此
来
、縁
筑
紫
境
有
不
軌
之
臣
、命
軍
討
伐
。願

　
依
聖
祐
、欲
安
百
姓
。故
今
国
別
造
観
世
音
菩
薩
像
一
軀
、高
七
尺
、并
写
観
世
音

　
経
一
十
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）一
月
十
五
日

藤
原
不
比
等
の
遺
族
が
返
上
し
た
食
封
五
千
戸
の
う
ち
、三
千
戸
を
諸
国
の
国
分

寺
に
施
入
し
て
丈
六
仏
造
立
の
費
用
に
あ
て
る
。

  「
丁
酉
、故
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
家
返
上
食
封
五
千
戸
。二
千
戸
、依
旧
返
賜
其
家
。

　
三
千
戸
、施
入
諸
国
国
分
寺
。以
充
造
丈
六
仏
像
之
料
。」﹇

続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）三
月
二
十
四
日

諸
国
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
命
じ
る
。

  「
乙
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、忝
承
重
任
。未
弘
政
化
、寤
寐
多
慚
。古
之
明
主
、皆
能

　
光
業
。国
泰
人
楽
、災
除
福
至
。修
何
政
化
、能
臻
此
道
。頃
者
、年
穀
不
豊
、疫
癘

　
頻
至
。慙
懼
交
集
、唯
労
罪
己
。是
以
、広
為
蒼
生
、遍
求
景
福
。故
前
年
、馳
驛
増

　
肱
、豈
合
如
此
。是
以
、差
従
四
位
下
石
川
朝
臣
年
足
、従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
小
嶋
、

　
布
勢
朝
臣
宅
主
等
、分
道
発
遣
、検
定
寺
地
、并
察
作
状
。国
司
宜
与
使
及
国
師
簡

　
定
勝
地
、勤
加
営
繕
。又
任
郡
司
勇
幹
堪
済
諸
事
、専
令
主
当
。限
来
三
年
以
前
、

　
造
塔
・
金
堂
・
僧
坊
、悉
皆
令
了
。若
能
契
勅
、如
理
修
造
之
、子
孫
無
絶
、任
郡
領

　
司
。其
僧
寺
・
尼
寺
水
田
者
、除
前
入
数
已
外
。更
加
田
地
、僧
寺
九
十
町
、尼
寺
四

　
十
町
。便
仰
所
司
墾
開
応
施
。普
告
国
郡
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
二
月
十
四
日

諸
国
に
塔
の
建
立
を
願
う
者
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
、天
下
諸
国
。或
有
百
姓
情
願
造
塔
者
、悉
聴
之
。其
造
地
者
、必
立
伽
藍
院
内
。

　
不
得
濫
作
山
野
路
辺
。若
備
儲
畢
、先
申
其
状
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）〜
天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）頃

出
雲
国
大
原
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
が
大
仏
造
立
に
関
与
す
る
。

  「
□
□
勝
出
雲
国
大
□
□
□
□
□
」

  「
大
原
郡
佐
世
郷
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
□
□
□
□
□
□
□
」」

﹇
木
簡（
奈
良
・
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊
西
地
区
出
土
）﹈

天
平
勝
宝
元
年（
七
四
九
）一
月
一
日

天
下
諸
寺
に
悔
過
を
さ
せ
、金
光
明
経
の
転
読
を
さ
せ
る
。

  「
始
従
元
日
、七
七
之
内
、令
天
下
諸
寺
悔
過
、転
読
金
光
明
経
。又
禁
断
天
下
殺
生
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
一
﹈

天
平
宝
字
三
年（
七
五
九
）十
一
月
九
日

諸
国
に
国
分
二
寺
図
を
頒
下
す
る
。

  「
頒
下
国
分
二
寺
図
於
天
下
諸
国
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
二
﹈

天
平
宝
字
四
年（
七
六
〇
）七
月
二
十
六
日

光
明
皇
后
の
七
七
斎
に
あ
た
り
、国
ご
と
に
阿
弥
陀
浄
土
画
像
を
造
ら
せ
る
。

  「
癸
丑
、設
皇
太
后
七
々
斎
於
東
大
寺
并
京
師
諸
小
寺
。其
天
下
諸
国
、毎
国
奉
造

　
阿
弥
陀
浄
土
画
像
。仍
計
国
内
見
僧
尼
、写
称
讃
浄
土
教
、各
於
国
分
金
光
明
寺

　
礼
拝
供
養
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

天
平
宝
字
五
年（
七
六
一
）六
月
七
日

光
明
皇
后
周
忌
の
た
め
、諸
国
の
国
分
尼
寺
で
阿
弥
陀
三
尊
像
を
造
立
す
る
。

  「
六
月
庚
申
、設
皇
太
后
周
忌
斎
於
阿
弥
陀
浄
土
院
。其
院
者
在
法
華
寺
内
西
南
隅
。

　
為
設
忌
斎
所
造
也
。其
天
下
諸
国
、各
於
国
分
尼
寺
、奉
造
阿
弥
陀
丈
六
像
一
軀
、

　
挟
侍
菩
薩
像
二
軀
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

神
護
景
雲
元
年（
七
六
七
）一
月
八
日

諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
吉
祥
天
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
神
護
景
雲
元
年
春
正
月
己
未
、勅
、畿
内
七
道
諸
国
、一
七
日
間
、各
於
国
分
金
光

　
明
寺
、行
吉
祥
天
悔
過
之
法
。因
此
功
徳
、天
下
太
平
、風
雨
順
時
、五
穀
成
熟
、兆

　
民
快
楽
、十
方
有
情
、同
霑
此
福
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
八
﹈

神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）一
月
二
十
四
日

吉
祥
天
像
を
画
き
、出
雲
国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
三
十
二
﹈

宝
亀
二
年（
七
七
一
）一
月
十
三
日

諸
国
に
お
け
る
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
る
。

  「
辛
未
、停
天
下
諸
国
吉
祥
悔
過
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
一
﹈

宝
亀
三
年（
七
七
二
）十
一
月
十
日

諸
国
の
国
分
寺
で
毎
年
正
月
、吉
祥
天
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、詔
曰
、頃
者
、風
雨
不
調
、頻
年
飢
荒
。欲
救
此
禍
、唯
憑
冥
助
。宜
於
天
下

　
諸
国
々
分
寺
、毎
年
正
月
一
七
日
之
間
、行
吉
祥
悔
過
、以
為
恒
例
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
二
﹈

宝
亀
十
年（
七
七
九
）三
月

出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
し
た
銅
像
・
香
炉
・
諸
器
を
献
上
す
る
。

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
三
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
て
国
分
寺
丈
六
仏
像
の
造
立
を
催
検
さ
せ
る
。

  「
六
月
乙
酉
、勅
、遣
使
於
七
道
諸
国
、催
検
所
造
国
分
丈
六
仏
像
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
十
日

諸
国
に
使
工
を
遣
わ
し
て
仏
像
の
造
立
を
検
催
さ
せ
る
。

  「
壬
辰
、詔
曰
、頃
者
、分
遣
使
工
、検
催
諸
国
仏
像
。宜
来
年
忌
日
必
令
造
了
。其
仏

　
殿
兼
使
造
備
。如
有
仏
像
并
殿
已
造
畢
者
、亦
造
塔
令
会
忌
日
。夫
仏
法
者
、以
慈

　
為
先
。不
須
因
此
辛
苦
百
姓
。国
司
并
使
工
等
、若
有
称
朕
意
者
、特
加
褒
賞
。」

　﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）十
二
月
二
十
日

聖
武
天
皇
の
一
周
忌
の
御
斎
会
の
装
飾
と
し
て
、出
雲
・
石
見
な
ど
二
十
六
国
に
灌

頂
幡
・
道
場
幡
・
緋
綱
を
頒
下
す
る
。

  「
己
亥
、越
後
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・

　
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
紀
伊
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・

　
豊
前
・
豊
後
・
日
向
等
二
十
六
国
、々
別
頒
下
灌
頂
幡
一
具
、道
場
幡
卌
九
首
、緋
綱

　
二
条
、以
充
周
忌
御
斎
荘
飾
。用
了
、収
置
金
光
明
寺
、永
為
寺
物
、随
事
出
用
之
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）九
月
二
十
八
日

出
雲
・
石
見
な
ど
六
国
に
飛
駅
鈴
を
頒
布
す
る
。

  「
丁
酉
、始
頒
越
前
・
越
中
・
佐
渡
・
出
雲
・
石
見
・
伊
予
等
六
国
飛
駅
鈴
。国
一
口
。」

  「
雲
州
献
異
像
。」

  「
雲
州
海
浜
銅
像
浮
浪
来
。并
香
炉
諸
器
。刺
史
取
献
。書
曰
異
像
。」

﹇
元
享
釈
書
　
巻
第
二
十
三
﹈

宝
亀
十
一
年（
七
八
〇
）三
月
三
日

金
銅
鋳
像
・
白
銅
香
炉
・
種
々
の
器
物
が
出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
す
る
。

  「
戊
辰
、出
雲
国
言
、金
銅
鋳
像
一
龕
、白
銅
香
炉
一
口
、并
種
々
器
物
、漂
着
海
浜
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
六
﹈

延
暦
二
十
四
年（
八
〇
五
）二
月
十
九
日

諸
国
の
国
分
寺
に
薬
師
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
未
、令
諸
国
々
分
寺
、行
薬
師
悔
過
、以
聖
躬
未
平
也
。」﹇

日
本
後
紀
　
巻
第
十
二
﹈

大
同
四
年（
八
〇
九
）一
月
十
八
日

諸
国
に
大
般
若
経
を
書
写
し
、国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、令
天
下
諸
国
、為
名
神
写
大
般
若
経
一
部
、奉
読
供
養
、安
置
国
分
寺
。若

　
无
国
分
寺
者
、於
定
額
寺
。」

 ﹇
日
本
後
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
長
五
年（
八
二
八
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
毎
年
七
月
八
日
、文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
修
文
殊
会
事

  「
勅
曰
、如
聞
、諸
国
疫
癘
、夭
亡
者
衆
、自
非
修
善
、何
以
攘
災
。宜
令
諸
国
、各
請

　
練
行
僧
、大
国
廿
人
、上
国
十
七
人
、中
国
十
四
人
、下
国
十
人
、三
ヶ
日
内
、昼
転

　
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。其
布
施
者
、三
宝
穀
十
斛
、僧
三
斛
、以
正
税
充

　
行
、俾
致
精
進
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
一
﹈

承
和
元
年（
八
三
四
）四
月
六
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、勅
、防
災
未
萠
、兼
致
豊
稔
、修
善
之
力
、職
此
之
由
。宜
令
畿
内
七
道
諸
国
、

　
択
国
内
行
者
、於
国
分
僧
寺
、三
ヶ
日
内
。昼
則
転
金
剛
般
若
経
、夜
則
修
薬
師
悔

　
過
、迄
于
事
畢
、禁
断
殺
生
。又
如
有
疫
癘
処
、各
於
国
界
攘
祭
。務
存
精
誠
、必
期

　
霊
感
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
三
﹈

承
和
二
年（
八
三
五
）四
月
五
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
卯
、勅
、令
天
下
諸
国
修
文
殊
会
。其
会
料
者
、毎
年
割
取
救
急
稲
利
三
分
之
一

　
充
用
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
四
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）二
月
二
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
十
一
面
観
音
法
を
薫
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、勅
曰
、令
人
主
安
穏
、黎
庶
和
楽
、不
如
十
一
面
大
悲
者
秘
密
神
咒
之
力
。宜

　
普
告
五
畿
内
七
道
諸
国
、請
浄
行
僧
七
口
於
国
分
寺
、一
七
日
夜
薫
修
十
一
面
之

　
法
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）六
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命

じ
る
。

  「
壬
子
、勅
、如
聞
、疫
癘
間
発
、疾
苦
者
衆
、夫
銷
殃
未
然
、不
如
般
若
之
力
。宜
令

　
五
畿
內
七
道
諸
国
內
行
者
、廿
口
已
下
十
口
已
上
、於
国
分
僧
寺
、始
自
七
月
八

　
日
、三
箇
日
、昼
読
金
剛
般
若
、夜
修
薬
師
悔
過
、迄
于
事
竟
、禁
断
殺
生
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
五
年（
八
三
八
）九
月
十
九
日

天
下
の
定
額
寺
の
堂
舎
・
仏
像
・
経
論
お
よ
び
神
祇
諸
社
の
修
理
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、勅
、令
修
理
天
下
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像
経
論
及
神
祇
諸
社
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
七
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）八
月
一
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
重
ね
て
命
じ
る
。

  「
是
日
、勅
曰
、文
殊
会
事
、起
自
天
長
之
年
。而
今
聞
、諸
国
或
乖
官
符
旨
、不
有
遵

　
行
。宜
重
下
知
令
以
修
之
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

　
右
得
僧
綱
牒
偁
、贈
僧
正
伝
燈
大
法
師
位
勤
操
、元
興
寺
伝
燈
大
法
師
位
泰
善
等
、

　
畿
内
郡
邑
広
設
件
会
、弁
備
飯
食
等
、施
給
貧
者
。此
則
所
依
文
殊
般
涅
槃
経
云
、

　
若
有
衆
生
聞
文
殊
師
利
名
、除
却
十
二
億
刧
生
死
之
罪
。若
礼
拝
供
養
者
、生
々

　
之
処
、恒
生
諸
仏
家
、為
文
殊
師
利
威
神
所
護
。若
欲
供
養
脩
福
業
者
、即
化
身
作

　
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
至
行
者
前
者
也
。而
今
勤
操
遷
化
、泰
善
独
存
、相
尋
欲
行
、

　
増
感
不
已
、望
請
、下
符
京
畿
七
道
諸
国
、同
修
件
会
、須
国
司
講
読
師
仰
所
部
郡

　
司
及
定
額
寺
三
綱
等
、郡
別
於
一
村
邑
、屈
精
進
練
行
法
師
、以
為
教
生
、毎
年
七

　
月
八
日
令
修
其
事
、兼
修
理
堂
塔
経
教
破
損
等
、当
彼
会
日
、同
供
養
之
、当
会
前

　
後
并
三
箇
日
、禁
断
殺
生
、会
集
男
女
等
、先
授
三
帰
五
戒
、次
令
称
讃
薬
師
文
殊

　
宝
号
、各
一
百
遍
、庶
使
普
天
之
下
、同
修
福
業
、率
土
之
内
、俱
期
快
楽
者
。中
納

　
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
、奉
勅
。依
請
者
、其
会

　
料
者
、割
救
急
料
利
稲
、量
宜
充
行
、若
国
郡
司
百
姓
等
、割
随
分
物
加
施
、不
在

　
制
限
。

　
　
　
天
長
五
年
二
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

天
長
七
年（
八
三
〇
）四
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
豊
持
が
五
種
神
宝
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
七
年
四
月
乙
巳
、皇
帝
御
大
極
殿
、覧
出
雲
国
々
造
出
雲
臣
豊
持
所
献
五
種
神
宝
、

　
兼
所
出
雑
物
。還
宮
授
豊
持
従
六
位
下
。」

﹇
類
聚
国
史
　
巻
第
十
九
﹈

天
長
十
年（
八
三
三
）六
月
八
日

諸
国
に
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

承
和
六
年（
八
三
九
）九
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
の
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
、以
後
は
国
庁
で
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
、如
聞
、所
以
神
護
景
雲
二
年
以
還
、令
諸
国
国
分
寺
、毎
年
起
正
月
八

　
日
至
于
十
四
日
、奉
読
最
勝
王
経
、并
修
吉
祥
悔
過
者
、為
消
除
不
祥
、保
安
国
家

　
也
。而
今
講
読
師
等
、不
必
其
人
、僧
尼
懈
怠
、周
旋
乖
法
、国
司
検
校
、亦
不
存
心
。

　
徒
有
修
福
之
名
、都
無
殊
勝
之
利
。此
則
緇
素
異
処
、不
相
監
察
之
所
致
也
。宜
停

　
行
国
分
寺
、而
於
庁
事
修
之
、自
今
以
後
、立
為
恒
例
。」 ﹇

続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）

銅
鐘（
福
岡
・
西
光
寺
蔵
）

  「
承
和
六
年
鴨
部
立
造

　
便
伯
耆
国
金
石
寺
鐘

　
守
護
三
宝
及
以
□
□

　
十
八
善
神
深
砂
大
将

　
若
貪
欲
者
有
犯
用
心

　
必
滅
其
身
并
子
孫
類

　
廻
向
聖
朝
国
吏
庁
衆

　
伽
藍
恒
久
仏
法
興
隆

　
一
家
繁
昌
万
代
全
保

　
法
界
□
□
□
□
利
益
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

島
根
・
出
雲
大
社
旧
蔵

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
九
﹈

貞
観
九
年（
八
六
七
）五
月
二
十
六
日

四
天
王
像
を
造
り
、伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
国
等
に
下
す
。

  「
廿
六
日
甲
子
、造
八
幅
四
天
王
像
五
鋪
、各
一
鋪
下
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長

　
門
等
国
。下
知
国
司
曰
、彼
国
地
在
西
極
、堺
近
新
羅
。警
備
之
謀
、当
異
他
国
。宜

　
帰
命
尊
像
、勤
誠
修
法
、調
伏
賊
心
、消
却
災
変
。仍
須
点
択
地
勢
高
敞
、瞼
瞰
賊

　
境
之
道
場
。若
素
無
道
場
、新
択
善
地
、建
立
仁
祠
、安
置
尊
像
。請
国
分
寺
及
部

　
内
練
行
精
進
僧
四
口
、各
当
像
前
、依
最
勝
王
経
四
天
王
護
国
品
、昼
転
経
巻
、夜

　
誦
神
呪
、春
秋
二
時
別
一
七
日
、清
浄
堅
固
、依
法
薫
修
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
十
四
﹈

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）九
月
八
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
画
仏
像
を
安
置
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
安
置
一
万
三
千
画
仏
像
七
十
二
鋪
事

　
　
　
　
　
各
広
六
幅
　
高
一
丈
六
尺

　
　
　
太
政
官
一
鋪
　
　
図
書
寮
一
鋪
　
　
　
五
畿
内
五
鋪

　
　
　
東
海
道
十
五
鋪
　
東
山
道
八
鋪
　
　
　
北
陸
道
七
鋪

　
　
　
山
陰
道
八
鋪
　
　
山
陽
道
八
鋪
　
　
　
南
海
道
六
鋪

　
　
　
西
海
道
十
一
鋪
　
大
宰
観
音
寺
一
鋪
　
八
幡
神
宮
寺
一
鋪

　
右
得
元
興
寺
伝
灯
大
法
師
位
賢
護
牒
偁
、先
師
故
律
師
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承

　
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
、始
行
内
裏
漸
遍
天
下
、遂
詔
諸
国
並
令
修
之
。又

　
本
作
是
念
、仏
経
共
写
鎮
護
国
家
。即
写
経
典
分
置
諸
国
、未
画
仏
像
。忽
随
冥
期
。

　
方
今
遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
当
述
師
志
。因
茲
発
心
致
誠
、奉
造
如
件
。

　
望
請
、分
置
内
裏
并
諸
国
、永
付
公
帳
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、即
便
修
此
像
前
。

　
但
内
裏
料
納
図
書
寮
。然
則
国
家
安
楽
、祉
祚
延
長
。謹
請
　
官
裁
者
、従
三
位
守

　
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
基
経
宣
、依
請
。

　
　
　
貞
観
十
三
年
九
月
八
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

※

『
帝
王
編
年
記
』『
西
宮
記
』『
政
事
要
略
』に
同
様
の
史
料
あ
り
。

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）

僧
薬
海
、出
雲
国
分
寺
の
吉
祥
天
画
像
を
木
像
に
造
り
あ
ら
た
め
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

貞
観
十
六
年（
八
七
四
）閏
四
月
二
十
五
日

諸
国
に
金
字
仁
王
経
を
頒
下
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
頒
下
金
字
仁
王
会
経
七
十
一
部
百
卌
二
巻
事

　
　
　
五
畿
七
道
諸
国
、毎
国
各
一
部

　
　
　
下
野
薬
師
寺
一
部

　
　
　
大
宰
観
音
寺
一
部

　
　
　
豊
前
弥
勒
寺
一
部

　
右
被
右
大
臣
宣
偁
、奉
勅
、諸
仏
法
門
、俱
期
攘
災
増
福
、其
中
仁
王
般
若
最
勝
号

承
和
八
年（
八
四
一
）五
月
二
十
日

諸
国
の
定
額
寺
の
堂
舎
な
ら
び
に
仏
像
・
経
論
の
修
理
・
荘
厳
を
命
じ
る
。

  「
勅
、修
福
滅
罪
、仏
道
是
先
、伝
法
興
教
、人
倫
為
本
。如
聞
、諸
国
定
額
寺
、堂
舎

　
破
壊
、仏
経
曝
露
、三
綱
檀
越
、無
心
修
理
。頃
年
水
旱
不
調
、疫
癘
間
発
、静
言
其

　
由
、恐
縁
彼
咎
。宜
重
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
、修
理
荘
厳
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像

　
経
論
。今
須
毎
寺
立
可
修
理
之
程
、付
朝
集
堂
使
言
上
、習
常
不
革
、並
処
重
科
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
﹈

承
和
九
年（
八
四
二
）三
月
十
五
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
庚
戌
、又
勅
、若
非
攘
未
然
、恐
班
蒔
失
時
。宜
仰
五
畿
内
七
道
諸
国
、簡
修
行
不

　
退
者
二
十
人
、於
国
分
寺
、三
ヶ
日
間
、昼
読
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。修
善

　
之
比
、禁
止
殺
生
、佛
僧
布
施
以
正
税
充
之
。若
有
天
行
之
処
、国
司
到
境
下
、令

　
防
祭
疫
神
、精
進
斎
戒
、共
祷
豊
稔
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
一
﹈

嘉
承
二
年（
八
四
九
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
国
分
二
寺
・
定
額
寺
に
お
い
て
昼
は
経
王
の
転
読
、夜
は
観
音
菩
薩
を
礼
拝

す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
陰
陽
寮
言
、今
年
疫
癘
可
滋
、又
四
五
月
応
有
洪
水
者
。勅
、頃
来
染
疫
之
人
、往
々

　
夭
亡
、夫
護
防
之
恃
、実
頼
冥
威
、存
済
之
方
、亦
期
梵
力
。宜
令
五
畿
内
七
道
諸

　
国
、奉
幣
名
神
、兼
復
於
国
分
二
寺
及
定
額
寺
、一
七
ヶ
日
、昼
転
経
王
、夜
礼
観
音
。

　
如
法
修
行
、必
呈
霊
感
。」

　
鎮
国
保
民
、是
発
自
睿
裏
。従
茲
厳
写
都
合
七
十
一
部
、毎
国
各
頒
一
部
、事
須
安

　
居
会
次
、相
共
講
転
、以
為
歳
事
、願
上
自
一
人
、下
至
百
姓
、同
承
景
福
、永
無
虧

　
騫
。宜
仰
下
諸
国
、依
件
修
之
。

　
　
　
貞
観
十
六
年
閏
四
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

貞
観
十
八
年（
八
七
六
）六
月
二
十
一
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
仏
像
を
分
置
す
る
。

  「
廿
一
日
丙
寅
、一
万
三
千
仏
像
廿
九
鋪
、各
広
五
幅
、高
一
丈
六
尺
、分
置
東
海
・
山

　
陰
・
南
海
三
道
諸
国
。国
別
一
鋪
。先
是
、元
興
寺
僧
賢
護
申
牒
偁
、先
師
故
律
師

　
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
。始
行
内
裏
。漸
遍
人
間
、

　
遂
　
詔
諸
国
並
令
勤
修
。安
本
作
是
念
。書
写
仏
経
、鎮
護
国
家
。仍
写
経
典
、安

　
置
諸
国
、未
画
仏
像
。奄
然
殞
背
、遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
、当
述
師
志
。

　
由
是
発
心
致
誠
、奉
造
尊
像
。望
請
分
置
内
裏
及
諸
国
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、展

　
張
真
容
、於
前
修
之
。許
其
所
請
焉
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
二
十
九
﹈

元
慶
元
年（
八
七
七
）八
月
二
十
二
日

出
雲
国
分
寺
の
木
造
吉
祥
天
像
の
料
と
し
て
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
を
あ
て
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

　
玉
六
十
八
枚
。　
　
　
　
　
　
　
　
金
銀
装
橫
刀
一
口
。　
　
　 

鏡
一
面
。

　
倭
文
二
端
。　
　
　
　
　
　
　
白
眼
鴾
毛
馬
一
疋
。白
鵠
二
翼
。　
御
贄
五
十
舁
。

　　
　
右
国
造
賜
負
幸
物
、還
国
潔
斎
一
年
。　
　
　
　
　
　
訖
即
国
司
率
国
造
諸

　
　
祝
部
并
子
弟
等
入
朝
、即
於
京
外
便
処
、修
飾
献
物
、神
祇
官
長
、自
監
視
、預

　
　
ト
吉
日
。申
官
奏
聞
、宣
示
所
司
。又
後
斎
一
年
更
入
朝
、奏
神
寿
詞
如
初
儀
。

　
凡
国
造
奏
神
寿
詞
日
之
平
旦
、神
祇
官
試
国
造
奏
事
。給
座
料
調
薦
五
枚
。奏
神

　
賀
斎
一
日
、在
前
申
官
。国
造
已
下
、祝
・
神
部
・
郡
司
・
子
弟
五
色
人
等
給
禄
。但
其

　
人
数
、臨
時
所
申
、無
有
定
額
。禄
法
、国
造
絹
廿
疋
・
調
布
六
十
端
・
綿
五
十
屯
。

　
祝
・
神
部
不
論
有
位
無
位
、各
調
布
一
端
。郡
司
各
二
端
。子
弟
各
一
端
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
凡
出
雲
国
所
進
御
冨
岐
玉
六
十
連
、　
　
　
　
　
　
毎
年
十
月
以
前
令
意
宇
郡

　
神
戸
玉
作
氏
造
備
、差
使
進
上
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
出
雲
国
造
　
神
賀
詞

　
八
十
日
日
波
在
止
毛
、今
日
能
生
日
能
足
日
爾
、出
雲
国
国
造
姓
名
恐
美
恐
美
毛
申
賜

　
久
、挂
麻
久
毛
恐
岐
明
御
神
止
大
八
島
国
所
知
食
須
天
皇
命
乃
、手
長
能
大
御
世
止

　
斎
止
　
　
　
　
為
氐
、出
雲
国
乃
青
垣
山
内
爾
、下
津
石
根
爾
宮
柱
太
敷
立
氐
、

　
高
天
原
爾
千
木
高
知
坐
須
伊
射
那
伎
乃
日
真
名
子
、加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
、櫛
御

　
気
野
命
、国
作
坐
志
大
穴
持
命
、二
柱
神
乎
始
天
、百
八
十
六
社
坐
皇
神
等
乎
、某

　
甲
我
弱
肩
爾
太
襷
取
挂
天
、伊
都
幣
能
緒
結
、天
乃
美
賀
秘
冠
利
天
、伊
豆
能
真

　
屋
爾
麁
草
乎
、伊
豆
能
席
登
苅
敷
支
天
、伊
都
閉
黒
益
之
、天
能
𤭖
和
爾
斎
許
母

　
利
氐
志
都
宮
爾
忌
静
米
仕
奉
氐
、朝
日
能
豊
栄
登
爾
、伊
波
比
乃
返
事
能
神
賀

　
吉
詞
奏
賜
波
久
登
奏
。

　
高
天
能
神
王
高
御
魂
神
魂
命
能
、皇
御
孫
命
爾
天
下
大
八
島
国
乎
事
避
奉
之
時
、

　
出
雲
臣
等
我
遠
神
天
穂
比
命
乎
国
体
見
爾
、遣
時
爾
、天
能
八
重
雲
乎
押
別
氐
、

　
天
翔
国
翔
氐
、天
下
乎
見
廻
氐
、返
事
申
給
久
、豊
葦
原
乃
水
穂
国
波
、昼
波
如

　
五
月
蝿
水
沸
支
、夜
波
如
火
瓫
光
神
在
利
。石
根
・
木
立
・
青
水
沫
毛
事
問
天
、荒

　
国
在
利
。然
毛
鎮
平
天
、皇
御
孫
命
爾
安
国
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟
止
申
氐
、己

　
命
児
天
夷
鳥
命
爾
布
都
怒
志
命
乎
副
天
天
降
遣
天
、荒
布
留
神
等
乎
撥
平
気
、

　
国
作
之
大
神
乎
毛
媚
鎮
天
、大
八
島
国
現
事
顕
事
令
事
避
支
。乃
大
穴
持
命
乃
申

　
給
久
、皇
御
孫
命
乃
静
坐
牟
大
倭
国
申
天
、己
命
和
魂
乎
八
咫
鏡
爾
取
託
天
、倭

　
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
登
名
乎
称
天
、大
御
和
乃
神
奈
備
爾
坐
、己
命
乃
御
子
阿
遅

　
須
伎
高
孫
根
乃
命
乃
御
魂
乎
、葛
木
乃
鴨
能
神
奈
備
爾
坐
、事
代
主
命
能
御
魂

　
乎
宇
奈
提
爾
坐
、賀
夜
奈
流
美
命
能
御
魂
乎
飛
鳥
乃
神
奈
備
爾
坐
天
、皇
孫
命

　
能
近
守
神
登
貢
置
天
、八
百
丹
杵
築
宮
爾
静
坐
支
。是
爾
親
神
魯
伎
神
魯
美
乃
命

　
宣
久
、汝
天
穂
比
命
波
、天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石
爾
伊
波
比
奉
、

　
伊
賀
志
乃
御
世
爾
佐
伎
波
閉
奉
登
、仰
賜
志
次
乃
随
爾
、供
斎
　
　
　
　 

仕
奉
氐
、

　
朝
日
乃
豊
栄
登
爾
、神
乃
礼
自
利
臣
能
礼
自
登
、御
祷
乃
神
宝
献
良
久
登
奏
。

　
白
玉
能
大
御
白
髪
坐
、赤
玉
能
御
阿
加
良
毘
坐
、青
玉
能
水
江
玉
乃
行
相
爾
、明

　
御
神
登
大
八
島
国
所
知
食
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
、御
橫
刀
広
爾
誅
堅
米
、

　
白
御
馬
能
前
足
爪
後
足
爪
蹈
立
事
波
、大
宮
能
内
外
御
門
柱
乎
、上
津
石
根
爾
踏

　
堅
米
、下
津
石
根
爾
踏
凝
立
、振
立
流
耳
能
弥
高
爾
、天
下
乎
所
知
食
左
牟
事
志

　
太
米
、白
鵠
乃
生
御
調
能
玩
物
登
、倭
文
能
大
御
心
毛
多
親
爾
、彼
方
古
川
席
此

　
方
能
古
川
席
爾
生
立
若
水
沼
間
能
弥
若
叡
爾
御
若
叡
坐
、須
々
伎
振
遠
止
美
乃

　
水
乃
弥
乎
知
爾
御
表
知
坐
、麻
蘇
比
乃
大
御
鏡
乃
面
乎
意
志
波
留
志
天
見
行
事

元
慶
二
年（
八
七
八
）六
月
二
十
三
日

出
雲
・
隠
岐
な
ど
に
四
天
王
像
前
に
て
調
伏
の
法
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
令
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門
等
国
、調
習
人
兵
、修
繕
器
械
、戒
慎
斥
候
、

　
固
護
要
害
。災
消
異
伏
、理
帰
仏
神
。亦
須
境
内
群
神
班
幣
、於
四
天
王
像
僧
前
修

　
調
伏
法
。以
蓍
亀
告
可
有
辺
警
也
。」

　﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
三
﹈

延
長
五
年（
九
二
七
）十
二
月
二
十
六
日

『
延
喜
式
』成
立
。出
雲
国
造
の
神
賀
詞
奏
上
に
ま
つ
わ
る
神
宝
等
の
記
述
あ
り
。

  「
賜
出
雲
国
造
負
幸
物

　
金
装
橫
刀
一
口
・
絲
廿
絇
・
絹
十
疋
・
調
布
廿
端
・
鍬
廿
口
。

　
　
右
任
国
造
訖
、弁
一
人
・
史
一
人
、就
神
祇
官
庁
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
次
伯
已
下
祐
已
上
、以
次
就
座
。史
一
人
・
大
蔵
録
一
人
。入
自
南
門
就
座
。

　
　
史
唱
官
掌
仰
云
、喚
出
雲
国
司
并
国
造
。官
掌
率
国
司
国
造
就
版
位
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
史
亦
喚
神
部
。神
部
一
人
進
、　
　
　
就
大
刀
案
下
跪
之
。于
時

　
　
弁
宣
云
、出
雲
之
国
造
止
今
定
給 

 
姓
名
爾
賜
負
幸
之
物
  
宣
。国
造
称
唯
、

　
　
再
拝
両
段
。拍
手
両
段
、訖
進
大
刀
案
下
跪
之
。神
部
取
大
刀
授
之
。拍
手
賜
之
。

　
　
　
　
退
授
後
取
之
人
、即
就
版
位
。次
大
蔵
録
喚
国
造
。国
造
就
跪
禄
下
。後
取

　
　
一
人
進
、先
取
絲
給
国
造
。拍
手
一
度
。賜
而
授
於
後
取
。後
取
退
立
本
列
。絹
布

　
　
鍬
亦
如
之
。国
造
退
就
版
位
。更
取
大
刀
出
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
録
、次

　
　
本
官
、次
史
、次
弁
退
出
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
国
造
奏
神
寿
詞

　
能
己
登
久
、明
御
神
能
大
八
島
国
乎
、天
地
日
月
等
共
爾
、安
久
平
久
知
行
牟
事
能

　
志
太
米
止
、御
祷
神
宝
乎
擎
持
氐
。神
礼
自
利
臣
礼
自
登
、恐
弥
恐
弥
毛
。天
津

　
次
能
神
賀
吉
詞
白
賜
久
登
奏
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
八
﹈

長
徳
元
年（
九
九
五
）四
月
二
十
七
日

国
ご
と
に
六
観
音
像
お
よ
び
大
般
若
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
毎
国
図
写
供
養
陸
観
音
像
大
般
若
経
一
部
事

　
右
右
大
臣
宣
、奉
勅
、比
年
疫
病
延
蔓
、病
苦
弥
盛
、京
内
上
下
之
人
、多
帰
漳
浦
、

　
外
国
遠
近
之
民
、悉
泥
瘴
煙
、適
存
危
命
者
、頻
携
薬
石
而
忘
農
業
、纔
脱
病
悩
者
、

　
鎮
営
歛
葬
以
闕
貢
賦
、或
比
首
而
倶
臥
、誰
致
救
療
、或
挙
家
而
爰
亡
、誰
敢
収
蔵
、

　
況
枯
旱
渉
歳
、五
穀
不
登
、人
物
共
尽
、蓋
此
時
乎
、災
害
之
甚
、往
古
未
聞
。夫
観

　
音
能
救
危
難
、尤
可
依
怙
、般
若
亦
施
威
力
、必
攘
災
孽
。仍
普
仰
五
畿
七
道
諸
国
、

　
毎
国
図
写
供
養
、其
料
用
正
税
、若
無
正
税
用
不
動
穀
、且
申
開
用
、且
以
充
行
、

　
不
動
正
税
共
以
用
尽
、申
請
所
在
官
物
、将
以
裁
許
、近
国
六
七
月
中
図
写
供
養
、

　
遠
国
八
九
月
間
開
講
演
説
、供
養
之
後
、且
注
在
状
、早
以
言
上
、実
語
勿
疑
、信

　
力
無
違
、□
遺
民
庶
、長
期
艾
安
者
、諸
国
承
知
、依
宣
行
之
、符
到
奉
行
。

　
権
左
中
弁
源
朝
臣
　
右
大
史
坂
上
大
宿
祢

　
　
　
　
　
長
徳
元
年
四
月
廿
七
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

  「
廿
七
日
癸
卯
、定
、諸
国
并
宇
佐
宮
等
、各
書
写
大
般
若
経
、六
観
音
像
、可
攘
疾

　
疫
之
災
。」

  「
述
光
□昕
譲
」

  「
法
賢
蝎
談
」

  「
等
亦
造
」

  「
□助
為
内
□
□
」

  「
志
往
報
」

  「
雀
叶
李
玄
」

  「
夢
言
金
仏
」

  「
芸
身
貞
均
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

辛
亥
は
銅
鐘
の
様
式
か
ら
高
麗
・
顕
宗
二
年（
一
〇
一
一
）に
比
定
さ
れ
る
。

寛
仁
元
年（
一
〇
一
七
）十
月
二
日

大
神
宝
使
を
畿
内
七
道
諸
国
の
諸
社
等
に
発
遣
。山
陰
道
で
は
出
雲
熊
野
社
・
杵
築

社
に
紫
綾
蓋
・
平
文
野
剣
・
赤
漆
御
弓
・
箭
・
平
文
鉾
・
五
寸
鏡
な
ど
が
奉
ら
れ
る
。

  「（
前
略
）

　
山
陽
道
、

　（
中
略
）

　
已
上
卌
八
所
被
奉
紫
綾
蓋
一
蓋
、　
　
　  

平
文
野
剣
一
腰
、　
　
　
赤
漆
御
弓
一
張
、

　
箭
四
筋
、平
文
桙
一
本
、　
　
五
寸
鏡
一
面
、　
　
　
平
文
麻
桶
一
口
、平
文
線
柱

　
一
本
。

　（
後
略
）」

﹇
左
経
記
﹈

長
元
三
年（
一
〇
三
〇
）五
月
二
十
三
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
と
請
観
音
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
図
写
供
養
丈
六
観
世
音
菩
薩
像
壱
体
請
観
世
音
経
佰
巻
事

　
右
去
春
以
来
。疾
疫
滋
蔓
。病
死
儔
多
。仍
寄
託
内
外
。雖
致
祈
祷
。空
経
旬
月
。未

　
期
休
除
。夫
観
世
音
菩
薩
者
。衆
生
依
怙
。能
施
無
畏
。患
病
厄
者
。必
抜
苦
源
。遭

　
急
難
者
。乍
得
解
脱
。就
中
十
一
面
観
音
有
頂
上
仏
面
除
疫
病
之
願
。請
観
世
音

　
経
有
毘
舎
離
国
救
苦
厄
之
教
。旁
仰
弘
誓
。盍
無
冥
感
乎
。正
二
位
行
大
納
言
兼

　
民
部
卿
中
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
斎
信
宣
。奉
勅
。宜
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
。図
写

　
件
菩
薩
像
并
経
巻
。官
符
到
後
。択
定
吉
日
。官
長
専
当
。於
国
分
寺
請
当
寺
浄
行

　
僧
十
口
。開
講
供
養
矣
。即
一
七
日
間
。転
読
件
経
。但
請
用
之
僧
。有
不
如
法
之

　
輩
。尋
訪
他
寺
。備
彼
員
数
。祈
以
件
事
。必
期
霊
験
。又
転
読
之
間
。殊
致
潔
斎
。

　
断
絶
葷
腥
。禁
止
屠
割
。其
施
供
料
用
正
税
。若
無
正
税
。用
所
在
官
物
者
。諸
国

　
宜
承
知
依
宣
行
之
。符
到
奉
行
。

　
造
大
安
寺
長
官
正
四
位
下
右
大
弁
兼
内
蔵
頭
中
宮
亮
源
朝
臣

　
従
五
位
下
行
左
大
史
惟
宗
朝
臣

　
　
　
　
　
　
長
元
三
年
五
月
廿
三
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

延
久
元
年（
一
〇
六
九
）十
月
十
九
日

出
雲
国
解
に
よ
り
千
手
観
音
像
の
頭
中
に
仏
舎
利
・
香
薬
な
ど
を
奉
納
す
る
。

  「
十
九
日
壬
子
。依
出
雲
国
解
。□
□
□
□
本
令
奉
納
丈
六
千
手
観
音
御
頭
中
仏

　
舎
利
香
薬
等
。件
仏
并
寺
。」

﹇
扶
桑
略
記
　
第
二
十
九
﹈

﹇
日
本
紀
略
　
後
篇
十
﹈

寛
弘
元
年（
一
〇
〇
四
）閏
九
月
十
八
日

出
雲
か
ら
帰
還
し
た
為
綱
が
藤
原
道
長
に
手
箱
二
合
を
進
上
す
る
。

  「
為
綱
朝
臣
従
出
雲
還
、手
筥
二
合
進
。入
雑
物
等
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
六
年（
一
〇
〇
九
）九
月
二
日

進
内
侍
、出
雲
下
向
に
あ
た
り
中
宮
彰
子
か
ら
女
装
束
と
織
物
褂
を
贈
ら
れ
る
。

  「
二
日
、入
夜
進
内
侍
参
中
宮
。夫
忠
道
之
共
、雲
出
下
向
来
五
日
云
、為
申
此
由
也
。

　
女
装
束
加
織
褂
賜
之
云
々
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
八
年（
一
〇
一
一
）四
月
八
日

銅
鐘（
島
根
・
天
倫
寺
蔵
）

  「
高
麗
国
東
京
内
廻
真
寺
仏
弟
子
釈

　
□
奉
為

　
聖
寿
天
長
国
泰
人
安
普
勤
有
縁

　
者
三
千
余
人
入
香
徒
布
糧
添
敬
造

　
金
鐘
一
軀
　
辛
亥
四
月
八
日
　
記
」

  「
光
叶
助
保
」

  「
金
真
□印
𦫿
達
」

  「
玄
儒
大
内
」

  「
副
棟
梁
光
孝
」

寛
治
五
年（
一
〇
九
一
）四
月
十
七
日

佐
陀
社
竃
殿
の
焼
亡
に
よ
り
大
神
宝
殿
・
三
若
宮
神
殿
・
御
正
体
を
焼
失
す
る
。

  「
寛
治
五
年
四
月
十
七
日
、出
雲
国
佐
陀
社
竃
殿
焼
亡
。大
神
□宝
殿
、三
若
宮
神
殿

　
并
御
正
体
焼
失
。

　（
中
略
）

　
已
上
不
被
造
立
御
体
、専
為
如
在
之
礼
。

　（
中
略
）

　
　
　
　
文
永
六
年
十
一
月
十
日
　
正
四
位
上
行
神
祇
権
大
副
卜
部
宿
禰
兼
文
勘
申
」

﹇
続
左
丞
抄
　
第
一
﹈
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天
武
十
四
年（
六
八
五
）三
月
二
十
七
日

諸
国
、家
ご
と
に
仏
舎
を
作
り
、仏
像
と
経
を
置
き
、礼
拝
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
申
、詔
、諸
国
毎
家
、作
仏
舎
、及
置
仏
像
及
経
、以
礼
拝
供
養
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
二
十
九
﹈

持
統
六
年（
六
九
二
）五
月

銅
造
観
音
菩
薩
立
像（
島
根
・
鰐
淵
寺
蔵
）

  「
壬
辰
年
五
月
出
雲
国
若
倭
部

　
臣
徳
太
理
為
父
母
作
奉
菩
薩
」

﹇
刻
銘
﹈

※

壬
辰
年
は
像
の
様
式
か
ら
こ
の
年
に
比
定
さ
れ
る
。

持
統
八
年（
六
九
四
）五
月
十
一
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
送
り
置
く
。

  「
癸
巳
、以
金
光
明
経
一
百
部
、送
置
諸
国
。必
取
毎
年
、正
月
上
玄
読
之
。其
布
施
、

　
以
当
国
官
物
充
之
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
三
十
﹈

大
宝
元
年（
七
〇
一
）六
月
八
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
、新
し
い
印
の
雛
形
を
頒
付
す
る
。

  「
己
酉
、勅
、凡
其
庶
務
。一
依
新
令
。又
国
宰
・
郡
司
、貯
置
大
税
、必
須
如
法
。如
有

　
闕
怠
、随
事
科
断
。是
日
、遣
使
七
道
、宣
告
依
新
令
為
政
、及
給
大
租
之
状
、并
頒

　
付
新
印
様
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
﹈

慶
雲
元
年（
七
〇
四
）四
月
九
日

鍛
冶
司
に
諸
国
の
印
を
鋳
造
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
夏
四
月
甲
子
、令
鍜
冶
司
鋳
諸
国
印
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）三
月
二
十
三
日

出
雲
国
な
ど
に
駅
鈴
を
支
給
す
る
。

  「
乙
亥
、按
察
使
向
京
、及
巡
行
属
国
之
日
、乗
伝
給
食
。因
給
常
陸
国
十
剋
、遠
江

　
国
七
剋
、伊
豆
・
出
雲
二
国
鈴
各
一
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
八
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）五
月
二
十
一
日

『
日
本
書
紀
』成
立
。こ
の
な
か
に
出
雲
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
。

崇
神
六
十
年
七
月
十
四
日
　
出
雲
飯
入
根
が
出
雲
大
神
宮
の
神
宝
を
献
上
す
る
。

  「
六
十
年
秋
七
月
丙
申
朔
己
酉
、詔
群
臣
曰
、武
日
照
命
　
　
　
　
　
従
天
将
来
神

　
宝
、蔵
于
出
雲
大
神
宮
。是
欲
見
焉
。則
遣
矢
田
部
造
遠
祖
武
諸
隅  

　
　
　
　 

而

　
使
献
。当
是
時
、出
雲
臣
之
遠
祖
出
雲
振
根
主
于
神
宝
。是
往
筑
紫
国
而
不
遇
矣
。

　
其
弟
飯
入
根
、則
被
皇
命
、以
神
宝
、付
弟
甘
美
韓
日
狭
与
子
鸕
濡
渟
而
貢
上
。既

　
而
出
雲
振
根
、従
筑
紫
還
来
之
、聞
神
宝
献
于
朝
廷
、責
其
弟
飯
入
根
曰
、数
日
当

　
待
。何
恐
之
乎
、輙
許
神
宝
。是
以
、既
経
年
月
、猶
懐
恨
忿
、有
殺
弟
之
志
、仍
欺

　
弟
曰
、頃
者
、於
止
屋
淵
多
生
菨
。願
共
行
欲
見
。則
随
兄
而
往
之
。先
是
、兄
窃
作

　
木
刀
、形
似
真
刀
。当
時
自
佩
之
、弟
佩
真
刀
。共
到
淵
頭
、兄
謂
弟
曰
、淵
水
清
冷
。

　
願
欲
共
游
沐
。弟
従
兄
言
、各
解
佩
刀
、置
淵
辺
、沐
於
水
中
。乃
兄
先
上
陸
、取
弟

　
真
刀
自
佩
。後
弟
驚
而
取
兄
木
刀
、共
相
撃
矣
。弟
不
得
抜
木
刀
。兄
撃
弟
飯
入
根

　
而
殺
之
。故
時
人
歌
之
曰
、椰
句
毛
多
菟
、伊
頭
毛
多
鶏
流
餓
、波
鶏
流
多
知
、菟

　
頭
邏
佐
波
磨
枳
、佐
微
那
辞
珥
、阿
波
礼
。於
是
、甘
美
韓
日
狭
・
鸕
濡
渟
、参
向
朝

　
廷
、曲
奏
其
状
。則
遣
吉
備
津
彦
与
武
渟
河
別
、以
誅
出
雲
振
根
。故
出
雲
臣
等
、

　
畏
是
事
、不
祭
大
神
而
有
間
。時
丹
波
氷
上
人
、名
氷
香
戸
辺
、啓
于
皇
太
子
活
目

　
尊
曰
、己
子
有
小
児
、而
自
然
言
之
、玉
菨
鎮
石
。出
雲
人
祭
、真
種
之
甘
美
鏡
。押

　
羽
振
、甘
美
御
神
、底
宝
御
宝
主
。山
河
之
水
泳
御
魂
。静
挂
甘
美
御
神
、底
宝
御

　
宝
主
也
。  

　
　
是
非
似
小
児
之
言
。若
有
託
言
乎
。於
是
、皇
太
子
奏
于
天
皇
。則

　
勅
之
使
祭
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
五
﹈

垂
仁
二
十
六
年
八
月
三
日
　
出
雲
国
の
神
宝
を
物
部
十
千
根
大
連
に
検
校
さ
せ
る
。

  「
廿
六
年
秋
八
月
戊
寅
朔
庚
辰
、天
皇
勅
物
部
十
千
根
大
連
曰
、屢
遣
使
者
於
出
雲

　
国
、雖
検
校
其
国
之
神
宝
、無
分
明
申
言
者
。汝
親
行
于
出
雲
、宜
検
校
定
。則
十

　
千
根
大
連
校
定
神
宝
、而
分
明
奏
言
之
。仍
令
掌
神
宝
也
。」﹇

日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

垂
仁
三
十
二
年
七
月
六
日
　
野
見
宿
禰
、出
雲
国
の
土
部
百
人
に
人
・
馬
・
種
々
の
物

を
埴
で
造
作
さ
せ
る
。

  「
卅
二
年
秋
七
月
甲
戌
朔
己
卯
、皇
后
日
葉
酢
媛
命
　
　
　
　
薨
。臨
葬
有
日
焉
、

　
天
皇
詔
群
卿
曰
、従
死
之
道
、前
知
不
可
。今
此
行
之
葬
、奈
之
為
何
。於
是
、野
見

　
宿
禰
進
曰
、夫
君
王
陵
墓
、埋
立
生
人
、是
不
良
也
、豈
得
伝
後
葉
乎
。願
今
将
議

　
便
事
而
奏
之
。則
遣
使
者
、喚
上
出
雲
国
之
土
部
壱
百
人
、自
領
土
部
等
、取
埴
以

　
造
作
人
・
馬
及
種
々
物
形
、献
于
天
皇
曰
、自
今
以
後
、以
是
土
物
更
易
生
人
、樹
於

　
陵
墓
、為
後
葉
之
法
則
。天
皇
、於
是
、大
喜
之
、詔
野
見
宿
禰
曰
、汝
之
便
議
、寔

　
洽
朕
心
。則
其
土
物
、始
立
于
日
葉
酢
媛
命
之
墓
。仍
号
是
土
物
謂
埴
輪
。亦
名
立

　
物
也
。仍
下
令
曰
、自
今
以
後
、陵
墓
必
樹
是
土
物
、無
傷
人
焉
。天
皇
厚
賞
野
見

　
宿
禰
之
功
、亦
賜
鍛
地
。即
任
土
部
職
。因
改
本
姓
謂
土
部
臣
。是
土
部
連
等
、主

　
天
皇
喪
葬
之
縁
也
。所
謂
野
見
宿
禰
、是
土
部
連
等
之
始
祖
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
国
郷
中
。郡
家
東
南
廿
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
三
層
之
塔
也
。

　
山
国
郷
人
、日
置
部
根
緒
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
意
宇
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
沼
田
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
西
六
里
一
百
六
十
歩
。大
領

　
出
雲
臣
大
田
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
楯
縫
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。有
河
内
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
南
三
里
一
百
歩
。旧
大
領
日

　
置
部
臣
布
祢
之
所
造
。 

　
　
　
　
」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
出
雲
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。朝
山
郷
中
。郡
家
正
東
二
里
六
十
歩
。建
立
厳
堂
也
。神
門
臣
等
之

　
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
古
志
郷
中
。郡
家
東
南
一
里
。刑
部
臣
等
之
所
造
也
。  

　   

」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
神
門
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
正
南
一
里
。建
立
厳
堂
也
。　
　 

大
領
勝
部
君

　
虫
麿
之
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。在
屋
裏
郷
中
。郡
家
正
北
一
十
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
層
塔
也
。

　
前
少
領
田
部
臣
押
島
之
所
造
。   

　
　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
東
北
一
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

斐
伊
郷
人
、樋

　
印
支
知
麿
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
大
原
郡
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）三
月
三
日

国
ご
と
に
釈
迦
三
尊
像
の
造
立
と
大
般
若
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
三
月
丁
丑
、詔
曰
、毎
国
、令
造
釈
迦
仏
像
一
体
、挟
侍
菩
薩
二
軀
。兼
写
大
般
若
経

　
一
部
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
二
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）十
二
月
八
日

出
雲
守
石
川
年
足
、薬
師
如
来
・
観
音
菩
薩
・
日
光
菩
薩
・
月
光
菩
薩
像
を
造
り
、灌

頂
随
願
往
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
九
年
歳
次
丁
丑
十
二
月
庚
子
朔
八
日
丁
未
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。盖
聞
。無
色

　
無
声
方
広
之
功
自
遠
。常
有
常
浄
円
朗
之
照
不
窮
。崇
慧
業
以
致
真
如
、積
芳
因

　
而
成
聖
果
。引
四
海
於
法
鏡
、則
慾
海
澄
氛
、導
六
識
於
禅
門
、則
邪
雲
巻
翳
、巍

　
巍
妙
力
至
矣
。難
思
年
足
、罪
釁
所
鍾
、頻
遭
凶
逝
。傷
神
之
恨
、未
弭
於
前
、喪
明

　
之
哀
、相
継
於
後
。恋
恋
心
緒
。不
能
自
割
。唯
憑
法
祐
、少
慰
悲
嘆
。爰
為
二
郎
、

　
敬
造
自
願
薬
師
如
来
・
侠
侍
観
世
音
菩
薩
、追
福
日
光
遍
照
・
月
光
遍
照
菩
薩
等

　
像
一
鋪
。并
写
随
願
往
生
経
一
巻
。衆
彩
起
絢
、月
相
含
暉
、竜
宮
秘
文
、貫
珠
流
影
。

　
以
茲
功
徳
、資
益
亡
霊
。伏
願
、金
花
承
歩
、高
昇
五
浄
之
天
、玉
葉
籍
儀
、遠
契
三

　
明
之
果
、傍
該
動
植
、普
洎
塵
労
、並
出
盖
纏
、倶
登
彼
岸
。」

﹇
灌
頂
随
願
往
生
経（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）六
月
二
十
九
日

出
雲
守
石
川
年
足
、弥
勒
菩
薩
像
を
造
り
、弥
勒
上
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
十
年
歳
次
戊
寅
六
月
戊
戌
朔
廿
九
日
丙
寅
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

神
亀
三
年（
七
二
六
）二
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
広
島
、剣
・
鏡
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
辛
亥
、出
雲
国
造
従
六
位
上
出
雲
臣
広
島
斎
事
畢
、献
神　
剣
鏡
并
白
馬
・
鵠
等
。

　
広
島
并
祝
二
人
並
進
位
二
階
。賜
広
島
絁
廿
疋
、綿
五
十
屯
、布
六
十
端
、自
余
祝

　
部
一
百
九
十
四
人
禄
各
有
差
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
九
﹈

神
亀
五
年（
七
二
八
）十
二
月
二
十
八
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
頒
下
す
る
。

  「
十
二
月
己
丑
、金
光
明
経
六
十
四
帙
六
百
卌
巻
頒
於
諸
国
。国
別
十
巻
。先
是
、諸

　
国
所
有
金
光
明
経
、或
国
八
巻
、或
国
四
巻
。至
是
、写
備
頒
下
。随
経
到
日
、即
令

　
転
読
。為
令
国
家
平
安
也
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
﹈

天
平
五
年（
七
三
三
）二
月
三
十
日

『
出
雲
国
風
土
記
』成
立
。こ
の
と
き
出
雲
国
に
教
昊
寺
と
十
か
所
の
新
造
院
あ
り
。

  「
教
昊
寺
。有
山
国
郷
中
。郡
家
正
東
廿
五
里
一
百
廿
歩
。建
立
五
層
之
塔
也
。　
　  

　
教
昊
僧
之
所
造
也
。  

　
　 

　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。山
代
郷
中
。郡
家
西
北
四
里
二
百
歩
。建
立
厳
堂
也
。　
　
日
置
君

　
目
烈
之
所
造
。 

　
　
　
　
　   

」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
代
郷
中
。郡
家
西
北
二
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

飯
石
郡
少
領
出

　
雲
臣
弟
山
之
所
造
也
。」

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
十
方
諸
仏
、蓋
聞
、法
門
興
聖
、表
無
量
以
凝
尊
、

　
真
相
開
霊
、随
縁
然
而
応
物
。故
得
五
根
宣
化
。遥
変
響
於
和
音
。十
念
成
功
、遠

　
登
神
於
補
処
。年
足
、慈
顔
永
隔
、空
懐
罔
極
之
哀
。諱
日
俄
臨
、方
積
終
身
之
感
、

　
庶
憑
功
於
妙
力
、希
樹
果
於
良
因
、謹
以
茲
辰
、敬
造
弥
勒
菩
薩
像
一
鋪
、写
弥
勒

　
経
十
部
。蓮
台
宝
相
、含
璧
月
而
披
光
、貝
篆
霊
文
、貫
殊
星
而
流
影
。伏
願
、契
道

　
能
仁
、昇
遊
正
覚
。菩
提
枝
下
、聞
妙
法
之
円
音
、兜
率
天
中
、得
上
真
之
勝
業
。通

　
該
有
頂
、普
被
無
辺
、並
泛
慈
航
、同
離
愛
網
」

﹇
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経（
京
都
・
高
山
寺
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）八
月
二
十
六
日

諸
国
に
国
郡
図
を
造
ら
せ
る
。

  「
辛
卯
、令
天
下
諸
国
造
国
郡
図
進
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
一
年（
七
三
九
）七
月
十
日

出
雲
守
石
川
年
足
、大
般
若
経
を
書
写
し
浄
土
寺
に
置
く
。

  「
維
天
平
十
一
年
歳
次
己
卯
七
月
辛
卯
朔
十
日
庚
子
、仏
弟
子
出
雲
国
守
従
五
位

　
下
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。託

　
想
玄
津
、庶
福
於
安
楽
、帰
心
実
際
、冀
果
於
菩
提
。敬
写
大
般
若
経
一
部
、置
浄

　
土
寺
、永
為
寺
宝
、以
此
功
徳
、慶
善
日
新
、命
緒
将
劫
石
倶
延
、寿
算
与
恒
沙
共

　
遠
。又
願
、内
外
眷
属
、七
代
父
母
、无
辺
无
境
有
形
含
識
、並
乗
般
若
之
舟
、咸
登

　
正
覚
之
路
。」

﹇
石
川
年
足
私
願
書
写
大
般
若
経（
個
人
蔵
）願
文
﹈

　
飾
天
下
神
宮
。去
歳
、普
令
天
下
造
釈
迦
牟
尼
仏
尊
像
、高
一
丈
六
尺
者
、各
一
鋪
、

　
并
写
大
般
若
経
各
一
部
。自
今
春
已
来
、至
于
秋
稼
、風
雨
順
序
、五
穀
豊
穣
。此

　
乃
、徴
誠
啓
願
、霊
貺
如
荅
。載
惶
載
懼
、無
以
自
寧
。案
経
云
、若
有
国
土
講
宣
読

　
誦
、恭
敬
供
養
、流
通
此
経
王
者
、我
等
四
王
、常
来
擁
護
。一
切
災
障
、皆
使
消
殄
。

　
憂
愁
疾
疫
、亦
令
除
差
。所
願
遂
心
、恒
生
歓
喜
者
、宜
令
天
下
諸
国
各
令
敬
造
七

　
重
塔
一
区
、并
写
金
光
明
最
勝
王
経
・
妙
法
蓮
華
経
一
部
。朕
、又
別
擬
、写
金
字
金

　
光
明
最
勝
王
経
、毎
塔
各
令
置
一
部
。所
冀
、聖
法
之
盛
、与
天
地
而
永
流
、擁
護
之

　
恩
、被
幽
明
而
恒
満
。其
造
塔
之
寺
、兼
為
国
華
。必
択
好
処
、実
可
長
久
。近
人
則

　
不
欲
薫
臭
所
及
。遠
人
則
不
欲
労
衆
帰
集
。国
司
等
、各
宜
務
存
厳
飾
、兼
尽
潔
清
。

　
近
感
諸
天
、庶
幾
臨
護
。布
告
遐
邇
、令
知
朕
意
。又
毎
国
僧
寺
、施
封
五
十
戸
、水

　
田
一
十
町
。尼
寺
水
田
十
町
。僧
寺
必
令
有
廿
僧
。其
寺
名
、為
金
光
明
四
天
王
護

　
国
之
寺
。尼
寺
一
十
尼
。其
名
為
法
華
滅
罪
之
寺
。両
寺
相
去
、宜
受
教
戒
。若
有

　
闕
者
、即
須
補
満
。其
僧
尼
、毎
月
八
日
、必
応
転
読
最
勝
王
経
。毎
至
月
半
、誦
戒

　
羯
磨
。毎
月
六
斎
日
、公
私
不
得
漁
猟
殺
生
。国
司
等
宜
恒
加
検
校
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
五
年（
七
四
三
）十
月
十
五
日

盧
舎
那
仏
金
銅
像
の
造
立
を
発
願
す
る
。

  「
冬
十
月
辛
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、恭
承
大
位
、志
存
兼
済
、勤
撫
人
物
。雖
率
土
之

　
浜
、已
霑
仁
恕
、而
普
天
之
下
、未
洽
報
恩
。誠
欲
頼
三
宝
之
威
霊
、乾
坤
相
泰
、修

　
万
代
之
福
業
、動
植
咸
栄
。粤
以
天
平
十
五
年
歳
次
癸
未
十
月
十
五
日
、発
菩
薩

　
大
願
、奉
造
盧
舍
那
仏
金
銅
像
一
軀
。尽
国
銅
而
鎔
象
、削
大
山
以
構
堂
、広
及
法

　
界
、為
朕
智
識
。遂
使
同
蒙
利
益
共
致
菩
提
。夫
有
天
下
之
富
者
朕
也
。有
天
下
之

　
勢
者
朕
也
。以
此
富
勢
造
此
尊
像
。事
也
易
成
、心
也
難
至
。但
恐
徒
有
労
人
、無

　
能
感
聖
。或
生
誹
謗
、反
墮
罪
辜
。是
故
、預
智
識
者
、懇
発
至
誠
、各
招
介
福
、宜

　
日
毎
三
拝
盧
舍
那
仏
。自
当
存
念
各
造
盧
舍
那
仏
也
。如
更
有
人
、情
願
持
一
枝

　
草
一
把
土
助
造
像
者
、恣
聴
之
。国
郡
等
司
、莫
因
此
事
、侵
擾
百
姓
強
令
収
斂
。

　
布
告
遐
邇
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
六
年（
七
四
四
）十
二
月
四
日

天
下
諸
国
に
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
辰
、令
天
下
諸
国
薬
師
悔
過
七
日
。」

 ﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
七
年（
七
四
五
）九
月
二
十
日

諸
国
に
大
般
若
経
の
書
写
、薬
師
仏
像
の
造
立
、経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
令
京
師
及
諸
国
写
大
般
若
経
合
一
百
部
、又
造
薬
師
仏
像
七
軀
、高
六
尺
三
寸
、

　
并
写
経
七
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
六
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
一
月
七
日

諸
国
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
進
め
る
た
め
石
川
年
足
ら
を
各
道
に
発
遣

す
る
。

  「
己
卯
、詔
曰
、朕
、以
去
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
、至
心
発
願
、欲
使
国
家
永
固
、

　
聖
法
恒
修
、遍
詔
天
下
諸
国
、々
別
令
造
金
光
明
寺
・
法
華
寺
。其
金
光
明
寺
各
造

　
七
重
塔
一
区
、并
写
金
字
金
光
明
経
一
部
、安
置
塔
裏
。而
諸
国
司
等
怠
緩
不
行
。

　
或
処
寺
不
便
、或
猶
未
開
基
。以
為
、天
地
災
異
、一
二
顕
来
、蓋
由
茲
乎
。朕
之
股

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）六
月
十
九
日

諸
国
に
法
華
経
の
書
写
と
七
重
塔
の
建
立
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、令
天
下
諸
国
、毎
国
写
法
華
経
十
部
、并
建
七
重
塔
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）九
月
十
五
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
の
造
立
と
観
音
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
四
畿
内
七
道
諸
国
曰
、此
来
、縁
筑
紫
境
有
不
軌
之
臣
、命
軍
討
伐
。願

　
依
聖
祐
、欲
安
百
姓
。故
今
国
別
造
観
世
音
菩
薩
像
一
軀
、高
七
尺
、并
写
観
世
音

　
経
一
十
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）一
月
十
五
日

藤
原
不
比
等
の
遺
族
が
返
上
し
た
食
封
五
千
戸
の
う
ち
、三
千
戸
を
諸
国
の
国
分

寺
に
施
入
し
て
丈
六
仏
造
立
の
費
用
に
あ
て
る
。

  「
丁
酉
、故
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
家
返
上
食
封
五
千
戸
。二
千
戸
、依
旧
返
賜
其
家
。

　
三
千
戸
、施
入
諸
国
国
分
寺
。以
充
造
丈
六
仏
像
之
料
。」﹇

続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）三
月
二
十
四
日

諸
国
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
命
じ
る
。

  「
乙
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、忝
承
重
任
。未
弘
政
化
、寤
寐
多
慚
。古
之
明
主
、皆
能

　
光
業
。国
泰
人
楽
、災
除
福
至
。修
何
政
化
、能
臻
此
道
。頃
者
、年
穀
不
豊
、疫
癘

　
頻
至
。慙
懼
交
集
、唯
労
罪
己
。是
以
、広
為
蒼
生
、遍
求
景
福
。故
前
年
、馳
驛
増

　
肱
、豈
合
如
此
。是
以
、差
従
四
位
下
石
川
朝
臣
年
足
、従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
小
嶋
、

　
布
勢
朝
臣
宅
主
等
、分
道
発
遣
、検
定
寺
地
、并
察
作
状
。国
司
宜
与
使
及
国
師
簡

　
定
勝
地
、勤
加
営
繕
。又
任
郡
司
勇
幹
堪
済
諸
事
、専
令
主
当
。限
来
三
年
以
前
、

　
造
塔
・
金
堂
・
僧
坊
、悉
皆
令
了
。若
能
契
勅
、如
理
修
造
之
、子
孫
無
絶
、任
郡
領

　
司
。其
僧
寺
・
尼
寺
水
田
者
、除
前
入
数
已
外
。更
加
田
地
、僧
寺
九
十
町
、尼
寺
四

　
十
町
。便
仰
所
司
墾
開
応
施
。普
告
国
郡
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
二
月
十
四
日

諸
国
に
塔
の
建
立
を
願
う
者
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
、天
下
諸
国
。或
有
百
姓
情
願
造
塔
者
、悉
聴
之
。其
造
地
者
、必
立
伽
藍
院
内
。

　
不
得
濫
作
山
野
路
辺
。若
備
儲
畢
、先
申
其
状
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）〜
天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）頃

出
雲
国
大
原
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
が
大
仏
造
立
に
関
与
す
る
。

  「
□
□
勝
出
雲
国
大
□
□
□
□
□
」

  「
大
原
郡
佐
世
郷
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
□
□
□
□
□
□
□
」」

﹇
木
簡（
奈
良
・
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊
西
地
区
出
土
）﹈

天
平
勝
宝
元
年（
七
四
九
）一
月
一
日

天
下
諸
寺
に
悔
過
を
さ
せ
、金
光
明
経
の
転
読
を
さ
せ
る
。

  「
始
従
元
日
、七
七
之
内
、令
天
下
諸
寺
悔
過
、転
読
金
光
明
経
。又
禁
断
天
下
殺
生
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
一
﹈

天
平
宝
字
三
年（
七
五
九
）十
一
月
九
日

諸
国
に
国
分
二
寺
図
を
頒
下
す
る
。

  「
頒
下
国
分
二
寺
図
於
天
下
諸
国
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
二
﹈

天
平
宝
字
四
年（
七
六
〇
）七
月
二
十
六
日

光
明
皇
后
の
七
七
斎
に
あ
た
り
、国
ご
と
に
阿
弥
陀
浄
土
画
像
を
造
ら
せ
る
。

  「
癸
丑
、設
皇
太
后
七
々
斎
於
東
大
寺
并
京
師
諸
小
寺
。其
天
下
諸
国
、毎
国
奉
造

　
阿
弥
陀
浄
土
画
像
。仍
計
国
内
見
僧
尼
、写
称
讃
浄
土
教
、各
於
国
分
金
光
明
寺

　
礼
拝
供
養
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

天
平
宝
字
五
年（
七
六
一
）六
月
七
日

光
明
皇
后
周
忌
の
た
め
、諸
国
の
国
分
尼
寺
で
阿
弥
陀
三
尊
像
を
造
立
す
る
。

  「
六
月
庚
申
、設
皇
太
后
周
忌
斎
於
阿
弥
陀
浄
土
院
。其
院
者
在
法
華
寺
内
西
南
隅
。

　
為
設
忌
斎
所
造
也
。其
天
下
諸
国
、各
於
国
分
尼
寺
、奉
造
阿
弥
陀
丈
六
像
一
軀
、

　
挟
侍
菩
薩
像
二
軀
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

神
護
景
雲
元
年（
七
六
七
）一
月
八
日

諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
吉
祥
天
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
神
護
景
雲
元
年
春
正
月
己
未
、勅
、畿
内
七
道
諸
国
、一
七
日
間
、各
於
国
分
金
光

　
明
寺
、行
吉
祥
天
悔
過
之
法
。因
此
功
徳
、天
下
太
平
、風
雨
順
時
、五
穀
成
熟
、兆

　
民
快
楽
、十
方
有
情
、同
霑
此
福
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
八
﹈

神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）一
月
二
十
四
日

吉
祥
天
像
を
画
き
、出
雲
国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
三
十
二
﹈

宝
亀
二
年（
七
七
一
）一
月
十
三
日

諸
国
に
お
け
る
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
る
。

  「
辛
未
、停
天
下
諸
国
吉
祥
悔
過
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
一
﹈

宝
亀
三
年（
七
七
二
）十
一
月
十
日

諸
国
の
国
分
寺
で
毎
年
正
月
、吉
祥
天
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、詔
曰
、頃
者
、風
雨
不
調
、頻
年
飢
荒
。欲
救
此
禍
、唯
憑
冥
助
。宜
於
天
下

　
諸
国
々
分
寺
、毎
年
正
月
一
七
日
之
間
、行
吉
祥
悔
過
、以
為
恒
例
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
二
﹈

宝
亀
十
年（
七
七
九
）三
月

出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
し
た
銅
像
・
香
炉
・
諸
器
を
献
上
す
る
。

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
三
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
て
国
分
寺
丈
六
仏
像
の
造
立
を
催
検
さ
せ
る
。

  「
六
月
乙
酉
、勅
、遣
使
於
七
道
諸
国
、催
検
所
造
国
分
丈
六
仏
像
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
十
日

諸
国
に
使
工
を
遣
わ
し
て
仏
像
の
造
立
を
検
催
さ
せ
る
。

  「
壬
辰
、詔
曰
、頃
者
、分
遣
使
工
、検
催
諸
国
仏
像
。宜
来
年
忌
日
必
令
造
了
。其
仏

　
殿
兼
使
造
備
。如
有
仏
像
并
殿
已
造
畢
者
、亦
造
塔
令
会
忌
日
。夫
仏
法
者
、以
慈

　
為
先
。不
須
因
此
辛
苦
百
姓
。国
司
并
使
工
等
、若
有
称
朕
意
者
、特
加
褒
賞
。」

　﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）十
二
月
二
十
日

聖
武
天
皇
の
一
周
忌
の
御
斎
会
の
装
飾
と
し
て
、出
雲
・
石
見
な
ど
二
十
六
国
に
灌

頂
幡
・
道
場
幡
・
緋
綱
を
頒
下
す
る
。

  「
己
亥
、越
後
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・

　
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
紀
伊
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・

　
豊
前
・
豊
後
・
日
向
等
二
十
六
国
、々
別
頒
下
灌
頂
幡
一
具
、道
場
幡
卌
九
首
、緋
綱

　
二
条
、以
充
周
忌
御
斎
荘
飾
。用
了
、収
置
金
光
明
寺
、永
為
寺
物
、随
事
出
用
之
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）九
月
二
十
八
日

出
雲
・
石
見
な
ど
六
国
に
飛
駅
鈴
を
頒
布
す
る
。

  「
丁
酉
、始
頒
越
前
・
越
中
・
佐
渡
・
出
雲
・
石
見
・
伊
予
等
六
国
飛
駅
鈴
。国
一
口
。」

  「
雲
州
献
異
像
。」

  「
雲
州
海
浜
銅
像
浮
浪
来
。并
香
炉
諸
器
。刺
史
取
献
。書
曰
異
像
。」

﹇
元
享
釈
書
　
巻
第
二
十
三
﹈

宝
亀
十
一
年（
七
八
〇
）三
月
三
日

金
銅
鋳
像
・
白
銅
香
炉
・
種
々
の
器
物
が
出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
す
る
。

  「
戊
辰
、出
雲
国
言
、金
銅
鋳
像
一
龕
、白
銅
香
炉
一
口
、并
種
々
器
物
、漂
着
海
浜
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
六
﹈

延
暦
二
十
四
年（
八
〇
五
）二
月
十
九
日

諸
国
の
国
分
寺
に
薬
師
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
未
、令
諸
国
々
分
寺
、行
薬
師
悔
過
、以
聖
躬
未
平
也
。」﹇

日
本
後
紀
　
巻
第
十
二
﹈

大
同
四
年（
八
〇
九
）一
月
十
八
日

諸
国
に
大
般
若
経
を
書
写
し
、国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、令
天
下
諸
国
、為
名
神
写
大
般
若
経
一
部
、奉
読
供
養
、安
置
国
分
寺
。若

　
无
国
分
寺
者
、於
定
額
寺
。」

 ﹇
日
本
後
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
長
五
年（
八
二
八
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
毎
年
七
月
八
日
、文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
修
文
殊
会
事

  「
勅
曰
、如
聞
、諸
国
疫
癘
、夭
亡
者
衆
、自
非
修
善
、何
以
攘
災
。宜
令
諸
国
、各
請

　
練
行
僧
、大
国
廿
人
、上
国
十
七
人
、中
国
十
四
人
、下
国
十
人
、三
ヶ
日
内
、昼
転

　
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。其
布
施
者
、三
宝
穀
十
斛
、僧
三
斛
、以
正
税
充

　
行
、俾
致
精
進
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
一
﹈

承
和
元
年（
八
三
四
）四
月
六
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、勅
、防
災
未
萠
、兼
致
豊
稔
、修
善
之
力
、職
此
之
由
。宜
令
畿
内
七
道
諸
国
、

　
択
国
内
行
者
、於
国
分
僧
寺
、三
ヶ
日
内
。昼
則
転
金
剛
般
若
経
、夜
則
修
薬
師
悔

　
過
、迄
于
事
畢
、禁
断
殺
生
。又
如
有
疫
癘
処
、各
於
国
界
攘
祭
。務
存
精
誠
、必
期

　
霊
感
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
三
﹈

承
和
二
年（
八
三
五
）四
月
五
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
卯
、勅
、令
天
下
諸
国
修
文
殊
会
。其
会
料
者
、毎
年
割
取
救
急
稲
利
三
分
之
一

　
充
用
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
四
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）二
月
二
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
十
一
面
観
音
法
を
薫
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、勅
曰
、令
人
主
安
穏
、黎
庶
和
楽
、不
如
十
一
面
大
悲
者
秘
密
神
咒
之
力
。宜

　
普
告
五
畿
内
七
道
諸
国
、請
浄
行
僧
七
口
於
国
分
寺
、一
七
日
夜
薫
修
十
一
面
之

　
法
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）六
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命

じ
る
。

  「
壬
子
、勅
、如
聞
、疫
癘
間
発
、疾
苦
者
衆
、夫
銷
殃
未
然
、不
如
般
若
之
力
。宜
令

　
五
畿
內
七
道
諸
国
內
行
者
、廿
口
已
下
十
口
已
上
、於
国
分
僧
寺
、始
自
七
月
八

　
日
、三
箇
日
、昼
読
金
剛
般
若
、夜
修
薬
師
悔
過
、迄
于
事
竟
、禁
断
殺
生
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
五
年（
八
三
八
）九
月
十
九
日

天
下
の
定
額
寺
の
堂
舎
・
仏
像
・
経
論
お
よ
び
神
祇
諸
社
の
修
理
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、勅
、令
修
理
天
下
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像
経
論
及
神
祇
諸
社
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
七
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）八
月
一
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
重
ね
て
命
じ
る
。

  「
是
日
、勅
曰
、文
殊
会
事
、起
自
天
長
之
年
。而
今
聞
、諸
国
或
乖
官
符
旨
、不
有
遵

　
行
。宜
重
下
知
令
以
修
之
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

　
右
得
僧
綱
牒
偁
、贈
僧
正
伝
燈
大
法
師
位
勤
操
、元
興
寺
伝
燈
大
法
師
位
泰
善
等
、

　
畿
内
郡
邑
広
設
件
会
、弁
備
飯
食
等
、施
給
貧
者
。此
則
所
依
文
殊
般
涅
槃
経
云
、

　
若
有
衆
生
聞
文
殊
師
利
名
、除
却
十
二
億
刧
生
死
之
罪
。若
礼
拝
供
養
者
、生
々

　
之
処
、恒
生
諸
仏
家
、為
文
殊
師
利
威
神
所
護
。若
欲
供
養
脩
福
業
者
、即
化
身
作

　
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
至
行
者
前
者
也
。而
今
勤
操
遷
化
、泰
善
独
存
、相
尋
欲
行
、

　
増
感
不
已
、望
請
、下
符
京
畿
七
道
諸
国
、同
修
件
会
、須
国
司
講
読
師
仰
所
部
郡

　
司
及
定
額
寺
三
綱
等
、郡
別
於
一
村
邑
、屈
精
進
練
行
法
師
、以
為
教
生
、毎
年
七

　
月
八
日
令
修
其
事
、兼
修
理
堂
塔
経
教
破
損
等
、当
彼
会
日
、同
供
養
之
、当
会
前

　
後
并
三
箇
日
、禁
断
殺
生
、会
集
男
女
等
、先
授
三
帰
五
戒
、次
令
称
讃
薬
師
文
殊

　
宝
号
、各
一
百
遍
、庶
使
普
天
之
下
、同
修
福
業
、率
土
之
内
、俱
期
快
楽
者
。中
納

　
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
、奉
勅
。依
請
者
、其
会

　
料
者
、割
救
急
料
利
稲
、量
宜
充
行
、若
国
郡
司
百
姓
等
、割
随
分
物
加
施
、不
在

　
制
限
。

　
　
　
天
長
五
年
二
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

天
長
七
年（
八
三
〇
）四
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
豊
持
が
五
種
神
宝
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
七
年
四
月
乙
巳
、皇
帝
御
大
極
殿
、覧
出
雲
国
々
造
出
雲
臣
豊
持
所
献
五
種
神
宝
、

　
兼
所
出
雑
物
。還
宮
授
豊
持
従
六
位
下
。」

﹇
類
聚
国
史
　
巻
第
十
九
﹈

天
長
十
年（
八
三
三
）六
月
八
日

諸
国
に
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

承
和
六
年（
八
三
九
）九
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
の
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
、以
後
は
国
庁
で
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
、如
聞
、所
以
神
護
景
雲
二
年
以
還
、令
諸
国
国
分
寺
、毎
年
起
正
月
八

　
日
至
于
十
四
日
、奉
読
最
勝
王
経
、并
修
吉
祥
悔
過
者
、為
消
除
不
祥
、保
安
国
家

　
也
。而
今
講
読
師
等
、不
必
其
人
、僧
尼
懈
怠
、周
旋
乖
法
、国
司
検
校
、亦
不
存
心
。

　
徒
有
修
福
之
名
、都
無
殊
勝
之
利
。此
則
緇
素
異
処
、不
相
監
察
之
所
致
也
。宜
停

　
行
国
分
寺
、而
於
庁
事
修
之
、自
今
以
後
、立
為
恒
例
。」 ﹇

続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）

銅
鐘（
福
岡
・
西
光
寺
蔵
）

  「
承
和
六
年
鴨
部
立
造

　
便
伯
耆
国
金
石
寺
鐘

　
守
護
三
宝
及
以
□
□

　
十
八
善
神
深
砂
大
将

　
若
貪
欲
者
有
犯
用
心

　
必
滅
其
身
并
子
孫
類

　
廻
向
聖
朝
国
吏
庁
衆

　
伽
藍
恒
久
仏
法
興
隆

　
一
家
繁
昌
万
代
全
保

　
法
界
□
□
□
□
利
益
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

島
根
・
出
雲
大
社
旧
蔵

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
九
﹈

貞
観
九
年（
八
六
七
）五
月
二
十
六
日

四
天
王
像
を
造
り
、伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
国
等
に
下
す
。

  「
廿
六
日
甲
子
、造
八
幅
四
天
王
像
五
鋪
、各
一
鋪
下
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長

　
門
等
国
。下
知
国
司
曰
、彼
国
地
在
西
極
、堺
近
新
羅
。警
備
之
謀
、当
異
他
国
。宜

　
帰
命
尊
像
、勤
誠
修
法
、調
伏
賊
心
、消
却
災
変
。仍
須
点
択
地
勢
高
敞
、瞼
瞰
賊

　
境
之
道
場
。若
素
無
道
場
、新
択
善
地
、建
立
仁
祠
、安
置
尊
像
。請
国
分
寺
及
部

　
内
練
行
精
進
僧
四
口
、各
当
像
前
、依
最
勝
王
経
四
天
王
護
国
品
、昼
転
経
巻
、夜

　
誦
神
呪
、春
秋
二
時
別
一
七
日
、清
浄
堅
固
、依
法
薫
修
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
十
四
﹈

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）九
月
八
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
画
仏
像
を
安
置
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
安
置
一
万
三
千
画
仏
像
七
十
二
鋪
事

　
　
　
　
　
各
広
六
幅
　
高
一
丈
六
尺

　
　
　
太
政
官
一
鋪
　
　
図
書
寮
一
鋪
　
　
　
五
畿
内
五
鋪

　
　
　
東
海
道
十
五
鋪
　
東
山
道
八
鋪
　
　
　
北
陸
道
七
鋪

　
　
　
山
陰
道
八
鋪
　
　
山
陽
道
八
鋪
　
　
　
南
海
道
六
鋪

　
　
　
西
海
道
十
一
鋪
　
大
宰
観
音
寺
一
鋪
　
八
幡
神
宮
寺
一
鋪

　
右
得
元
興
寺
伝
灯
大
法
師
位
賢
護
牒
偁
、先
師
故
律
師
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承

　
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
、始
行
内
裏
漸
遍
天
下
、遂
詔
諸
国
並
令
修
之
。又

　
本
作
是
念
、仏
経
共
写
鎮
護
国
家
。即
写
経
典
分
置
諸
国
、未
画
仏
像
。忽
随
冥
期
。

　
方
今
遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
当
述
師
志
。因
茲
発
心
致
誠
、奉
造
如
件
。

　
望
請
、分
置
内
裏
并
諸
国
、永
付
公
帳
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、即
便
修
此
像
前
。

　
但
内
裏
料
納
図
書
寮
。然
則
国
家
安
楽
、祉
祚
延
長
。謹
請
　
官
裁
者
、従
三
位
守

　
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
基
経
宣
、依
請
。

　
　
　
貞
観
十
三
年
九
月
八
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

※

『
帝
王
編
年
記
』『
西
宮
記
』『
政
事
要
略
』に
同
様
の
史
料
あ
り
。

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）

僧
薬
海
、出
雲
国
分
寺
の
吉
祥
天
画
像
を
木
像
に
造
り
あ
ら
た
め
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

貞
観
十
六
年（
八
七
四
）閏
四
月
二
十
五
日

諸
国
に
金
字
仁
王
経
を
頒
下
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
頒
下
金
字
仁
王
会
経
七
十
一
部
百
卌
二
巻
事

　
　
　
五
畿
七
道
諸
国
、毎
国
各
一
部

　
　
　
下
野
薬
師
寺
一
部

　
　
　
大
宰
観
音
寺
一
部

　
　
　
豊
前
弥
勒
寺
一
部

　
右
被
右
大
臣
宣
偁
、奉
勅
、諸
仏
法
門
、俱
期
攘
災
増
福
、其
中
仁
王
般
若
最
勝
号

承
和
八
年（
八
四
一
）五
月
二
十
日

諸
国
の
定
額
寺
の
堂
舎
な
ら
び
に
仏
像
・
経
論
の
修
理
・
荘
厳
を
命
じ
る
。

  「
勅
、修
福
滅
罪
、仏
道
是
先
、伝
法
興
教
、人
倫
為
本
。如
聞
、諸
国
定
額
寺
、堂
舎

　
破
壊
、仏
経
曝
露
、三
綱
檀
越
、無
心
修
理
。頃
年
水
旱
不
調
、疫
癘
間
発
、静
言
其

　
由
、恐
縁
彼
咎
。宜
重
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
、修
理
荘
厳
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像

　
経
論
。今
須
毎
寺
立
可
修
理
之
程
、付
朝
集
堂
使
言
上
、習
常
不
革
、並
処
重
科
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
﹈

承
和
九
年（
八
四
二
）三
月
十
五
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
庚
戌
、又
勅
、若
非
攘
未
然
、恐
班
蒔
失
時
。宜
仰
五
畿
内
七
道
諸
国
、簡
修
行
不

　
退
者
二
十
人
、於
国
分
寺
、三
ヶ
日
間
、昼
読
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。修
善

　
之
比
、禁
止
殺
生
、佛
僧
布
施
以
正
税
充
之
。若
有
天
行
之
処
、国
司
到
境
下
、令

　
防
祭
疫
神
、精
進
斎
戒
、共
祷
豊
稔
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
一
﹈

嘉
承
二
年（
八
四
九
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
国
分
二
寺
・
定
額
寺
に
お
い
て
昼
は
経
王
の
転
読
、夜
は
観
音
菩
薩
を
礼
拝

す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
陰
陽
寮
言
、今
年
疫
癘
可
滋
、又
四
五
月
応
有
洪
水
者
。勅
、頃
来
染
疫
之
人
、往
々

　
夭
亡
、夫
護
防
之
恃
、実
頼
冥
威
、存
済
之
方
、亦
期
梵
力
。宜
令
五
畿
内
七
道
諸

　
国
、奉
幣
名
神
、兼
復
於
国
分
二
寺
及
定
額
寺
、一
七
ヶ
日
、昼
転
経
王
、夜
礼
観
音
。

　
如
法
修
行
、必
呈
霊
感
。」

　
鎮
国
保
民
、是
発
自
睿
裏
。従
茲
厳
写
都
合
七
十
一
部
、毎
国
各
頒
一
部
、事
須
安

　
居
会
次
、相
共
講
転
、以
為
歳
事
、願
上
自
一
人
、下
至
百
姓
、同
承
景
福
、永
無
虧

　
騫
。宜
仰
下
諸
国
、依
件
修
之
。

　
　
　
貞
観
十
六
年
閏
四
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

貞
観
十
八
年（
八
七
六
）六
月
二
十
一
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
仏
像
を
分
置
す
る
。

  「
廿
一
日
丙
寅
、一
万
三
千
仏
像
廿
九
鋪
、各
広
五
幅
、高
一
丈
六
尺
、分
置
東
海
・
山

　
陰
・
南
海
三
道
諸
国
。国
別
一
鋪
。先
是
、元
興
寺
僧
賢
護
申
牒
偁
、先
師
故
律
師

　
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
。始
行
内
裏
。漸
遍
人
間
、

　
遂
　
詔
諸
国
並
令
勤
修
。安
本
作
是
念
。書
写
仏
経
、鎮
護
国
家
。仍
写
経
典
、安

　
置
諸
国
、未
画
仏
像
。奄
然
殞
背
、遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
、当
述
師
志
。

　
由
是
発
心
致
誠
、奉
造
尊
像
。望
請
分
置
内
裏
及
諸
国
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、展

　
張
真
容
、於
前
修
之
。許
其
所
請
焉
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
二
十
九
﹈

元
慶
元
年（
八
七
七
）八
月
二
十
二
日

出
雲
国
分
寺
の
木
造
吉
祥
天
像
の
料
と
し
て
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
を
あ
て
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

　
玉
六
十
八
枚
。　
　
　
　
　
　
　
　
金
銀
装
橫
刀
一
口
。　
　
　 

鏡
一
面
。

　
倭
文
二
端
。　
　
　
　
　
　
　
白
眼
鴾
毛
馬
一
疋
。白
鵠
二
翼
。　
御
贄
五
十
舁
。

　　
　
右
国
造
賜
負
幸
物
、還
国
潔
斎
一
年
。　
　
　
　
　
　
訖
即
国
司
率
国
造
諸

　
　
祝
部
并
子
弟
等
入
朝
、即
於
京
外
便
処
、修
飾
献
物
、神
祇
官
長
、自
監
視
、預

　
　
ト
吉
日
。申
官
奏
聞
、宣
示
所
司
。又
後
斎
一
年
更
入
朝
、奏
神
寿
詞
如
初
儀
。

　
凡
国
造
奏
神
寿
詞
日
之
平
旦
、神
祇
官
試
国
造
奏
事
。給
座
料
調
薦
五
枚
。奏
神

　
賀
斎
一
日
、在
前
申
官
。国
造
已
下
、祝
・
神
部
・
郡
司
・
子
弟
五
色
人
等
給
禄
。但
其

　
人
数
、臨
時
所
申
、無
有
定
額
。禄
法
、国
造
絹
廿
疋
・
調
布
六
十
端
・
綿
五
十
屯
。

　
祝
・
神
部
不
論
有
位
無
位
、各
調
布
一
端
。郡
司
各
二
端
。子
弟
各
一
端
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
凡
出
雲
国
所
進
御
冨
岐
玉
六
十
連
、　
　
　
　
　
　
毎
年
十
月
以
前
令
意
宇
郡

　
神
戸
玉
作
氏
造
備
、差
使
進
上
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
出
雲
国
造
　
神
賀
詞

　
八
十
日
日
波
在
止
毛
、今
日
能
生
日
能
足
日
爾
、出
雲
国
国
造
姓
名
恐
美
恐
美
毛
申
賜

　
久
、挂
麻
久
毛
恐
岐
明
御
神
止
大
八
島
国
所
知
食
須
天
皇
命
乃
、手
長
能
大
御
世
止

　
斎
止
　
　
　
　
為
氐
、出
雲
国
乃
青
垣
山
内
爾
、下
津
石
根
爾
宮
柱
太
敷
立
氐
、

　
高
天
原
爾
千
木
高
知
坐
須
伊
射
那
伎
乃
日
真
名
子
、加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
、櫛
御

　
気
野
命
、国
作
坐
志
大
穴
持
命
、二
柱
神
乎
始
天
、百
八
十
六
社
坐
皇
神
等
乎
、某

　
甲
我
弱
肩
爾
太
襷
取
挂
天
、伊
都
幣
能
緒
結
、天
乃
美
賀
秘
冠
利
天
、伊
豆
能
真

　
屋
爾
麁
草
乎
、伊
豆
能
席
登
苅
敷
支
天
、伊
都
閉
黒
益
之
、天
能
𤭖
和
爾
斎
許
母

　
利
氐
志
都
宮
爾
忌
静
米
仕
奉
氐
、朝
日
能
豊
栄
登
爾
、伊
波
比
乃
返
事
能
神
賀

　
吉
詞
奏
賜
波
久
登
奏
。

　
高
天
能
神
王
高
御
魂
神
魂
命
能
、皇
御
孫
命
爾
天
下
大
八
島
国
乎
事
避
奉
之
時
、

　
出
雲
臣
等
我
遠
神
天
穂
比
命
乎
国
体
見
爾
、遣
時
爾
、天
能
八
重
雲
乎
押
別
氐
、

　
天
翔
国
翔
氐
、天
下
乎
見
廻
氐
、返
事
申
給
久
、豊
葦
原
乃
水
穂
国
波
、昼
波
如

　
五
月
蝿
水
沸
支
、夜
波
如
火
瓫
光
神
在
利
。石
根
・
木
立
・
青
水
沫
毛
事
問
天
、荒

　
国
在
利
。然
毛
鎮
平
天
、皇
御
孫
命
爾
安
国
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟
止
申
氐
、己

　
命
児
天
夷
鳥
命
爾
布
都
怒
志
命
乎
副
天
天
降
遣
天
、荒
布
留
神
等
乎
撥
平
気
、

　
国
作
之
大
神
乎
毛
媚
鎮
天
、大
八
島
国
現
事
顕
事
令
事
避
支
。乃
大
穴
持
命
乃
申

　
給
久
、皇
御
孫
命
乃
静
坐
牟
大
倭
国
申
天
、己
命
和
魂
乎
八
咫
鏡
爾
取
託
天
、倭

　
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
登
名
乎
称
天
、大
御
和
乃
神
奈
備
爾
坐
、己
命
乃
御
子
阿
遅

　
須
伎
高
孫
根
乃
命
乃
御
魂
乎
、葛
木
乃
鴨
能
神
奈
備
爾
坐
、事
代
主
命
能
御
魂

　
乎
宇
奈
提
爾
坐
、賀
夜
奈
流
美
命
能
御
魂
乎
飛
鳥
乃
神
奈
備
爾
坐
天
、皇
孫
命

　
能
近
守
神
登
貢
置
天
、八
百
丹
杵
築
宮
爾
静
坐
支
。是
爾
親
神
魯
伎
神
魯
美
乃
命

　
宣
久
、汝
天
穂
比
命
波
、天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石
爾
伊
波
比
奉
、

　
伊
賀
志
乃
御
世
爾
佐
伎
波
閉
奉
登
、仰
賜
志
次
乃
随
爾
、供
斎
　
　
　
　 

仕
奉
氐
、

　
朝
日
乃
豊
栄
登
爾
、神
乃
礼
自
利
臣
能
礼
自
登
、御
祷
乃
神
宝
献
良
久
登
奏
。

　
白
玉
能
大
御
白
髪
坐
、赤
玉
能
御
阿
加
良
毘
坐
、青
玉
能
水
江
玉
乃
行
相
爾
、明

　
御
神
登
大
八
島
国
所
知
食
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
、御
橫
刀
広
爾
誅
堅
米
、

　
白
御
馬
能
前
足
爪
後
足
爪
蹈
立
事
波
、大
宮
能
内
外
御
門
柱
乎
、上
津
石
根
爾
踏

　
堅
米
、下
津
石
根
爾
踏
凝
立
、振
立
流
耳
能
弥
高
爾
、天
下
乎
所
知
食
左
牟
事
志

　
太
米
、白
鵠
乃
生
御
調
能
玩
物
登
、倭
文
能
大
御
心
毛
多
親
爾
、彼
方
古
川
席
此

　
方
能
古
川
席
爾
生
立
若
水
沼
間
能
弥
若
叡
爾
御
若
叡
坐
、須
々
伎
振
遠
止
美
乃

　
水
乃
弥
乎
知
爾
御
表
知
坐
、麻
蘇
比
乃
大
御
鏡
乃
面
乎
意
志
波
留
志
天
見
行
事

元
慶
二
年（
八
七
八
）六
月
二
十
三
日

出
雲
・
隠
岐
な
ど
に
四
天
王
像
前
に
て
調
伏
の
法
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
令
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門
等
国
、調
習
人
兵
、修
繕
器
械
、戒
慎
斥
候
、

　
固
護
要
害
。災
消
異
伏
、理
帰
仏
神
。亦
須
境
内
群
神
班
幣
、於
四
天
王
像
僧
前
修

　
調
伏
法
。以
蓍
亀
告
可
有
辺
警
也
。」

　﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
三
﹈

延
長
五
年（
九
二
七
）十
二
月
二
十
六
日

『
延
喜
式
』成
立
。出
雲
国
造
の
神
賀
詞
奏
上
に
ま
つ
わ
る
神
宝
等
の
記
述
あ
り
。

  「
賜
出
雲
国
造
負
幸
物

　
金
装
橫
刀
一
口
・
絲
廿
絇
・
絹
十
疋
・
調
布
廿
端
・
鍬
廿
口
。

　
　
右
任
国
造
訖
、弁
一
人
・
史
一
人
、就
神
祇
官
庁
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
次
伯
已
下
祐
已
上
、以
次
就
座
。史
一
人
・
大
蔵
録
一
人
。入
自
南
門
就
座
。

　
　
史
唱
官
掌
仰
云
、喚
出
雲
国
司
并
国
造
。官
掌
率
国
司
国
造
就
版
位
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
史
亦
喚
神
部
。神
部
一
人
進
、　
　
　
就
大
刀
案
下
跪
之
。于
時

　
　
弁
宣
云
、出
雲
之
国
造
止
今
定
給 

 
姓
名
爾
賜
負
幸
之
物
  
宣
。国
造
称
唯
、

　
　
再
拝
両
段
。拍
手
両
段
、訖
進
大
刀
案
下
跪
之
。神
部
取
大
刀
授
之
。拍
手
賜
之
。

　
　
　
　
退
授
後
取
之
人
、即
就
版
位
。次
大
蔵
録
喚
国
造
。国
造
就
跪
禄
下
。後
取

　
　
一
人
進
、先
取
絲
給
国
造
。拍
手
一
度
。賜
而
授
於
後
取
。後
取
退
立
本
列
。絹
布

　
　
鍬
亦
如
之
。国
造
退
就
版
位
。更
取
大
刀
出
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
録
、次

　
　
本
官
、次
史
、次
弁
退
出
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
国
造
奏
神
寿
詞

　
能
己
登
久
、明
御
神
能
大
八
島
国
乎
、天
地
日
月
等
共
爾
、安
久
平
久
知
行
牟
事
能

　
志
太
米
止
、御
祷
神
宝
乎
擎
持
氐
。神
礼
自
利
臣
礼
自
登
、恐
弥
恐
弥
毛
。天
津

　
次
能
神
賀
吉
詞
白
賜
久
登
奏
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
八
﹈

長
徳
元
年（
九
九
五
）四
月
二
十
七
日

国
ご
と
に
六
観
音
像
お
よ
び
大
般
若
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
毎
国
図
写
供
養
陸
観
音
像
大
般
若
経
一
部
事

　
右
右
大
臣
宣
、奉
勅
、比
年
疫
病
延
蔓
、病
苦
弥
盛
、京
内
上
下
之
人
、多
帰
漳
浦
、

　
外
国
遠
近
之
民
、悉
泥
瘴
煙
、適
存
危
命
者
、頻
携
薬
石
而
忘
農
業
、纔
脱
病
悩
者
、

　
鎮
営
歛
葬
以
闕
貢
賦
、或
比
首
而
倶
臥
、誰
致
救
療
、或
挙
家
而
爰
亡
、誰
敢
収
蔵
、

　
況
枯
旱
渉
歳
、五
穀
不
登
、人
物
共
尽
、蓋
此
時
乎
、災
害
之
甚
、往
古
未
聞
。夫
観

　
音
能
救
危
難
、尤
可
依
怙
、般
若
亦
施
威
力
、必
攘
災
孽
。仍
普
仰
五
畿
七
道
諸
国
、

　
毎
国
図
写
供
養
、其
料
用
正
税
、若
無
正
税
用
不
動
穀
、且
申
開
用
、且
以
充
行
、

　
不
動
正
税
共
以
用
尽
、申
請
所
在
官
物
、将
以
裁
許
、近
国
六
七
月
中
図
写
供
養
、

　
遠
国
八
九
月
間
開
講
演
説
、供
養
之
後
、且
注
在
状
、早
以
言
上
、実
語
勿
疑
、信

　
力
無
違
、□
遺
民
庶
、長
期
艾
安
者
、諸
国
承
知
、依
宣
行
之
、符
到
奉
行
。

　
権
左
中
弁
源
朝
臣
　
右
大
史
坂
上
大
宿
祢

　
　
　
　
　
長
徳
元
年
四
月
廿
七
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

  「
廿
七
日
癸
卯
、定
、諸
国
并
宇
佐
宮
等
、各
書
写
大
般
若
経
、六
観
音
像
、可
攘
疾

　
疫
之
災
。」

  「
述
光
□昕
譲
」

  「
法
賢
蝎
談
」

  「
等
亦
造
」

  「
□助
為
内
□
□
」

  「
志
往
報
」

  「
雀
叶
李
玄
」

  「
夢
言
金
仏
」

  「
芸
身
貞
均
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

辛
亥
は
銅
鐘
の
様
式
か
ら
高
麗
・
顕
宗
二
年（
一
〇
一
一
）に
比
定
さ
れ
る
。

寛
仁
元
年（
一
〇
一
七
）十
月
二
日

大
神
宝
使
を
畿
内
七
道
諸
国
の
諸
社
等
に
発
遣
。山
陰
道
で
は
出
雲
熊
野
社
・
杵
築

社
に
紫
綾
蓋
・
平
文
野
剣
・
赤
漆
御
弓
・
箭
・
平
文
鉾
・
五
寸
鏡
な
ど
が
奉
ら
れ
る
。

  「（
前
略
）

　
山
陽
道
、

　（
中
略
）

　
已
上
卌
八
所
被
奉
紫
綾
蓋
一
蓋
、　
　
　  

平
文
野
剣
一
腰
、　
　
　
赤
漆
御
弓
一
張
、

　
箭
四
筋
、平
文
桙
一
本
、　
　
五
寸
鏡
一
面
、　
　
　
平
文
麻
桶
一
口
、平
文
線
柱

　
一
本
。

　（
後
略
）」

﹇
左
経
記
﹈

長
元
三
年（
一
〇
三
〇
）五
月
二
十
三
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
と
請
観
音
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
図
写
供
養
丈
六
観
世
音
菩
薩
像
壱
体
請
観
世
音
経
佰
巻
事

　
右
去
春
以
来
。疾
疫
滋
蔓
。病
死
儔
多
。仍
寄
託
内
外
。雖
致
祈
祷
。空
経
旬
月
。未

　
期
休
除
。夫
観
世
音
菩
薩
者
。衆
生
依
怙
。能
施
無
畏
。患
病
厄
者
。必
抜
苦
源
。遭

　
急
難
者
。乍
得
解
脱
。就
中
十
一
面
観
音
有
頂
上
仏
面
除
疫
病
之
願
。請
観
世
音

　
経
有
毘
舎
離
国
救
苦
厄
之
教
。旁
仰
弘
誓
。盍
無
冥
感
乎
。正
二
位
行
大
納
言
兼

　
民
部
卿
中
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
斎
信
宣
。奉
勅
。宜
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
。図
写

　
件
菩
薩
像
并
経
巻
。官
符
到
後
。択
定
吉
日
。官
長
専
当
。於
国
分
寺
請
当
寺
浄
行

　
僧
十
口
。開
講
供
養
矣
。即
一
七
日
間
。転
読
件
経
。但
請
用
之
僧
。有
不
如
法
之

　
輩
。尋
訪
他
寺
。備
彼
員
数
。祈
以
件
事
。必
期
霊
験
。又
転
読
之
間
。殊
致
潔
斎
。

　
断
絶
葷
腥
。禁
止
屠
割
。其
施
供
料
用
正
税
。若
無
正
税
。用
所
在
官
物
者
。諸
国

　
宜
承
知
依
宣
行
之
。符
到
奉
行
。

　
造
大
安
寺
長
官
正
四
位
下
右
大
弁
兼
内
蔵
頭
中
宮
亮
源
朝
臣

　
従
五
位
下
行
左
大
史
惟
宗
朝
臣

　
　
　
　
　
　
長
元
三
年
五
月
廿
三
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

延
久
元
年（
一
〇
六
九
）十
月
十
九
日

出
雲
国
解
に
よ
り
千
手
観
音
像
の
頭
中
に
仏
舎
利
・
香
薬
な
ど
を
奉
納
す
る
。

  「
十
九
日
壬
子
。依
出
雲
国
解
。□
□
□
□
本
令
奉
納
丈
六
千
手
観
音
御
頭
中
仏

　
舎
利
香
薬
等
。件
仏
并
寺
。」

﹇
扶
桑
略
記
　
第
二
十
九
﹈

﹇
日
本
紀
略
　
後
篇
十
﹈

寛
弘
元
年（
一
〇
〇
四
）閏
九
月
十
八
日

出
雲
か
ら
帰
還
し
た
為
綱
が
藤
原
道
長
に
手
箱
二
合
を
進
上
す
る
。

  「
為
綱
朝
臣
従
出
雲
還
、手
筥
二
合
進
。入
雑
物
等
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
六
年（
一
〇
〇
九
）九
月
二
日

進
内
侍
、出
雲
下
向
に
あ
た
り
中
宮
彰
子
か
ら
女
装
束
と
織
物
褂
を
贈
ら
れ
る
。

  「
二
日
、入
夜
進
内
侍
参
中
宮
。夫
忠
道
之
共
、雲
出
下
向
来
五
日
云
、為
申
此
由
也
。

　
女
装
束
加
織
褂
賜
之
云
々
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
八
年（
一
〇
一
一
）四
月
八
日

銅
鐘（
島
根
・
天
倫
寺
蔵
）

  「
高
麗
国
東
京
内
廻
真
寺
仏
弟
子
釈

　
□
奉
為

　
聖
寿
天
長
国
泰
人
安
普
勤
有
縁

　
者
三
千
余
人
入
香
徒
布
糧
添
敬
造

　
金
鐘
一
軀
　
辛
亥
四
月
八
日
　
記
」

  「
光
叶
助
保
」

  「
金
真
□印
𦫿
達
」

  「
玄
儒
大
内
」

  「
副
棟
梁
光
孝
」

寛
治
五
年（
一
〇
九
一
）四
月
十
七
日

佐
陀
社
竃
殿
の
焼
亡
に
よ
り
大
神
宝
殿
・
三
若
宮
神
殿
・
御
正
体
を
焼
失
す
る
。

  「
寛
治
五
年
四
月
十
七
日
、出
雲
国
佐
陀
社
竃
殿
焼
亡
。大
神
□宝
殿
、三
若
宮
神
殿

　
并
御
正
体
焼
失
。

　（
中
略
）

　
已
上
不
被
造
立
御
体
、専
為
如
在
之
礼
。

　（
中
略
）

　
　
　
　
文
永
六
年
十
一
月
十
日
　
正
四
位
上
行
神
祇
権
大
副
卜
部
宿
禰
兼
文
勘
申
」

﹇
続
左
丞
抄
　
第
一
﹈
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天
武
十
四
年（
六
八
五
）三
月
二
十
七
日

諸
国
、家
ご
と
に
仏
舎
を
作
り
、仏
像
と
経
を
置
き
、礼
拝
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
申
、詔
、諸
国
毎
家
、作
仏
舎
、及
置
仏
像
及
経
、以
礼
拝
供
養
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
二
十
九
﹈

持
統
六
年（
六
九
二
）五
月

銅
造
観
音
菩
薩
立
像（
島
根
・
鰐
淵
寺
蔵
）

  「
壬
辰
年
五
月
出
雲
国
若
倭
部

　
臣
徳
太
理
為
父
母
作
奉
菩
薩
」

﹇
刻
銘
﹈

※

壬
辰
年
は
像
の
様
式
か
ら
こ
の
年
に
比
定
さ
れ
る
。

持
統
八
年（
六
九
四
）五
月
十
一
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
送
り
置
く
。

  「
癸
巳
、以
金
光
明
経
一
百
部
、送
置
諸
国
。必
取
毎
年
、正
月
上
玄
読
之
。其
布
施
、

　
以
当
国
官
物
充
之
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
三
十
﹈

大
宝
元
年（
七
〇
一
）六
月
八
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
、新
し
い
印
の
雛
形
を
頒
付
す
る
。

  「
己
酉
、勅
、凡
其
庶
務
。一
依
新
令
。又
国
宰
・
郡
司
、貯
置
大
税
、必
須
如
法
。如
有

　
闕
怠
、随
事
科
断
。是
日
、遣
使
七
道
、宣
告
依
新
令
為
政
、及
給
大
租
之
状
、并
頒

　
付
新
印
様
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
﹈

慶
雲
元
年（
七
〇
四
）四
月
九
日

鍛
冶
司
に
諸
国
の
印
を
鋳
造
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
夏
四
月
甲
子
、令
鍜
冶
司
鋳
諸
国
印
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）三
月
二
十
三
日

出
雲
国
な
ど
に
駅
鈴
を
支
給
す
る
。

  「
乙
亥
、按
察
使
向
京
、及
巡
行
属
国
之
日
、乗
伝
給
食
。因
給
常
陸
国
十
剋
、遠
江

　
国
七
剋
、伊
豆
・
出
雲
二
国
鈴
各
一
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
八
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）五
月
二
十
一
日

『
日
本
書
紀
』成
立
。こ
の
な
か
に
出
雲
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
。

崇
神
六
十
年
七
月
十
四
日
　
出
雲
飯
入
根
が
出
雲
大
神
宮
の
神
宝
を
献
上
す
る
。

  「
六
十
年
秋
七
月
丙
申
朔
己
酉
、詔
群
臣
曰
、武
日
照
命
　
　
　
　
　
従
天
将
来
神

　
宝
、蔵
于
出
雲
大
神
宮
。是
欲
見
焉
。則
遣
矢
田
部
造
遠
祖
武
諸
隅  

　
　
　
　 

而

　
使
献
。当
是
時
、出
雲
臣
之
遠
祖
出
雲
振
根
主
于
神
宝
。是
往
筑
紫
国
而
不
遇
矣
。

　
其
弟
飯
入
根
、則
被
皇
命
、以
神
宝
、付
弟
甘
美
韓
日
狭
与
子
鸕
濡
渟
而
貢
上
。既

　
而
出
雲
振
根
、従
筑
紫
還
来
之
、聞
神
宝
献
于
朝
廷
、責
其
弟
飯
入
根
曰
、数
日
当

　
待
。何
恐
之
乎
、輙
許
神
宝
。是
以
、既
経
年
月
、猶
懐
恨
忿
、有
殺
弟
之
志
、仍
欺

　
弟
曰
、頃
者
、於
止
屋
淵
多
生
菨
。願
共
行
欲
見
。則
随
兄
而
往
之
。先
是
、兄
窃
作

　
木
刀
、形
似
真
刀
。当
時
自
佩
之
、弟
佩
真
刀
。共
到
淵
頭
、兄
謂
弟
曰
、淵
水
清
冷
。

　
願
欲
共
游
沐
。弟
従
兄
言
、各
解
佩
刀
、置
淵
辺
、沐
於
水
中
。乃
兄
先
上
陸
、取
弟

　
真
刀
自
佩
。後
弟
驚
而
取
兄
木
刀
、共
相
撃
矣
。弟
不
得
抜
木
刀
。兄
撃
弟
飯
入
根

　
而
殺
之
。故
時
人
歌
之
曰
、椰
句
毛
多
菟
、伊
頭
毛
多
鶏
流
餓
、波
鶏
流
多
知
、菟

　
頭
邏
佐
波
磨
枳
、佐
微
那
辞
珥
、阿
波
礼
。於
是
、甘
美
韓
日
狭
・
鸕
濡
渟
、参
向
朝

　
廷
、曲
奏
其
状
。則
遣
吉
備
津
彦
与
武
渟
河
別
、以
誅
出
雲
振
根
。故
出
雲
臣
等
、

　
畏
是
事
、不
祭
大
神
而
有
間
。時
丹
波
氷
上
人
、名
氷
香
戸
辺
、啓
于
皇
太
子
活
目

　
尊
曰
、己
子
有
小
児
、而
自
然
言
之
、玉
菨
鎮
石
。出
雲
人
祭
、真
種
之
甘
美
鏡
。押

　
羽
振
、甘
美
御
神
、底
宝
御
宝
主
。山
河
之
水
泳
御
魂
。静
挂
甘
美
御
神
、底
宝
御

　
宝
主
也
。  

　
　
是
非
似
小
児
之
言
。若
有
託
言
乎
。於
是
、皇
太
子
奏
于
天
皇
。則

　
勅
之
使
祭
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
五
﹈

垂
仁
二
十
六
年
八
月
三
日
　
出
雲
国
の
神
宝
を
物
部
十
千
根
大
連
に
検
校
さ
せ
る
。

  「
廿
六
年
秋
八
月
戊
寅
朔
庚
辰
、天
皇
勅
物
部
十
千
根
大
連
曰
、屢
遣
使
者
於
出
雲

　
国
、雖
検
校
其
国
之
神
宝
、無
分
明
申
言
者
。汝
親
行
于
出
雲
、宜
検
校
定
。則
十

　
千
根
大
連
校
定
神
宝
、而
分
明
奏
言
之
。仍
令
掌
神
宝
也
。」﹇

日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

垂
仁
三
十
二
年
七
月
六
日
　
野
見
宿
禰
、出
雲
国
の
土
部
百
人
に
人
・
馬
・
種
々
の
物

を
埴
で
造
作
さ
せ
る
。

  「
卅
二
年
秋
七
月
甲
戌
朔
己
卯
、皇
后
日
葉
酢
媛
命
　
　
　
　
薨
。臨
葬
有
日
焉
、

　
天
皇
詔
群
卿
曰
、従
死
之
道
、前
知
不
可
。今
此
行
之
葬
、奈
之
為
何
。於
是
、野
見

　
宿
禰
進
曰
、夫
君
王
陵
墓
、埋
立
生
人
、是
不
良
也
、豈
得
伝
後
葉
乎
。願
今
将
議

　
便
事
而
奏
之
。則
遣
使
者
、喚
上
出
雲
国
之
土
部
壱
百
人
、自
領
土
部
等
、取
埴
以

　
造
作
人
・
馬
及
種
々
物
形
、献
于
天
皇
曰
、自
今
以
後
、以
是
土
物
更
易
生
人
、樹
於

　
陵
墓
、為
後
葉
之
法
則
。天
皇
、於
是
、大
喜
之
、詔
野
見
宿
禰
曰
、汝
之
便
議
、寔

　
洽
朕
心
。則
其
土
物
、始
立
于
日
葉
酢
媛
命
之
墓
。仍
号
是
土
物
謂
埴
輪
。亦
名
立

　
物
也
。仍
下
令
曰
、自
今
以
後
、陵
墓
必
樹
是
土
物
、無
傷
人
焉
。天
皇
厚
賞
野
見

　
宿
禰
之
功
、亦
賜
鍛
地
。即
任
土
部
職
。因
改
本
姓
謂
土
部
臣
。是
土
部
連
等
、主

　
天
皇
喪
葬
之
縁
也
。所
謂
野
見
宿
禰
、是
土
部
連
等
之
始
祖
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
国
郷
中
。郡
家
東
南
廿
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
三
層
之
塔
也
。

　
山
国
郷
人
、日
置
部
根
緒
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
意
宇
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
沼
田
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
西
六
里
一
百
六
十
歩
。大
領

　
出
雲
臣
大
田
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
楯
縫
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。有
河
内
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
南
三
里
一
百
歩
。旧
大
領
日

　
置
部
臣
布
祢
之
所
造
。 

　
　
　
　
」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
出
雲
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。朝
山
郷
中
。郡
家
正
東
二
里
六
十
歩
。建
立
厳
堂
也
。神
門
臣
等
之

　
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
古
志
郷
中
。郡
家
東
南
一
里
。刑
部
臣
等
之
所
造
也
。  

　   

」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
神
門
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
正
南
一
里
。建
立
厳
堂
也
。　
　 

大
領
勝
部
君

　
虫
麿
之
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。在
屋
裏
郷
中
。郡
家
正
北
一
十
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
層
塔
也
。

　
前
少
領
田
部
臣
押
島
之
所
造
。   

　
　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
東
北
一
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

斐
伊
郷
人
、樋

　
印
支
知
麿
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
大
原
郡
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）三
月
三
日

国
ご
と
に
釈
迦
三
尊
像
の
造
立
と
大
般
若
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
三
月
丁
丑
、詔
曰
、毎
国
、令
造
釈
迦
仏
像
一
体
、挟
侍
菩
薩
二
軀
。兼
写
大
般
若
経

　
一
部
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
二
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）十
二
月
八
日

出
雲
守
石
川
年
足
、薬
師
如
来
・
観
音
菩
薩
・
日
光
菩
薩
・
月
光
菩
薩
像
を
造
り
、灌

頂
随
願
往
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
九
年
歳
次
丁
丑
十
二
月
庚
子
朔
八
日
丁
未
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。盖
聞
。無
色

　
無
声
方
広
之
功
自
遠
。常
有
常
浄
円
朗
之
照
不
窮
。崇
慧
業
以
致
真
如
、積
芳
因

　
而
成
聖
果
。引
四
海
於
法
鏡
、則
慾
海
澄
氛
、導
六
識
於
禅
門
、則
邪
雲
巻
翳
、巍

　
巍
妙
力
至
矣
。難
思
年
足
、罪
釁
所
鍾
、頻
遭
凶
逝
。傷
神
之
恨
、未
弭
於
前
、喪
明

　
之
哀
、相
継
於
後
。恋
恋
心
緒
。不
能
自
割
。唯
憑
法
祐
、少
慰
悲
嘆
。爰
為
二
郎
、

　
敬
造
自
願
薬
師
如
来
・
侠
侍
観
世
音
菩
薩
、追
福
日
光
遍
照
・
月
光
遍
照
菩
薩
等

　
像
一
鋪
。并
写
随
願
往
生
経
一
巻
。衆
彩
起
絢
、月
相
含
暉
、竜
宮
秘
文
、貫
珠
流
影
。

　
以
茲
功
徳
、資
益
亡
霊
。伏
願
、金
花
承
歩
、高
昇
五
浄
之
天
、玉
葉
籍
儀
、遠
契
三

　
明
之
果
、傍
該
動
植
、普
洎
塵
労
、並
出
盖
纏
、倶
登
彼
岸
。」

﹇
灌
頂
随
願
往
生
経（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）六
月
二
十
九
日

出
雲
守
石
川
年
足
、弥
勒
菩
薩
像
を
造
り
、弥
勒
上
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
十
年
歳
次
戊
寅
六
月
戊
戌
朔
廿
九
日
丙
寅
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

神
亀
三
年（
七
二
六
）二
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
広
島
、剣
・
鏡
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
辛
亥
、出
雲
国
造
従
六
位
上
出
雲
臣
広
島
斎
事
畢
、献
神　
剣
鏡
并
白
馬
・
鵠
等
。

　
広
島
并
祝
二
人
並
進
位
二
階
。賜
広
島
絁
廿
疋
、綿
五
十
屯
、布
六
十
端
、自
余
祝

　
部
一
百
九
十
四
人
禄
各
有
差
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
九
﹈

神
亀
五
年（
七
二
八
）十
二
月
二
十
八
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
頒
下
す
る
。

  「
十
二
月
己
丑
、金
光
明
経
六
十
四
帙
六
百
卌
巻
頒
於
諸
国
。国
別
十
巻
。先
是
、諸

　
国
所
有
金
光
明
経
、或
国
八
巻
、或
国
四
巻
。至
是
、写
備
頒
下
。随
経
到
日
、即
令

　
転
読
。為
令
国
家
平
安
也
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
﹈

天
平
五
年（
七
三
三
）二
月
三
十
日

『
出
雲
国
風
土
記
』成
立
。こ
の
と
き
出
雲
国
に
教
昊
寺
と
十
か
所
の
新
造
院
あ
り
。

  「
教
昊
寺
。有
山
国
郷
中
。郡
家
正
東
廿
五
里
一
百
廿
歩
。建
立
五
層
之
塔
也
。　
　  

　
教
昊
僧
之
所
造
也
。  

　
　 

　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。山
代
郷
中
。郡
家
西
北
四
里
二
百
歩
。建
立
厳
堂
也
。　
　
日
置
君

　
目
烈
之
所
造
。 

　
　
　
　
　   

」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
代
郷
中
。郡
家
西
北
二
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

飯
石
郡
少
領
出

　
雲
臣
弟
山
之
所
造
也
。」

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
十
方
諸
仏
、蓋
聞
、法
門
興
聖
、表
無
量
以
凝
尊
、

　
真
相
開
霊
、随
縁
然
而
応
物
。故
得
五
根
宣
化
。遥
変
響
於
和
音
。十
念
成
功
、遠

　
登
神
於
補
処
。年
足
、慈
顔
永
隔
、空
懐
罔
極
之
哀
。諱
日
俄
臨
、方
積
終
身
之
感
、

　
庶
憑
功
於
妙
力
、希
樹
果
於
良
因
、謹
以
茲
辰
、敬
造
弥
勒
菩
薩
像
一
鋪
、写
弥
勒

　
経
十
部
。蓮
台
宝
相
、含
璧
月
而
披
光
、貝
篆
霊
文
、貫
殊
星
而
流
影
。伏
願
、契
道

　
能
仁
、昇
遊
正
覚
。菩
提
枝
下
、聞
妙
法
之
円
音
、兜
率
天
中
、得
上
真
之
勝
業
。通

　
該
有
頂
、普
被
無
辺
、並
泛
慈
航
、同
離
愛
網
」

﹇
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経（
京
都
・
高
山
寺
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）八
月
二
十
六
日

諸
国
に
国
郡
図
を
造
ら
せ
る
。

  「
辛
卯
、令
天
下
諸
国
造
国
郡
図
進
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
一
年（
七
三
九
）七
月
十
日

出
雲
守
石
川
年
足
、大
般
若
経
を
書
写
し
浄
土
寺
に
置
く
。

  「
維
天
平
十
一
年
歳
次
己
卯
七
月
辛
卯
朔
十
日
庚
子
、仏
弟
子
出
雲
国
守
従
五
位

　
下
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。託

　
想
玄
津
、庶
福
於
安
楽
、帰
心
実
際
、冀
果
於
菩
提
。敬
写
大
般
若
経
一
部
、置
浄

　
土
寺
、永
為
寺
宝
、以
此
功
徳
、慶
善
日
新
、命
緒
将
劫
石
倶
延
、寿
算
与
恒
沙
共

　
遠
。又
願
、内
外
眷
属
、七
代
父
母
、无
辺
无
境
有
形
含
識
、並
乗
般
若
之
舟
、咸
登

　
正
覚
之
路
。」

﹇
石
川
年
足
私
願
書
写
大
般
若
経（
個
人
蔵
）願
文
﹈

　
飾
天
下
神
宮
。去
歳
、普
令
天
下
造
釈
迦
牟
尼
仏
尊
像
、高
一
丈
六
尺
者
、各
一
鋪
、

　
并
写
大
般
若
経
各
一
部
。自
今
春
已
来
、至
于
秋
稼
、風
雨
順
序
、五
穀
豊
穣
。此

　
乃
、徴
誠
啓
願
、霊
貺
如
荅
。載
惶
載
懼
、無
以
自
寧
。案
経
云
、若
有
国
土
講
宣
読

　
誦
、恭
敬
供
養
、流
通
此
経
王
者
、我
等
四
王
、常
来
擁
護
。一
切
災
障
、皆
使
消
殄
。

　
憂
愁
疾
疫
、亦
令
除
差
。所
願
遂
心
、恒
生
歓
喜
者
、宜
令
天
下
諸
国
各
令
敬
造
七

　
重
塔
一
区
、并
写
金
光
明
最
勝
王
経
・
妙
法
蓮
華
経
一
部
。朕
、又
別
擬
、写
金
字
金

　
光
明
最
勝
王
経
、毎
塔
各
令
置
一
部
。所
冀
、聖
法
之
盛
、与
天
地
而
永
流
、擁
護
之

　
恩
、被
幽
明
而
恒
満
。其
造
塔
之
寺
、兼
為
国
華
。必
択
好
処
、実
可
長
久
。近
人
則

　
不
欲
薫
臭
所
及
。遠
人
則
不
欲
労
衆
帰
集
。国
司
等
、各
宜
務
存
厳
飾
、兼
尽
潔
清
。

　
近
感
諸
天
、庶
幾
臨
護
。布
告
遐
邇
、令
知
朕
意
。又
毎
国
僧
寺
、施
封
五
十
戸
、水

　
田
一
十
町
。尼
寺
水
田
十
町
。僧
寺
必
令
有
廿
僧
。其
寺
名
、為
金
光
明
四
天
王
護

　
国
之
寺
。尼
寺
一
十
尼
。其
名
為
法
華
滅
罪
之
寺
。両
寺
相
去
、宜
受
教
戒
。若
有

　
闕
者
、即
須
補
満
。其
僧
尼
、毎
月
八
日
、必
応
転
読
最
勝
王
経
。毎
至
月
半
、誦
戒

　
羯
磨
。毎
月
六
斎
日
、公
私
不
得
漁
猟
殺
生
。国
司
等
宜
恒
加
検
校
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
五
年（
七
四
三
）十
月
十
五
日

盧
舎
那
仏
金
銅
像
の
造
立
を
発
願
す
る
。

  「
冬
十
月
辛
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、恭
承
大
位
、志
存
兼
済
、勤
撫
人
物
。雖
率
土
之

　
浜
、已
霑
仁
恕
、而
普
天
之
下
、未
洽
報
恩
。誠
欲
頼
三
宝
之
威
霊
、乾
坤
相
泰
、修

　
万
代
之
福
業
、動
植
咸
栄
。粤
以
天
平
十
五
年
歳
次
癸
未
十
月
十
五
日
、発
菩
薩

　
大
願
、奉
造
盧
舍
那
仏
金
銅
像
一
軀
。尽
国
銅
而
鎔
象
、削
大
山
以
構
堂
、広
及
法

　
界
、為
朕
智
識
。遂
使
同
蒙
利
益
共
致
菩
提
。夫
有
天
下
之
富
者
朕
也
。有
天
下
之

　
勢
者
朕
也
。以
此
富
勢
造
此
尊
像
。事
也
易
成
、心
也
難
至
。但
恐
徒
有
労
人
、無

　
能
感
聖
。或
生
誹
謗
、反
墮
罪
辜
。是
故
、預
智
識
者
、懇
発
至
誠
、各
招
介
福
、宜

　
日
毎
三
拝
盧
舍
那
仏
。自
当
存
念
各
造
盧
舍
那
仏
也
。如
更
有
人
、情
願
持
一
枝

　
草
一
把
土
助
造
像
者
、恣
聴
之
。国
郡
等
司
、莫
因
此
事
、侵
擾
百
姓
強
令
収
斂
。

　
布
告
遐
邇
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
六
年（
七
四
四
）十
二
月
四
日

天
下
諸
国
に
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
辰
、令
天
下
諸
国
薬
師
悔
過
七
日
。」

 ﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
七
年（
七
四
五
）九
月
二
十
日

諸
国
に
大
般
若
経
の
書
写
、薬
師
仏
像
の
造
立
、経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
令
京
師
及
諸
国
写
大
般
若
経
合
一
百
部
、又
造
薬
師
仏
像
七
軀
、高
六
尺
三
寸
、

　
并
写
経
七
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
六
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
一
月
七
日

諸
国
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
進
め
る
た
め
石
川
年
足
ら
を
各
道
に
発
遣

す
る
。

  「
己
卯
、詔
曰
、朕
、以
去
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
、至
心
発
願
、欲
使
国
家
永
固
、

　
聖
法
恒
修
、遍
詔
天
下
諸
国
、々
別
令
造
金
光
明
寺
・
法
華
寺
。其
金
光
明
寺
各
造

　
七
重
塔
一
区
、并
写
金
字
金
光
明
経
一
部
、安
置
塔
裏
。而
諸
国
司
等
怠
緩
不
行
。

　
或
処
寺
不
便
、或
猶
未
開
基
。以
為
、天
地
災
異
、一
二
顕
来
、蓋
由
茲
乎
。朕
之
股

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）六
月
十
九
日

諸
国
に
法
華
経
の
書
写
と
七
重
塔
の
建
立
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、令
天
下
諸
国
、毎
国
写
法
華
経
十
部
、并
建
七
重
塔
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）九
月
十
五
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
の
造
立
と
観
音
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
四
畿
内
七
道
諸
国
曰
、此
来
、縁
筑
紫
境
有
不
軌
之
臣
、命
軍
討
伐
。願

　
依
聖
祐
、欲
安
百
姓
。故
今
国
別
造
観
世
音
菩
薩
像
一
軀
、高
七
尺
、并
写
観
世
音

　
経
一
十
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）一
月
十
五
日

藤
原
不
比
等
の
遺
族
が
返
上
し
た
食
封
五
千
戸
の
う
ち
、三
千
戸
を
諸
国
の
国
分

寺
に
施
入
し
て
丈
六
仏
造
立
の
費
用
に
あ
て
る
。

  「
丁
酉
、故
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
家
返
上
食
封
五
千
戸
。二
千
戸
、依
旧
返
賜
其
家
。

　
三
千
戸
、施
入
諸
国
国
分
寺
。以
充
造
丈
六
仏
像
之
料
。」﹇

続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）三
月
二
十
四
日

諸
国
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
命
じ
る
。

  「
乙
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、忝
承
重
任
。未
弘
政
化
、寤
寐
多
慚
。古
之
明
主
、皆
能

　
光
業
。国
泰
人
楽
、災
除
福
至
。修
何
政
化
、能
臻
此
道
。頃
者
、年
穀
不
豊
、疫
癘

　
頻
至
。慙
懼
交
集
、唯
労
罪
己
。是
以
、広
為
蒼
生
、遍
求
景
福
。故
前
年
、馳
驛
増

　
肱
、豈
合
如
此
。是
以
、差
従
四
位
下
石
川
朝
臣
年
足
、従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
小
嶋
、

　
布
勢
朝
臣
宅
主
等
、分
道
発
遣
、検
定
寺
地
、并
察
作
状
。国
司
宜
与
使
及
国
師
簡

　
定
勝
地
、勤
加
営
繕
。又
任
郡
司
勇
幹
堪
済
諸
事
、専
令
主
当
。限
来
三
年
以
前
、

　
造
塔
・
金
堂
・
僧
坊
、悉
皆
令
了
。若
能
契
勅
、如
理
修
造
之
、子
孫
無
絶
、任
郡
領

　
司
。其
僧
寺
・
尼
寺
水
田
者
、除
前
入
数
已
外
。更
加
田
地
、僧
寺
九
十
町
、尼
寺
四

　
十
町
。便
仰
所
司
墾
開
応
施
。普
告
国
郡
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
二
月
十
四
日

諸
国
に
塔
の
建
立
を
願
う
者
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
、天
下
諸
国
。或
有
百
姓
情
願
造
塔
者
、悉
聴
之
。其
造
地
者
、必
立
伽
藍
院
内
。

　
不
得
濫
作
山
野
路
辺
。若
備
儲
畢
、先
申
其
状
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）〜
天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）頃

出
雲
国
大
原
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
が
大
仏
造
立
に
関
与
す
る
。

  「
□
□
勝
出
雲
国
大
□
□
□
□
□
」

  「
大
原
郡
佐
世
郷
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
□
□
□
□
□
□
□
」」

﹇
木
簡（
奈
良
・
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊
西
地
区
出
土
）﹈

天
平
勝
宝
元
年（
七
四
九
）一
月
一
日

天
下
諸
寺
に
悔
過
を
さ
せ
、金
光
明
経
の
転
読
を
さ
せ
る
。

  「
始
従
元
日
、七
七
之
内
、令
天
下
諸
寺
悔
過
、転
読
金
光
明
経
。又
禁
断
天
下
殺
生
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
一
﹈

天
平
宝
字
三
年（
七
五
九
）十
一
月
九
日

諸
国
に
国
分
二
寺
図
を
頒
下
す
る
。

  「
頒
下
国
分
二
寺
図
於
天
下
諸
国
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
二
﹈

天
平
宝
字
四
年（
七
六
〇
）七
月
二
十
六
日

光
明
皇
后
の
七
七
斎
に
あ
た
り
、国
ご
と
に
阿
弥
陀
浄
土
画
像
を
造
ら
せ
る
。

  「
癸
丑
、設
皇
太
后
七
々
斎
於
東
大
寺
并
京
師
諸
小
寺
。其
天
下
諸
国
、毎
国
奉
造

　
阿
弥
陀
浄
土
画
像
。仍
計
国
内
見
僧
尼
、写
称
讃
浄
土
教
、各
於
国
分
金
光
明
寺

　
礼
拝
供
養
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

天
平
宝
字
五
年（
七
六
一
）六
月
七
日

光
明
皇
后
周
忌
の
た
め
、諸
国
の
国
分
尼
寺
で
阿
弥
陀
三
尊
像
を
造
立
す
る
。

  「
六
月
庚
申
、設
皇
太
后
周
忌
斎
於
阿
弥
陀
浄
土
院
。其
院
者
在
法
華
寺
内
西
南
隅
。

　
為
設
忌
斎
所
造
也
。其
天
下
諸
国
、各
於
国
分
尼
寺
、奉
造
阿
弥
陀
丈
六
像
一
軀
、

　
挟
侍
菩
薩
像
二
軀
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

神
護
景
雲
元
年（
七
六
七
）一
月
八
日

諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
吉
祥
天
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
神
護
景
雲
元
年
春
正
月
己
未
、勅
、畿
内
七
道
諸
国
、一
七
日
間
、各
於
国
分
金
光

　
明
寺
、行
吉
祥
天
悔
過
之
法
。因
此
功
徳
、天
下
太
平
、風
雨
順
時
、五
穀
成
熟
、兆

　
民
快
楽
、十
方
有
情
、同
霑
此
福
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
八
﹈

神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）一
月
二
十
四
日

吉
祥
天
像
を
画
き
、出
雲
国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
三
十
二
﹈

宝
亀
二
年（
七
七
一
）一
月
十
三
日

諸
国
に
お
け
る
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
る
。

  「
辛
未
、停
天
下
諸
国
吉
祥
悔
過
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
一
﹈

宝
亀
三
年（
七
七
二
）十
一
月
十
日

諸
国
の
国
分
寺
で
毎
年
正
月
、吉
祥
天
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、詔
曰
、頃
者
、風
雨
不
調
、頻
年
飢
荒
。欲
救
此
禍
、唯
憑
冥
助
。宜
於
天
下

　
諸
国
々
分
寺
、毎
年
正
月
一
七
日
之
間
、行
吉
祥
悔
過
、以
為
恒
例
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
二
﹈

宝
亀
十
年（
七
七
九
）三
月

出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
し
た
銅
像
・
香
炉
・
諸
器
を
献
上
す
る
。

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
三
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
て
国
分
寺
丈
六
仏
像
の
造
立
を
催
検
さ
せ
る
。

  「
六
月
乙
酉
、勅
、遣
使
於
七
道
諸
国
、催
検
所
造
国
分
丈
六
仏
像
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
十
日

諸
国
に
使
工
を
遣
わ
し
て
仏
像
の
造
立
を
検
催
さ
せ
る
。

  「
壬
辰
、詔
曰
、頃
者
、分
遣
使
工
、検
催
諸
国
仏
像
。宜
来
年
忌
日
必
令
造
了
。其
仏

　
殿
兼
使
造
備
。如
有
仏
像
并
殿
已
造
畢
者
、亦
造
塔
令
会
忌
日
。夫
仏
法
者
、以
慈

　
為
先
。不
須
因
此
辛
苦
百
姓
。国
司
并
使
工
等
、若
有
称
朕
意
者
、特
加
褒
賞
。」

　﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）十
二
月
二
十
日

聖
武
天
皇
の
一
周
忌
の
御
斎
会
の
装
飾
と
し
て
、出
雲
・
石
見
な
ど
二
十
六
国
に
灌

頂
幡
・
道
場
幡
・
緋
綱
を
頒
下
す
る
。

  「
己
亥
、越
後
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・

　
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
紀
伊
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・

　
豊
前
・
豊
後
・
日
向
等
二
十
六
国
、々
別
頒
下
灌
頂
幡
一
具
、道
場
幡
卌
九
首
、緋
綱

　
二
条
、以
充
周
忌
御
斎
荘
飾
。用
了
、収
置
金
光
明
寺
、永
為
寺
物
、随
事
出
用
之
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）九
月
二
十
八
日

出
雲
・
石
見
な
ど
六
国
に
飛
駅
鈴
を
頒
布
す
る
。

  「
丁
酉
、始
頒
越
前
・
越
中
・
佐
渡
・
出
雲
・
石
見
・
伊
予
等
六
国
飛
駅
鈴
。国
一
口
。」

  「
雲
州
献
異
像
。」

  「
雲
州
海
浜
銅
像
浮
浪
来
。并
香
炉
諸
器
。刺
史
取
献
。書
曰
異
像
。」

﹇
元
享
釈
書
　
巻
第
二
十
三
﹈

宝
亀
十
一
年（
七
八
〇
）三
月
三
日

金
銅
鋳
像
・
白
銅
香
炉
・
種
々
の
器
物
が
出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
す
る
。

  「
戊
辰
、出
雲
国
言
、金
銅
鋳
像
一
龕
、白
銅
香
炉
一
口
、并
種
々
器
物
、漂
着
海
浜
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
六
﹈

延
暦
二
十
四
年（
八
〇
五
）二
月
十
九
日

諸
国
の
国
分
寺
に
薬
師
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
未
、令
諸
国
々
分
寺
、行
薬
師
悔
過
、以
聖
躬
未
平
也
。」﹇

日
本
後
紀
　
巻
第
十
二
﹈

大
同
四
年（
八
〇
九
）一
月
十
八
日

諸
国
に
大
般
若
経
を
書
写
し
、国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、令
天
下
諸
国
、為
名
神
写
大
般
若
経
一
部
、奉
読
供
養
、安
置
国
分
寺
。若

　
无
国
分
寺
者
、於
定
額
寺
。」

 ﹇
日
本
後
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
長
五
年（
八
二
八
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
毎
年
七
月
八
日
、文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
修
文
殊
会
事

  「
勅
曰
、如
聞
、諸
国
疫
癘
、夭
亡
者
衆
、自
非
修
善
、何
以
攘
災
。宜
令
諸
国
、各
請

　
練
行
僧
、大
国
廿
人
、上
国
十
七
人
、中
国
十
四
人
、下
国
十
人
、三
ヶ
日
内
、昼
転

　
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。其
布
施
者
、三
宝
穀
十
斛
、僧
三
斛
、以
正
税
充

　
行
、俾
致
精
進
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
一
﹈

承
和
元
年（
八
三
四
）四
月
六
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、勅
、防
災
未
萠
、兼
致
豊
稔
、修
善
之
力
、職
此
之
由
。宜
令
畿
内
七
道
諸
国
、

　
択
国
内
行
者
、於
国
分
僧
寺
、三
ヶ
日
内
。昼
則
転
金
剛
般
若
経
、夜
則
修
薬
師
悔

　
過
、迄
于
事
畢
、禁
断
殺
生
。又
如
有
疫
癘
処
、各
於
国
界
攘
祭
。務
存
精
誠
、必
期

　
霊
感
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
三
﹈

承
和
二
年（
八
三
五
）四
月
五
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
卯
、勅
、令
天
下
諸
国
修
文
殊
会
。其
会
料
者
、毎
年
割
取
救
急
稲
利
三
分
之
一

　
充
用
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
四
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）二
月
二
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
十
一
面
観
音
法
を
薫
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、勅
曰
、令
人
主
安
穏
、黎
庶
和
楽
、不
如
十
一
面
大
悲
者
秘
密
神
咒
之
力
。宜

　
普
告
五
畿
内
七
道
諸
国
、請
浄
行
僧
七
口
於
国
分
寺
、一
七
日
夜
薫
修
十
一
面
之

　
法
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）六
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命

じ
る
。

  「
壬
子
、勅
、如
聞
、疫
癘
間
発
、疾
苦
者
衆
、夫
銷
殃
未
然
、不
如
般
若
之
力
。宜
令

　
五
畿
內
七
道
諸
国
內
行
者
、廿
口
已
下
十
口
已
上
、於
国
分
僧
寺
、始
自
七
月
八

　
日
、三
箇
日
、昼
読
金
剛
般
若
、夜
修
薬
師
悔
過
、迄
于
事
竟
、禁
断
殺
生
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
五
年（
八
三
八
）九
月
十
九
日

天
下
の
定
額
寺
の
堂
舎
・
仏
像
・
経
論
お
よ
び
神
祇
諸
社
の
修
理
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、勅
、令
修
理
天
下
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像
経
論
及
神
祇
諸
社
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
七
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）八
月
一
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
重
ね
て
命
じ
る
。

  「
是
日
、勅
曰
、文
殊
会
事
、起
自
天
長
之
年
。而
今
聞
、諸
国
或
乖
官
符
旨
、不
有
遵

　
行
。宜
重
下
知
令
以
修
之
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

　
右
得
僧
綱
牒
偁
、贈
僧
正
伝
燈
大
法
師
位
勤
操
、元
興
寺
伝
燈
大
法
師
位
泰
善
等
、

　
畿
内
郡
邑
広
設
件
会
、弁
備
飯
食
等
、施
給
貧
者
。此
則
所
依
文
殊
般
涅
槃
経
云
、

　
若
有
衆
生
聞
文
殊
師
利
名
、除
却
十
二
億
刧
生
死
之
罪
。若
礼
拝
供
養
者
、生
々

　
之
処
、恒
生
諸
仏
家
、為
文
殊
師
利
威
神
所
護
。若
欲
供
養
脩
福
業
者
、即
化
身
作

　
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
至
行
者
前
者
也
。而
今
勤
操
遷
化
、泰
善
独
存
、相
尋
欲
行
、

　
増
感
不
已
、望
請
、下
符
京
畿
七
道
諸
国
、同
修
件
会
、須
国
司
講
読
師
仰
所
部
郡

　
司
及
定
額
寺
三
綱
等
、郡
別
於
一
村
邑
、屈
精
進
練
行
法
師
、以
為
教
生
、毎
年
七

　
月
八
日
令
修
其
事
、兼
修
理
堂
塔
経
教
破
損
等
、当
彼
会
日
、同
供
養
之
、当
会
前

　
後
并
三
箇
日
、禁
断
殺
生
、会
集
男
女
等
、先
授
三
帰
五
戒
、次
令
称
讃
薬
師
文
殊

　
宝
号
、各
一
百
遍
、庶
使
普
天
之
下
、同
修
福
業
、率
土
之
内
、俱
期
快
楽
者
。中
納

　
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
、奉
勅
。依
請
者
、其
会

　
料
者
、割
救
急
料
利
稲
、量
宜
充
行
、若
国
郡
司
百
姓
等
、割
随
分
物
加
施
、不
在

　
制
限
。

　
　
　
天
長
五
年
二
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

天
長
七
年（
八
三
〇
）四
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
豊
持
が
五
種
神
宝
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
七
年
四
月
乙
巳
、皇
帝
御
大
極
殿
、覧
出
雲
国
々
造
出
雲
臣
豊
持
所
献
五
種
神
宝
、

　
兼
所
出
雑
物
。還
宮
授
豊
持
従
六
位
下
。」

﹇
類
聚
国
史
　
巻
第
十
九
﹈

天
長
十
年（
八
三
三
）六
月
八
日

諸
国
に
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

承
和
六
年（
八
三
九
）九
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
の
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
、以
後
は
国
庁
で
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
、如
聞
、所
以
神
護
景
雲
二
年
以
還
、令
諸
国
国
分
寺
、毎
年
起
正
月
八

　
日
至
于
十
四
日
、奉
読
最
勝
王
経
、并
修
吉
祥
悔
過
者
、為
消
除
不
祥
、保
安
国
家

　
也
。而
今
講
読
師
等
、不
必
其
人
、僧
尼
懈
怠
、周
旋
乖
法
、国
司
検
校
、亦
不
存
心
。

　
徒
有
修
福
之
名
、都
無
殊
勝
之
利
。此
則
緇
素
異
処
、不
相
監
察
之
所
致
也
。宜
停

　
行
国
分
寺
、而
於
庁
事
修
之
、自
今
以
後
、立
為
恒
例
。」 ﹇

続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）

銅
鐘（
福
岡
・
西
光
寺
蔵
）

  「
承
和
六
年
鴨
部
立
造

　
便
伯
耆
国
金
石
寺
鐘

　
守
護
三
宝
及
以
□
□

　
十
八
善
神
深
砂
大
将

　
若
貪
欲
者
有
犯
用
心

　
必
滅
其
身
并
子
孫
類

　
廻
向
聖
朝
国
吏
庁
衆

　
伽
藍
恒
久
仏
法
興
隆

　
一
家
繁
昌
万
代
全
保

　
法
界
□
□
□
□
利
益
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

島
根
・
出
雲
大
社
旧
蔵

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
九
﹈

貞
観
九
年（
八
六
七
）五
月
二
十
六
日

四
天
王
像
を
造
り
、伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
国
等
に
下
す
。

  「
廿
六
日
甲
子
、造
八
幅
四
天
王
像
五
鋪
、各
一
鋪
下
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長

　
門
等
国
。下
知
国
司
曰
、彼
国
地
在
西
極
、堺
近
新
羅
。警
備
之
謀
、当
異
他
国
。宜

　
帰
命
尊
像
、勤
誠
修
法
、調
伏
賊
心
、消
却
災
変
。仍
須
点
択
地
勢
高
敞
、瞼
瞰
賊

　
境
之
道
場
。若
素
無
道
場
、新
択
善
地
、建
立
仁
祠
、安
置
尊
像
。請
国
分
寺
及
部

　
内
練
行
精
進
僧
四
口
、各
当
像
前
、依
最
勝
王
経
四
天
王
護
国
品
、昼
転
経
巻
、夜

　
誦
神
呪
、春
秋
二
時
別
一
七
日
、清
浄
堅
固
、依
法
薫
修
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
十
四
﹈

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）九
月
八
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
画
仏
像
を
安
置
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
安
置
一
万
三
千
画
仏
像
七
十
二
鋪
事

　
　
　
　
　
各
広
六
幅
　
高
一
丈
六
尺

　
　
　
太
政
官
一
鋪
　
　
図
書
寮
一
鋪
　
　
　
五
畿
内
五
鋪

　
　
　
東
海
道
十
五
鋪
　
東
山
道
八
鋪
　
　
　
北
陸
道
七
鋪

　
　
　
山
陰
道
八
鋪
　
　
山
陽
道
八
鋪
　
　
　
南
海
道
六
鋪

　
　
　
西
海
道
十
一
鋪
　
大
宰
観
音
寺
一
鋪
　
八
幡
神
宮
寺
一
鋪

　
右
得
元
興
寺
伝
灯
大
法
師
位
賢
護
牒
偁
、先
師
故
律
師
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承

　
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
、始
行
内
裏
漸
遍
天
下
、遂
詔
諸
国
並
令
修
之
。又

　
本
作
是
念
、仏
経
共
写
鎮
護
国
家
。即
写
経
典
分
置
諸
国
、未
画
仏
像
。忽
随
冥
期
。

　
方
今
遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
当
述
師
志
。因
茲
発
心
致
誠
、奉
造
如
件
。

　
望
請
、分
置
内
裏
并
諸
国
、永
付
公
帳
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、即
便
修
此
像
前
。

　
但
内
裏
料
納
図
書
寮
。然
則
国
家
安
楽
、祉
祚
延
長
。謹
請
　
官
裁
者
、従
三
位
守

　
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
基
経
宣
、依
請
。

　
　
　
貞
観
十
三
年
九
月
八
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

※

『
帝
王
編
年
記
』『
西
宮
記
』『
政
事
要
略
』に
同
様
の
史
料
あ
り
。

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）

僧
薬
海
、出
雲
国
分
寺
の
吉
祥
天
画
像
を
木
像
に
造
り
あ
ら
た
め
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

貞
観
十
六
年（
八
七
四
）閏
四
月
二
十
五
日

諸
国
に
金
字
仁
王
経
を
頒
下
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
頒
下
金
字
仁
王
会
経
七
十
一
部
百
卌
二
巻
事

　
　
　
五
畿
七
道
諸
国
、毎
国
各
一
部

　
　
　
下
野
薬
師
寺
一
部

　
　
　
大
宰
観
音
寺
一
部

　
　
　
豊
前
弥
勒
寺
一
部

　
右
被
右
大
臣
宣
偁
、奉
勅
、諸
仏
法
門
、俱
期
攘
災
増
福
、其
中
仁
王
般
若
最
勝
号

承
和
八
年（
八
四
一
）五
月
二
十
日

諸
国
の
定
額
寺
の
堂
舎
な
ら
び
に
仏
像
・
経
論
の
修
理
・
荘
厳
を
命
じ
る
。

  「
勅
、修
福
滅
罪
、仏
道
是
先
、伝
法
興
教
、人
倫
為
本
。如
聞
、諸
国
定
額
寺
、堂
舎

　
破
壊
、仏
経
曝
露
、三
綱
檀
越
、無
心
修
理
。頃
年
水
旱
不
調
、疫
癘
間
発
、静
言
其

　
由
、恐
縁
彼
咎
。宜
重
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
、修
理
荘
厳
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像

　
経
論
。今
須
毎
寺
立
可
修
理
之
程
、付
朝
集
堂
使
言
上
、習
常
不
革
、並
処
重
科
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
﹈

承
和
九
年（
八
四
二
）三
月
十
五
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
庚
戌
、又
勅
、若
非
攘
未
然
、恐
班
蒔
失
時
。宜
仰
五
畿
内
七
道
諸
国
、簡
修
行
不

　
退
者
二
十
人
、於
国
分
寺
、三
ヶ
日
間
、昼
読
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。修
善

　
之
比
、禁
止
殺
生
、佛
僧
布
施
以
正
税
充
之
。若
有
天
行
之
処
、国
司
到
境
下
、令

　
防
祭
疫
神
、精
進
斎
戒
、共
祷
豊
稔
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
一
﹈

嘉
承
二
年（
八
四
九
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
国
分
二
寺
・
定
額
寺
に
お
い
て
昼
は
経
王
の
転
読
、夜
は
観
音
菩
薩
を
礼
拝

す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
陰
陽
寮
言
、今
年
疫
癘
可
滋
、又
四
五
月
応
有
洪
水
者
。勅
、頃
来
染
疫
之
人
、往
々

　
夭
亡
、夫
護
防
之
恃
、実
頼
冥
威
、存
済
之
方
、亦
期
梵
力
。宜
令
五
畿
内
七
道
諸

　
国
、奉
幣
名
神
、兼
復
於
国
分
二
寺
及
定
額
寺
、一
七
ヶ
日
、昼
転
経
王
、夜
礼
観
音
。

　
如
法
修
行
、必
呈
霊
感
。」

　
鎮
国
保
民
、是
発
自
睿
裏
。従
茲
厳
写
都
合
七
十
一
部
、毎
国
各
頒
一
部
、事
須
安

　
居
会
次
、相
共
講
転
、以
為
歳
事
、願
上
自
一
人
、下
至
百
姓
、同
承
景
福
、永
無
虧

　
騫
。宜
仰
下
諸
国
、依
件
修
之
。

　
　
　
貞
観
十
六
年
閏
四
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

貞
観
十
八
年（
八
七
六
）六
月
二
十
一
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
仏
像
を
分
置
す
る
。

  「
廿
一
日
丙
寅
、一
万
三
千
仏
像
廿
九
鋪
、各
広
五
幅
、高
一
丈
六
尺
、分
置
東
海
・
山

　
陰
・
南
海
三
道
諸
国
。国
別
一
鋪
。先
是
、元
興
寺
僧
賢
護
申
牒
偁
、先
師
故
律
師

　
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
。始
行
内
裏
。漸
遍
人
間
、

　
遂
　
詔
諸
国
並
令
勤
修
。安
本
作
是
念
。書
写
仏
経
、鎮
護
国
家
。仍
写
経
典
、安

　
置
諸
国
、未
画
仏
像
。奄
然
殞
背
、遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
、当
述
師
志
。

　
由
是
発
心
致
誠
、奉
造
尊
像
。望
請
分
置
内
裏
及
諸
国
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、展

　
張
真
容
、於
前
修
之
。許
其
所
請
焉
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
二
十
九
﹈

元
慶
元
年（
八
七
七
）八
月
二
十
二
日

出
雲
国
分
寺
の
木
造
吉
祥
天
像
の
料
と
し
て
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
を
あ
て
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

　
玉
六
十
八
枚
。　
　
　
　
　
　
　
　
金
銀
装
橫
刀
一
口
。　
　
　 

鏡
一
面
。

　
倭
文
二
端
。　
　
　
　
　
　
　
白
眼
鴾
毛
馬
一
疋
。白
鵠
二
翼
。　
御
贄
五
十
舁
。

　　
　
右
国
造
賜
負
幸
物
、還
国
潔
斎
一
年
。　
　
　
　
　
　
訖
即
国
司
率
国
造
諸

　
　
祝
部
并
子
弟
等
入
朝
、即
於
京
外
便
処
、修
飾
献
物
、神
祇
官
長
、自
監
視
、預

　
　
ト
吉
日
。申
官
奏
聞
、宣
示
所
司
。又
後
斎
一
年
更
入
朝
、奏
神
寿
詞
如
初
儀
。

　
凡
国
造
奏
神
寿
詞
日
之
平
旦
、神
祇
官
試
国
造
奏
事
。給
座
料
調
薦
五
枚
。奏
神

　
賀
斎
一
日
、在
前
申
官
。国
造
已
下
、祝
・
神
部
・
郡
司
・
子
弟
五
色
人
等
給
禄
。但
其

　
人
数
、臨
時
所
申
、無
有
定
額
。禄
法
、国
造
絹
廿
疋
・
調
布
六
十
端
・
綿
五
十
屯
。

　
祝
・
神
部
不
論
有
位
無
位
、各
調
布
一
端
。郡
司
各
二
端
。子
弟
各
一
端
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
凡
出
雲
国
所
進
御
冨
岐
玉
六
十
連
、　
　
　
　
　
　
毎
年
十
月
以
前
令
意
宇
郡

　
神
戸
玉
作
氏
造
備
、差
使
進
上
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
出
雲
国
造
　
神
賀
詞

　
八
十
日
日
波
在
止
毛
、今
日
能
生
日
能
足
日
爾
、出
雲
国
国
造
姓
名
恐
美
恐
美
毛
申
賜

　
久
、挂
麻
久
毛
恐
岐
明
御
神
止
大
八
島
国
所
知
食
須
天
皇
命
乃
、手
長
能
大
御
世
止

　
斎
止
　
　
　
　
為
氐
、出
雲
国
乃
青
垣
山
内
爾
、下
津
石
根
爾
宮
柱
太
敷
立
氐
、

　
高
天
原
爾
千
木
高
知
坐
須
伊
射
那
伎
乃
日
真
名
子
、加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
、櫛
御

　
気
野
命
、国
作
坐
志
大
穴
持
命
、二
柱
神
乎
始
天
、百
八
十
六
社
坐
皇
神
等
乎
、某

　
甲
我
弱
肩
爾
太
襷
取
挂
天
、伊
都
幣
能
緒
結
、天
乃
美
賀
秘
冠
利
天
、伊
豆
能
真

　
屋
爾
麁
草
乎
、伊
豆
能
席
登
苅
敷
支
天
、伊
都
閉
黒
益
之
、天
能
𤭖
和
爾
斎
許
母

　
利
氐
志
都
宮
爾
忌
静
米
仕
奉
氐
、朝
日
能
豊
栄
登
爾
、伊
波
比
乃
返
事
能
神
賀

　
吉
詞
奏
賜
波
久
登
奏
。

　
高
天
能
神
王
高
御
魂
神
魂
命
能
、皇
御
孫
命
爾
天
下
大
八
島
国
乎
事
避
奉
之
時
、

　
出
雲
臣
等
我
遠
神
天
穂
比
命
乎
国
体
見
爾
、遣
時
爾
、天
能
八
重
雲
乎
押
別
氐
、

　
天
翔
国
翔
氐
、天
下
乎
見
廻
氐
、返
事
申
給
久
、豊
葦
原
乃
水
穂
国
波
、昼
波
如

　
五
月
蝿
水
沸
支
、夜
波
如
火
瓫
光
神
在
利
。石
根
・
木
立
・
青
水
沫
毛
事
問
天
、荒

　
国
在
利
。然
毛
鎮
平
天
、皇
御
孫
命
爾
安
国
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟
止
申
氐
、己

　
命
児
天
夷
鳥
命
爾
布
都
怒
志
命
乎
副
天
天
降
遣
天
、荒
布
留
神
等
乎
撥
平
気
、

　
国
作
之
大
神
乎
毛
媚
鎮
天
、大
八
島
国
現
事
顕
事
令
事
避
支
。乃
大
穴
持
命
乃
申

　
給
久
、皇
御
孫
命
乃
静
坐
牟
大
倭
国
申
天
、己
命
和
魂
乎
八
咫
鏡
爾
取
託
天
、倭

　
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
登
名
乎
称
天
、大
御
和
乃
神
奈
備
爾
坐
、己
命
乃
御
子
阿
遅

　
須
伎
高
孫
根
乃
命
乃
御
魂
乎
、葛
木
乃
鴨
能
神
奈
備
爾
坐
、事
代
主
命
能
御
魂

　
乎
宇
奈
提
爾
坐
、賀
夜
奈
流
美
命
能
御
魂
乎
飛
鳥
乃
神
奈
備
爾
坐
天
、皇
孫
命

　
能
近
守
神
登
貢
置
天
、八
百
丹
杵
築
宮
爾
静
坐
支
。是
爾
親
神
魯
伎
神
魯
美
乃
命

　
宣
久
、汝
天
穂
比
命
波
、天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石
爾
伊
波
比
奉
、

　
伊
賀
志
乃
御
世
爾
佐
伎
波
閉
奉
登
、仰
賜
志
次
乃
随
爾
、供
斎
　
　
　
　 

仕
奉
氐
、

　
朝
日
乃
豊
栄
登
爾
、神
乃
礼
自
利
臣
能
礼
自
登
、御
祷
乃
神
宝
献
良
久
登
奏
。

　
白
玉
能
大
御
白
髪
坐
、赤
玉
能
御
阿
加
良
毘
坐
、青
玉
能
水
江
玉
乃
行
相
爾
、明

　
御
神
登
大
八
島
国
所
知
食
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
、御
橫
刀
広
爾
誅
堅
米
、

　
白
御
馬
能
前
足
爪
後
足
爪
蹈
立
事
波
、大
宮
能
内
外
御
門
柱
乎
、上
津
石
根
爾
踏

　
堅
米
、下
津
石
根
爾
踏
凝
立
、振
立
流
耳
能
弥
高
爾
、天
下
乎
所
知
食
左
牟
事
志

　
太
米
、白
鵠
乃
生
御
調
能
玩
物
登
、倭
文
能
大
御
心
毛
多
親
爾
、彼
方
古
川
席
此

　
方
能
古
川
席
爾
生
立
若
水
沼
間
能
弥
若
叡
爾
御
若
叡
坐
、須
々
伎
振
遠
止
美
乃

　
水
乃
弥
乎
知
爾
御
表
知
坐
、麻
蘇
比
乃
大
御
鏡
乃
面
乎
意
志
波
留
志
天
見
行
事

元
慶
二
年（
八
七
八
）六
月
二
十
三
日

出
雲
・
隠
岐
な
ど
に
四
天
王
像
前
に
て
調
伏
の
法
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
令
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門
等
国
、調
習
人
兵
、修
繕
器
械
、戒
慎
斥
候
、

　
固
護
要
害
。災
消
異
伏
、理
帰
仏
神
。亦
須
境
内
群
神
班
幣
、於
四
天
王
像
僧
前
修

　
調
伏
法
。以
蓍
亀
告
可
有
辺
警
也
。」

　﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
三
﹈

延
長
五
年（
九
二
七
）十
二
月
二
十
六
日

『
延
喜
式
』成
立
。出
雲
国
造
の
神
賀
詞
奏
上
に
ま
つ
わ
る
神
宝
等
の
記
述
あ
り
。

  「
賜
出
雲
国
造
負
幸
物

　
金
装
橫
刀
一
口
・
絲
廿
絇
・
絹
十
疋
・
調
布
廿
端
・
鍬
廿
口
。

　
　
右
任
国
造
訖
、弁
一
人
・
史
一
人
、就
神
祇
官
庁
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
次
伯
已
下
祐
已
上
、以
次
就
座
。史
一
人
・
大
蔵
録
一
人
。入
自
南
門
就
座
。

　
　
史
唱
官
掌
仰
云
、喚
出
雲
国
司
并
国
造
。官
掌
率
国
司
国
造
就
版
位
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
史
亦
喚
神
部
。神
部
一
人
進
、　
　
　
就
大
刀
案
下
跪
之
。于
時

　
　
弁
宣
云
、出
雲
之
国
造
止
今
定
給 

 
姓
名
爾
賜
負
幸
之
物
  
宣
。国
造
称
唯
、

　
　
再
拝
両
段
。拍
手
両
段
、訖
進
大
刀
案
下
跪
之
。神
部
取
大
刀
授
之
。拍
手
賜
之
。

　
　
　
　
退
授
後
取
之
人
、即
就
版
位
。次
大
蔵
録
喚
国
造
。国
造
就
跪
禄
下
。後
取

　
　
一
人
進
、先
取
絲
給
国
造
。拍
手
一
度
。賜
而
授
於
後
取
。後
取
退
立
本
列
。絹
布

　
　
鍬
亦
如
之
。国
造
退
就
版
位
。更
取
大
刀
出
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
録
、次

　
　
本
官
、次
史
、次
弁
退
出
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
国
造
奏
神
寿
詞

　
能
己
登
久
、明
御
神
能
大
八
島
国
乎
、天
地
日
月
等
共
爾
、安
久
平
久
知
行
牟
事
能

　
志
太
米
止
、御
祷
神
宝
乎
擎
持
氐
。神
礼
自
利
臣
礼
自
登
、恐
弥
恐
弥
毛
。天
津

　
次
能
神
賀
吉
詞
白
賜
久
登
奏
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
八
﹈

長
徳
元
年（
九
九
五
）四
月
二
十
七
日

国
ご
と
に
六
観
音
像
お
よ
び
大
般
若
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
毎
国
図
写
供
養
陸
観
音
像
大
般
若
経
一
部
事

　
右
右
大
臣
宣
、奉
勅
、比
年
疫
病
延
蔓
、病
苦
弥
盛
、京
内
上
下
之
人
、多
帰
漳
浦
、

　
外
国
遠
近
之
民
、悉
泥
瘴
煙
、適
存
危
命
者
、頻
携
薬
石
而
忘
農
業
、纔
脱
病
悩
者
、

　
鎮
営
歛
葬
以
闕
貢
賦
、或
比
首
而
倶
臥
、誰
致
救
療
、或
挙
家
而
爰
亡
、誰
敢
収
蔵
、

　
況
枯
旱
渉
歳
、五
穀
不
登
、人
物
共
尽
、蓋
此
時
乎
、災
害
之
甚
、往
古
未
聞
。夫
観

　
音
能
救
危
難
、尤
可
依
怙
、般
若
亦
施
威
力
、必
攘
災
孽
。仍
普
仰
五
畿
七
道
諸
国
、

　
毎
国
図
写
供
養
、其
料
用
正
税
、若
無
正
税
用
不
動
穀
、且
申
開
用
、且
以
充
行
、

　
不
動
正
税
共
以
用
尽
、申
請
所
在
官
物
、将
以
裁
許
、近
国
六
七
月
中
図
写
供
養
、

　
遠
国
八
九
月
間
開
講
演
説
、供
養
之
後
、且
注
在
状
、早
以
言
上
、実
語
勿
疑
、信

　
力
無
違
、□
遺
民
庶
、長
期
艾
安
者
、諸
国
承
知
、依
宣
行
之
、符
到
奉
行
。

　
権
左
中
弁
源
朝
臣
　
右
大
史
坂
上
大
宿
祢

　
　
　
　
　
長
徳
元
年
四
月
廿
七
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

  「
廿
七
日
癸
卯
、定
、諸
国
并
宇
佐
宮
等
、各
書
写
大
般
若
経
、六
観
音
像
、可
攘
疾

　
疫
之
災
。」

  「
述
光
□昕
譲
」

  「
法
賢
蝎
談
」

  「
等
亦
造
」

  「
□助
為
内
□
□
」

  「
志
往
報
」

  「
雀
叶
李
玄
」

  「
夢
言
金
仏
」

  「
芸
身
貞
均
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

辛
亥
は
銅
鐘
の
様
式
か
ら
高
麗
・
顕
宗
二
年（
一
〇
一
一
）に
比
定
さ
れ
る
。

寛
仁
元
年（
一
〇
一
七
）十
月
二
日

大
神
宝
使
を
畿
内
七
道
諸
国
の
諸
社
等
に
発
遣
。山
陰
道
で
は
出
雲
熊
野
社
・
杵
築

社
に
紫
綾
蓋
・
平
文
野
剣
・
赤
漆
御
弓
・
箭
・
平
文
鉾
・
五
寸
鏡
な
ど
が
奉
ら
れ
る
。

  「（
前
略
）

　
山
陽
道
、

　（
中
略
）

　
已
上
卌
八
所
被
奉
紫
綾
蓋
一
蓋
、　
　
　  

平
文
野
剣
一
腰
、　
　
　
赤
漆
御
弓
一
張
、

　
箭
四
筋
、平
文
桙
一
本
、　
　
五
寸
鏡
一
面
、　
　
　
平
文
麻
桶
一
口
、平
文
線
柱

　
一
本
。

　（
後
略
）」

﹇
左
経
記
﹈

長
元
三
年（
一
〇
三
〇
）五
月
二
十
三
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
と
請
観
音
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
図
写
供
養
丈
六
観
世
音
菩
薩
像
壱
体
請
観
世
音
経
佰
巻
事

　
右
去
春
以
来
。疾
疫
滋
蔓
。病
死
儔
多
。仍
寄
託
内
外
。雖
致
祈
祷
。空
経
旬
月
。未

　
期
休
除
。夫
観
世
音
菩
薩
者
。衆
生
依
怙
。能
施
無
畏
。患
病
厄
者
。必
抜
苦
源
。遭

　
急
難
者
。乍
得
解
脱
。就
中
十
一
面
観
音
有
頂
上
仏
面
除
疫
病
之
願
。請
観
世
音

　
経
有
毘
舎
離
国
救
苦
厄
之
教
。旁
仰
弘
誓
。盍
無
冥
感
乎
。正
二
位
行
大
納
言
兼

　
民
部
卿
中
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
斎
信
宣
。奉
勅
。宜
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
。図
写

　
件
菩
薩
像
并
経
巻
。官
符
到
後
。択
定
吉
日
。官
長
専
当
。於
国
分
寺
請
当
寺
浄
行

　
僧
十
口
。開
講
供
養
矣
。即
一
七
日
間
。転
読
件
経
。但
請
用
之
僧
。有
不
如
法
之

　
輩
。尋
訪
他
寺
。備
彼
員
数
。祈
以
件
事
。必
期
霊
験
。又
転
読
之
間
。殊
致
潔
斎
。

　
断
絶
葷
腥
。禁
止
屠
割
。其
施
供
料
用
正
税
。若
無
正
税
。用
所
在
官
物
者
。諸
国

　
宜
承
知
依
宣
行
之
。符
到
奉
行
。

　
造
大
安
寺
長
官
正
四
位
下
右
大
弁
兼
内
蔵
頭
中
宮
亮
源
朝
臣

　
従
五
位
下
行
左
大
史
惟
宗
朝
臣

　
　
　
　
　
　
長
元
三
年
五
月
廿
三
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

延
久
元
年（
一
〇
六
九
）十
月
十
九
日

出
雲
国
解
に
よ
り
千
手
観
音
像
の
頭
中
に
仏
舎
利
・
香
薬
な
ど
を
奉
納
す
る
。

  「
十
九
日
壬
子
。依
出
雲
国
解
。□
□
□
□
本
令
奉
納
丈
六
千
手
観
音
御
頭
中
仏

　
舎
利
香
薬
等
。件
仏
并
寺
。」

﹇
扶
桑
略
記
　
第
二
十
九
﹈

﹇
日
本
紀
略
　
後
篇
十
﹈

寛
弘
元
年（
一
〇
〇
四
）閏
九
月
十
八
日

出
雲
か
ら
帰
還
し
た
為
綱
が
藤
原
道
長
に
手
箱
二
合
を
進
上
す
る
。

  「
為
綱
朝
臣
従
出
雲
還
、手
筥
二
合
進
。入
雑
物
等
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
六
年（
一
〇
〇
九
）九
月
二
日

進
内
侍
、出
雲
下
向
に
あ
た
り
中
宮
彰
子
か
ら
女
装
束
と
織
物
褂
を
贈
ら
れ
る
。

  「
二
日
、入
夜
進
内
侍
参
中
宮
。夫
忠
道
之
共
、雲
出
下
向
来
五
日
云
、為
申
此
由
也
。

　
女
装
束
加
織
褂
賜
之
云
々
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
八
年（
一
〇
一
一
）四
月
八
日

銅
鐘（
島
根
・
天
倫
寺
蔵
）

  「
高
麗
国
東
京
内
廻
真
寺
仏
弟
子
釈

　
□
奉
為

　
聖
寿
天
長
国
泰
人
安
普
勤
有
縁

　
者
三
千
余
人
入
香
徒
布
糧
添
敬
造

　
金
鐘
一
軀
　
辛
亥
四
月
八
日
　
記
」

  「
光
叶
助
保
」

  「
金
真
□印
𦫿
達
」

  「
玄
儒
大
内
」

  「
副
棟
梁
光
孝
」

寛
治
五
年（
一
〇
九
一
）四
月
十
七
日

佐
陀
社
竃
殿
の
焼
亡
に
よ
り
大
神
宝
殿
・
三
若
宮
神
殿
・
御
正
体
を
焼
失
す
る
。

  「
寛
治
五
年
四
月
十
七
日
、出
雲
国
佐
陀
社
竃
殿
焼
亡
。大
神
□宝
殿
、三
若
宮
神
殿

　
并
御
正
体
焼
失
。

　（
中
略
）

　
已
上
不
被
造
立
御
体
、専
為
如
在
之
礼
。

　（
中
略
）

　
　
　
　
文
永
六
年
十
一
月
十
日
　
正
四
位
上
行
神
祇
権
大
副
卜
部
宿
禰
兼
文
勘
申
」

﹇
続
左
丞
抄
　
第
一
﹈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弁
座
設
伯
座
上
。即
弁
入
自
西
就
座
。

史
座
設
前
敷
。其
史
入
自
東
就
座
。

録
座
設

前
敷
。

国
造
就
版
位
、

国
司
次
立
、

官
掌
立
西
。若
国

司
五
位
者
就
座
。

著
本
綿
鬘

并
手
繦
。

留幣

止久

拍
手

両
段
。

後
取
前
立
、国
造
後
立
。其
国
造
者
、

喚
名
及
給
禄
之
時
、毎
度
称
唯
。

赤
水
精
八
枚
。白
水
精
十

六
枚
。青
石
玉
卌
四
枚
。

長
二
尺
六

寸
五
分
。

径
七
寸

七
分
。

長
各
一
丈
四
尺
。広

二
尺
二
寸
。並
置
案
。

垂軒
。

舁
別
盛

十
籠
。

斎
内
不
決
重
刑
。若

當
校
班
田
者
亦
停
。

事
見

儀
式
。

三
時
大
殿
祭
料
卅
六

連
。臨
時
廿
四
連
。

出
雲
国
造
者
、穂

日
命
之
後
也
。

若
後
斎
時
者

加
後
字
。

若
後
斎
時
者

加
後
字
。
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天
武
十
四
年（
六
八
五
）三
月
二
十
七
日

諸
国
、家
ご
と
に
仏
舎
を
作
り
、仏
像
と
経
を
置
き
、礼
拝
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
申
、詔
、諸
国
毎
家
、作
仏
舎
、及
置
仏
像
及
経
、以
礼
拝
供
養
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
二
十
九
﹈

持
統
六
年（
六
九
二
）五
月

銅
造
観
音
菩
薩
立
像（
島
根
・
鰐
淵
寺
蔵
）

  「
壬
辰
年
五
月
出
雲
国
若
倭
部

　
臣
徳
太
理
為
父
母
作
奉
菩
薩
」

﹇
刻
銘
﹈

※

壬
辰
年
は
像
の
様
式
か
ら
こ
の
年
に
比
定
さ
れ
る
。

持
統
八
年（
六
九
四
）五
月
十
一
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
送
り
置
く
。

  「
癸
巳
、以
金
光
明
経
一
百
部
、送
置
諸
国
。必
取
毎
年
、正
月
上
玄
読
之
。其
布
施
、

　
以
当
国
官
物
充
之
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
三
十
﹈

大
宝
元
年（
七
〇
一
）六
月
八
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
、新
し
い
印
の
雛
形
を
頒
付
す
る
。

  「
己
酉
、勅
、凡
其
庶
務
。一
依
新
令
。又
国
宰
・
郡
司
、貯
置
大
税
、必
須
如
法
。如
有

　
闕
怠
、随
事
科
断
。是
日
、遣
使
七
道
、宣
告
依
新
令
為
政
、及
給
大
租
之
状
、并
頒

　
付
新
印
様
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
﹈

慶
雲
元
年（
七
〇
四
）四
月
九
日

鍛
冶
司
に
諸
国
の
印
を
鋳
造
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
夏
四
月
甲
子
、令
鍜
冶
司
鋳
諸
国
印
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）三
月
二
十
三
日

出
雲
国
な
ど
に
駅
鈴
を
支
給
す
る
。

  「
乙
亥
、按
察
使
向
京
、及
巡
行
属
国
之
日
、乗
伝
給
食
。因
給
常
陸
国
十
剋
、遠
江

　
国
七
剋
、伊
豆
・
出
雲
二
国
鈴
各
一
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
八
﹈

養
老
四
年（
七
二
〇
）五
月
二
十
一
日

『
日
本
書
紀
』成
立
。こ
の
な
か
に
出
雲
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
認
め
ら
れ
る
。

崇
神
六
十
年
七
月
十
四
日
　
出
雲
飯
入
根
が
出
雲
大
神
宮
の
神
宝
を
献
上
す
る
。

  「
六
十
年
秋
七
月
丙
申
朔
己
酉
、詔
群
臣
曰
、武
日
照
命
　
　
　
　
　
従
天
将
来
神

　
宝
、蔵
于
出
雲
大
神
宮
。是
欲
見
焉
。則
遣
矢
田
部
造
遠
祖
武
諸
隅  

　
　
　
　 

而

　
使
献
。当
是
時
、出
雲
臣
之
遠
祖
出
雲
振
根
主
于
神
宝
。是
往
筑
紫
国
而
不
遇
矣
。

　
其
弟
飯
入
根
、則
被
皇
命
、以
神
宝
、付
弟
甘
美
韓
日
狭
与
子
鸕
濡
渟
而
貢
上
。既

　
而
出
雲
振
根
、従
筑
紫
還
来
之
、聞
神
宝
献
于
朝
廷
、責
其
弟
飯
入
根
曰
、数
日
当

　
待
。何
恐
之
乎
、輙
許
神
宝
。是
以
、既
経
年
月
、猶
懐
恨
忿
、有
殺
弟
之
志
、仍
欺

　
弟
曰
、頃
者
、於
止
屋
淵
多
生
菨
。願
共
行
欲
見
。則
随
兄
而
往
之
。先
是
、兄
窃
作

　
木
刀
、形
似
真
刀
。当
時
自
佩
之
、弟
佩
真
刀
。共
到
淵
頭
、兄
謂
弟
曰
、淵
水
清
冷
。

　
願
欲
共
游
沐
。弟
従
兄
言
、各
解
佩
刀
、置
淵
辺
、沐
於
水
中
。乃
兄
先
上
陸
、取
弟

　
真
刀
自
佩
。後
弟
驚
而
取
兄
木
刀
、共
相
撃
矣
。弟
不
得
抜
木
刀
。兄
撃
弟
飯
入
根

　
而
殺
之
。故
時
人
歌
之
曰
、椰
句
毛
多
菟
、伊
頭
毛
多
鶏
流
餓
、波
鶏
流
多
知
、菟

　
頭
邏
佐
波
磨
枳
、佐
微
那
辞
珥
、阿
波
礼
。於
是
、甘
美
韓
日
狭
・
鸕
濡
渟
、参
向
朝

　
廷
、曲
奏
其
状
。則
遣
吉
備
津
彦
与
武
渟
河
別
、以
誅
出
雲
振
根
。故
出
雲
臣
等
、

　
畏
是
事
、不
祭
大
神
而
有
間
。時
丹
波
氷
上
人
、名
氷
香
戸
辺
、啓
于
皇
太
子
活
目

　
尊
曰
、己
子
有
小
児
、而
自
然
言
之
、玉
菨
鎮
石
。出
雲
人
祭
、真
種
之
甘
美
鏡
。押

　
羽
振
、甘
美
御
神
、底
宝
御
宝
主
。山
河
之
水
泳
御
魂
。静
挂
甘
美
御
神
、底
宝
御

　
宝
主
也
。  

　
　
是
非
似
小
児
之
言
。若
有
託
言
乎
。於
是
、皇
太
子
奏
于
天
皇
。則

　
勅
之
使
祭
。」

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
五
﹈

垂
仁
二
十
六
年
八
月
三
日
　
出
雲
国
の
神
宝
を
物
部
十
千
根
大
連
に
検
校
さ
せ
る
。

  「
廿
六
年
秋
八
月
戊
寅
朔
庚
辰
、天
皇
勅
物
部
十
千
根
大
連
曰
、屢
遣
使
者
於
出
雲

　
国
、雖
検
校
其
国
之
神
宝
、無
分
明
申
言
者
。汝
親
行
于
出
雲
、宜
検
校
定
。則
十

　
千
根
大
連
校
定
神
宝
、而
分
明
奏
言
之
。仍
令
掌
神
宝
也
。」﹇

日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

垂
仁
三
十
二
年
七
月
六
日
　
野
見
宿
禰
、出
雲
国
の
土
部
百
人
に
人
・
馬
・
種
々
の
物

を
埴
で
造
作
さ
せ
る
。

  「
卅
二
年
秋
七
月
甲
戌
朔
己
卯
、皇
后
日
葉
酢
媛
命
　
　
　
　
薨
。臨
葬
有
日
焉
、

　
天
皇
詔
群
卿
曰
、従
死
之
道
、前
知
不
可
。今
此
行
之
葬
、奈
之
為
何
。於
是
、野
見

　
宿
禰
進
曰
、夫
君
王
陵
墓
、埋
立
生
人
、是
不
良
也
、豈
得
伝
後
葉
乎
。願
今
将
議

　
便
事
而
奏
之
。則
遣
使
者
、喚
上
出
雲
国
之
土
部
壱
百
人
、自
領
土
部
等
、取
埴
以

　
造
作
人
・
馬
及
種
々
物
形
、献
于
天
皇
曰
、自
今
以
後
、以
是
土
物
更
易
生
人
、樹
於

　
陵
墓
、為
後
葉
之
法
則
。天
皇
、於
是
、大
喜
之
、詔
野
見
宿
禰
曰
、汝
之
便
議
、寔

　
洽
朕
心
。則
其
土
物
、始
立
于
日
葉
酢
媛
命
之
墓
。仍
号
是
土
物
謂
埴
輪
。亦
名
立

　
物
也
。仍
下
令
曰
、自
今
以
後
、陵
墓
必
樹
是
土
物
、無
傷
人
焉
。天
皇
厚
賞
野
見

　
宿
禰
之
功
、亦
賜
鍛
地
。即
任
土
部
職
。因
改
本
姓
謂
土
部
臣
。是
土
部
連
等
、主

　
天
皇
喪
葬
之
縁
也
。所
謂
野
見
宿
禰
、是
土
部
連
等
之
始
祖
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
国
郷
中
。郡
家
東
南
廿
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
三
層
之
塔
也
。

　
山
国
郷
人
、日
置
部
根
緒
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
意
宇
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
沼
田
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
西
六
里
一
百
六
十
歩
。大
領

　
出
雲
臣
大
田
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
楯
縫
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。有
河
内
郷
中
。建
立
厳
堂
也
。郡
家
正
南
三
里
一
百
歩
。旧
大
領
日

　
置
部
臣
布
祢
之
所
造
。 

　
　
　
　
」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
出
雲
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。朝
山
郷
中
。郡
家
正
東
二
里
六
十
歩
。建
立
厳
堂
也
。神
門
臣
等
之

　
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。有
古
志
郷
中
。郡
家
東
南
一
里
。刑
部
臣
等
之
所
造
也
。  

　   

」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
神
門
郡
﹈

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
正
南
一
里
。建
立
厳
堂
也
。　
　 

大
領
勝
部
君

　
虫
麿
之
所
造
也
。」

  「
新
造
院
一
所
。在
屋
裏
郷
中
。郡
家
正
北
一
十
一
里
一
百
廿
歩
。建
立
層
塔
也
。

　
前
少
領
田
部
臣
押
島
之
所
造
。   

　
　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。在
斐
伊
郷
中
。郡
家
東
北
一
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

斐
伊
郷
人
、樋

　
印
支
知
麿
之
所
造
也
。」

﹇
出
雲
国
風
土
記
　
大
原
郡
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）三
月
三
日

国
ご
と
に
釈
迦
三
尊
像
の
造
立
と
大
般
若
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
三
月
丁
丑
、詔
曰
、毎
国
、令
造
釈
迦
仏
像
一
体
、挟
侍
菩
薩
二
軀
。兼
写
大
般
若
経

　
一
部
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
二
﹈

天
平
九
年（
七
三
七
）十
二
月
八
日

出
雲
守
石
川
年
足
、薬
師
如
来
・
観
音
菩
薩
・
日
光
菩
薩
・
月
光
菩
薩
像
を
造
り
、灌

頂
随
願
往
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
九
年
歳
次
丁
丑
十
二
月
庚
子
朔
八
日
丁
未
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。盖
聞
。無
色

　
無
声
方
広
之
功
自
遠
。常
有
常
浄
円
朗
之
照
不
窮
。崇
慧
業
以
致
真
如
、積
芳
因

　
而
成
聖
果
。引
四
海
於
法
鏡
、則
慾
海
澄
氛
、導
六
識
於
禅
門
、則
邪
雲
巻
翳
、巍

　
巍
妙
力
至
矣
。難
思
年
足
、罪
釁
所
鍾
、頻
遭
凶
逝
。傷
神
之
恨
、未
弭
於
前
、喪
明

　
之
哀
、相
継
於
後
。恋
恋
心
緒
。不
能
自
割
。唯
憑
法
祐
、少
慰
悲
嘆
。爰
為
二
郎
、

　
敬
造
自
願
薬
師
如
来
・
侠
侍
観
世
音
菩
薩
、追
福
日
光
遍
照
・
月
光
遍
照
菩
薩
等

　
像
一
鋪
。并
写
随
願
往
生
経
一
巻
。衆
彩
起
絢
、月
相
含
暉
、竜
宮
秘
文
、貫
珠
流
影
。

　
以
茲
功
徳
、資
益
亡
霊
。伏
願
、金
花
承
歩
、高
昇
五
浄
之
天
、玉
葉
籍
儀
、遠
契
三

　
明
之
果
、傍
該
動
植
、普
洎
塵
労
、並
出
盖
纏
、倶
登
彼
岸
。」

﹇
灌
頂
随
願
往
生
経（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）六
月
二
十
九
日

出
雲
守
石
川
年
足
、弥
勒
菩
薩
像
を
造
り
、弥
勒
上
生
経
を
書
写
す
る
。

  「
維
天
平
十
年
歳
次
戊
寅
六
月
戊
戌
朔
廿
九
日
丙
寅
、出
雲
国
守
従
五
位
下
勲
十

﹇
日
本
書
紀
　
巻
第
六
﹈

神
亀
三
年（
七
二
六
）二
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
広
島
、剣
・
鏡
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
辛
亥
、出
雲
国
造
従
六
位
上
出
雲
臣
広
島
斎
事
畢
、献
神　
剣
鏡
并
白
馬
・
鵠
等
。

　
広
島
并
祝
二
人
並
進
位
二
階
。賜
広
島
絁
廿
疋
、綿
五
十
屯
、布
六
十
端
、自
余
祝

　
部
一
百
九
十
四
人
禄
各
有
差
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
九
﹈

神
亀
五
年（
七
二
八
）十
二
月
二
十
八
日

諸
国
に
金
光
明
経
を
頒
下
す
る
。

  「
十
二
月
己
丑
、金
光
明
経
六
十
四
帙
六
百
卌
巻
頒
於
諸
国
。国
別
十
巻
。先
是
、諸

　
国
所
有
金
光
明
経
、或
国
八
巻
、或
国
四
巻
。至
是
、写
備
頒
下
。随
経
到
日
、即
令

　
転
読
。為
令
国
家
平
安
也
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
﹈

天
平
五
年（
七
三
三
）二
月
三
十
日

『
出
雲
国
風
土
記
』成
立
。こ
の
と
き
出
雲
国
に
教
昊
寺
と
十
か
所
の
新
造
院
あ
り
。

  「
教
昊
寺
。有
山
国
郷
中
。郡
家
正
東
廿
五
里
一
百
廿
歩
。建
立
五
層
之
塔
也
。　
　  

　
教
昊
僧
之
所
造
也
。  

　
　 

　
　
　
　
」

  「
新
造
院
一
所
。山
代
郷
中
。郡
家
西
北
四
里
二
百
歩
。建
立
厳
堂
也
。　
　
日
置
君

　
目
烈
之
所
造
。 

　
　
　
　
　   

」

  「
新
造
院
一
所
。有
山
代
郷
中
。郡
家
西
北
二
里
。建
立
厳
堂
。　
　 

飯
石
郡
少
領
出

　
雲
臣
弟
山
之
所
造
也
。」

　
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
十
方
諸
仏
、蓋
聞
、法
門
興
聖
、表
無
量
以
凝
尊
、

　
真
相
開
霊
、随
縁
然
而
応
物
。故
得
五
根
宣
化
。遥
変
響
於
和
音
。十
念
成
功
、遠

　
登
神
於
補
処
。年
足
、慈
顔
永
隔
、空
懐
罔
極
之
哀
。諱
日
俄
臨
、方
積
終
身
之
感
、

　
庶
憑
功
於
妙
力
、希
樹
果
於
良
因
、謹
以
茲
辰
、敬
造
弥
勒
菩
薩
像
一
鋪
、写
弥
勒

　
経
十
部
。蓮
台
宝
相
、含
璧
月
而
披
光
、貝
篆
霊
文
、貫
殊
星
而
流
影
。伏
願
、契
道

　
能
仁
、昇
遊
正
覚
。菩
提
枝
下
、聞
妙
法
之
円
音
、兜
率
天
中
、得
上
真
之
勝
業
。通

　
該
有
頂
、普
被
無
辺
、並
泛
慈
航
、同
離
愛
網
」

﹇
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経（
京
都
・
高
山
寺
蔵
）奥
書
﹈

天
平
十
年（
七
三
八
）八
月
二
十
六
日

諸
国
に
国
郡
図
を
造
ら
せ
る
。

  「
辛
卯
、令
天
下
諸
国
造
国
郡
図
進
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
一
年（
七
三
九
）七
月
十
日

出
雲
守
石
川
年
足
、大
般
若
経
を
書
写
し
浄
土
寺
に
置
く
。

  「
維
天
平
十
一
年
歳
次
己
卯
七
月
辛
卯
朔
十
日
庚
子
、仏
弟
子
出
雲
国
守
従
五
位

　
下
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
年
足
、稽
首
和
南
一
切
諸
仏
・
諸
大
菩
薩
并
賢
聖
等
。託

　
想
玄
津
、庶
福
於
安
楽
、帰
心
実
際
、冀
果
於
菩
提
。敬
写
大
般
若
経
一
部
、置
浄

　
土
寺
、永
為
寺
宝
、以
此
功
徳
、慶
善
日
新
、命
緒
将
劫
石
倶
延
、寿
算
与
恒
沙
共

　
遠
。又
願
、内
外
眷
属
、七
代
父
母
、无
辺
无
境
有
形
含
識
、並
乗
般
若
之
舟
、咸
登

　
正
覚
之
路
。」

﹇
石
川
年
足
私
願
書
写
大
般
若
経（
個
人
蔵
）願
文
﹈

　
飾
天
下
神
宮
。去
歳
、普
令
天
下
造
釈
迦
牟
尼
仏
尊
像
、高
一
丈
六
尺
者
、各
一
鋪
、

　
并
写
大
般
若
経
各
一
部
。自
今
春
已
来
、至
于
秋
稼
、風
雨
順
序
、五
穀
豊
穣
。此

　
乃
、徴
誠
啓
願
、霊
貺
如
荅
。載
惶
載
懼
、無
以
自
寧
。案
経
云
、若
有
国
土
講
宣
読

　
誦
、恭
敬
供
養
、流
通
此
経
王
者
、我
等
四
王
、常
来
擁
護
。一
切
災
障
、皆
使
消
殄
。

　
憂
愁
疾
疫
、亦
令
除
差
。所
願
遂
心
、恒
生
歓
喜
者
、宜
令
天
下
諸
国
各
令
敬
造
七

　
重
塔
一
区
、并
写
金
光
明
最
勝
王
経
・
妙
法
蓮
華
経
一
部
。朕
、又
別
擬
、写
金
字
金

　
光
明
最
勝
王
経
、毎
塔
各
令
置
一
部
。所
冀
、聖
法
之
盛
、与
天
地
而
永
流
、擁
護
之

　
恩
、被
幽
明
而
恒
満
。其
造
塔
之
寺
、兼
為
国
華
。必
択
好
処
、実
可
長
久
。近
人
則

　
不
欲
薫
臭
所
及
。遠
人
則
不
欲
労
衆
帰
集
。国
司
等
、各
宜
務
存
厳
飾
、兼
尽
潔
清
。

　
近
感
諸
天
、庶
幾
臨
護
。布
告
遐
邇
、令
知
朕
意
。又
毎
国
僧
寺
、施
封
五
十
戸
、水

　
田
一
十
町
。尼
寺
水
田
十
町
。僧
寺
必
令
有
廿
僧
。其
寺
名
、為
金
光
明
四
天
王
護

　
国
之
寺
。尼
寺
一
十
尼
。其
名
為
法
華
滅
罪
之
寺
。両
寺
相
去
、宜
受
教
戒
。若
有

　
闕
者
、即
須
補
満
。其
僧
尼
、毎
月
八
日
、必
応
転
読
最
勝
王
経
。毎
至
月
半
、誦
戒

　
羯
磨
。毎
月
六
斎
日
、公
私
不
得
漁
猟
殺
生
。国
司
等
宜
恒
加
検
校
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
五
年（
七
四
三
）十
月
十
五
日

盧
舎
那
仏
金
銅
像
の
造
立
を
発
願
す
る
。

  「
冬
十
月
辛
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、恭
承
大
位
、志
存
兼
済
、勤
撫
人
物
。雖
率
土
之

　
浜
、已
霑
仁
恕
、而
普
天
之
下
、未
洽
報
恩
。誠
欲
頼
三
宝
之
威
霊
、乾
坤
相
泰
、修

　
万
代
之
福
業
、動
植
咸
栄
。粤
以
天
平
十
五
年
歳
次
癸
未
十
月
十
五
日
、発
菩
薩

　
大
願
、奉
造
盧
舍
那
仏
金
銅
像
一
軀
。尽
国
銅
而
鎔
象
、削
大
山
以
構
堂
、広
及
法

　
界
、為
朕
智
識
。遂
使
同
蒙
利
益
共
致
菩
提
。夫
有
天
下
之
富
者
朕
也
。有
天
下
之

　
勢
者
朕
也
。以
此
富
勢
造
此
尊
像
。事
也
易
成
、心
也
難
至
。但
恐
徒
有
労
人
、無

　
能
感
聖
。或
生
誹
謗
、反
墮
罪
辜
。是
故
、預
智
識
者
、懇
発
至
誠
、各
招
介
福
、宜

　
日
毎
三
拝
盧
舍
那
仏
。自
当
存
念
各
造
盧
舍
那
仏
也
。如
更
有
人
、情
願
持
一
枝

　
草
一
把
土
助
造
像
者
、恣
聴
之
。国
郡
等
司
、莫
因
此
事
、侵
擾
百
姓
強
令
収
斂
。

　
布
告
遐
邇
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
六
年（
七
四
四
）十
二
月
四
日

天
下
諸
国
に
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
壬
辰
、令
天
下
諸
国
薬
師
悔
過
七
日
。」

 ﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
五
﹈

天
平
十
七
年（
七
四
五
）九
月
二
十
日

諸
国
に
大
般
若
経
の
書
写
、薬
師
仏
像
の
造
立
、経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
令
京
師
及
諸
国
写
大
般
若
経
合
一
百
部
、又
造
薬
師
仏
像
七
軀
、高
六
尺
三
寸
、

　
并
写
経
七
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
六
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
一
月
七
日

諸
国
の
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
進
め
る
た
め
石
川
年
足
ら
を
各
道
に
発
遣

す
る
。

  「
己
卯
、詔
曰
、朕
、以
去
天
平
十
三
年
二
月
十
四
日
、至
心
発
願
、欲
使
国
家
永
固
、

　
聖
法
恒
修
、遍
詔
天
下
諸
国
、々
別
令
造
金
光
明
寺
・
法
華
寺
。其
金
光
明
寺
各
造

　
七
重
塔
一
区
、并
写
金
字
金
光
明
経
一
部
、安
置
塔
裏
。而
諸
国
司
等
怠
緩
不
行
。

　
或
処
寺
不
便
、或
猶
未
開
基
。以
為
、天
地
災
異
、一
二
顕
来
、蓋
由
茲
乎
。朕
之
股

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）六
月
十
九
日

諸
国
に
法
華
経
の
書
写
と
七
重
塔
の
建
立
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、令
天
下
諸
国
、毎
国
写
法
華
経
十
部
、并
建
七
重
塔
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
二
年（
七
四
〇
）九
月
十
五
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
の
造
立
と
観
音
経
の
書
写
を
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
四
畿
内
七
道
諸
国
曰
、此
来
、縁
筑
紫
境
有
不
軌
之
臣
、命
軍
討
伐
。願

　
依
聖
祐
、欲
安
百
姓
。故
今
国
別
造
観
世
音
菩
薩
像
一
軀
、高
七
尺
、并
写
観
世
音

　
経
一
十
巻
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
三
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）一
月
十
五
日

藤
原
不
比
等
の
遺
族
が
返
上
し
た
食
封
五
千
戸
の
う
ち
、三
千
戸
を
諸
国
の
国
分

寺
に
施
入
し
て
丈
六
仏
造
立
の
費
用
に
あ
て
る
。

  「
丁
酉
、故
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
家
返
上
食
封
五
千
戸
。二
千
戸
、依
旧
返
賜
其
家
。

　
三
千
戸
、施
入
諸
国
国
分
寺
。以
充
造
丈
六
仏
像
之
料
。」﹇

続
日
本
紀
　
巻
第
十
四
﹈

天
平
十
三
年（
七
四
一
）三
月
二
十
四
日

諸
国
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
造
営
を
命
じ
る
。

  「
乙
巳
、詔
曰
、朕
以
薄
徳
、忝
承
重
任
。未
弘
政
化
、寤
寐
多
慚
。古
之
明
主
、皆
能

　
光
業
。国
泰
人
楽
、災
除
福
至
。修
何
政
化
、能
臻
此
道
。頃
者
、年
穀
不
豊
、疫
癘

　
頻
至
。慙
懼
交
集
、唯
労
罪
己
。是
以
、広
為
蒼
生
、遍
求
景
福
。故
前
年
、馳
驛
増

　
肱
、豈
合
如
此
。是
以
、差
従
四
位
下
石
川
朝
臣
年
足
、従
五
位
下
阿
倍
朝
臣
小
嶋
、

　
布
勢
朝
臣
宅
主
等
、分
道
発
遣
、検
定
寺
地
、并
察
作
状
。国
司
宜
与
使
及
国
師
簡

　
定
勝
地
、勤
加
営
繕
。又
任
郡
司
勇
幹
堪
済
諸
事
、専
令
主
当
。限
来
三
年
以
前
、

　
造
塔
・
金
堂
・
僧
坊
、悉
皆
令
了
。若
能
契
勅
、如
理
修
造
之
、子
孫
無
絶
、任
郡
領

　
司
。其
僧
寺
・
尼
寺
水
田
者
、除
前
入
数
已
外
。更
加
田
地
、僧
寺
九
十
町
、尼
寺
四

　
十
町
。便
仰
所
司
墾
開
応
施
。普
告
国
郡
、知
朕
意
焉
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）十
二
月
十
四
日

諸
国
に
塔
の
建
立
を
願
う
者
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
認
め
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
、天
下
諸
国
。或
有
百
姓
情
願
造
塔
者
、悉
聴
之
。其
造
地
者
、必
立
伽
藍
院
内
。

　
不
得
濫
作
山
野
路
辺
。若
備
儲
畢
、先
申
其
状
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
平
十
九
年（
七
四
七
）〜
天
平
勝
宝
三
年（
七
五
一
）頃

出
雲
国
大
原
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
が
大
仏
造
立
に
関
与
す
る
。

  「
□
□
勝
出
雲
国
大
□
□
□
□
□
」

  「
大
原
郡
佐
世
郷
郡
司
勝
部
□
智
麻
呂
□
□
□
□
□
□
□
」」

﹇
木
簡（
奈
良
・
東
大
寺
大
仏
殿
廻
廊
西
地
区
出
土
）﹈

天
平
勝
宝
元
年（
七
四
九
）一
月
一
日

天
下
諸
寺
に
悔
過
を
さ
せ
、金
光
明
経
の
転
読
を
さ
せ
る
。

  「
始
従
元
日
、七
七
之
内
、令
天
下
諸
寺
悔
過
、転
読
金
光
明
経
。又
禁
断
天
下
殺
生
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
七
﹈

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
一
﹈

天
平
宝
字
三
年（
七
五
九
）十
一
月
九
日

諸
国
に
国
分
二
寺
図
を
頒
下
す
る
。

  「
頒
下
国
分
二
寺
図
於
天
下
諸
国
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
二
﹈

天
平
宝
字
四
年（
七
六
〇
）七
月
二
十
六
日

光
明
皇
后
の
七
七
斎
に
あ
た
り
、国
ご
と
に
阿
弥
陀
浄
土
画
像
を
造
ら
せ
る
。

  「
癸
丑
、設
皇
太
后
七
々
斎
於
東
大
寺
并
京
師
諸
小
寺
。其
天
下
諸
国
、毎
国
奉
造

　
阿
弥
陀
浄
土
画
像
。仍
計
国
内
見
僧
尼
、写
称
讃
浄
土
教
、各
於
国
分
金
光
明
寺

　
礼
拝
供
養
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

天
平
宝
字
五
年（
七
六
一
）六
月
七
日

光
明
皇
后
周
忌
の
た
め
、諸
国
の
国
分
尼
寺
で
阿
弥
陀
三
尊
像
を
造
立
す
る
。

  「
六
月
庚
申
、設
皇
太
后
周
忌
斎
於
阿
弥
陀
浄
土
院
。其
院
者
在
法
華
寺
内
西
南
隅
。

　
為
設
忌
斎
所
造
也
。其
天
下
諸
国
、各
於
国
分
尼
寺
、奉
造
阿
弥
陀
丈
六
像
一
軀
、

　
挟
侍
菩
薩
像
二
軀
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
三
﹈

神
護
景
雲
元
年（
七
六
七
）一
月
八
日

諸
国
の
国
分
寺
に
お
い
て
吉
祥
天
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
神
護
景
雲
元
年
春
正
月
己
未
、勅
、畿
内
七
道
諸
国
、一
七
日
間
、各
於
国
分
金
光

　
明
寺
、行
吉
祥
天
悔
過
之
法
。因
此
功
徳
、天
下
太
平
、風
雨
順
時
、五
穀
成
熟
、兆

　
民
快
楽
、十
方
有
情
、同
霑
此
福
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
二
十
八
﹈

神
護
景
雲
二
年（
七
六
八
）一
月
二
十
四
日

吉
祥
天
像
を
画
き
、出
雲
国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
三
十
二
﹈

宝
亀
二
年（
七
七
一
）一
月
十
三
日

諸
国
に
お
け
る
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
る
。

  「
辛
未
、停
天
下
諸
国
吉
祥
悔
過
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
一
﹈

宝
亀
三
年（
七
七
二
）十
一
月
十
日

諸
国
の
国
分
寺
で
毎
年
正
月
、吉
祥
天
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、詔
曰
、頃
者
、風
雨
不
調
、頻
年
飢
荒
。欲
救
此
禍
、唯
憑
冥
助
。宜
於
天
下

　
諸
国
々
分
寺
、毎
年
正
月
一
七
日
之
間
、行
吉
祥
悔
過
、以
為
恒
例
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
二
﹈

宝
亀
十
年（
七
七
九
）三
月

出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
し
た
銅
像
・
香
炉
・
諸
器
を
献
上
す
る
。

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
三
日

七
道
諸
国
に
使
者
を
遣
わ
し
て
国
分
寺
丈
六
仏
像
の
造
立
を
催
検
さ
せ
る
。

  「
六
月
乙
酉
、勅
、遣
使
於
七
道
諸
国
、催
検
所
造
国
分
丈
六
仏
像
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）六
月
十
日

諸
国
に
使
工
を
遣
わ
し
て
仏
像
の
造
立
を
検
催
さ
せ
る
。

  「
壬
辰
、詔
曰
、頃
者
、分
遣
使
工
、検
催
諸
国
仏
像
。宜
来
年
忌
日
必
令
造
了
。其
仏

　
殿
兼
使
造
備
。如
有
仏
像
并
殿
已
造
畢
者
、亦
造
塔
令
会
忌
日
。夫
仏
法
者
、以
慈

　
為
先
。不
須
因
此
辛
苦
百
姓
。国
司
并
使
工
等
、若
有
称
朕
意
者
、特
加
褒
賞
。」

　﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
勝
宝
八
年（
七
五
六
）十
二
月
二
十
日

聖
武
天
皇
の
一
周
忌
の
御
斎
会
の
装
飾
と
し
て
、出
雲
・
石
見
な
ど
二
十
六
国
に
灌

頂
幡
・
道
場
幡
・
緋
綱
を
頒
下
す
る
。

  「
己
亥
、越
後
・
丹
波
・
丹
後
・
但
馬
・
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・

　
備
後
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
・
紀
伊
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・

　
豊
前
・
豊
後
・
日
向
等
二
十
六
国
、々
別
頒
下
灌
頂
幡
一
具
、道
場
幡
卌
九
首
、緋
綱

　
二
条
、以
充
周
忌
御
斎
荘
飾
。用
了
、収
置
金
光
明
寺
、永
為
寺
物
、随
事
出
用
之
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
十
九
﹈

天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）九
月
二
十
八
日

出
雲
・
石
見
な
ど
六
国
に
飛
駅
鈴
を
頒
布
す
る
。

  「
丁
酉
、始
頒
越
前
・
越
中
・
佐
渡
・
出
雲
・
石
見
・
伊
予
等
六
国
飛
駅
鈴
。国
一
口
。」

  「
雲
州
献
異
像
。」

  「
雲
州
海
浜
銅
像
浮
浪
来
。并
香
炉
諸
器
。刺
史
取
献
。書
曰
異
像
。」

﹇
元
享
釈
書
　
巻
第
二
十
三
﹈

宝
亀
十
一
年（
七
八
〇
）三
月
三
日

金
銅
鋳
像
・
白
銅
香
炉
・
種
々
の
器
物
が
出
雲
国
の
海
浜
に
漂
着
す
る
。

  「
戊
辰
、出
雲
国
言
、金
銅
鋳
像
一
龕
、白
銅
香
炉
一
口
、并
種
々
器
物
、漂
着
海
浜
。」

﹇
続
日
本
紀
　
巻
第
三
十
六
﹈

延
暦
二
十
四
年（
八
〇
五
）二
月
十
九
日

諸
国
の
国
分
寺
に
薬
師
悔
過
を
行
う
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
未
、令
諸
国
々
分
寺
、行
薬
師
悔
過
、以
聖
躬
未
平
也
。」﹇

日
本
後
紀
　
巻
第
十
二
﹈

大
同
四
年（
八
〇
九
）一
月
十
八
日

諸
国
に
大
般
若
経
を
書
写
し
、国
分
寺
に
安
置
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、令
天
下
諸
国
、為
名
神
写
大
般
若
経
一
部
、奉
読
供
養
、安
置
国
分
寺
。若

　
无
国
分
寺
者
、於
定
額
寺
。」

 ﹇
日
本
後
紀
　
巻
第
十
七
﹈

天
長
五
年（
八
二
八
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
毎
年
七
月
八
日
、文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
修
文
殊
会
事

  「
勅
曰
、如
聞
、諸
国
疫
癘
、夭
亡
者
衆
、自
非
修
善
、何
以
攘
災
。宜
令
諸
国
、各
請

　
練
行
僧
、大
国
廿
人
、上
国
十
七
人
、中
国
十
四
人
、下
国
十
人
、三
ヶ
日
内
、昼
転

　
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。其
布
施
者
、三
宝
穀
十
斛
、僧
三
斛
、以
正
税
充

　
行
、俾
致
精
進
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
一
﹈

承
和
元
年（
八
三
四
）四
月
六
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
丙
戌
、勅
、防
災
未
萠
、兼
致
豊
稔
、修
善
之
力
、職
此
之
由
。宜
令
畿
内
七
道
諸
国
、

　
択
国
内
行
者
、於
国
分
僧
寺
、三
ヶ
日
内
。昼
則
転
金
剛
般
若
経
、夜
則
修
薬
師
悔

　
過
、迄
于
事
畢
、禁
断
殺
生
。又
如
有
疫
癘
処
、各
於
国
界
攘
祭
。務
存
精
誠
、必
期

　
霊
感
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
三
﹈

承
和
二
年（
八
三
五
）四
月
五
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
卯
、勅
、令
天
下
諸
国
修
文
殊
会
。其
会
料
者
、毎
年
割
取
救
急
稲
利
三
分
之
一

　
充
用
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
四
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）二
月
二
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
十
一
面
観
音
法
を
薫
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
乙
未
、勅
曰
、令
人
主
安
穏
、黎
庶
和
楽
、不
如
十
一
面
大
悲
者
秘
密
神
咒
之
力
。宜

　
普
告
五
畿
内
七
道
諸
国
、請
浄
行
僧
七
口
於
国
分
寺
、一
七
日
夜
薫
修
十
一
面
之

　
法
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
四
年（
八
三
七
）六
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命

じ
る
。

  「
壬
子
、勅
、如
聞
、疫
癘
間
発
、疾
苦
者
衆
、夫
銷
殃
未
然
、不
如
般
若
之
力
。宜
令

　
五
畿
內
七
道
諸
国
內
行
者
、廿
口
已
下
十
口
已
上
、於
国
分
僧
寺
、始
自
七
月
八

　
日
、三
箇
日
、昼
読
金
剛
般
若
、夜
修
薬
師
悔
過
、迄
于
事
竟
、禁
断
殺
生
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
六
﹈

承
和
五
年（
八
三
八
）九
月
十
九
日

天
下
の
定
額
寺
の
堂
舎
・
仏
像
・
経
論
お
よ
び
神
祇
諸
社
の
修
理
を
命
じ
る
。

  「
甲
戌
、勅
、令
修
理
天
下
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像
経
論
及
神
祇
諸
社
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
七
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）八
月
一
日

諸
国
に
文
殊
会
を
修
す
る
よ
う
重
ね
て
命
じ
る
。

  「
是
日
、勅
曰
、文
殊
会
事
、起
自
天
長
之
年
。而
今
聞
、諸
国
或
乖
官
符
旨
、不
有
遵

　
行
。宜
重
下
知
令
以
修
之
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

　
右
得
僧
綱
牒
偁
、贈
僧
正
伝
燈
大
法
師
位
勤
操
、元
興
寺
伝
燈
大
法
師
位
泰
善
等
、

　
畿
内
郡
邑
広
設
件
会
、弁
備
飯
食
等
、施
給
貧
者
。此
則
所
依
文
殊
般
涅
槃
経
云
、

　
若
有
衆
生
聞
文
殊
師
利
名
、除
却
十
二
億
刧
生
死
之
罪
。若
礼
拝
供
養
者
、生
々

　
之
処
、恒
生
諸
仏
家
、為
文
殊
師
利
威
神
所
護
。若
欲
供
養
脩
福
業
者
、即
化
身
作

　
貧
窮
孤
独
苦
悩
衆
生
至
行
者
前
者
也
。而
今
勤
操
遷
化
、泰
善
独
存
、相
尋
欲
行
、

　
増
感
不
已
、望
請
、下
符
京
畿
七
道
諸
国
、同
修
件
会
、須
国
司
講
読
師
仰
所
部
郡

　
司
及
定
額
寺
三
綱
等
、郡
別
於
一
村
邑
、屈
精
進
練
行
法
師
、以
為
教
生
、毎
年
七

　
月
八
日
令
修
其
事
、兼
修
理
堂
塔
経
教
破
損
等
、当
彼
会
日
、同
供
養
之
、当
会
前

　
後
并
三
箇
日
、禁
断
殺
生
、会
集
男
女
等
、先
授
三
帰
五
戒
、次
令
称
讃
薬
師
文
殊

　
宝
号
、各
一
百
遍
、庶
使
普
天
之
下
、同
修
福
業
、率
土
之
内
、俱
期
快
楽
者
。中
納

　
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
民
部
卿
清
原
真
人
夏
野
宣
、奉
勅
。依
請
者
、其
会

　
料
者
、割
救
急
料
利
稲
、量
宜
充
行
、若
国
郡
司
百
姓
等
、割
随
分
物
加
施
、不
在

　
制
限
。

　
　
　
天
長
五
年
二
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

天
長
七
年（
八
三
〇
）四
月
二
日

出
雲
国
造
出
雲
臣
豊
持
が
五
種
神
宝
な
ど
を
献
上
す
る
。

  「
七
年
四
月
乙
巳
、皇
帝
御
大
極
殿
、覧
出
雲
国
々
造
出
雲
臣
豊
持
所
献
五
種
神
宝
、

　
兼
所
出
雑
物
。還
宮
授
豊
持
従
六
位
下
。」

﹇
類
聚
国
史
　
巻
第
十
九
﹈

天
長
十
年（
八
三
三
）六
月
八
日

諸
国
に
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

承
和
六
年（
八
三
九
）九
月
二
十
一
日

諸
国
の
国
分
寺
で
の
吉
祥
天
悔
過
を
や
め
、以
後
は
国
庁
で
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
己
亥
、勅
、如
聞
、所
以
神
護
景
雲
二
年
以
還
、令
諸
国
国
分
寺
、毎
年
起
正
月
八

　
日
至
于
十
四
日
、奉
読
最
勝
王
経
、并
修
吉
祥
悔
過
者
、為
消
除
不
祥
、保
安
国
家

　
也
。而
今
講
読
師
等
、不
必
其
人
、僧
尼
懈
怠
、周
旋
乖
法
、国
司
検
校
、亦
不
存
心
。

　
徒
有
修
福
之
名
、都
無
殊
勝
之
利
。此
則
緇
素
異
処
、不
相
監
察
之
所
致
也
。宜
停

　
行
国
分
寺
、而
於
庁
事
修
之
、自
今
以
後
、立
為
恒
例
。」 ﹇

続
日
本
後
紀
　
巻
第
八
﹈

承
和
六
年（
八
三
九
）

銅
鐘（
福
岡
・
西
光
寺
蔵
）

  「
承
和
六
年
鴨
部
立
造

　
便
伯
耆
国
金
石
寺
鐘

　
守
護
三
宝
及
以
□
□

　
十
八
善
神
深
砂
大
将

　
若
貪
欲
者
有
犯
用
心

　
必
滅
其
身
并
子
孫
類

　
廻
向
聖
朝
国
吏
庁
衆

　
伽
藍
恒
久
仏
法
興
隆

　
一
家
繁
昌
万
代
全
保

　
法
界
□
□
□
□
利
益
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

島
根
・
出
雲
大
社
旧
蔵

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
九
﹈

貞
観
九
年（
八
六
七
）五
月
二
十
六
日

四
天
王
像
を
造
り
、伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
国
等
に
下
す
。

  「
廿
六
日
甲
子
、造
八
幅
四
天
王
像
五
鋪
、各
一
鋪
下
伯
耆
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長

　
門
等
国
。下
知
国
司
曰
、彼
国
地
在
西
極
、堺
近
新
羅
。警
備
之
謀
、当
異
他
国
。宜

　
帰
命
尊
像
、勤
誠
修
法
、調
伏
賊
心
、消
却
災
変
。仍
須
点
択
地
勢
高
敞
、瞼
瞰
賊

　
境
之
道
場
。若
素
無
道
場
、新
択
善
地
、建
立
仁
祠
、安
置
尊
像
。請
国
分
寺
及
部

　
内
練
行
精
進
僧
四
口
、各
当
像
前
、依
最
勝
王
経
四
天
王
護
国
品
、昼
転
経
巻
、夜

　
誦
神
呪
、春
秋
二
時
別
一
七
日
、清
浄
堅
固
、依
法
薫
修
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
十
四
﹈

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）九
月
八
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
画
仏
像
を
安
置
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
安
置
一
万
三
千
画
仏
像
七
十
二
鋪
事

　
　
　
　
　
各
広
六
幅
　
高
一
丈
六
尺

　
　
　
太
政
官
一
鋪
　
　
図
書
寮
一
鋪
　
　
　
五
畿
内
五
鋪

　
　
　
東
海
道
十
五
鋪
　
東
山
道
八
鋪
　
　
　
北
陸
道
七
鋪

　
　
　
山
陰
道
八
鋪
　
　
山
陽
道
八
鋪
　
　
　
南
海
道
六
鋪

　
　
　
西
海
道
十
一
鋪
　
大
宰
観
音
寺
一
鋪
　
八
幡
神
宮
寺
一
鋪

　
右
得
元
興
寺
伝
灯
大
法
師
位
賢
護
牒
偁
、先
師
故
律
師
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承

　
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
、始
行
内
裏
漸
遍
天
下
、遂
詔
諸
国
並
令
修
之
。又

　
本
作
是
念
、仏
経
共
写
鎮
護
国
家
。即
写
経
典
分
置
諸
国
、未
画
仏
像
。忽
随
冥
期
。

　
方
今
遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
当
述
師
志
。因
茲
発
心
致
誠
、奉
造
如
件
。

　
望
請
、分
置
内
裏
并
諸
国
、永
付
公
帳
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、即
便
修
此
像
前
。

　
但
内
裏
料
納
図
書
寮
。然
則
国
家
安
楽
、祉
祚
延
長
。謹
請
　
官
裁
者
、従
三
位
守

　
大
納
言
兼
左
近
衛
大
将
行
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
基
経
宣
、依
請
。

　
　
　
貞
観
十
三
年
九
月
八
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

※

『
帝
王
編
年
記
』『
西
宮
記
』『
政
事
要
略
』に
同
様
の
史
料
あ
り
。

貞
観
十
三
年（
八
七
一
）

僧
薬
海
、出
雲
国
分
寺
の
吉
祥
天
画
像
を
木
像
に
造
り
あ
ら
た
め
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

貞
観
十
六
年（
八
七
四
）閏
四
月
二
十
五
日

諸
国
に
金
字
仁
王
経
を
頒
下
す
る
。

  「
太
政
官
符

　
　
応
頒
下
金
字
仁
王
会
経
七
十
一
部
百
卌
二
巻
事

　
　
　
五
畿
七
道
諸
国
、毎
国
各
一
部

　
　
　
下
野
薬
師
寺
一
部

　
　
　
大
宰
観
音
寺
一
部

　
　
　
豊
前
弥
勒
寺
一
部

　
右
被
右
大
臣
宣
偁
、奉
勅
、諸
仏
法
門
、俱
期
攘
災
増
福
、其
中
仁
王
般
若
最
勝
号

承
和
八
年（
八
四
一
）五
月
二
十
日

諸
国
の
定
額
寺
の
堂
舎
な
ら
び
に
仏
像
・
経
論
の
修
理
・
荘
厳
を
命
じ
る
。

  「
勅
、修
福
滅
罪
、仏
道
是
先
、伝
法
興
教
、人
倫
為
本
。如
聞
、諸
国
定
額
寺
、堂
舎

　
破
壊
、仏
経
曝
露
、三
綱
檀
越
、無
心
修
理
。頃
年
水
旱
不
調
、疫
癘
間
発
、静
言
其

　
由
、恐
縁
彼
咎
。宜
重
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
、修
理
荘
厳
定
額
寺
堂
舎
并
仏
像

　
経
論
。今
須
毎
寺
立
可
修
理
之
程
、付
朝
集
堂
使
言
上
、習
常
不
革
、並
処
重
科
。」

﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
﹈

承
和
九
年（
八
四
二
）三
月
十
五
日

諸
国
に
国
分
寺
に
お
い
て
昼
は
金
剛
般
若
経
の
転
読
、夜
は
薬
師
悔
過
を
修
す
る
よ

う
命
じ
る
。

  「
庚
戌
、又
勅
、若
非
攘
未
然
、恐
班
蒔
失
時
。宜
仰
五
畿
内
七
道
諸
国
、簡
修
行
不

　
退
者
二
十
人
、於
国
分
寺
、三
ヶ
日
間
、昼
読
金
剛
般
若
経
、夜
修
薬
師
悔
過
。修
善

　
之
比
、禁
止
殺
生
、佛
僧
布
施
以
正
税
充
之
。若
有
天
行
之
処
、国
司
到
境
下
、令

　
防
祭
疫
神
、精
進
斎
戒
、共
祷
豊
稔
。」

 ﹇
続
日
本
後
紀
　
巻
第
十
一
﹈

嘉
承
二
年（
八
四
九
）二
月
二
十
五
日

諸
国
に
国
分
二
寺
・
定
額
寺
に
お
い
て
昼
は
経
王
の
転
読
、夜
は
観
音
菩
薩
を
礼
拝

す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
陰
陽
寮
言
、今
年
疫
癘
可
滋
、又
四
五
月
応
有
洪
水
者
。勅
、頃
来
染
疫
之
人
、往
々

　
夭
亡
、夫
護
防
之
恃
、実
頼
冥
威
、存
済
之
方
、亦
期
梵
力
。宜
令
五
畿
内
七
道
諸

　
国
、奉
幣
名
神
、兼
復
於
国
分
二
寺
及
定
額
寺
、一
七
ヶ
日
、昼
転
経
王
、夜
礼
観
音
。

　
如
法
修
行
、必
呈
霊
感
。」

　
鎮
国
保
民
、是
発
自
睿
裏
。従
茲
厳
写
都
合
七
十
一
部
、毎
国
各
頒
一
部
、事
須
安

　
居
会
次
、相
共
講
転
、以
為
歳
事
、願
上
自
一
人
、下
至
百
姓
、同
承
景
福
、永
無
虧

　
騫
。宜
仰
下
諸
国
、依
件
修
之
。

　
　
　
貞
観
十
六
年
閏
四
月
廿
五
日
」

﹇
類
聚
三
代
格
　
巻
第
二
﹈

貞
観
十
八
年（
八
七
六
）六
月
二
十
一
日

山
陰
道
な
ど
に
一
万
三
千
仏
像
を
分
置
す
る
。

  「
廿
一
日
丙
寅
、一
万
三
千
仏
像
廿
九
鋪
、各
広
五
幅
、高
一
丈
六
尺
、分
置
東
海
・
山

　
陰
・
南
海
三
道
諸
国
。国
別
一
鋪
。先
是
、元
興
寺
僧
賢
護
申
牒
偁
、先
師
故
律
師

　
伝
灯
大
法
師
位
静
安
、承
和
年
中
奉
勧
国
家
礼
拝
仏
名
。始
行
内
裏
。漸
遍
人
間
、

　
遂
　
詔
諸
国
並
令
勤
修
。安
本
作
是
念
。書
写
仏
経
、鎮
護
国
家
。仍
写
経
典
、安

　
置
諸
国
、未
画
仏
像
。奄
然
殞
背
、遺
教
在
耳
。追
思
増
悲
。苟
為
弟
子
、当
述
師
志
。

　
由
是
発
心
致
誠
、奉
造
尊
像
。望
請
分
置
内
裏
及
諸
国
、毎
至
御
願
懺
悔
之
会
、展

　
張
真
容
、於
前
修
之
。許
其
所
請
焉
。」

﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
二
十
九
﹈

元
慶
元
年（
八
七
七
）八
月
二
十
二
日

出
雲
国
分
寺
の
木
造
吉
祥
天
像
の
料
と
し
て
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
を
あ
て
る
。

  「
出
雲
国
言
、神
護
景
雲
二
年
正
月
廿
四
日
奉
官
符
、画
吉
祥
天
像
一
鋪
、安
置
国

　
分
寺
、毎
年
正
月
、薫
修
其
法
。年
序
稍
久
、丹
青
銷
落
。貞
観
十
三
年
講
師
伝
灯

　
満
位
僧
薬
海
改
造
木
像
、高
五
尺
。是
日
宛
其
料
三
宝
布
施
穀
三
百
斛
。」

 ﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
二
﹈

　
玉
六
十
八
枚
。　
　
　
　
　
　
　
　
金
銀
装
橫
刀
一
口
。　
　
　 

鏡
一
面
。

　
倭
文
二
端
。　
　
　
　
　
　
　
白
眼
鴾
毛
馬
一
疋
。白
鵠
二
翼
。　
御
贄
五
十
舁
。

　　
　
右
国
造
賜
負
幸
物
、還
国
潔
斎
一
年
。　
　
　
　
　
　
訖
即
国
司
率
国
造
諸

　
　
祝
部
并
子
弟
等
入
朝
、即
於
京
外
便
処
、修
飾
献
物
、神
祇
官
長
、自
監
視
、預

　
　
ト
吉
日
。申
官
奏
聞
、宣
示
所
司
。又
後
斎
一
年
更
入
朝
、奏
神
寿
詞
如
初
儀
。

　
凡
国
造
奏
神
寿
詞
日
之
平
旦
、神
祇
官
試
国
造
奏
事
。給
座
料
調
薦
五
枚
。奏
神

　
賀
斎
一
日
、在
前
申
官
。国
造
已
下
、祝
・
神
部
・
郡
司
・
子
弟
五
色
人
等
給
禄
。但
其

　
人
数
、臨
時
所
申
、無
有
定
額
。禄
法
、国
造
絹
廿
疋
・
調
布
六
十
端
・
綿
五
十
屯
。

　
祝
・
神
部
不
論
有
位
無
位
、各
調
布
一
端
。郡
司
各
二
端
。子
弟
各
一
端
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
凡
出
雲
国
所
進
御
冨
岐
玉
六
十
連
、　
　
　
　
　
　
毎
年
十
月
以
前
令
意
宇
郡

　
神
戸
玉
作
氏
造
備
、差
使
進
上
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
出
雲
国
造
　
神
賀
詞

　
八
十
日
日
波
在
止
毛
、今
日
能
生
日
能
足
日
爾
、出
雲
国
国
造
姓
名
恐
美
恐
美
毛
申
賜

　
久
、挂
麻
久
毛
恐
岐
明
御
神
止
大
八
島
国
所
知
食
須
天
皇
命
乃
、手
長
能
大
御
世
止

　
斎
止
　
　
　
　
為
氐
、出
雲
国
乃
青
垣
山
内
爾
、下
津
石
根
爾
宮
柱
太
敷
立
氐
、

　
高
天
原
爾
千
木
高
知
坐
須
伊
射
那
伎
乃
日
真
名
子
、加
夫
呂
伎
熊
野
大
神
、櫛
御

　
気
野
命
、国
作
坐
志
大
穴
持
命
、二
柱
神
乎
始
天
、百
八
十
六
社
坐
皇
神
等
乎
、某

　
甲
我
弱
肩
爾
太
襷
取
挂
天
、伊
都
幣
能
緒
結
、天
乃
美
賀
秘
冠
利
天
、伊
豆
能
真

　
屋
爾
麁
草
乎
、伊
豆
能
席
登
苅
敷
支
天
、伊
都
閉
黒
益
之
、天
能
𤭖
和
爾
斎
許
母

　
利
氐
志
都
宮
爾
忌
静
米
仕
奉
氐
、朝
日
能
豊
栄
登
爾
、伊
波
比
乃
返
事
能
神
賀

　
吉
詞
奏
賜
波
久
登
奏
。

　
高
天
能
神
王
高
御
魂
神
魂
命
能
、皇
御
孫
命
爾
天
下
大
八
島
国
乎
事
避
奉
之
時
、

　
出
雲
臣
等
我
遠
神
天
穂
比
命
乎
国
体
見
爾
、遣
時
爾
、天
能
八
重
雲
乎
押
別
氐
、

　
天
翔
国
翔
氐
、天
下
乎
見
廻
氐
、返
事
申
給
久
、豊
葦
原
乃
水
穂
国
波
、昼
波
如

　
五
月
蝿
水
沸
支
、夜
波
如
火
瓫
光
神
在
利
。石
根
・
木
立
・
青
水
沫
毛
事
問
天
、荒

　
国
在
利
。然
毛
鎮
平
天
、皇
御
孫
命
爾
安
国
止
平
久
所
知
坐
之
米
牟
止
申
氐
、己

　
命
児
天
夷
鳥
命
爾
布
都
怒
志
命
乎
副
天
天
降
遣
天
、荒
布
留
神
等
乎
撥
平
気
、

　
国
作
之
大
神
乎
毛
媚
鎮
天
、大
八
島
国
現
事
顕
事
令
事
避
支
。乃
大
穴
持
命
乃
申

　
給
久
、皇
御
孫
命
乃
静
坐
牟
大
倭
国
申
天
、己
命
和
魂
乎
八
咫
鏡
爾
取
託
天
、倭

　
大
物
主
櫛
𤭖
玉
命
登
名
乎
称
天
、大
御
和
乃
神
奈
備
爾
坐
、己
命
乃
御
子
阿
遅

　
須
伎
高
孫
根
乃
命
乃
御
魂
乎
、葛
木
乃
鴨
能
神
奈
備
爾
坐
、事
代
主
命
能
御
魂

　
乎
宇
奈
提
爾
坐
、賀
夜
奈
流
美
命
能
御
魂
乎
飛
鳥
乃
神
奈
備
爾
坐
天
、皇
孫
命

　
能
近
守
神
登
貢
置
天
、八
百
丹
杵
築
宮
爾
静
坐
支
。是
爾
親
神
魯
伎
神
魯
美
乃
命

　
宣
久
、汝
天
穂
比
命
波
、天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
堅
石
爾
常
石
爾
伊
波
比
奉
、

　
伊
賀
志
乃
御
世
爾
佐
伎
波
閉
奉
登
、仰
賜
志
次
乃
随
爾
、供
斎
　
　
　
　 

仕
奉
氐
、

　
朝
日
乃
豊
栄
登
爾
、神
乃
礼
自
利
臣
能
礼
自
登
、御
祷
乃
神
宝
献
良
久
登
奏
。

　
白
玉
能
大
御
白
髪
坐
、赤
玉
能
御
阿
加
良
毘
坐
、青
玉
能
水
江
玉
乃
行
相
爾
、明

　
御
神
登
大
八
島
国
所
知
食
天
皇
命
能
手
長
大
御
世
乎
、御
橫
刀
広
爾
誅
堅
米
、

　
白
御
馬
能
前
足
爪
後
足
爪
蹈
立
事
波
、大
宮
能
内
外
御
門
柱
乎
、上
津
石
根
爾
踏

　
堅
米
、下
津
石
根
爾
踏
凝
立
、振
立
流
耳
能
弥
高
爾
、天
下
乎
所
知
食
左
牟
事
志

　
太
米
、白
鵠
乃
生
御
調
能
玩
物
登
、倭
文
能
大
御
心
毛
多
親
爾
、彼
方
古
川
席
此

　
方
能
古
川
席
爾
生
立
若
水
沼
間
能
弥
若
叡
爾
御
若
叡
坐
、須
々
伎
振
遠
止
美
乃

　
水
乃
弥
乎
知
爾
御
表
知
坐
、麻
蘇
比
乃
大
御
鏡
乃
面
乎
意
志
波
留
志
天
見
行
事

元
慶
二
年（
八
七
八
）六
月
二
十
三
日

出
雲
・
隠
岐
な
ど
に
四
天
王
像
前
に
て
調
伏
の
法
を
修
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
勅
令
因
幡
・
伯
耆
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門
等
国
、調
習
人
兵
、修
繕
器
械
、戒
慎
斥
候
、

　
固
護
要
害
。災
消
異
伏
、理
帰
仏
神
。亦
須
境
内
群
神
班
幣
、於
四
天
王
像
僧
前
修

　
調
伏
法
。以
蓍
亀
告
可
有
辺
警
也
。」

　﹇
日
本
三
代
実
録
　
巻
第
三
十
三
﹈

延
長
五
年（
九
二
七
）十
二
月
二
十
六
日

『
延
喜
式
』成
立
。出
雲
国
造
の
神
賀
詞
奏
上
に
ま
つ
わ
る
神
宝
等
の
記
述
あ
り
。

  「
賜
出
雲
国
造
負
幸
物

　
金
装
橫
刀
一
口
・
絲
廿
絇
・
絹
十
疋
・
調
布
廿
端
・
鍬
廿
口
。

　
　
右
任
国
造
訖
、弁
一
人
・
史
一
人
、就
神
祇
官
庁
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
次
伯
已
下
祐
已
上
、以
次
就
座
。史
一
人
・
大
蔵
録
一
人
。入
自
南
門
就
座
。

　
　
史
唱
官
掌
仰
云
、喚
出
雲
国
司
并
国
造
。官
掌
率
国
司
国
造
就
版
位
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
史
亦
喚
神
部
。神
部
一
人
進
、　
　
　
就
大
刀
案
下
跪
之
。于
時

　
　
弁
宣
云
、出
雲
之
国
造
止
今
定
給 

 
姓
名
爾
賜
負
幸
之
物
  
宣
。国
造
称
唯
、

　
　
再
拝
両
段
。拍
手
両
段
、訖
進
大
刀
案
下
跪
之
。神
部
取
大
刀
授
之
。拍
手
賜
之
。

　
　
　
　
退
授
後
取
之
人
、即
就
版
位
。次
大
蔵
録
喚
国
造
。国
造
就
跪
禄
下
。後
取

　
　
一
人
進
、先
取
絲
給
国
造
。拍
手
一
度
。賜
而
授
於
後
取
。後
取
退
立
本
列
。絹
布

　
　
鍬
亦
如
之
。国
造
退
就
版
位
。更
取
大
刀
出
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
録
、次

　
　
本
官
、次
史
、次
弁
退
出
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
三
﹈

  「
国
造
奏
神
寿
詞

　
能
己
登
久
、明
御
神
能
大
八
島
国
乎
、天
地
日
月
等
共
爾
、安
久
平
久
知
行
牟
事
能

　
志
太
米
止
、御
祷
神
宝
乎
擎
持
氐
。神
礼
自
利
臣
礼
自
登
、恐
弥
恐
弥
毛
。天
津

　
次
能
神
賀
吉
詞
白
賜
久
登
奏
。」

﹇
延
喜
式
　
巻
八
﹈

長
徳
元
年（
九
九
五
）四
月
二
十
七
日

国
ご
と
に
六
観
音
像
お
よ
び
大
般
若
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
毎
国
図
写
供
養
陸
観
音
像
大
般
若
経
一
部
事

　
右
右
大
臣
宣
、奉
勅
、比
年
疫
病
延
蔓
、病
苦
弥
盛
、京
内
上
下
之
人
、多
帰
漳
浦
、

　
外
国
遠
近
之
民
、悉
泥
瘴
煙
、適
存
危
命
者
、頻
携
薬
石
而
忘
農
業
、纔
脱
病
悩
者
、

　
鎮
営
歛
葬
以
闕
貢
賦
、或
比
首
而
倶
臥
、誰
致
救
療
、或
挙
家
而
爰
亡
、誰
敢
収
蔵
、

　
況
枯
旱
渉
歳
、五
穀
不
登
、人
物
共
尽
、蓋
此
時
乎
、災
害
之
甚
、往
古
未
聞
。夫
観

　
音
能
救
危
難
、尤
可
依
怙
、般
若
亦
施
威
力
、必
攘
災
孽
。仍
普
仰
五
畿
七
道
諸
国
、

　
毎
国
図
写
供
養
、其
料
用
正
税
、若
無
正
税
用
不
動
穀
、且
申
開
用
、且
以
充
行
、

　
不
動
正
税
共
以
用
尽
、申
請
所
在
官
物
、将
以
裁
許
、近
国
六
七
月
中
図
写
供
養
、

　
遠
国
八
九
月
間
開
講
演
説
、供
養
之
後
、且
注
在
状
、早
以
言
上
、実
語
勿
疑
、信

　
力
無
違
、□
遺
民
庶
、長
期
艾
安
者
、諸
国
承
知
、依
宣
行
之
、符
到
奉
行
。

　
権
左
中
弁
源
朝
臣
　
右
大
史
坂
上
大
宿
祢

　
　
　
　
　
長
徳
元
年
四
月
廿
七
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

  「
廿
七
日
癸
卯
、定
、諸
国
并
宇
佐
宮
等
、各
書
写
大
般
若
経
、六
観
音
像
、可
攘
疾

　
疫
之
災
。」

  「
述
光
□昕
譲
」

  「
法
賢
蝎
談
」

  「
等
亦
造
」

  「
□助
為
内
□
□
」

  「
志
往
報
」

  「
雀
叶
李
玄
」

  「
夢
言
金
仏
」

  「
芸
身
貞
均
」

﹇
陽
鋳
銘
﹈

※

辛
亥
は
銅
鐘
の
様
式
か
ら
高
麗
・
顕
宗
二
年（
一
〇
一
一
）に
比
定
さ
れ
る
。

寛
仁
元
年（
一
〇
一
七
）十
月
二
日

大
神
宝
使
を
畿
内
七
道
諸
国
の
諸
社
等
に
発
遣
。山
陰
道
で
は
出
雲
熊
野
社
・
杵
築

社
に
紫
綾
蓋
・
平
文
野
剣
・
赤
漆
御
弓
・
箭
・
平
文
鉾
・
五
寸
鏡
な
ど
が
奉
ら
れ
る
。

  「（
前
略
）

　
山
陽
道
、

　（
中
略
）

　
已
上
卌
八
所
被
奉
紫
綾
蓋
一
蓋
、　
　
　  

平
文
野
剣
一
腰
、　
　
　
赤
漆
御
弓
一
張
、

　
箭
四
筋
、平
文
桙
一
本
、　
　
五
寸
鏡
一
面
、　
　
　
平
文
麻
桶
一
口
、平
文
線
柱

　
一
本
。

　（
後
略
）」

﹇
左
経
記
﹈

長
元
三
年（
一
〇
三
〇
）五
月
二
十
三
日

諸
国
に
観
音
菩
薩
像
と
請
観
音
経
を
図
写
・
供
養
す
る
よ
う
命
じ
る
。

  「
太
政
官
符
五
畿
内
七
道
諸
国
司

　
　
応
図
写
供
養
丈
六
観
世
音
菩
薩
像
壱
体
請
観
世
音
経
佰
巻
事

　
右
去
春
以
来
。疾
疫
滋
蔓
。病
死
儔
多
。仍
寄
託
内
外
。雖
致
祈
祷
。空
経
旬
月
。未

　
期
休
除
。夫
観
世
音
菩
薩
者
。衆
生
依
怙
。能
施
無
畏
。患
病
厄
者
。必
抜
苦
源
。遭

　
急
難
者
。乍
得
解
脱
。就
中
十
一
面
観
音
有
頂
上
仏
面
除
疫
病
之
願
。請
観
世
音

　
経
有
毘
舎
離
国
救
苦
厄
之
教
。旁
仰
弘
誓
。盍
無
冥
感
乎
。正
二
位
行
大
納
言
兼

　
民
部
卿
中
宮
大
夫
藤
原
朝
臣
斎
信
宣
。奉
勅
。宜
下
知
五
畿
内
七
道
諸
国
。図
写

　
件
菩
薩
像
并
経
巻
。官
符
到
後
。択
定
吉
日
。官
長
専
当
。於
国
分
寺
請
当
寺
浄
行

　
僧
十
口
。開
講
供
養
矣
。即
一
七
日
間
。転
読
件
経
。但
請
用
之
僧
。有
不
如
法
之

　
輩
。尋
訪
他
寺
。備
彼
員
数
。祈
以
件
事
。必
期
霊
験
。又
転
読
之
間
。殊
致
潔
斎
。

　
断
絶
葷
腥
。禁
止
屠
割
。其
施
供
料
用
正
税
。若
無
正
税
。用
所
在
官
物
者
。諸
国

　
宜
承
知
依
宣
行
之
。符
到
奉
行
。

　
造
大
安
寺
長
官
正
四
位
下
右
大
弁
兼
内
蔵
頭
中
宮
亮
源
朝
臣

　
従
五
位
下
行
左
大
史
惟
宗
朝
臣

　
　
　
　
　
　
長
元
三
年
五
月
廿
三
日
」

﹇
類
聚
符
宣
抄
　
第
三
﹈

延
久
元
年（
一
〇
六
九
）十
月
十
九
日

出
雲
国
解
に
よ
り
千
手
観
音
像
の
頭
中
に
仏
舎
利
・
香
薬
な
ど
を
奉
納
す
る
。

  「
十
九
日
壬
子
。依
出
雲
国
解
。□
□
□
□
本
令
奉
納
丈
六
千
手
観
音
御
頭
中
仏

　
舎
利
香
薬
等
。件
仏
并
寺
。」

﹇
扶
桑
略
記
　
第
二
十
九
﹈

﹇
日
本
紀
略
　
後
篇
十
﹈

寛
弘
元
年（
一
〇
〇
四
）閏
九
月
十
八
日

出
雲
か
ら
帰
還
し
た
為
綱
が
藤
原
道
長
に
手
箱
二
合
を
進
上
す
る
。

  「
為
綱
朝
臣
従
出
雲
還
、手
筥
二
合
進
。入
雑
物
等
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
六
年（
一
〇
〇
九
）九
月
二
日

進
内
侍
、出
雲
下
向
に
あ
た
り
中
宮
彰
子
か
ら
女
装
束
と
織
物
褂
を
贈
ら
れ
る
。

  「
二
日
、入
夜
進
内
侍
参
中
宮
。夫
忠
道
之
共
、雲
出
下
向
来
五
日
云
、為
申
此
由
也
。

　
女
装
束
加
織
褂
賜
之
云
々
。」

﹇
御
堂
関
白
記
﹈

寛
弘
八
年（
一
〇
一
一
）四
月
八
日

銅
鐘（
島
根
・
天
倫
寺
蔵
）

  「
高
麗
国
東
京
内
廻
真
寺
仏
弟
子
釈

　
□
奉
為

　
聖
寿
天
長
国
泰
人
安
普
勤
有
縁

　
者
三
千
余
人
入
香
徒
布
糧
添
敬
造

　
金
鐘
一
軀
　
辛
亥
四
月
八
日
　
記
」

  「
光
叶
助
保
」

  「
金
真
□印
𦫿
達
」

  「
玄
儒
大
内
」

  「
副
棟
梁
光
孝
」

寛
治
五
年（
一
〇
九
一
）四
月
十
七
日

佐
陀
社
竃
殿
の
焼
亡
に
よ
り
大
神
宝
殿
・
三
若
宮
神
殿
・
御
正
体
を
焼
失
す
る
。

  「
寛
治
五
年
四
月
十
七
日
、出
雲
国
佐
陀
社
竃
殿
焼
亡
。大
神
□宝
殿
、三
若
宮
神
殿

　
并
御
正
体
焼
失
。

　（
中
略
）

　
已
上
不
被
造
立
御
体
、専
為
如
在
之
礼
。

　（
中
略
）

　
　
　
　
文
永
六
年
十
一
月
十
日
　
正
四
位
上
行
神
祇
権
大
副
卜
部
宿
禰
兼
文
勘
申
」

﹇
続
左
丞
抄
　
第
一
﹈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
考
文
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仏
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は
じ
め
に

　

金
田
勝
造（
明
治
二
十
六―

昭
和
三
十
九
）は
島
根
県
安
来
市
の
金
工
家
で
あ

る
。明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
は
彫
金
技
法
を
用
い
た
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を

制
作
し
て
い
た
が（
註
１
）、そ
の
後
島
根
で
民
藝
運
動
が
興
る
と
火
箸
や
灰
な
ら
し
な

ど
生
活
に
用
い
る
金
工
品
を
制
作
し
、戦
後
は
鉄
製
の
行
灯
や
燭
台
を
多
く
制
作
し

た
。

　

当
館
で
開
催
し
た「
金
工  

金
田
勝
造
」展（
令
和
二
年
一
月
十
六
日―

三
月
十
六

日
）で
は
息
子
の
正
芳
と
忠
雄
の
作
品
と
と
も
に
生
涯
の
仕
事
を
辿
り
紹
介
し
た
。

　

現
在
、遺
族
の
元
に
は
河
井
寬
次
郎
が
デ
ザ
イ
ン
し
、勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル

に
関
す
る
資
料（
勝
造
の
下
図
十
点
、勝
造
の
メ
モ
三
点
、河
井
の
指
示
書
五
点
、計

十
八
点
）、民
藝
関
係
者
か
ら
の
勝
造
宛
て
の
書
簡（
葉
書
二
十
五
通
、便
箋
十
五
通
、

計
四
十
通
）が
残
さ
れ
て
お
り
、日
本
民
藝
館
に
は
柳
宗
悦
宛
て
の
勝
造
の
書
簡（
葉

書
五
通
、便
箋
七
通
、計
十
二
通
）が
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
資
料
の
中
か
ら
一
部
を
取
り
上
げ
、河
井
寬
次
郎
、柳
宗
悦
、

黒
田
辰
秋
、バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
の
四
人
と
勝
造
の
交
流
か
ら
民
藝
運
動
以
降
の

勝
造
の
制
作
を
考
察
し
た
い
。

民
藝
運
動
以
前
、彫
金
工
時
代
の
勝
造
の
制
作
に
つ
い
て

　

遺
族
に
よ
る
と
金
田
家
は
屋
号
を「
白
金
屋
」と
し
、代
々
銀
細
工
を
生
業
と
し
て

い
た
。勝
造
は
十
六
歳
で
松
江
市
の
金
工
家
・
塩
津
親
次
に
師
事
し
て
い
る（
註
２
）。塩

津
親
次
は
加
納
夏
雄
、海
野
勝
珉
に
師
事
し
、片
切
彫
、肉
彫
を
得
意
と
し
て
い
た
こ

と
か
ら（
註
３
）、勝
造
も
師
よ
り
同
様
の
彫
金
技
術
を
習
得
し
、独
立
後
は
号
を
耕
雲

と
し
安
来
で
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を
制
作
し
た
。明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
勝

造
の
息
子
、正
芳
も
昭
和
元
年
頃
に
塩
津
親
次
の
息
子
、塩
津
正
寿
に
弟
子
入
り
す

る（
註
４
）。塩
津
正
寿
は
海
野
清
に
師
事
し
て
い
る（
註
５
）。正
芳
も
片
切
彫
と
肉
彫
を

習
得
し
、独
立
後
は
勝
造
と
共
に
安
来
市
で
、香
炉
や
香
合
な
ど
を
制
作
し
た
。

河
井
寛
次
郎
か
ら
の
書
簡
　
民
藝
運
動
へ
の
関
わ
り
と
国
展
出
品

　

先
述
の
資
料
の
中
で
最
も
早
い
消
印
を
持
つ
書
簡
は
昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消

印
の
河
井
が
勝
造
に
宛
て
た
葉
書（
資
料
１
）で
あ
る
。島
根
に
民
藝
運
動
が
興
る
契
機

と
な
っ
た
柳
宗
悦
の「
島
根
工
藝
診
察
」（
註
６
）よ
り
一
足
早
い
。こ
の
年
勝
造
は
三
十

八
歳
。河
井
は
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
、勝
造
よ
り
三
歳
年
長
で
生
家
も
近
く
既
知

の
仲
で
あ
っ
た
。葉
書
に
は
三
月
二
十
日
頃
の
安
来
帰
省
の
折
に
勝
造
に
会
い
、勝

造
の
金
工
品
を
見
た
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。彫
金
工
と
し
て
二
十
年
余
り
制
作
し

て
い
た
勝
造
は
、こ
の
頃
か
ら
民
藝
運
動
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。勝
造
宛
の
書
簡
四
十
通
の
う
ち
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
書
簡
は
十
五
通
、

そ
の
中
で
宛
名
を
金
田
耕
雲
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
葉
書
の
み
で
あ
る
。他
に
二

通
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
か
ら
金
田
耕
雲
の
宛
名
で
届
い
た
書
簡
が
あ
る
が
、い
ず
れ

も
昭
和
六
年
の
消
印
で
、そ
れ
よ
り
後
に
金
田
耕
雲
を
宛
名
に
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。国
展
出
品
の
際
の
作
者
名
も
初
入
選
の
昭
和
六
年
か
ら
金
田
勝
造
で
あ
る
。こ

れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、勝
造
は
河
井
か
ら
の
提
言
で
耕
雲
の
号
の
使
用
を
や

め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
同
年
三
月
三
十
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２
）に
は
、安

来
滞
在
の
お
礼
と
と
も
に
河
井
が
京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
勝
造
の
金
工
品

「
丸
火
箸
角
箱
切
子
灰
押
へ
」を
柳
宗
悦
と
相
談
の
上
、出
品
し
た
と
あ
る
。文
面
は

指
輪
の
出
品
は
割
愛
し
た
こ
と
と
、指
輪
を
二
つ
発
送
し
た
の
で
お
願
い
、金
庫
も

至
急
お
願
い
と
続
く
。勝
造
は
第
六
回
国
展
に「
眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對
」が
入

選
し
て
い
る
こ
と
か
ら
河
井
の
出
品
は
国
展
を
指
す
だ
ろ
う
。こ
こ
で
河
井
が
勝
造

へ
発
送
し
た
指
輪
は
指
輪
に
仕
立
て
る
た
め
の
陶
を
指
し
、座
金
の
作
成
を
依
頼
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
時
点
で
の
制
作
は
河
井
や
柳
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
指
導
で

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、勝
造
が
制
作
し
た
金
工
品
の
中
か
ら
河
井
や
柳
の
目
に

か
な
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。制
作
を
依
頼
さ
れ

た
指
輪
も「
此
間
ノ
様
式
ニ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
勝
造
が
制
作
し
た
様
式
に
倣
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。金
庫
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、昭
和
六
年

九
月
十
三
日
消
印
の
柳
宛
の
勝
造
の
葉
書（
資
料
９
）で「
金
庫
も
漸
く
三
個
出
来
上
が

り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す
」と
あ
り
、依

頼
か
ら
半
年
後
に
河
井
と
柳
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
以
降
、勝
造
は
国
展
に
連
続
し
て
六
回
入
選
し
て
い
る
。昭
和
十
年
四

月
十
二
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２8
）に「
図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生
カ

サ
レ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
河
井
は
自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
で
あ
ろ
う
灰
な
ら
し
を

「
之
迠
小
生
ノ
見
タ
全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ
」と
称
賛
し
火
箸
と
と
も
に

「
全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ
」と
書
い
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、昭
和
六
年
以
降
も
勝

造
の
金
工
品
は
河
井
を
通
し
て
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。昭
和
十
二
年

の
第
十
二
回
以
降
勝
造
の
入
選
が
無
い
の
は
、同
年
に
河
井
や
柳
ら
が
国
画
会
よ
り

退
会
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
勝
造
の
国
展
入
選
歴
を
示
し
て
お
く（
註
７
）。

昭
和
六
年　
　

第
六
回　

眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對　

昭
和
七
年　
　

第
七
回　

本
立
、文
鎭
、水
入
、角
砂
糖
バ
サ
ミ
、帶
止
金
具

昭
和
八
年　
　

第
八
回　

眞
鍮
筆
立
、眞
鍮
銀
象
嵌
卷
煙
草
箱
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛（
釦
か
）、鐵
灰
押

昭
和
九
年　
　

第
九
回　

鐵
火
箸
二
種
、眞
鍮
杓
子
、銅
手
付
網
、鐵
麻
ノ
葉
透
シ
網

昭
和
十
年　
　

第
十
回　

鐵
火
箸
、鐵
火
押
、鐵
銀
象
嵌
帶
止
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス
釦

昭
和
十
一
年　

第
十
一
回　

銀
象
嵌
入
鉄
指
輪
A
、B
、鐵
金
具
付
箱
、眞
鍮
水
入

柳
宗
悦
と
の
往
復
書
簡
　
制
作
指
導

　

遺
族
の
元
に
残
る
柳
が
勝
造
へ
送
っ
た
書
簡
と
日
本
民
藝
館
に
残
る
勝
造
が
柳

へ
送
っ
た
書
簡
か
ら
、書
簡
の
往
復
が
確
認
で
き
る
。勝
造
宛
て
書
簡
の
四
十
通
中
、

柳
か
ら
の
書
簡
は
十
通
。柳
か
ら
の
一
番
早
い
書
簡
は
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

の
葉
書（
資
料
３
）で
、「
先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
・・
土
瓶
の
手
何

分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す
」と
あ
る
。先
日
お
逢
ひ
と
は
柳
の「
島
根
工
藝
診
察
」で
の

五
月
八
日
の
安
来
訪
問
だ
ろ
う
。こ
こ
で
お
そ
ら
く
勝
造
は
柳
に
自
作
を
見
せ
て
い

る（
註
８
）。そ
の
際
に
土
瓶
の
手
の
制
作
を
柳
が
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
、

六
月
四
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
４
）で
柳
は
土
瓶
の
手
の
催
促
と
と
も
に
図
入

り
で
サ
イ
ズ
を
指
定
し
、大
中
小
各
一
個
届
け
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。具
体
的
な
指

示
を
出
し
、ま
ず
は
試
作
の
出
来
を
見
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。六
日
後
の
六
月
十
日

る
。一
月
二
十
三
日
と
記
載
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１３
）で
柳
は
長
さ
を
指
定
通
り
に

作
る
よ
う
指
示
し
指
導
を
終
え
、こ
れ
を
三
十
個
制
作
し
二
十
個
を
港
屋
へ
、十
個

を
自
分
へ
送
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。勝
造
の
試
作
及
び
、注
文
の
三
十
個
に
使
用
し

た
金
属
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
月
十
一
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１４
）に

砂
糖
夾
代
に
拾
円
送
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、砂
糖
夾
十
個
分
の
代
金
と
考
え
て
、真

鍮
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。現
在
、日
本
民
藝
館
と
鳥
取
民
藝
美
術
館
に
真
鍮
製
の
砂

糖
夾
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
１7
）か
ら
、勝
造
が
港
屋
に
送
っ
た
土
瓶
の
手
と
砂
糖
夾
の
売
れ
行
き
が

思
わ
し
く
な
く
値
下
げ
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。当
初
の
港
屋
の
行
き
の
価
格
九
十

銭
が
卸
値
か
売
値
か
は
定
か
で
な
い
が
、昭
和
八
年
の
十
月
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
２3
）で
、砂
糖
夾
の
売
値
を
七
十
銭
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
年
半
後
に

は
価
格
を
下
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
１５
）や
直
後
四
月
六

日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１６
）か
ら
勝
造
は
砂
糖
夾
に
続
い
て
柳
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
真
鍮
製
の
本
立
て
も
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。本
立
て
は

現
在
、一
揃
え
の
う
ち
片
方
が
日
本
民
藝
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。昭
和
七
年
の
国

展
に
入
選
し
た「
本
立
」「
角
砂
糖
バ
サ
ミ
」は
柳
に
指
導
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
柳
の
指
導
は
柳
か
ら
の
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１８
）、

同
年
三
月
三
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１９
）で
灰
な
ら
し
や
魚
焼
き
網
の
指
導
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。灰
な
ら
し
は
第
八
回
国
展
で
入
選
し
た「
鐵
灰
押
」、魚
焼
き
網
は
第
九

回
国
展
で
入
選
し
た「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」が
こ
の
時
の
指
導
の
も
の
だ
ろ
う
。先
の
書

簡
二
通
で
、魚
焼
き
網
は
毎
回「
も
う
一
改
良
」「
も
う
一
息
」と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
焼
き
網
は
柳
の
合
格
点
が
貰
え
ず
昭
和
八
年
の
出
品
を
諦
め
昭
和
九
年
に

出
品
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」は
写
真
が
残
ら
な
い
た
め
定
か
で

は
な
い
が
、戦
後
の
人
気
商
品
で
勝
造
が
六
男
の
忠
雄
と
と
も
に
作
っ
た「
て
き
」と

呼
ぶ
餅
焼
き
網
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
は
昭
和
八
年
九
月
十
六
日
に
松
江
に
来
て
お
り
、布
志
名
窯
及
び
袖
師
窯
を

訪
ね
て
い
る
が（
註
１１
）、昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
２２
）よ

り
こ
の
機
会
に
金
田
も
柳
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。同
書
簡
よ
り
勝
造
が
、

『
工
藝
』に
掲
載
す
る
写
真
材
料
の
た
め
、本
立
て
を
柳
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。柳
は
こ
の
時
の
来
訪
で
雑
誌『
工
藝
』へ
掲
載
す
る
た
め
の
取
材
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
。十
一
月
に
発
売
さ
れ
た
工
藝
三
十
四
号（
註
１２
）で
は
新
作
紹
介
と
し
て
勝
造
の

本
立
て
と
布
志
名
焼
、袖
師
焼
が
紹
介
さ
れ
た
。こ
の
掲
載
が
一
区
切
り
と
な
っ
た

の
か
、柳
か
ら
の
指
導
を
示
す
書
簡
は
こ
こ
で
終
わ
る
。そ
の
後
は
勝
造
が
柳
気
付

け
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
へ
書
簡
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。

黒
田
辰
秋
と
鉄
の
処
理
、河
井
寬
次
郎
の
要
望

　

黒
田
辰
秋
か
ら
の
書
簡
は
、昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印
の
封
筒
一
通（
資
料
１０
）

の
み
。五
日
と
十
三
日
の
日
付
の
便
箋
と
図
解
の
紙
片
が
入
っ
て
い
る
。五
日
の
便

箋
を
入
れ
た
封
筒
は
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。五
日
の
便
箋
に
は
送
っ
て
も
ら
っ
た

引
手
の
座
金
を
図
の
よ
う
に
作
り
変
え
て
欲
し
い
、「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り
な
ら
な

い
が
、そ
の
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
。勝
造
は
京
都
の

大
毎
会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
山
陰
民
藝
展（
昭
和
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
三

日
間
開
催
）の
た
め
に
上
京
し
て
お
り（
註
１３
）、そ
の
際
に
黒
田
に
会
い
引
手
の
依
頼

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
黒
田
が
勝
造
は「
鉄
」の
も
の

は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。白
金
屋
と
し
て
所
謂
上
手
物
を
作
っ
て
き

た
勝
造
は
象
嵌
な
ど
で
部
分
的
に
鉄
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、素
材
と
し
て

鉄
の
み
を
用
い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
、こ
の
時
の
引
手
は
真
鍮
で

消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
５
）で
、見
本
と
し
て
三
つ
土
瓶
の
手
を
送
る
の
で
形

の
よ
し
あ
し
、金
の
厚
み
、仕
上
げ
の
具
合
等
詳
細
に
ご
指
示
を
、仕
上
げ
は
今
少
し

上
品
に
も
出
来
、如
何
様
に
も
す
る
と
あ
る
。文
面
か
ら
は
柳
の
ど
ん
な
注
文
に
応

え
よ
う
と
す
る
勝
造
の
姿
勢
と
、応
え
ら
れ
る
だ
け
腕
に
自
信
が
あ
る
様
子
が
窺
え

る
。柳
は
早
々
に
六
月
十
二
日
消
印
の
葉
書（
資
料
６
）で
、「
も
少
し
丁
寧
に
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
あ
れ
で
結
構
」と
し
価
格
を
尋
ね
て
い

る
。そ
の
後
、七
月
五
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
７
）よ
り
、柳
へ
十
個
ず
つ
二

種
の
土
瓶
の
手
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
値
段
は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て

一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し
た
つ
も
り
で
す
」と
あ
り
、彫
金
工

時
代
は
数
が
少
な
く
と
も
手
を
か
け
た
高
級
な
も
の
を
作
る
こ
と
を
是
と
し
た
で

あ
ろ
う
勝
造
が
、数
を
多
く
値
段
は
安
く
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

土
瓶
の
手
に
使
用
し
た
金
属
は
不
明
。同
書
簡
に「
鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず

造
り
ま
す
」と
あ
り
、こ
れ
も
五
月
の
柳
と
の
面
会
時
に
注
文
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。七
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料

８
）よ
り
、柳
が
土
瓶
の
手
を
受
け
取
り
河
井
へ
代
金
を
預
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

半
年
後
の
昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１１
）で
は
、柳
は
勝

造
が
作
っ
た
砂
糖
夾
に
図
入
り
で
詳
細
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。加
え
て
真
鍮
製
と

銀
製
の
価
格
を
尋
ね
て
い
る
。柳
は
昭
和
七
年
一
月
七
、八
日
に
松
江
を
訪
れ
て
い

る
が（
註
９
）、書
簡
か
ら
そ
の
際
に
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
時
の
来

訪
で
柳
は
港
屋
で
売
り
出
す
山
陰
産
の
品
を
選
定
し
て
い
る（
註
１０
）。港
屋
で
の
販
売

を
見
込
ん
で
、勝
造
に
砂
糖
夾
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
後
、一
月
二
十

一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
１２
）よ
り
、勝
造
が
砂
糖
夾
二
個
を
再
製
し
送
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。二
度
目
の
試
作
で
あ
る
。価
格
は
真
鍮
製（
港
屋
行
き
）九
十
銭
、

銀
製
三
円
二
、三
十
銭
。銀
は
目
方
を
相
当
持
つ
の
で
こ
れ
よ
り
安
く
は
困
難
と
あ

依
頼
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、十
三
日
の
便
箋
で
黒
田
は
、お
尋
ね
の
件
と
し
て
自
分

の
知
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
方
法
、焼
漆
と
油
焼
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。「
精
し

き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
」と
言
い
、最
後
に「
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後

御
座
ゐ
ま
す
ゆ
え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て

居
り
ま
す
」と
あ
る
。鉄
の
も
の
は
作
ら
な
い
と
し
た
勝
造
が
黒
田
に
鉄
の
処
理
の

教
え
を
乞
う
た
の
は
周
り
の
要
望
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。戦
後
は
主
に
鉄
を
扱
い

だ
す
金
田
の
鉄
加
工
が
こ
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

国
展
の
入
選
を
見
る
と
第
八
回
以
降
は
鉄
の
作
品
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２０
）に
は「
柳
鉄
指
輪
」の
文

字
が
あ
る
。手
本
と
な
る
も
の
の
再
製
を
依
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
。昭
和
八
年
九
月

四
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
便
箋（
資
料
２１
）で
は
再
度
、「
柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
」の
再
製

を
お
願
い
し
な
が
ら
、土
瓶
の
手
の
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
展
開
を
提
案
し
つ
つ
、

「
鉄
ニ
テ
ハ
如
何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
」と
あ
る
。同
文
中
で
は「
火
箸
頭
ノ
引

手
」を
褒
め
た
後「
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落
付
好
シ

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願
」と
悉
く
鉄
で
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
。こ
こ
で
い
う
箱
と

は
木
工
箱
に
つ
い
た
金
具
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。こ
の
頃
か
ら
勝
造
の
鉄
の
扱
い
が

徐
々
に
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
と
匙

　

リ
ー
チ
へ
の
書
簡
は
勝
造
が
柳
を
通
し
て
送
っ
た
三
通
。日
本
民
藝
館
に
保
管
さ

れ
る
勝
造
が
柳
に
宛
て
た
書
簡
十
三
通
に
含
ま
れ
る
。リ
ー
チ
か
ら
勝
造
へ
送
ら
れ

た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。リ
ー
チ
が
初
め
て
島
根
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
九
年
八

月
一
日
か
ら
十
三
日（
註
１４
）。こ
の
間
に
勝
造
が
リ
ー
チ
に
会
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、そ
の
直
後
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
柳

宛
て
の
便
箋（
資
料
２５
）に
、「
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に
よ
り
銀
匙
二
種
造

り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
チ
か
ら
の
直
接
指
導
で
銀
匙
を
試
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
。そ
の
後
、十
月
十
九
日
消
印
、勝
造
か
ら
柳
気
付
リ
ー
チ
宛
て
の
葉
書（
資
料
２６
）に

「
先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送
下
さ
れ
」と
あ
り
、匙
を
三
種
再
度
送
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、試
作
に
対
す
る
リ
ー
チ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。文
中
に
あ

る
総
合
展
と
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
日
間
開
か
れ
た
京
都
高
島
屋
の
山
陰
民
藝

展
だ
ろ
う
か（
註
１５
）。そ
の
後
勝
造
は
十
一
月
十
一
日
と
記
載
の
便
箋（
資
料
２７
）を
柳
宛

て
に
送
っ
て
い
る
。文
中
に
は
柳
宛
て
に
リ
ー
チ
か
ら
言
わ
れ
た
高
島
屋
展
の
品
を

目
録
の
通
り
送
る
の
で
リ
ー
チ
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
あ
り
、リ
ー
チ
に
は
原
価
を
知

ら
せ
て
い
る
。残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
考
え
る
と
、リ
ー
チ
指
導
の
も
と
、二
度
の
試
作

を
経
て
小
匙
、大
匙
、フ
ォ
ー
ク
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
の
髙
島
屋
展

は
十
一
月
十
六
日
七
日
間
東
京
高
島
屋
で
開
か
れ
た
全
国
新
興
民
藝
展
だ
と
思
わ

れ
る（
註
１６
）。リ
ー
チ
と
の
交
流
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
み
で
あ
る
。

河
井
寬
次
郎
の
キ
セ
ル

　

河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
は
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
し
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
二
十

三
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、制
作
年
は
昭
和
二
十
五
年
頃
〜
と
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印
の
河
井
の
便
箋（
資
料
２４
）で
河
井
が
勝
造
の
キ
セ
ル
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。そ
こ
に
は「
パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御

願
」と
あ
り
、そ
の
後
、「
バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ
其
内
御
届
ケ
ノ
筈
」と

あ
る
。既
に
河
井
寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り（
註
１７
）「（
図

示
）ノ
分
御
分
チ
御
願
」が
指
す
キ
セ
ル
を
勝
造
自
身
の
作
と
考
え
る
と
、「
モ
ウ
一

息
」と
言
わ
れ
た
パ
イ
プ
は
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
に
河
井
が
指
導
を
し
た
の
だ

ろ
う
。そ
の
後
の
気
付
で
キ
セ
ル
を
勝
造
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。

　

他
、キ
セ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
書
簡
は
消
印
が
不
明
瞭
で
送
ら
れ
た
時
期
が

定
か
で
な
い
が
、昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２９
）に「
ナ
タ
マ

メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎
日
待
ッ
テ
居
ル
」と
あ
り
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル

の
再
製
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
は
刀
豆
に
似
て
へ
ん
平
で
懐
中
に

入
れ
て
持
ち
運
び
や
す
い
形
を
し
て
お
り
、明
治
維
新
の
頃
官
軍
兵
士
が
多
く
用
い

た
と
さ
れ
る
キ
セ
ル
で
あ
る（
註
１８
）。現
在
河
井
寬
次
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
勝
造
制

作
の
キ
セ
ル
二
十
三
本
の
中
に
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル
も
あ
る
。

　

勝
造
の
残
し
た
下
図
は
十
点
で（
挿
図
１
〜
１３
）全
て
描
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

厚
紙
を
使
用
し
、墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、九
種
の
キ
セ
ル
が
確
認
で
き
る
。十

枚
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
は
既
存
の
形
の
再
製
で
は
な
く
、全
て
河
井
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
が
、河
井
が
描
い
た
図
は
残
っ
て
い
な
い
。下
図
は
真
横

か
ら
見
た
形
を
描
く
が
、火
皿
の
部
分
の
み
少
し
斜
め
上
か
ら
見
た
図
に
な
っ
て
い

る
。一
部
、上
面
図
や
胴
部
分
の
断
面
図
が
描
か
れ
る
。１
か
ら
９
ま
で
の
番
号
が
振

は
再
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
収
蔵
の
二
十
三
点

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
九
種
全
て
見
つ

か
っ
た
。4
、5
、7
、9（
挿
図
5
、6
、8
、12
）の
番
号
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
下
図
と
火
皿

の
形
状
が
異
な
る
が
、他
は
下
図
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
キ
セ
ル
が
残
っ
て
い
る
。

　

勝
造
が
残
し
た
メ
モ
三
点
の
う
ち
、一
点
は
便
箋
に
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
と
夫
婦
キ

セ
ル
が
描
か
れ
る（
挿
図
14
）。夫
婦
キ
セ
ル
は
火
皿
が
一
つ
で
火
皿
を
中
心
軸
に
し
て

吸
口
が
二
つ
に
わ
か
れ
、二
人
が
同
時
に
喫
煙
で
き
る
既
存
の
形
の
キ
セ
ル
で
あ
る

（
註
１９
）。そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
原
寸
と
書
き
添
え
ら
れ
、夫
婦
キ
セ
ル
の
図
に
は
火
口
と

吸
口
に
朱
肉
を
付
け
て
押
し
た
と
思
わ
れ
る
口
の
写
し
が
あ
る
。こ
の
メ
モ
の
裏
に

は「  

.
2.
2  

註
」と
記
さ
れ
て
い
る
。註
が
註
文
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、勝
造
は
昭

和
三
十
九
年
二
月
二
日
に
注
文
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。前
述
し
た
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
所
蔵
の
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
よ
り
、こ
こ
に

描
か
れ
た
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
の
図
は
小
さ
い
。詳
し
く
は
後
述
す
る
が
河
井
は
夫
婦

キ
セ
ル
の
再
製
を
勝
造
に
依
頼
し
て
い
る
が
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
夫
婦
キ
セ
ル

は
残
っ
て
い
な
い
。こ
の
図
は
手
本
と
な
る
キ
セ
ル
を
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
明
な
点
の
多
い
メ
モ
で
あ
る
。

　

他
に
３
と
９
の
番
号
の
キ
セ
ル
の
改
正
図
を
描
い
た
便
箋
一
点（
挿
図
15
）と
手
綱
形
キ

セ
ル
の
図
に
二
十
年
前
￥
３
０
０
０
０
と
記
入
さ
れ
た
紙（
挿
図
16
）が
一
点
残
る
。手
綱

形
の
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。手
網
形
も
既
存
の
形
の
キ

セ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら（
註
２０
）、河
井
に
再
製
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
造
の
も
と
に
残
る
河
井
の
指
示
書
五
枚
も
全
て
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
全
て
同
じ
で
、鉛

筆
と
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。う
ち
一
枚
は（
挿
図
17
）文
字
の
み
の
指
示
で
あ
る
。便
宜
上

こ
れ
を
指
示
書
一
と
呼
び
、こ
こ
に
文
面
を
書
き
起
こ
す
。

指
示
書
一

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ノ
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
ハ
何
レ
帰
安
ノ
折
手
入

　

御
願
致
シ
度
ソ
レ
迄
コ
ノ
マ
マ
ニ
保
存
御
願
致
シ
マ
ス
◇

　

ノ
図
ノ
参
考
ノ
タ
メ
送
リ
マ
シ
タ
改
正
ノ
Ⅲ
図
ノ
分
御
願
致
シ
マ
ス

　

◇
ノ
付
根
ノ
参
考
ノ
タ
メ
粘
土
ノ
形
御
届
。Ⅰ
ト
Ⅱ
モ
御
願
致
シ
マ
ス

　

別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ

　

一
ツ
製
図
ノ
様
ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
コ
レ
ハ
仲
々
免
倒
一
ト

　

勉
強
御
願
致
シ
マ
ス
猶
小
々
曲
ッ
タ
分
御
直
シ
御
願

　

致
シ
マ
ス
未
ダ
　
次
々
図
作
リ
御
願
致
シ
度
宜
敷

　

公
社
ノ
分
ハ
三
月
末
ニ
ハ
返
ス
約
束
　

　

ド
ウ
カ
宜
敷　

ら
れ
て
い
る
が
、一
枚
は
番
号
部
分
が
欠
け
て
い
る（
挿
図
７
）。鉛
筆
で
寸
法
や
詳
細
図

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、下
図
の
部
分
的
な
修
正
も
見
ら
れ
る
。７
、８
、９
の
番
号

が
振
ら
れ
た
下
図
の
裏
面
に
は（
挿
図
９
、１１
、１３
）、書
き
込
ま
れ
た
寸
法
の
隣
に「　

.　

.

　

 

改
」と
メ
モ
が
あ
り
、こ
の
三
点
の
キ
セ
ル
は
昭
和
三
十
四
年
頃
に
制
作
も
し
く

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
」

は
忠
雄
の
言
う
河
井
が
自
ら
修
正
を
し
、

穴
を
あ
け
た
キ
セ
ル（
註
２1
）を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　

残
り
の
指
示
書
四
枚（
挿
図
18
〜
21
）に
は

合
わ
せ
て
六
種
類
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ

る
。挿
図
18
、20
に
描
か
れ
た
図
に
は
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
振
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
指

示
書
一
に
対
応
す
る
。挿
図
18
、19
に
は
赤

鉛
筆
で
吸
口
付
近
に
１０
〜
１３
ま
で
の
書
き

込
み
が
あ
る
。赤
鉛
筆
の
書
き
込
み
が
勝

造
の
手
に
よ
る
と
す
れ
ば
、先
述
の
勝
造

の
下
図
１
〜
９
か
ら
続
き
の
連
番
が
振
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

挿
図
18
、19
に
は
四
種
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。中
で
も
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の

キ
セ
ル
は
挿
図
19
に
も
描
か
れ
詳
し
く
指
示
が
あ
る
。指
示
書
一
よ
り
河
井
は
Ⅲ
の
キ

セ
ル
の
幾
何
学
形
態
◇
の
付
根
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
、粘
土
で
実
際
に
形
を
作

り
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。挿
図
21
で
も「
此
処
此
度
ノ
此
処
ノ
様
ニ
御
願
御
願
」

と
付
根
の
部
分
を
図
入
り
で
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、河
井
は
形
の
継
ぎ
目

の
部
分
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
よ
う
だ
。勝
造
は
幾
何
学
形
態
と
円
柱
形
、異
な
る
筒

状
の
立
体
を
ロ
ウ
付
け
す
る
の
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル

の
◇
部
を
指
し「
例
ノ
火
バ
シ
ノ
先　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
」と
あ
る
が
こ
れ
は
真
鍮
製

の
火
箸（
挿
図
22
）の
先
の
形
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。昭
和
八
年
九
月
三
日
の
河
井
か
ら

の
書
簡（
資
料
21
）に
も「
火
箸
頭
ノ
引
手
」と
あ
り
同
じ
形
で
引
手
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
が
様
々
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、同

お
わ
り
に

　

彫
金
工
だ
っ
た
勝
造
は
民
藝
関
係
者
よ
り
制
作
の
依
頼
及
び
依
頼
を
通
し
た
指

導
を
受
け
る
中
で
、制
作
す
る
金
工
品
、扱
う
金
属
を
変
え
な
が
ら
、制
作
を
続
け
た

こ
と
が
断
片
的
に
だ
が
わ
か
っ
た
。考
察
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、取
り
上
げ
て
い

な
い
書
簡
も
残
る
。今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
書
簡
の
文
面
を
活
字
で
紹
介
し
た
い
。河
井
の
書
簡
は
河
井

寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
既
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。他
資
料

で
判
読
が
難
し
い
河
井
の
文
字
に
関
し
て
も
鷺
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。日
本
民
藝
館

所
蔵
の
勝
造
が
柳
へ
宛
て
た
書
簡
は
令
和
元
年
に
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
書
簡
を
基

と
し
た
。判
読
不
明
な
文
字
は
□
で
表
わ
し
、旧
字
は
一
部
新
字
と
し
た
。句
点
が
な

く
文
が
切
れ
る
と
こ
ろ
は
一
マ
ス
空
け
て
い
る
。図
を
描
い
て
示
し
て
い
る
箇
所
は

（
図
示
）と
表
し
た
。紙
面
の
都
合
上
、意
図
的
だ
と
思
わ
れ
る
改
行
の
外
は
原
文
の

改
行
に
従
っ
て
い
な
い
。

﹇
資
料
１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
耕
雲
様

　

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消
印

　

御
無
沙
汰
致
シ
マ
シ
タ　

御
元
氣　

御
仕
事
ヲ
嬉
シ
ク
思
ヒ
マ
ス　

二
十
日
頃

　

帰
リ
度　

御
作
リ
ノ
品
々
ヲ
楽
シ
ミ
ニ
シ
テ
居
マ
ス　

何
レ
拝
眉
ノ
上

　
　
　

三
月
十
一
日　

寬

﹇
資
料
２
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

三
月
三
十
日

　
　
　
　

寬

　

昭
和
六
年
三
月
三
十
日
消
印

　

滞
留
中
ハ
有
難　

感
謝
々
　々

□
□
□
柳
兄
来
訪
仕
事
好
評　

相
談
ノ
上
丸
火
箸

　

角
箱
切
子
灰
押
ヘ
三
品
出
品
ニ
決
定　

指
輪
ハ
柳
兄
モ
愛
壷
ヲ
カ
ズ
望
マ
レ
テ
割

　

愛　

コ
レ
ハ
都
合
ニ
テ
出
品
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、今
日
指
輪
二
ツ
発
送　

此
間
ノ

　

様
式
ニ
大
至
急
御
願
、御
母
堂
始
メ
皆
サ
マ
ニ
宜
敷
　　

金
庫
至
急
御
願

﹇
資
料
３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

洛
北
下
鴨

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

五
、一
八

　

昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
。慌
し
き
旅
に
て　

ゆ
る
　
お
話

　

し
出
来
ざ
る
　
事
を
残
念
に
思
ひ
ま
す
。御
入
港
御
立
寄
の
日
を
待
上
ま
す
。土

　

瓶
の
手
何
分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す

﹇
資
料
４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

じ
よ
う
に
挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル
の
◇
部
を
指
し「
此
ハ
四
角
ノ
地
金
ヲ
ケ
ヅ
ッ
テ
穴

ヲ
ア
ケ
テ
ハ
ド
ウ
デ
ス
カ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、真
鍮
の
塊
か
ら
形
を
削
り
出
し
、空

気
が
通
る
よ
う
穴
を
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。ま
た
、挿
図
18
の
Ⅱ
の
キ
セ
ル
は

勝
造
の
下
図
の
番
号
4
の
キ
セ
ル
、挿
図
19
の
下
段
の
キ
セ
ル
は
勝
造
の
下
図
の
番
号

5
の
キ
セ
ル
を
改
正
し
た
図
だ
と
思
わ
れ
、前
述
し
た
勝
造
の
下
図
4
、5
の
番
号
に

該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
の
改
正
の
図
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。河
井
寬
次
郎
記
念

館
収
蔵
の
二
十
三
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
、Ⅰ
と
Ⅱ
の

図
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
見
つ
か
っ
た
。

　

挿
図
20
に
は
夫
婦
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。軸
の
構
造
も
細
か
く
描
い
て
い
る
。指
示

書
一
に「
別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ
一
ツ
製
図
ノ
様

ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
」と
あ
り
、専
売
公
社
よ
り
借
り
た
キ
セ
ル
の
再
製
を
依
頼

し
て
い
る
の
は
こ
の
夫
婦
キ
セ
ル
だ
ろ
う
。挿
図
19
に
も「
何
レ
モ
免
倒
十
分　

此
写

作
リ
ニ
タ
イ
モ
ノ
モ
一
ツ　

御
骨
折
御
願
御
願
」と
あ
り
、「
此
写
」が
指
す
の
は
夫

婦
キ
セ
ル
の
再
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。河
井
の
日
記
に
夫
婦
キ
セ
ル
が
登
場
し

た
の
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
六
日（
註
２2
）。制
作
を
依
頼
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
河

井
の
念
願
の
夫
婦
キ
セ
ル
再
製
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、先
に
述
べ
た
と
お
り

現
在
勝
造
が
制
作
し
た
夫
婦
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

挿
図
21
に
は
大
き
く
改
正
原
寸
大
と
書
か
れ
て
い
る
。図
へ
の
書
き
込
み
で
は
寸

法
の
他「
此
処
ガ
ス
ボ
ケ
ヌ
様
」、「
此
辺
気
持
ヒ
ロ
ゲ
ル
コ
ト
」な
ど
注
意
を
促
し
て

い
る
。こ
の
キ
セ
ル
の
形
は
幾
何
学
形
態
部
分
が
�
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。挿
図
18
、19
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の
キ
セ
ル
と
類
似
す
る
が
幾
何
学
形
態
の
部
分
が
異

な
る
。こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

六
、四

　

昭
和
六
年
六
月
四
日
消
印

　

前
略　

い
つ
ぞ
や
お
希
ひ
致
候
土
瓶
の
手
、出
来
候
節
は
お
送
□
度
候
、巾
は
四

　

寸
前
後
、大
中
小
各
〃
一
個
先
に
お
届
□
れ
ば
幸
甚
に
て
候

　

巾
四
寸
前
後（
図
示
）

﹇
資
料
５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
六
月
十
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

六
月
十
日

　

其
後
御
変
り
御
座
な
く
□
伺
上
□　

先
生
の
御
蔭
で
石
州
焼
も
東
京
で
大
変
好

　

評
の
由　

何
よ
り
の
事
に
御
座
□　

土
瓶
の
手
見
本
と
し
て
三
ケ
御
送
り
申
上

　

げ
る
□
形
の
よ
し
あ
し
金
の
厚
み
工
合
及
ひ
仕
上
の
工
合
等
詳
細
に
御
指
示
□

　

□
□
□
□　

仕
上
げ
等
は
今
少
し
上
品
に
で
も
出
来
□
候
□
□
一
度
ご
覧
に
入

　

れ
る
□
御
返
事
次
第
如
何
様
に
も
致
し
可
候
先
々
要
件
の
み
に
て
失
礼
致
ス

　
　
　

六
月
十
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様　
　
　

□
□　

　

柳
様

﹇
資
料
８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

七
、一
八

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
七
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
土
瓶
の
手
二
十
個
う
れ
し
く
お
う
け
と
り
し
ま
し
た
。代
金
河
井
君
の

　

方
へ
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。何
れ
お
送
り
す
る
事
と
思
ひ
ま
す
。月
末　

松
江
行
、

　

お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す

﹇
資
料
９
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

九
月
十
三
日

　

昭
和
六
年
九
月
十
三
日
消
印

　

其
後
は
失
礼
致
し
ま
し
た　

御
元
気
で
す
か　

鳥
取
の
吉
田
氏
も
ぼ
て
　
茶
に

　

来
安
致
さ
れ
る
筈
で
す
が
前
の
日
曜
も
今
度
の
日
曜
も
老
支
の
為
延
期
致
さ
れ

　

ま
し
た　

此
次
は
松
江
の
民
藝
展
出
品
物
で
働
い
て
居
ま
す　

金
庫
も
漸
く
三

　

個
出
来
上
り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す　

　

御
覧
の
上
御
批
評
を
願
ま
す

﹇
資
料
１０
﹈

　

出
雲
国
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印

　
　
　

十
一
月
十
三
日

　

京
都
市
御
前
通
り
一
条
下
ル

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

前
略　

昨
日
は
お
手
紙
頂
戴
致
し
お
厄
介
な
る
お
願
を
早
々
お
製
作
下
さ
れ
お

　

発
送
下
さ
ゐ
ま
し
た
由
承
知
致
し
ま
し
た
の
で
到
着
を
心
待
ち
居
り
ま
し
た
が

　

本
日
午
後
正
に
落
手
い
ろ
　
お
配
慮
と
お
手
数
を
煩
わ
し
有
難
く
お
礼
申
し
上

　

ま
す
。速
足
解
荷
拝
見
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
は
全
て
小
生
が
不
要
意
な
る

　

お
願
の
為
め
と
存
じ
ま
す
の
で
誠
に
申
上
難
う
御
座
ゐ
ま
す
が
実
は
引
手
の
座

　

金
の
部
分
が
取
り
着
け
る
も
の
と
の
関
係
上
丸
形
の
も
の
が
望
ま
し
う
御
座
ゐ

　

ま
す
の
で
重
ね
　
お
面
倒
な
お
願
で
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
座
金
だ
け
同
封

　

の
図
の
様
な
も
の
に
お
作
り
更
へ
お
願
致
し
度
う
存
じ
ま
す
。甚
だ
勝
手
な
お
願

　

ば
か
り
致
し
何
卒
不
悪
お
計
の
程
お
願
申
上
ま
す
。ま
た「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り

　

に
な
ら
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
す
が
ま
た
其
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ

　

下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す

　

要
々
お
願
ま
で
乱
筆
お
許
し
く
だ
さ
ゐ
ま
せ

草
々

　
　
　

五
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

金
田
勝
造
様　

　

乍
失
礼
為
替
三
□
や
同
封
致
し
て
置
き
ま
し
た　

ゆ
え
お
受
取
り
下
さ
ゐ
ま
た

﹇
資
料
６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
六
月
十
二
日
消
印

　

お
送
り
の
品
、大
に
感
謝
。あ
れ
で
結
構
と
思
ひ
ま
す
が
、や
は
り
も
少
し
丁
寧
に

　

き
れ
い
に
仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。大
き
さ
形
三
つ
と
も
上
等
で

　

す
。價
格
お
し
ら
せ
を
乞
ふ

﹇
資
料
７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
七
月
五
日
消
印

　

出
雲
国
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

七
月
五
日

　

其
後
御
元
氣
の
事
と
存
じ
ま
す　

私
も
御
蔭
で
無
事
仕
事
に
精
進
し
て
居
り
ま

　

す　

本
日
土
瓶
の
手
廿
ケ
御
送
り
致
し
ま
し
た　

十
ケ
宛
二
種
で
す　

又
値
段

　

は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て
一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し

　

た
つ
も
り
で
す　

鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず
造
り
ま
す　

先
つ
は
あ
ら　

　
に
て
失
礼
申
ま
す

　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

作
り
更
へ
て
頂
き
ま
す
座
金
の
分
何
卒
お
遠
慮
な
く
お
請
求
下
さ
ゐ
ま
せ
。以
上

　
（
図
解
の
紙
片
）

　
（
図
示
）真
鍮
に
て
寸
法
は
こ
の
図
位
、其
他
の
こ
と
何
卒
よ
ろ
し
く
お
計
□
お
願

　

申
ま
す

　　

前
略　

お
葉
書
及
小
包
正
に
落
手　

色
々
と
お
配
慮
有
難
う
御
座
ゐ
ま
し
た
。

　

ま
た
速
足
乍
ら
お
尋
の
件
小
生
の
存
じ
居
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
法
は
小
生

　

も
目
に
て
覺
え
居
る
も
の
な
れ
だ
精
し
き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
と
存

　

じ
ま
す
。方
法
は
至
っ
て
簡
単
に
て
仕
上
り
た
る
も
の
を
火
に
て
熱
し
そ
れ
の
冷

　

め
ぬ
間
に
古
布
の
様
な
も
の
に
生
漆
を
つ
け
、そ
れ
に
て
じ
ゅ
ん
　
音
を
立
て
る

　

様
な
の
に
拭
き
着
け
る
の
で
す
。以
上
は
焼
漆
の
法
に
て
油
焼
も
同
様
の
工
程
に

　

て
只
漆
と
油
と
の
違
丈
け
、こ
れ
も
其
加
減
調
子
等
お
自
得
の
程
願
ま
す
。以
上

　

甚
だ
不
要
領
乍
ら
お
答
ま
で
。猶
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後
御
座
ゐ
ま
す
ゆ

　

え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て
居
り
ま
す

　

で
は
要
々
の
み

　

季
節
柄
お
自
愛
お
祈
り
申
し
て
居
り
ま
す

草
々

　
　
　

十
三
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋　

　

金
田
勝
造
様　

﹇
資
料
１１
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　

一
月
廿
一
日

　

本
日
砂
糖
挟
ニ
ヶ
再
製
の
□
御
送
り

　

致
し
ま
し
た
。

　

真
鍮
製
み
な
と
や
行
の
値
段
九
十
銭

　

銀
製
三
円
よ
り
三
円
二
三
十
銭

　

右
御
返
事
申
ま
す

　

銀
ハ
目
方
相
当
持
つ
の
で
右
値
段
よ
り
安
く
は
困
難
で
す

　

諸
々
御
下
令
の
程
願
ま
す

　
　
　

一
月
廿
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様

﹇
資
料
１３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

正
月
廿
三
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
（
消
印
不
明
瞭
）

　

お
送
り
の
品
、形
上
〃
〃
。実
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
し
た
。　

但　

長
さ
が
四
寸
五
分

　

と
書
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、何
れ
も
二
三
分
長
す
ぎ
る
の
で
、今
度
は
四
寸
五
分

　

を
出
な
い
様
に
希
ひ
ま
す
。（
図
示
）此
所
此
形
の
方
寧
ろ
よ
ろ
し
く
之
を
三
十
個

　

お
作
り
□
い
。内
二
十
個
港
や
行
。十
個
京
都
小
生
宛

﹇
資
料
１４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
三
月
十
一
日
消
印

　
　
　

三
月
十
一
日

　

京
都
市
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。砂
糖
ば
さ
み
代　

忘
れ
て
お
っ
て
申
わ
け
あ
り
ま
せ
ぬ　

拾
円

　

こ
こ
に
お
届
け
致
し
ま
す
。東
京
港
や
に
送
っ
て
頂
き
し
分
は
お
う
け
と
り
□
い

　

ま
し
た
か
。ま
だ
で
し
た
ら
小
生
よ
り
督
促
し
ま
す　

御
一
家
は
丈
夫
に
や　

安

　

来
は
ま
だ
雪
が
あ
る
事
と
お
察
し
し
ま
す

　

河
井
様
皆
〃
様
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

三
月
十
一
日

　
　
　
　

宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印

　

先
日
本
立
一
把
御
批
評
願
ふ
様
御
送
り
致
し
て
置
き
ま
し
た　

□
何
の
事
も
な

　

く　

御
多
用
中
恐
入
り
ま
す
が
至
急
御
返
事
御
待
ち
申
し
ま
す

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印

　
　
　

正
、一
七
、

　

京
都

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

先
日
は
お
目
に
か
〻
れ
ず
大
変
残
念
で
し
た
。砂
糖
夾
早
速
作
っ
て
□
っ
て
感
謝
。

　

寸
法
少
し
小
さ
く
且
つ
痩
せ
て
ゐ
る
の
で
、も
少
し
太
ら
せ
て
□
い
ま
せ
ん
か　

　
（
図
示
）此
巾
五
分　
（
図
示
）お
送
り
□
し
も
の　

如
く
外
ガ
ワ
丸
味
あ
り　

　
（
図
示
）此
と
こ
ろ
ニ
分
五
リ
。（
図
示
）掌
の
形
の
如
く
中
が
ふ
く
れ
る
。つ
ま
り

　

サ
ジ
を
両
方
か
ら
合
せ
た
如
き
形
。但
し
サ
ジ
の
如
く
深
く
な
く
、も
少
し
浅
し
。

　
（
図
示
）此
長
さ
四
寸
五
分　
（
図
示
）此
巾
六
分
五
リ　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ

　

七
、八
分　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ
五
分　
（
図
示
）背
中
此
形
も
よ
ろ
し
か
ら
ん

　

真
鍮
製
一
個
の
値
い
く
ら
に
候
や

　

銀
製
な
れ
ば
い
く
ら
に
や

　
　
　

一
、一
七

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１２
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
七
年
一
月
二
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

四
月
二
日

﹇
資
料
１６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

四
、五
、

　
　
　
　

柳

　

昭
和
七
年
四
月
六
日
消
印

　

別
便
で
申
し
忘
れ
ま
し
た
が（
図
示
）此
長
さ
三
寸
。御
送
り
下
さ
っ
た
の
よ
り
薄

　

く
て
は
却
て
い
け
ま
せ
ん
。相
当
の
厚
さ
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
事
分
り
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
ほ
か
の
部
分
よ
り
薄
い
方
が
い
ゝ
の
で
す
け
れ
ど
も
。

﹇
資
料
１７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

五
月
廿
三
日

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印

　

拝
啓　

其
後
御
障
り
も
あ
り
ま
せ
ぬ
か
お
伺
い
申
ま
す　

本
日
森
永
氏
方
へ
濱

　

田
氏
お
出
で
に
付
お
供
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す　

本
日
港
屋
よ
り
土
瓶
手
砂
糖

　

挟
み
等
賣
行
き
面
白
か
ら
ず
返
送
致
す
様
申
さ
れ
他
に
向
け
先
あ
れ
ハ
其
方
へ

　

向
け
る
可
く
通
知
が
あ
り
ま
し
た　

今
に
な
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
も
困
り
ま
す

　

か　

如
何
致
し
た
も
の
で
せ
う
か　

港
屋
へ
は
今
一
割
の
値
引
し
て
□
□
引
受

﹇
資
料
２０
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　
　

寬

　

昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印

　

（三）　

指
輪
帯
留
有
難　

土
瓶
ツ
ル
代
共
宗
兄
ノ
方
ヘ
代
御
請
求
御
願　

柳
鉄
指

　

輪
ア
ノ
通
リ
出
来
ヌ
カ
御
一
考
御
願　

出
来
レ
バ
茲
デ
又
一
問
題
如
何
々
々

﹇
資
料
２１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
八
年
九
月
四
日
消
印

　
　
　

九
月
三
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寛

　

金
田
兄

　

九
月
三
日
寬

　

御
元
気
ヲ
祈
ル
。土
瓶
手
有
難
大
イ
ニ
嬉
シ　

見
テ
モ
用
ヒ
テ
モ
大
変
結
構
之
以

　

上
ノ
モ
ノ
モ
ウ
期
待
ス
ル
必
要
ナ
シ　

永
ク
続
ケ
テ
頂
キ
度
イ　

背
ノ
丸
味
ノ

　

モ
ノ
ト
同
時
ニ
角
ノ
モ
少
シ
立
ッ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
テ
好
イ
ト
思
フ
。鉄
ニ
テ
ハ
如

　

何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
。此
間
カ
ラ
ノ
モ
ノ
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
ヲ
乞
フ
。

　

柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
ア
レ
ハ
ア
ノ
通
リ
再
製
出
来
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
カ
。ア
ン
ナ
モ
ノ

　

ガ
出
来
レ
バ
皆
喜
ブ
ニ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。売
レ
ル
ニ
モ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。一
勉
強

　

如
何
。此
間
木
工
棚
、箱
到
着
、金
具
仲
々
見
事
ニ
テ
嬉
シ　

只
コ
ノ（
図
示
）分（
ロ
）

　
（
図
示
）（
イ
）ノ
風
ノ
心
入
ニ
テ（
イ
）ト（
ロ
）ノ
巾
ヲ
広
ク
ト
ル
ナ
ラ
バ
一
増
見

　

事
ナ
ラ
ン
ト
思
フ　

次
ニ
ハ
其
様
ニ
御
願　

又
曳
出
シ
ノ
引
手（
図
示
）ハ
少
サ

　

イ
二
ツ
ノ
座
ヨ
リ
図
ノ
様
ノ
モ
ノ
落
付
ク
ト
思
フ　

次
ハ
シ
カ
ル
可
ク
御
願　

　

猶
、引
手
ノ
輪
ノ
張
リ
ガ
足
ラ
ズ（
図
示
）（
イ
）ヲ
モ
少
シ
張
ラ
セ
タ
方
好
シ
。火

　

箸
頭
ノ
引
手
仲
々
美
シ
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落

　

付
好
シ　

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願　

此
間
ノ
カ
ケ
棚
ト
小
棚
二
ツ
ハ
皆
デ
好
評

　

コ
レ
等
ハ
今
年
ノ
大
収
穫
也

　

エ
ラ
イ
ダ
ロ
ウ
ガ
エ
ラ
イ
カ
ラ
ノ
勉
強
ダ
、大
イ
ニ
ヤ
ロ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。エ
ラ

　

イ
事
ニ
負
ケ
ナ
イ
デ
ヤ
ル
事
ニ
シ
ヨ
ウ
。

　

森
永
兄
其
後
御
元
気
ニ
ヤ　

暮
々
モ
ヨ
ロ
シ
ク
。石
輪
サ
ン
ニ
モ
宜
敷
　
　
竹
サ

　

ジ
ノ
好
イ
カ
ガ
出
来
テ
大
イ
ニ
嬉
シ
イ
。誰
モ
好
イ
モ
ノ
ガ
出
来
出
し
タ
ノ
ガ
有

　

難
イ
。

　

工
藝
ハ
近
ク
宗
兄
ト
相
談
シ
テ
ウ
ン
ト
諸
兄
ニ
役
立
ツ
様
ニ
ス
ル
。

　

諸
兄
ノ
モ
ノ
ガ
売
レ
ル
様
ニ
ス
ル　

元
気
ニ
仕
事
ヲ
進
メ
テ
貰
ヒ
度
イ
。

　

御
老
母
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

﹇
資
料
２２
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
十
六

　
　

柳
宗
悦
殿

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印

　

先
日
ハ
御
疲
れ
の
事
と
存
じ
ま
す　

御
土
産
迄
頂
き
御
厚
礼
申
ま
す　

本
日
工

　

藝
寫
眞
材
料
本
立
一
把
民
藝
協
会
の
織
物
切
同
送
致
し
ま
し
た　

御
査
収
□
上

　

け
て
貰
ふ
様
通
知
は
出
し
て
置
き
ま
し
た

﹇
資
料
１８
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

二
月
二
十
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印

　

大
に
勉
強
。感
謝
。灰
な
ら
し
二
つ
と
も
及
㐧
。但
し
上
部
の
厚
み
、も
う
少
し
薄

　

く
し
、全
体
の
重
み
を
減
ず
る
方　

更
に
可
。魚
焼
網
の
方
は
も
う
一
改
良
を
要

　

す
。森
永
君
に
傳
言
せ
し
故
、お
聞
き
を
乞
ふ
。ス
カ
シ
彫
は
あ
れ
に
て
上
等
。周

　

囲
と
柄
と
を
も
っ
と
よ
く
し
た
き
望
み
。

﹇
資
料
１９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

三
、二

　
　
　
　

柳

　

昭
和
八
年
三
月
三
日
消
印

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。灰
な
ら
し
は
あ
の
ま
〻
高
嶋
や
の
方
へ
出
し
ま
す
。実
價
お
し

　

ら
せ
下
さ
い
。そ
の
上
賣
價
を
こ
ち
ら
で
つ
け
ま
す
。金
網
は
も
う
一
息
。森
永
君

　

と
よ
く
御
話
合
下
さ
い

　

宣
敷
御
仕
計
ら
ひ
の
程
願
上
ま
す

　

九
月
廿
日

﹇
資
料
２３
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
廿
六

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
月
三
日

　

昭
和
八
年
十
月
三
日
消
印

　

民
藝
協
会
の
荷
物
に
土
瓶
手
一
砂
糖
挟
一
同
封
致
し
ま
し
た　

致
っ
て
品
物
手

　

持
少
な
く
困
り
ま
し
た　

先
日
寫
眞
材
料
と
し
て
お
送
り
致
し
た
本
立
て
も
陳

　

列
願
ま
す　

値
段
付
は
右
同
送
品
に
添
付
し
て
置
き
ま
し
た　

然
し
後
で
気
が

　

付
き
ま
し
た
が
普
通
賣
價
と
の
事
で
し
た　

全
部
下
記
の
通
り
訂
正
願
ま
す

　

本
立　
　

弐
、五
〇

　

土
瓶
手　

、八
〇

　

砂
糖
挟　

、七
〇

﹇
資
料
２４
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印

　
　
　

三
月
四
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

八
月
卅
一
日

　

拝
啓　

失
礼
の
み
仕
居
り
候
御
□
□
□
□
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に

　

よ
り
銀
匙
二
種
造
り
本
日
御
送
り
申
上
□
る
リ
ー
チ
先
生
に
も
御
渡
し
□
□
□

　

御
改
正
の
程
御
願
申
上
げ
□

　

右
御
願
迄

　
　
　

八
月
卅
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
先
生

﹇
資
料
２６
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生
気
付

　
　

リ
ー
チ
先
生

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
九
年
十
月
九
日
消
印

　

拝
啓
失
礼
の
み
仕
□
□
候
御
許
下
さ
れ
度　

先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送

　

下
さ
れ
度　

手
本
に
し
て
綜
合
展
に
少
々
で
も
出
し
度
在
□　

尚
総
合
展
は
開

　

会
日
は
何
日
に
□
□
一
寸
御
知
ら
せ
下
さ
れ
□
□

　

右
乱
筆
御
願
ま
で

　
　
　
　

十
月
十
九
日

﹇
資
料
２７
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

至
急

　

昭
和
□
年
□
月
十
二
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
一
月
十
二
日

　

柳
先
生

　
　
　

十
一
月
十
一
日　

金
田
勝
造

　

其
後
ハ
御
不
沙
汰
の
み
致
し
て
居
ま
す
御
許
程
お
願
申
ま
す
。リ
ー
チ
先
生
か

　

ら
髙
島
屋
展
に
間
に
会
ふ
様
に
□
の
御
下
令
で
別
紙
目
録
の
通
り
本
日
お
送
り

　

致
し
ま
し
た　

御
手
数
恐
入
り
ま
す
が
お
届
け
願
上
ま
す　

何
し
ろ
日
数
少
な

　

く
思
ふ
様
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。追
加
注
文
を
精
々
御
尽
力
の
程
お
願
ひ
申
上
ま

　

す
右
何
卒

　

リ
ー
チ
先
生
へ
呉
々
も
宜
敷
お
伝
言
お
願
申
ま
す

　

リ
ー
チ
先
生

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

左
記
値
段
ハ
何
レ
モ
原
価
デ
ス
カ
ラ
左
様
御
承
知
願
マ
ス

　
　
　
　
　
　

記

　

一
、貳
拾
五
円　

銀
小
匙
一
打
ニ
付

　

一
、四
拾
五
円　

見
本　

大
匙
一
打
ニ
付

　

一
、参
拾
七
円　

見
本
フ
ォ
ー
ク
一
打
ニ
付

　
　
　
　

河
井
寛　

　

金
田
兄

　

三
月
四
日
夜
寬

　

御
手
紙
拝
見　

済
マ
ヌ
　
　
　
コ
ラ
ヒ
テ
ク
レ　

其
元
気
デ
御
願
ダ　

火
箸
ハ

　

見
事
大
イ
ニ
嬉
シ　

好
キ
ナ
人
ニ
分
カ
チ
度
イ　

パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何　

　
（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御
願　

香
炉
火
屋
丸
形
バ
ン
ド
一
ツ
玄
琢
行　

網
火
箸
二

　

ツ
其
他
失
念
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
御
願　

バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ

　

其
内
御
届
ケ
ノ
筈　

ソ
レ
カ
ラ
森
永
兄
ヘ
暮
々
モ
宜
敷
　
　
此
度
ノ
工
藝
表
紙

　

實
ニ
嬉
シ
イ　

コ
コ
迄
勉
強
サ
レ
タ
事
實
ニ
有
難
イ　

其
内
工
藝
ノ
一
号
作
リ

　

度
皆
ト
ソ
ウ
ダ
ン
シ
度
イ

　

石
輪
サ
ン
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

　

御
老
母
御
大
切
ニ

　

御
一
家
ノ
幸
福
祈
念

　

其
内
御
入
京
ヲ
待
ツ　

ソ
レ
カ
ラ
此
間
森
永
兄
ヘ
御
願
ノ
佐
々
木
カ
ラ
依
頼
ノ

　

ツ
ム
ギ
七
反
御
願　

仝
様
ノ
モ
ノ
拙
宅
ニ
モ
一
反
御
願　

都
合
八
反
至
急
御
作
リ

　

御
願
不
備

　

家
ハ
皆
大
元
気

　

乞
御
安
神

﹇
資
料
２５
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

昭
和
九
年
八
月
三
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　
　
　

右

﹇
資
料
２８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　
　
　

四
月
十
一
日

　

昭
和
十
年
四
月
十
二
日
消
印

　

御
元
氣
嬉
シ
手
紙
ト
作
品
有
難
、灰
ナ
ラ
シ
ハ
近
頃
嬉
シ　

図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生

　

カ
サ
レ
小
生
モ
一
ツ
欲
シ
序
ニ
御
願　

此
度
ノ
火
箸
使
ヒ
好
ク
重
ク
ナ
ク
軽
ク

　

ナ
ク
有
難
イ　

全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ　

灰
ナ
ラ
シ
ハ
之
迠
小
生
ノ
見
タ

　

全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ　

有
難
イ
、十
二
月
客
車
便
ニ
テ
御
届
、

﹇
資
料
２９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　

昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
消
印

　

此
間
ハ
有
難
フ
有
難
フ
嬉
シ
カ
ッ
タ
ヨ　

大
阪
た
く
み
デ
近
作
見
タ
何
レ
モ
美

　

シ
イ
大
イ
ニ
喜
ン
ダ　

大
イ
ニ
ヤ
ッ
テ
ホ
シ
イ　

皆
サ
ン
ニ
山
々
宣
敷
　
　
新

　

シ
イ
仕
事
大
期
待
ダ
、大
若
返
リ
万
歳
ダ
、ナ
タ
マ
メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎

　

日
待
ッ
テ
居
ル
、安
来
民
藝
シ
ッ
カ
リ
タ
ノ
ム

金
工
家 

金
田
勝
造
の
民
藝
運
動
以
降
の
制
作
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　                       

山  

本  

麻  

代

　

謝
辞

　
　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
、調
査
に
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
ご
所
蔵
者
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼

　

申
し
上
げ
ま
す
。ご
教
示
賜
り
ま
し
た
、河
井
寛
次
郎
記
念
館
学
芸
員
・
鷺
珠
江
氏
、日
本
民

　

藝
館
学
芸
部
長
・
杉
山
享
司
氏
に
謹
ん
で
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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い
た
。勝
造
は
十
六
歳
で
松
江
市
の
金
工
家
・
塩
津
親
次
に
師
事
し
て
い
る（
註
２
）。塩

津
親
次
は
加
納
夏
雄
、海
野
勝
珉
に
師
事
し
、片
切
彫
、肉
彫
を
得
意
と
し
て
い
た
こ

と
か
ら（
註
３
）、勝
造
も
師
よ
り
同
様
の
彫
金
技
術
を
習
得
し
、独
立
後
は
号
を
耕
雲

と
し
安
来
で
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を
制
作
し
た
。明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
勝

造
の
息
子
、正
芳
も
昭
和
元
年
頃
に
塩
津
親
次
の
息
子
、塩
津
正
寿
に
弟
子
入
り
す

る（
註
４
）。塩
津
正
寿
は
海
野
清
に
師
事
し
て
い
る（
註
５
）。正
芳
も
片
切
彫
と
肉
彫
を

習
得
し
、独
立
後
は
勝
造
と
共
に
安
来
市
で
、香
炉
や
香
合
な
ど
を
制
作
し
た
。

河
井
寛
次
郎
か
ら
の
書
簡
　
民
藝
運
動
へ
の
関
わ
り
と
国
展
出
品

　

先
述
の
資
料
の
中
で
最
も
早
い
消
印
を
持
つ
書
簡
は
昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消

印
の
河
井
が
勝
造
に
宛
て
た
葉
書（
資
料
１
）で
あ
る
。島
根
に
民
藝
運
動
が
興
る
契
機

と
な
っ
た
柳
宗
悦
の「
島
根
工
藝
診
察
」（
註
６
）よ
り
一
足
早
い
。こ
の
年
勝
造
は
三
十

八
歳
。河
井
は
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
、勝
造
よ
り
三
歳
年
長
で
生
家
も
近
く
既
知

の
仲
で
あ
っ
た
。葉
書
に
は
三
月
二
十
日
頃
の
安
来
帰
省
の
折
に
勝
造
に
会
い
、勝

造
の
金
工
品
を
見
た
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。彫
金
工
と
し
て
二
十
年
余
り
制
作
し

て
い
た
勝
造
は
、こ
の
頃
か
ら
民
藝
運
動
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。勝
造
宛
の
書
簡
四
十
通
の
う
ち
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
書
簡
は
十
五
通
、

そ
の
中
で
宛
名
を
金
田
耕
雲
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
葉
書
の
み
で
あ
る
。他
に
二

通
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
か
ら
金
田
耕
雲
の
宛
名
で
届
い
た
書
簡
が
あ
る
が
、い
ず
れ

も
昭
和
六
年
の
消
印
で
、そ
れ
よ
り
後
に
金
田
耕
雲
を
宛
名
に
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。国
展
出
品
の
際
の
作
者
名
も
初
入
選
の
昭
和
六
年
か
ら
金
田
勝
造
で
あ
る
。こ

れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、勝
造
は
河
井
か
ら
の
提
言
で
耕
雲
の
号
の
使
用
を
や

め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
同
年
三
月
三
十
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２
）に
は
、安

来
滞
在
の
お
礼
と
と
も
に
河
井
が
京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
勝
造
の
金
工
品

「
丸
火
箸
角
箱
切
子
灰
押
へ
」を
柳
宗
悦
と
相
談
の
上
、出
品
し
た
と
あ
る
。文
面
は

指
輪
の
出
品
は
割
愛
し
た
こ
と
と
、指
輪
を
二
つ
発
送
し
た
の
で
お
願
い
、金
庫
も

至
急
お
願
い
と
続
く
。勝
造
は
第
六
回
国
展
に「
眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對
」が
入

選
し
て
い
る
こ
と
か
ら
河
井
の
出
品
は
国
展
を
指
す
だ
ろ
う
。こ
こ
で
河
井
が
勝
造

へ
発
送
し
た
指
輪
は
指
輪
に
仕
立
て
る
た
め
の
陶
を
指
し
、座
金
の
作
成
を
依
頼
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
時
点
で
の
制
作
は
河
井
や
柳
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
指
導
で

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、勝
造
が
制
作
し
た
金
工
品
の
中
か
ら
河
井
や
柳
の
目
に

か
な
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。制
作
を
依
頼
さ
れ

た
指
輪
も「
此
間
ノ
様
式
ニ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
勝
造
が
制
作
し
た
様
式
に
倣
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。金
庫
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、昭
和
六
年

九
月
十
三
日
消
印
の
柳
宛
の
勝
造
の
葉
書（
資
料
９
）で「
金
庫
も
漸
く
三
個
出
来
上
が

り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す
」と
あ
り
、依

頼
か
ら
半
年
後
に
河
井
と
柳
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
以
降
、勝
造
は
国
展
に
連
続
し
て
六
回
入
選
し
て
い
る
。昭
和
十
年
四

月
十
二
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２8
）に「
図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生
カ

サ
レ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
河
井
は
自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
で
あ
ろ
う
灰
な
ら
し
を

「
之
迠
小
生
ノ
見
タ
全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ
」と
称
賛
し
火
箸
と
と
も
に

「
全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ
」と
書
い
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、昭
和
六
年
以
降
も
勝

造
の
金
工
品
は
河
井
を
通
し
て
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。昭
和
十
二
年

の
第
十
二
回
以
降
勝
造
の
入
選
が
無
い
の
は
、同
年
に
河
井
や
柳
ら
が
国
画
会
よ
り

退
会
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
勝
造
の
国
展
入
選
歴
を
示
し
て
お
く（
註
７
）。

昭
和
六
年　
　

第
六
回　

眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對　

昭
和
七
年　
　

第
七
回　

本
立
、文
鎭
、水
入
、角
砂
糖
バ
サ
ミ
、帶
止
金
具

昭
和
八
年　
　

第
八
回　

眞
鍮
筆
立
、眞
鍮
銀
象
嵌
卷
煙
草
箱
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛（
釦
か
）、鐵
灰
押

昭
和
九
年　
　

第
九
回　

鐵
火
箸
二
種
、眞
鍮
杓
子
、銅
手
付
網
、鐵
麻
ノ
葉
透
シ
網

昭
和
十
年　
　

第
十
回　

鐵
火
箸
、鐵
火
押
、鐵
銀
象
嵌
帶
止
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス
釦

昭
和
十
一
年　

第
十
一
回　

銀
象
嵌
入
鉄
指
輪
A
、B
、鐵
金
具
付
箱
、眞
鍮
水
入

柳
宗
悦
と
の
往
復
書
簡
　
制
作
指
導

　

遺
族
の
元
に
残
る
柳
が
勝
造
へ
送
っ
た
書
簡
と
日
本
民
藝
館
に
残
る
勝
造
が
柳

へ
送
っ
た
書
簡
か
ら
、書
簡
の
往
復
が
確
認
で
き
る
。勝
造
宛
て
書
簡
の
四
十
通
中
、

柳
か
ら
の
書
簡
は
十
通
。柳
か
ら
の
一
番
早
い
書
簡
は
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

の
葉
書（
資
料
３
）で
、「
先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
・・
土
瓶
の
手
何

分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す
」と
あ
る
。先
日
お
逢
ひ
と
は
柳
の「
島
根
工
藝
診
察
」で
の

五
月
八
日
の
安
来
訪
問
だ
ろ
う
。こ
こ
で
お
そ
ら
く
勝
造
は
柳
に
自
作
を
見
せ
て
い

る（
註
８
）。そ
の
際
に
土
瓶
の
手
の
制
作
を
柳
が
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
、

六
月
四
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
４
）で
柳
は
土
瓶
の
手
の
催
促
と
と
も
に
図
入

り
で
サ
イ
ズ
を
指
定
し
、大
中
小
各
一
個
届
け
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。具
体
的
な
指

示
を
出
し
、ま
ず
は
試
作
の
出
来
を
見
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。六
日
後
の
六
月
十
日

る
。一
月
二
十
三
日
と
記
載
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１３
）で
柳
は
長
さ
を
指
定
通
り
に

作
る
よ
う
指
示
し
指
導
を
終
え
、こ
れ
を
三
十
個
制
作
し
二
十
個
を
港
屋
へ
、十
個

を
自
分
へ
送
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。勝
造
の
試
作
及
び
、注
文
の
三
十
個
に
使
用
し

た
金
属
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
月
十
一
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１４
）に

砂
糖
夾
代
に
拾
円
送
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、砂
糖
夾
十
個
分
の
代
金
と
考
え
て
、真

鍮
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。現
在
、日
本
民
藝
館
と
鳥
取
民
藝
美
術
館
に
真
鍮
製
の
砂

糖
夾
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
１7
）か
ら
、勝
造
が
港
屋
に
送
っ
た
土
瓶
の
手
と
砂
糖
夾
の
売
れ
行
き
が

思
わ
し
く
な
く
値
下
げ
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。当
初
の
港
屋
の
行
き
の
価
格
九
十

銭
が
卸
値
か
売
値
か
は
定
か
で
な
い
が
、昭
和
八
年
の
十
月
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
２3
）で
、砂
糖
夾
の
売
値
を
七
十
銭
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
年
半
後
に

は
価
格
を
下
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
１５
）や
直
後
四
月
六

日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１６
）か
ら
勝
造
は
砂
糖
夾
に
続
い
て
柳
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
真
鍮
製
の
本
立
て
も
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。本
立
て
は

現
在
、一
揃
え
の
う
ち
片
方
が
日
本
民
藝
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。昭
和
七
年
の
国

展
に
入
選
し
た「
本
立
」「
角
砂
糖
バ
サ
ミ
」は
柳
に
指
導
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
柳
の
指
導
は
柳
か
ら
の
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１８
）、

同
年
三
月
三
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１９
）で
灰
な
ら
し
や
魚
焼
き
網
の
指
導
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。灰
な
ら
し
は
第
八
回
国
展
で
入
選
し
た「
鐵
灰
押
」、魚
焼
き
網
は
第
九

回
国
展
で
入
選
し
た「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」が
こ
の
時
の
指
導
の
も
の
だ
ろ
う
。先
の
書

簡
二
通
で
、魚
焼
き
網
は
毎
回「
も
う
一
改
良
」「
も
う
一
息
」と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
焼
き
網
は
柳
の
合
格
点
が
貰
え
ず
昭
和
八
年
の
出
品
を
諦
め
昭
和
九
年
に

出
品
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」は
写
真
が
残
ら
な
い
た
め
定
か
で

は
な
い
が
、戦
後
の
人
気
商
品
で
勝
造
が
六
男
の
忠
雄
と
と
も
に
作
っ
た「
て
き
」と

呼
ぶ
餅
焼
き
網
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
は
昭
和
八
年
九
月
十
六
日
に
松
江
に
来
て
お
り
、布
志
名
窯
及
び
袖
師
窯
を

訪
ね
て
い
る
が（
註
１１
）、昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
２２
）よ

り
こ
の
機
会
に
金
田
も
柳
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。同
書
簡
よ
り
勝
造
が
、

『
工
藝
』に
掲
載
す
る
写
真
材
料
の
た
め
、本
立
て
を
柳
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。柳
は
こ
の
時
の
来
訪
で
雑
誌『
工
藝
』へ
掲
載
す
る
た
め
の
取
材
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
。十
一
月
に
発
売
さ
れ
た
工
藝
三
十
四
号（
註
１２
）で
は
新
作
紹
介
と
し
て
勝
造
の

本
立
て
と
布
志
名
焼
、袖
師
焼
が
紹
介
さ
れ
た
。こ
の
掲
載
が
一
区
切
り
と
な
っ
た

の
か
、柳
か
ら
の
指
導
を
示
す
書
簡
は
こ
こ
で
終
わ
る
。そ
の
後
は
勝
造
が
柳
気
付

け
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
へ
書
簡
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。

黒
田
辰
秋
と
鉄
の
処
理
、河
井
寬
次
郎
の
要
望

　

黒
田
辰
秋
か
ら
の
書
簡
は
、昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印
の
封
筒
一
通（
資
料
１０
）

の
み
。五
日
と
十
三
日
の
日
付
の
便
箋
と
図
解
の
紙
片
が
入
っ
て
い
る
。五
日
の
便

箋
を
入
れ
た
封
筒
は
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。五
日
の
便
箋
に
は
送
っ
て
も
ら
っ
た

引
手
の
座
金
を
図
の
よ
う
に
作
り
変
え
て
欲
し
い
、「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り
な
ら
な

い
が
、そ
の
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
。勝
造
は
京
都
の

大
毎
会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
山
陰
民
藝
展（
昭
和
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
三

日
間
開
催
）の
た
め
に
上
京
し
て
お
り（
註
１３
）、そ
の
際
に
黒
田
に
会
い
引
手
の
依
頼

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
黒
田
が
勝
造
は「
鉄
」の
も
の

は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。白
金
屋
と
し
て
所
謂
上
手
物
を
作
っ
て
き

た
勝
造
は
象
嵌
な
ど
で
部
分
的
に
鉄
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、素
材
と
し
て

鉄
の
み
を
用
い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
、こ
の
時
の
引
手
は
真
鍮
で

消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
５
）で
、見
本
と
し
て
三
つ
土
瓶
の
手
を
送
る
の
で
形

の
よ
し
あ
し
、金
の
厚
み
、仕
上
げ
の
具
合
等
詳
細
に
ご
指
示
を
、仕
上
げ
は
今
少
し

上
品
に
も
出
来
、如
何
様
に
も
す
る
と
あ
る
。文
面
か
ら
は
柳
の
ど
ん
な
注
文
に
応

え
よ
う
と
す
る
勝
造
の
姿
勢
と
、応
え
ら
れ
る
だ
け
腕
に
自
信
が
あ
る
様
子
が
窺
え

る
。柳
は
早
々
に
六
月
十
二
日
消
印
の
葉
書（
資
料
６
）で
、「
も
少
し
丁
寧
に
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
あ
れ
で
結
構
」と
し
価
格
を
尋
ね
て
い

る
。そ
の
後
、七
月
五
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
７
）よ
り
、柳
へ
十
個
ず
つ
二

種
の
土
瓶
の
手
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
値
段
は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て

一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し
た
つ
も
り
で
す
」と
あ
り
、彫
金
工

時
代
は
数
が
少
な
く
と
も
手
を
か
け
た
高
級
な
も
の
を
作
る
こ
と
を
是
と
し
た
で

あ
ろ
う
勝
造
が
、数
を
多
く
値
段
は
安
く
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

土
瓶
の
手
に
使
用
し
た
金
属
は
不
明
。同
書
簡
に「
鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず

造
り
ま
す
」と
あ
り
、こ
れ
も
五
月
の
柳
と
の
面
会
時
に
注
文
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。七
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料

８
）よ
り
、柳
が
土
瓶
の
手
を
受
け
取
り
河
井
へ
代
金
を
預
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

半
年
後
の
昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１１
）で
は
、柳
は
勝

造
が
作
っ
た
砂
糖
夾
に
図
入
り
で
詳
細
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。加
え
て
真
鍮
製
と

銀
製
の
価
格
を
尋
ね
て
い
る
。柳
は
昭
和
七
年
一
月
七
、八
日
に
松
江
を
訪
れ
て
い

る
が（
註
９
）、書
簡
か
ら
そ
の
際
に
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
時
の
来

訪
で
柳
は
港
屋
で
売
り
出
す
山
陰
産
の
品
を
選
定
し
て
い
る（
註
１０
）。港
屋
で
の
販
売

を
見
込
ん
で
、勝
造
に
砂
糖
夾
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
後
、一
月
二
十

一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
１２
）よ
り
、勝
造
が
砂
糖
夾
二
個
を
再
製
し
送
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。二
度
目
の
試
作
で
あ
る
。価
格
は
真
鍮
製（
港
屋
行
き
）九
十
銭
、

銀
製
三
円
二
、三
十
銭
。銀
は
目
方
を
相
当
持
つ
の
で
こ
れ
よ
り
安
く
は
困
難
と
あ

依
頼
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、十
三
日
の
便
箋
で
黒
田
は
、お
尋
ね
の
件
と
し
て
自
分

の
知
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
方
法
、焼
漆
と
油
焼
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。「
精
し

き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
」と
言
い
、最
後
に「
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後

御
座
ゐ
ま
す
ゆ
え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て

居
り
ま
す
」と
あ
る
。鉄
の
も
の
は
作
ら
な
い
と
し
た
勝
造
が
黒
田
に
鉄
の
処
理
の

教
え
を
乞
う
た
の
は
周
り
の
要
望
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。戦
後
は
主
に
鉄
を
扱
い

だ
す
金
田
の
鉄
加
工
が
こ
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

国
展
の
入
選
を
見
る
と
第
八
回
以
降
は
鉄
の
作
品
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２０
）に
は「
柳
鉄
指
輪
」の
文

字
が
あ
る
。手
本
と
な
る
も
の
の
再
製
を
依
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
。昭
和
八
年
九
月

四
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
便
箋（
資
料
２１
）で
は
再
度
、「
柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
」の
再
製

を
お
願
い
し
な
が
ら
、土
瓶
の
手
の
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
展
開
を
提
案
し
つ
つ
、

「
鉄
ニ
テ
ハ
如
何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
」と
あ
る
。同
文
中
で
は「
火
箸
頭
ノ
引

手
」を
褒
め
た
後「
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落
付
好
シ

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願
」と
悉
く
鉄
で
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
。こ
こ
で
い
う
箱
と

は
木
工
箱
に
つ
い
た
金
具
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。こ
の
頃
か
ら
勝
造
の
鉄
の
扱
い
が

徐
々
に
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
と
匙

　

リ
ー
チ
へ
の
書
簡
は
勝
造
が
柳
を
通
し
て
送
っ
た
三
通
。日
本
民
藝
館
に
保
管
さ

れ
る
勝
造
が
柳
に
宛
て
た
書
簡
十
三
通
に
含
ま
れ
る
。リ
ー
チ
か
ら
勝
造
へ
送
ら
れ

た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。リ
ー
チ
が
初
め
て
島
根
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
九
年
八

月
一
日
か
ら
十
三
日（
註
１４
）。こ
の
間
に
勝
造
が
リ
ー
チ
に
会
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、そ
の
直
後
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
柳

宛
て
の
便
箋（
資
料
２５
）に
、「
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に
よ
り
銀
匙
二
種
造

り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
チ
か
ら
の
直
接
指
導
で
銀
匙
を
試
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
。そ
の
後
、十
月
十
九
日
消
印
、勝
造
か
ら
柳
気
付
リ
ー
チ
宛
て
の
葉
書（
資
料
２６
）に

「
先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送
下
さ
れ
」と
あ
り
、匙
を
三
種
再
度
送
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、試
作
に
対
す
る
リ
ー
チ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。文
中
に
あ

る
総
合
展
と
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
日
間
開
か
れ
た
京
都
高
島
屋
の
山
陰
民
藝

展
だ
ろ
う
か（
註
１５
）。そ
の
後
勝
造
は
十
一
月
十
一
日
と
記
載
の
便
箋（
資
料
２７
）を
柳
宛

て
に
送
っ
て
い
る
。文
中
に
は
柳
宛
て
に
リ
ー
チ
か
ら
言
わ
れ
た
高
島
屋
展
の
品
を

目
録
の
通
り
送
る
の
で
リ
ー
チ
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
あ
り
、リ
ー
チ
に
は
原
価
を
知

ら
せ
て
い
る
。残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
考
え
る
と
、リ
ー
チ
指
導
の
も
と
、二
度
の
試
作

を
経
て
小
匙
、大
匙
、フ
ォ
ー
ク
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
の
髙
島
屋
展

は
十
一
月
十
六
日
七
日
間
東
京
高
島
屋
で
開
か
れ
た
全
国
新
興
民
藝
展
だ
と
思
わ

れ
る（
註
１６
）。リ
ー
チ
と
の
交
流
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
み
で
あ
る
。

河
井
寬
次
郎
の
キ
セ
ル

　

河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
は
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
し
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
二
十

三
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、制
作
年
は
昭
和
二
十
五
年
頃
〜
と
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印
の
河
井
の
便
箋（
資
料
２４
）で
河
井
が
勝
造
の
キ
セ
ル
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。そ
こ
に
は「
パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御

願
」と
あ
り
、そ
の
後
、「
バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ
其
内
御
届
ケ
ノ
筈
」と

あ
る
。既
に
河
井
寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り（
註
１７
）「（
図

示
）ノ
分
御
分
チ
御
願
」が
指
す
キ
セ
ル
を
勝
造
自
身
の
作
と
考
え
る
と
、「
モ
ウ
一

息
」と
言
わ
れ
た
パ
イ
プ
は
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
に
河
井
が
指
導
を
し
た
の
だ

ろ
う
。そ
の
後
の
気
付
で
キ
セ
ル
を
勝
造
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。

　

他
、キ
セ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
書
簡
は
消
印
が
不
明
瞭
で
送
ら
れ
た
時
期
が

定
か
で
な
い
が
、昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２９
）に「
ナ
タ
マ

メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎
日
待
ッ
テ
居
ル
」と
あ
り
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル

の
再
製
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
は
刀
豆
に
似
て
へ
ん
平
で
懐
中
に

入
れ
て
持
ち
運
び
や
す
い
形
を
し
て
お
り
、明
治
維
新
の
頃
官
軍
兵
士
が
多
く
用
い

た
と
さ
れ
る
キ
セ
ル
で
あ
る（
註
１８
）。現
在
河
井
寬
次
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
勝
造
制

作
の
キ
セ
ル
二
十
三
本
の
中
に
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル
も
あ
る
。

　

勝
造
の
残
し
た
下
図
は
十
点
で（
挿
図
１
〜
１３
）全
て
描
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

厚
紙
を
使
用
し
、墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、九
種
の
キ
セ
ル
が
確
認
で
き
る
。十

枚
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
は
既
存
の
形
の
再
製
で
は
な
く
、全
て
河
井
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
が
、河
井
が
描
い
た
図
は
残
っ
て
い
な
い
。下
図
は
真
横

か
ら
見
た
形
を
描
く
が
、火
皿
の
部
分
の
み
少
し
斜
め
上
か
ら
見
た
図
に
な
っ
て
い

る
。一
部
、上
面
図
や
胴
部
分
の
断
面
図
が
描
か
れ
る
。１
か
ら
９
ま
で
の
番
号
が
振

は
再
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
収
蔵
の
二
十
三
点

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
九
種
全
て
見
つ

か
っ
た
。4
、5
、7
、9（
挿
図
5
、6
、8
、12
）の
番
号
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
下
図
と
火
皿

の
形
状
が
異
な
る
が
、他
は
下
図
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
キ
セ
ル
が
残
っ
て
い
る
。

　

勝
造
が
残
し
た
メ
モ
三
点
の
う
ち
、一
点
は
便
箋
に
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
と
夫
婦
キ

セ
ル
が
描
か
れ
る（
挿
図
14
）。夫
婦
キ
セ
ル
は
火
皿
が
一
つ
で
火
皿
を
中
心
軸
に
し
て

吸
口
が
二
つ
に
わ
か
れ
、二
人
が
同
時
に
喫
煙
で
き
る
既
存
の
形
の
キ
セ
ル
で
あ
る

（
註
１９
）。そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
原
寸
と
書
き
添
え
ら
れ
、夫
婦
キ
セ
ル
の
図
に
は
火
口
と

吸
口
に
朱
肉
を
付
け
て
押
し
た
と
思
わ
れ
る
口
の
写
し
が
あ
る
。こ
の
メ
モ
の
裏
に

は「  

.
2.
2  

註
」と
記
さ
れ
て
い
る
。註
が
註
文
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、勝
造
は
昭

和
三
十
九
年
二
月
二
日
に
注
文
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。前
述
し
た
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
所
蔵
の
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
よ
り
、こ
こ
に

描
か
れ
た
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
の
図
は
小
さ
い
。詳
し
く
は
後
述
す
る
が
河
井
は
夫
婦

キ
セ
ル
の
再
製
を
勝
造
に
依
頼
し
て
い
る
が
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
夫
婦
キ
セ
ル

は
残
っ
て
い
な
い
。こ
の
図
は
手
本
と
な
る
キ
セ
ル
を
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
明
な
点
の
多
い
メ
モ
で
あ
る
。

　

他
に
３
と
９
の
番
号
の
キ
セ
ル
の
改
正
図
を
描
い
た
便
箋
一
点（
挿
図
15
）と
手
綱
形
キ

セ
ル
の
図
に
二
十
年
前
￥
３
０
０
０
０
と
記
入
さ
れ
た
紙（
挿
図
16
）が
一
点
残
る
。手
綱

形
の
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。手
網
形
も
既
存
の
形
の
キ

セ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら（
註
２０
）、河
井
に
再
製
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
造
の
も
と
に
残
る
河
井
の
指
示
書
五
枚
も
全
て
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
全
て
同
じ
で
、鉛

筆
と
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。う
ち
一
枚
は（
挿
図
17
）文
字
の
み
の
指
示
で
あ
る
。便
宜
上

こ
れ
を
指
示
書
一
と
呼
び
、こ
こ
に
文
面
を
書
き
起
こ
す
。

指
示
書
一

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ノ
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
ハ
何
レ
帰
安
ノ
折
手
入

　

御
願
致
シ
度
ソ
レ
迄
コ
ノ
マ
マ
ニ
保
存
御
願
致
シ
マ
ス
◇

　

ノ
図
ノ
参
考
ノ
タ
メ
送
リ
マ
シ
タ
改
正
ノ
Ⅲ
図
ノ
分
御
願
致
シ
マ
ス

　

◇
ノ
付
根
ノ
参
考
ノ
タ
メ
粘
土
ノ
形
御
届
。Ⅰ
ト
Ⅱ
モ
御
願
致
シ
マ
ス

　

別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ

　

一
ツ
製
図
ノ
様
ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
コ
レ
ハ
仲
々
免
倒
一
ト

　

勉
強
御
願
致
シ
マ
ス
猶
小
々
曲
ッ
タ
分
御
直
シ
御
願

　

致
シ
マ
ス
未
ダ
　
次
々
図
作
リ
御
願
致
シ
度
宜
敷

　

公
社
ノ
分
ハ
三
月
末
ニ
ハ
返
ス
約
束
　

　

ド
ウ
カ
宜
敷　

ら
れ
て
い
る
が
、一
枚
は
番
号
部
分
が
欠
け
て
い
る（
挿
図
７
）。鉛
筆
で
寸
法
や
詳
細
図

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、下
図
の
部
分
的
な
修
正
も
見
ら
れ
る
。７
、８
、９
の
番
号

が
振
ら
れ
た
下
図
の
裏
面
に
は（
挿
図
９
、１１
、１３
）、書
き
込
ま
れ
た
寸
法
の
隣
に「　

.　

.

　

 

改
」と
メ
モ
が
あ
り
、こ
の
三
点
の
キ
セ
ル
は
昭
和
三
十
四
年
頃
に
制
作
も
し
く

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
」

は
忠
雄
の
言
う
河
井
が
自
ら
修
正
を
し
、

穴
を
あ
け
た
キ
セ
ル（
註
２1
）を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　

残
り
の
指
示
書
四
枚（
挿
図
18
〜
21
）に
は

合
わ
せ
て
六
種
類
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ

る
。挿
図
18
、20
に
描
か
れ
た
図
に
は
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
振
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
指

示
書
一
に
対
応
す
る
。挿
図
18
、19
に
は
赤

鉛
筆
で
吸
口
付
近
に
１０
〜
１３
ま
で
の
書
き

込
み
が
あ
る
。赤
鉛
筆
の
書
き
込
み
が
勝

造
の
手
に
よ
る
と
す
れ
ば
、先
述
の
勝
造

の
下
図
１
〜
９
か
ら
続
き
の
連
番
が
振
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

挿
図
18
、19
に
は
四
種
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。中
で
も
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の

キ
セ
ル
は
挿
図
19
に
も
描
か
れ
詳
し
く
指
示
が
あ
る
。指
示
書
一
よ
り
河
井
は
Ⅲ
の
キ

セ
ル
の
幾
何
学
形
態
◇
の
付
根
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
、粘
土
で
実
際
に
形
を
作

り
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。挿
図
21
で
も「
此
処
此
度
ノ
此
処
ノ
様
ニ
御
願
御
願
」

と
付
根
の
部
分
を
図
入
り
で
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、河
井
は
形
の
継
ぎ
目

の
部
分
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
よ
う
だ
。勝
造
は
幾
何
学
形
態
と
円
柱
形
、異
な
る
筒

状
の
立
体
を
ロ
ウ
付
け
す
る
の
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル

の
◇
部
を
指
し「
例
ノ
火
バ
シ
ノ
先　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
」と
あ
る
が
こ
れ
は
真
鍮
製

の
火
箸（
挿
図
22
）の
先
の
形
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。昭
和
八
年
九
月
三
日
の
河
井
か
ら

の
書
簡（
資
料
21
）に
も「
火
箸
頭
ノ
引
手
」と
あ
り
同
じ
形
で
引
手
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
が
様
々
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、同

お
わ
り
に

　

彫
金
工
だ
っ
た
勝
造
は
民
藝
関
係
者
よ
り
制
作
の
依
頼
及
び
依
頼
を
通
し
た
指

導
を
受
け
る
中
で
、制
作
す
る
金
工
品
、扱
う
金
属
を
変
え
な
が
ら
、制
作
を
続
け
た

こ
と
が
断
片
的
に
だ
が
わ
か
っ
た
。考
察
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、取
り
上
げ
て
い

な
い
書
簡
も
残
る
。今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
書
簡
の
文
面
を
活
字
で
紹
介
し
た
い
。河
井
の
書
簡
は
河
井

寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
既
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。他
資
料

で
判
読
が
難
し
い
河
井
の
文
字
に
関
し
て
も
鷺
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。日
本
民
藝
館

所
蔵
の
勝
造
が
柳
へ
宛
て
た
書
簡
は
令
和
元
年
に
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
書
簡
を
基

と
し
た
。判
読
不
明
な
文
字
は
□
で
表
わ
し
、旧
字
は
一
部
新
字
と
し
た
。句
点
が
な

く
文
が
切
れ
る
と
こ
ろ
は
一
マ
ス
空
け
て
い
る
。図
を
描
い
て
示
し
て
い
る
箇
所
は

（
図
示
）と
表
し
た
。紙
面
の
都
合
上
、意
図
的
だ
と
思
わ
れ
る
改
行
の
外
は
原
文
の

改
行
に
従
っ
て
い
な
い
。

﹇
資
料
１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
耕
雲
様

　

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消
印

　

御
無
沙
汰
致
シ
マ
シ
タ　

御
元
氣　

御
仕
事
ヲ
嬉
シ
ク
思
ヒ
マ
ス　

二
十
日
頃

　

帰
リ
度　

御
作
リ
ノ
品
々
ヲ
楽
シ
ミ
ニ
シ
テ
居
マ
ス　

何
レ
拝
眉
ノ
上

　
　
　

三
月
十
一
日　

寬

﹇
資
料
２
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

三
月
三
十
日

　
　
　
　

寬

　

昭
和
六
年
三
月
三
十
日
消
印

　

滞
留
中
ハ
有
難　

感
謝
々
　々

□
□
□
柳
兄
来
訪
仕
事
好
評　

相
談
ノ
上
丸
火
箸

　

角
箱
切
子
灰
押
ヘ
三
品
出
品
ニ
決
定　

指
輪
ハ
柳
兄
モ
愛
壷
ヲ
カ
ズ
望
マ
レ
テ
割

　

愛　

コ
レ
ハ
都
合
ニ
テ
出
品
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、今
日
指
輪
二
ツ
発
送　

此
間
ノ

　

様
式
ニ
大
至
急
御
願
、御
母
堂
始
メ
皆
サ
マ
ニ
宜
敷
　　

金
庫
至
急
御
願

﹇
資
料
３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

洛
北
下
鴨

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

五
、一
八

　

昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
。慌
し
き
旅
に
て　

ゆ
る
　
お
話

　

し
出
来
ざ
る
　
事
を
残
念
に
思
ひ
ま
す
。御
入
港
御
立
寄
の
日
を
待
上
ま
す
。土

　

瓶
の
手
何
分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す

﹇
資
料
４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

じ
よ
う
に
挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル
の
◇
部
を
指
し「
此
ハ
四
角
ノ
地
金
ヲ
ケ
ヅ
ッ
テ
穴

ヲ
ア
ケ
テ
ハ
ド
ウ
デ
ス
カ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、真
鍮
の
塊
か
ら
形
を
削
り
出
し
、空

気
が
通
る
よ
う
穴
を
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。ま
た
、挿
図
18
の
Ⅱ
の
キ
セ
ル
は

勝
造
の
下
図
の
番
号
4
の
キ
セ
ル
、挿
図
19
の
下
段
の
キ
セ
ル
は
勝
造
の
下
図
の
番
号

5
の
キ
セ
ル
を
改
正
し
た
図
だ
と
思
わ
れ
、前
述
し
た
勝
造
の
下
図
4
、5
の
番
号
に

該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
の
改
正
の
図
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。河
井
寬
次
郎
記
念

館
収
蔵
の
二
十
三
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
、Ⅰ
と
Ⅱ
の

図
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
見
つ
か
っ
た
。

　

挿
図
20
に
は
夫
婦
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。軸
の
構
造
も
細
か
く
描
い
て
い
る
。指
示

書
一
に「
別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ
一
ツ
製
図
ノ
様

ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
」と
あ
り
、専
売
公
社
よ
り
借
り
た
キ
セ
ル
の
再
製
を
依
頼

し
て
い
る
の
は
こ
の
夫
婦
キ
セ
ル
だ
ろ
う
。挿
図
19
に
も「
何
レ
モ
免
倒
十
分　

此
写

作
リ
ニ
タ
イ
モ
ノ
モ
一
ツ　

御
骨
折
御
願
御
願
」と
あ
り
、「
此
写
」が
指
す
の
は
夫

婦
キ
セ
ル
の
再
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。河
井
の
日
記
に
夫
婦
キ
セ
ル
が
登
場
し

た
の
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
六
日（
註
２2
）。制
作
を
依
頼
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
河

井
の
念
願
の
夫
婦
キ
セ
ル
再
製
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、先
に
述
べ
た
と
お
り

現
在
勝
造
が
制
作
し
た
夫
婦
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

挿
図
21
に
は
大
き
く
改
正
原
寸
大
と
書
か
れ
て
い
る
。図
へ
の
書
き
込
み
で
は
寸

法
の
他「
此
処
ガ
ス
ボ
ケ
ヌ
様
」、「
此
辺
気
持
ヒ
ロ
ゲ
ル
コ
ト
」な
ど
注
意
を
促
し
て

い
る
。こ
の
キ
セ
ル
の
形
は
幾
何
学
形
態
部
分
が
�
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。挿
図
18
、19
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の
キ
セ
ル
と
類
似
す
る
が
幾
何
学
形
態
の
部
分
が
異

な
る
。こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

六
、四

　

昭
和
六
年
六
月
四
日
消
印

　

前
略　

い
つ
ぞ
や
お
希
ひ
致
候
土
瓶
の
手
、出
来
候
節
は
お
送
□
度
候
、巾
は
四

　

寸
前
後
、大
中
小
各
〃
一
個
先
に
お
届
□
れ
ば
幸
甚
に
て
候

　

巾
四
寸
前
後（
図
示
）

﹇
資
料
５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
六
月
十
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

六
月
十
日

　

其
後
御
変
り
御
座
な
く
□
伺
上
□　

先
生
の
御
蔭
で
石
州
焼
も
東
京
で
大
変
好

　

評
の
由　

何
よ
り
の
事
に
御
座
□　

土
瓶
の
手
見
本
と
し
て
三
ケ
御
送
り
申
上

　

げ
る
□
形
の
よ
し
あ
し
金
の
厚
み
工
合
及
ひ
仕
上
の
工
合
等
詳
細
に
御
指
示
□

　

□
□
□
□　

仕
上
げ
等
は
今
少
し
上
品
に
で
も
出
来
□
候
□
□
一
度
ご
覧
に
入

　

れ
る
□
御
返
事
次
第
如
何
様
に
も
致
し
可
候
先
々
要
件
の
み
に
て
失
礼
致
ス

　
　
　

六
月
十
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様　
　
　

□
□　

　

柳
様

﹇
資
料
８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

七
、一
八

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
七
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
土
瓶
の
手
二
十
個
う
れ
し
く
お
う
け
と
り
し
ま
し
た
。代
金
河
井
君
の

　

方
へ
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。何
れ
お
送
り
す
る
事
と
思
ひ
ま
す
。月
末　

松
江
行
、

　

お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す

﹇
資
料
９
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

九
月
十
三
日

　

昭
和
六
年
九
月
十
三
日
消
印

　

其
後
は
失
礼
致
し
ま
し
た　

御
元
気
で
す
か　

鳥
取
の
吉
田
氏
も
ぼ
て
　
茶
に

　

来
安
致
さ
れ
る
筈
で
す
が
前
の
日
曜
も
今
度
の
日
曜
も
老
支
の
為
延
期
致
さ
れ

　

ま
し
た　

此
次
は
松
江
の
民
藝
展
出
品
物
で
働
い
て
居
ま
す　

金
庫
も
漸
く
三

　

個
出
来
上
り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す　

　

御
覧
の
上
御
批
評
を
願
ま
す

﹇
資
料
１０
﹈

　

出
雲
国
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印

　
　
　

十
一
月
十
三
日

　

京
都
市
御
前
通
り
一
条
下
ル

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

前
略　

昨
日
は
お
手
紙
頂
戴
致
し
お
厄
介
な
る
お
願
を
早
々
お
製
作
下
さ
れ
お

　

発
送
下
さ
ゐ
ま
し
た
由
承
知
致
し
ま
し
た
の
で
到
着
を
心
待
ち
居
り
ま
し
た
が

　

本
日
午
後
正
に
落
手
い
ろ
　
お
配
慮
と
お
手
数
を
煩
わ
し
有
難
く
お
礼
申
し
上

　

ま
す
。速
足
解
荷
拝
見
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
は
全
て
小
生
が
不
要
意
な
る

　

お
願
の
為
め
と
存
じ
ま
す
の
で
誠
に
申
上
難
う
御
座
ゐ
ま
す
が
実
は
引
手
の
座

　

金
の
部
分
が
取
り
着
け
る
も
の
と
の
関
係
上
丸
形
の
も
の
が
望
ま
し
う
御
座
ゐ

　

ま
す
の
で
重
ね
　
お
面
倒
な
お
願
で
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
座
金
だ
け
同
封

　

の
図
の
様
な
も
の
に
お
作
り
更
へ
お
願
致
し
度
う
存
じ
ま
す
。甚
だ
勝
手
な
お
願

　

ば
か
り
致
し
何
卒
不
悪
お
計
の
程
お
願
申
上
ま
す
。ま
た「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り

　

に
な
ら
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
す
が
ま
た
其
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ

　

下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す

　

要
々
お
願
ま
で
乱
筆
お
許
し
く
だ
さ
ゐ
ま
せ

草
々

　
　
　

五
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

金
田
勝
造
様　

　

乍
失
礼
為
替
三
□
や
同
封
致
し
て
置
き
ま
し
た　

ゆ
え
お
受
取
り
下
さ
ゐ
ま
た

﹇
資
料
６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
六
月
十
二
日
消
印

　

お
送
り
の
品
、大
に
感
謝
。あ
れ
で
結
構
と
思
ひ
ま
す
が
、や
は
り
も
少
し
丁
寧
に

　

き
れ
い
に
仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。大
き
さ
形
三
つ
と
も
上
等
で

　

す
。價
格
お
し
ら
せ
を
乞
ふ

﹇
資
料
７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
七
月
五
日
消
印

　

出
雲
国
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

七
月
五
日

　

其
後
御
元
氣
の
事
と
存
じ
ま
す　

私
も
御
蔭
で
無
事
仕
事
に
精
進
し
て
居
り
ま

　

す　

本
日
土
瓶
の
手
廿
ケ
御
送
り
致
し
ま
し
た　

十
ケ
宛
二
種
で
す　

又
値
段

　

は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て
一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し

　

た
つ
も
り
で
す　

鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず
造
り
ま
す　

先
つ
は
あ
ら　

　
に
て
失
礼
申
ま
す

　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

作
り
更
へ
て
頂
き
ま
す
座
金
の
分
何
卒
お
遠
慮
な
く
お
請
求
下
さ
ゐ
ま
せ
。以
上

　
（
図
解
の
紙
片
）

　
（
図
示
）真
鍮
に
て
寸
法
は
こ
の
図
位
、其
他
の
こ
と
何
卒
よ
ろ
し
く
お
計
□
お
願

　

申
ま
す

　　

前
略　

お
葉
書
及
小
包
正
に
落
手　

色
々
と
お
配
慮
有
難
う
御
座
ゐ
ま
し
た
。

　

ま
た
速
足
乍
ら
お
尋
の
件
小
生
の
存
じ
居
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
法
は
小
生

　

も
目
に
て
覺
え
居
る
も
の
な
れ
だ
精
し
き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
と
存

　

じ
ま
す
。方
法
は
至
っ
て
簡
単
に
て
仕
上
り
た
る
も
の
を
火
に
て
熱
し
そ
れ
の
冷

　

め
ぬ
間
に
古
布
の
様
な
も
の
に
生
漆
を
つ
け
、そ
れ
に
て
じ
ゅ
ん
　
音
を
立
て
る

　

様
な
の
に
拭
き
着
け
る
の
で
す
。以
上
は
焼
漆
の
法
に
て
油
焼
も
同
様
の
工
程
に

　

て
只
漆
と
油
と
の
違
丈
け
、こ
れ
も
其
加
減
調
子
等
お
自
得
の
程
願
ま
す
。以
上

　

甚
だ
不
要
領
乍
ら
お
答
ま
で
。猶
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後
御
座
ゐ
ま
す
ゆ

　

え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て
居
り
ま
す

　

で
は
要
々
の
み

　

季
節
柄
お
自
愛
お
祈
り
申
し
て
居
り
ま
す

草
々

　
　
　

十
三
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋　

　

金
田
勝
造
様　

﹇
資
料
１１
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　

一
月
廿
一
日

　

本
日
砂
糖
挟
ニ
ヶ
再
製
の
□
御
送
り

　

致
し
ま
し
た
。

　

真
鍮
製
み
な
と
や
行
の
値
段
九
十
銭

　

銀
製
三
円
よ
り
三
円
二
三
十
銭

　

右
御
返
事
申
ま
す

　

銀
ハ
目
方
相
当
持
つ
の
で
右
値
段
よ
り
安
く
は
困
難
で
す

　

諸
々
御
下
令
の
程
願
ま
す

　
　
　

一
月
廿
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様

﹇
資
料
１３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

正
月
廿
三
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
（
消
印
不
明
瞭
）

　

お
送
り
の
品
、形
上
〃
〃
。実
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
し
た
。　

但　

長
さ
が
四
寸
五
分

　

と
書
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、何
れ
も
二
三
分
長
す
ぎ
る
の
で
、今
度
は
四
寸
五
分

　

を
出
な
い
様
に
希
ひ
ま
す
。（
図
示
）此
所
此
形
の
方
寧
ろ
よ
ろ
し
く
之
を
三
十
個

　

お
作
り
□
い
。内
二
十
個
港
や
行
。十
個
京
都
小
生
宛

﹇
資
料
１４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
三
月
十
一
日
消
印

　
　
　

三
月
十
一
日

　

京
都
市
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。砂
糖
ば
さ
み
代　

忘
れ
て
お
っ
て
申
わ
け
あ
り
ま
せ
ぬ　

拾
円

　

こ
こ
に
お
届
け
致
し
ま
す
。東
京
港
や
に
送
っ
て
頂
き
し
分
は
お
う
け
と
り
□
い

　

ま
し
た
か
。ま
だ
で
し
た
ら
小
生
よ
り
督
促
し
ま
す　

御
一
家
は
丈
夫
に
や　

安

　

来
は
ま
だ
雪
が
あ
る
事
と
お
察
し
し
ま
す

　

河
井
様
皆
〃
様
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

三
月
十
一
日

　
　
　
　

宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印

　

先
日
本
立
一
把
御
批
評
願
ふ
様
御
送
り
致
し
て
置
き
ま
し
た　

□
何
の
事
も
な

　

く　

御
多
用
中
恐
入
り
ま
す
が
至
急
御
返
事
御
待
ち
申
し
ま
す

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印

　
　
　

正
、一
七
、

　

京
都

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

先
日
は
お
目
に
か
〻
れ
ず
大
変
残
念
で
し
た
。砂
糖
夾
早
速
作
っ
て
□
っ
て
感
謝
。

　

寸
法
少
し
小
さ
く
且
つ
痩
せ
て
ゐ
る
の
で
、も
少
し
太
ら
せ
て
□
い
ま
せ
ん
か　

　
（
図
示
）此
巾
五
分　
（
図
示
）お
送
り
□
し
も
の　

如
く
外
ガ
ワ
丸
味
あ
り　

　
（
図
示
）此
と
こ
ろ
ニ
分
五
リ
。（
図
示
）掌
の
形
の
如
く
中
が
ふ
く
れ
る
。つ
ま
り

　

サ
ジ
を
両
方
か
ら
合
せ
た
如
き
形
。但
し
サ
ジ
の
如
く
深
く
な
く
、も
少
し
浅
し
。

　
（
図
示
）此
長
さ
四
寸
五
分　
（
図
示
）此
巾
六
分
五
リ　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ

　

七
、八
分　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ
五
分　
（
図
示
）背
中
此
形
も
よ
ろ
し
か
ら
ん

　

真
鍮
製
一
個
の
値
い
く
ら
に
候
や

　

銀
製
な
れ
ば
い
く
ら
に
や

　
　
　

一
、一
七

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１２
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
七
年
一
月
二
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

四
月
二
日

﹇
資
料
１６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

四
、五
、

　
　
　
　

柳

　

昭
和
七
年
四
月
六
日
消
印

　

別
便
で
申
し
忘
れ
ま
し
た
が（
図
示
）此
長
さ
三
寸
。御
送
り
下
さ
っ
た
の
よ
り
薄

　

く
て
は
却
て
い
け
ま
せ
ん
。相
当
の
厚
さ
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
事
分
り
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
ほ
か
の
部
分
よ
り
薄
い
方
が
い
ゝ
の
で
す
け
れ
ど
も
。

﹇
資
料
１７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

五
月
廿
三
日

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印

　

拝
啓　

其
後
御
障
り
も
あ
り
ま
せ
ぬ
か
お
伺
い
申
ま
す　

本
日
森
永
氏
方
へ
濱

　

田
氏
お
出
で
に
付
お
供
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す　

本
日
港
屋
よ
り
土
瓶
手
砂
糖

　

挟
み
等
賣
行
き
面
白
か
ら
ず
返
送
致
す
様
申
さ
れ
他
に
向
け
先
あ
れ
ハ
其
方
へ

　

向
け
る
可
く
通
知
が
あ
り
ま
し
た　

今
に
な
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
も
困
り
ま
す

　

か　

如
何
致
し
た
も
の
で
せ
う
か　

港
屋
へ
は
今
一
割
の
値
引
し
て
□
□
引
受

﹇
資
料
２０
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　
　

寬

　

昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印

　

（三）　

指
輪
帯
留
有
難　

土
瓶
ツ
ル
代
共
宗
兄
ノ
方
ヘ
代
御
請
求
御
願　

柳
鉄
指

　

輪
ア
ノ
通
リ
出
来
ヌ
カ
御
一
考
御
願　

出
来
レ
バ
茲
デ
又
一
問
題
如
何
々
々

﹇
資
料
２１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
八
年
九
月
四
日
消
印

　
　
　

九
月
三
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寛

　

金
田
兄

　

九
月
三
日
寬

　

御
元
気
ヲ
祈
ル
。土
瓶
手
有
難
大
イ
ニ
嬉
シ　

見
テ
モ
用
ヒ
テ
モ
大
変
結
構
之
以

　

上
ノ
モ
ノ
モ
ウ
期
待
ス
ル
必
要
ナ
シ　

永
ク
続
ケ
テ
頂
キ
度
イ　

背
ノ
丸
味
ノ

　

モ
ノ
ト
同
時
ニ
角
ノ
モ
少
シ
立
ッ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
テ
好
イ
ト
思
フ
。鉄
ニ
テ
ハ
如

　

何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
。此
間
カ
ラ
ノ
モ
ノ
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
ヲ
乞
フ
。

　

柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
ア
レ
ハ
ア
ノ
通
リ
再
製
出
来
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
カ
。ア
ン
ナ
モ
ノ

　

ガ
出
来
レ
バ
皆
喜
ブ
ニ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。売
レ
ル
ニ
モ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。一
勉
強

　

如
何
。此
間
木
工
棚
、箱
到
着
、金
具
仲
々
見
事
ニ
テ
嬉
シ　

只
コ
ノ（
図
示
）分（
ロ
）

　
（
図
示
）（
イ
）ノ
風
ノ
心
入
ニ
テ（
イ
）ト（
ロ
）ノ
巾
ヲ
広
ク
ト
ル
ナ
ラ
バ
一
増
見

　

事
ナ
ラ
ン
ト
思
フ　

次
ニ
ハ
其
様
ニ
御
願　

又
曳
出
シ
ノ
引
手（
図
示
）ハ
少
サ

　

イ
二
ツ
ノ
座
ヨ
リ
図
ノ
様
ノ
モ
ノ
落
付
ク
ト
思
フ　

次
ハ
シ
カ
ル
可
ク
御
願　

　

猶
、引
手
ノ
輪
ノ
張
リ
ガ
足
ラ
ズ（
図
示
）（
イ
）ヲ
モ
少
シ
張
ラ
セ
タ
方
好
シ
。火

　

箸
頭
ノ
引
手
仲
々
美
シ
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落

　

付
好
シ　

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願　

此
間
ノ
カ
ケ
棚
ト
小
棚
二
ツ
ハ
皆
デ
好
評

　

コ
レ
等
ハ
今
年
ノ
大
収
穫
也

　

エ
ラ
イ
ダ
ロ
ウ
ガ
エ
ラ
イ
カ
ラ
ノ
勉
強
ダ
、大
イ
ニ
ヤ
ロ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。エ
ラ

　

イ
事
ニ
負
ケ
ナ
イ
デ
ヤ
ル
事
ニ
シ
ヨ
ウ
。

　

森
永
兄
其
後
御
元
気
ニ
ヤ　

暮
々
モ
ヨ
ロ
シ
ク
。石
輪
サ
ン
ニ
モ
宜
敷
　
　
竹
サ

　

ジ
ノ
好
イ
カ
ガ
出
来
テ
大
イ
ニ
嬉
シ
イ
。誰
モ
好
イ
モ
ノ
ガ
出
来
出
し
タ
ノ
ガ
有

　

難
イ
。

　

工
藝
ハ
近
ク
宗
兄
ト
相
談
シ
テ
ウ
ン
ト
諸
兄
ニ
役
立
ツ
様
ニ
ス
ル
。

　

諸
兄
ノ
モ
ノ
ガ
売
レ
ル
様
ニ
ス
ル　

元
気
ニ
仕
事
ヲ
進
メ
テ
貰
ヒ
度
イ
。

　

御
老
母
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

﹇
資
料
２２
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
十
六

　
　

柳
宗
悦
殿

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印

　

先
日
ハ
御
疲
れ
の
事
と
存
じ
ま
す　

御
土
産
迄
頂
き
御
厚
礼
申
ま
す　

本
日
工

　

藝
寫
眞
材
料
本
立
一
把
民
藝
協
会
の
織
物
切
同
送
致
し
ま
し
た　

御
査
収
□
上

　

け
て
貰
ふ
様
通
知
は
出
し
て
置
き
ま
し
た

﹇
資
料
１８
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

二
月
二
十
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印

　

大
に
勉
強
。感
謝
。灰
な
ら
し
二
つ
と
も
及
㐧
。但
し
上
部
の
厚
み
、も
う
少
し
薄

　

く
し
、全
体
の
重
み
を
減
ず
る
方　

更
に
可
。魚
焼
網
の
方
は
も
う
一
改
良
を
要

　

す
。森
永
君
に
傳
言
せ
し
故
、お
聞
き
を
乞
ふ
。ス
カ
シ
彫
は
あ
れ
に
て
上
等
。周

　

囲
と
柄
と
を
も
っ
と
よ
く
し
た
き
望
み
。

﹇
資
料
１９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

三
、二

　
　
　
　

柳

　

昭
和
八
年
三
月
三
日
消
印

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。灰
な
ら
し
は
あ
の
ま
〻
高
嶋
や
の
方
へ
出
し
ま
す
。実
價
お
し

　

ら
せ
下
さ
い
。そ
の
上
賣
價
を
こ
ち
ら
で
つ
け
ま
す
。金
網
は
も
う
一
息
。森
永
君

　

と
よ
く
御
話
合
下
さ
い

　

宣
敷
御
仕
計
ら
ひ
の
程
願
上
ま
す

　

九
月
廿
日

﹇
資
料
２３
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
廿
六

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
月
三
日

　

昭
和
八
年
十
月
三
日
消
印

　

民
藝
協
会
の
荷
物
に
土
瓶
手
一
砂
糖
挟
一
同
封
致
し
ま
し
た　

致
っ
て
品
物
手

　

持
少
な
く
困
り
ま
し
た　

先
日
寫
眞
材
料
と
し
て
お
送
り
致
し
た
本
立
て
も
陳

　

列
願
ま
す　

値
段
付
は
右
同
送
品
に
添
付
し
て
置
き
ま
し
た　

然
し
後
で
気
が

　

付
き
ま
し
た
が
普
通
賣
價
と
の
事
で
し
た　

全
部
下
記
の
通
り
訂
正
願
ま
す

　

本
立　
　

弐
、五
〇

　

土
瓶
手　

、八
〇

　

砂
糖
挟　

、七
〇

﹇
資
料
２４
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印

　
　
　

三
月
四
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

八
月
卅
一
日

　

拝
啓　

失
礼
の
み
仕
居
り
候
御
□
□
□
□
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に

　

よ
り
銀
匙
二
種
造
り
本
日
御
送
り
申
上
□
る
リ
ー
チ
先
生
に
も
御
渡
し
□
□
□

　

御
改
正
の
程
御
願
申
上
げ
□

　

右
御
願
迄

　
　
　

八
月
卅
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
先
生

﹇
資
料
２６
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生
気
付

　
　

リ
ー
チ
先
生

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
九
年
十
月
九
日
消
印

　

拝
啓
失
礼
の
み
仕
□
□
候
御
許
下
さ
れ
度　

先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送

　

下
さ
れ
度　

手
本
に
し
て
綜
合
展
に
少
々
で
も
出
し
度
在
□　

尚
総
合
展
は
開

　

会
日
は
何
日
に
□
□
一
寸
御
知
ら
せ
下
さ
れ
□
□

　

右
乱
筆
御
願
ま
で

　
　
　
　

十
月
十
九
日

﹇
資
料
２７
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

至
急

　

昭
和
□
年
□
月
十
二
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
一
月
十
二
日

　

柳
先
生

　
　
　

十
一
月
十
一
日　

金
田
勝
造

　

其
後
ハ
御
不
沙
汰
の
み
致
し
て
居
ま
す
御
許
程
お
願
申
ま
す
。リ
ー
チ
先
生
か

　

ら
髙
島
屋
展
に
間
に
会
ふ
様
に
□
の
御
下
令
で
別
紙
目
録
の
通
り
本
日
お
送
り

　

致
し
ま
し
た　

御
手
数
恐
入
り
ま
す
が
お
届
け
願
上
ま
す　

何
し
ろ
日
数
少
な

　

く
思
ふ
様
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。追
加
注
文
を
精
々
御
尽
力
の
程
お
願
ひ
申
上
ま

　

す
右
何
卒

　

リ
ー
チ
先
生
へ
呉
々
も
宜
敷
お
伝
言
お
願
申
ま
す

　

リ
ー
チ
先
生

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

左
記
値
段
ハ
何
レ
モ
原
価
デ
ス
カ
ラ
左
様
御
承
知
願
マ
ス

　
　
　
　
　
　

記

　

一
、貳
拾
五
円　

銀
小
匙
一
打
ニ
付

　

一
、四
拾
五
円　

見
本　

大
匙
一
打
ニ
付

　

一
、参
拾
七
円　

見
本
フ
ォ
ー
ク
一
打
ニ
付

　
　
　
　

河
井
寛　

　

金
田
兄

　

三
月
四
日
夜
寬

　

御
手
紙
拝
見　

済
マ
ヌ
　
　
　
コ
ラ
ヒ
テ
ク
レ　

其
元
気
デ
御
願
ダ　

火
箸
ハ

　

見
事
大
イ
ニ
嬉
シ　

好
キ
ナ
人
ニ
分
カ
チ
度
イ　

パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何　

　
（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御
願　

香
炉
火
屋
丸
形
バ
ン
ド
一
ツ
玄
琢
行　

網
火
箸
二

　

ツ
其
他
失
念
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
御
願　

バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ

　

其
内
御
届
ケ
ノ
筈　

ソ
レ
カ
ラ
森
永
兄
ヘ
暮
々
モ
宜
敷
　
　
此
度
ノ
工
藝
表
紙

　

實
ニ
嬉
シ
イ　

コ
コ
迄
勉
強
サ
レ
タ
事
實
ニ
有
難
イ　

其
内
工
藝
ノ
一
号
作
リ

　

度
皆
ト
ソ
ウ
ダ
ン
シ
度
イ

　

石
輪
サ
ン
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

　

御
老
母
御
大
切
ニ

　

御
一
家
ノ
幸
福
祈
念

　

其
内
御
入
京
ヲ
待
ツ　

ソ
レ
カ
ラ
此
間
森
永
兄
ヘ
御
願
ノ
佐
々
木
カ
ラ
依
頼
ノ

　

ツ
ム
ギ
七
反
御
願　

仝
様
ノ
モ
ノ
拙
宅
ニ
モ
一
反
御
願　

都
合
八
反
至
急
御
作
リ

　

御
願
不
備

　

家
ハ
皆
大
元
気

　

乞
御
安
神

﹇
資
料
２５
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

昭
和
九
年
八
月
三
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　
　
　

右

﹇
資
料
２８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　
　
　

四
月
十
一
日

　

昭
和
十
年
四
月
十
二
日
消
印

　

御
元
氣
嬉
シ
手
紙
ト
作
品
有
難
、灰
ナ
ラ
シ
ハ
近
頃
嬉
シ　

図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生

　

カ
サ
レ
小
生
モ
一
ツ
欲
シ
序
ニ
御
願　

此
度
ノ
火
箸
使
ヒ
好
ク
重
ク
ナ
ク
軽
ク

　

ナ
ク
有
難
イ　

全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ　

灰
ナ
ラ
シ
ハ
之
迠
小
生
ノ
見
タ

　

全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ　

有
難
イ
、十
二
月
客
車
便
ニ
テ
御
届
、

﹇
資
料
２９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　

昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
消
印

　

此
間
ハ
有
難
フ
有
難
フ
嬉
シ
カ
ッ
タ
ヨ　

大
阪
た
く
み
デ
近
作
見
タ
何
レ
モ
美

　

シ
イ
大
イ
ニ
喜
ン
ダ　

大
イ
ニ
ヤ
ッ
テ
ホ
シ
イ　

皆
サ
ン
ニ
山
々
宣
敷
　
　
新

　

シ
イ
仕
事
大
期
待
ダ
、大
若
返
リ
万
歳
ダ
、ナ
タ
マ
メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎

　

日
待
ッ
テ
居
ル
、安
来
民
藝
シ
ッ
カ
リ
タ
ノ
ム

　

謝
辞

　
　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
、調
査
に
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
ご
所
蔵
者
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼

　

申
し
上
げ
ま
す
。ご
教
示
賜
り
ま
し
た
、河
井
寛
次
郎
記
念
館
学
芸
員
・
鷺
珠
江
氏
、日
本
民

　

藝
館
学
芸
部
長
・
杉
山
享
司
氏
に
謹
ん
で
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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い
た
。勝
造
は
十
六
歳
で
松
江
市
の
金
工
家
・
塩
津
親
次
に
師
事
し
て
い
る（
註
２
）。塩

津
親
次
は
加
納
夏
雄
、海
野
勝
珉
に
師
事
し
、片
切
彫
、肉
彫
を
得
意
と
し
て
い
た
こ

と
か
ら（
註
３
）、勝
造
も
師
よ
り
同
様
の
彫
金
技
術
を
習
得
し
、独
立
後
は
号
を
耕
雲

と
し
安
来
で
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を
制
作
し
た
。明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
勝

造
の
息
子
、正
芳
も
昭
和
元
年
頃
に
塩
津
親
次
の
息
子
、塩
津
正
寿
に
弟
子
入
り
す

る（
註
４
）。塩
津
正
寿
は
海
野
清
に
師
事
し
て
い
る（
註
５
）。正
芳
も
片
切
彫
と
肉
彫
を

習
得
し
、独
立
後
は
勝
造
と
共
に
安
来
市
で
、香
炉
や
香
合
な
ど
を
制
作
し
た
。

河
井
寛
次
郎
か
ら
の
書
簡
　
民
藝
運
動
へ
の
関
わ
り
と
国
展
出
品

　

先
述
の
資
料
の
中
で
最
も
早
い
消
印
を
持
つ
書
簡
は
昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消

印
の
河
井
が
勝
造
に
宛
て
た
葉
書（
資
料
１
）で
あ
る
。島
根
に
民
藝
運
動
が
興
る
契
機

と
な
っ
た
柳
宗
悦
の「
島
根
工
藝
診
察
」（
註
６
）よ
り
一
足
早
い
。こ
の
年
勝
造
は
三
十

八
歳
。河
井
は
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
、勝
造
よ
り
三
歳
年
長
で
生
家
も
近
く
既
知

の
仲
で
あ
っ
た
。葉
書
に
は
三
月
二
十
日
頃
の
安
来
帰
省
の
折
に
勝
造
に
会
い
、勝

造
の
金
工
品
を
見
た
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。彫
金
工
と
し
て
二
十
年
余
り
制
作
し

て
い
た
勝
造
は
、こ
の
頃
か
ら
民
藝
運
動
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。勝
造
宛
の
書
簡
四
十
通
の
う
ち
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
書
簡
は
十
五
通
、

そ
の
中
で
宛
名
を
金
田
耕
雲
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
葉
書
の
み
で
あ
る
。他
に
二

通
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
か
ら
金
田
耕
雲
の
宛
名
で
届
い
た
書
簡
が
あ
る
が
、い
ず
れ

も
昭
和
六
年
の
消
印
で
、そ
れ
よ
り
後
に
金
田
耕
雲
を
宛
名
に
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。国
展
出
品
の
際
の
作
者
名
も
初
入
選
の
昭
和
六
年
か
ら
金
田
勝
造
で
あ
る
。こ

れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、勝
造
は
河
井
か
ら
の
提
言
で
耕
雲
の
号
の
使
用
を
や

め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
同
年
三
月
三
十
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２
）に
は
、安

来
滞
在
の
お
礼
と
と
も
に
河
井
が
京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
勝
造
の
金
工
品

「
丸
火
箸
角
箱
切
子
灰
押
へ
」を
柳
宗
悦
と
相
談
の
上
、出
品
し
た
と
あ
る
。文
面
は

指
輪
の
出
品
は
割
愛
し
た
こ
と
と
、指
輪
を
二
つ
発
送
し
た
の
で
お
願
い
、金
庫
も

至
急
お
願
い
と
続
く
。勝
造
は
第
六
回
国
展
に「
眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對
」が
入

選
し
て
い
る
こ
と
か
ら
河
井
の
出
品
は
国
展
を
指
す
だ
ろ
う
。こ
こ
で
河
井
が
勝
造

へ
発
送
し
た
指
輪
は
指
輪
に
仕
立
て
る
た
め
の
陶
を
指
し
、座
金
の
作
成
を
依
頼
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
時
点
で
の
制
作
は
河
井
や
柳
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
指
導
で

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、勝
造
が
制
作
し
た
金
工
品
の
中
か
ら
河
井
や
柳
の
目
に

か
な
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。制
作
を
依
頼
さ
れ

た
指
輪
も「
此
間
ノ
様
式
ニ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
勝
造
が
制
作
し
た
様
式
に
倣
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。金
庫
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、昭
和
六
年

九
月
十
三
日
消
印
の
柳
宛
の
勝
造
の
葉
書（
資
料
９
）で「
金
庫
も
漸
く
三
個
出
来
上
が

り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す
」と
あ
り
、依

頼
か
ら
半
年
後
に
河
井
と
柳
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
以
降
、勝
造
は
国
展
に
連
続
し
て
六
回
入
選
し
て
い
る
。昭
和
十
年
四

月
十
二
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２8
）に「
図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生
カ

サ
レ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
河
井
は
自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
で
あ
ろ
う
灰
な
ら
し
を

「
之
迠
小
生
ノ
見
タ
全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ
」と
称
賛
し
火
箸
と
と
も
に

「
全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ
」と
書
い
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、昭
和
六
年
以
降
も
勝

造
の
金
工
品
は
河
井
を
通
し
て
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。昭
和
十
二
年

の
第
十
二
回
以
降
勝
造
の
入
選
が
無
い
の
は
、同
年
に
河
井
や
柳
ら
が
国
画
会
よ
り

退
会
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
勝
造
の
国
展
入
選
歴
を
示
し
て
お
く（
註
７
）。

昭
和
六
年　
　

第
六
回　

眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對　

昭
和
七
年　
　

第
七
回　

本
立
、文
鎭
、水
入
、角
砂
糖
バ
サ
ミ
、帶
止
金
具

昭
和
八
年　
　

第
八
回　

眞
鍮
筆
立
、眞
鍮
銀
象
嵌
卷
煙
草
箱
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛（
釦
か
）、鐵
灰
押

昭
和
九
年　
　

第
九
回　

鐵
火
箸
二
種
、眞
鍮
杓
子
、銅
手
付
網
、鐵
麻
ノ
葉
透
シ
網

昭
和
十
年　
　

第
十
回　

鐵
火
箸
、鐵
火
押
、鐵
銀
象
嵌
帶
止
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス
釦

昭
和
十
一
年　

第
十
一
回　

銀
象
嵌
入
鉄
指
輪
A
、B
、鐵
金
具
付
箱
、眞
鍮
水
入

柳
宗
悦
と
の
往
復
書
簡
　
制
作
指
導

　

遺
族
の
元
に
残
る
柳
が
勝
造
へ
送
っ
た
書
簡
と
日
本
民
藝
館
に
残
る
勝
造
が
柳

へ
送
っ
た
書
簡
か
ら
、書
簡
の
往
復
が
確
認
で
き
る
。勝
造
宛
て
書
簡
の
四
十
通
中
、

柳
か
ら
の
書
簡
は
十
通
。柳
か
ら
の
一
番
早
い
書
簡
は
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

の
葉
書（
資
料
３
）で
、「
先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
・・
土
瓶
の
手
何

分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す
」と
あ
る
。先
日
お
逢
ひ
と
は
柳
の「
島
根
工
藝
診
察
」で
の

五
月
八
日
の
安
来
訪
問
だ
ろ
う
。こ
こ
で
お
そ
ら
く
勝
造
は
柳
に
自
作
を
見
せ
て
い

る（
註
８
）。そ
の
際
に
土
瓶
の
手
の
制
作
を
柳
が
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
、

六
月
四
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
４
）で
柳
は
土
瓶
の
手
の
催
促
と
と
も
に
図
入

り
で
サ
イ
ズ
を
指
定
し
、大
中
小
各
一
個
届
け
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。具
体
的
な
指

示
を
出
し
、ま
ず
は
試
作
の
出
来
を
見
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。六
日
後
の
六
月
十
日

る
。一
月
二
十
三
日
と
記
載
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１３
）で
柳
は
長
さ
を
指
定
通
り
に

作
る
よ
う
指
示
し
指
導
を
終
え
、こ
れ
を
三
十
個
制
作
し
二
十
個
を
港
屋
へ
、十
個

を
自
分
へ
送
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。勝
造
の
試
作
及
び
、注
文
の
三
十
個
に
使
用
し

た
金
属
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
月
十
一
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１４
）に

砂
糖
夾
代
に
拾
円
送
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、砂
糖
夾
十
個
分
の
代
金
と
考
え
て
、真

鍮
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。現
在
、日
本
民
藝
館
と
鳥
取
民
藝
美
術
館
に
真
鍮
製
の
砂

糖
夾
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
１7
）か
ら
、勝
造
が
港
屋
に
送
っ
た
土
瓶
の
手
と
砂
糖
夾
の
売
れ
行
き
が

思
わ
し
く
な
く
値
下
げ
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。当
初
の
港
屋
の
行
き
の
価
格
九
十

銭
が
卸
値
か
売
値
か
は
定
か
で
な
い
が
、昭
和
八
年
の
十
月
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
２3
）で
、砂
糖
夾
の
売
値
を
七
十
銭
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
年
半
後
に

は
価
格
を
下
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
１５
）や
直
後
四
月
六

日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１６
）か
ら
勝
造
は
砂
糖
夾
に
続
い
て
柳
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
真
鍮
製
の
本
立
て
も
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。本
立
て
は

現
在
、一
揃
え
の
う
ち
片
方
が
日
本
民
藝
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。昭
和
七
年
の
国

展
に
入
選
し
た「
本
立
」「
角
砂
糖
バ
サ
ミ
」は
柳
に
指
導
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
柳
の
指
導
は
柳
か
ら
の
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１８
）、

同
年
三
月
三
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１９
）で
灰
な
ら
し
や
魚
焼
き
網
の
指
導
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。灰
な
ら
し
は
第
八
回
国
展
で
入
選
し
た「
鐵
灰
押
」、魚
焼
き
網
は
第
九

回
国
展
で
入
選
し
た「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」が
こ
の
時
の
指
導
の
も
の
だ
ろ
う
。先
の
書

簡
二
通
で
、魚
焼
き
網
は
毎
回「
も
う
一
改
良
」「
も
う
一
息
」と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
焼
き
網
は
柳
の
合
格
点
が
貰
え
ず
昭
和
八
年
の
出
品
を
諦
め
昭
和
九
年
に

出
品
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」は
写
真
が
残
ら
な
い
た
め
定
か
で

は
な
い
が
、戦
後
の
人
気
商
品
で
勝
造
が
六
男
の
忠
雄
と
と
も
に
作
っ
た「
て
き
」と

呼
ぶ
餅
焼
き
網
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
は
昭
和
八
年
九
月
十
六
日
に
松
江
に
来
て
お
り
、布
志
名
窯
及
び
袖
師
窯
を

訪
ね
て
い
る
が（
註
１１
）、昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
２２
）よ

り
こ
の
機
会
に
金
田
も
柳
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。同
書
簡
よ
り
勝
造
が
、

『
工
藝
』に
掲
載
す
る
写
真
材
料
の
た
め
、本
立
て
を
柳
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。柳
は
こ
の
時
の
来
訪
で
雑
誌『
工
藝
』へ
掲
載
す
る
た
め
の
取
材
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
。十
一
月
に
発
売
さ
れ
た
工
藝
三
十
四
号（
註
１２
）で
は
新
作
紹
介
と
し
て
勝
造
の

本
立
て
と
布
志
名
焼
、袖
師
焼
が
紹
介
さ
れ
た
。こ
の
掲
載
が
一
区
切
り
と
な
っ
た

の
か
、柳
か
ら
の
指
導
を
示
す
書
簡
は
こ
こ
で
終
わ
る
。そ
の
後
は
勝
造
が
柳
気
付

け
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
へ
書
簡
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。

黒
田
辰
秋
と
鉄
の
処
理
、河
井
寬
次
郎
の
要
望

　

黒
田
辰
秋
か
ら
の
書
簡
は
、昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印
の
封
筒
一
通（
資
料
１０
）

の
み
。五
日
と
十
三
日
の
日
付
の
便
箋
と
図
解
の
紙
片
が
入
っ
て
い
る
。五
日
の
便

箋
を
入
れ
た
封
筒
は
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。五
日
の
便
箋
に
は
送
っ
て
も
ら
っ
た

引
手
の
座
金
を
図
の
よ
う
に
作
り
変
え
て
欲
し
い
、「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り
な
ら
な

い
が
、そ
の
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
。勝
造
は
京
都
の

大
毎
会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
山
陰
民
藝
展（
昭
和
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
三

日
間
開
催
）の
た
め
に
上
京
し
て
お
り（
註
１３
）、そ
の
際
に
黒
田
に
会
い
引
手
の
依
頼

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
黒
田
が
勝
造
は「
鉄
」の
も
の

は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。白
金
屋
と
し
て
所
謂
上
手
物
を
作
っ
て
き

た
勝
造
は
象
嵌
な
ど
で
部
分
的
に
鉄
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、素
材
と
し
て

鉄
の
み
を
用
い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
、こ
の
時
の
引
手
は
真
鍮
で

消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
５
）で
、見
本
と
し
て
三
つ
土
瓶
の
手
を
送
る
の
で
形

の
よ
し
あ
し
、金
の
厚
み
、仕
上
げ
の
具
合
等
詳
細
に
ご
指
示
を
、仕
上
げ
は
今
少
し

上
品
に
も
出
来
、如
何
様
に
も
す
る
と
あ
る
。文
面
か
ら
は
柳
の
ど
ん
な
注
文
に
応

え
よ
う
と
す
る
勝
造
の
姿
勢
と
、応
え
ら
れ
る
だ
け
腕
に
自
信
が
あ
る
様
子
が
窺
え

る
。柳
は
早
々
に
六
月
十
二
日
消
印
の
葉
書（
資
料
６
）で
、「
も
少
し
丁
寧
に
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
あ
れ
で
結
構
」と
し
価
格
を
尋
ね
て
い

る
。そ
の
後
、七
月
五
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
７
）よ
り
、柳
へ
十
個
ず
つ
二

種
の
土
瓶
の
手
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
値
段
は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て

一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し
た
つ
も
り
で
す
」と
あ
り
、彫
金
工

時
代
は
数
が
少
な
く
と
も
手
を
か
け
た
高
級
な
も
の
を
作
る
こ
と
を
是
と
し
た
で

あ
ろ
う
勝
造
が
、数
を
多
く
値
段
は
安
く
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

土
瓶
の
手
に
使
用
し
た
金
属
は
不
明
。同
書
簡
に「
鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず

造
り
ま
す
」と
あ
り
、こ
れ
も
五
月
の
柳
と
の
面
会
時
に
注
文
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。七
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料

８
）よ
り
、柳
が
土
瓶
の
手
を
受
け
取
り
河
井
へ
代
金
を
預
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

半
年
後
の
昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１１
）で
は
、柳
は
勝

造
が
作
っ
た
砂
糖
夾
に
図
入
り
で
詳
細
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。加
え
て
真
鍮
製
と

銀
製
の
価
格
を
尋
ね
て
い
る
。柳
は
昭
和
七
年
一
月
七
、八
日
に
松
江
を
訪
れ
て
い

る
が（
註
９
）、書
簡
か
ら
そ
の
際
に
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
時
の
来

訪
で
柳
は
港
屋
で
売
り
出
す
山
陰
産
の
品
を
選
定
し
て
い
る（
註
１０
）。港
屋
で
の
販
売

を
見
込
ん
で
、勝
造
に
砂
糖
夾
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
後
、一
月
二
十

一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
１２
）よ
り
、勝
造
が
砂
糖
夾
二
個
を
再
製
し
送
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。二
度
目
の
試
作
で
あ
る
。価
格
は
真
鍮
製（
港
屋
行
き
）九
十
銭
、

銀
製
三
円
二
、三
十
銭
。銀
は
目
方
を
相
当
持
つ
の
で
こ
れ
よ
り
安
く
は
困
難
と
あ

依
頼
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、十
三
日
の
便
箋
で
黒
田
は
、お
尋
ね
の
件
と
し
て
自
分

の
知
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
方
法
、焼
漆
と
油
焼
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。「
精
し

き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
」と
言
い
、最
後
に「
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後

御
座
ゐ
ま
す
ゆ
え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て

居
り
ま
す
」と
あ
る
。鉄
の
も
の
は
作
ら
な
い
と
し
た
勝
造
が
黒
田
に
鉄
の
処
理
の

教
え
を
乞
う
た
の
は
周
り
の
要
望
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。戦
後
は
主
に
鉄
を
扱
い

だ
す
金
田
の
鉄
加
工
が
こ
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

国
展
の
入
選
を
見
る
と
第
八
回
以
降
は
鉄
の
作
品
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２０
）に
は「
柳
鉄
指
輪
」の
文

字
が
あ
る
。手
本
と
な
る
も
の
の
再
製
を
依
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
。昭
和
八
年
九
月

四
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
便
箋（
資
料
２１
）で
は
再
度
、「
柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
」の
再
製

を
お
願
い
し
な
が
ら
、土
瓶
の
手
の
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
展
開
を
提
案
し
つ
つ
、

「
鉄
ニ
テ
ハ
如
何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
」と
あ
る
。同
文
中
で
は「
火
箸
頭
ノ
引

手
」を
褒
め
た
後「
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落
付
好
シ

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願
」と
悉
く
鉄
で
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
。こ
こ
で
い
う
箱
と

は
木
工
箱
に
つ
い
た
金
具
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。こ
の
頃
か
ら
勝
造
の
鉄
の
扱
い
が

徐
々
に
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
と
匙

　

リ
ー
チ
へ
の
書
簡
は
勝
造
が
柳
を
通
し
て
送
っ
た
三
通
。日
本
民
藝
館
に
保
管
さ

れ
る
勝
造
が
柳
に
宛
て
た
書
簡
十
三
通
に
含
ま
れ
る
。リ
ー
チ
か
ら
勝
造
へ
送
ら
れ

た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。リ
ー
チ
が
初
め
て
島
根
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
九
年
八

月
一
日
か
ら
十
三
日（
註
１４
）。こ
の
間
に
勝
造
が
リ
ー
チ
に
会
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、そ
の
直
後
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
柳

宛
て
の
便
箋（
資
料
２５
）に
、「
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に
よ
り
銀
匙
二
種
造

り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
チ
か
ら
の
直
接
指
導
で
銀
匙
を
試
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
。そ
の
後
、十
月
十
九
日
消
印
、勝
造
か
ら
柳
気
付
リ
ー
チ
宛
て
の
葉
書（
資
料
２６
）に

「
先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送
下
さ
れ
」と
あ
り
、匙
を
三
種
再
度
送
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、試
作
に
対
す
る
リ
ー
チ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。文
中
に
あ

る
総
合
展
と
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
日
間
開
か
れ
た
京
都
高
島
屋
の
山
陰
民
藝

展
だ
ろ
う
か（
註
１５
）。そ
の
後
勝
造
は
十
一
月
十
一
日
と
記
載
の
便
箋（
資
料
２７
）を
柳
宛

て
に
送
っ
て
い
る
。文
中
に
は
柳
宛
て
に
リ
ー
チ
か
ら
言
わ
れ
た
高
島
屋
展
の
品
を

目
録
の
通
り
送
る
の
で
リ
ー
チ
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
あ
り
、リ
ー
チ
に
は
原
価
を
知

ら
せ
て
い
る
。残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
考
え
る
と
、リ
ー
チ
指
導
の
も
と
、二
度
の
試
作

を
経
て
小
匙
、大
匙
、フ
ォ
ー
ク
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
の
髙
島
屋
展

は
十
一
月
十
六
日
七
日
間
東
京
高
島
屋
で
開
か
れ
た
全
国
新
興
民
藝
展
だ
と
思
わ

れ
る（
註
１６
）。リ
ー
チ
と
の
交
流
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
み
で
あ
る
。

河
井
寬
次
郎
の
キ
セ
ル

　

河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
は
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
し
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
二
十

三
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、制
作
年
は
昭
和
二
十
五
年
頃
〜
と
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印
の
河
井
の
便
箋（
資
料
２４
）で
河
井
が
勝
造
の
キ
セ
ル
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。そ
こ
に
は「
パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御

願
」と
あ
り
、そ
の
後
、「
バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ
其
内
御
届
ケ
ノ
筈
」と

あ
る
。既
に
河
井
寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り（
註
１７
）「（
図

示
）ノ
分
御
分
チ
御
願
」が
指
す
キ
セ
ル
を
勝
造
自
身
の
作
と
考
え
る
と
、「
モ
ウ
一

息
」と
言
わ
れ
た
パ
イ
プ
は
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
に
河
井
が
指
導
を
し
た
の
だ

ろ
う
。そ
の
後
の
気
付
で
キ
セ
ル
を
勝
造
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。

　

他
、キ
セ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
書
簡
は
消
印
が
不
明
瞭
で
送
ら
れ
た
時
期
が

定
か
で
な
い
が
、昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２９
）に「
ナ
タ
マ

メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎
日
待
ッ
テ
居
ル
」と
あ
り
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル

の
再
製
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
は
刀
豆
に
似
て
へ
ん
平
で
懐
中
に

入
れ
て
持
ち
運
び
や
す
い
形
を
し
て
お
り
、明
治
維
新
の
頃
官
軍
兵
士
が
多
く
用
い

た
と
さ
れ
る
キ
セ
ル
で
あ
る（
註
１８
）。現
在
河
井
寬
次
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
勝
造
制

作
の
キ
セ
ル
二
十
三
本
の
中
に
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル
も
あ
る
。

　

勝
造
の
残
し
た
下
図
は
十
点
で（
挿
図
１
〜
１３
）全
て
描
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

厚
紙
を
使
用
し
、墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、九
種
の
キ
セ
ル
が
確
認
で
き
る
。十

枚
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
は
既
存
の
形
の
再
製
で
は
な
く
、全
て
河
井
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
が
、河
井
が
描
い
た
図
は
残
っ
て
い
な
い
。下
図
は
真
横

か
ら
見
た
形
を
描
く
が
、火
皿
の
部
分
の
み
少
し
斜
め
上
か
ら
見
た
図
に
な
っ
て
い

る
。一
部
、上
面
図
や
胴
部
分
の
断
面
図
が
描
か
れ
る
。１
か
ら
９
ま
で
の
番
号
が
振

は
再
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
収
蔵
の
二
十
三
点

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
九
種
全
て
見
つ

か
っ
た
。4
、5
、7
、9（
挿
図
5
、6
、8
、12
）の
番
号
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
下
図
と
火
皿

の
形
状
が
異
な
る
が
、他
は
下
図
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
キ
セ
ル
が
残
っ
て
い
る
。

　

勝
造
が
残
し
た
メ
モ
三
点
の
う
ち
、一
点
は
便
箋
に
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
と
夫
婦
キ

セ
ル
が
描
か
れ
る（
挿
図
14
）。夫
婦
キ
セ
ル
は
火
皿
が
一
つ
で
火
皿
を
中
心
軸
に
し
て

吸
口
が
二
つ
に
わ
か
れ
、二
人
が
同
時
に
喫
煙
で
き
る
既
存
の
形
の
キ
セ
ル
で
あ
る

（
註
１９
）。そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
原
寸
と
書
き
添
え
ら
れ
、夫
婦
キ
セ
ル
の
図
に
は
火
口
と

吸
口
に
朱
肉
を
付
け
て
押
し
た
と
思
わ
れ
る
口
の
写
し
が
あ
る
。こ
の
メ
モ
の
裏
に

は「  

.
2.
2  

註
」と
記
さ
れ
て
い
る
。註
が
註
文
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、勝
造
は
昭

和
三
十
九
年
二
月
二
日
に
注
文
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。前
述
し
た
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
所
蔵
の
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
よ
り
、こ
こ
に

描
か
れ
た
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
の
図
は
小
さ
い
。詳
し
く
は
後
述
す
る
が
河
井
は
夫
婦

キ
セ
ル
の
再
製
を
勝
造
に
依
頼
し
て
い
る
が
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
夫
婦
キ
セ
ル

は
残
っ
て
い
な
い
。こ
の
図
は
手
本
と
な
る
キ
セ
ル
を
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
明
な
点
の
多
い
メ
モ
で
あ
る
。

　

他
に
３
と
９
の
番
号
の
キ
セ
ル
の
改
正
図
を
描
い
た
便
箋
一
点（
挿
図
15
）と
手
綱
形
キ

セ
ル
の
図
に
二
十
年
前
￥
３
０
０
０
０
と
記
入
さ
れ
た
紙（
挿
図
16
）が
一
点
残
る
。手
綱

形
の
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。手
網
形
も
既
存
の
形
の
キ

セ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら（
註
２０
）、河
井
に
再
製
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
造
の
も
と
に
残
る
河
井
の
指
示
書
五
枚
も
全
て
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
全
て
同
じ
で
、鉛

筆
と
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。う
ち
一
枚
は（
挿
図
17
）文
字
の
み
の
指
示
で
あ
る
。便
宜
上

こ
れ
を
指
示
書
一
と
呼
び
、こ
こ
に
文
面
を
書
き
起
こ
す
。

指
示
書
一

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ノ
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
ハ
何
レ
帰
安
ノ
折
手
入

　

御
願
致
シ
度
ソ
レ
迄
コ
ノ
マ
マ
ニ
保
存
御
願
致
シ
マ
ス
◇

　

ノ
図
ノ
参
考
ノ
タ
メ
送
リ
マ
シ
タ
改
正
ノ
Ⅲ
図
ノ
分
御
願
致
シ
マ
ス

　

◇
ノ
付
根
ノ
参
考
ノ
タ
メ
粘
土
ノ
形
御
届
。Ⅰ
ト
Ⅱ
モ
御
願
致
シ
マ
ス

　

別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ

　

一
ツ
製
図
ノ
様
ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
コ
レ
ハ
仲
々
免
倒
一
ト

　

勉
強
御
願
致
シ
マ
ス
猶
小
々
曲
ッ
タ
分
御
直
シ
御
願

　

致
シ
マ
ス
未
ダ
　
次
々
図
作
リ
御
願
致
シ
度
宜
敷

　

公
社
ノ
分
ハ
三
月
末
ニ
ハ
返
ス
約
束
　

　

ド
ウ
カ
宜
敷　

ら
れ
て
い
る
が
、一
枚
は
番
号
部
分
が
欠
け
て
い
る（
挿
図
７
）。鉛
筆
で
寸
法
や
詳
細
図

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、下
図
の
部
分
的
な
修
正
も
見
ら
れ
る
。７
、８
、９
の
番
号

が
振
ら
れ
た
下
図
の
裏
面
に
は（
挿
図
９
、１１
、１３
）、書
き
込
ま
れ
た
寸
法
の
隣
に「　

.　

.

　

 

改
」と
メ
モ
が
あ
り
、こ
の
三
点
の
キ
セ
ル
は
昭
和
三
十
四
年
頃
に
制
作
も
し
く

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
」

は
忠
雄
の
言
う
河
井
が
自
ら
修
正
を
し
、

穴
を
あ
け
た
キ
セ
ル（
註
２1
）を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　

残
り
の
指
示
書
四
枚（
挿
図
18
〜
21
）に
は

合
わ
せ
て
六
種
類
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ

る
。挿
図
18
、20
に
描
か
れ
た
図
に
は
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
振
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
指

示
書
一
に
対
応
す
る
。挿
図
18
、19
に
は
赤

鉛
筆
で
吸
口
付
近
に
１０
〜
１３
ま
で
の
書
き

込
み
が
あ
る
。赤
鉛
筆
の
書
き
込
み
が
勝

造
の
手
に
よ
る
と
す
れ
ば
、先
述
の
勝
造

の
下
図
１
〜
９
か
ら
続
き
の
連
番
が
振
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

挿
図
18
、19
に
は
四
種
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。中
で
も
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の

キ
セ
ル
は
挿
図
19
に
も
描
か
れ
詳
し
く
指
示
が
あ
る
。指
示
書
一
よ
り
河
井
は
Ⅲ
の
キ

セ
ル
の
幾
何
学
形
態
◇
の
付
根
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
、粘
土
で
実
際
に
形
を
作

り
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。挿
図
21
で
も「
此
処
此
度
ノ
此
処
ノ
様
ニ
御
願
御
願
」

と
付
根
の
部
分
を
図
入
り
で
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、河
井
は
形
の
継
ぎ
目

の
部
分
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
よ
う
だ
。勝
造
は
幾
何
学
形
態
と
円
柱
形
、異
な
る
筒

状
の
立
体
を
ロ
ウ
付
け
す
る
の
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル

の
◇
部
を
指
し「
例
ノ
火
バ
シ
ノ
先　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
」と
あ
る
が
こ
れ
は
真
鍮
製

の
火
箸（
挿
図
22
）の
先
の
形
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。昭
和
八
年
九
月
三
日
の
河
井
か
ら

の
書
簡（
資
料
21
）に
も「
火
箸
頭
ノ
引
手
」と
あ
り
同
じ
形
で
引
手
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
が
様
々
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、同

お
わ
り
に

　

彫
金
工
だ
っ
た
勝
造
は
民
藝
関
係
者
よ
り
制
作
の
依
頼
及
び
依
頼
を
通
し
た
指

導
を
受
け
る
中
で
、制
作
す
る
金
工
品
、扱
う
金
属
を
変
え
な
が
ら
、制
作
を
続
け
た

こ
と
が
断
片
的
に
だ
が
わ
か
っ
た
。考
察
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、取
り
上
げ
て
い

な
い
書
簡
も
残
る
。今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
書
簡
の
文
面
を
活
字
で
紹
介
し
た
い
。河
井
の
書
簡
は
河
井

寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
既
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。他
資
料

で
判
読
が
難
し
い
河
井
の
文
字
に
関
し
て
も
鷺
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。日
本
民
藝
館

所
蔵
の
勝
造
が
柳
へ
宛
て
た
書
簡
は
令
和
元
年
に
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
書
簡
を
基

と
し
た
。判
読
不
明
な
文
字
は
□
で
表
わ
し
、旧
字
は
一
部
新
字
と
し
た
。句
点
が
な

く
文
が
切
れ
る
と
こ
ろ
は
一
マ
ス
空
け
て
い
る
。図
を
描
い
て
示
し
て
い
る
箇
所
は

（
図
示
）と
表
し
た
。紙
面
の
都
合
上
、意
図
的
だ
と
思
わ
れ
る
改
行
の
外
は
原
文
の

改
行
に
従
っ
て
い
な
い
。

﹇
資
料
１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
耕
雲
様

　

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消
印

　

御
無
沙
汰
致
シ
マ
シ
タ　

御
元
氣　

御
仕
事
ヲ
嬉
シ
ク
思
ヒ
マ
ス　

二
十
日
頃

　

帰
リ
度　

御
作
リ
ノ
品
々
ヲ
楽
シ
ミ
ニ
シ
テ
居
マ
ス　

何
レ
拝
眉
ノ
上

　
　
　

三
月
十
一
日　

寬

﹇
資
料
２
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

三
月
三
十
日

　
　
　
　

寬

　

昭
和
六
年
三
月
三
十
日
消
印

　

滞
留
中
ハ
有
難　

感
謝
々
　々

□
□
□
柳
兄
来
訪
仕
事
好
評　

相
談
ノ
上
丸
火
箸

　

角
箱
切
子
灰
押
ヘ
三
品
出
品
ニ
決
定　

指
輪
ハ
柳
兄
モ
愛
壷
ヲ
カ
ズ
望
マ
レ
テ
割

　

愛　

コ
レ
ハ
都
合
ニ
テ
出
品
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、今
日
指
輪
二
ツ
発
送　

此
間
ノ

　

様
式
ニ
大
至
急
御
願
、御
母
堂
始
メ
皆
サ
マ
ニ
宜
敷
　　

金
庫
至
急
御
願

﹇
資
料
３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

洛
北
下
鴨

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

五
、一
八

　

昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
。慌
し
き
旅
に
て　

ゆ
る
　
お
話

　

し
出
来
ざ
る
　
事
を
残
念
に
思
ひ
ま
す
。御
入
港
御
立
寄
の
日
を
待
上
ま
す
。土

　

瓶
の
手
何
分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す

﹇
資
料
４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

じ
よ
う
に
挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル
の
◇
部
を
指
し「
此
ハ
四
角
ノ
地
金
ヲ
ケ
ヅ
ッ
テ
穴

ヲ
ア
ケ
テ
ハ
ド
ウ
デ
ス
カ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、真
鍮
の
塊
か
ら
形
を
削
り
出
し
、空

気
が
通
る
よ
う
穴
を
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。ま
た
、挿
図
18
の
Ⅱ
の
キ
セ
ル
は

勝
造
の
下
図
の
番
号
4
の
キ
セ
ル
、挿
図
19
の
下
段
の
キ
セ
ル
は
勝
造
の
下
図
の
番
号

5
の
キ
セ
ル
を
改
正
し
た
図
だ
と
思
わ
れ
、前
述
し
た
勝
造
の
下
図
4
、5
の
番
号
に

該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
の
改
正
の
図
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。河
井
寬
次
郎
記
念

館
収
蔵
の
二
十
三
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
、Ⅰ
と
Ⅱ
の

図
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
見
つ
か
っ
た
。

　

挿
図
20
に
は
夫
婦
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。軸
の
構
造
も
細
か
く
描
い
て
い
る
。指
示

書
一
に「
別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ
一
ツ
製
図
ノ
様

ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
」と
あ
り
、専
売
公
社
よ
り
借
り
た
キ
セ
ル
の
再
製
を
依
頼

し
て
い
る
の
は
こ
の
夫
婦
キ
セ
ル
だ
ろ
う
。挿
図
19
に
も「
何
レ
モ
免
倒
十
分　

此
写

作
リ
ニ
タ
イ
モ
ノ
モ
一
ツ　

御
骨
折
御
願
御
願
」と
あ
り
、「
此
写
」が
指
す
の
は
夫

婦
キ
セ
ル
の
再
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。河
井
の
日
記
に
夫
婦
キ
セ
ル
が
登
場
し

た
の
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
六
日（
註
２2
）。制
作
を
依
頼
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
河

井
の
念
願
の
夫
婦
キ
セ
ル
再
製
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、先
に
述
べ
た
と
お
り

現
在
勝
造
が
制
作
し
た
夫
婦
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

挿
図
21
に
は
大
き
く
改
正
原
寸
大
と
書
か
れ
て
い
る
。図
へ
の
書
き
込
み
で
は
寸

法
の
他「
此
処
ガ
ス
ボ
ケ
ヌ
様
」、「
此
辺
気
持
ヒ
ロ
ゲ
ル
コ
ト
」な
ど
注
意
を
促
し
て

い
る
。こ
の
キ
セ
ル
の
形
は
幾
何
学
形
態
部
分
が
�
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。挿
図
18
、19
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の
キ
セ
ル
と
類
似
す
る
が
幾
何
学
形
態
の
部
分
が
異

な
る
。こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

六
、四

　

昭
和
六
年
六
月
四
日
消
印

　

前
略　

い
つ
ぞ
や
お
希
ひ
致
候
土
瓶
の
手
、出
来
候
節
は
お
送
□
度
候
、巾
は
四

　

寸
前
後
、大
中
小
各
〃
一
個
先
に
お
届
□
れ
ば
幸
甚
に
て
候

　

巾
四
寸
前
後（
図
示
）

﹇
資
料
５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
六
月
十
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

六
月
十
日

　

其
後
御
変
り
御
座
な
く
□
伺
上
□　

先
生
の
御
蔭
で
石
州
焼
も
東
京
で
大
変
好

　

評
の
由　

何
よ
り
の
事
に
御
座
□　

土
瓶
の
手
見
本
と
し
て
三
ケ
御
送
り
申
上

　

げ
る
□
形
の
よ
し
あ
し
金
の
厚
み
工
合
及
ひ
仕
上
の
工
合
等
詳
細
に
御
指
示
□

　

□
□
□
□　

仕
上
げ
等
は
今
少
し
上
品
に
で
も
出
来
□
候
□
□
一
度
ご
覧
に
入

　

れ
る
□
御
返
事
次
第
如
何
様
に
も
致
し
可
候
先
々
要
件
の
み
に
て
失
礼
致
ス

　
　
　

六
月
十
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様　
　
　

□
□　

　

柳
様

﹇
資
料
８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

七
、一
八

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
七
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
土
瓶
の
手
二
十
個
う
れ
し
く
お
う
け
と
り
し
ま
し
た
。代
金
河
井
君
の

　

方
へ
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。何
れ
お
送
り
す
る
事
と
思
ひ
ま
す
。月
末　

松
江
行
、

　

お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す

﹇
資
料
９
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

九
月
十
三
日

　

昭
和
六
年
九
月
十
三
日
消
印

　

其
後
は
失
礼
致
し
ま
し
た　

御
元
気
で
す
か　

鳥
取
の
吉
田
氏
も
ぼ
て
　
茶
に

　

来
安
致
さ
れ
る
筈
で
す
が
前
の
日
曜
も
今
度
の
日
曜
も
老
支
の
為
延
期
致
さ
れ

　

ま
し
た　

此
次
は
松
江
の
民
藝
展
出
品
物
で
働
い
て
居
ま
す　

金
庫
も
漸
く
三

　

個
出
来
上
り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す　

　

御
覧
の
上
御
批
評
を
願
ま
す

﹇
資
料
１０
﹈

　

出
雲
国
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印

　
　
　

十
一
月
十
三
日

　

京
都
市
御
前
通
り
一
条
下
ル

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

前
略　

昨
日
は
お
手
紙
頂
戴
致
し
お
厄
介
な
る
お
願
を
早
々
お
製
作
下
さ
れ
お

　

発
送
下
さ
ゐ
ま
し
た
由
承
知
致
し
ま
し
た
の
で
到
着
を
心
待
ち
居
り
ま
し
た
が

　

本
日
午
後
正
に
落
手
い
ろ
　
お
配
慮
と
お
手
数
を
煩
わ
し
有
難
く
お
礼
申
し
上

　

ま
す
。速
足
解
荷
拝
見
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
は
全
て
小
生
が
不
要
意
な
る

　

お
願
の
為
め
と
存
じ
ま
す
の
で
誠
に
申
上
難
う
御
座
ゐ
ま
す
が
実
は
引
手
の
座

　

金
の
部
分
が
取
り
着
け
る
も
の
と
の
関
係
上
丸
形
の
も
の
が
望
ま
し
う
御
座
ゐ

　

ま
す
の
で
重
ね
　
お
面
倒
な
お
願
で
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
座
金
だ
け
同
封

　

の
図
の
様
な
も
の
に
お
作
り
更
へ
お
願
致
し
度
う
存
じ
ま
す
。甚
だ
勝
手
な
お
願

　

ば
か
り
致
し
何
卒
不
悪
お
計
の
程
お
願
申
上
ま
す
。ま
た「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り

　

に
な
ら
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
す
が
ま
た
其
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ

　

下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す

　

要
々
お
願
ま
で
乱
筆
お
許
し
く
だ
さ
ゐ
ま
せ

草
々

　
　
　

五
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

金
田
勝
造
様　

　

乍
失
礼
為
替
三
□
や
同
封
致
し
て
置
き
ま
し
た　

ゆ
え
お
受
取
り
下
さ
ゐ
ま
た

﹇
資
料
６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
六
月
十
二
日
消
印

　

お
送
り
の
品
、大
に
感
謝
。あ
れ
で
結
構
と
思
ひ
ま
す
が
、や
は
り
も
少
し
丁
寧
に

　

き
れ
い
に
仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。大
き
さ
形
三
つ
と
も
上
等
で

　

す
。價
格
お
し
ら
せ
を
乞
ふ

﹇
資
料
７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
七
月
五
日
消
印

　

出
雲
国
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

七
月
五
日

　

其
後
御
元
氣
の
事
と
存
じ
ま
す　

私
も
御
蔭
で
無
事
仕
事
に
精
進
し
て
居
り
ま

　

す　

本
日
土
瓶
の
手
廿
ケ
御
送
り
致
し
ま
し
た　

十
ケ
宛
二
種
で
す　

又
値
段

　

は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て
一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し

　

た
つ
も
り
で
す　

鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず
造
り
ま
す　

先
つ
は
あ
ら　

　
に
て
失
礼
申
ま
す

　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

作
り
更
へ
て
頂
き
ま
す
座
金
の
分
何
卒
お
遠
慮
な
く
お
請
求
下
さ
ゐ
ま
せ
。以
上

　
（
図
解
の
紙
片
）

　
（
図
示
）真
鍮
に
て
寸
法
は
こ
の
図
位
、其
他
の
こ
と
何
卒
よ
ろ
し
く
お
計
□
お
願

　

申
ま
す

　　

前
略　

お
葉
書
及
小
包
正
に
落
手　

色
々
と
お
配
慮
有
難
う
御
座
ゐ
ま
し
た
。

　

ま
た
速
足
乍
ら
お
尋
の
件
小
生
の
存
じ
居
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
法
は
小
生

　

も
目
に
て
覺
え
居
る
も
の
な
れ
だ
精
し
き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
と
存

　

じ
ま
す
。方
法
は
至
っ
て
簡
単
に
て
仕
上
り
た
る
も
の
を
火
に
て
熱
し
そ
れ
の
冷

　

め
ぬ
間
に
古
布
の
様
な
も
の
に
生
漆
を
つ
け
、そ
れ
に
て
じ
ゅ
ん
　
音
を
立
て
る

　

様
な
の
に
拭
き
着
け
る
の
で
す
。以
上
は
焼
漆
の
法
に
て
油
焼
も
同
様
の
工
程
に

　

て
只
漆
と
油
と
の
違
丈
け
、こ
れ
も
其
加
減
調
子
等
お
自
得
の
程
願
ま
す
。以
上

　

甚
だ
不
要
領
乍
ら
お
答
ま
で
。猶
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後
御
座
ゐ
ま
す
ゆ

　

え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て
居
り
ま
す

　

で
は
要
々
の
み

　

季
節
柄
お
自
愛
お
祈
り
申
し
て
居
り
ま
す

草
々

　
　
　

十
三
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋　

　

金
田
勝
造
様　

﹇
資
料
１１
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　

一
月
廿
一
日

　

本
日
砂
糖
挟
ニ
ヶ
再
製
の
□
御
送
り

　

致
し
ま
し
た
。

　

真
鍮
製
み
な
と
や
行
の
値
段
九
十
銭

　

銀
製
三
円
よ
り
三
円
二
三
十
銭

　

右
御
返
事
申
ま
す

　

銀
ハ
目
方
相
当
持
つ
の
で
右
値
段
よ
り
安
く
は
困
難
で
す

　

諸
々
御
下
令
の
程
願
ま
す

　
　
　

一
月
廿
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様

﹇
資
料
１３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

正
月
廿
三
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
（
消
印
不
明
瞭
）

　

お
送
り
の
品
、形
上
〃
〃
。実
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
し
た
。　

但　

長
さ
が
四
寸
五
分

　

と
書
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、何
れ
も
二
三
分
長
す
ぎ
る
の
で
、今
度
は
四
寸
五
分

　

を
出
な
い
様
に
希
ひ
ま
す
。（
図
示
）此
所
此
形
の
方
寧
ろ
よ
ろ
し
く
之
を
三
十
個

　

お
作
り
□
い
。内
二
十
個
港
や
行
。十
個
京
都
小
生
宛

﹇
資
料
１４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
三
月
十
一
日
消
印

　
　
　

三
月
十
一
日

　

京
都
市
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。砂
糖
ば
さ
み
代　

忘
れ
て
お
っ
て
申
わ
け
あ
り
ま
せ
ぬ　

拾
円

　

こ
こ
に
お
届
け
致
し
ま
す
。東
京
港
や
に
送
っ
て
頂
き
し
分
は
お
う
け
と
り
□
い

　

ま
し
た
か
。ま
だ
で
し
た
ら
小
生
よ
り
督
促
し
ま
す　

御
一
家
は
丈
夫
に
や　

安

　

来
は
ま
だ
雪
が
あ
る
事
と
お
察
し
し
ま
す

　

河
井
様
皆
〃
様
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

三
月
十
一
日

　
　
　
　

宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印

　

先
日
本
立
一
把
御
批
評
願
ふ
様
御
送
り
致
し
て
置
き
ま
し
た　

□
何
の
事
も
な

　

く　

御
多
用
中
恐
入
り
ま
す
が
至
急
御
返
事
御
待
ち
申
し
ま
す

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印

　
　
　

正
、一
七
、

　

京
都

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

先
日
は
お
目
に
か
〻
れ
ず
大
変
残
念
で
し
た
。砂
糖
夾
早
速
作
っ
て
□
っ
て
感
謝
。

　

寸
法
少
し
小
さ
く
且
つ
痩
せ
て
ゐ
る
の
で
、も
少
し
太
ら
せ
て
□
い
ま
せ
ん
か　

　
（
図
示
）此
巾
五
分　
（
図
示
）お
送
り
□
し
も
の　

如
く
外
ガ
ワ
丸
味
あ
り　

　
（
図
示
）此
と
こ
ろ
ニ
分
五
リ
。（
図
示
）掌
の
形
の
如
く
中
が
ふ
く
れ
る
。つ
ま
り

　

サ
ジ
を
両
方
か
ら
合
せ
た
如
き
形
。但
し
サ
ジ
の
如
く
深
く
な
く
、も
少
し
浅
し
。

　
（
図
示
）此
長
さ
四
寸
五
分　
（
図
示
）此
巾
六
分
五
リ　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ

　

七
、八
分　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ
五
分　
（
図
示
）背
中
此
形
も
よ
ろ
し
か
ら
ん

　

真
鍮
製
一
個
の
値
い
く
ら
に
候
や

　

銀
製
な
れ
ば
い
く
ら
に
や

　
　
　

一
、一
七

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１２
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
七
年
一
月
二
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

四
月
二
日

﹇
資
料
１６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

四
、五
、

　
　
　
　

柳

　

昭
和
七
年
四
月
六
日
消
印

　

別
便
で
申
し
忘
れ
ま
し
た
が（
図
示
）此
長
さ
三
寸
。御
送
り
下
さ
っ
た
の
よ
り
薄

　

く
て
は
却
て
い
け
ま
せ
ん
。相
当
の
厚
さ
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
事
分
り
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
ほ
か
の
部
分
よ
り
薄
い
方
が
い
ゝ
の
で
す
け
れ
ど
も
。

﹇
資
料
１７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

五
月
廿
三
日

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印

　

拝
啓　

其
後
御
障
り
も
あ
り
ま
せ
ぬ
か
お
伺
い
申
ま
す　

本
日
森
永
氏
方
へ
濱

　

田
氏
お
出
で
に
付
お
供
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す　

本
日
港
屋
よ
り
土
瓶
手
砂
糖

　

挟
み
等
賣
行
き
面
白
か
ら
ず
返
送
致
す
様
申
さ
れ
他
に
向
け
先
あ
れ
ハ
其
方
へ

　

向
け
る
可
く
通
知
が
あ
り
ま
し
た　

今
に
な
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
も
困
り
ま
す

　

か　

如
何
致
し
た
も
の
で
せ
う
か　

港
屋
へ
は
今
一
割
の
値
引
し
て
□
□
引
受

﹇
資
料
２０
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　
　

寬

　

昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印

　

（三）　

指
輪
帯
留
有
難　

土
瓶
ツ
ル
代
共
宗
兄
ノ
方
ヘ
代
御
請
求
御
願　

柳
鉄
指

　

輪
ア
ノ
通
リ
出
来
ヌ
カ
御
一
考
御
願　

出
来
レ
バ
茲
デ
又
一
問
題
如
何
々
々

﹇
資
料
２１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
八
年
九
月
四
日
消
印

　
　
　

九
月
三
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寛

　

金
田
兄

　

九
月
三
日
寬

　

御
元
気
ヲ
祈
ル
。土
瓶
手
有
難
大
イ
ニ
嬉
シ　

見
テ
モ
用
ヒ
テ
モ
大
変
結
構
之
以

　

上
ノ
モ
ノ
モ
ウ
期
待
ス
ル
必
要
ナ
シ　

永
ク
続
ケ
テ
頂
キ
度
イ　

背
ノ
丸
味
ノ

　

モ
ノ
ト
同
時
ニ
角
ノ
モ
少
シ
立
ッ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
テ
好
イ
ト
思
フ
。鉄
ニ
テ
ハ
如

　

何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
。此
間
カ
ラ
ノ
モ
ノ
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
ヲ
乞
フ
。

　

柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
ア
レ
ハ
ア
ノ
通
リ
再
製
出
来
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
カ
。ア
ン
ナ
モ
ノ

　

ガ
出
来
レ
バ
皆
喜
ブ
ニ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。売
レ
ル
ニ
モ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。一
勉
強

　

如
何
。此
間
木
工
棚
、箱
到
着
、金
具
仲
々
見
事
ニ
テ
嬉
シ　

只
コ
ノ（
図
示
）分（
ロ
）

　
（
図
示
）（
イ
）ノ
風
ノ
心
入
ニ
テ（
イ
）ト（
ロ
）ノ
巾
ヲ
広
ク
ト
ル
ナ
ラ
バ
一
増
見

　

事
ナ
ラ
ン
ト
思
フ　

次
ニ
ハ
其
様
ニ
御
願　

又
曳
出
シ
ノ
引
手（
図
示
）ハ
少
サ

　

イ
二
ツ
ノ
座
ヨ
リ
図
ノ
様
ノ
モ
ノ
落
付
ク
ト
思
フ　

次
ハ
シ
カ
ル
可
ク
御
願　

　

猶
、引
手
ノ
輪
ノ
張
リ
ガ
足
ラ
ズ（
図
示
）（
イ
）ヲ
モ
少
シ
張
ラ
セ
タ
方
好
シ
。火

　

箸
頭
ノ
引
手
仲
々
美
シ
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落

　

付
好
シ　

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願　

此
間
ノ
カ
ケ
棚
ト
小
棚
二
ツ
ハ
皆
デ
好
評

　

コ
レ
等
ハ
今
年
ノ
大
収
穫
也

　

エ
ラ
イ
ダ
ロ
ウ
ガ
エ
ラ
イ
カ
ラ
ノ
勉
強
ダ
、大
イ
ニ
ヤ
ロ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。エ
ラ

　

イ
事
ニ
負
ケ
ナ
イ
デ
ヤ
ル
事
ニ
シ
ヨ
ウ
。

　

森
永
兄
其
後
御
元
気
ニ
ヤ　

暮
々
モ
ヨ
ロ
シ
ク
。石
輪
サ
ン
ニ
モ
宜
敷
　
　
竹
サ

　

ジ
ノ
好
イ
カ
ガ
出
来
テ
大
イ
ニ
嬉
シ
イ
。誰
モ
好
イ
モ
ノ
ガ
出
来
出
し
タ
ノ
ガ
有

　

難
イ
。

　

工
藝
ハ
近
ク
宗
兄
ト
相
談
シ
テ
ウ
ン
ト
諸
兄
ニ
役
立
ツ
様
ニ
ス
ル
。

　

諸
兄
ノ
モ
ノ
ガ
売
レ
ル
様
ニ
ス
ル　

元
気
ニ
仕
事
ヲ
進
メ
テ
貰
ヒ
度
イ
。

　

御
老
母
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

﹇
資
料
２２
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
十
六

　
　

柳
宗
悦
殿

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印

　

先
日
ハ
御
疲
れ
の
事
と
存
じ
ま
す　

御
土
産
迄
頂
き
御
厚
礼
申
ま
す　

本
日
工

　

藝
寫
眞
材
料
本
立
一
把
民
藝
協
会
の
織
物
切
同
送
致
し
ま
し
た　

御
査
収
□
上

　

け
て
貰
ふ
様
通
知
は
出
し
て
置
き
ま
し
た

﹇
資
料
１８
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

二
月
二
十
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印

　

大
に
勉
強
。感
謝
。灰
な
ら
し
二
つ
と
も
及
㐧
。但
し
上
部
の
厚
み
、も
う
少
し
薄

　

く
し
、全
体
の
重
み
を
減
ず
る
方　

更
に
可
。魚
焼
網
の
方
は
も
う
一
改
良
を
要

　

す
。森
永
君
に
傳
言
せ
し
故
、お
聞
き
を
乞
ふ
。ス
カ
シ
彫
は
あ
れ
に
て
上
等
。周

　

囲
と
柄
と
を
も
っ
と
よ
く
し
た
き
望
み
。

﹇
資
料
１９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

三
、二

　
　
　
　

柳

　

昭
和
八
年
三
月
三
日
消
印

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。灰
な
ら
し
は
あ
の
ま
〻
高
嶋
や
の
方
へ
出
し
ま
す
。実
價
お
し

　

ら
せ
下
さ
い
。そ
の
上
賣
價
を
こ
ち
ら
で
つ
け
ま
す
。金
網
は
も
う
一
息
。森
永
君

　

と
よ
く
御
話
合
下
さ
い

　

宣
敷
御
仕
計
ら
ひ
の
程
願
上
ま
す

　

九
月
廿
日

﹇
資
料
２３
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
廿
六

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
月
三
日

　

昭
和
八
年
十
月
三
日
消
印

　

民
藝
協
会
の
荷
物
に
土
瓶
手
一
砂
糖
挟
一
同
封
致
し
ま
し
た　

致
っ
て
品
物
手

　

持
少
な
く
困
り
ま
し
た　

先
日
寫
眞
材
料
と
し
て
お
送
り
致
し
た
本
立
て
も
陳

　

列
願
ま
す　

値
段
付
は
右
同
送
品
に
添
付
し
て
置
き
ま
し
た　

然
し
後
で
気
が

　

付
き
ま
し
た
が
普
通
賣
價
と
の
事
で
し
た　

全
部
下
記
の
通
り
訂
正
願
ま
す

　

本
立　
　

弐
、五
〇

　

土
瓶
手　

、八
〇

　

砂
糖
挟　

、七
〇

﹇
資
料
２４
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印

　
　
　

三
月
四
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

八
月
卅
一
日

　

拝
啓　

失
礼
の
み
仕
居
り
候
御
□
□
□
□
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に

　

よ
り
銀
匙
二
種
造
り
本
日
御
送
り
申
上
□
る
リ
ー
チ
先
生
に
も
御
渡
し
□
□
□

　

御
改
正
の
程
御
願
申
上
げ
□

　

右
御
願
迄

　
　
　

八
月
卅
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
先
生

﹇
資
料
２６
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生
気
付

　
　

リ
ー
チ
先
生

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
九
年
十
月
九
日
消
印

　

拝
啓
失
礼
の
み
仕
□
□
候
御
許
下
さ
れ
度　

先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送

　

下
さ
れ
度　

手
本
に
し
て
綜
合
展
に
少
々
で
も
出
し
度
在
□　

尚
総
合
展
は
開

　

会
日
は
何
日
に
□
□
一
寸
御
知
ら
せ
下
さ
れ
□
□

　

右
乱
筆
御
願
ま
で

　
　
　
　

十
月
十
九
日

﹇
資
料
２７
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

至
急

　

昭
和
□
年
□
月
十
二
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
一
月
十
二
日

　

柳
先
生

　
　
　

十
一
月
十
一
日　

金
田
勝
造

　

其
後
ハ
御
不
沙
汰
の
み
致
し
て
居
ま
す
御
許
程
お
願
申
ま
す
。リ
ー
チ
先
生
か

　

ら
髙
島
屋
展
に
間
に
会
ふ
様
に
□
の
御
下
令
で
別
紙
目
録
の
通
り
本
日
お
送
り

　

致
し
ま
し
た　

御
手
数
恐
入
り
ま
す
が
お
届
け
願
上
ま
す　

何
し
ろ
日
数
少
な

　

く
思
ふ
様
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。追
加
注
文
を
精
々
御
尽
力
の
程
お
願
ひ
申
上
ま

　

す
右
何
卒

　

リ
ー
チ
先
生
へ
呉
々
も
宜
敷
お
伝
言
お
願
申
ま
す

　

リ
ー
チ
先
生

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

左
記
値
段
ハ
何
レ
モ
原
価
デ
ス
カ
ラ
左
様
御
承
知
願
マ
ス

　
　
　
　
　
　

記

　

一
、貳
拾
五
円　

銀
小
匙
一
打
ニ
付

　

一
、四
拾
五
円　

見
本　

大
匙
一
打
ニ
付

　

一
、参
拾
七
円　

見
本
フ
ォ
ー
ク
一
打
ニ
付

　
　
　
　

河
井
寛　

　

金
田
兄

　

三
月
四
日
夜
寬

　

御
手
紙
拝
見　

済
マ
ヌ
　
　
　
コ
ラ
ヒ
テ
ク
レ　

其
元
気
デ
御
願
ダ　

火
箸
ハ

　

見
事
大
イ
ニ
嬉
シ　

好
キ
ナ
人
ニ
分
カ
チ
度
イ　

パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何　

　
（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御
願　

香
炉
火
屋
丸
形
バ
ン
ド
一
ツ
玄
琢
行　

網
火
箸
二

　

ツ
其
他
失
念
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
御
願　

バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ

　

其
内
御
届
ケ
ノ
筈　

ソ
レ
カ
ラ
森
永
兄
ヘ
暮
々
モ
宜
敷
　
　
此
度
ノ
工
藝
表
紙

　

實
ニ
嬉
シ
イ　

コ
コ
迄
勉
強
サ
レ
タ
事
實
ニ
有
難
イ　

其
内
工
藝
ノ
一
号
作
リ

　

度
皆
ト
ソ
ウ
ダ
ン
シ
度
イ

　

石
輪
サ
ン
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

　

御
老
母
御
大
切
ニ

　

御
一
家
ノ
幸
福
祈
念

　

其
内
御
入
京
ヲ
待
ツ　

ソ
レ
カ
ラ
此
間
森
永
兄
ヘ
御
願
ノ
佐
々
木
カ
ラ
依
頼
ノ

　

ツ
ム
ギ
七
反
御
願　

仝
様
ノ
モ
ノ
拙
宅
ニ
モ
一
反
御
願　

都
合
八
反
至
急
御
作
リ

　

御
願
不
備

　

家
ハ
皆
大
元
気

　

乞
御
安
神

﹇
資
料
２５
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

昭
和
九
年
八
月
三
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　
　
　

右

﹇
資
料
２８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　
　
　

四
月
十
一
日

　

昭
和
十
年
四
月
十
二
日
消
印

　

御
元
氣
嬉
シ
手
紙
ト
作
品
有
難
、灰
ナ
ラ
シ
ハ
近
頃
嬉
シ　

図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生

　

カ
サ
レ
小
生
モ
一
ツ
欲
シ
序
ニ
御
願　

此
度
ノ
火
箸
使
ヒ
好
ク
重
ク
ナ
ク
軽
ク

　

ナ
ク
有
難
イ　

全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ　

灰
ナ
ラ
シ
ハ
之
迠
小
生
ノ
見
タ

　

全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ　

有
難
イ
、十
二
月
客
車
便
ニ
テ
御
届
、

﹇
資
料
２９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　

昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
消
印

　

此
間
ハ
有
難
フ
有
難
フ
嬉
シ
カ
ッ
タ
ヨ　

大
阪
た
く
み
デ
近
作
見
タ
何
レ
モ
美

　

シ
イ
大
イ
ニ
喜
ン
ダ　

大
イ
ニ
ヤ
ッ
テ
ホ
シ
イ　

皆
サ
ン
ニ
山
々
宣
敷
　
　
新

　

シ
イ
仕
事
大
期
待
ダ
、大
若
返
リ
万
歳
ダ
、ナ
タ
マ
メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎

　

日
待
ッ
テ
居
ル
、安
来
民
藝
シ
ッ
カ
リ
タ
ノ
ム

　

謝
辞

　
　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
、調
査
に
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
ご
所
蔵
者
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼

　

申
し
上
げ
ま
す
。ご
教
示
賜
り
ま
し
た
、河
井
寛
次
郎
記
念
館
学
芸
員
・
鷺
珠
江
氏
、日
本
民

　

藝
館
学
芸
部
長
・
杉
山
享
司
氏
に
謹
ん
で
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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い
た
。勝
造
は
十
六
歳
で
松
江
市
の
金
工
家
・
塩
津
親
次
に
師
事
し
て
い
る（
註
２
）。塩

津
親
次
は
加
納
夏
雄
、海
野
勝
珉
に
師
事
し
、片
切
彫
、肉
彫
を
得
意
と
し
て
い
た
こ

と
か
ら（
註
３
）、勝
造
も
師
よ
り
同
様
の
彫
金
技
術
を
習
得
し
、独
立
後
は
号
を
耕
雲

と
し
安
来
で
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を
制
作
し
た
。明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
勝

造
の
息
子
、正
芳
も
昭
和
元
年
頃
に
塩
津
親
次
の
息
子
、塩
津
正
寿
に
弟
子
入
り
す

る（
註
４
）。塩
津
正
寿
は
海
野
清
に
師
事
し
て
い
る（
註
５
）。正
芳
も
片
切
彫
と
肉
彫
を

習
得
し
、独
立
後
は
勝
造
と
共
に
安
来
市
で
、香
炉
や
香
合
な
ど
を
制
作
し
た
。

河
井
寛
次
郎
か
ら
の
書
簡
　
民
藝
運
動
へ
の
関
わ
り
と
国
展
出
品

　

先
述
の
資
料
の
中
で
最
も
早
い
消
印
を
持
つ
書
簡
は
昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消

印
の
河
井
が
勝
造
に
宛
て
た
葉
書（
資
料
１
）で
あ
る
。島
根
に
民
藝
運
動
が
興
る
契
機

と
な
っ
た
柳
宗
悦
の「
島
根
工
藝
診
察
」（
註
６
）よ
り
一
足
早
い
。こ
の
年
勝
造
は
三
十

八
歳
。河
井
は
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
、勝
造
よ
り
三
歳
年
長
で
生
家
も
近
く
既
知

の
仲
で
あ
っ
た
。葉
書
に
は
三
月
二
十
日
頃
の
安
来
帰
省
の
折
に
勝
造
に
会
い
、勝

造
の
金
工
品
を
見
た
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。彫
金
工
と
し
て
二
十
年
余
り
制
作
し

て
い
た
勝
造
は
、こ
の
頃
か
ら
民
藝
運
動
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。勝
造
宛
の
書
簡
四
十
通
の
う
ち
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
書
簡
は
十
五
通
、

そ
の
中
で
宛
名
を
金
田
耕
雲
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
葉
書
の
み
で
あ
る
。他
に
二

通
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
か
ら
金
田
耕
雲
の
宛
名
で
届
い
た
書
簡
が
あ
る
が
、い
ず
れ

も
昭
和
六
年
の
消
印
で
、そ
れ
よ
り
後
に
金
田
耕
雲
を
宛
名
に
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。国
展
出
品
の
際
の
作
者
名
も
初
入
選
の
昭
和
六
年
か
ら
金
田
勝
造
で
あ
る
。こ

れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、勝
造
は
河
井
か
ら
の
提
言
で
耕
雲
の
号
の
使
用
を
や

め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
同
年
三
月
三
十
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２
）に
は
、安

来
滞
在
の
お
礼
と
と
も
に
河
井
が
京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
勝
造
の
金
工
品

「
丸
火
箸
角
箱
切
子
灰
押
へ
」を
柳
宗
悦
と
相
談
の
上
、出
品
し
た
と
あ
る
。文
面
は

指
輪
の
出
品
は
割
愛
し
た
こ
と
と
、指
輪
を
二
つ
発
送
し
た
の
で
お
願
い
、金
庫
も

至
急
お
願
い
と
続
く
。勝
造
は
第
六
回
国
展
に「
眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對
」が
入

選
し
て
い
る
こ
と
か
ら
河
井
の
出
品
は
国
展
を
指
す
だ
ろ
う
。こ
こ
で
河
井
が
勝
造

へ
発
送
し
た
指
輪
は
指
輪
に
仕
立
て
る
た
め
の
陶
を
指
し
、座
金
の
作
成
を
依
頼
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
時
点
で
の
制
作
は
河
井
や
柳
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
指
導
で

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、勝
造
が
制
作
し
た
金
工
品
の
中
か
ら
河
井
や
柳
の
目
に

か
な
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。制
作
を
依
頼
さ
れ

た
指
輪
も「
此
間
ノ
様
式
ニ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
勝
造
が
制
作
し
た
様
式
に
倣
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。金
庫
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、昭
和
六
年

九
月
十
三
日
消
印
の
柳
宛
の
勝
造
の
葉
書（
資
料
９
）で「
金
庫
も
漸
く
三
個
出
来
上
が

り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す
」と
あ
り
、依

頼
か
ら
半
年
後
に
河
井
と
柳
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
以
降
、勝
造
は
国
展
に
連
続
し
て
六
回
入
選
し
て
い
る
。昭
和
十
年
四

月
十
二
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２8
）に「
図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生
カ

サ
レ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
河
井
は
自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
で
あ
ろ
う
灰
な
ら
し
を

「
之
迠
小
生
ノ
見
タ
全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ
」と
称
賛
し
火
箸
と
と
も
に

「
全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ
」と
書
い
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、昭
和
六
年
以
降
も
勝

造
の
金
工
品
は
河
井
を
通
し
て
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。昭
和
十
二
年

の
第
十
二
回
以
降
勝
造
の
入
選
が
無
い
の
は
、同
年
に
河
井
や
柳
ら
が
国
画
会
よ
り

退
会
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
勝
造
の
国
展
入
選
歴
を
示
し
て
お
く（
註
７
）。

昭
和
六
年　
　

第
六
回　

眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對　

昭
和
七
年　
　

第
七
回　

本
立
、文
鎭
、水
入
、角
砂
糖
バ
サ
ミ
、帶
止
金
具

昭
和
八
年　
　

第
八
回　

眞
鍮
筆
立
、眞
鍮
銀
象
嵌
卷
煙
草
箱
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛（
釦
か
）、鐵
灰
押

昭
和
九
年　
　

第
九
回　

鐵
火
箸
二
種
、眞
鍮
杓
子
、銅
手
付
網
、鐵
麻
ノ
葉
透
シ
網

昭
和
十
年　
　

第
十
回　

鐵
火
箸
、鐵
火
押
、鐵
銀
象
嵌
帶
止
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス
釦

昭
和
十
一
年　

第
十
一
回　

銀
象
嵌
入
鉄
指
輪
A
、B
、鐵
金
具
付
箱
、眞
鍮
水
入

柳
宗
悦
と
の
往
復
書
簡
　
制
作
指
導

　

遺
族
の
元
に
残
る
柳
が
勝
造
へ
送
っ
た
書
簡
と
日
本
民
藝
館
に
残
る
勝
造
が
柳

へ
送
っ
た
書
簡
か
ら
、書
簡
の
往
復
が
確
認
で
き
る
。勝
造
宛
て
書
簡
の
四
十
通
中
、

柳
か
ら
の
書
簡
は
十
通
。柳
か
ら
の
一
番
早
い
書
簡
は
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

の
葉
書（
資
料
３
）で
、「
先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
・・
土
瓶
の
手
何

分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す
」と
あ
る
。先
日
お
逢
ひ
と
は
柳
の「
島
根
工
藝
診
察
」で
の

五
月
八
日
の
安
来
訪
問
だ
ろ
う
。こ
こ
で
お
そ
ら
く
勝
造
は
柳
に
自
作
を
見
せ
て
い

る（
註
８
）。そ
の
際
に
土
瓶
の
手
の
制
作
を
柳
が
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
、

六
月
四
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
４
）で
柳
は
土
瓶
の
手
の
催
促
と
と
も
に
図
入

り
で
サ
イ
ズ
を
指
定
し
、大
中
小
各
一
個
届
け
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。具
体
的
な
指

示
を
出
し
、ま
ず
は
試
作
の
出
来
を
見
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。六
日
後
の
六
月
十
日

る
。一
月
二
十
三
日
と
記
載
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１３
）で
柳
は
長
さ
を
指
定
通
り
に

作
る
よ
う
指
示
し
指
導
を
終
え
、こ
れ
を
三
十
個
制
作
し
二
十
個
を
港
屋
へ
、十
個

を
自
分
へ
送
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。勝
造
の
試
作
及
び
、注
文
の
三
十
個
に
使
用
し

た
金
属
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
月
十
一
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１４
）に

砂
糖
夾
代
に
拾
円
送
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、砂
糖
夾
十
個
分
の
代
金
と
考
え
て
、真

鍮
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。現
在
、日
本
民
藝
館
と
鳥
取
民
藝
美
術
館
に
真
鍮
製
の
砂

糖
夾
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
１7
）か
ら
、勝
造
が
港
屋
に
送
っ
た
土
瓶
の
手
と
砂
糖
夾
の
売
れ
行
き
が

思
わ
し
く
な
く
値
下
げ
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。当
初
の
港
屋
の
行
き
の
価
格
九
十

銭
が
卸
値
か
売
値
か
は
定
か
で
な
い
が
、昭
和
八
年
の
十
月
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
２3
）で
、砂
糖
夾
の
売
値
を
七
十
銭
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
年
半
後
に

は
価
格
を
下
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
１５
）や
直
後
四
月
六

日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１６
）か
ら
勝
造
は
砂
糖
夾
に
続
い
て
柳
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
真
鍮
製
の
本
立
て
も
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。本
立
て
は

現
在
、一
揃
え
の
う
ち
片
方
が
日
本
民
藝
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。昭
和
七
年
の
国

展
に
入
選
し
た「
本
立
」「
角
砂
糖
バ
サ
ミ
」は
柳
に
指
導
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
柳
の
指
導
は
柳
か
ら
の
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１８
）、

同
年
三
月
三
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１９
）で
灰
な
ら
し
や
魚
焼
き
網
の
指
導
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。灰
な
ら
し
は
第
八
回
国
展
で
入
選
し
た「
鐵
灰
押
」、魚
焼
き
網
は
第
九

回
国
展
で
入
選
し
た「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」が
こ
の
時
の
指
導
の
も
の
だ
ろ
う
。先
の
書

簡
二
通
で
、魚
焼
き
網
は
毎
回「
も
う
一
改
良
」「
も
う
一
息
」と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
焼
き
網
は
柳
の
合
格
点
が
貰
え
ず
昭
和
八
年
の
出
品
を
諦
め
昭
和
九
年
に

出
品
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」は
写
真
が
残
ら
な
い
た
め
定
か
で

は
な
い
が
、戦
後
の
人
気
商
品
で
勝
造
が
六
男
の
忠
雄
と
と
も
に
作
っ
た「
て
き
」と

呼
ぶ
餅
焼
き
網
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
は
昭
和
八
年
九
月
十
六
日
に
松
江
に
来
て
お
り
、布
志
名
窯
及
び
袖
師
窯
を

訪
ね
て
い
る
が（
註
１１
）、昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
２２
）よ

り
こ
の
機
会
に
金
田
も
柳
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。同
書
簡
よ
り
勝
造
が
、

『
工
藝
』に
掲
載
す
る
写
真
材
料
の
た
め
、本
立
て
を
柳
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。柳
は
こ
の
時
の
来
訪
で
雑
誌『
工
藝
』へ
掲
載
す
る
た
め
の
取
材
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
。十
一
月
に
発
売
さ
れ
た
工
藝
三
十
四
号（
註
１２
）で
は
新
作
紹
介
と
し
て
勝
造
の

本
立
て
と
布
志
名
焼
、袖
師
焼
が
紹
介
さ
れ
た
。こ
の
掲
載
が
一
区
切
り
と
な
っ
た

の
か
、柳
か
ら
の
指
導
を
示
す
書
簡
は
こ
こ
で
終
わ
る
。そ
の
後
は
勝
造
が
柳
気
付

け
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
へ
書
簡
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。

黒
田
辰
秋
と
鉄
の
処
理
、河
井
寬
次
郎
の
要
望

　

黒
田
辰
秋
か
ら
の
書
簡
は
、昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印
の
封
筒
一
通（
資
料
１０
）

の
み
。五
日
と
十
三
日
の
日
付
の
便
箋
と
図
解
の
紙
片
が
入
っ
て
い
る
。五
日
の
便

箋
を
入
れ
た
封
筒
は
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。五
日
の
便
箋
に
は
送
っ
て
も
ら
っ
た

引
手
の
座
金
を
図
の
よ
う
に
作
り
変
え
て
欲
し
い
、「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り
な
ら
な

い
が
、そ
の
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
。勝
造
は
京
都
の

大
毎
会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
山
陰
民
藝
展（
昭
和
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
三

日
間
開
催
）の
た
め
に
上
京
し
て
お
り（
註
１３
）、そ
の
際
に
黒
田
に
会
い
引
手
の
依
頼

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
黒
田
が
勝
造
は「
鉄
」の
も
の

は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。白
金
屋
と
し
て
所
謂
上
手
物
を
作
っ
て
き

た
勝
造
は
象
嵌
な
ど
で
部
分
的
に
鉄
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、素
材
と
し
て

鉄
の
み
を
用
い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
、こ
の
時
の
引
手
は
真
鍮
で

消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
５
）で
、見
本
と
し
て
三
つ
土
瓶
の
手
を
送
る
の
で
形

の
よ
し
あ
し
、金
の
厚
み
、仕
上
げ
の
具
合
等
詳
細
に
ご
指
示
を
、仕
上
げ
は
今
少
し

上
品
に
も
出
来
、如
何
様
に
も
す
る
と
あ
る
。文
面
か
ら
は
柳
の
ど
ん
な
注
文
に
応

え
よ
う
と
す
る
勝
造
の
姿
勢
と
、応
え
ら
れ
る
だ
け
腕
に
自
信
が
あ
る
様
子
が
窺
え

る
。柳
は
早
々
に
六
月
十
二
日
消
印
の
葉
書（
資
料
６
）で
、「
も
少
し
丁
寧
に
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
あ
れ
で
結
構
」と
し
価
格
を
尋
ね
て
い

る
。そ
の
後
、七
月
五
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
７
）よ
り
、柳
へ
十
個
ず
つ
二

種
の
土
瓶
の
手
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
値
段
は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て

一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し
た
つ
も
り
で
す
」と
あ
り
、彫
金
工

時
代
は
数
が
少
な
く
と
も
手
を
か
け
た
高
級
な
も
の
を
作
る
こ
と
を
是
と
し
た
で

あ
ろ
う
勝
造
が
、数
を
多
く
値
段
は
安
く
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

土
瓶
の
手
に
使
用
し
た
金
属
は
不
明
。同
書
簡
に「
鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず

造
り
ま
す
」と
あ
り
、こ
れ
も
五
月
の
柳
と
の
面
会
時
に
注
文
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。七
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料

８
）よ
り
、柳
が
土
瓶
の
手
を
受
け
取
り
河
井
へ
代
金
を
預
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

半
年
後
の
昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１１
）で
は
、柳
は
勝

造
が
作
っ
た
砂
糖
夾
に
図
入
り
で
詳
細
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。加
え
て
真
鍮
製
と

銀
製
の
価
格
を
尋
ね
て
い
る
。柳
は
昭
和
七
年
一
月
七
、八
日
に
松
江
を
訪
れ
て
い

る
が（
註
９
）、書
簡
か
ら
そ
の
際
に
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
時
の
来

訪
で
柳
は
港
屋
で
売
り
出
す
山
陰
産
の
品
を
選
定
し
て
い
る（
註
１０
）。港
屋
で
の
販
売

を
見
込
ん
で
、勝
造
に
砂
糖
夾
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
後
、一
月
二
十

一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
１２
）よ
り
、勝
造
が
砂
糖
夾
二
個
を
再
製
し
送
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。二
度
目
の
試
作
で
あ
る
。価
格
は
真
鍮
製（
港
屋
行
き
）九
十
銭
、

銀
製
三
円
二
、三
十
銭
。銀
は
目
方
を
相
当
持
つ
の
で
こ
れ
よ
り
安
く
は
困
難
と
あ

依
頼
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、十
三
日
の
便
箋
で
黒
田
は
、お
尋
ね
の
件
と
し
て
自
分

の
知
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
方
法
、焼
漆
と
油
焼
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。「
精
し

き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
」と
言
い
、最
後
に「
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後

御
座
ゐ
ま
す
ゆ
え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て

居
り
ま
す
」と
あ
る
。鉄
の
も
の
は
作
ら
な
い
と
し
た
勝
造
が
黒
田
に
鉄
の
処
理
の

教
え
を
乞
う
た
の
は
周
り
の
要
望
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。戦
後
は
主
に
鉄
を
扱
い

だ
す
金
田
の
鉄
加
工
が
こ
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

国
展
の
入
選
を
見
る
と
第
八
回
以
降
は
鉄
の
作
品
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２０
）に
は「
柳
鉄
指
輪
」の
文

字
が
あ
る
。手
本
と
な
る
も
の
の
再
製
を
依
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
。昭
和
八
年
九
月

四
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
便
箋（
資
料
２１
）で
は
再
度
、「
柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
」の
再
製

を
お
願
い
し
な
が
ら
、土
瓶
の
手
の
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
展
開
を
提
案
し
つ
つ
、

「
鉄
ニ
テ
ハ
如
何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
」と
あ
る
。同
文
中
で
は「
火
箸
頭
ノ
引

手
」を
褒
め
た
後「
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落
付
好
シ

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願
」と
悉
く
鉄
で
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
。こ
こ
で
い
う
箱
と

は
木
工
箱
に
つ
い
た
金
具
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。こ
の
頃
か
ら
勝
造
の
鉄
の
扱
い
が

徐
々
に
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
と
匙

　

リ
ー
チ
へ
の
書
簡
は
勝
造
が
柳
を
通
し
て
送
っ
た
三
通
。日
本
民
藝
館
に
保
管
さ

れ
る
勝
造
が
柳
に
宛
て
た
書
簡
十
三
通
に
含
ま
れ
る
。リ
ー
チ
か
ら
勝
造
へ
送
ら
れ

た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。リ
ー
チ
が
初
め
て
島
根
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
九
年
八

月
一
日
か
ら
十
三
日（
註
１４
）。こ
の
間
に
勝
造
が
リ
ー
チ
に
会
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、そ
の
直
後
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
柳

宛
て
の
便
箋（
資
料
２５
）に
、「
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に
よ
り
銀
匙
二
種
造

り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
チ
か
ら
の
直
接
指
導
で
銀
匙
を
試
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
。そ
の
後
、十
月
十
九
日
消
印
、勝
造
か
ら
柳
気
付
リ
ー
チ
宛
て
の
葉
書（
資
料
２６
）に

「
先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送
下
さ
れ
」と
あ
り
、匙
を
三
種
再
度
送
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、試
作
に
対
す
る
リ
ー
チ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。文
中
に
あ

る
総
合
展
と
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
日
間
開
か
れ
た
京
都
高
島
屋
の
山
陰
民
藝

展
だ
ろ
う
か（
註
１５
）。そ
の
後
勝
造
は
十
一
月
十
一
日
と
記
載
の
便
箋（
資
料
２７
）を
柳
宛

て
に
送
っ
て
い
る
。文
中
に
は
柳
宛
て
に
リ
ー
チ
か
ら
言
わ
れ
た
高
島
屋
展
の
品
を

目
録
の
通
り
送
る
の
で
リ
ー
チ
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
あ
り
、リ
ー
チ
に
は
原
価
を
知

ら
せ
て
い
る
。残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
考
え
る
と
、リ
ー
チ
指
導
の
も
と
、二
度
の
試
作

を
経
て
小
匙
、大
匙
、フ
ォ
ー
ク
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
の
髙
島
屋
展

は
十
一
月
十
六
日
七
日
間
東
京
高
島
屋
で
開
か
れ
た
全
国
新
興
民
藝
展
だ
と
思
わ

れ
る（
註
１６
）。リ
ー
チ
と
の
交
流
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
み
で
あ
る
。

河
井
寬
次
郎
の
キ
セ
ル

　

河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
は
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
し
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
二
十

三
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、制
作
年
は
昭
和
二
十
五
年
頃
〜
と
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印
の
河
井
の
便
箋（
資
料
２４
）で
河
井
が
勝
造
の
キ
セ
ル
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。そ
こ
に
は「
パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御

願
」と
あ
り
、そ
の
後
、「
バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ
其
内
御
届
ケ
ノ
筈
」と

あ
る
。既
に
河
井
寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り（
註
１７
）「（
図

示
）ノ
分
御
分
チ
御
願
」が
指
す
キ
セ
ル
を
勝
造
自
身
の
作
と
考
え
る
と
、「
モ
ウ
一

息
」と
言
わ
れ
た
パ
イ
プ
は
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
に
河
井
が
指
導
を
し
た
の
だ

ろ
う
。そ
の
後
の
気
付
で
キ
セ
ル
を
勝
造
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。

　

他
、キ
セ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
書
簡
は
消
印
が
不
明
瞭
で
送
ら
れ
た
時
期
が

定
か
で
な
い
が
、昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２９
）に「
ナ
タ
マ

メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎
日
待
ッ
テ
居
ル
」と
あ
り
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル

の
再
製
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
は
刀
豆
に
似
て
へ
ん
平
で
懐
中
に

入
れ
て
持
ち
運
び
や
す
い
形
を
し
て
お
り
、明
治
維
新
の
頃
官
軍
兵
士
が
多
く
用
い

た
と
さ
れ
る
キ
セ
ル
で
あ
る（
註
１８
）。現
在
河
井
寬
次
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
勝
造
制

作
の
キ
セ
ル
二
十
三
本
の
中
に
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル
も
あ
る
。

　

勝
造
の
残
し
た
下
図
は
十
点
で（
挿
図
１
〜
１３
）全
て
描
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

厚
紙
を
使
用
し
、墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、九
種
の
キ
セ
ル
が
確
認
で
き
る
。十

枚
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
は
既
存
の
形
の
再
製
で
は
な
く
、全
て
河
井
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
が
、河
井
が
描
い
た
図
は
残
っ
て
い
な
い
。下
図
は
真
横

か
ら
見
た
形
を
描
く
が
、火
皿
の
部
分
の
み
少
し
斜
め
上
か
ら
見
た
図
に
な
っ
て
い

る
。一
部
、上
面
図
や
胴
部
分
の
断
面
図
が
描
か
れ
る
。１
か
ら
９
ま
で
の
番
号
が
振

は
再
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
収
蔵
の
二
十
三
点

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
九
種
全
て
見
つ

か
っ
た
。4
、5
、7
、9（
挿
図
5
、6
、8
、12
）の
番
号
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
下
図
と
火
皿

の
形
状
が
異
な
る
が
、他
は
下
図
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
キ
セ
ル
が
残
っ
て
い
る
。

　

勝
造
が
残
し
た
メ
モ
三
点
の
う
ち
、一
点
は
便
箋
に
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
と
夫
婦
キ

セ
ル
が
描
か
れ
る（
挿
図
14
）。夫
婦
キ
セ
ル
は
火
皿
が
一
つ
で
火
皿
を
中
心
軸
に
し
て

吸
口
が
二
つ
に
わ
か
れ
、二
人
が
同
時
に
喫
煙
で
き
る
既
存
の
形
の
キ
セ
ル
で
あ
る

（
註
１９
）。そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
原
寸
と
書
き
添
え
ら
れ
、夫
婦
キ
セ
ル
の
図
に
は
火
口
と

吸
口
に
朱
肉
を
付
け
て
押
し
た
と
思
わ
れ
る
口
の
写
し
が
あ
る
。こ
の
メ
モ
の
裏
に

は「  

.
2.
2  

註
」と
記
さ
れ
て
い
る
。註
が
註
文
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、勝
造
は
昭

和
三
十
九
年
二
月
二
日
に
注
文
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。前
述
し
た
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
所
蔵
の
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
よ
り
、こ
こ
に

描
か
れ
た
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
の
図
は
小
さ
い
。詳
し
く
は
後
述
す
る
が
河
井
は
夫
婦

キ
セ
ル
の
再
製
を
勝
造
に
依
頼
し
て
い
る
が
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
夫
婦
キ
セ
ル

は
残
っ
て
い
な
い
。こ
の
図
は
手
本
と
な
る
キ
セ
ル
を
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
明
な
点
の
多
い
メ
モ
で
あ
る
。

　

他
に
３
と
９
の
番
号
の
キ
セ
ル
の
改
正
図
を
描
い
た
便
箋
一
点（
挿
図
15
）と
手
綱
形
キ

セ
ル
の
図
に
二
十
年
前
￥
３
０
０
０
０
と
記
入
さ
れ
た
紙（
挿
図
16
）が
一
点
残
る
。手
綱

形
の
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。手
網
形
も
既
存
の
形
の
キ

セ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら（
註
２０
）、河
井
に
再
製
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
造
の
も
と
に
残
る
河
井
の
指
示
書
五
枚
も
全
て
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
全
て
同
じ
で
、鉛

筆
と
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。う
ち
一
枚
は（
挿
図
17
）文
字
の
み
の
指
示
で
あ
る
。便
宜
上

こ
れ
を
指
示
書
一
と
呼
び
、こ
こ
に
文
面
を
書
き
起
こ
す
。

指
示
書
一

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ノ
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
ハ
何
レ
帰
安
ノ
折
手
入

　

御
願
致
シ
度
ソ
レ
迄
コ
ノ
マ
マ
ニ
保
存
御
願
致
シ
マ
ス
◇

　

ノ
図
ノ
参
考
ノ
タ
メ
送
リ
マ
シ
タ
改
正
ノ
Ⅲ
図
ノ
分
御
願
致
シ
マ
ス

　

◇
ノ
付
根
ノ
参
考
ノ
タ
メ
粘
土
ノ
形
御
届
。Ⅰ
ト
Ⅱ
モ
御
願
致
シ
マ
ス

　

別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ

　

一
ツ
製
図
ノ
様
ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
コ
レ
ハ
仲
々
免
倒
一
ト

　

勉
強
御
願
致
シ
マ
ス
猶
小
々
曲
ッ
タ
分
御
直
シ
御
願

　

致
シ
マ
ス
未
ダ
　
次
々
図
作
リ
御
願
致
シ
度
宜
敷

　

公
社
ノ
分
ハ
三
月
末
ニ
ハ
返
ス
約
束
　

　

ド
ウ
カ
宜
敷　

ら
れ
て
い
る
が
、一
枚
は
番
号
部
分
が
欠
け
て
い
る（
挿
図
７
）。鉛
筆
で
寸
法
や
詳
細
図

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、下
図
の
部
分
的
な
修
正
も
見
ら
れ
る
。７
、８
、９
の
番
号

が
振
ら
れ
た
下
図
の
裏
面
に
は（
挿
図
９
、１１
、１３
）、書
き
込
ま
れ
た
寸
法
の
隣
に「　

.　

.

　
 

改
」と
メ
モ
が
あ
り
、こ
の
三
点
の
キ
セ
ル
は
昭
和
三
十
四
年
頃
に
制
作
も
し
く

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
」

は
忠
雄
の
言
う
河
井
が
自
ら
修
正
を
し
、

穴
を
あ
け
た
キ
セ
ル（
註
２1
）を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　

残
り
の
指
示
書
四
枚（
挿
図
18
〜
21
）に
は

合
わ
せ
て
六
種
類
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ

る
。挿
図
18
、20
に
描
か
れ
た
図
に
は
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
振
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
指

示
書
一
に
対
応
す
る
。挿
図
18
、19
に
は
赤

鉛
筆
で
吸
口
付
近
に
１０
〜
１３
ま
で
の
書
き

込
み
が
あ
る
。赤
鉛
筆
の
書
き
込
み
が
勝

造
の
手
に
よ
る
と
す
れ
ば
、先
述
の
勝
造

の
下
図
１
〜
９
か
ら
続
き
の
連
番
が
振
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

挿
図
18
、19
に
は
四
種
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。中
で
も
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の

キ
セ
ル
は
挿
図
19
に
も
描
か
れ
詳
し
く
指
示
が
あ
る
。指
示
書
一
よ
り
河
井
は
Ⅲ
の
キ

セ
ル
の
幾
何
学
形
態
◇
の
付
根
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
、粘
土
で
実
際
に
形
を
作

り
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。挿
図
21
で
も「
此
処
此
度
ノ
此
処
ノ
様
ニ
御
願
御
願
」

と
付
根
の
部
分
を
図
入
り
で
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、河
井
は
形
の
継
ぎ
目

の
部
分
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
よ
う
だ
。勝
造
は
幾
何
学
形
態
と
円
柱
形
、異
な
る
筒

状
の
立
体
を
ロ
ウ
付
け
す
る
の
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル

の
◇
部
を
指
し「
例
ノ
火
バ
シ
ノ
先　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
」と
あ
る
が
こ
れ
は
真
鍮
製

の
火
箸（
挿
図
22
）の
先
の
形
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。昭
和
八
年
九
月
三
日
の
河
井
か
ら

の
書
簡（
資
料
21
）に
も「
火
箸
頭
ノ
引
手
」と
あ
り
同
じ
形
で
引
手
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
が
様
々
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、同

お
わ
り
に

　

彫
金
工
だ
っ
た
勝
造
は
民
藝
関
係
者
よ
り
制
作
の
依
頼
及
び
依
頼
を
通
し
た
指

導
を
受
け
る
中
で
、制
作
す
る
金
工
品
、扱
う
金
属
を
変
え
な
が
ら
、制
作
を
続
け
た

こ
と
が
断
片
的
に
だ
が
わ
か
っ
た
。考
察
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、取
り
上
げ
て
い

な
い
書
簡
も
残
る
。今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
書
簡
の
文
面
を
活
字
で
紹
介
し
た
い
。河
井
の
書
簡
は
河
井

寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
既
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。他
資
料

で
判
読
が
難
し
い
河
井
の
文
字
に
関
し
て
も
鷺
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。日
本
民
藝
館

所
蔵
の
勝
造
が
柳
へ
宛
て
た
書
簡
は
令
和
元
年
に
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
書
簡
を
基

と
し
た
。判
読
不
明
な
文
字
は
□
で
表
わ
し
、旧
字
は
一
部
新
字
と
し
た
。句
点
が
な

く
文
が
切
れ
る
と
こ
ろ
は
一
マ
ス
空
け
て
い
る
。図
を
描
い
て
示
し
て
い
る
箇
所
は

（
図
示
）と
表
し
た
。紙
面
の
都
合
上
、意
図
的
だ
と
思
わ
れ
る
改
行
の
外
は
原
文
の

改
行
に
従
っ
て
い
な
い
。

﹇
資
料
１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
耕
雲
様

　

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消
印

　

御
無
沙
汰
致
シ
マ
シ
タ　

御
元
氣　

御
仕
事
ヲ
嬉
シ
ク
思
ヒ
マ
ス　

二
十
日
頃

　

帰
リ
度　

御
作
リ
ノ
品
々
ヲ
楽
シ
ミ
ニ
シ
テ
居
マ
ス　

何
レ
拝
眉
ノ
上

　
　
　

三
月
十
一
日　

寬

﹇
資
料
２
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

三
月
三
十
日

　
　
　
　

寬

　

昭
和
六
年
三
月
三
十
日
消
印

　

滞
留
中
ハ
有
難　

感
謝
々
　々

□
□
□
柳
兄
来
訪
仕
事
好
評　

相
談
ノ
上
丸
火
箸

　

角
箱
切
子
灰
押
ヘ
三
品
出
品
ニ
決
定　

指
輪
ハ
柳
兄
モ
愛
壷
ヲ
カ
ズ
望
マ
レ
テ
割

　

愛　

コ
レ
ハ
都
合
ニ
テ
出
品
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、今
日
指
輪
二
ツ
発
送　

此
間
ノ

　

様
式
ニ
大
至
急
御
願
、御
母
堂
始
メ
皆
サ
マ
ニ
宜
敷
　　

金
庫
至
急
御
願

﹇
資
料
３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

洛
北
下
鴨

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

五
、一
八

　

昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
。慌
し
き
旅
に
て　

ゆ
る
　
お
話

　

し
出
来
ざ
る
　
事
を
残
念
に
思
ひ
ま
す
。御
入
港
御
立
寄
の
日
を
待
上
ま
す
。土

　

瓶
の
手
何
分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す

﹇
資
料
４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

じ
よ
う
に
挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル
の
◇
部
を
指
し「
此
ハ
四
角
ノ
地
金
ヲ
ケ
ヅ
ッ
テ
穴

ヲ
ア
ケ
テ
ハ
ド
ウ
デ
ス
カ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、真
鍮
の
塊
か
ら
形
を
削
り
出
し
、空

気
が
通
る
よ
う
穴
を
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。ま
た
、挿
図
18
の
Ⅱ
の
キ
セ
ル
は

勝
造
の
下
図
の
番
号
4
の
キ
セ
ル
、挿
図
19
の
下
段
の
キ
セ
ル
は
勝
造
の
下
図
の
番
号

5
の
キ
セ
ル
を
改
正
し
た
図
だ
と
思
わ
れ
、前
述
し
た
勝
造
の
下
図
4
、5
の
番
号
に

該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
の
改
正
の
図
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。河
井
寬
次
郎
記
念

館
収
蔵
の
二
十
三
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
、Ⅰ
と
Ⅱ
の

図
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
見
つ
か
っ
た
。

　

挿
図
20
に
は
夫
婦
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。軸
の
構
造
も
細
か
く
描
い
て
い
る
。指
示

書
一
に「
別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ
一
ツ
製
図
ノ
様

ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
」と
あ
り
、専
売
公
社
よ
り
借
り
た
キ
セ
ル
の
再
製
を
依
頼

し
て
い
る
の
は
こ
の
夫
婦
キ
セ
ル
だ
ろ
う
。挿
図
19
に
も「
何
レ
モ
免
倒
十
分　

此
写

作
リ
ニ
タ
イ
モ
ノ
モ
一
ツ　

御
骨
折
御
願
御
願
」と
あ
り
、「
此
写
」が
指
す
の
は
夫

婦
キ
セ
ル
の
再
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。河
井
の
日
記
に
夫
婦
キ
セ
ル
が
登
場
し

た
の
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
六
日（
註
２2
）。制
作
を
依
頼
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
河

井
の
念
願
の
夫
婦
キ
セ
ル
再
製
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、先
に
述
べ
た
と
お
り

現
在
勝
造
が
制
作
し
た
夫
婦
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

挿
図
21
に
は
大
き
く
改
正
原
寸
大
と
書
か
れ
て
い
る
。図
へ
の
書
き
込
み
で
は
寸

法
の
他「
此
処
ガ
ス
ボ
ケ
ヌ
様
」、「
此
辺
気
持
ヒ
ロ
ゲ
ル
コ
ト
」な
ど
注
意
を
促
し
て

い
る
。こ
の
キ
セ
ル
の
形
は
幾
何
学
形
態
部
分
が
�
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。挿
図
18
、19
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の
キ
セ
ル
と
類
似
す
る
が
幾
何
学
形
態
の
部
分
が
異

な
る
。こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

六
、四

　

昭
和
六
年
六
月
四
日
消
印

　

前
略　

い
つ
ぞ
や
お
希
ひ
致
候
土
瓶
の
手
、出
来
候
節
は
お
送
□
度
候
、巾
は
四

　

寸
前
後
、大
中
小
各
〃
一
個
先
に
お
届
□
れ
ば
幸
甚
に
て
候

　

巾
四
寸
前
後（
図
示
）

﹇
資
料
５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
六
月
十
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

六
月
十
日

　

其
後
御
変
り
御
座
な
く
□
伺
上
□　

先
生
の
御
蔭
で
石
州
焼
も
東
京
で
大
変
好

　

評
の
由　

何
よ
り
の
事
に
御
座
□　

土
瓶
の
手
見
本
と
し
て
三
ケ
御
送
り
申
上

　

げ
る
□
形
の
よ
し
あ
し
金
の
厚
み
工
合
及
ひ
仕
上
の
工
合
等
詳
細
に
御
指
示
□

　

□
□
□
□　

仕
上
げ
等
は
今
少
し
上
品
に
で
も
出
来
□
候
□
□
一
度
ご
覧
に
入

　

れ
る
□
御
返
事
次
第
如
何
様
に
も
致
し
可
候
先
々
要
件
の
み
に
て
失
礼
致
ス

　
　
　

六
月
十
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様　
　
　

□
□　

　

柳
様

﹇
資
料
８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

七
、一
八

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
七
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
土
瓶
の
手
二
十
個
う
れ
し
く
お
う
け
と
り
し
ま
し
た
。代
金
河
井
君
の

　

方
へ
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。何
れ
お
送
り
す
る
事
と
思
ひ
ま
す
。月
末　

松
江
行
、

　

お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す

﹇
資
料
９
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

九
月
十
三
日

　

昭
和
六
年
九
月
十
三
日
消
印

　

其
後
は
失
礼
致
し
ま
し
た　

御
元
気
で
す
か　

鳥
取
の
吉
田
氏
も
ぼ
て
　
茶
に

　

来
安
致
さ
れ
る
筈
で
す
が
前
の
日
曜
も
今
度
の
日
曜
も
老
支
の
為
延
期
致
さ
れ

　

ま
し
た　

此
次
は
松
江
の
民
藝
展
出
品
物
で
働
い
て
居
ま
す　

金
庫
も
漸
く
三

　

個
出
来
上
り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す　

　

御
覧
の
上
御
批
評
を
願
ま
す

﹇
資
料
１０
﹈

　

出
雲
国
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印

　
　
　

十
一
月
十
三
日

　

京
都
市
御
前
通
り
一
条
下
ル

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

前
略　

昨
日
は
お
手
紙
頂
戴
致
し
お
厄
介
な
る
お
願
を
早
々
お
製
作
下
さ
れ
お

　

発
送
下
さ
ゐ
ま
し
た
由
承
知
致
し
ま
し
た
の
で
到
着
を
心
待
ち
居
り
ま
し
た
が

　

本
日
午
後
正
に
落
手
い
ろ
　
お
配
慮
と
お
手
数
を
煩
わ
し
有
難
く
お
礼
申
し
上

　

ま
す
。速
足
解
荷
拝
見
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
は
全
て
小
生
が
不
要
意
な
る

　

お
願
の
為
め
と
存
じ
ま
す
の
で
誠
に
申
上
難
う
御
座
ゐ
ま
す
が
実
は
引
手
の
座

　

金
の
部
分
が
取
り
着
け
る
も
の
と
の
関
係
上
丸
形
の
も
の
が
望
ま
し
う
御
座
ゐ

　

ま
す
の
で
重
ね
　
お
面
倒
な
お
願
で
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
座
金
だ
け
同
封

　

の
図
の
様
な
も
の
に
お
作
り
更
へ
お
願
致
し
度
う
存
じ
ま
す
。甚
だ
勝
手
な
お
願

　

ば
か
り
致
し
何
卒
不
悪
お
計
の
程
お
願
申
上
ま
す
。ま
た「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り

　

に
な
ら
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
す
が
ま
た
其
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ

　

下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す

　

要
々
お
願
ま
で
乱
筆
お
許
し
く
だ
さ
ゐ
ま
せ

草
々

　
　
　

五
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

金
田
勝
造
様　

　

乍
失
礼
為
替
三
□
や
同
封
致
し
て
置
き
ま
し
た　

ゆ
え
お
受
取
り
下
さ
ゐ
ま
た

﹇
資
料
６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
六
月
十
二
日
消
印

　

お
送
り
の
品
、大
に
感
謝
。あ
れ
で
結
構
と
思
ひ
ま
す
が
、や
は
り
も
少
し
丁
寧
に

　

き
れ
い
に
仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。大
き
さ
形
三
つ
と
も
上
等
で

　

す
。價
格
お
し
ら
せ
を
乞
ふ

﹇
資
料
７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
七
月
五
日
消
印

　

出
雲
国
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

七
月
五
日

　

其
後
御
元
氣
の
事
と
存
じ
ま
す　

私
も
御
蔭
で
無
事
仕
事
に
精
進
し
て
居
り
ま

　

す　

本
日
土
瓶
の
手
廿
ケ
御
送
り
致
し
ま
し
た　

十
ケ
宛
二
種
で
す　

又
値
段

　

は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て
一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し

　

た
つ
も
り
で
す　

鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず
造
り
ま
す　

先
つ
は
あ
ら　

　
に
て
失
礼
申
ま
す

　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

作
り
更
へ
て
頂
き
ま
す
座
金
の
分
何
卒
お
遠
慮
な
く
お
請
求
下
さ
ゐ
ま
せ
。以
上

　
（
図
解
の
紙
片
）

　
（
図
示
）真
鍮
に
て
寸
法
は
こ
の
図
位
、其
他
の
こ
と
何
卒
よ
ろ
し
く
お
計
□
お
願

　

申
ま
す

　　

前
略　

お
葉
書
及
小
包
正
に
落
手　

色
々
と
お
配
慮
有
難
う
御
座
ゐ
ま
し
た
。

　

ま
た
速
足
乍
ら
お
尋
の
件
小
生
の
存
じ
居
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
法
は
小
生

　

も
目
に
て
覺
え
居
る
も
の
な
れ
だ
精
し
き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
と
存

　

じ
ま
す
。方
法
は
至
っ
て
簡
単
に
て
仕
上
り
た
る
も
の
を
火
に
て
熱
し
そ
れ
の
冷

　

め
ぬ
間
に
古
布
の
様
な
も
の
に
生
漆
を
つ
け
、そ
れ
に
て
じ
ゅ
ん
　
音
を
立
て
る

　

様
な
の
に
拭
き
着
け
る
の
で
す
。以
上
は
焼
漆
の
法
に
て
油
焼
も
同
様
の
工
程
に

　

て
只
漆
と
油
と
の
違
丈
け
、こ
れ
も
其
加
減
調
子
等
お
自
得
の
程
願
ま
す
。以
上

　

甚
だ
不
要
領
乍
ら
お
答
ま
で
。猶
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後
御
座
ゐ
ま
す
ゆ

　

え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て
居
り
ま
す

　

で
は
要
々
の
み

　

季
節
柄
お
自
愛
お
祈
り
申
し
て
居
り
ま
す

草
々

　
　
　

十
三
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋　

　

金
田
勝
造
様　

﹇
資
料
１１
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　

一
月
廿
一
日

　

本
日
砂
糖
挟
ニ
ヶ
再
製
の
□
御
送
り

　

致
し
ま
し
た
。

　

真
鍮
製
み
な
と
や
行
の
値
段
九
十
銭

　

銀
製
三
円
よ
り
三
円
二
三
十
銭

　

右
御
返
事
申
ま
す

　

銀
ハ
目
方
相
当
持
つ
の
で
右
値
段
よ
り
安
く
は
困
難
で
す

　

諸
々
御
下
令
の
程
願
ま
す

　
　
　

一
月
廿
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様

﹇
資
料
１３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

正
月
廿
三
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
（
消
印
不
明
瞭
）

　

お
送
り
の
品
、形
上
〃
〃
。実
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
し
た
。　

但　

長
さ
が
四
寸
五
分

　

と
書
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、何
れ
も
二
三
分
長
す
ぎ
る
の
で
、今
度
は
四
寸
五
分

　

を
出
な
い
様
に
希
ひ
ま
す
。（
図
示
）此
所
此
形
の
方
寧
ろ
よ
ろ
し
く
之
を
三
十
個

　

お
作
り
□
い
。内
二
十
個
港
や
行
。十
個
京
都
小
生
宛

﹇
資
料
１４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
三
月
十
一
日
消
印

　
　
　

三
月
十
一
日

　

京
都
市
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。砂
糖
ば
さ
み
代　

忘
れ
て
お
っ
て
申
わ
け
あ
り
ま
せ
ぬ　

拾
円

　

こ
こ
に
お
届
け
致
し
ま
す
。東
京
港
や
に
送
っ
て
頂
き
し
分
は
お
う
け
と
り
□
い

　

ま
し
た
か
。ま
だ
で
し
た
ら
小
生
よ
り
督
促
し
ま
す　

御
一
家
は
丈
夫
に
や　

安

　

来
は
ま
だ
雪
が
あ
る
事
と
お
察
し
し
ま
す

　

河
井
様
皆
〃
様
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

三
月
十
一
日

　
　
　
　

宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印

　

先
日
本
立
一
把
御
批
評
願
ふ
様
御
送
り
致
し
て
置
き
ま
し
た　

□
何
の
事
も
な

　

く　

御
多
用
中
恐
入
り
ま
す
が
至
急
御
返
事
御
待
ち
申
し
ま
す

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印

　
　
　

正
、一
七
、

　

京
都

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

先
日
は
お
目
に
か
〻
れ
ず
大
変
残
念
で
し
た
。砂
糖
夾
早
速
作
っ
て
□
っ
て
感
謝
。

　

寸
法
少
し
小
さ
く
且
つ
痩
せ
て
ゐ
る
の
で
、も
少
し
太
ら
せ
て
□
い
ま
せ
ん
か　

　
（
図
示
）此
巾
五
分　
（
図
示
）お
送
り
□
し
も
の　

如
く
外
ガ
ワ
丸
味
あ
り　

　
（
図
示
）此
と
こ
ろ
ニ
分
五
リ
。（
図
示
）掌
の
形
の
如
く
中
が
ふ
く
れ
る
。つ
ま
り

　

サ
ジ
を
両
方
か
ら
合
せ
た
如
き
形
。但
し
サ
ジ
の
如
く
深
く
な
く
、も
少
し
浅
し
。

　
（
図
示
）此
長
さ
四
寸
五
分　
（
図
示
）此
巾
六
分
五
リ　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ

　

七
、八
分　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ
五
分　
（
図
示
）背
中
此
形
も
よ
ろ
し
か
ら
ん

　

真
鍮
製
一
個
の
値
い
く
ら
に
候
や

　

銀
製
な
れ
ば
い
く
ら
に
や

　
　
　

一
、一
七

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１２
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
七
年
一
月
二
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

四
月
二
日

﹇
資
料
１６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

四
、五
、

　
　
　
　

柳

　

昭
和
七
年
四
月
六
日
消
印

　

別
便
で
申
し
忘
れ
ま
し
た
が（
図
示
）此
長
さ
三
寸
。御
送
り
下
さ
っ
た
の
よ
り
薄

　

く
て
は
却
て
い
け
ま
せ
ん
。相
当
の
厚
さ
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
事
分
り
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
ほ
か
の
部
分
よ
り
薄
い
方
が
い
ゝ
の
で
す
け
れ
ど
も
。

﹇
資
料
１７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

五
月
廿
三
日

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印

　

拝
啓　

其
後
御
障
り
も
あ
り
ま
せ
ぬ
か
お
伺
い
申
ま
す　

本
日
森
永
氏
方
へ
濱

　

田
氏
お
出
で
に
付
お
供
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す　

本
日
港
屋
よ
り
土
瓶
手
砂
糖

　

挟
み
等
賣
行
き
面
白
か
ら
ず
返
送
致
す
様
申
さ
れ
他
に
向
け
先
あ
れ
ハ
其
方
へ

　

向
け
る
可
く
通
知
が
あ
り
ま
し
た　

今
に
な
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
も
困
り
ま
す

　

か　

如
何
致
し
た
も
の
で
せ
う
か　

港
屋
へ
は
今
一
割
の
値
引
し
て
□
□
引
受

﹇
資
料
２０
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　
　

寬

　

昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印

　

（三）　

指
輪
帯
留
有
難　

土
瓶
ツ
ル
代
共
宗
兄
ノ
方
ヘ
代
御
請
求
御
願　

柳
鉄
指

　

輪
ア
ノ
通
リ
出
来
ヌ
カ
御
一
考
御
願　

出
来
レ
バ
茲
デ
又
一
問
題
如
何
々
々

﹇
資
料
２１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
八
年
九
月
四
日
消
印

　
　
　

九
月
三
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寛

　

金
田
兄

　

九
月
三
日
寬

　

御
元
気
ヲ
祈
ル
。土
瓶
手
有
難
大
イ
ニ
嬉
シ　

見
テ
モ
用
ヒ
テ
モ
大
変
結
構
之
以

　

上
ノ
モ
ノ
モ
ウ
期
待
ス
ル
必
要
ナ
シ　

永
ク
続
ケ
テ
頂
キ
度
イ　

背
ノ
丸
味
ノ

　

モ
ノ
ト
同
時
ニ
角
ノ
モ
少
シ
立
ッ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
テ
好
イ
ト
思
フ
。鉄
ニ
テ
ハ
如

　

何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
。此
間
カ
ラ
ノ
モ
ノ
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
ヲ
乞
フ
。

　

柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
ア
レ
ハ
ア
ノ
通
リ
再
製
出
来
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
カ
。ア
ン
ナ
モ
ノ

　

ガ
出
来
レ
バ
皆
喜
ブ
ニ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。売
レ
ル
ニ
モ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。一
勉
強

　

如
何
。此
間
木
工
棚
、箱
到
着
、金
具
仲
々
見
事
ニ
テ
嬉
シ　

只
コ
ノ（
図
示
）分（
ロ
）

　
（
図
示
）（
イ
）ノ
風
ノ
心
入
ニ
テ（
イ
）ト（
ロ
）ノ
巾
ヲ
広
ク
ト
ル
ナ
ラ
バ
一
増
見

　

事
ナ
ラ
ン
ト
思
フ　

次
ニ
ハ
其
様
ニ
御
願　

又
曳
出
シ
ノ
引
手（
図
示
）ハ
少
サ

　

イ
二
ツ
ノ
座
ヨ
リ
図
ノ
様
ノ
モ
ノ
落
付
ク
ト
思
フ　

次
ハ
シ
カ
ル
可
ク
御
願　

　

猶
、引
手
ノ
輪
ノ
張
リ
ガ
足
ラ
ズ（
図
示
）（
イ
）ヲ
モ
少
シ
張
ラ
セ
タ
方
好
シ
。火

　

箸
頭
ノ
引
手
仲
々
美
シ
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落

　

付
好
シ　

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願　

此
間
ノ
カ
ケ
棚
ト
小
棚
二
ツ
ハ
皆
デ
好
評

　

コ
レ
等
ハ
今
年
ノ
大
収
穫
也

　

エ
ラ
イ
ダ
ロ
ウ
ガ
エ
ラ
イ
カ
ラ
ノ
勉
強
ダ
、大
イ
ニ
ヤ
ロ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。エ
ラ

　

イ
事
ニ
負
ケ
ナ
イ
デ
ヤ
ル
事
ニ
シ
ヨ
ウ
。

　

森
永
兄
其
後
御
元
気
ニ
ヤ　

暮
々
モ
ヨ
ロ
シ
ク
。石
輪
サ
ン
ニ
モ
宜
敷
　
　
竹
サ

　

ジ
ノ
好
イ
カ
ガ
出
来
テ
大
イ
ニ
嬉
シ
イ
。誰
モ
好
イ
モ
ノ
ガ
出
来
出
し
タ
ノ
ガ
有

　

難
イ
。

　

工
藝
ハ
近
ク
宗
兄
ト
相
談
シ
テ
ウ
ン
ト
諸
兄
ニ
役
立
ツ
様
ニ
ス
ル
。

　

諸
兄
ノ
モ
ノ
ガ
売
レ
ル
様
ニ
ス
ル　

元
気
ニ
仕
事
ヲ
進
メ
テ
貰
ヒ
度
イ
。

　

御
老
母
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

﹇
資
料
２２
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
十
六

　
　

柳
宗
悦
殿

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印

　

先
日
ハ
御
疲
れ
の
事
と
存
じ
ま
す　

御
土
産
迄
頂
き
御
厚
礼
申
ま
す　

本
日
工

　

藝
寫
眞
材
料
本
立
一
把
民
藝
協
会
の
織
物
切
同
送
致
し
ま
し
た　

御
査
収
□
上

　

け
て
貰
ふ
様
通
知
は
出
し
て
置
き
ま
し
た

﹇
資
料
１８
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

二
月
二
十
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印

　

大
に
勉
強
。感
謝
。灰
な
ら
し
二
つ
と
も
及
㐧
。但
し
上
部
の
厚
み
、も
う
少
し
薄

　

く
し
、全
体
の
重
み
を
減
ず
る
方　

更
に
可
。魚
焼
網
の
方
は
も
う
一
改
良
を
要

　

す
。森
永
君
に
傳
言
せ
し
故
、お
聞
き
を
乞
ふ
。ス
カ
シ
彫
は
あ
れ
に
て
上
等
。周

　

囲
と
柄
と
を
も
っ
と
よ
く
し
た
き
望
み
。

﹇
資
料
１９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

三
、二

　
　
　
　

柳

　

昭
和
八
年
三
月
三
日
消
印

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。灰
な
ら
し
は
あ
の
ま
〻
高
嶋
や
の
方
へ
出
し
ま
す
。実
價
お
し

　

ら
せ
下
さ
い
。そ
の
上
賣
價
を
こ
ち
ら
で
つ
け
ま
す
。金
網
は
も
う
一
息
。森
永
君

　

と
よ
く
御
話
合
下
さ
い

　

宣
敷
御
仕
計
ら
ひ
の
程
願
上
ま
す

　

九
月
廿
日

﹇
資
料
２３
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
廿
六

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
月
三
日

　

昭
和
八
年
十
月
三
日
消
印

　

民
藝
協
会
の
荷
物
に
土
瓶
手
一
砂
糖
挟
一
同
封
致
し
ま
し
た　

致
っ
て
品
物
手

　

持
少
な
く
困
り
ま
し
た　

先
日
寫
眞
材
料
と
し
て
お
送
り
致
し
た
本
立
て
も
陳

　

列
願
ま
す　

値
段
付
は
右
同
送
品
に
添
付
し
て
置
き
ま
し
た　

然
し
後
で
気
が

　

付
き
ま
し
た
が
普
通
賣
價
と
の
事
で
し
た　

全
部
下
記
の
通
り
訂
正
願
ま
す

　

本
立　
　

弐
、五
〇

　

土
瓶
手　

、八
〇

　

砂
糖
挟　

、七
〇

﹇
資
料
２４
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印

　
　
　

三
月
四
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

八
月
卅
一
日

　

拝
啓　

失
礼
の
み
仕
居
り
候
御
□
□
□
□
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に

　

よ
り
銀
匙
二
種
造
り
本
日
御
送
り
申
上
□
る
リ
ー
チ
先
生
に
も
御
渡
し
□
□
□

　

御
改
正
の
程
御
願
申
上
げ
□

　

右
御
願
迄

　
　
　

八
月
卅
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
先
生

﹇
資
料
２６
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生
気
付

　
　

リ
ー
チ
先
生

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
九
年
十
月
九
日
消
印

　

拝
啓
失
礼
の
み
仕
□
□
候
御
許
下
さ
れ
度　

先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送

　

下
さ
れ
度　

手
本
に
し
て
綜
合
展
に
少
々
で
も
出
し
度
在
□　

尚
総
合
展
は
開

　

会
日
は
何
日
に
□
□
一
寸
御
知
ら
せ
下
さ
れ
□
□

　

右
乱
筆
御
願
ま
で

　
　
　
　

十
月
十
九
日

﹇
資
料
２７
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

至
急

　

昭
和
□
年
□
月
十
二
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
一
月
十
二
日

　

柳
先
生

　
　
　

十
一
月
十
一
日　

金
田
勝
造

　

其
後
ハ
御
不
沙
汰
の
み
致
し
て
居
ま
す
御
許
程
お
願
申
ま
す
。リ
ー
チ
先
生
か

　

ら
髙
島
屋
展
に
間
に
会
ふ
様
に
□
の
御
下
令
で
別
紙
目
録
の
通
り
本
日
お
送
り

　

致
し
ま
し
た　

御
手
数
恐
入
り
ま
す
が
お
届
け
願
上
ま
す　

何
し
ろ
日
数
少
な

　

く
思
ふ
様
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。追
加
注
文
を
精
々
御
尽
力
の
程
お
願
ひ
申
上
ま

　

す
右
何
卒

　

リ
ー
チ
先
生
へ
呉
々
も
宜
敷
お
伝
言
お
願
申
ま
す

　

リ
ー
チ
先
生

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

左
記
値
段
ハ
何
レ
モ
原
価
デ
ス
カ
ラ
左
様
御
承
知
願
マ
ス

　
　
　
　
　
　

記

　

一
、貳
拾
五
円　

銀
小
匙
一
打
ニ
付

　

一
、四
拾
五
円　

見
本　

大
匙
一
打
ニ
付

　

一
、参
拾
七
円　

見
本
フ
ォ
ー
ク
一
打
ニ
付

　
　
　
　

河
井
寛　

　

金
田
兄

　

三
月
四
日
夜
寬

　

御
手
紙
拝
見　

済
マ
ヌ
　
　
　
コ
ラ
ヒ
テ
ク
レ　

其
元
気
デ
御
願
ダ　

火
箸
ハ

　

見
事
大
イ
ニ
嬉
シ　

好
キ
ナ
人
ニ
分
カ
チ
度
イ　

パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何　

　
（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御
願　

香
炉
火
屋
丸
形
バ
ン
ド
一
ツ
玄
琢
行　

網
火
箸
二

　

ツ
其
他
失
念
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
御
願　

バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ

　

其
内
御
届
ケ
ノ
筈　

ソ
レ
カ
ラ
森
永
兄
ヘ
暮
々
モ
宜
敷
　
　
此
度
ノ
工
藝
表
紙

　

實
ニ
嬉
シ
イ　

コ
コ
迄
勉
強
サ
レ
タ
事
實
ニ
有
難
イ　

其
内
工
藝
ノ
一
号
作
リ

　

度
皆
ト
ソ
ウ
ダ
ン
シ
度
イ

　

石
輪
サ
ン
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

　

御
老
母
御
大
切
ニ

　

御
一
家
ノ
幸
福
祈
念

　

其
内
御
入
京
ヲ
待
ツ　

ソ
レ
カ
ラ
此
間
森
永
兄
ヘ
御
願
ノ
佐
々
木
カ
ラ
依
頼
ノ

　

ツ
ム
ギ
七
反
御
願　

仝
様
ノ
モ
ノ
拙
宅
ニ
モ
一
反
御
願　

都
合
八
反
至
急
御
作
リ

　

御
願
不
備

　

家
ハ
皆
大
元
気

　

乞
御
安
神

﹇
資
料
２５
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

昭
和
九
年
八
月
三
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　
　
　

右

﹇
資
料
２８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　
　
　

四
月
十
一
日

　

昭
和
十
年
四
月
十
二
日
消
印

　

御
元
氣
嬉
シ
手
紙
ト
作
品
有
難
、灰
ナ
ラ
シ
ハ
近
頃
嬉
シ　

図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生

　

カ
サ
レ
小
生
モ
一
ツ
欲
シ
序
ニ
御
願　

此
度
ノ
火
箸
使
ヒ
好
ク
重
ク
ナ
ク
軽
ク

　

ナ
ク
有
難
イ　

全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ　

灰
ナ
ラ
シ
ハ
之
迠
小
生
ノ
見
タ

　

全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ　

有
難
イ
、十
二
月
客
車
便
ニ
テ
御
届
、

﹇
資
料
２９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　

昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
消
印

　

此
間
ハ
有
難
フ
有
難
フ
嬉
シ
カ
ッ
タ
ヨ　

大
阪
た
く
み
デ
近
作
見
タ
何
レ
モ
美

　

シ
イ
大
イ
ニ
喜
ン
ダ　

大
イ
ニ
ヤ
ッ
テ
ホ
シ
イ　

皆
サ
ン
ニ
山
々
宣
敷
　
　
新

　

シ
イ
仕
事
大
期
待
ダ
、大
若
返
リ
万
歳
ダ
、ナ
タ
マ
メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎

　

日
待
ッ
テ
居
ル
、安
来
民
藝
シ
ッ
カ
リ
タ
ノ
ム

34
10

16

39

　

謝
辞

　
　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
、調
査
に
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
ご
所
蔵
者
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼

　

申
し
上
げ
ま
す
。ご
教
示
賜
り
ま
し
た
、河
井
寛
次
郎
記
念
館
学
芸
員
・
鷺
珠
江
氏
、日
本
民

　

藝
館
学
芸
部
長
・
杉
山
享
司
氏
に
謹
ん
で
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

18.

17.

19.

20.

21.

22.
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い
た
。勝
造
は
十
六
歳
で
松
江
市
の
金
工
家
・
塩
津
親
次
に
師
事
し
て
い
る（
註
２
）。塩

津
親
次
は
加
納
夏
雄
、海
野
勝
珉
に
師
事
し
、片
切
彫
、肉
彫
を
得
意
と
し
て
い
た
こ

と
か
ら（
註
３
）、勝
造
も
師
よ
り
同
様
の
彫
金
技
術
を
習
得
し
、独
立
後
は
号
を
耕
雲

と
し
安
来
で
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を
制
作
し
た
。明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
勝

造
の
息
子
、正
芳
も
昭
和
元
年
頃
に
塩
津
親
次
の
息
子
、塩
津
正
寿
に
弟
子
入
り
す

る（
註
４
）。塩
津
正
寿
は
海
野
清
に
師
事
し
て
い
る（
註
５
）。正
芳
も
片
切
彫
と
肉
彫
を

習
得
し
、独
立
後
は
勝
造
と
共
に
安
来
市
で
、香
炉
や
香
合
な
ど
を
制
作
し
た
。

河
井
寛
次
郎
か
ら
の
書
簡
　
民
藝
運
動
へ
の
関
わ
り
と
国
展
出
品

　

先
述
の
資
料
の
中
で
最
も
早
い
消
印
を
持
つ
書
簡
は
昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消

印
の
河
井
が
勝
造
に
宛
て
た
葉
書（
資
料
１
）で
あ
る
。島
根
に
民
藝
運
動
が
興
る
契
機

と
な
っ
た
柳
宗
悦
の「
島
根
工
藝
診
察
」（
註
６
）よ
り
一
足
早
い
。こ
の
年
勝
造
は
三
十

八
歳
。河
井
は
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
、勝
造
よ
り
三
歳
年
長
で
生
家
も
近
く
既
知

の
仲
で
あ
っ
た
。葉
書
に
は
三
月
二
十
日
頃
の
安
来
帰
省
の
折
に
勝
造
に
会
い
、勝

造
の
金
工
品
を
見
た
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。彫
金
工
と
し
て
二
十
年
余
り
制
作
し

て
い
た
勝
造
は
、こ
の
頃
か
ら
民
藝
運
動
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。勝
造
宛
の
書
簡
四
十
通
の
う
ち
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
書
簡
は
十
五
通
、

そ
の
中
で
宛
名
を
金
田
耕
雲
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
葉
書
の
み
で
あ
る
。他
に
二

通
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
か
ら
金
田
耕
雲
の
宛
名
で
届
い
た
書
簡
が
あ
る
が
、い
ず
れ

も
昭
和
六
年
の
消
印
で
、そ
れ
よ
り
後
に
金
田
耕
雲
を
宛
名
に
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。国
展
出
品
の
際
の
作
者
名
も
初
入
選
の
昭
和
六
年
か
ら
金
田
勝
造
で
あ
る
。こ

れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、勝
造
は
河
井
か
ら
の
提
言
で
耕
雲
の
号
の
使
用
を
や

め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
同
年
三
月
三
十
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２
）に
は
、安

来
滞
在
の
お
礼
と
と
も
に
河
井
が
京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
勝
造
の
金
工
品

「
丸
火
箸
角
箱
切
子
灰
押
へ
」を
柳
宗
悦
と
相
談
の
上
、出
品
し
た
と
あ
る
。文
面
は

指
輪
の
出
品
は
割
愛
し
た
こ
と
と
、指
輪
を
二
つ
発
送
し
た
の
で
お
願
い
、金
庫
も

至
急
お
願
い
と
続
く
。勝
造
は
第
六
回
国
展
に「
眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對
」が
入

選
し
て
い
る
こ
と
か
ら
河
井
の
出
品
は
国
展
を
指
す
だ
ろ
う
。こ
こ
で
河
井
が
勝
造

へ
発
送
し
た
指
輪
は
指
輪
に
仕
立
て
る
た
め
の
陶
を
指
し
、座
金
の
作
成
を
依
頼
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
時
点
で
の
制
作
は
河
井
や
柳
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
指
導
で

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、勝
造
が
制
作
し
た
金
工
品
の
中
か
ら
河
井
や
柳
の
目
に

か
な
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。制
作
を
依
頼
さ
れ

た
指
輪
も「
此
間
ノ
様
式
ニ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
勝
造
が
制
作
し
た
様
式
に
倣
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。金
庫
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、昭
和
六
年

九
月
十
三
日
消
印
の
柳
宛
の
勝
造
の
葉
書（
資
料
９
）で「
金
庫
も
漸
く
三
個
出
来
上
が

り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す
」と
あ
り
、依

頼
か
ら
半
年
後
に
河
井
と
柳
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
以
降
、勝
造
は
国
展
に
連
続
し
て
六
回
入
選
し
て
い
る
。昭
和
十
年
四

月
十
二
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２8
）に「
図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生
カ

サ
レ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
河
井
は
自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
で
あ
ろ
う
灰
な
ら
し
を

「
之
迠
小
生
ノ
見
タ
全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ
」と
称
賛
し
火
箸
と
と
も
に

「
全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ
」と
書
い
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、昭
和
六
年
以
降
も
勝

造
の
金
工
品
は
河
井
を
通
し
て
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。昭
和
十
二
年

の
第
十
二
回
以
降
勝
造
の
入
選
が
無
い
の
は
、同
年
に
河
井
や
柳
ら
が
国
画
会
よ
り

退
会
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
勝
造
の
国
展
入
選
歴
を
示
し
て
お
く（
註
７
）。

昭
和
六
年　
　

第
六
回　

眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對　

昭
和
七
年　
　

第
七
回　

本
立
、文
鎭
、水
入
、角
砂
糖
バ
サ
ミ
、帶
止
金
具

昭
和
八
年　
　

第
八
回　

眞
鍮
筆
立
、眞
鍮
銀
象
嵌
卷
煙
草
箱
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛（
釦
か
）、鐵
灰
押

昭
和
九
年　
　

第
九
回　

鐵
火
箸
二
種
、眞
鍮
杓
子
、銅
手
付
網
、鐵
麻
ノ
葉
透
シ
網

昭
和
十
年　
　

第
十
回　

鐵
火
箸
、鐵
火
押
、鐵
銀
象
嵌
帶
止
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス
釦

昭
和
十
一
年　

第
十
一
回　

銀
象
嵌
入
鉄
指
輪
A
、B
、鐵
金
具
付
箱
、眞
鍮
水
入

柳
宗
悦
と
の
往
復
書
簡
　
制
作
指
導

　

遺
族
の
元
に
残
る
柳
が
勝
造
へ
送
っ
た
書
簡
と
日
本
民
藝
館
に
残
る
勝
造
が
柳

へ
送
っ
た
書
簡
か
ら
、書
簡
の
往
復
が
確
認
で
き
る
。勝
造
宛
て
書
簡
の
四
十
通
中
、

柳
か
ら
の
書
簡
は
十
通
。柳
か
ら
の
一
番
早
い
書
簡
は
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

の
葉
書（
資
料
３
）で
、「
先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
・・
土
瓶
の
手
何

分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す
」と
あ
る
。先
日
お
逢
ひ
と
は
柳
の「
島
根
工
藝
診
察
」で
の

五
月
八
日
の
安
来
訪
問
だ
ろ
う
。こ
こ
で
お
そ
ら
く
勝
造
は
柳
に
自
作
を
見
せ
て
い

る（
註
８
）。そ
の
際
に
土
瓶
の
手
の
制
作
を
柳
が
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
、

六
月
四
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
４
）で
柳
は
土
瓶
の
手
の
催
促
と
と
も
に
図
入

り
で
サ
イ
ズ
を
指
定
し
、大
中
小
各
一
個
届
け
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。具
体
的
な
指

示
を
出
し
、ま
ず
は
試
作
の
出
来
を
見
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。六
日
後
の
六
月
十
日

る
。一
月
二
十
三
日
と
記
載
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１３
）で
柳
は
長
さ
を
指
定
通
り
に

作
る
よ
う
指
示
し
指
導
を
終
え
、こ
れ
を
三
十
個
制
作
し
二
十
個
を
港
屋
へ
、十
個

を
自
分
へ
送
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。勝
造
の
試
作
及
び
、注
文
の
三
十
個
に
使
用
し

た
金
属
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
月
十
一
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１４
）に

砂
糖
夾
代
に
拾
円
送
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、砂
糖
夾
十
個
分
の
代
金
と
考
え
て
、真

鍮
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。現
在
、日
本
民
藝
館
と
鳥
取
民
藝
美
術
館
に
真
鍮
製
の
砂

糖
夾
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
１7
）か
ら
、勝
造
が
港
屋
に
送
っ
た
土
瓶
の
手
と
砂
糖
夾
の
売
れ
行
き
が

思
わ
し
く
な
く
値
下
げ
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。当
初
の
港
屋
の
行
き
の
価
格
九
十

銭
が
卸
値
か
売
値
か
は
定
か
で
な
い
が
、昭
和
八
年
の
十
月
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
２3
）で
、砂
糖
夾
の
売
値
を
七
十
銭
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
年
半
後
に

は
価
格
を
下
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
１５
）や
直
後
四
月
六

日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１６
）か
ら
勝
造
は
砂
糖
夾
に
続
い
て
柳
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
真
鍮
製
の
本
立
て
も
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。本
立
て
は

現
在
、一
揃
え
の
う
ち
片
方
が
日
本
民
藝
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。昭
和
七
年
の
国

展
に
入
選
し
た「
本
立
」「
角
砂
糖
バ
サ
ミ
」は
柳
に
指
導
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
柳
の
指
導
は
柳
か
ら
の
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１８
）、

同
年
三
月
三
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１９
）で
灰
な
ら
し
や
魚
焼
き
網
の
指
導
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。灰
な
ら
し
は
第
八
回
国
展
で
入
選
し
た「
鐵
灰
押
」、魚
焼
き
網
は
第
九

回
国
展
で
入
選
し
た「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」が
こ
の
時
の
指
導
の
も
の
だ
ろ
う
。先
の
書

簡
二
通
で
、魚
焼
き
網
は
毎
回「
も
う
一
改
良
」「
も
う
一
息
」と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
焼
き
網
は
柳
の
合
格
点
が
貰
え
ず
昭
和
八
年
の
出
品
を
諦
め
昭
和
九
年
に

出
品
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」は
写
真
が
残
ら
な
い
た
め
定
か
で

は
な
い
が
、戦
後
の
人
気
商
品
で
勝
造
が
六
男
の
忠
雄
と
と
も
に
作
っ
た「
て
き
」と

呼
ぶ
餅
焼
き
網
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
は
昭
和
八
年
九
月
十
六
日
に
松
江
に
来
て
お
り
、布
志
名
窯
及
び
袖
師
窯
を

訪
ね
て
い
る
が（
註
１１
）、昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
２２
）よ

り
こ
の
機
会
に
金
田
も
柳
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。同
書
簡
よ
り
勝
造
が
、

『
工
藝
』に
掲
載
す
る
写
真
材
料
の
た
め
、本
立
て
を
柳
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。柳
は
こ
の
時
の
来
訪
で
雑
誌『
工
藝
』へ
掲
載
す
る
た
め
の
取
材
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
。十
一
月
に
発
売
さ
れ
た
工
藝
三
十
四
号（
註
１２
）で
は
新
作
紹
介
と
し
て
勝
造
の

本
立
て
と
布
志
名
焼
、袖
師
焼
が
紹
介
さ
れ
た
。こ
の
掲
載
が
一
区
切
り
と
な
っ
た

の
か
、柳
か
ら
の
指
導
を
示
す
書
簡
は
こ
こ
で
終
わ
る
。そ
の
後
は
勝
造
が
柳
気
付

け
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
へ
書
簡
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。

黒
田
辰
秋
と
鉄
の
処
理
、河
井
寬
次
郎
の
要
望

　

黒
田
辰
秋
か
ら
の
書
簡
は
、昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印
の
封
筒
一
通（
資
料
１０
）

の
み
。五
日
と
十
三
日
の
日
付
の
便
箋
と
図
解
の
紙
片
が
入
っ
て
い
る
。五
日
の
便

箋
を
入
れ
た
封
筒
は
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。五
日
の
便
箋
に
は
送
っ
て
も
ら
っ
た

引
手
の
座
金
を
図
の
よ
う
に
作
り
変
え
て
欲
し
い
、「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り
な
ら
な

い
が
、そ
の
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
。勝
造
は
京
都
の

大
毎
会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
山
陰
民
藝
展（
昭
和
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
三

日
間
開
催
）の
た
め
に
上
京
し
て
お
り（
註
１３
）、そ
の
際
に
黒
田
に
会
い
引
手
の
依
頼

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
黒
田
が
勝
造
は「
鉄
」の
も
の

は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。白
金
屋
と
し
て
所
謂
上
手
物
を
作
っ
て
き

た
勝
造
は
象
嵌
な
ど
で
部
分
的
に
鉄
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、素
材
と
し
て

鉄
の
み
を
用
い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
、こ
の
時
の
引
手
は
真
鍮
で

消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
５
）で
、見
本
と
し
て
三
つ
土
瓶
の
手
を
送
る
の
で
形

の
よ
し
あ
し
、金
の
厚
み
、仕
上
げ
の
具
合
等
詳
細
に
ご
指
示
を
、仕
上
げ
は
今
少
し

上
品
に
も
出
来
、如
何
様
に
も
す
る
と
あ
る
。文
面
か
ら
は
柳
の
ど
ん
な
注
文
に
応

え
よ
う
と
す
る
勝
造
の
姿
勢
と
、応
え
ら
れ
る
だ
け
腕
に
自
信
が
あ
る
様
子
が
窺
え

る
。柳
は
早
々
に
六
月
十
二
日
消
印
の
葉
書（
資
料
６
）で
、「
も
少
し
丁
寧
に
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
あ
れ
で
結
構
」と
し
価
格
を
尋
ね
て
い

る
。そ
の
後
、七
月
五
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
７
）よ
り
、柳
へ
十
個
ず
つ
二

種
の
土
瓶
の
手
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
値
段
は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て

一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し
た
つ
も
り
で
す
」と
あ
り
、彫
金
工

時
代
は
数
が
少
な
く
と
も
手
を
か
け
た
高
級
な
も
の
を
作
る
こ
と
を
是
と
し
た
で

あ
ろ
う
勝
造
が
、数
を
多
く
値
段
は
安
く
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

土
瓶
の
手
に
使
用
し
た
金
属
は
不
明
。同
書
簡
に「
鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず

造
り
ま
す
」と
あ
り
、こ
れ
も
五
月
の
柳
と
の
面
会
時
に
注
文
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。七
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料

８
）よ
り
、柳
が
土
瓶
の
手
を
受
け
取
り
河
井
へ
代
金
を
預
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

半
年
後
の
昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１１
）で
は
、柳
は
勝

造
が
作
っ
た
砂
糖
夾
に
図
入
り
で
詳
細
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。加
え
て
真
鍮
製
と

銀
製
の
価
格
を
尋
ね
て
い
る
。柳
は
昭
和
七
年
一
月
七
、八
日
に
松
江
を
訪
れ
て
い

る
が（
註
９
）、書
簡
か
ら
そ
の
際
に
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
時
の
来

訪
で
柳
は
港
屋
で
売
り
出
す
山
陰
産
の
品
を
選
定
し
て
い
る（
註
１０
）。港
屋
で
の
販
売

を
見
込
ん
で
、勝
造
に
砂
糖
夾
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
後
、一
月
二
十

一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
１２
）よ
り
、勝
造
が
砂
糖
夾
二
個
を
再
製
し
送
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。二
度
目
の
試
作
で
あ
る
。価
格
は
真
鍮
製（
港
屋
行
き
）九
十
銭
、

銀
製
三
円
二
、三
十
銭
。銀
は
目
方
を
相
当
持
つ
の
で
こ
れ
よ
り
安
く
は
困
難
と
あ

依
頼
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、十
三
日
の
便
箋
で
黒
田
は
、お
尋
ね
の
件
と
し
て
自
分

の
知
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
方
法
、焼
漆
と
油
焼
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。「
精
し

き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
」と
言
い
、最
後
に「
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後

御
座
ゐ
ま
す
ゆ
え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て

居
り
ま
す
」と
あ
る
。鉄
の
も
の
は
作
ら
な
い
と
し
た
勝
造
が
黒
田
に
鉄
の
処
理
の

教
え
を
乞
う
た
の
は
周
り
の
要
望
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。戦
後
は
主
に
鉄
を
扱
い

だ
す
金
田
の
鉄
加
工
が
こ
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

国
展
の
入
選
を
見
る
と
第
八
回
以
降
は
鉄
の
作
品
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２０
）に
は「
柳
鉄
指
輪
」の
文

字
が
あ
る
。手
本
と
な
る
も
の
の
再
製
を
依
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
。昭
和
八
年
九
月

四
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
便
箋（
資
料
２１
）で
は
再
度
、「
柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
」の
再
製

を
お
願
い
し
な
が
ら
、土
瓶
の
手
の
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
展
開
を
提
案
し
つ
つ
、

「
鉄
ニ
テ
ハ
如
何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
」と
あ
る
。同
文
中
で
は「
火
箸
頭
ノ
引

手
」を
褒
め
た
後「
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落
付
好
シ

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願
」と
悉
く
鉄
で
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
。こ
こ
で
い
う
箱
と

は
木
工
箱
に
つ
い
た
金
具
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。こ
の
頃
か
ら
勝
造
の
鉄
の
扱
い
が

徐
々
に
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
と
匙

　

リ
ー
チ
へ
の
書
簡
は
勝
造
が
柳
を
通
し
て
送
っ
た
三
通
。日
本
民
藝
館
に
保
管
さ

れ
る
勝
造
が
柳
に
宛
て
た
書
簡
十
三
通
に
含
ま
れ
る
。リ
ー
チ
か
ら
勝
造
へ
送
ら
れ

た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。リ
ー
チ
が
初
め
て
島
根
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
九
年
八

月
一
日
か
ら
十
三
日（
註
１４
）。こ
の
間
に
勝
造
が
リ
ー
チ
に
会
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、そ
の
直
後
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
柳

宛
て
の
便
箋（
資
料
２５
）に
、「
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に
よ
り
銀
匙
二
種
造

り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
チ
か
ら
の
直
接
指
導
で
銀
匙
を
試
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
。そ
の
後
、十
月
十
九
日
消
印
、勝
造
か
ら
柳
気
付
リ
ー
チ
宛
て
の
葉
書（
資
料
２６
）に

「
先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送
下
さ
れ
」と
あ
り
、匙
を
三
種
再
度
送
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、試
作
に
対
す
る
リ
ー
チ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。文
中
に
あ

る
総
合
展
と
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
日
間
開
か
れ
た
京
都
高
島
屋
の
山
陰
民
藝

展
だ
ろ
う
か（
註
１５
）。そ
の
後
勝
造
は
十
一
月
十
一
日
と
記
載
の
便
箋（
資
料
２７
）を
柳
宛

て
に
送
っ
て
い
る
。文
中
に
は
柳
宛
て
に
リ
ー
チ
か
ら
言
わ
れ
た
高
島
屋
展
の
品
を

目
録
の
通
り
送
る
の
で
リ
ー
チ
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
あ
り
、リ
ー
チ
に
は
原
価
を
知

ら
せ
て
い
る
。残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
考
え
る
と
、リ
ー
チ
指
導
の
も
と
、二
度
の
試
作

を
経
て
小
匙
、大
匙
、フ
ォ
ー
ク
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
の
髙
島
屋
展

は
十
一
月
十
六
日
七
日
間
東
京
高
島
屋
で
開
か
れ
た
全
国
新
興
民
藝
展
だ
と
思
わ

れ
る（
註
１６
）。リ
ー
チ
と
の
交
流
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
み
で
あ
る
。

河
井
寬
次
郎
の
キ
セ
ル

　

河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
は
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
し
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
二
十

三
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、制
作
年
は
昭
和
二
十
五
年
頃
〜
と
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印
の
河
井
の
便
箋（
資
料
２４
）で
河
井
が
勝
造
の
キ
セ
ル
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。そ
こ
に
は「
パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御

願
」と
あ
り
、そ
の
後
、「
バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ
其
内
御
届
ケ
ノ
筈
」と

あ
る
。既
に
河
井
寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り（
註
１７
）「（
図

示
）ノ
分
御
分
チ
御
願
」が
指
す
キ
セ
ル
を
勝
造
自
身
の
作
と
考
え
る
と
、「
モ
ウ
一

息
」と
言
わ
れ
た
パ
イ
プ
は
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
に
河
井
が
指
導
を
し
た
の
だ

ろ
う
。そ
の
後
の
気
付
で
キ
セ
ル
を
勝
造
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。

　

他
、キ
セ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
書
簡
は
消
印
が
不
明
瞭
で
送
ら
れ
た
時
期
が

定
か
で
な
い
が
、昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２９
）に「
ナ
タ
マ

メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎
日
待
ッ
テ
居
ル
」と
あ
り
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル

の
再
製
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
は
刀
豆
に
似
て
へ
ん
平
で
懐
中
に

入
れ
て
持
ち
運
び
や
す
い
形
を
し
て
お
り
、明
治
維
新
の
頃
官
軍
兵
士
が
多
く
用
い

た
と
さ
れ
る
キ
セ
ル
で
あ
る（
註
１８
）。現
在
河
井
寬
次
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
勝
造
制

作
の
キ
セ
ル
二
十
三
本
の
中
に
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル
も
あ
る
。

　

勝
造
の
残
し
た
下
図
は
十
点
で（
挿
図
１
〜
１３
）全
て
描
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

厚
紙
を
使
用
し
、墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、九
種
の
キ
セ
ル
が
確
認
で
き
る
。十

枚
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
は
既
存
の
形
の
再
製
で
は
な
く
、全
て
河
井
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
が
、河
井
が
描
い
た
図
は
残
っ
て
い
な
い
。下
図
は
真
横

か
ら
見
た
形
を
描
く
が
、火
皿
の
部
分
の
み
少
し
斜
め
上
か
ら
見
た
図
に
な
っ
て
い

る
。一
部
、上
面
図
や
胴
部
分
の
断
面
図
が
描
か
れ
る
。１
か
ら
９
ま
で
の
番
号
が
振

は
再
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
収
蔵
の
二
十
三
点

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
九
種
全
て
見
つ

か
っ
た
。4
、5
、7
、9（
挿
図
5
、6
、8
、12
）の
番
号
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
下
図
と
火
皿

の
形
状
が
異
な
る
が
、他
は
下
図
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
キ
セ
ル
が
残
っ
て
い
る
。

　

勝
造
が
残
し
た
メ
モ
三
点
の
う
ち
、一
点
は
便
箋
に
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
と
夫
婦
キ

セ
ル
が
描
か
れ
る（
挿
図
14
）。夫
婦
キ
セ
ル
は
火
皿
が
一
つ
で
火
皿
を
中
心
軸
に
し
て

吸
口
が
二
つ
に
わ
か
れ
、二
人
が
同
時
に
喫
煙
で
き
る
既
存
の
形
の
キ
セ
ル
で
あ
る

（
註
１９
）。そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
原
寸
と
書
き
添
え
ら
れ
、夫
婦
キ
セ
ル
の
図
に
は
火
口
と

吸
口
に
朱
肉
を
付
け
て
押
し
た
と
思
わ
れ
る
口
の
写
し
が
あ
る
。こ
の
メ
モ
の
裏
に

は「  

.
2.
2  

註
」と
記
さ
れ
て
い
る
。註
が
註
文
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、勝
造
は
昭

和
三
十
九
年
二
月
二
日
に
注
文
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。前
述
し
た
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
所
蔵
の
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
よ
り
、こ
こ
に

描
か
れ
た
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
の
図
は
小
さ
い
。詳
し
く
は
後
述
す
る
が
河
井
は
夫
婦

キ
セ
ル
の
再
製
を
勝
造
に
依
頼
し
て
い
る
が
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
夫
婦
キ
セ
ル

は
残
っ
て
い
な
い
。こ
の
図
は
手
本
と
な
る
キ
セ
ル
を
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
明
な
点
の
多
い
メ
モ
で
あ
る
。

　

他
に
３
と
９
の
番
号
の
キ
セ
ル
の
改
正
図
を
描
い
た
便
箋
一
点（
挿
図
15
）と
手
綱
形
キ

セ
ル
の
図
に
二
十
年
前
￥
３
０
０
０
０
と
記
入
さ
れ
た
紙（
挿
図
16
）が
一
点
残
る
。手
綱

形
の
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。手
網
形
も
既
存
の
形
の
キ

セ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら（
註
２０
）、河
井
に
再
製
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
造
の
も
と
に
残
る
河
井
の
指
示
書
五
枚
も
全
て
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
全
て
同
じ
で
、鉛

筆
と
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。う
ち
一
枚
は（
挿
図
17
）文
字
の
み
の
指
示
で
あ
る
。便
宜
上

こ
れ
を
指
示
書
一
と
呼
び
、こ
こ
に
文
面
を
書
き
起
こ
す
。

指
示
書
一

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ノ
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
ハ
何
レ
帰
安
ノ
折
手
入

　

御
願
致
シ
度
ソ
レ
迄
コ
ノ
マ
マ
ニ
保
存
御
願
致
シ
マ
ス
◇

　

ノ
図
ノ
参
考
ノ
タ
メ
送
リ
マ
シ
タ
改
正
ノ
Ⅲ
図
ノ
分
御
願
致
シ
マ
ス

　

◇
ノ
付
根
ノ
参
考
ノ
タ
メ
粘
土
ノ
形
御
届
。Ⅰ
ト
Ⅱ
モ
御
願
致
シ
マ
ス

　

別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ

　

一
ツ
製
図
ノ
様
ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
コ
レ
ハ
仲
々
免
倒
一
ト

　

勉
強
御
願
致
シ
マ
ス
猶
小
々
曲
ッ
タ
分
御
直
シ
御
願

　

致
シ
マ
ス
未
ダ
　
次
々
図
作
リ
御
願
致
シ
度
宜
敷

　

公
社
ノ
分
ハ
三
月
末
ニ
ハ
返
ス
約
束
　

　

ド
ウ
カ
宜
敷　

ら
れ
て
い
る
が
、一
枚
は
番
号
部
分
が
欠
け
て
い
る（
挿
図
７
）。鉛
筆
で
寸
法
や
詳
細
図

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、下
図
の
部
分
的
な
修
正
も
見
ら
れ
る
。７
、８
、９
の
番
号

が
振
ら
れ
た
下
図
の
裏
面
に
は（
挿
図
９
、１１
、１３
）、書
き
込
ま
れ
た
寸
法
の
隣
に「　

.　

.

　

 

改
」と
メ
モ
が
あ
り
、こ
の
三
点
の
キ
セ
ル
は
昭
和
三
十
四
年
頃
に
制
作
も
し
く

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
」

は
忠
雄
の
言
う
河
井
が
自
ら
修
正
を
し
、

穴
を
あ
け
た
キ
セ
ル（
註
２1
）を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　

残
り
の
指
示
書
四
枚（
挿
図
18
〜
21
）に
は

合
わ
せ
て
六
種
類
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ

る
。挿
図
18
、20
に
描
か
れ
た
図
に
は
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
振
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
指

示
書
一
に
対
応
す
る
。挿
図
18
、19
に
は
赤

鉛
筆
で
吸
口
付
近
に
１０
〜
１３
ま
で
の
書
き

込
み
が
あ
る
。赤
鉛
筆
の
書
き
込
み
が
勝

造
の
手
に
よ
る
と
す
れ
ば
、先
述
の
勝
造

の
下
図
１
〜
９
か
ら
続
き
の
連
番
が
振
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

挿
図
18
、19
に
は
四
種
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。中
で
も
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の

キ
セ
ル
は
挿
図
19
に
も
描
か
れ
詳
し
く
指
示
が
あ
る
。指
示
書
一
よ
り
河
井
は
Ⅲ
の
キ

セ
ル
の
幾
何
学
形
態
◇
の
付
根
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
、粘
土
で
実
際
に
形
を
作

り
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。挿
図
21
で
も「
此
処
此
度
ノ
此
処
ノ
様
ニ
御
願
御
願
」

と
付
根
の
部
分
を
図
入
り
で
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、河
井
は
形
の
継
ぎ
目

の
部
分
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
よ
う
だ
。勝
造
は
幾
何
学
形
態
と
円
柱
形
、異
な
る
筒

状
の
立
体
を
ロ
ウ
付
け
す
る
の
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル

の
◇
部
を
指
し「
例
ノ
火
バ
シ
ノ
先　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
」と
あ
る
が
こ
れ
は
真
鍮
製

の
火
箸（
挿
図
22
）の
先
の
形
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。昭
和
八
年
九
月
三
日
の
河
井
か
ら

の
書
簡（
資
料
21
）に
も「
火
箸
頭
ノ
引
手
」と
あ
り
同
じ
形
で
引
手
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
が
様
々
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、同

お
わ
り
に

　

彫
金
工
だ
っ
た
勝
造
は
民
藝
関
係
者
よ
り
制
作
の
依
頼
及
び
依
頼
を
通
し
た
指

導
を
受
け
る
中
で
、制
作
す
る
金
工
品
、扱
う
金
属
を
変
え
な
が
ら
、制
作
を
続
け
た

こ
と
が
断
片
的
に
だ
が
わ
か
っ
た
。考
察
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、取
り
上
げ
て
い

な
い
書
簡
も
残
る
。今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
書
簡
の
文
面
を
活
字
で
紹
介
し
た
い
。河
井
の
書
簡
は
河
井

寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
既
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。他
資
料

で
判
読
が
難
し
い
河
井
の
文
字
に
関
し
て
も
鷺
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。日
本
民
藝
館

所
蔵
の
勝
造
が
柳
へ
宛
て
た
書
簡
は
令
和
元
年
に
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
書
簡
を
基

と
し
た
。判
読
不
明
な
文
字
は
□
で
表
わ
し
、旧
字
は
一
部
新
字
と
し
た
。句
点
が
な

く
文
が
切
れ
る
と
こ
ろ
は
一
マ
ス
空
け
て
い
る
。図
を
描
い
て
示
し
て
い
る
箇
所
は

（
図
示
）と
表
し
た
。紙
面
の
都
合
上
、意
図
的
だ
と
思
わ
れ
る
改
行
の
外
は
原
文
の

改
行
に
従
っ
て
い
な
い
。

﹇
資
料
１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
耕
雲
様

　

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消
印

　

御
無
沙
汰
致
シ
マ
シ
タ　

御
元
氣　

御
仕
事
ヲ
嬉
シ
ク
思
ヒ
マ
ス　

二
十
日
頃

　

帰
リ
度　

御
作
リ
ノ
品
々
ヲ
楽
シ
ミ
ニ
シ
テ
居
マ
ス　

何
レ
拝
眉
ノ
上

　
　
　

三
月
十
一
日　

寬

﹇
資
料
２
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

三
月
三
十
日

　
　
　
　

寬

　

昭
和
六
年
三
月
三
十
日
消
印

　

滞
留
中
ハ
有
難　

感
謝
々
　々

□
□
□
柳
兄
来
訪
仕
事
好
評　

相
談
ノ
上
丸
火
箸

　

角
箱
切
子
灰
押
ヘ
三
品
出
品
ニ
決
定　

指
輪
ハ
柳
兄
モ
愛
壷
ヲ
カ
ズ
望
マ
レ
テ
割

　

愛　

コ
レ
ハ
都
合
ニ
テ
出
品
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、今
日
指
輪
二
ツ
発
送　

此
間
ノ

　

様
式
ニ
大
至
急
御
願
、御
母
堂
始
メ
皆
サ
マ
ニ
宜
敷
　　

金
庫
至
急
御
願

﹇
資
料
３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

洛
北
下
鴨

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

五
、一
八

　

昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
。慌
し
き
旅
に
て　

ゆ
る
　
お
話

　

し
出
来
ざ
る
　
事
を
残
念
に
思
ひ
ま
す
。御
入
港
御
立
寄
の
日
を
待
上
ま
す
。土

　

瓶
の
手
何
分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す

﹇
資
料
４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

じ
よ
う
に
挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル
の
◇
部
を
指
し「
此
ハ
四
角
ノ
地
金
ヲ
ケ
ヅ
ッ
テ
穴

ヲ
ア
ケ
テ
ハ
ド
ウ
デ
ス
カ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、真
鍮
の
塊
か
ら
形
を
削
り
出
し
、空

気
が
通
る
よ
う
穴
を
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。ま
た
、挿
図
18
の
Ⅱ
の
キ
セ
ル
は

勝
造
の
下
図
の
番
号
4
の
キ
セ
ル
、挿
図
19
の
下
段
の
キ
セ
ル
は
勝
造
の
下
図
の
番
号

5
の
キ
セ
ル
を
改
正
し
た
図
だ
と
思
わ
れ
、前
述
し
た
勝
造
の
下
図
4
、5
の
番
号
に

該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
の
改
正
の
図
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。河
井
寬
次
郎
記
念

館
収
蔵
の
二
十
三
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
、Ⅰ
と
Ⅱ
の

図
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
見
つ
か
っ
た
。

　

挿
図
20
に
は
夫
婦
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。軸
の
構
造
も
細
か
く
描
い
て
い
る
。指
示

書
一
に「
別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ
一
ツ
製
図
ノ
様

ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
」と
あ
り
、専
売
公
社
よ
り
借
り
た
キ
セ
ル
の
再
製
を
依
頼

し
て
い
る
の
は
こ
の
夫
婦
キ
セ
ル
だ
ろ
う
。挿
図
19
に
も「
何
レ
モ
免
倒
十
分　

此
写

作
リ
ニ
タ
イ
モ
ノ
モ
一
ツ　

御
骨
折
御
願
御
願
」と
あ
り
、「
此
写
」が
指
す
の
は
夫

婦
キ
セ
ル
の
再
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。河
井
の
日
記
に
夫
婦
キ
セ
ル
が
登
場
し

た
の
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
六
日（
註
２2
）。制
作
を
依
頼
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
河

井
の
念
願
の
夫
婦
キ
セ
ル
再
製
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、先
に
述
べ
た
と
お
り

現
在
勝
造
が
制
作
し
た
夫
婦
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

挿
図
21
に
は
大
き
く
改
正
原
寸
大
と
書
か
れ
て
い
る
。図
へ
の
書
き
込
み
で
は
寸

法
の
他「
此
処
ガ
ス
ボ
ケ
ヌ
様
」、「
此
辺
気
持
ヒ
ロ
ゲ
ル
コ
ト
」な
ど
注
意
を
促
し
て

い
る
。こ
の
キ
セ
ル
の
形
は
幾
何
学
形
態
部
分
が
�
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。挿
図
18
、19
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の
キ
セ
ル
と
類
似
す
る
が
幾
何
学
形
態
の
部
分
が
異

な
る
。こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

六
、四

　

昭
和
六
年
六
月
四
日
消
印

　

前
略　

い
つ
ぞ
や
お
希
ひ
致
候
土
瓶
の
手
、出
来
候
節
は
お
送
□
度
候
、巾
は
四

　

寸
前
後
、大
中
小
各
〃
一
個
先
に
お
届
□
れ
ば
幸
甚
に
て
候

　

巾
四
寸
前
後（
図
示
）

﹇
資
料
５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
六
月
十
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

六
月
十
日

　

其
後
御
変
り
御
座
な
く
□
伺
上
□　

先
生
の
御
蔭
で
石
州
焼
も
東
京
で
大
変
好

　

評
の
由　

何
よ
り
の
事
に
御
座
□　

土
瓶
の
手
見
本
と
し
て
三
ケ
御
送
り
申
上

　

げ
る
□
形
の
よ
し
あ
し
金
の
厚
み
工
合
及
ひ
仕
上
の
工
合
等
詳
細
に
御
指
示
□

　

□
□
□
□　

仕
上
げ
等
は
今
少
し
上
品
に
で
も
出
来
□
候
□
□
一
度
ご
覧
に
入

　

れ
る
□
御
返
事
次
第
如
何
様
に
も
致
し
可
候
先
々
要
件
の
み
に
て
失
礼
致
ス

　
　
　

六
月
十
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様　
　
　

□
□　

　

柳
様

﹇
資
料
８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

七
、一
八

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
七
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
土
瓶
の
手
二
十
個
う
れ
し
く
お
う
け
と
り
し
ま
し
た
。代
金
河
井
君
の

　

方
へ
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。何
れ
お
送
り
す
る
事
と
思
ひ
ま
す
。月
末　

松
江
行
、

　

お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す

﹇
資
料
９
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

九
月
十
三
日

　

昭
和
六
年
九
月
十
三
日
消
印

　

其
後
は
失
礼
致
し
ま
し
た　

御
元
気
で
す
か　

鳥
取
の
吉
田
氏
も
ぼ
て
　
茶
に

　

来
安
致
さ
れ
る
筈
で
す
が
前
の
日
曜
も
今
度
の
日
曜
も
老
支
の
為
延
期
致
さ
れ

　

ま
し
た　

此
次
は
松
江
の
民
藝
展
出
品
物
で
働
い
て
居
ま
す　

金
庫
も
漸
く
三

　

個
出
来
上
り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す　

　

御
覧
の
上
御
批
評
を
願
ま
す

﹇
資
料
１０
﹈

　

出
雲
国
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印

　
　
　

十
一
月
十
三
日

　

京
都
市
御
前
通
り
一
条
下
ル

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

前
略　

昨
日
は
お
手
紙
頂
戴
致
し
お
厄
介
な
る
お
願
を
早
々
お
製
作
下
さ
れ
お

　

発
送
下
さ
ゐ
ま
し
た
由
承
知
致
し
ま
し
た
の
で
到
着
を
心
待
ち
居
り
ま
し
た
が

　

本
日
午
後
正
に
落
手
い
ろ
　
お
配
慮
と
お
手
数
を
煩
わ
し
有
難
く
お
礼
申
し
上

　

ま
す
。速
足
解
荷
拝
見
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
は
全
て
小
生
が
不
要
意
な
る

　

お
願
の
為
め
と
存
じ
ま
す
の
で
誠
に
申
上
難
う
御
座
ゐ
ま
す
が
実
は
引
手
の
座

　

金
の
部
分
が
取
り
着
け
る
も
の
と
の
関
係
上
丸
形
の
も
の
が
望
ま
し
う
御
座
ゐ

　

ま
す
の
で
重
ね
　
お
面
倒
な
お
願
で
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
座
金
だ
け
同
封

　

の
図
の
様
な
も
の
に
お
作
り
更
へ
お
願
致
し
度
う
存
じ
ま
す
。甚
だ
勝
手
な
お
願

　

ば
か
り
致
し
何
卒
不
悪
お
計
の
程
お
願
申
上
ま
す
。ま
た「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り

　

に
な
ら
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
す
が
ま
た
其
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ

　

下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す

　

要
々
お
願
ま
で
乱
筆
お
許
し
く
だ
さ
ゐ
ま
せ

草
々

　
　
　

五
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

金
田
勝
造
様　

　

乍
失
礼
為
替
三
□
や
同
封
致
し
て
置
き
ま
し
た　

ゆ
え
お
受
取
り
下
さ
ゐ
ま
た

﹇
資
料
６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
六
月
十
二
日
消
印

　

お
送
り
の
品
、大
に
感
謝
。あ
れ
で
結
構
と
思
ひ
ま
す
が
、や
は
り
も
少
し
丁
寧
に

　

き
れ
い
に
仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。大
き
さ
形
三
つ
と
も
上
等
で

　

す
。價
格
お
し
ら
せ
を
乞
ふ

﹇
資
料
７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
七
月
五
日
消
印

　

出
雲
国
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

七
月
五
日

　

其
後
御
元
氣
の
事
と
存
じ
ま
す　

私
も
御
蔭
で
無
事
仕
事
に
精
進
し
て
居
り
ま

　

す　

本
日
土
瓶
の
手
廿
ケ
御
送
り
致
し
ま
し
た　

十
ケ
宛
二
種
で
す　

又
値
段

　

は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て
一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し

　

た
つ
も
り
で
す　

鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず
造
り
ま
す　

先
つ
は
あ
ら　

　
に
て
失
礼
申
ま
す

　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

作
り
更
へ
て
頂
き
ま
す
座
金
の
分
何
卒
お
遠
慮
な
く
お
請
求
下
さ
ゐ
ま
せ
。以
上

　
（
図
解
の
紙
片
）

　
（
図
示
）真
鍮
に
て
寸
法
は
こ
の
図
位
、其
他
の
こ
と
何
卒
よ
ろ
し
く
お
計
□
お
願

　

申
ま
す

　　

前
略　

お
葉
書
及
小
包
正
に
落
手　

色
々
と
お
配
慮
有
難
う
御
座
ゐ
ま
し
た
。

　

ま
た
速
足
乍
ら
お
尋
の
件
小
生
の
存
じ
居
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
法
は
小
生

　

も
目
に
て
覺
え
居
る
も
の
な
れ
だ
精
し
き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
と
存

　

じ
ま
す
。方
法
は
至
っ
て
簡
単
に
て
仕
上
り
た
る
も
の
を
火
に
て
熱
し
そ
れ
の
冷

　

め
ぬ
間
に
古
布
の
様
な
も
の
に
生
漆
を
つ
け
、そ
れ
に
て
じ
ゅ
ん
　
音
を
立
て
る

　

様
な
の
に
拭
き
着
け
る
の
で
す
。以
上
は
焼
漆
の
法
に
て
油
焼
も
同
様
の
工
程
に

　

て
只
漆
と
油
と
の
違
丈
け
、こ
れ
も
其
加
減
調
子
等
お
自
得
の
程
願
ま
す
。以
上

　

甚
だ
不
要
領
乍
ら
お
答
ま
で
。猶
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後
御
座
ゐ
ま
す
ゆ

　

え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て
居
り
ま
す

　

で
は
要
々
の
み

　

季
節
柄
お
自
愛
お
祈
り
申
し
て
居
り
ま
す

草
々

　
　
　

十
三
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋　

　

金
田
勝
造
様　

﹇
資
料
１１
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　

一
月
廿
一
日

　

本
日
砂
糖
挟
ニ
ヶ
再
製
の
□
御
送
り

　

致
し
ま
し
た
。

　

真
鍮
製
み
な
と
や
行
の
値
段
九
十
銭

　

銀
製
三
円
よ
り
三
円
二
三
十
銭

　

右
御
返
事
申
ま
す

　

銀
ハ
目
方
相
当
持
つ
の
で
右
値
段
よ
り
安
く
は
困
難
で
す

　

諸
々
御
下
令
の
程
願
ま
す

　
　
　

一
月
廿
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様

﹇
資
料
１３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

正
月
廿
三
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
（
消
印
不
明
瞭
）

　

お
送
り
の
品
、形
上
〃
〃
。実
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
し
た
。　

但　

長
さ
が
四
寸
五
分

　

と
書
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、何
れ
も
二
三
分
長
す
ぎ
る
の
で
、今
度
は
四
寸
五
分

　

を
出
な
い
様
に
希
ひ
ま
す
。（
図
示
）此
所
此
形
の
方
寧
ろ
よ
ろ
し
く
之
を
三
十
個

　

お
作
り
□
い
。内
二
十
個
港
や
行
。十
個
京
都
小
生
宛

﹇
資
料
１４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
三
月
十
一
日
消
印

　
　
　

三
月
十
一
日

　

京
都
市
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。砂
糖
ば
さ
み
代　

忘
れ
て
お
っ
て
申
わ
け
あ
り
ま
せ
ぬ　

拾
円

　

こ
こ
に
お
届
け
致
し
ま
す
。東
京
港
や
に
送
っ
て
頂
き
し
分
は
お
う
け
と
り
□
い

　

ま
し
た
か
。ま
だ
で
し
た
ら
小
生
よ
り
督
促
し
ま
す　

御
一
家
は
丈
夫
に
や　

安

　

来
は
ま
だ
雪
が
あ
る
事
と
お
察
し
し
ま
す

　

河
井
様
皆
〃
様
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

三
月
十
一
日

　
　
　
　

宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印

　

先
日
本
立
一
把
御
批
評
願
ふ
様
御
送
り
致
し
て
置
き
ま
し
た　

□
何
の
事
も
な

　

く　

御
多
用
中
恐
入
り
ま
す
が
至
急
御
返
事
御
待
ち
申
し
ま
す

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印

　
　
　

正
、一
七
、

　

京
都

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

先
日
は
お
目
に
か
〻
れ
ず
大
変
残
念
で
し
た
。砂
糖
夾
早
速
作
っ
て
□
っ
て
感
謝
。

　

寸
法
少
し
小
さ
く
且
つ
痩
せ
て
ゐ
る
の
で
、も
少
し
太
ら
せ
て
□
い
ま
せ
ん
か　

　
（
図
示
）此
巾
五
分　
（
図
示
）お
送
り
□
し
も
の　

如
く
外
ガ
ワ
丸
味
あ
り　

　
（
図
示
）此
と
こ
ろ
ニ
分
五
リ
。（
図
示
）掌
の
形
の
如
く
中
が
ふ
く
れ
る
。つ
ま
り

　

サ
ジ
を
両
方
か
ら
合
せ
た
如
き
形
。但
し
サ
ジ
の
如
く
深
く
な
く
、も
少
し
浅
し
。

　
（
図
示
）此
長
さ
四
寸
五
分　
（
図
示
）此
巾
六
分
五
リ　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ

　

七
、八
分　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ
五
分　
（
図
示
）背
中
此
形
も
よ
ろ
し
か
ら
ん

　

真
鍮
製
一
個
の
値
い
く
ら
に
候
や

　

銀
製
な
れ
ば
い
く
ら
に
や

　
　
　

一
、一
七

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１２
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
七
年
一
月
二
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

四
月
二
日

﹇
資
料
１６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

四
、五
、

　
　
　
　

柳

　

昭
和
七
年
四
月
六
日
消
印

　

別
便
で
申
し
忘
れ
ま
し
た
が（
図
示
）此
長
さ
三
寸
。御
送
り
下
さ
っ
た
の
よ
り
薄

　

く
て
は
却
て
い
け
ま
せ
ん
。相
当
の
厚
さ
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
事
分
り
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
ほ
か
の
部
分
よ
り
薄
い
方
が
い
ゝ
の
で
す
け
れ
ど
も
。

﹇
資
料
１７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

五
月
廿
三
日

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印

　

拝
啓　

其
後
御
障
り
も
あ
り
ま
せ
ぬ
か
お
伺
い
申
ま
す　

本
日
森
永
氏
方
へ
濱

　

田
氏
お
出
で
に
付
お
供
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す　

本
日
港
屋
よ
り
土
瓶
手
砂
糖

　

挟
み
等
賣
行
き
面
白
か
ら
ず
返
送
致
す
様
申
さ
れ
他
に
向
け
先
あ
れ
ハ
其
方
へ

　

向
け
る
可
く
通
知
が
あ
り
ま
し
た　

今
に
な
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
も
困
り
ま
す

　

か　

如
何
致
し
た
も
の
で
せ
う
か　

港
屋
へ
は
今
一
割
の
値
引
し
て
□
□
引
受

﹇
資
料
２０
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　
　

寬

　

昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印

　

（三）　

指
輪
帯
留
有
難　

土
瓶
ツ
ル
代
共
宗
兄
ノ
方
ヘ
代
御
請
求
御
願　

柳
鉄
指

　

輪
ア
ノ
通
リ
出
来
ヌ
カ
御
一
考
御
願　

出
来
レ
バ
茲
デ
又
一
問
題
如
何
々
々

﹇
資
料
２１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
八
年
九
月
四
日
消
印

　
　
　

九
月
三
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寛

　

金
田
兄

　

九
月
三
日
寬

　

御
元
気
ヲ
祈
ル
。土
瓶
手
有
難
大
イ
ニ
嬉
シ　

見
テ
モ
用
ヒ
テ
モ
大
変
結
構
之
以

　

上
ノ
モ
ノ
モ
ウ
期
待
ス
ル
必
要
ナ
シ　

永
ク
続
ケ
テ
頂
キ
度
イ　

背
ノ
丸
味
ノ

　

モ
ノ
ト
同
時
ニ
角
ノ
モ
少
シ
立
ッ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
テ
好
イ
ト
思
フ
。鉄
ニ
テ
ハ
如

　

何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
。此
間
カ
ラ
ノ
モ
ノ
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
ヲ
乞
フ
。

　

柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
ア
レ
ハ
ア
ノ
通
リ
再
製
出
来
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
カ
。ア
ン
ナ
モ
ノ

　

ガ
出
来
レ
バ
皆
喜
ブ
ニ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。売
レ
ル
ニ
モ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。一
勉
強

　

如
何
。此
間
木
工
棚
、箱
到
着
、金
具
仲
々
見
事
ニ
テ
嬉
シ　

只
コ
ノ（
図
示
）分（
ロ
）

　
（
図
示
）（
イ
）ノ
風
ノ
心
入
ニ
テ（
イ
）ト（
ロ
）ノ
巾
ヲ
広
ク
ト
ル
ナ
ラ
バ
一
増
見

　

事
ナ
ラ
ン
ト
思
フ　

次
ニ
ハ
其
様
ニ
御
願　

又
曳
出
シ
ノ
引
手（
図
示
）ハ
少
サ

　

イ
二
ツ
ノ
座
ヨ
リ
図
ノ
様
ノ
モ
ノ
落
付
ク
ト
思
フ　

次
ハ
シ
カ
ル
可
ク
御
願　

　

猶
、引
手
ノ
輪
ノ
張
リ
ガ
足
ラ
ズ（
図
示
）（
イ
）ヲ
モ
少
シ
張
ラ
セ
タ
方
好
シ
。火

　

箸
頭
ノ
引
手
仲
々
美
シ
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落

　

付
好
シ　

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願　

此
間
ノ
カ
ケ
棚
ト
小
棚
二
ツ
ハ
皆
デ
好
評

　

コ
レ
等
ハ
今
年
ノ
大
収
穫
也

　

エ
ラ
イ
ダ
ロ
ウ
ガ
エ
ラ
イ
カ
ラ
ノ
勉
強
ダ
、大
イ
ニ
ヤ
ロ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。エ
ラ

　

イ
事
ニ
負
ケ
ナ
イ
デ
ヤ
ル
事
ニ
シ
ヨ
ウ
。

　

森
永
兄
其
後
御
元
気
ニ
ヤ　

暮
々
モ
ヨ
ロ
シ
ク
。石
輪
サ
ン
ニ
モ
宜
敷
　
　
竹
サ

　

ジ
ノ
好
イ
カ
ガ
出
来
テ
大
イ
ニ
嬉
シ
イ
。誰
モ
好
イ
モ
ノ
ガ
出
来
出
し
タ
ノ
ガ
有

　

難
イ
。

　

工
藝
ハ
近
ク
宗
兄
ト
相
談
シ
テ
ウ
ン
ト
諸
兄
ニ
役
立
ツ
様
ニ
ス
ル
。

　

諸
兄
ノ
モ
ノ
ガ
売
レ
ル
様
ニ
ス
ル　

元
気
ニ
仕
事
ヲ
進
メ
テ
貰
ヒ
度
イ
。

　

御
老
母
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

﹇
資
料
２２
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
十
六

　
　

柳
宗
悦
殿

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印

　

先
日
ハ
御
疲
れ
の
事
と
存
じ
ま
す　

御
土
産
迄
頂
き
御
厚
礼
申
ま
す　

本
日
工

　

藝
寫
眞
材
料
本
立
一
把
民
藝
協
会
の
織
物
切
同
送
致
し
ま
し
た　

御
査
収
□
上

　

け
て
貰
ふ
様
通
知
は
出
し
て
置
き
ま
し
た

﹇
資
料
１８
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

二
月
二
十
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印

　

大
に
勉
強
。感
謝
。灰
な
ら
し
二
つ
と
も
及
㐧
。但
し
上
部
の
厚
み
、も
う
少
し
薄

　

く
し
、全
体
の
重
み
を
減
ず
る
方　

更
に
可
。魚
焼
網
の
方
は
も
う
一
改
良
を
要

　

す
。森
永
君
に
傳
言
せ
し
故
、お
聞
き
を
乞
ふ
。ス
カ
シ
彫
は
あ
れ
に
て
上
等
。周

　

囲
と
柄
と
を
も
っ
と
よ
く
し
た
き
望
み
。

﹇
資
料
１９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

三
、二

　
　
　
　

柳

　

昭
和
八
年
三
月
三
日
消
印

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。灰
な
ら
し
は
あ
の
ま
〻
高
嶋
や
の
方
へ
出
し
ま
す
。実
價
お
し

　

ら
せ
下
さ
い
。そ
の
上
賣
價
を
こ
ち
ら
で
つ
け
ま
す
。金
網
は
も
う
一
息
。森
永
君

　

と
よ
く
御
話
合
下
さ
い

　

宣
敷
御
仕
計
ら
ひ
の
程
願
上
ま
す

　

九
月
廿
日

﹇
資
料
２３
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
廿
六

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
月
三
日

　

昭
和
八
年
十
月
三
日
消
印

　

民
藝
協
会
の
荷
物
に
土
瓶
手
一
砂
糖
挟
一
同
封
致
し
ま
し
た　

致
っ
て
品
物
手

　

持
少
な
く
困
り
ま
し
た　

先
日
寫
眞
材
料
と
し
て
お
送
り
致
し
た
本
立
て
も
陳

　

列
願
ま
す　

値
段
付
は
右
同
送
品
に
添
付
し
て
置
き
ま
し
た　

然
し
後
で
気
が

　

付
き
ま
し
た
が
普
通
賣
價
と
の
事
で
し
た　

全
部
下
記
の
通
り
訂
正
願
ま
す

　

本
立　
　

弐
、五
〇

　

土
瓶
手　

、八
〇

　

砂
糖
挟　

、七
〇

﹇
資
料
２４
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印

　
　
　

三
月
四
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

八
月
卅
一
日

　

拝
啓　

失
礼
の
み
仕
居
り
候
御
□
□
□
□
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に

　

よ
り
銀
匙
二
種
造
り
本
日
御
送
り
申
上
□
る
リ
ー
チ
先
生
に
も
御
渡
し
□
□
□

　

御
改
正
の
程
御
願
申
上
げ
□

　

右
御
願
迄

　
　
　

八
月
卅
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
先
生

﹇
資
料
２６
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生
気
付

　
　

リ
ー
チ
先
生

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
九
年
十
月
九
日
消
印

　

拝
啓
失
礼
の
み
仕
□
□
候
御
許
下
さ
れ
度　

先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送

　

下
さ
れ
度　

手
本
に
し
て
綜
合
展
に
少
々
で
も
出
し
度
在
□　

尚
総
合
展
は
開

　

会
日
は
何
日
に
□
□
一
寸
御
知
ら
せ
下
さ
れ
□
□

　

右
乱
筆
御
願
ま
で

　
　
　
　

十
月
十
九
日

﹇
資
料
２７
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

至
急

　

昭
和
□
年
□
月
十
二
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
一
月
十
二
日

　

柳
先
生

　
　
　

十
一
月
十
一
日　

金
田
勝
造

　

其
後
ハ
御
不
沙
汰
の
み
致
し
て
居
ま
す
御
許
程
お
願
申
ま
す
。リ
ー
チ
先
生
か

　

ら
髙
島
屋
展
に
間
に
会
ふ
様
に
□
の
御
下
令
で
別
紙
目
録
の
通
り
本
日
お
送
り

　

致
し
ま
し
た　

御
手
数
恐
入
り
ま
す
が
お
届
け
願
上
ま
す　

何
し
ろ
日
数
少
な

　

く
思
ふ
様
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。追
加
注
文
を
精
々
御
尽
力
の
程
お
願
ひ
申
上
ま

　

す
右
何
卒

　

リ
ー
チ
先
生
へ
呉
々
も
宜
敷
お
伝
言
お
願
申
ま
す

　

リ
ー
チ
先
生

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

左
記
値
段
ハ
何
レ
モ
原
価
デ
ス
カ
ラ
左
様
御
承
知
願
マ
ス

　
　
　
　
　
　

記

　

一
、貳
拾
五
円　

銀
小
匙
一
打
ニ
付

　

一
、四
拾
五
円　

見
本　

大
匙
一
打
ニ
付

　

一
、参
拾
七
円　

見
本
フ
ォ
ー
ク
一
打
ニ
付

　
　
　
　

河
井
寛　

　

金
田
兄

　

三
月
四
日
夜
寬

　

御
手
紙
拝
見　

済
マ
ヌ
　
　
　
コ
ラ
ヒ
テ
ク
レ　

其
元
気
デ
御
願
ダ　

火
箸
ハ

　

見
事
大
イ
ニ
嬉
シ　

好
キ
ナ
人
ニ
分
カ
チ
度
イ　

パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何　

　
（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御
願　

香
炉
火
屋
丸
形
バ
ン
ド
一
ツ
玄
琢
行　

網
火
箸
二

　

ツ
其
他
失
念
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
御
願　

バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ

　

其
内
御
届
ケ
ノ
筈　

ソ
レ
カ
ラ
森
永
兄
ヘ
暮
々
モ
宜
敷
　
　
此
度
ノ
工
藝
表
紙

　

實
ニ
嬉
シ
イ　

コ
コ
迄
勉
強
サ
レ
タ
事
實
ニ
有
難
イ　

其
内
工
藝
ノ
一
号
作
リ

　

度
皆
ト
ソ
ウ
ダ
ン
シ
度
イ

　

石
輪
サ
ン
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

　

御
老
母
御
大
切
ニ

　

御
一
家
ノ
幸
福
祈
念

　

其
内
御
入
京
ヲ
待
ツ　

ソ
レ
カ
ラ
此
間
森
永
兄
ヘ
御
願
ノ
佐
々
木
カ
ラ
依
頼
ノ

　

ツ
ム
ギ
七
反
御
願　

仝
様
ノ
モ
ノ
拙
宅
ニ
モ
一
反
御
願　

都
合
八
反
至
急
御
作
リ

　

御
願
不
備

　

家
ハ
皆
大
元
気

　

乞
御
安
神

﹇
資
料
２５
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

昭
和
九
年
八
月
三
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　
　
　

右

﹇
資
料
２８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　
　
　

四
月
十
一
日

　

昭
和
十
年
四
月
十
二
日
消
印

　

御
元
氣
嬉
シ
手
紙
ト
作
品
有
難
、灰
ナ
ラ
シ
ハ
近
頃
嬉
シ　

図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生

　

カ
サ
レ
小
生
モ
一
ツ
欲
シ
序
ニ
御
願　

此
度
ノ
火
箸
使
ヒ
好
ク
重
ク
ナ
ク
軽
ク

　

ナ
ク
有
難
イ　

全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ　

灰
ナ
ラ
シ
ハ
之
迠
小
生
ノ
見
タ

　

全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ　

有
難
イ
、十
二
月
客
車
便
ニ
テ
御
届
、

﹇
資
料
２９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　

昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
消
印

　

此
間
ハ
有
難
フ
有
難
フ
嬉
シ
カ
ッ
タ
ヨ　

大
阪
た
く
み
デ
近
作
見
タ
何
レ
モ
美

　

シ
イ
大
イ
ニ
喜
ン
ダ　

大
イ
ニ
ヤ
ッ
テ
ホ
シ
イ　

皆
サ
ン
ニ
山
々
宣
敷
　
　
新

　

シ
イ
仕
事
大
期
待
ダ
、大
若
返
リ
万
歳
ダ
、ナ
タ
マ
メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎

　

日
待
ッ
テ
居
ル
、安
来
民
藝
シ
ッ
カ
リ
タ
ノ
ム

　

謝
辞

　
　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
、調
査
に
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
ご
所
蔵
者
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼

　

申
し
上
げ
ま
す
。ご
教
示
賜
り
ま
し
た
、河
井
寛
次
郎
記
念
館
学
芸
員
・
鷺
珠
江
氏
、日
本
民

　

藝
館
学
芸
部
長
・
杉
山
享
司
氏
に
謹
ん
で
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



31　  金工家 金田勝造の民藝運動以降の制作について 30

い
た
。勝
造
は
十
六
歳
で
松
江
市
の
金
工
家
・
塩
津
親
次
に
師
事
し
て
い
る（
註
２
）。塩

津
親
次
は
加
納
夏
雄
、海
野
勝
珉
に
師
事
し
、片
切
彫
、肉
彫
を
得
意
と
し
て
い
た
こ

と
か
ら（
註
３
）、勝
造
も
師
よ
り
同
様
の
彫
金
技
術
を
習
得
し
、独
立
後
は
号
を
耕
雲

と
し
安
来
で
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を
制
作
し
た
。明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
勝

造
の
息
子
、正
芳
も
昭
和
元
年
頃
に
塩
津
親
次
の
息
子
、塩
津
正
寿
に
弟
子
入
り
す

る（
註
４
）。塩
津
正
寿
は
海
野
清
に
師
事
し
て
い
る（
註
５
）。正
芳
も
片
切
彫
と
肉
彫
を

習
得
し
、独
立
後
は
勝
造
と
共
に
安
来
市
で
、香
炉
や
香
合
な
ど
を
制
作
し
た
。

河
井
寛
次
郎
か
ら
の
書
簡
　
民
藝
運
動
へ
の
関
わ
り
と
国
展
出
品

　

先
述
の
資
料
の
中
で
最
も
早
い
消
印
を
持
つ
書
簡
は
昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消

印
の
河
井
が
勝
造
に
宛
て
た
葉
書（
資
料
１
）で
あ
る
。島
根
に
民
藝
運
動
が
興
る
契
機

と
な
っ
た
柳
宗
悦
の「
島
根
工
藝
診
察
」（
註
６
）よ
り
一
足
早
い
。こ
の
年
勝
造
は
三
十

八
歳
。河
井
は
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
、勝
造
よ
り
三
歳
年
長
で
生
家
も
近
く
既
知

の
仲
で
あ
っ
た
。葉
書
に
は
三
月
二
十
日
頃
の
安
来
帰
省
の
折
に
勝
造
に
会
い
、勝

造
の
金
工
品
を
見
た
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。彫
金
工
と
し
て
二
十
年
余
り
制
作
し

て
い
た
勝
造
は
、こ
の
頃
か
ら
民
藝
運
動
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。勝
造
宛
の
書
簡
四
十
通
の
う
ち
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
書
簡
は
十
五
通
、

そ
の
中
で
宛
名
を
金
田
耕
雲
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
葉
書
の
み
で
あ
る
。他
に
二

通
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
か
ら
金
田
耕
雲
の
宛
名
で
届
い
た
書
簡
が
あ
る
が
、い
ず
れ

も
昭
和
六
年
の
消
印
で
、そ
れ
よ
り
後
に
金
田
耕
雲
を
宛
名
に
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。国
展
出
品
の
際
の
作
者
名
も
初
入
選
の
昭
和
六
年
か
ら
金
田
勝
造
で
あ
る
。こ

れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、勝
造
は
河
井
か
ら
の
提
言
で
耕
雲
の
号
の
使
用
を
や

め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
同
年
三
月
三
十
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２
）に
は
、安

来
滞
在
の
お
礼
と
と
も
に
河
井
が
京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
勝
造
の
金
工
品

「
丸
火
箸
角
箱
切
子
灰
押
へ
」を
柳
宗
悦
と
相
談
の
上
、出
品
し
た
と
あ
る
。文
面
は

指
輪
の
出
品
は
割
愛
し
た
こ
と
と
、指
輪
を
二
つ
発
送
し
た
の
で
お
願
い
、金
庫
も

至
急
お
願
い
と
続
く
。勝
造
は
第
六
回
国
展
に「
眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對
」が
入

選
し
て
い
る
こ
と
か
ら
河
井
の
出
品
は
国
展
を
指
す
だ
ろ
う
。こ
こ
で
河
井
が
勝
造

へ
発
送
し
た
指
輪
は
指
輪
に
仕
立
て
る
た
め
の
陶
を
指
し
、座
金
の
作
成
を
依
頼
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
時
点
で
の
制
作
は
河
井
や
柳
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
指
導
で

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、勝
造
が
制
作
し
た
金
工
品
の
中
か
ら
河
井
や
柳
の
目
に

か
な
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。制
作
を
依
頼
さ
れ

た
指
輪
も「
此
間
ノ
様
式
ニ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
勝
造
が
制
作
し
た
様
式
に
倣
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。金
庫
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、昭
和
六
年

九
月
十
三
日
消
印
の
柳
宛
の
勝
造
の
葉
書（
資
料
９
）で「
金
庫
も
漸
く
三
個
出
来
上
が

り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す
」と
あ
り
、依

頼
か
ら
半
年
後
に
河
井
と
柳
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
以
降
、勝
造
は
国
展
に
連
続
し
て
六
回
入
選
し
て
い
る
。昭
和
十
年
四

月
十
二
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２8
）に「
図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生
カ

サ
レ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
河
井
は
自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
で
あ
ろ
う
灰
な
ら
し
を

「
之
迠
小
生
ノ
見
タ
全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ
」と
称
賛
し
火
箸
と
と
も
に

「
全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ
」と
書
い
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、昭
和
六
年
以
降
も
勝

造
の
金
工
品
は
河
井
を
通
し
て
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。昭
和
十
二
年

の
第
十
二
回
以
降
勝
造
の
入
選
が
無
い
の
は
、同
年
に
河
井
や
柳
ら
が
国
画
会
よ
り

退
会
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
勝
造
の
国
展
入
選
歴
を
示
し
て
お
く（
註
７
）。

昭
和
六
年　
　

第
六
回　

眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對　

昭
和
七
年　
　

第
七
回　

本
立
、文
鎭
、水
入
、角
砂
糖
バ
サ
ミ
、帶
止
金
具

昭
和
八
年　
　

第
八
回　

眞
鍮
筆
立
、眞
鍮
銀
象
嵌
卷
煙
草
箱
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛（
釦
か
）、鐵
灰
押

昭
和
九
年　
　

第
九
回　

鐵
火
箸
二
種
、眞
鍮
杓
子
、銅
手
付
網
、鐵
麻
ノ
葉
透
シ
網

昭
和
十
年　
　

第
十
回　

鐵
火
箸
、鐵
火
押
、鐵
銀
象
嵌
帶
止
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス
釦

昭
和
十
一
年　

第
十
一
回　

銀
象
嵌
入
鉄
指
輪
A
、B
、鐵
金
具
付
箱
、眞
鍮
水
入

柳
宗
悦
と
の
往
復
書
簡
　
制
作
指
導

　

遺
族
の
元
に
残
る
柳
が
勝
造
へ
送
っ
た
書
簡
と
日
本
民
藝
館
に
残
る
勝
造
が
柳

へ
送
っ
た
書
簡
か
ら
、書
簡
の
往
復
が
確
認
で
き
る
。勝
造
宛
て
書
簡
の
四
十
通
中
、

柳
か
ら
の
書
簡
は
十
通
。柳
か
ら
の
一
番
早
い
書
簡
は
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

の
葉
書（
資
料
３
）で
、「
先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
・・
土
瓶
の
手
何

分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す
」と
あ
る
。先
日
お
逢
ひ
と
は
柳
の「
島
根
工
藝
診
察
」で
の

五
月
八
日
の
安
来
訪
問
だ
ろ
う
。こ
こ
で
お
そ
ら
く
勝
造
は
柳
に
自
作
を
見
せ
て
い

る（
註
８
）。そ
の
際
に
土
瓶
の
手
の
制
作
を
柳
が
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
、

六
月
四
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
４
）で
柳
は
土
瓶
の
手
の
催
促
と
と
も
に
図
入

り
で
サ
イ
ズ
を
指
定
し
、大
中
小
各
一
個
届
け
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。具
体
的
な
指

示
を
出
し
、ま
ず
は
試
作
の
出
来
を
見
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。六
日
後
の
六
月
十
日

る
。一
月
二
十
三
日
と
記
載
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１３
）で
柳
は
長
さ
を
指
定
通
り
に

作
る
よ
う
指
示
し
指
導
を
終
え
、こ
れ
を
三
十
個
制
作
し
二
十
個
を
港
屋
へ
、十
個

を
自
分
へ
送
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。勝
造
の
試
作
及
び
、注
文
の
三
十
個
に
使
用
し

た
金
属
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
月
十
一
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１４
）に

砂
糖
夾
代
に
拾
円
送
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、砂
糖
夾
十
個
分
の
代
金
と
考
え
て
、真

鍮
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。現
在
、日
本
民
藝
館
と
鳥
取
民
藝
美
術
館
に
真
鍮
製
の
砂

糖
夾
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
１7
）か
ら
、勝
造
が
港
屋
に
送
っ
た
土
瓶
の
手
と
砂
糖
夾
の
売
れ
行
き
が

思
わ
し
く
な
く
値
下
げ
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。当
初
の
港
屋
の
行
き
の
価
格
九
十

銭
が
卸
値
か
売
値
か
は
定
か
で
な
い
が
、昭
和
八
年
の
十
月
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
２3
）で
、砂
糖
夾
の
売
値
を
七
十
銭
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
年
半
後
に

は
価
格
を
下
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
１５
）や
直
後
四
月
六

日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１６
）か
ら
勝
造
は
砂
糖
夾
に
続
い
て
柳
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
真
鍮
製
の
本
立
て
も
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。本
立
て
は

現
在
、一
揃
え
の
う
ち
片
方
が
日
本
民
藝
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。昭
和
七
年
の
国

展
に
入
選
し
た「
本
立
」「
角
砂
糖
バ
サ
ミ
」は
柳
に
指
導
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
柳
の
指
導
は
柳
か
ら
の
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１８
）、

同
年
三
月
三
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１９
）で
灰
な
ら
し
や
魚
焼
き
網
の
指
導
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。灰
な
ら
し
は
第
八
回
国
展
で
入
選
し
た「
鐵
灰
押
」、魚
焼
き
網
は
第
九

回
国
展
で
入
選
し
た「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」が
こ
の
時
の
指
導
の
も
の
だ
ろ
う
。先
の
書

簡
二
通
で
、魚
焼
き
網
は
毎
回「
も
う
一
改
良
」「
も
う
一
息
」と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
焼
き
網
は
柳
の
合
格
点
が
貰
え
ず
昭
和
八
年
の
出
品
を
諦
め
昭
和
九
年
に

出
品
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」は
写
真
が
残
ら
な
い
た
め
定
か
で

は
な
い
が
、戦
後
の
人
気
商
品
で
勝
造
が
六
男
の
忠
雄
と
と
も
に
作
っ
た「
て
き
」と

呼
ぶ
餅
焼
き
網
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
は
昭
和
八
年
九
月
十
六
日
に
松
江
に
来
て
お
り
、布
志
名
窯
及
び
袖
師
窯
を

訪
ね
て
い
る
が（
註
１１
）、昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
２２
）よ

り
こ
の
機
会
に
金
田
も
柳
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。同
書
簡
よ
り
勝
造
が
、

『
工
藝
』に
掲
載
す
る
写
真
材
料
の
た
め
、本
立
て
を
柳
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。柳
は
こ
の
時
の
来
訪
で
雑
誌『
工
藝
』へ
掲
載
す
る
た
め
の
取
材
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
。十
一
月
に
発
売
さ
れ
た
工
藝
三
十
四
号（
註
１２
）で
は
新
作
紹
介
と
し
て
勝
造
の

本
立
て
と
布
志
名
焼
、袖
師
焼
が
紹
介
さ
れ
た
。こ
の
掲
載
が
一
区
切
り
と
な
っ
た

の
か
、柳
か
ら
の
指
導
を
示
す
書
簡
は
こ
こ
で
終
わ
る
。そ
の
後
は
勝
造
が
柳
気
付

け
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
へ
書
簡
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。

黒
田
辰
秋
と
鉄
の
処
理
、河
井
寬
次
郎
の
要
望

　

黒
田
辰
秋
か
ら
の
書
簡
は
、昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印
の
封
筒
一
通（
資
料
１０
）

の
み
。五
日
と
十
三
日
の
日
付
の
便
箋
と
図
解
の
紙
片
が
入
っ
て
い
る
。五
日
の
便

箋
を
入
れ
た
封
筒
は
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。五
日
の
便
箋
に
は
送
っ
て
も
ら
っ
た

引
手
の
座
金
を
図
の
よ
う
に
作
り
変
え
て
欲
し
い
、「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り
な
ら
な

い
が
、そ
の
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
。勝
造
は
京
都
の

大
毎
会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
山
陰
民
藝
展（
昭
和
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
三

日
間
開
催
）の
た
め
に
上
京
し
て
お
り（
註
１３
）、そ
の
際
に
黒
田
に
会
い
引
手
の
依
頼

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
黒
田
が
勝
造
は「
鉄
」の
も
の

は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。白
金
屋
と
し
て
所
謂
上
手
物
を
作
っ
て
き

た
勝
造
は
象
嵌
な
ど
で
部
分
的
に
鉄
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、素
材
と
し
て

鉄
の
み
を
用
い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
、こ
の
時
の
引
手
は
真
鍮
で

消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
５
）で
、見
本
と
し
て
三
つ
土
瓶
の
手
を
送
る
の
で
形

の
よ
し
あ
し
、金
の
厚
み
、仕
上
げ
の
具
合
等
詳
細
に
ご
指
示
を
、仕
上
げ
は
今
少
し

上
品
に
も
出
来
、如
何
様
に
も
す
る
と
あ
る
。文
面
か
ら
は
柳
の
ど
ん
な
注
文
に
応

え
よ
う
と
す
る
勝
造
の
姿
勢
と
、応
え
ら
れ
る
だ
け
腕
に
自
信
が
あ
る
様
子
が
窺
え

る
。柳
は
早
々
に
六
月
十
二
日
消
印
の
葉
書（
資
料
６
）で
、「
も
少
し
丁
寧
に
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
あ
れ
で
結
構
」と
し
価
格
を
尋
ね
て
い

る
。そ
の
後
、七
月
五
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
７
）よ
り
、柳
へ
十
個
ず
つ
二

種
の
土
瓶
の
手
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
値
段
は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て

一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し
た
つ
も
り
で
す
」と
あ
り
、彫
金
工

時
代
は
数
が
少
な
く
と
も
手
を
か
け
た
高
級
な
も
の
を
作
る
こ
と
を
是
と
し
た
で

あ
ろ
う
勝
造
が
、数
を
多
く
値
段
は
安
く
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

土
瓶
の
手
に
使
用
し
た
金
属
は
不
明
。同
書
簡
に「
鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず

造
り
ま
す
」と
あ
り
、こ
れ
も
五
月
の
柳
と
の
面
会
時
に
注
文
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。七
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料

８
）よ
り
、柳
が
土
瓶
の
手
を
受
け
取
り
河
井
へ
代
金
を
預
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

半
年
後
の
昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１１
）で
は
、柳
は
勝

造
が
作
っ
た
砂
糖
夾
に
図
入
り
で
詳
細
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。加
え
て
真
鍮
製
と

銀
製
の
価
格
を
尋
ね
て
い
る
。柳
は
昭
和
七
年
一
月
七
、八
日
に
松
江
を
訪
れ
て
い

る
が（
註
９
）、書
簡
か
ら
そ
の
際
に
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
時
の
来

訪
で
柳
は
港
屋
で
売
り
出
す
山
陰
産
の
品
を
選
定
し
て
い
る（
註
１０
）。港
屋
で
の
販
売

を
見
込
ん
で
、勝
造
に
砂
糖
夾
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
後
、一
月
二
十

一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
１２
）よ
り
、勝
造
が
砂
糖
夾
二
個
を
再
製
し
送
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。二
度
目
の
試
作
で
あ
る
。価
格
は
真
鍮
製（
港
屋
行
き
）九
十
銭
、

銀
製
三
円
二
、三
十
銭
。銀
は
目
方
を
相
当
持
つ
の
で
こ
れ
よ
り
安
く
は
困
難
と
あ

依
頼
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、十
三
日
の
便
箋
で
黒
田
は
、お
尋
ね
の
件
と
し
て
自
分

の
知
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
方
法
、焼
漆
と
油
焼
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。「
精
し

き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
」と
言
い
、最
後
に「
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後

御
座
ゐ
ま
す
ゆ
え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て

居
り
ま
す
」と
あ
る
。鉄
の
も
の
は
作
ら
な
い
と
し
た
勝
造
が
黒
田
に
鉄
の
処
理
の

教
え
を
乞
う
た
の
は
周
り
の
要
望
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。戦
後
は
主
に
鉄
を
扱
い

だ
す
金
田
の
鉄
加
工
が
こ
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

国
展
の
入
選
を
見
る
と
第
八
回
以
降
は
鉄
の
作
品
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２０
）に
は「
柳
鉄
指
輪
」の
文

字
が
あ
る
。手
本
と
な
る
も
の
の
再
製
を
依
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
。昭
和
八
年
九
月

四
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
便
箋（
資
料
２１
）で
は
再
度
、「
柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
」の
再
製

を
お
願
い
し
な
が
ら
、土
瓶
の
手
の
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
展
開
を
提
案
し
つ
つ
、

「
鉄
ニ
テ
ハ
如
何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
」と
あ
る
。同
文
中
で
は「
火
箸
頭
ノ
引

手
」を
褒
め
た
後「
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落
付
好
シ

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願
」と
悉
く
鉄
で
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
。こ
こ
で
い
う
箱
と

は
木
工
箱
に
つ
い
た
金
具
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。こ
の
頃
か
ら
勝
造
の
鉄
の
扱
い
が

徐
々
に
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
と
匙

　

リ
ー
チ
へ
の
書
簡
は
勝
造
が
柳
を
通
し
て
送
っ
た
三
通
。日
本
民
藝
館
に
保
管
さ

れ
る
勝
造
が
柳
に
宛
て
た
書
簡
十
三
通
に
含
ま
れ
る
。リ
ー
チ
か
ら
勝
造
へ
送
ら
れ

た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。リ
ー
チ
が
初
め
て
島
根
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
九
年
八

月
一
日
か
ら
十
三
日（
註
１４
）。こ
の
間
に
勝
造
が
リ
ー
チ
に
会
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、そ
の
直
後
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
柳

宛
て
の
便
箋（
資
料
２５
）に
、「
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に
よ
り
銀
匙
二
種
造

り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
チ
か
ら
の
直
接
指
導
で
銀
匙
を
試
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
。そ
の
後
、十
月
十
九
日
消
印
、勝
造
か
ら
柳
気
付
リ
ー
チ
宛
て
の
葉
書（
資
料
２６
）に

「
先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送
下
さ
れ
」と
あ
り
、匙
を
三
種
再
度
送
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、試
作
に
対
す
る
リ
ー
チ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。文
中
に
あ

る
総
合
展
と
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
日
間
開
か
れ
た
京
都
高
島
屋
の
山
陰
民
藝

展
だ
ろ
う
か（
註
１５
）。そ
の
後
勝
造
は
十
一
月
十
一
日
と
記
載
の
便
箋（
資
料
２７
）を
柳
宛

て
に
送
っ
て
い
る
。文
中
に
は
柳
宛
て
に
リ
ー
チ
か
ら
言
わ
れ
た
高
島
屋
展
の
品
を

目
録
の
通
り
送
る
の
で
リ
ー
チ
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
あ
り
、リ
ー
チ
に
は
原
価
を
知

ら
せ
て
い
る
。残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
考
え
る
と
、リ
ー
チ
指
導
の
も
と
、二
度
の
試
作

を
経
て
小
匙
、大
匙
、フ
ォ
ー
ク
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
の
髙
島
屋
展

は
十
一
月
十
六
日
七
日
間
東
京
高
島
屋
で
開
か
れ
た
全
国
新
興
民
藝
展
だ
と
思
わ

れ
る（
註
１６
）。リ
ー
チ
と
の
交
流
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
み
で
あ
る
。

河
井
寬
次
郎
の
キ
セ
ル

　

河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
は
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
し
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
二
十

三
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、制
作
年
は
昭
和
二
十
五
年
頃
〜
と
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印
の
河
井
の
便
箋（
資
料
２４
）で
河
井
が
勝
造
の
キ
セ
ル
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。そ
こ
に
は「
パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御

願
」と
あ
り
、そ
の
後
、「
バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ
其
内
御
届
ケ
ノ
筈
」と

あ
る
。既
に
河
井
寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り（
註
１７
）「（
図

示
）ノ
分
御
分
チ
御
願
」が
指
す
キ
セ
ル
を
勝
造
自
身
の
作
と
考
え
る
と
、「
モ
ウ
一

息
」と
言
わ
れ
た
パ
イ
プ
は
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
に
河
井
が
指
導
を
し
た
の
だ

ろ
う
。そ
の
後
の
気
付
で
キ
セ
ル
を
勝
造
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。

　

他
、キ
セ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
書
簡
は
消
印
が
不
明
瞭
で
送
ら
れ
た
時
期
が

定
か
で
な
い
が
、昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２９
）に「
ナ
タ
マ

メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎
日
待
ッ
テ
居
ル
」と
あ
り
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル

の
再
製
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
は
刀
豆
に
似
て
へ
ん
平
で
懐
中
に

入
れ
て
持
ち
運
び
や
す
い
形
を
し
て
お
り
、明
治
維
新
の
頃
官
軍
兵
士
が
多
く
用
い

た
と
さ
れ
る
キ
セ
ル
で
あ
る（
註
１８
）。現
在
河
井
寬
次
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
勝
造
制

作
の
キ
セ
ル
二
十
三
本
の
中
に
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル
も
あ
る
。

　

勝
造
の
残
し
た
下
図
は
十
点
で（
挿
図
１
〜
１３
）全
て
描
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

厚
紙
を
使
用
し
、墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、九
種
の
キ
セ
ル
が
確
認
で
き
る
。十

枚
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
は
既
存
の
形
の
再
製
で
は
な
く
、全
て
河
井
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
が
、河
井
が
描
い
た
図
は
残
っ
て
い
な
い
。下
図
は
真
横

か
ら
見
た
形
を
描
く
が
、火
皿
の
部
分
の
み
少
し
斜
め
上
か
ら
見
た
図
に
な
っ
て
い

る
。一
部
、上
面
図
や
胴
部
分
の
断
面
図
が
描
か
れ
る
。１
か
ら
９
ま
で
の
番
号
が
振

は
再
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
収
蔵
の
二
十
三
点

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
九
種
全
て
見
つ

か
っ
た
。4
、5
、7
、9（
挿
図
5
、6
、8
、12
）の
番
号
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
下
図
と
火
皿

の
形
状
が
異
な
る
が
、他
は
下
図
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
キ
セ
ル
が
残
っ
て
い
る
。

　

勝
造
が
残
し
た
メ
モ
三
点
の
う
ち
、一
点
は
便
箋
に
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
と
夫
婦
キ

セ
ル
が
描
か
れ
る（
挿
図
14
）。夫
婦
キ
セ
ル
は
火
皿
が
一
つ
で
火
皿
を
中
心
軸
に
し
て

吸
口
が
二
つ
に
わ
か
れ
、二
人
が
同
時
に
喫
煙
で
き
る
既
存
の
形
の
キ
セ
ル
で
あ
る

（
註
１９
）。そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
原
寸
と
書
き
添
え
ら
れ
、夫
婦
キ
セ
ル
の
図
に
は
火
口
と

吸
口
に
朱
肉
を
付
け
て
押
し
た
と
思
わ
れ
る
口
の
写
し
が
あ
る
。こ
の
メ
モ
の
裏
に

は「  

.
2.
2  

註
」と
記
さ
れ
て
い
る
。註
が
註
文
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、勝
造
は
昭

和
三
十
九
年
二
月
二
日
に
注
文
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。前
述
し
た
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
所
蔵
の
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
よ
り
、こ
こ
に

描
か
れ
た
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
の
図
は
小
さ
い
。詳
し
く
は
後
述
す
る
が
河
井
は
夫
婦

キ
セ
ル
の
再
製
を
勝
造
に
依
頼
し
て
い
る
が
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
夫
婦
キ
セ
ル

は
残
っ
て
い
な
い
。こ
の
図
は
手
本
と
な
る
キ
セ
ル
を
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
明
な
点
の
多
い
メ
モ
で
あ
る
。

　

他
に
３
と
９
の
番
号
の
キ
セ
ル
の
改
正
図
を
描
い
た
便
箋
一
点（
挿
図
15
）と
手
綱
形
キ

セ
ル
の
図
に
二
十
年
前
￥
３
０
０
０
０
と
記
入
さ
れ
た
紙（
挿
図
16
）が
一
点
残
る
。手
綱

形
の
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。手
網
形
も
既
存
の
形
の
キ

セ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら（
註
２０
）、河
井
に
再
製
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
造
の
も
と
に
残
る
河
井
の
指
示
書
五
枚
も
全
て
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
全
て
同
じ
で
、鉛

筆
と
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。う
ち
一
枚
は（
挿
図
17
）文
字
の
み
の
指
示
で
あ
る
。便
宜
上

こ
れ
を
指
示
書
一
と
呼
び
、こ
こ
に
文
面
を
書
き
起
こ
す
。

指
示
書
一

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ノ
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
ハ
何
レ
帰
安
ノ
折
手
入

　

御
願
致
シ
度
ソ
レ
迄
コ
ノ
マ
マ
ニ
保
存
御
願
致
シ
マ
ス
◇

　

ノ
図
ノ
参
考
ノ
タ
メ
送
リ
マ
シ
タ
改
正
ノ
Ⅲ
図
ノ
分
御
願
致
シ
マ
ス

　

◇
ノ
付
根
ノ
参
考
ノ
タ
メ
粘
土
ノ
形
御
届
。Ⅰ
ト
Ⅱ
モ
御
願
致
シ
マ
ス

　

別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ

　

一
ツ
製
図
ノ
様
ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
コ
レ
ハ
仲
々
免
倒
一
ト

　

勉
強
御
願
致
シ
マ
ス
猶
小
々
曲
ッ
タ
分
御
直
シ
御
願

　

致
シ
マ
ス
未
ダ
　
次
々
図
作
リ
御
願
致
シ
度
宜
敷

　

公
社
ノ
分
ハ
三
月
末
ニ
ハ
返
ス
約
束
　

　

ド
ウ
カ
宜
敷　

ら
れ
て
い
る
が
、一
枚
は
番
号
部
分
が
欠
け
て
い
る（
挿
図
７
）。鉛
筆
で
寸
法
や
詳
細
図

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、下
図
の
部
分
的
な
修
正
も
見
ら
れ
る
。７
、８
、９
の
番
号

が
振
ら
れ
た
下
図
の
裏
面
に
は（
挿
図
９
、１１
、１３
）、書
き
込
ま
れ
た
寸
法
の
隣
に「　

.　

.

　

 

改
」と
メ
モ
が
あ
り
、こ
の
三
点
の
キ
セ
ル
は
昭
和
三
十
四
年
頃
に
制
作
も
し
く

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
」

は
忠
雄
の
言
う
河
井
が
自
ら
修
正
を
し
、

穴
を
あ
け
た
キ
セ
ル（
註
２1
）を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　

残
り
の
指
示
書
四
枚（
挿
図
18
〜
21
）に
は

合
わ
せ
て
六
種
類
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ

る
。挿
図
18
、20
に
描
か
れ
た
図
に
は
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
振
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
指

示
書
一
に
対
応
す
る
。挿
図
18
、19
に
は
赤

鉛
筆
で
吸
口
付
近
に
１０
〜
１３
ま
で
の
書
き

込
み
が
あ
る
。赤
鉛
筆
の
書
き
込
み
が
勝

造
の
手
に
よ
る
と
す
れ
ば
、先
述
の
勝
造

の
下
図
１
〜
９
か
ら
続
き
の
連
番
が
振
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

挿
図
18
、19
に
は
四
種
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。中
で
も
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の

キ
セ
ル
は
挿
図
19
に
も
描
か
れ
詳
し
く
指
示
が
あ
る
。指
示
書
一
よ
り
河
井
は
Ⅲ
の
キ

セ
ル
の
幾
何
学
形
態
◇
の
付
根
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
、粘
土
で
実
際
に
形
を
作

り
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。挿
図
21
で
も「
此
処
此
度
ノ
此
処
ノ
様
ニ
御
願
御
願
」

と
付
根
の
部
分
を
図
入
り
で
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、河
井
は
形
の
継
ぎ
目

の
部
分
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
よ
う
だ
。勝
造
は
幾
何
学
形
態
と
円
柱
形
、異
な
る
筒

状
の
立
体
を
ロ
ウ
付
け
す
る
の
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル

の
◇
部
を
指
し「
例
ノ
火
バ
シ
ノ
先　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
」と
あ
る
が
こ
れ
は
真
鍮
製

の
火
箸（
挿
図
22
）の
先
の
形
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。昭
和
八
年
九
月
三
日
の
河
井
か
ら

の
書
簡（
資
料
21
）に
も「
火
箸
頭
ノ
引
手
」と
あ
り
同
じ
形
で
引
手
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
が
様
々
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、同

お
わ
り
に

　

彫
金
工
だ
っ
た
勝
造
は
民
藝
関
係
者
よ
り
制
作
の
依
頼
及
び
依
頼
を
通
し
た
指

導
を
受
け
る
中
で
、制
作
す
る
金
工
品
、扱
う
金
属
を
変
え
な
が
ら
、制
作
を
続
け
た

こ
と
が
断
片
的
に
だ
が
わ
か
っ
た
。考
察
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、取
り
上
げ
て
い

な
い
書
簡
も
残
る
。今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
書
簡
の
文
面
を
活
字
で
紹
介
し
た
い
。河
井
の
書
簡
は
河
井

寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
既
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。他
資
料

で
判
読
が
難
し
い
河
井
の
文
字
に
関
し
て
も
鷺
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。日
本
民
藝
館

所
蔵
の
勝
造
が
柳
へ
宛
て
た
書
簡
は
令
和
元
年
に
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
書
簡
を
基

と
し
た
。判
読
不
明
な
文
字
は
□
で
表
わ
し
、旧
字
は
一
部
新
字
と
し
た
。句
点
が
な

く
文
が
切
れ
る
と
こ
ろ
は
一
マ
ス
空
け
て
い
る
。図
を
描
い
て
示
し
て
い
る
箇
所
は

（
図
示
）と
表
し
た
。紙
面
の
都
合
上
、意
図
的
だ
と
思
わ
れ
る
改
行
の
外
は
原
文
の

改
行
に
従
っ
て
い
な
い
。

﹇
資
料
１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
耕
雲
様

　

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消
印

　

御
無
沙
汰
致
シ
マ
シ
タ　

御
元
氣　

御
仕
事
ヲ
嬉
シ
ク
思
ヒ
マ
ス　

二
十
日
頃

　

帰
リ
度　

御
作
リ
ノ
品
々
ヲ
楽
シ
ミ
ニ
シ
テ
居
マ
ス　

何
レ
拝
眉
ノ
上

　
　
　

三
月
十
一
日　

寬

﹇
資
料
２
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

三
月
三
十
日

　
　
　
　

寬

　

昭
和
六
年
三
月
三
十
日
消
印

　

滞
留
中
ハ
有
難　

感
謝
々
　々

□
□
□
柳
兄
来
訪
仕
事
好
評　

相
談
ノ
上
丸
火
箸

　

角
箱
切
子
灰
押
ヘ
三
品
出
品
ニ
決
定　

指
輪
ハ
柳
兄
モ
愛
壷
ヲ
カ
ズ
望
マ
レ
テ
割

　

愛　

コ
レ
ハ
都
合
ニ
テ
出
品
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、今
日
指
輪
二
ツ
発
送　

此
間
ノ

　

様
式
ニ
大
至
急
御
願
、御
母
堂
始
メ
皆
サ
マ
ニ
宜
敷
　　

金
庫
至
急
御
願

﹇
資
料
３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

洛
北
下
鴨

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

五
、一
八

　

昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
。慌
し
き
旅
に
て　

ゆ
る
　
お
話

　

し
出
来
ざ
る
　
事
を
残
念
に
思
ひ
ま
す
。御
入
港
御
立
寄
の
日
を
待
上
ま
す
。土

　

瓶
の
手
何
分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す

﹇
資
料
４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

じ
よ
う
に
挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル
の
◇
部
を
指
し「
此
ハ
四
角
ノ
地
金
ヲ
ケ
ヅ
ッ
テ
穴

ヲ
ア
ケ
テ
ハ
ド
ウ
デ
ス
カ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、真
鍮
の
塊
か
ら
形
を
削
り
出
し
、空

気
が
通
る
よ
う
穴
を
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。ま
た
、挿
図
18
の
Ⅱ
の
キ
セ
ル
は

勝
造
の
下
図
の
番
号
4
の
キ
セ
ル
、挿
図
19
の
下
段
の
キ
セ
ル
は
勝
造
の
下
図
の
番
号

5
の
キ
セ
ル
を
改
正
し
た
図
だ
と
思
わ
れ
、前
述
し
た
勝
造
の
下
図
4
、5
の
番
号
に

該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
の
改
正
の
図
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。河
井
寬
次
郎
記
念

館
収
蔵
の
二
十
三
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
、Ⅰ
と
Ⅱ
の

図
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
見
つ
か
っ
た
。

　

挿
図
20
に
は
夫
婦
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。軸
の
構
造
も
細
か
く
描
い
て
い
る
。指
示

書
一
に「
別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ
一
ツ
製
図
ノ
様

ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
」と
あ
り
、専
売
公
社
よ
り
借
り
た
キ
セ
ル
の
再
製
を
依
頼

し
て
い
る
の
は
こ
の
夫
婦
キ
セ
ル
だ
ろ
う
。挿
図
19
に
も「
何
レ
モ
免
倒
十
分　

此
写

作
リ
ニ
タ
イ
モ
ノ
モ
一
ツ　

御
骨
折
御
願
御
願
」と
あ
り
、「
此
写
」が
指
す
の
は
夫

婦
キ
セ
ル
の
再
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。河
井
の
日
記
に
夫
婦
キ
セ
ル
が
登
場
し

た
の
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
六
日（
註
２2
）。制
作
を
依
頼
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
河

井
の
念
願
の
夫
婦
キ
セ
ル
再
製
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、先
に
述
べ
た
と
お
り

現
在
勝
造
が
制
作
し
た
夫
婦
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

挿
図
21
に
は
大
き
く
改
正
原
寸
大
と
書
か
れ
て
い
る
。図
へ
の
書
き
込
み
で
は
寸

法
の
他「
此
処
ガ
ス
ボ
ケ
ヌ
様
」、「
此
辺
気
持
ヒ
ロ
ゲ
ル
コ
ト
」な
ど
注
意
を
促
し
て

い
る
。こ
の
キ
セ
ル
の
形
は
幾
何
学
形
態
部
分
が
�
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。挿
図
18
、19
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の
キ
セ
ル
と
類
似
す
る
が
幾
何
学
形
態
の
部
分
が
異

な
る
。こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

六
、四

　

昭
和
六
年
六
月
四
日
消
印

　

前
略　

い
つ
ぞ
や
お
希
ひ
致
候
土
瓶
の
手
、出
来
候
節
は
お
送
□
度
候
、巾
は
四

　

寸
前
後
、大
中
小
各
〃
一
個
先
に
お
届
□
れ
ば
幸
甚
に
て
候

　

巾
四
寸
前
後（
図
示
）

﹇
資
料
５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
六
月
十
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

六
月
十
日

　

其
後
御
変
り
御
座
な
く
□
伺
上
□　

先
生
の
御
蔭
で
石
州
焼
も
東
京
で
大
変
好

　

評
の
由　

何
よ
り
の
事
に
御
座
□　

土
瓶
の
手
見
本
と
し
て
三
ケ
御
送
り
申
上

　

げ
る
□
形
の
よ
し
あ
し
金
の
厚
み
工
合
及
ひ
仕
上
の
工
合
等
詳
細
に
御
指
示
□

　

□
□
□
□　

仕
上
げ
等
は
今
少
し
上
品
に
で
も
出
来
□
候
□
□
一
度
ご
覧
に
入

　

れ
る
□
御
返
事
次
第
如
何
様
に
も
致
し
可
候
先
々
要
件
の
み
に
て
失
礼
致
ス

　
　
　

六
月
十
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様　
　
　

□
□　

　

柳
様

﹇
資
料
８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

七
、一
八

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
七
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
土
瓶
の
手
二
十
個
う
れ
し
く
お
う
け
と
り
し
ま
し
た
。代
金
河
井
君
の

　

方
へ
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。何
れ
お
送
り
す
る
事
と
思
ひ
ま
す
。月
末　

松
江
行
、

　

お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す

﹇
資
料
９
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

九
月
十
三
日

　

昭
和
六
年
九
月
十
三
日
消
印

　

其
後
は
失
礼
致
し
ま
し
た　

御
元
気
で
す
か　

鳥
取
の
吉
田
氏
も
ぼ
て
　
茶
に

　

来
安
致
さ
れ
る
筈
で
す
が
前
の
日
曜
も
今
度
の
日
曜
も
老
支
の
為
延
期
致
さ
れ

　

ま
し
た　

此
次
は
松
江
の
民
藝
展
出
品
物
で
働
い
て
居
ま
す　

金
庫
も
漸
く
三

　

個
出
来
上
り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す　

　

御
覧
の
上
御
批
評
を
願
ま
す

﹇
資
料
１０
﹈

　

出
雲
国
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印

　
　
　

十
一
月
十
三
日

　

京
都
市
御
前
通
り
一
条
下
ル

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

前
略　

昨
日
は
お
手
紙
頂
戴
致
し
お
厄
介
な
る
お
願
を
早
々
お
製
作
下
さ
れ
お

　

発
送
下
さ
ゐ
ま
し
た
由
承
知
致
し
ま
し
た
の
で
到
着
を
心
待
ち
居
り
ま
し
た
が

　

本
日
午
後
正
に
落
手
い
ろ
　
お
配
慮
と
お
手
数
を
煩
わ
し
有
難
く
お
礼
申
し
上

　

ま
す
。速
足
解
荷
拝
見
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
は
全
て
小
生
が
不
要
意
な
る

　

お
願
の
為
め
と
存
じ
ま
す
の
で
誠
に
申
上
難
う
御
座
ゐ
ま
す
が
実
は
引
手
の
座

　

金
の
部
分
が
取
り
着
け
る
も
の
と
の
関
係
上
丸
形
の
も
の
が
望
ま
し
う
御
座
ゐ

　

ま
す
の
で
重
ね
　
お
面
倒
な
お
願
で
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
座
金
だ
け
同
封

　

の
図
の
様
な
も
の
に
お
作
り
更
へ
お
願
致
し
度
う
存
じ
ま
す
。甚
だ
勝
手
な
お
願

　

ば
か
り
致
し
何
卒
不
悪
お
計
の
程
お
願
申
上
ま
す
。ま
た「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り

　

に
な
ら
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
す
が
ま
た
其
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ

　

下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す

　

要
々
お
願
ま
で
乱
筆
お
許
し
く
だ
さ
ゐ
ま
せ

草
々

　
　
　

五
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

金
田
勝
造
様　

　

乍
失
礼
為
替
三
□
や
同
封
致
し
て
置
き
ま
し
た　

ゆ
え
お
受
取
り
下
さ
ゐ
ま
た

﹇
資
料
６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
六
月
十
二
日
消
印

　

お
送
り
の
品
、大
に
感
謝
。あ
れ
で
結
構
と
思
ひ
ま
す
が
、や
は
り
も
少
し
丁
寧
に

　

き
れ
い
に
仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。大
き
さ
形
三
つ
と
も
上
等
で

　

す
。價
格
お
し
ら
せ
を
乞
ふ

﹇
資
料
７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
七
月
五
日
消
印

　

出
雲
国
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

七
月
五
日

　

其
後
御
元
氣
の
事
と
存
じ
ま
す　

私
も
御
蔭
で
無
事
仕
事
に
精
進
し
て
居
り
ま

　

す　

本
日
土
瓶
の
手
廿
ケ
御
送
り
致
し
ま
し
た　

十
ケ
宛
二
種
で
す　

又
値
段

　

は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て
一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し

　

た
つ
も
り
で
す　

鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず
造
り
ま
す　

先
つ
は
あ
ら　

　
に
て
失
礼
申
ま
す

　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

作
り
更
へ
て
頂
き
ま
す
座
金
の
分
何
卒
お
遠
慮
な
く
お
請
求
下
さ
ゐ
ま
せ
。以
上

　
（
図
解
の
紙
片
）

　
（
図
示
）真
鍮
に
て
寸
法
は
こ
の
図
位
、其
他
の
こ
と
何
卒
よ
ろ
し
く
お
計
□
お
願

　

申
ま
す

　　

前
略　

お
葉
書
及
小
包
正
に
落
手　

色
々
と
お
配
慮
有
難
う
御
座
ゐ
ま
し
た
。

　

ま
た
速
足
乍
ら
お
尋
の
件
小
生
の
存
じ
居
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
法
は
小
生

　

も
目
に
て
覺
え
居
る
も
の
な
れ
だ
精
し
き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
と
存

　

じ
ま
す
。方
法
は
至
っ
て
簡
単
に
て
仕
上
り
た
る
も
の
を
火
に
て
熱
し
そ
れ
の
冷

　

め
ぬ
間
に
古
布
の
様
な
も
の
に
生
漆
を
つ
け
、そ
れ
に
て
じ
ゅ
ん
　
音
を
立
て
る

　

様
な
の
に
拭
き
着
け
る
の
で
す
。以
上
は
焼
漆
の
法
に
て
油
焼
も
同
様
の
工
程
に

　

て
只
漆
と
油
と
の
違
丈
け
、こ
れ
も
其
加
減
調
子
等
お
自
得
の
程
願
ま
す
。以
上

　

甚
だ
不
要
領
乍
ら
お
答
ま
で
。猶
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後
御
座
ゐ
ま
す
ゆ

　

え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て
居
り
ま
す

　

で
は
要
々
の
み

　

季
節
柄
お
自
愛
お
祈
り
申
し
て
居
り
ま
す

草
々

　
　
　

十
三
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋　

　

金
田
勝
造
様　

﹇
資
料
１１
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　

一
月
廿
一
日

　

本
日
砂
糖
挟
ニ
ヶ
再
製
の
□
御
送
り

　

致
し
ま
し
た
。

　

真
鍮
製
み
な
と
や
行
の
値
段
九
十
銭

　

銀
製
三
円
よ
り
三
円
二
三
十
銭

　

右
御
返
事
申
ま
す

　

銀
ハ
目
方
相
当
持
つ
の
で
右
値
段
よ
り
安
く
は
困
難
で
す

　

諸
々
御
下
令
の
程
願
ま
す

　
　
　

一
月
廿
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様

﹇
資
料
１３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

正
月
廿
三
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
（
消
印
不
明
瞭
）

　

お
送
り
の
品
、形
上
〃
〃
。実
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
し
た
。　

但　

長
さ
が
四
寸
五
分

　

と
書
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、何
れ
も
二
三
分
長
す
ぎ
る
の
で
、今
度
は
四
寸
五
分

　

を
出
な
い
様
に
希
ひ
ま
す
。（
図
示
）此
所
此
形
の
方
寧
ろ
よ
ろ
し
く
之
を
三
十
個

　

お
作
り
□
い
。内
二
十
個
港
や
行
。十
個
京
都
小
生
宛

﹇
資
料
１４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
三
月
十
一
日
消
印

　
　
　

三
月
十
一
日

　

京
都
市
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。砂
糖
ば
さ
み
代　

忘
れ
て
お
っ
て
申
わ
け
あ
り
ま
せ
ぬ　

拾
円

　

こ
こ
に
お
届
け
致
し
ま
す
。東
京
港
や
に
送
っ
て
頂
き
し
分
は
お
う
け
と
り
□
い

　

ま
し
た
か
。ま
だ
で
し
た
ら
小
生
よ
り
督
促
し
ま
す　

御
一
家
は
丈
夫
に
や　

安

　

来
は
ま
だ
雪
が
あ
る
事
と
お
察
し
し
ま
す

　

河
井
様
皆
〃
様
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

三
月
十
一
日

　
　
　
　

宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印

　

先
日
本
立
一
把
御
批
評
願
ふ
様
御
送
り
致
し
て
置
き
ま
し
た　

□
何
の
事
も
な

　

く　

御
多
用
中
恐
入
り
ま
す
が
至
急
御
返
事
御
待
ち
申
し
ま
す

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印

　
　
　

正
、一
七
、

　

京
都

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

先
日
は
お
目
に
か
〻
れ
ず
大
変
残
念
で
し
た
。砂
糖
夾
早
速
作
っ
て
□
っ
て
感
謝
。

　

寸
法
少
し
小
さ
く
且
つ
痩
せ
て
ゐ
る
の
で
、も
少
し
太
ら
せ
て
□
い
ま
せ
ん
か　

　
（
図
示
）此
巾
五
分　
（
図
示
）お
送
り
□
し
も
の　

如
く
外
ガ
ワ
丸
味
あ
り　

　
（
図
示
）此
と
こ
ろ
ニ
分
五
リ
。（
図
示
）掌
の
形
の
如
く
中
が
ふ
く
れ
る
。つ
ま
り

　

サ
ジ
を
両
方
か
ら
合
せ
た
如
き
形
。但
し
サ
ジ
の
如
く
深
く
な
く
、も
少
し
浅
し
。

　
（
図
示
）此
長
さ
四
寸
五
分　
（
図
示
）此
巾
六
分
五
リ　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ

　

七
、八
分　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ
五
分　
（
図
示
）背
中
此
形
も
よ
ろ
し
か
ら
ん

　

真
鍮
製
一
個
の
値
い
く
ら
に
候
や

　

銀
製
な
れ
ば
い
く
ら
に
や

　
　
　

一
、一
七

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１２
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
七
年
一
月
二
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

四
月
二
日

﹇
資
料
１６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

四
、五
、

　
　
　
　

柳

　

昭
和
七
年
四
月
六
日
消
印

　

別
便
で
申
し
忘
れ
ま
し
た
が（
図
示
）此
長
さ
三
寸
。御
送
り
下
さ
っ
た
の
よ
り
薄

　

く
て
は
却
て
い
け
ま
せ
ん
。相
当
の
厚
さ
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
事
分
り
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
ほ
か
の
部
分
よ
り
薄
い
方
が
い
ゝ
の
で
す
け
れ
ど
も
。

﹇
資
料
１７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

五
月
廿
三
日

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印

　

拝
啓　

其
後
御
障
り
も
あ
り
ま
せ
ぬ
か
お
伺
い
申
ま
す　

本
日
森
永
氏
方
へ
濱

　

田
氏
お
出
で
に
付
お
供
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す　

本
日
港
屋
よ
り
土
瓶
手
砂
糖

　

挟
み
等
賣
行
き
面
白
か
ら
ず
返
送
致
す
様
申
さ
れ
他
に
向
け
先
あ
れ
ハ
其
方
へ

　

向
け
る
可
く
通
知
が
あ
り
ま
し
た　

今
に
な
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
も
困
り
ま
す

　

か　

如
何
致
し
た
も
の
で
せ
う
か　

港
屋
へ
は
今
一
割
の
値
引
し
て
□
□
引
受

﹇
資
料
２０
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　
　

寬

　

昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印

　

（三）　

指
輪
帯
留
有
難　

土
瓶
ツ
ル
代
共
宗
兄
ノ
方
ヘ
代
御
請
求
御
願　

柳
鉄
指

　

輪
ア
ノ
通
リ
出
来
ヌ
カ
御
一
考
御
願　

出
来
レ
バ
茲
デ
又
一
問
題
如
何
々
々

﹇
資
料
２１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
八
年
九
月
四
日
消
印

　
　
　

九
月
三
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寛

　

金
田
兄

　

九
月
三
日
寬

　

御
元
気
ヲ
祈
ル
。土
瓶
手
有
難
大
イ
ニ
嬉
シ　

見
テ
モ
用
ヒ
テ
モ
大
変
結
構
之
以

　

上
ノ
モ
ノ
モ
ウ
期
待
ス
ル
必
要
ナ
シ　

永
ク
続
ケ
テ
頂
キ
度
イ　

背
ノ
丸
味
ノ

　

モ
ノ
ト
同
時
ニ
角
ノ
モ
少
シ
立
ッ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
テ
好
イ
ト
思
フ
。鉄
ニ
テ
ハ
如

　

何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
。此
間
カ
ラ
ノ
モ
ノ
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
ヲ
乞
フ
。

　

柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
ア
レ
ハ
ア
ノ
通
リ
再
製
出
来
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
カ
。ア
ン
ナ
モ
ノ

　

ガ
出
来
レ
バ
皆
喜
ブ
ニ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。売
レ
ル
ニ
モ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。一
勉
強

　

如
何
。此
間
木
工
棚
、箱
到
着
、金
具
仲
々
見
事
ニ
テ
嬉
シ　

只
コ
ノ（
図
示
）分（
ロ
）

　
（
図
示
）（
イ
）ノ
風
ノ
心
入
ニ
テ（
イ
）ト（
ロ
）ノ
巾
ヲ
広
ク
ト
ル
ナ
ラ
バ
一
増
見

　

事
ナ
ラ
ン
ト
思
フ　

次
ニ
ハ
其
様
ニ
御
願　

又
曳
出
シ
ノ
引
手（
図
示
）ハ
少
サ

　

イ
二
ツ
ノ
座
ヨ
リ
図
ノ
様
ノ
モ
ノ
落
付
ク
ト
思
フ　

次
ハ
シ
カ
ル
可
ク
御
願　

　

猶
、引
手
ノ
輪
ノ
張
リ
ガ
足
ラ
ズ（
図
示
）（
イ
）ヲ
モ
少
シ
張
ラ
セ
タ
方
好
シ
。火

　

箸
頭
ノ
引
手
仲
々
美
シ
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落

　

付
好
シ　

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願　

此
間
ノ
カ
ケ
棚
ト
小
棚
二
ツ
ハ
皆
デ
好
評

　

コ
レ
等
ハ
今
年
ノ
大
収
穫
也

　

エ
ラ
イ
ダ
ロ
ウ
ガ
エ
ラ
イ
カ
ラ
ノ
勉
強
ダ
、大
イ
ニ
ヤ
ロ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。エ
ラ

　

イ
事
ニ
負
ケ
ナ
イ
デ
ヤ
ル
事
ニ
シ
ヨ
ウ
。

　

森
永
兄
其
後
御
元
気
ニ
ヤ　

暮
々
モ
ヨ
ロ
シ
ク
。石
輪
サ
ン
ニ
モ
宜
敷
　
　
竹
サ

　

ジ
ノ
好
イ
カ
ガ
出
来
テ
大
イ
ニ
嬉
シ
イ
。誰
モ
好
イ
モ
ノ
ガ
出
来
出
し
タ
ノ
ガ
有

　

難
イ
。

　

工
藝
ハ
近
ク
宗
兄
ト
相
談
シ
テ
ウ
ン
ト
諸
兄
ニ
役
立
ツ
様
ニ
ス
ル
。

　

諸
兄
ノ
モ
ノ
ガ
売
レ
ル
様
ニ
ス
ル　

元
気
ニ
仕
事
ヲ
進
メ
テ
貰
ヒ
度
イ
。

　

御
老
母
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

﹇
資
料
２２
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
十
六

　
　

柳
宗
悦
殿

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印

　

先
日
ハ
御
疲
れ
の
事
と
存
じ
ま
す　

御
土
産
迄
頂
き
御
厚
礼
申
ま
す　

本
日
工

　

藝
寫
眞
材
料
本
立
一
把
民
藝
協
会
の
織
物
切
同
送
致
し
ま
し
た　

御
査
収
□
上

　

け
て
貰
ふ
様
通
知
は
出
し
て
置
き
ま
し
た

﹇
資
料
１８
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

二
月
二
十
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印

　

大
に
勉
強
。感
謝
。灰
な
ら
し
二
つ
と
も
及
㐧
。但
し
上
部
の
厚
み
、も
う
少
し
薄

　

く
し
、全
体
の
重
み
を
減
ず
る
方　

更
に
可
。魚
焼
網
の
方
は
も
う
一
改
良
を
要

　

す
。森
永
君
に
傳
言
せ
し
故
、お
聞
き
を
乞
ふ
。ス
カ
シ
彫
は
あ
れ
に
て
上
等
。周

　

囲
と
柄
と
を
も
っ
と
よ
く
し
た
き
望
み
。

﹇
資
料
１９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

三
、二

　
　
　
　

柳

　

昭
和
八
年
三
月
三
日
消
印

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。灰
な
ら
し
は
あ
の
ま
〻
高
嶋
や
の
方
へ
出
し
ま
す
。実
價
お
し

　

ら
せ
下
さ
い
。そ
の
上
賣
價
を
こ
ち
ら
で
つ
け
ま
す
。金
網
は
も
う
一
息
。森
永
君

　

と
よ
く
御
話
合
下
さ
い

　

宣
敷
御
仕
計
ら
ひ
の
程
願
上
ま
す

　

九
月
廿
日

﹇
資
料
２３
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
廿
六

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
月
三
日

　

昭
和
八
年
十
月
三
日
消
印

　

民
藝
協
会
の
荷
物
に
土
瓶
手
一
砂
糖
挟
一
同
封
致
し
ま
し
た　

致
っ
て
品
物
手

　

持
少
な
く
困
り
ま
し
た　

先
日
寫
眞
材
料
と
し
て
お
送
り
致
し
た
本
立
て
も
陳

　

列
願
ま
す　

値
段
付
は
右
同
送
品
に
添
付
し
て
置
き
ま
し
た　

然
し
後
で
気
が

　

付
き
ま
し
た
が
普
通
賣
價
と
の
事
で
し
た　

全
部
下
記
の
通
り
訂
正
願
ま
す

　

本
立　
　

弐
、五
〇

　

土
瓶
手　

、八
〇

　

砂
糖
挟　

、七
〇

﹇
資
料
２４
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印

　
　
　

三
月
四
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

八
月
卅
一
日

　

拝
啓　

失
礼
の
み
仕
居
り
候
御
□
□
□
□
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に

　

よ
り
銀
匙
二
種
造
り
本
日
御
送
り
申
上
□
る
リ
ー
チ
先
生
に
も
御
渡
し
□
□
□

　

御
改
正
の
程
御
願
申
上
げ
□

　

右
御
願
迄

　
　
　

八
月
卅
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
先
生

﹇
資
料
２６
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生
気
付

　
　

リ
ー
チ
先
生

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
九
年
十
月
九
日
消
印

　

拝
啓
失
礼
の
み
仕
□
□
候
御
許
下
さ
れ
度　

先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送

　

下
さ
れ
度　

手
本
に
し
て
綜
合
展
に
少
々
で
も
出
し
度
在
□　

尚
総
合
展
は
開

　

会
日
は
何
日
に
□
□
一
寸
御
知
ら
せ
下
さ
れ
□
□

　

右
乱
筆
御
願
ま
で

　
　
　
　

十
月
十
九
日

﹇
資
料
２７
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

至
急

　

昭
和
□
年
□
月
十
二
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
一
月
十
二
日

　

柳
先
生

　
　
　

十
一
月
十
一
日　

金
田
勝
造

　

其
後
ハ
御
不
沙
汰
の
み
致
し
て
居
ま
す
御
許
程
お
願
申
ま
す
。リ
ー
チ
先
生
か

　

ら
髙
島
屋
展
に
間
に
会
ふ
様
に
□
の
御
下
令
で
別
紙
目
録
の
通
り
本
日
お
送
り

　

致
し
ま
し
た　

御
手
数
恐
入
り
ま
す
が
お
届
け
願
上
ま
す　

何
し
ろ
日
数
少
な

　

く
思
ふ
様
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。追
加
注
文
を
精
々
御
尽
力
の
程
お
願
ひ
申
上
ま

　

す
右
何
卒

　

リ
ー
チ
先
生
へ
呉
々
も
宜
敷
お
伝
言
お
願
申
ま
す

　

リ
ー
チ
先
生

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

左
記
値
段
ハ
何
レ
モ
原
価
デ
ス
カ
ラ
左
様
御
承
知
願
マ
ス

　
　
　
　
　
　

記

　

一
、貳
拾
五
円　

銀
小
匙
一
打
ニ
付

　

一
、四
拾
五
円　

見
本　

大
匙
一
打
ニ
付

　

一
、参
拾
七
円　

見
本
フ
ォ
ー
ク
一
打
ニ
付

　
　
　
　

河
井
寛　

　

金
田
兄

　

三
月
四
日
夜
寬

　

御
手
紙
拝
見　

済
マ
ヌ
　
　
　
コ
ラ
ヒ
テ
ク
レ　

其
元
気
デ
御
願
ダ　

火
箸
ハ

　

見
事
大
イ
ニ
嬉
シ　

好
キ
ナ
人
ニ
分
カ
チ
度
イ　

パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何　

　
（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御
願　

香
炉
火
屋
丸
形
バ
ン
ド
一
ツ
玄
琢
行　

網
火
箸
二

　

ツ
其
他
失
念
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
御
願　

バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ

　

其
内
御
届
ケ
ノ
筈　

ソ
レ
カ
ラ
森
永
兄
ヘ
暮
々
モ
宜
敷
　
　
此
度
ノ
工
藝
表
紙

　

實
ニ
嬉
シ
イ　

コ
コ
迄
勉
強
サ
レ
タ
事
實
ニ
有
難
イ　

其
内
工
藝
ノ
一
号
作
リ

　

度
皆
ト
ソ
ウ
ダ
ン
シ
度
イ

　

石
輪
サ
ン
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

　

御
老
母
御
大
切
ニ

　

御
一
家
ノ
幸
福
祈
念

　

其
内
御
入
京
ヲ
待
ツ　

ソ
レ
カ
ラ
此
間
森
永
兄
ヘ
御
願
ノ
佐
々
木
カ
ラ
依
頼
ノ

　

ツ
ム
ギ
七
反
御
願　

仝
様
ノ
モ
ノ
拙
宅
ニ
モ
一
反
御
願　

都
合
八
反
至
急
御
作
リ

　

御
願
不
備

　

家
ハ
皆
大
元
気

　

乞
御
安
神

﹇
資
料
２５
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

昭
和
九
年
八
月
三
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　
　
　

右

﹇
資
料
２８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　
　
　

四
月
十
一
日

　

昭
和
十
年
四
月
十
二
日
消
印

　

御
元
氣
嬉
シ
手
紙
ト
作
品
有
難
、灰
ナ
ラ
シ
ハ
近
頃
嬉
シ　

図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生

　

カ
サ
レ
小
生
モ
一
ツ
欲
シ
序
ニ
御
願　

此
度
ノ
火
箸
使
ヒ
好
ク
重
ク
ナ
ク
軽
ク

　

ナ
ク
有
難
イ　

全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ　

灰
ナ
ラ
シ
ハ
之
迠
小
生
ノ
見
タ

　

全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ　

有
難
イ
、十
二
月
客
車
便
ニ
テ
御
届
、

﹇
資
料
２９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　

昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
消
印

　

此
間
ハ
有
難
フ
有
難
フ
嬉
シ
カ
ッ
タ
ヨ　

大
阪
た
く
み
デ
近
作
見
タ
何
レ
モ
美

　

シ
イ
大
イ
ニ
喜
ン
ダ　

大
イ
ニ
ヤ
ッ
テ
ホ
シ
イ　

皆
サ
ン
ニ
山
々
宣
敷
　
　
新

　

シ
イ
仕
事
大
期
待
ダ
、大
若
返
リ
万
歳
ダ
、ナ
タ
マ
メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎

　

日
待
ッ
テ
居
ル
、安
来
民
藝
シ
ッ
カ
リ
タ
ノ
ム

　

謝
辞

　
　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
、調
査
に
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
ご
所
蔵
者
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼

　

申
し
上
げ
ま
す
。ご
教
示
賜
り
ま
し
た
、河
井
寛
次
郎
記
念
館
学
芸
員
・
鷺
珠
江
氏
、日
本
民

　

藝
館
学
芸
部
長
・
杉
山
享
司
氏
に
謹
ん
で
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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い
た
。勝
造
は
十
六
歳
で
松
江
市
の
金
工
家
・
塩
津
親
次
に
師
事
し
て
い
る（
註
２
）。塩

津
親
次
は
加
納
夏
雄
、海
野
勝
珉
に
師
事
し
、片
切
彫
、肉
彫
を
得
意
と
し
て
い
た
こ

と
か
ら（
註
３
）、勝
造
も
師
よ
り
同
様
の
彫
金
技
術
を
習
得
し
、独
立
後
は
号
を
耕
雲

と
し
安
来
で
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を
制
作
し
た
。明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
勝

造
の
息
子
、正
芳
も
昭
和
元
年
頃
に
塩
津
親
次
の
息
子
、塩
津
正
寿
に
弟
子
入
り
す

る（
註
４
）。塩
津
正
寿
は
海
野
清
に
師
事
し
て
い
る（
註
５
）。正
芳
も
片
切
彫
と
肉
彫
を

習
得
し
、独
立
後
は
勝
造
と
共
に
安
来
市
で
、香
炉
や
香
合
な
ど
を
制
作
し
た
。

河
井
寛
次
郎
か
ら
の
書
簡
　
民
藝
運
動
へ
の
関
わ
り
と
国
展
出
品

　

先
述
の
資
料
の
中
で
最
も
早
い
消
印
を
持
つ
書
簡
は
昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消

印
の
河
井
が
勝
造
に
宛
て
た
葉
書（
資
料
１
）で
あ
る
。島
根
に
民
藝
運
動
が
興
る
契
機

と
な
っ
た
柳
宗
悦
の「
島
根
工
藝
診
察
」（
註
６
）よ
り
一
足
早
い
。こ
の
年
勝
造
は
三
十

八
歳
。河
井
は
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
、勝
造
よ
り
三
歳
年
長
で
生
家
も
近
く
既
知

の
仲
で
あ
っ
た
。葉
書
に
は
三
月
二
十
日
頃
の
安
来
帰
省
の
折
に
勝
造
に
会
い
、勝

造
の
金
工
品
を
見
た
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。彫
金
工
と
し
て
二
十
年
余
り
制
作
し

て
い
た
勝
造
は
、こ
の
頃
か
ら
民
藝
運
動
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。勝
造
宛
の
書
簡
四
十
通
の
う
ち
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
書
簡
は
十
五
通
、

そ
の
中
で
宛
名
を
金
田
耕
雲
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
葉
書
の
み
で
あ
る
。他
に
二

通
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
か
ら
金
田
耕
雲
の
宛
名
で
届
い
た
書
簡
が
あ
る
が
、い
ず
れ

も
昭
和
六
年
の
消
印
で
、そ
れ
よ
り
後
に
金
田
耕
雲
を
宛
名
に
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。国
展
出
品
の
際
の
作
者
名
も
初
入
選
の
昭
和
六
年
か
ら
金
田
勝
造
で
あ
る
。こ

れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、勝
造
は
河
井
か
ら
の
提
言
で
耕
雲
の
号
の
使
用
を
や

め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
同
年
三
月
三
十
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２
）に
は
、安

来
滞
在
の
お
礼
と
と
も
に
河
井
が
京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
勝
造
の
金
工
品

「
丸
火
箸
角
箱
切
子
灰
押
へ
」を
柳
宗
悦
と
相
談
の
上
、出
品
し
た
と
あ
る
。文
面
は

指
輪
の
出
品
は
割
愛
し
た
こ
と
と
、指
輪
を
二
つ
発
送
し
た
の
で
お
願
い
、金
庫
も

至
急
お
願
い
と
続
く
。勝
造
は
第
六
回
国
展
に「
眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對
」が
入

選
し
て
い
る
こ
と
か
ら
河
井
の
出
品
は
国
展
を
指
す
だ
ろ
う
。こ
こ
で
河
井
が
勝
造

へ
発
送
し
た
指
輪
は
指
輪
に
仕
立
て
る
た
め
の
陶
を
指
し
、座
金
の
作
成
を
依
頼
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
時
点
で
の
制
作
は
河
井
や
柳
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
指
導
で

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、勝
造
が
制
作
し
た
金
工
品
の
中
か
ら
河
井
や
柳
の
目
に

か
な
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。制
作
を
依
頼
さ
れ

た
指
輪
も「
此
間
ノ
様
式
ニ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
勝
造
が
制
作
し
た
様
式
に
倣
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。金
庫
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、昭
和
六
年

九
月
十
三
日
消
印
の
柳
宛
の
勝
造
の
葉
書（
資
料
９
）で「
金
庫
も
漸
く
三
個
出
来
上
が

り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す
」と
あ
り
、依

頼
か
ら
半
年
後
に
河
井
と
柳
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
以
降
、勝
造
は
国
展
に
連
続
し
て
六
回
入
選
し
て
い
る
。昭
和
十
年
四

月
十
二
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２8
）に「
図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生
カ

サ
レ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
河
井
は
自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
で
あ
ろ
う
灰
な
ら
し
を

「
之
迠
小
生
ノ
見
タ
全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ
」と
称
賛
し
火
箸
と
と
も
に

「
全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ
」と
書
い
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、昭
和
六
年
以
降
も
勝

造
の
金
工
品
は
河
井
を
通
し
て
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。昭
和
十
二
年

の
第
十
二
回
以
降
勝
造
の
入
選
が
無
い
の
は
、同
年
に
河
井
や
柳
ら
が
国
画
会
よ
り

退
会
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
勝
造
の
国
展
入
選
歴
を
示
し
て
お
く（
註
７
）。

昭
和
六
年　
　

第
六
回　

眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對　

昭
和
七
年　
　

第
七
回　

本
立
、文
鎭
、水
入
、角
砂
糖
バ
サ
ミ
、帶
止
金
具

昭
和
八
年　
　

第
八
回　

眞
鍮
筆
立
、眞
鍮
銀
象
嵌
卷
煙
草
箱
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛（
釦
か
）、鐵
灰
押

昭
和
九
年　
　

第
九
回　

鐵
火
箸
二
種
、眞
鍮
杓
子
、銅
手
付
網
、鐵
麻
ノ
葉
透
シ
網

昭
和
十
年　
　

第
十
回　

鐵
火
箸
、鐵
火
押
、鐵
銀
象
嵌
帶
止
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス
釦

昭
和
十
一
年　

第
十
一
回　

銀
象
嵌
入
鉄
指
輪
A
、B
、鐵
金
具
付
箱
、眞
鍮
水
入

柳
宗
悦
と
の
往
復
書
簡
　
制
作
指
導

　

遺
族
の
元
に
残
る
柳
が
勝
造
へ
送
っ
た
書
簡
と
日
本
民
藝
館
に
残
る
勝
造
が
柳

へ
送
っ
た
書
簡
か
ら
、書
簡
の
往
復
が
確
認
で
き
る
。勝
造
宛
て
書
簡
の
四
十
通
中
、

柳
か
ら
の
書
簡
は
十
通
。柳
か
ら
の
一
番
早
い
書
簡
は
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

の
葉
書（
資
料
３
）で
、「
先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
・・
土
瓶
の
手
何

分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す
」と
あ
る
。先
日
お
逢
ひ
と
は
柳
の「
島
根
工
藝
診
察
」で
の

五
月
八
日
の
安
来
訪
問
だ
ろ
う
。こ
こ
で
お
そ
ら
く
勝
造
は
柳
に
自
作
を
見
せ
て
い

る（
註
８
）。そ
の
際
に
土
瓶
の
手
の
制
作
を
柳
が
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
、

六
月
四
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
４
）で
柳
は
土
瓶
の
手
の
催
促
と
と
も
に
図
入

り
で
サ
イ
ズ
を
指
定
し
、大
中
小
各
一
個
届
け
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。具
体
的
な
指

示
を
出
し
、ま
ず
は
試
作
の
出
来
を
見
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。六
日
後
の
六
月
十
日

る
。一
月
二
十
三
日
と
記
載
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１３
）で
柳
は
長
さ
を
指
定
通
り
に

作
る
よ
う
指
示
し
指
導
を
終
え
、こ
れ
を
三
十
個
制
作
し
二
十
個
を
港
屋
へ
、十
個

を
自
分
へ
送
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。勝
造
の
試
作
及
び
、注
文
の
三
十
個
に
使
用
し

た
金
属
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
月
十
一
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１４
）に

砂
糖
夾
代
に
拾
円
送
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、砂
糖
夾
十
個
分
の
代
金
と
考
え
て
、真

鍮
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。現
在
、日
本
民
藝
館
と
鳥
取
民
藝
美
術
館
に
真
鍮
製
の
砂

糖
夾
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
１7
）か
ら
、勝
造
が
港
屋
に
送
っ
た
土
瓶
の
手
と
砂
糖
夾
の
売
れ
行
き
が

思
わ
し
く
な
く
値
下
げ
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。当
初
の
港
屋
の
行
き
の
価
格
九
十

銭
が
卸
値
か
売
値
か
は
定
か
で
な
い
が
、昭
和
八
年
の
十
月
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
２3
）で
、砂
糖
夾
の
売
値
を
七
十
銭
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
年
半
後
に

は
価
格
を
下
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
１５
）や
直
後
四
月
六

日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１６
）か
ら
勝
造
は
砂
糖
夾
に
続
い
て
柳
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
真
鍮
製
の
本
立
て
も
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。本
立
て
は

現
在
、一
揃
え
の
う
ち
片
方
が
日
本
民
藝
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。昭
和
七
年
の
国

展
に
入
選
し
た「
本
立
」「
角
砂
糖
バ
サ
ミ
」は
柳
に
指
導
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
柳
の
指
導
は
柳
か
ら
の
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１８
）、

同
年
三
月
三
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１９
）で
灰
な
ら
し
や
魚
焼
き
網
の
指
導
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。灰
な
ら
し
は
第
八
回
国
展
で
入
選
し
た「
鐵
灰
押
」、魚
焼
き
網
は
第
九

回
国
展
で
入
選
し
た「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」が
こ
の
時
の
指
導
の
も
の
だ
ろ
う
。先
の
書

簡
二
通
で
、魚
焼
き
網
は
毎
回「
も
う
一
改
良
」「
も
う
一
息
」と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
焼
き
網
は
柳
の
合
格
点
が
貰
え
ず
昭
和
八
年
の
出
品
を
諦
め
昭
和
九
年
に

出
品
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」は
写
真
が
残
ら
な
い
た
め
定
か
で

は
な
い
が
、戦
後
の
人
気
商
品
で
勝
造
が
六
男
の
忠
雄
と
と
も
に
作
っ
た「
て
き
」と

呼
ぶ
餅
焼
き
網
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
は
昭
和
八
年
九
月
十
六
日
に
松
江
に
来
て
お
り
、布
志
名
窯
及
び
袖
師
窯
を

訪
ね
て
い
る
が（
註
１１
）、昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
２２
）よ

り
こ
の
機
会
に
金
田
も
柳
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。同
書
簡
よ
り
勝
造
が
、

『
工
藝
』に
掲
載
す
る
写
真
材
料
の
た
め
、本
立
て
を
柳
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。柳
は
こ
の
時
の
来
訪
で
雑
誌『
工
藝
』へ
掲
載
す
る
た
め
の
取
材
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
。十
一
月
に
発
売
さ
れ
た
工
藝
三
十
四
号（
註
１２
）で
は
新
作
紹
介
と
し
て
勝
造
の

本
立
て
と
布
志
名
焼
、袖
師
焼
が
紹
介
さ
れ
た
。こ
の
掲
載
が
一
区
切
り
と
な
っ
た

の
か
、柳
か
ら
の
指
導
を
示
す
書
簡
は
こ
こ
で
終
わ
る
。そ
の
後
は
勝
造
が
柳
気
付

け
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
へ
書
簡
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。

黒
田
辰
秋
と
鉄
の
処
理
、河
井
寬
次
郎
の
要
望

　

黒
田
辰
秋
か
ら
の
書
簡
は
、昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印
の
封
筒
一
通（
資
料
１０
）

の
み
。五
日
と
十
三
日
の
日
付
の
便
箋
と
図
解
の
紙
片
が
入
っ
て
い
る
。五
日
の
便

箋
を
入
れ
た
封
筒
は
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。五
日
の
便
箋
に
は
送
っ
て
も
ら
っ
た

引
手
の
座
金
を
図
の
よ
う
に
作
り
変
え
て
欲
し
い
、「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り
な
ら
な

い
が
、そ
の
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
。勝
造
は
京
都
の

大
毎
会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
山
陰
民
藝
展（
昭
和
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
三

日
間
開
催
）の
た
め
に
上
京
し
て
お
り（
註
１３
）、そ
の
際
に
黒
田
に
会
い
引
手
の
依
頼

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
黒
田
が
勝
造
は「
鉄
」の
も
の

は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。白
金
屋
と
し
て
所
謂
上
手
物
を
作
っ
て
き

た
勝
造
は
象
嵌
な
ど
で
部
分
的
に
鉄
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、素
材
と
し
て

鉄
の
み
を
用
い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
、こ
の
時
の
引
手
は
真
鍮
で

消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
５
）で
、見
本
と
し
て
三
つ
土
瓶
の
手
を
送
る
の
で
形

の
よ
し
あ
し
、金
の
厚
み
、仕
上
げ
の
具
合
等
詳
細
に
ご
指
示
を
、仕
上
げ
は
今
少
し

上
品
に
も
出
来
、如
何
様
に
も
す
る
と
あ
る
。文
面
か
ら
は
柳
の
ど
ん
な
注
文
に
応

え
よ
う
と
す
る
勝
造
の
姿
勢
と
、応
え
ら
れ
る
だ
け
腕
に
自
信
が
あ
る
様
子
が
窺
え

る
。柳
は
早
々
に
六
月
十
二
日
消
印
の
葉
書（
資
料
６
）で
、「
も
少
し
丁
寧
に
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
あ
れ
で
結
構
」と
し
価
格
を
尋
ね
て
い

る
。そ
の
後
、七
月
五
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
７
）よ
り
、柳
へ
十
個
ず
つ
二

種
の
土
瓶
の
手
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
値
段
は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て

一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し
た
つ
も
り
で
す
」と
あ
り
、彫
金
工

時
代
は
数
が
少
な
く
と
も
手
を
か
け
た
高
級
な
も
の
を
作
る
こ
と
を
是
と
し
た
で

あ
ろ
う
勝
造
が
、数
を
多
く
値
段
は
安
く
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

土
瓶
の
手
に
使
用
し
た
金
属
は
不
明
。同
書
簡
に「
鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず

造
り
ま
す
」と
あ
り
、こ
れ
も
五
月
の
柳
と
の
面
会
時
に
注
文
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。七
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料

８
）よ
り
、柳
が
土
瓶
の
手
を
受
け
取
り
河
井
へ
代
金
を
預
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

半
年
後
の
昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１１
）で
は
、柳
は
勝

造
が
作
っ
た
砂
糖
夾
に
図
入
り
で
詳
細
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。加
え
て
真
鍮
製
と

銀
製
の
価
格
を
尋
ね
て
い
る
。柳
は
昭
和
七
年
一
月
七
、八
日
に
松
江
を
訪
れ
て
い

る
が（
註
９
）、書
簡
か
ら
そ
の
際
に
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
時
の
来

訪
で
柳
は
港
屋
で
売
り
出
す
山
陰
産
の
品
を
選
定
し
て
い
る（
註
１０
）。港
屋
で
の
販
売

を
見
込
ん
で
、勝
造
に
砂
糖
夾
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
後
、一
月
二
十

一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
１２
）よ
り
、勝
造
が
砂
糖
夾
二
個
を
再
製
し
送
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。二
度
目
の
試
作
で
あ
る
。価
格
は
真
鍮
製（
港
屋
行
き
）九
十
銭
、

銀
製
三
円
二
、三
十
銭
。銀
は
目
方
を
相
当
持
つ
の
で
こ
れ
よ
り
安
く
は
困
難
と
あ

依
頼
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、十
三
日
の
便
箋
で
黒
田
は
、お
尋
ね
の
件
と
し
て
自
分

の
知
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
方
法
、焼
漆
と
油
焼
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。「
精
し

き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
」と
言
い
、最
後
に「
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後

御
座
ゐ
ま
す
ゆ
え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て

居
り
ま
す
」と
あ
る
。鉄
の
も
の
は
作
ら
な
い
と
し
た
勝
造
が
黒
田
に
鉄
の
処
理
の

教
え
を
乞
う
た
の
は
周
り
の
要
望
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。戦
後
は
主
に
鉄
を
扱
い

だ
す
金
田
の
鉄
加
工
が
こ
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

国
展
の
入
選
を
見
る
と
第
八
回
以
降
は
鉄
の
作
品
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２０
）に
は「
柳
鉄
指
輪
」の
文

字
が
あ
る
。手
本
と
な
る
も
の
の
再
製
を
依
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
。昭
和
八
年
九
月

四
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
便
箋（
資
料
２１
）で
は
再
度
、「
柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
」の
再
製

を
お
願
い
し
な
が
ら
、土
瓶
の
手
の
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
展
開
を
提
案
し
つ
つ
、

「
鉄
ニ
テ
ハ
如
何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
」と
あ
る
。同
文
中
で
は「
火
箸
頭
ノ
引

手
」を
褒
め
た
後「
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落
付
好
シ

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願
」と
悉
く
鉄
で
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
。こ
こ
で
い
う
箱
と

は
木
工
箱
に
つ
い
た
金
具
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。こ
の
頃
か
ら
勝
造
の
鉄
の
扱
い
が

徐
々
に
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
と
匙

　

リ
ー
チ
へ
の
書
簡
は
勝
造
が
柳
を
通
し
て
送
っ
た
三
通
。日
本
民
藝
館
に
保
管
さ

れ
る
勝
造
が
柳
に
宛
て
た
書
簡
十
三
通
に
含
ま
れ
る
。リ
ー
チ
か
ら
勝
造
へ
送
ら
れ

た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。リ
ー
チ
が
初
め
て
島
根
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
九
年
八

月
一
日
か
ら
十
三
日（
註
１４
）。こ
の
間
に
勝
造
が
リ
ー
チ
に
会
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、そ
の
直
後
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
柳

宛
て
の
便
箋（
資
料
２５
）に
、「
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に
よ
り
銀
匙
二
種
造

り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
チ
か
ら
の
直
接
指
導
で
銀
匙
を
試
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
。そ
の
後
、十
月
十
九
日
消
印
、勝
造
か
ら
柳
気
付
リ
ー
チ
宛
て
の
葉
書（
資
料
２６
）に

「
先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送
下
さ
れ
」と
あ
り
、匙
を
三
種
再
度
送
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、試
作
に
対
す
る
リ
ー
チ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。文
中
に
あ

る
総
合
展
と
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
日
間
開
か
れ
た
京
都
高
島
屋
の
山
陰
民
藝

展
だ
ろ
う
か（
註
１５
）。そ
の
後
勝
造
は
十
一
月
十
一
日
と
記
載
の
便
箋（
資
料
２７
）を
柳
宛

て
に
送
っ
て
い
る
。文
中
に
は
柳
宛
て
に
リ
ー
チ
か
ら
言
わ
れ
た
高
島
屋
展
の
品
を

目
録
の
通
り
送
る
の
で
リ
ー
チ
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
あ
り
、リ
ー
チ
に
は
原
価
を
知

ら
せ
て
い
る
。残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
考
え
る
と
、リ
ー
チ
指
導
の
も
と
、二
度
の
試
作

を
経
て
小
匙
、大
匙
、フ
ォ
ー
ク
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
の
髙
島
屋
展

は
十
一
月
十
六
日
七
日
間
東
京
高
島
屋
で
開
か
れ
た
全
国
新
興
民
藝
展
だ
と
思
わ

れ
る（
註
１６
）。リ
ー
チ
と
の
交
流
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
み
で
あ
る
。

河
井
寬
次
郎
の
キ
セ
ル

　

河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
は
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
し
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
二
十

三
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、制
作
年
は
昭
和
二
十
五
年
頃
〜
と
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印
の
河
井
の
便
箋（
資
料
２４
）で
河
井
が
勝
造
の
キ
セ
ル
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。そ
こ
に
は「
パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御

願
」と
あ
り
、そ
の
後
、「
バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ
其
内
御
届
ケ
ノ
筈
」と

あ
る
。既
に
河
井
寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り（
註
１７
）「（
図

示
）ノ
分
御
分
チ
御
願
」が
指
す
キ
セ
ル
を
勝
造
自
身
の
作
と
考
え
る
と
、「
モ
ウ
一

息
」と
言
わ
れ
た
パ
イ
プ
は
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
に
河
井
が
指
導
を
し
た
の
だ

ろ
う
。そ
の
後
の
気
付
で
キ
セ
ル
を
勝
造
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。

　

他
、キ
セ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
書
簡
は
消
印
が
不
明
瞭
で
送
ら
れ
た
時
期
が

定
か
で
な
い
が
、昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２９
）に「
ナ
タ
マ

メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎
日
待
ッ
テ
居
ル
」と
あ
り
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル

の
再
製
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
は
刀
豆
に
似
て
へ
ん
平
で
懐
中
に

入
れ
て
持
ち
運
び
や
す
い
形
を
し
て
お
り
、明
治
維
新
の
頃
官
軍
兵
士
が
多
く
用
い

た
と
さ
れ
る
キ
セ
ル
で
あ
る（
註
１８
）。現
在
河
井
寬
次
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
勝
造
制

作
の
キ
セ
ル
二
十
三
本
の
中
に
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル
も
あ
る
。

　

勝
造
の
残
し
た
下
図
は
十
点
で（
挿
図
１
〜
１３
）全
て
描
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

厚
紙
を
使
用
し
、墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、九
種
の
キ
セ
ル
が
確
認
で
き
る
。十

枚
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
は
既
存
の
形
の
再
製
で
は
な
く
、全
て
河
井
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
が
、河
井
が
描
い
た
図
は
残
っ
て
い
な
い
。下
図
は
真
横

か
ら
見
た
形
を
描
く
が
、火
皿
の
部
分
の
み
少
し
斜
め
上
か
ら
見
た
図
に
な
っ
て
い

る
。一
部
、上
面
図
や
胴
部
分
の
断
面
図
が
描
か
れ
る
。１
か
ら
９
ま
で
の
番
号
が
振

は
再
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
収
蔵
の
二
十
三
点

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
九
種
全
て
見
つ

か
っ
た
。4
、5
、7
、9（
挿
図
5
、6
、8
、12
）の
番
号
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
下
図
と
火
皿

の
形
状
が
異
な
る
が
、他
は
下
図
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
キ
セ
ル
が
残
っ
て
い
る
。

　

勝
造
が
残
し
た
メ
モ
三
点
の
う
ち
、一
点
は
便
箋
に
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
と
夫
婦
キ

セ
ル
が
描
か
れ
る（
挿
図
14
）。夫
婦
キ
セ
ル
は
火
皿
が
一
つ
で
火
皿
を
中
心
軸
に
し
て

吸
口
が
二
つ
に
わ
か
れ
、二
人
が
同
時
に
喫
煙
で
き
る
既
存
の
形
の
キ
セ
ル
で
あ
る

（
註
１９
）。そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
原
寸
と
書
き
添
え
ら
れ
、夫
婦
キ
セ
ル
の
図
に
は
火
口
と

吸
口
に
朱
肉
を
付
け
て
押
し
た
と
思
わ
れ
る
口
の
写
し
が
あ
る
。こ
の
メ
モ
の
裏
に

は「  

.
2.
2  

註
」と
記
さ
れ
て
い
る
。註
が
註
文
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、勝
造
は
昭

和
三
十
九
年
二
月
二
日
に
注
文
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。前
述
し
た
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
所
蔵
の
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
よ
り
、こ
こ
に

描
か
れ
た
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
の
図
は
小
さ
い
。詳
し
く
は
後
述
す
る
が
河
井
は
夫
婦

キ
セ
ル
の
再
製
を
勝
造
に
依
頼
し
て
い
る
が
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
夫
婦
キ
セ
ル

は
残
っ
て
い
な
い
。こ
の
図
は
手
本
と
な
る
キ
セ
ル
を
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
明
な
点
の
多
い
メ
モ
で
あ
る
。

　

他
に
３
と
９
の
番
号
の
キ
セ
ル
の
改
正
図
を
描
い
た
便
箋
一
点（
挿
図
15
）と
手
綱
形
キ

セ
ル
の
図
に
二
十
年
前
￥
３
０
０
０
０
と
記
入
さ
れ
た
紙（
挿
図
16
）が
一
点
残
る
。手
綱

形
の
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。手
網
形
も
既
存
の
形
の
キ

セ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら（
註
２０
）、河
井
に
再
製
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
造
の
も
と
に
残
る
河
井
の
指
示
書
五
枚
も
全
て
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
全
て
同
じ
で
、鉛

筆
と
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。う
ち
一
枚
は（
挿
図
17
）文
字
の
み
の
指
示
で
あ
る
。便
宜
上

こ
れ
を
指
示
書
一
と
呼
び
、こ
こ
に
文
面
を
書
き
起
こ
す
。

指
示
書
一

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ノ
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
ハ
何
レ
帰
安
ノ
折
手
入

　

御
願
致
シ
度
ソ
レ
迄
コ
ノ
マ
マ
ニ
保
存
御
願
致
シ
マ
ス
◇

　

ノ
図
ノ
参
考
ノ
タ
メ
送
リ
マ
シ
タ
改
正
ノ
Ⅲ
図
ノ
分
御
願
致
シ
マ
ス

　

◇
ノ
付
根
ノ
参
考
ノ
タ
メ
粘
土
ノ
形
御
届
。Ⅰ
ト
Ⅱ
モ
御
願
致
シ
マ
ス

　

別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ

　

一
ツ
製
図
ノ
様
ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
コ
レ
ハ
仲
々
免
倒
一
ト

　

勉
強
御
願
致
シ
マ
ス
猶
小
々
曲
ッ
タ
分
御
直
シ
御
願

　

致
シ
マ
ス
未
ダ
　
次
々
図
作
リ
御
願
致
シ
度
宜
敷

　

公
社
ノ
分
ハ
三
月
末
ニ
ハ
返
ス
約
束
　

　

ド
ウ
カ
宜
敷　

ら
れ
て
い
る
が
、一
枚
は
番
号
部
分
が
欠
け
て
い
る（
挿
図
７
）。鉛
筆
で
寸
法
や
詳
細
図

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、下
図
の
部
分
的
な
修
正
も
見
ら
れ
る
。７
、８
、９
の
番
号

が
振
ら
れ
た
下
図
の
裏
面
に
は（
挿
図
９
、１１
、１３
）、書
き
込
ま
れ
た
寸
法
の
隣
に「　

.　

.

　

 

改
」と
メ
モ
が
あ
り
、こ
の
三
点
の
キ
セ
ル
は
昭
和
三
十
四
年
頃
に
制
作
も
し
く

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
」

は
忠
雄
の
言
う
河
井
が
自
ら
修
正
を
し
、

穴
を
あ
け
た
キ
セ
ル（
註
２1
）を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　

残
り
の
指
示
書
四
枚（
挿
図
18
〜
21
）に
は

合
わ
せ
て
六
種
類
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ

る
。挿
図
18
、20
に
描
か
れ
た
図
に
は
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
振
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
指

示
書
一
に
対
応
す
る
。挿
図
18
、19
に
は
赤

鉛
筆
で
吸
口
付
近
に
１０
〜
１３
ま
で
の
書
き

込
み
が
あ
る
。赤
鉛
筆
の
書
き
込
み
が
勝

造
の
手
に
よ
る
と
す
れ
ば
、先
述
の
勝
造

の
下
図
１
〜
９
か
ら
続
き
の
連
番
が
振
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

挿
図
18
、19
に
は
四
種
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。中
で
も
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の

キ
セ
ル
は
挿
図
19
に
も
描
か
れ
詳
し
く
指
示
が
あ
る
。指
示
書
一
よ
り
河
井
は
Ⅲ
の
キ

セ
ル
の
幾
何
学
形
態
◇
の
付
根
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
、粘
土
で
実
際
に
形
を
作

り
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。挿
図
21
で
も「
此
処
此
度
ノ
此
処
ノ
様
ニ
御
願
御
願
」

と
付
根
の
部
分
を
図
入
り
で
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、河
井
は
形
の
継
ぎ
目

の
部
分
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
よ
う
だ
。勝
造
は
幾
何
学
形
態
と
円
柱
形
、異
な
る
筒

状
の
立
体
を
ロ
ウ
付
け
す
る
の
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル

の
◇
部
を
指
し「
例
ノ
火
バ
シ
ノ
先　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
」と
あ
る
が
こ
れ
は
真
鍮
製

の
火
箸（
挿
図
22
）の
先
の
形
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。昭
和
八
年
九
月
三
日
の
河
井
か
ら

の
書
簡（
資
料
21
）に
も「
火
箸
頭
ノ
引
手
」と
あ
り
同
じ
形
で
引
手
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
が
様
々
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、同

お
わ
り
に

　

彫
金
工
だ
っ
た
勝
造
は
民
藝
関
係
者
よ
り
制
作
の
依
頼
及
び
依
頼
を
通
し
た
指

導
を
受
け
る
中
で
、制
作
す
る
金
工
品
、扱
う
金
属
を
変
え
な
が
ら
、制
作
を
続
け
た

こ
と
が
断
片
的
に
だ
が
わ
か
っ
た
。考
察
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、取
り
上
げ
て
い

な
い
書
簡
も
残
る
。今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
書
簡
の
文
面
を
活
字
で
紹
介
し
た
い
。河
井
の
書
簡
は
河
井

寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
既
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。他
資
料

で
判
読
が
難
し
い
河
井
の
文
字
に
関
し
て
も
鷺
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。日
本
民
藝
館

所
蔵
の
勝
造
が
柳
へ
宛
て
た
書
簡
は
令
和
元
年
に
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
書
簡
を
基

と
し
た
。判
読
不
明
な
文
字
は
□
で
表
わ
し
、旧
字
は
一
部
新
字
と
し
た
。句
点
が
な

く
文
が
切
れ
る
と
こ
ろ
は
一
マ
ス
空
け
て
い
る
。図
を
描
い
て
示
し
て
い
る
箇
所
は

（
図
示
）と
表
し
た
。紙
面
の
都
合
上
、意
図
的
だ
と
思
わ
れ
る
改
行
の
外
は
原
文
の

改
行
に
従
っ
て
い
な
い
。

﹇
資
料
１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
耕
雲
様

　

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消
印

　

御
無
沙
汰
致
シ
マ
シ
タ　

御
元
氣　

御
仕
事
ヲ
嬉
シ
ク
思
ヒ
マ
ス　

二
十
日
頃

　

帰
リ
度　

御
作
リ
ノ
品
々
ヲ
楽
シ
ミ
ニ
シ
テ
居
マ
ス　

何
レ
拝
眉
ノ
上

　
　
　

三
月
十
一
日　

寬

﹇
資
料
２
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

三
月
三
十
日

　
　
　
　

寬

　

昭
和
六
年
三
月
三
十
日
消
印

　

滞
留
中
ハ
有
難　

感
謝
々
　々

□
□
□
柳
兄
来
訪
仕
事
好
評　

相
談
ノ
上
丸
火
箸

　

角
箱
切
子
灰
押
ヘ
三
品
出
品
ニ
決
定　

指
輪
ハ
柳
兄
モ
愛
壷
ヲ
カ
ズ
望
マ
レ
テ
割

　

愛　

コ
レ
ハ
都
合
ニ
テ
出
品
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、今
日
指
輪
二
ツ
発
送　

此
間
ノ

　

様
式
ニ
大
至
急
御
願
、御
母
堂
始
メ
皆
サ
マ
ニ
宜
敷
　　

金
庫
至
急
御
願

﹇
資
料
３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

洛
北
下
鴨

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

五
、一
八

　

昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
。慌
し
き
旅
に
て　

ゆ
る
　
お
話

　

し
出
来
ざ
る
　
事
を
残
念
に
思
ひ
ま
す
。御
入
港
御
立
寄
の
日
を
待
上
ま
す
。土

　

瓶
の
手
何
分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す

﹇
資
料
４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

じ
よ
う
に
挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル
の
◇
部
を
指
し「
此
ハ
四
角
ノ
地
金
ヲ
ケ
ヅ
ッ
テ
穴

ヲ
ア
ケ
テ
ハ
ド
ウ
デ
ス
カ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、真
鍮
の
塊
か
ら
形
を
削
り
出
し
、空

気
が
通
る
よ
う
穴
を
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。ま
た
、挿
図
18
の
Ⅱ
の
キ
セ
ル
は

勝
造
の
下
図
の
番
号
4
の
キ
セ
ル
、挿
図
19
の
下
段
の
キ
セ
ル
は
勝
造
の
下
図
の
番
号

5
の
キ
セ
ル
を
改
正
し
た
図
だ
と
思
わ
れ
、前
述
し
た
勝
造
の
下
図
4
、5
の
番
号
に

該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
の
改
正
の
図
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。河
井
寬
次
郎
記
念

館
収
蔵
の
二
十
三
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
、Ⅰ
と
Ⅱ
の

図
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
見
つ
か
っ
た
。

　

挿
図
20
に
は
夫
婦
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。軸
の
構
造
も
細
か
く
描
い
て
い
る
。指
示

書
一
に「
別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ
一
ツ
製
図
ノ
様

ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
」と
あ
り
、専
売
公
社
よ
り
借
り
た
キ
セ
ル
の
再
製
を
依
頼

し
て
い
る
の
は
こ
の
夫
婦
キ
セ
ル
だ
ろ
う
。挿
図
19
に
も「
何
レ
モ
免
倒
十
分　

此
写

作
リ
ニ
タ
イ
モ
ノ
モ
一
ツ　

御
骨
折
御
願
御
願
」と
あ
り
、「
此
写
」が
指
す
の
は
夫

婦
キ
セ
ル
の
再
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。河
井
の
日
記
に
夫
婦
キ
セ
ル
が
登
場
し

た
の
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
六
日（
註
２2
）。制
作
を
依
頼
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
河

井
の
念
願
の
夫
婦
キ
セ
ル
再
製
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、先
に
述
べ
た
と
お
り

現
在
勝
造
が
制
作
し
た
夫
婦
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

挿
図
21
に
は
大
き
く
改
正
原
寸
大
と
書
か
れ
て
い
る
。図
へ
の
書
き
込
み
で
は
寸

法
の
他「
此
処
ガ
ス
ボ
ケ
ヌ
様
」、「
此
辺
気
持
ヒ
ロ
ゲ
ル
コ
ト
」な
ど
注
意
を
促
し
て

い
る
。こ
の
キ
セ
ル
の
形
は
幾
何
学
形
態
部
分
が
�
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。挿
図
18
、19
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の
キ
セ
ル
と
類
似
す
る
が
幾
何
学
形
態
の
部
分
が
異

な
る
。こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

六
、四

　

昭
和
六
年
六
月
四
日
消
印

　

前
略　

い
つ
ぞ
や
お
希
ひ
致
候
土
瓶
の
手
、出
来
候
節
は
お
送
□
度
候
、巾
は
四

　

寸
前
後
、大
中
小
各
〃
一
個
先
に
お
届
□
れ
ば
幸
甚
に
て
候

　

巾
四
寸
前
後（
図
示
）

﹇
資
料
５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
六
月
十
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

六
月
十
日

　

其
後
御
変
り
御
座
な
く
□
伺
上
□　

先
生
の
御
蔭
で
石
州
焼
も
東
京
で
大
変
好

　

評
の
由　

何
よ
り
の
事
に
御
座
□　

土
瓶
の
手
見
本
と
し
て
三
ケ
御
送
り
申
上

　

げ
る
□
形
の
よ
し
あ
し
金
の
厚
み
工
合
及
ひ
仕
上
の
工
合
等
詳
細
に
御
指
示
□

　

□
□
□
□　

仕
上
げ
等
は
今
少
し
上
品
に
で
も
出
来
□
候
□
□
一
度
ご
覧
に
入

　

れ
る
□
御
返
事
次
第
如
何
様
に
も
致
し
可
候
先
々
要
件
の
み
に
て
失
礼
致
ス

　
　
　

六
月
十
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様　
　
　

□
□　

　

柳
様

﹇
資
料
８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

七
、一
八

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
七
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
土
瓶
の
手
二
十
個
う
れ
し
く
お
う
け
と
り
し
ま
し
た
。代
金
河
井
君
の

　

方
へ
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。何
れ
お
送
り
す
る
事
と
思
ひ
ま
す
。月
末　

松
江
行
、

　

お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す

﹇
資
料
９
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

九
月
十
三
日

　

昭
和
六
年
九
月
十
三
日
消
印

　

其
後
は
失
礼
致
し
ま
し
た　

御
元
気
で
す
か　

鳥
取
の
吉
田
氏
も
ぼ
て
　
茶
に

　

来
安
致
さ
れ
る
筈
で
す
が
前
の
日
曜
も
今
度
の
日
曜
も
老
支
の
為
延
期
致
さ
れ

　

ま
し
た　

此
次
は
松
江
の
民
藝
展
出
品
物
で
働
い
て
居
ま
す　

金
庫
も
漸
く
三

　

個
出
来
上
り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す　

　

御
覧
の
上
御
批
評
を
願
ま
す

﹇
資
料
１０
﹈

　

出
雲
国
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印

　
　
　

十
一
月
十
三
日

　

京
都
市
御
前
通
り
一
条
下
ル

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

前
略　

昨
日
は
お
手
紙
頂
戴
致
し
お
厄
介
な
る
お
願
を
早
々
お
製
作
下
さ
れ
お

　

発
送
下
さ
ゐ
ま
し
た
由
承
知
致
し
ま
し
た
の
で
到
着
を
心
待
ち
居
り
ま
し
た
が

　

本
日
午
後
正
に
落
手
い
ろ
　
お
配
慮
と
お
手
数
を
煩
わ
し
有
難
く
お
礼
申
し
上

　

ま
す
。速
足
解
荷
拝
見
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
は
全
て
小
生
が
不
要
意
な
る

　

お
願
の
為
め
と
存
じ
ま
す
の
で
誠
に
申
上
難
う
御
座
ゐ
ま
す
が
実
は
引
手
の
座

　

金
の
部
分
が
取
り
着
け
る
も
の
と
の
関
係
上
丸
形
の
も
の
が
望
ま
し
う
御
座
ゐ

　

ま
す
の
で
重
ね
　
お
面
倒
な
お
願
で
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
座
金
だ
け
同
封

　

の
図
の
様
な
も
の
に
お
作
り
更
へ
お
願
致
し
度
う
存
じ
ま
す
。甚
だ
勝
手
な
お
願

　

ば
か
り
致
し
何
卒
不
悪
お
計
の
程
お
願
申
上
ま
す
。ま
た「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り

　

に
な
ら
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
す
が
ま
た
其
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ

　

下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す

　

要
々
お
願
ま
で
乱
筆
お
許
し
く
だ
さ
ゐ
ま
せ

草
々

　
　
　

五
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

金
田
勝
造
様　

　

乍
失
礼
為
替
三
□
や
同
封
致
し
て
置
き
ま
し
た　

ゆ
え
お
受
取
り
下
さ
ゐ
ま
た

﹇
資
料
６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
六
月
十
二
日
消
印

　

お
送
り
の
品
、大
に
感
謝
。あ
れ
で
結
構
と
思
ひ
ま
す
が
、や
は
り
も
少
し
丁
寧
に

　

き
れ
い
に
仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。大
き
さ
形
三
つ
と
も
上
等
で

　

す
。價
格
お
し
ら
せ
を
乞
ふ

﹇
資
料
７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
七
月
五
日
消
印

　

出
雲
国
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

七
月
五
日

　

其
後
御
元
氣
の
事
と
存
じ
ま
す　

私
も
御
蔭
で
無
事
仕
事
に
精
進
し
て
居
り
ま

　

す　

本
日
土
瓶
の
手
廿
ケ
御
送
り
致
し
ま
し
た　

十
ケ
宛
二
種
で
す　

又
値
段

　

は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て
一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し

　

た
つ
も
り
で
す　

鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず
造
り
ま
す　

先
つ
は
あ
ら　

　
に
て
失
礼
申
ま
す

　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

作
り
更
へ
て
頂
き
ま
す
座
金
の
分
何
卒
お
遠
慮
な
く
お
請
求
下
さ
ゐ
ま
せ
。以
上

　
（
図
解
の
紙
片
）

　
（
図
示
）真
鍮
に
て
寸
法
は
こ
の
図
位
、其
他
の
こ
と
何
卒
よ
ろ
し
く
お
計
□
お
願

　

申
ま
す

　　

前
略　

お
葉
書
及
小
包
正
に
落
手　

色
々
と
お
配
慮
有
難
う
御
座
ゐ
ま
し
た
。

　

ま
た
速
足
乍
ら
お
尋
の
件
小
生
の
存
じ
居
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
法
は
小
生

　

も
目
に
て
覺
え
居
る
も
の
な
れ
だ
精
し
き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
と
存

　

じ
ま
す
。方
法
は
至
っ
て
簡
単
に
て
仕
上
り
た
る
も
の
を
火
に
て
熱
し
そ
れ
の
冷

　

め
ぬ
間
に
古
布
の
様
な
も
の
に
生
漆
を
つ
け
、そ
れ
に
て
じ
ゅ
ん
　
音
を
立
て
る

　

様
な
の
に
拭
き
着
け
る
の
で
す
。以
上
は
焼
漆
の
法
に
て
油
焼
も
同
様
の
工
程
に

　

て
只
漆
と
油
と
の
違
丈
け
、こ
れ
も
其
加
減
調
子
等
お
自
得
の
程
願
ま
す
。以
上

　

甚
だ
不
要
領
乍
ら
お
答
ま
で
。猶
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後
御
座
ゐ
ま
す
ゆ

　

え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て
居
り
ま
す

　

で
は
要
々
の
み

　

季
節
柄
お
自
愛
お
祈
り
申
し
て
居
り
ま
す

草
々

　
　
　

十
三
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋　

　

金
田
勝
造
様　

﹇
資
料
１１
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　

一
月
廿
一
日

　

本
日
砂
糖
挟
ニ
ヶ
再
製
の
□
御
送
り

　

致
し
ま
し
た
。

　

真
鍮
製
み
な
と
や
行
の
値
段
九
十
銭

　

銀
製
三
円
よ
り
三
円
二
三
十
銭

　

右
御
返
事
申
ま
す

　

銀
ハ
目
方
相
当
持
つ
の
で
右
値
段
よ
り
安
く
は
困
難
で
す

　

諸
々
御
下
令
の
程
願
ま
す

　
　
　

一
月
廿
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様

﹇
資
料
１３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

正
月
廿
三
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
（
消
印
不
明
瞭
）

　

お
送
り
の
品
、形
上
〃
〃
。実
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
し
た
。　

但　

長
さ
が
四
寸
五
分

　

と
書
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、何
れ
も
二
三
分
長
す
ぎ
る
の
で
、今
度
は
四
寸
五
分

　

を
出
な
い
様
に
希
ひ
ま
す
。（
図
示
）此
所
此
形
の
方
寧
ろ
よ
ろ
し
く
之
を
三
十
個

　

お
作
り
□
い
。内
二
十
個
港
や
行
。十
個
京
都
小
生
宛

﹇
資
料
１４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
三
月
十
一
日
消
印

　
　
　

三
月
十
一
日

　

京
都
市
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。砂
糖
ば
さ
み
代　

忘
れ
て
お
っ
て
申
わ
け
あ
り
ま
せ
ぬ　

拾
円

　

こ
こ
に
お
届
け
致
し
ま
す
。東
京
港
や
に
送
っ
て
頂
き
し
分
は
お
う
け
と
り
□
い

　

ま
し
た
か
。ま
だ
で
し
た
ら
小
生
よ
り
督
促
し
ま
す　

御
一
家
は
丈
夫
に
や　

安

　

来
は
ま
だ
雪
が
あ
る
事
と
お
察
し
し
ま
す

　

河
井
様
皆
〃
様
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

三
月
十
一
日

　
　
　
　

宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印

　

先
日
本
立
一
把
御
批
評
願
ふ
様
御
送
り
致
し
て
置
き
ま
し
た　

□
何
の
事
も
な

　

く　

御
多
用
中
恐
入
り
ま
す
が
至
急
御
返
事
御
待
ち
申
し
ま
す

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印

　
　
　

正
、一
七
、

　

京
都

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

先
日
は
お
目
に
か
〻
れ
ず
大
変
残
念
で
し
た
。砂
糖
夾
早
速
作
っ
て
□
っ
て
感
謝
。

　

寸
法
少
し
小
さ
く
且
つ
痩
せ
て
ゐ
る
の
で
、も
少
し
太
ら
せ
て
□
い
ま
せ
ん
か　

　
（
図
示
）此
巾
五
分　
（
図
示
）お
送
り
□
し
も
の　

如
く
外
ガ
ワ
丸
味
あ
り　

　
（
図
示
）此
と
こ
ろ
ニ
分
五
リ
。（
図
示
）掌
の
形
の
如
く
中
が
ふ
く
れ
る
。つ
ま
り

　

サ
ジ
を
両
方
か
ら
合
せ
た
如
き
形
。但
し
サ
ジ
の
如
く
深
く
な
く
、も
少
し
浅
し
。

　
（
図
示
）此
長
さ
四
寸
五
分　
（
図
示
）此
巾
六
分
五
リ　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ

　

七
、八
分　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ
五
分　
（
図
示
）背
中
此
形
も
よ
ろ
し
か
ら
ん

　

真
鍮
製
一
個
の
値
い
く
ら
に
候
や

　

銀
製
な
れ
ば
い
く
ら
に
や

　
　
　

一
、一
七

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１２
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
七
年
一
月
二
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

四
月
二
日

﹇
資
料
１６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

四
、五
、

　
　
　
　

柳

　

昭
和
七
年
四
月
六
日
消
印

　

別
便
で
申
し
忘
れ
ま
し
た
が（
図
示
）此
長
さ
三
寸
。御
送
り
下
さ
っ
た
の
よ
り
薄

　

く
て
は
却
て
い
け
ま
せ
ん
。相
当
の
厚
さ
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
事
分
り
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
ほ
か
の
部
分
よ
り
薄
い
方
が
い
ゝ
の
で
す
け
れ
ど
も
。

﹇
資
料
１７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

五
月
廿
三
日

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印

　

拝
啓　

其
後
御
障
り
も
あ
り
ま
せ
ぬ
か
お
伺
い
申
ま
す　

本
日
森
永
氏
方
へ
濱

　

田
氏
お
出
で
に
付
お
供
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す　

本
日
港
屋
よ
り
土
瓶
手
砂
糖

　

挟
み
等
賣
行
き
面
白
か
ら
ず
返
送
致
す
様
申
さ
れ
他
に
向
け
先
あ
れ
ハ
其
方
へ

　

向
け
る
可
く
通
知
が
あ
り
ま
し
た　

今
に
な
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
も
困
り
ま
す

　

か　

如
何
致
し
た
も
の
で
せ
う
か　

港
屋
へ
は
今
一
割
の
値
引
し
て
□
□
引
受

﹇
資
料
２０
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　
　

寬

　

昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印

　

（三）　

指
輪
帯
留
有
難　

土
瓶
ツ
ル
代
共
宗
兄
ノ
方
ヘ
代
御
請
求
御
願　

柳
鉄
指

　

輪
ア
ノ
通
リ
出
来
ヌ
カ
御
一
考
御
願　

出
来
レ
バ
茲
デ
又
一
問
題
如
何
々
々

﹇
資
料
２１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
八
年
九
月
四
日
消
印

　
　
　

九
月
三
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寛

　

金
田
兄

　

九
月
三
日
寬

　

御
元
気
ヲ
祈
ル
。土
瓶
手
有
難
大
イ
ニ
嬉
シ　

見
テ
モ
用
ヒ
テ
モ
大
変
結
構
之
以

　

上
ノ
モ
ノ
モ
ウ
期
待
ス
ル
必
要
ナ
シ　

永
ク
続
ケ
テ
頂
キ
度
イ　

背
ノ
丸
味
ノ

　

モ
ノ
ト
同
時
ニ
角
ノ
モ
少
シ
立
ッ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
テ
好
イ
ト
思
フ
。鉄
ニ
テ
ハ
如

　

何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
。此
間
カ
ラ
ノ
モ
ノ
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
ヲ
乞
フ
。

　

柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
ア
レ
ハ
ア
ノ
通
リ
再
製
出
来
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
カ
。ア
ン
ナ
モ
ノ

　

ガ
出
来
レ
バ
皆
喜
ブ
ニ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。売
レ
ル
ニ
モ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。一
勉
強

　

如
何
。此
間
木
工
棚
、箱
到
着
、金
具
仲
々
見
事
ニ
テ
嬉
シ　

只
コ
ノ（
図
示
）分（
ロ
）

　
（
図
示
）（
イ
）ノ
風
ノ
心
入
ニ
テ（
イ
）ト（
ロ
）ノ
巾
ヲ
広
ク
ト
ル
ナ
ラ
バ
一
増
見

　

事
ナ
ラ
ン
ト
思
フ　

次
ニ
ハ
其
様
ニ
御
願　

又
曳
出
シ
ノ
引
手（
図
示
）ハ
少
サ

　

イ
二
ツ
ノ
座
ヨ
リ
図
ノ
様
ノ
モ
ノ
落
付
ク
ト
思
フ　

次
ハ
シ
カ
ル
可
ク
御
願　

　

猶
、引
手
ノ
輪
ノ
張
リ
ガ
足
ラ
ズ（
図
示
）（
イ
）ヲ
モ
少
シ
張
ラ
セ
タ
方
好
シ
。火

　

箸
頭
ノ
引
手
仲
々
美
シ
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落

　

付
好
シ　

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願　

此
間
ノ
カ
ケ
棚
ト
小
棚
二
ツ
ハ
皆
デ
好
評

　

コ
レ
等
ハ
今
年
ノ
大
収
穫
也

　

エ
ラ
イ
ダ
ロ
ウ
ガ
エ
ラ
イ
カ
ラ
ノ
勉
強
ダ
、大
イ
ニ
ヤ
ロ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。エ
ラ

　

イ
事
ニ
負
ケ
ナ
イ
デ
ヤ
ル
事
ニ
シ
ヨ
ウ
。

　

森
永
兄
其
後
御
元
気
ニ
ヤ　

暮
々
モ
ヨ
ロ
シ
ク
。石
輪
サ
ン
ニ
モ
宜
敷
　
　
竹
サ

　

ジ
ノ
好
イ
カ
ガ
出
来
テ
大
イ
ニ
嬉
シ
イ
。誰
モ
好
イ
モ
ノ
ガ
出
来
出
し
タ
ノ
ガ
有

　

難
イ
。

　

工
藝
ハ
近
ク
宗
兄
ト
相
談
シ
テ
ウ
ン
ト
諸
兄
ニ
役
立
ツ
様
ニ
ス
ル
。

　

諸
兄
ノ
モ
ノ
ガ
売
レ
ル
様
ニ
ス
ル　

元
気
ニ
仕
事
ヲ
進
メ
テ
貰
ヒ
度
イ
。

　

御
老
母
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

﹇
資
料
２２
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
十
六

　
　

柳
宗
悦
殿

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印

　

先
日
ハ
御
疲
れ
の
事
と
存
じ
ま
す　

御
土
産
迄
頂
き
御
厚
礼
申
ま
す　

本
日
工

　

藝
寫
眞
材
料
本
立
一
把
民
藝
協
会
の
織
物
切
同
送
致
し
ま
し
た　

御
査
収
□
上

　

け
て
貰
ふ
様
通
知
は
出
し
て
置
き
ま
し
た

﹇
資
料
１８
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

二
月
二
十
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印

　

大
に
勉
強
。感
謝
。灰
な
ら
し
二
つ
と
も
及
㐧
。但
し
上
部
の
厚
み
、も
う
少
し
薄

　

く
し
、全
体
の
重
み
を
減
ず
る
方　

更
に
可
。魚
焼
網
の
方
は
も
う
一
改
良
を
要

　

す
。森
永
君
に
傳
言
せ
し
故
、お
聞
き
を
乞
ふ
。ス
カ
シ
彫
は
あ
れ
に
て
上
等
。周

　

囲
と
柄
と
を
も
っ
と
よ
く
し
た
き
望
み
。

﹇
資
料
１９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

三
、二

　
　
　
　

柳

　

昭
和
八
年
三
月
三
日
消
印

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。灰
な
ら
し
は
あ
の
ま
〻
高
嶋
や
の
方
へ
出
し
ま
す
。実
價
お
し

　

ら
せ
下
さ
い
。そ
の
上
賣
價
を
こ
ち
ら
で
つ
け
ま
す
。金
網
は
も
う
一
息
。森
永
君

　

と
よ
く
御
話
合
下
さ
い

　

宣
敷
御
仕
計
ら
ひ
の
程
願
上
ま
す

　

九
月
廿
日

﹇
資
料
２３
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
廿
六

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
月
三
日

　

昭
和
八
年
十
月
三
日
消
印

　

民
藝
協
会
の
荷
物
に
土
瓶
手
一
砂
糖
挟
一
同
封
致
し
ま
し
た　

致
っ
て
品
物
手

　

持
少
な
く
困
り
ま
し
た　

先
日
寫
眞
材
料
と
し
て
お
送
り
致
し
た
本
立
て
も
陳

　

列
願
ま
す　

値
段
付
は
右
同
送
品
に
添
付
し
て
置
き
ま
し
た　

然
し
後
で
気
が

　

付
き
ま
し
た
が
普
通
賣
價
と
の
事
で
し
た　

全
部
下
記
の
通
り
訂
正
願
ま
す

　

本
立　
　

弐
、五
〇

　

土
瓶
手　

、八
〇

　

砂
糖
挟　

、七
〇

﹇
資
料
２４
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印

　
　
　

三
月
四
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

八
月
卅
一
日

　

拝
啓　

失
礼
の
み
仕
居
り
候
御
□
□
□
□
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に

　

よ
り
銀
匙
二
種
造
り
本
日
御
送
り
申
上
□
る
リ
ー
チ
先
生
に
も
御
渡
し
□
□
□

　

御
改
正
の
程
御
願
申
上
げ
□

　

右
御
願
迄

　
　
　

八
月
卅
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
先
生

﹇
資
料
２６
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生
気
付

　
　

リ
ー
チ
先
生

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
九
年
十
月
九
日
消
印

　

拝
啓
失
礼
の
み
仕
□
□
候
御
許
下
さ
れ
度　

先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送

　

下
さ
れ
度　

手
本
に
し
て
綜
合
展
に
少
々
で
も
出
し
度
在
□　

尚
総
合
展
は
開

　

会
日
は
何
日
に
□
□
一
寸
御
知
ら
せ
下
さ
れ
□
□

　

右
乱
筆
御
願
ま
で

　
　
　
　

十
月
十
九
日

﹇
資
料
２７
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

至
急

　

昭
和
□
年
□
月
十
二
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
一
月
十
二
日

　

柳
先
生

　
　
　

十
一
月
十
一
日　

金
田
勝
造

　

其
後
ハ
御
不
沙
汰
の
み
致
し
て
居
ま
す
御
許
程
お
願
申
ま
す
。リ
ー
チ
先
生
か

　

ら
髙
島
屋
展
に
間
に
会
ふ
様
に
□
の
御
下
令
で
別
紙
目
録
の
通
り
本
日
お
送
り

　

致
し
ま
し
た　

御
手
数
恐
入
り
ま
す
が
お
届
け
願
上
ま
す　

何
し
ろ
日
数
少
な

　

く
思
ふ
様
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。追
加
注
文
を
精
々
御
尽
力
の
程
お
願
ひ
申
上
ま

　

す
右
何
卒

　

リ
ー
チ
先
生
へ
呉
々
も
宜
敷
お
伝
言
お
願
申
ま
す

　

リ
ー
チ
先
生

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

左
記
値
段
ハ
何
レ
モ
原
価
デ
ス
カ
ラ
左
様
御
承
知
願
マ
ス

　
　
　
　
　
　

記

　

一
、貳
拾
五
円　

銀
小
匙
一
打
ニ
付

　

一
、四
拾
五
円　

見
本　

大
匙
一
打
ニ
付

　

一
、参
拾
七
円　

見
本
フ
ォ
ー
ク
一
打
ニ
付

　
　
　
　

河
井
寛　

　

金
田
兄

　

三
月
四
日
夜
寬

　

御
手
紙
拝
見　

済
マ
ヌ
　
　
　
コ
ラ
ヒ
テ
ク
レ　

其
元
気
デ
御
願
ダ　

火
箸
ハ

　

見
事
大
イ
ニ
嬉
シ　

好
キ
ナ
人
ニ
分
カ
チ
度
イ　

パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何　

　
（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御
願　

香
炉
火
屋
丸
形
バ
ン
ド
一
ツ
玄
琢
行　

網
火
箸
二

　

ツ
其
他
失
念
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
御
願　

バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ

　

其
内
御
届
ケ
ノ
筈　

ソ
レ
カ
ラ
森
永
兄
ヘ
暮
々
モ
宜
敷
　
　
此
度
ノ
工
藝
表
紙

　

實
ニ
嬉
シ
イ　

コ
コ
迄
勉
強
サ
レ
タ
事
實
ニ
有
難
イ　

其
内
工
藝
ノ
一
号
作
リ

　

度
皆
ト
ソ
ウ
ダ
ン
シ
度
イ

　

石
輪
サ
ン
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

　

御
老
母
御
大
切
ニ

　

御
一
家
ノ
幸
福
祈
念

　

其
内
御
入
京
ヲ
待
ツ　

ソ
レ
カ
ラ
此
間
森
永
兄
ヘ
御
願
ノ
佐
々
木
カ
ラ
依
頼
ノ

　

ツ
ム
ギ
七
反
御
願　

仝
様
ノ
モ
ノ
拙
宅
ニ
モ
一
反
御
願　

都
合
八
反
至
急
御
作
リ

　

御
願
不
備

　

家
ハ
皆
大
元
気

　

乞
御
安
神

﹇
資
料
２５
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

昭
和
九
年
八
月
三
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　
　
　

右

﹇
資
料
２８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　
　
　

四
月
十
一
日

　

昭
和
十
年
四
月
十
二
日
消
印

　

御
元
氣
嬉
シ
手
紙
ト
作
品
有
難
、灰
ナ
ラ
シ
ハ
近
頃
嬉
シ　

図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生

　

カ
サ
レ
小
生
モ
一
ツ
欲
シ
序
ニ
御
願　

此
度
ノ
火
箸
使
ヒ
好
ク
重
ク
ナ
ク
軽
ク

　

ナ
ク
有
難
イ　

全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ　

灰
ナ
ラ
シ
ハ
之
迠
小
生
ノ
見
タ

　

全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ　

有
難
イ
、十
二
月
客
車
便
ニ
テ
御
届
、

﹇
資
料
２９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　

昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
消
印

　

此
間
ハ
有
難
フ
有
難
フ
嬉
シ
カ
ッ
タ
ヨ　

大
阪
た
く
み
デ
近
作
見
タ
何
レ
モ
美

　

シ
イ
大
イ
ニ
喜
ン
ダ　

大
イ
ニ
ヤ
ッ
テ
ホ
シ
イ　

皆
サ
ン
ニ
山
々
宣
敷
　
　
新

　

シ
イ
仕
事
大
期
待
ダ
、大
若
返
リ
万
歳
ダ
、ナ
タ
マ
メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎

　

日
待
ッ
テ
居
ル
、安
来
民
藝
シ
ッ
カ
リ
タ
ノ
ム

ゝゝ

　

謝
辞

　
　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
、調
査
に
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
ご
所
蔵
者
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼

　

申
し
上
げ
ま
す
。ご
教
示
賜
り
ま
し
た
、河
井
寛
次
郎
記
念
館
学
芸
員
・
鷺
珠
江
氏
、日
本
民

　

藝
館
学
芸
部
長
・
杉
山
享
司
氏
に
謹
ん
で
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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い
た
。勝
造
は
十
六
歳
で
松
江
市
の
金
工
家
・
塩
津
親
次
に
師
事
し
て
い
る（
註
２
）。塩

津
親
次
は
加
納
夏
雄
、海
野
勝
珉
に
師
事
し
、片
切
彫
、肉
彫
を
得
意
と
し
て
い
た
こ

と
か
ら（
註
３
）、勝
造
も
師
よ
り
同
様
の
彫
金
技
術
を
習
得
し
、独
立
後
は
号
を
耕
雲

と
し
安
来
で
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を
制
作
し
た
。明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
勝

造
の
息
子
、正
芳
も
昭
和
元
年
頃
に
塩
津
親
次
の
息
子
、塩
津
正
寿
に
弟
子
入
り
す

る（
註
４
）。塩
津
正
寿
は
海
野
清
に
師
事
し
て
い
る（
註
５
）。正
芳
も
片
切
彫
と
肉
彫
を

習
得
し
、独
立
後
は
勝
造
と
共
に
安
来
市
で
、香
炉
や
香
合
な
ど
を
制
作
し
た
。

河
井
寛
次
郎
か
ら
の
書
簡
　
民
藝
運
動
へ
の
関
わ
り
と
国
展
出
品

　

先
述
の
資
料
の
中
で
最
も
早
い
消
印
を
持
つ
書
簡
は
昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消

印
の
河
井
が
勝
造
に
宛
て
た
葉
書（
資
料
１
）で
あ
る
。島
根
に
民
藝
運
動
が
興
る
契
機

と
な
っ
た
柳
宗
悦
の「
島
根
工
藝
診
察
」（
註
６
）よ
り
一
足
早
い
。こ
の
年
勝
造
は
三
十

八
歳
。河
井
は
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
、勝
造
よ
り
三
歳
年
長
で
生
家
も
近
く
既
知

の
仲
で
あ
っ
た
。葉
書
に
は
三
月
二
十
日
頃
の
安
来
帰
省
の
折
に
勝
造
に
会
い
、勝

造
の
金
工
品
を
見
た
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。彫
金
工
と
し
て
二
十
年
余
り
制
作
し

て
い
た
勝
造
は
、こ
の
頃
か
ら
民
藝
運
動
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。勝
造
宛
の
書
簡
四
十
通
の
う
ち
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
書
簡
は
十
五
通
、

そ
の
中
で
宛
名
を
金
田
耕
雲
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
葉
書
の
み
で
あ
る
。他
に
二

通
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
か
ら
金
田
耕
雲
の
宛
名
で
届
い
た
書
簡
が
あ
る
が
、い
ず
れ

も
昭
和
六
年
の
消
印
で
、そ
れ
よ
り
後
に
金
田
耕
雲
を
宛
名
に
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。国
展
出
品
の
際
の
作
者
名
も
初
入
選
の
昭
和
六
年
か
ら
金
田
勝
造
で
あ
る
。こ

れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、勝
造
は
河
井
か
ら
の
提
言
で
耕
雲
の
号
の
使
用
を
や

め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
同
年
三
月
三
十
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２
）に
は
、安

来
滞
在
の
お
礼
と
と
も
に
河
井
が
京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
勝
造
の
金
工
品

「
丸
火
箸
角
箱
切
子
灰
押
へ
」を
柳
宗
悦
と
相
談
の
上
、出
品
し
た
と
あ
る
。文
面
は

指
輪
の
出
品
は
割
愛
し
た
こ
と
と
、指
輪
を
二
つ
発
送
し
た
の
で
お
願
い
、金
庫
も

至
急
お
願
い
と
続
く
。勝
造
は
第
六
回
国
展
に「
眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對
」が
入

選
し
て
い
る
こ
と
か
ら
河
井
の
出
品
は
国
展
を
指
す
だ
ろ
う
。こ
こ
で
河
井
が
勝
造

へ
発
送
し
た
指
輪
は
指
輪
に
仕
立
て
る
た
め
の
陶
を
指
し
、座
金
の
作
成
を
依
頼
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
時
点
で
の
制
作
は
河
井
や
柳
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
指
導
で

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、勝
造
が
制
作
し
た
金
工
品
の
中
か
ら
河
井
や
柳
の
目
に

か
な
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。制
作
を
依
頼
さ
れ

た
指
輪
も「
此
間
ノ
様
式
ニ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
勝
造
が
制
作
し
た
様
式
に
倣
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。金
庫
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、昭
和
六
年

九
月
十
三
日
消
印
の
柳
宛
の
勝
造
の
葉
書（
資
料
９
）で「
金
庫
も
漸
く
三
個
出
来
上
が

り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す
」と
あ
り
、依

頼
か
ら
半
年
後
に
河
井
と
柳
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
以
降
、勝
造
は
国
展
に
連
続
し
て
六
回
入
選
し
て
い
る
。昭
和
十
年
四

月
十
二
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２8
）に「
図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生
カ

サ
レ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
河
井
は
自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
で
あ
ろ
う
灰
な
ら
し
を

「
之
迠
小
生
ノ
見
タ
全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ
」と
称
賛
し
火
箸
と
と
も
に

「
全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ
」と
書
い
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、昭
和
六
年
以
降
も
勝

造
の
金
工
品
は
河
井
を
通
し
て
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。昭
和
十
二
年

の
第
十
二
回
以
降
勝
造
の
入
選
が
無
い
の
は
、同
年
に
河
井
や
柳
ら
が
国
画
会
よ
り

退
会
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
勝
造
の
国
展
入
選
歴
を
示
し
て
お
く（
註
７
）。

昭
和
六
年　
　

第
六
回　

眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對　

昭
和
七
年　
　

第
七
回　

本
立
、文
鎭
、水
入
、角
砂
糖
バ
サ
ミ
、帶
止
金
具

昭
和
八
年　
　

第
八
回　

眞
鍮
筆
立
、眞
鍮
銀
象
嵌
卷
煙
草
箱
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛（
釦
か
）、鐵
灰
押

昭
和
九
年　
　

第
九
回　

鐵
火
箸
二
種
、眞
鍮
杓
子
、銅
手
付
網
、鐵
麻
ノ
葉
透
シ
網

昭
和
十
年　
　

第
十
回　

鐵
火
箸
、鐵
火
押
、鐵
銀
象
嵌
帶
止
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス
釦

昭
和
十
一
年　

第
十
一
回　

銀
象
嵌
入
鉄
指
輪
A
、B
、鐵
金
具
付
箱
、眞
鍮
水
入

柳
宗
悦
と
の
往
復
書
簡
　
制
作
指
導

　

遺
族
の
元
に
残
る
柳
が
勝
造
へ
送
っ
た
書
簡
と
日
本
民
藝
館
に
残
る
勝
造
が
柳

へ
送
っ
た
書
簡
か
ら
、書
簡
の
往
復
が
確
認
で
き
る
。勝
造
宛
て
書
簡
の
四
十
通
中
、

柳
か
ら
の
書
簡
は
十
通
。柳
か
ら
の
一
番
早
い
書
簡
は
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

の
葉
書（
資
料
３
）で
、「
先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
・・
土
瓶
の
手
何

分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す
」と
あ
る
。先
日
お
逢
ひ
と
は
柳
の「
島
根
工
藝
診
察
」で
の

五
月
八
日
の
安
来
訪
問
だ
ろ
う
。こ
こ
で
お
そ
ら
く
勝
造
は
柳
に
自
作
を
見
せ
て
い

る（
註
８
）。そ
の
際
に
土
瓶
の
手
の
制
作
を
柳
が
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
、

六
月
四
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
４
）で
柳
は
土
瓶
の
手
の
催
促
と
と
も
に
図
入

り
で
サ
イ
ズ
を
指
定
し
、大
中
小
各
一
個
届
け
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。具
体
的
な
指

示
を
出
し
、ま
ず
は
試
作
の
出
来
を
見
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。六
日
後
の
六
月
十
日

る
。一
月
二
十
三
日
と
記
載
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１３
）で
柳
は
長
さ
を
指
定
通
り
に

作
る
よ
う
指
示
し
指
導
を
終
え
、こ
れ
を
三
十
個
制
作
し
二
十
個
を
港
屋
へ
、十
個

を
自
分
へ
送
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。勝
造
の
試
作
及
び
、注
文
の
三
十
個
に
使
用
し

た
金
属
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
月
十
一
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１４
）に

砂
糖
夾
代
に
拾
円
送
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、砂
糖
夾
十
個
分
の
代
金
と
考
え
て
、真

鍮
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。現
在
、日
本
民
藝
館
と
鳥
取
民
藝
美
術
館
に
真
鍮
製
の
砂

糖
夾
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
１7
）か
ら
、勝
造
が
港
屋
に
送
っ
た
土
瓶
の
手
と
砂
糖
夾
の
売
れ
行
き
が

思
わ
し
く
な
く
値
下
げ
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。当
初
の
港
屋
の
行
き
の
価
格
九
十

銭
が
卸
値
か
売
値
か
は
定
か
で
な
い
が
、昭
和
八
年
の
十
月
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
２3
）で
、砂
糖
夾
の
売
値
を
七
十
銭
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
年
半
後
に

は
価
格
を
下
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
１５
）や
直
後
四
月
六

日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１６
）か
ら
勝
造
は
砂
糖
夾
に
続
い
て
柳
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
真
鍮
製
の
本
立
て
も
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。本
立
て
は

現
在
、一
揃
え
の
う
ち
片
方
が
日
本
民
藝
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。昭
和
七
年
の
国

展
に
入
選
し
た「
本
立
」「
角
砂
糖
バ
サ
ミ
」は
柳
に
指
導
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
柳
の
指
導
は
柳
か
ら
の
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１８
）、

同
年
三
月
三
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１９
）で
灰
な
ら
し
や
魚
焼
き
網
の
指
導
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。灰
な
ら
し
は
第
八
回
国
展
で
入
選
し
た「
鐵
灰
押
」、魚
焼
き
網
は
第
九

回
国
展
で
入
選
し
た「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」が
こ
の
時
の
指
導
の
も
の
だ
ろ
う
。先
の
書

簡
二
通
で
、魚
焼
き
網
は
毎
回「
も
う
一
改
良
」「
も
う
一
息
」と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
焼
き
網
は
柳
の
合
格
点
が
貰
え
ず
昭
和
八
年
の
出
品
を
諦
め
昭
和
九
年
に

出
品
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」は
写
真
が
残
ら
な
い
た
め
定
か
で

は
な
い
が
、戦
後
の
人
気
商
品
で
勝
造
が
六
男
の
忠
雄
と
と
も
に
作
っ
た「
て
き
」と

呼
ぶ
餅
焼
き
網
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
は
昭
和
八
年
九
月
十
六
日
に
松
江
に
来
て
お
り
、布
志
名
窯
及
び
袖
師
窯
を

訪
ね
て
い
る
が（
註
１１
）、昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
２２
）よ

り
こ
の
機
会
に
金
田
も
柳
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。同
書
簡
よ
り
勝
造
が
、

『
工
藝
』に
掲
載
す
る
写
真
材
料
の
た
め
、本
立
て
を
柳
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。柳
は
こ
の
時
の
来
訪
で
雑
誌『
工
藝
』へ
掲
載
す
る
た
め
の
取
材
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
。十
一
月
に
発
売
さ
れ
た
工
藝
三
十
四
号（
註
１２
）で
は
新
作
紹
介
と
し
て
勝
造
の

本
立
て
と
布
志
名
焼
、袖
師
焼
が
紹
介
さ
れ
た
。こ
の
掲
載
が
一
区
切
り
と
な
っ
た

の
か
、柳
か
ら
の
指
導
を
示
す
書
簡
は
こ
こ
で
終
わ
る
。そ
の
後
は
勝
造
が
柳
気
付

け
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
へ
書
簡
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。

黒
田
辰
秋
と
鉄
の
処
理
、河
井
寬
次
郎
の
要
望

　

黒
田
辰
秋
か
ら
の
書
簡
は
、昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印
の
封
筒
一
通（
資
料
１０
）

の
み
。五
日
と
十
三
日
の
日
付
の
便
箋
と
図
解
の
紙
片
が
入
っ
て
い
る
。五
日
の
便

箋
を
入
れ
た
封
筒
は
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。五
日
の
便
箋
に
は
送
っ
て
も
ら
っ
た

引
手
の
座
金
を
図
の
よ
う
に
作
り
変
え
て
欲
し
い
、「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り
な
ら
な

い
が
、そ
の
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
。勝
造
は
京
都
の

大
毎
会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
山
陰
民
藝
展（
昭
和
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
三

日
間
開
催
）の
た
め
に
上
京
し
て
お
り（
註
１３
）、そ
の
際
に
黒
田
に
会
い
引
手
の
依
頼

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
黒
田
が
勝
造
は「
鉄
」の
も
の

は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。白
金
屋
と
し
て
所
謂
上
手
物
を
作
っ
て
き

た
勝
造
は
象
嵌
な
ど
で
部
分
的
に
鉄
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、素
材
と
し
て

鉄
の
み
を
用
い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
、こ
の
時
の
引
手
は
真
鍮
で

消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
５
）で
、見
本
と
し
て
三
つ
土
瓶
の
手
を
送
る
の
で
形

の
よ
し
あ
し
、金
の
厚
み
、仕
上
げ
の
具
合
等
詳
細
に
ご
指
示
を
、仕
上
げ
は
今
少
し

上
品
に
も
出
来
、如
何
様
に
も
す
る
と
あ
る
。文
面
か
ら
は
柳
の
ど
ん
な
注
文
に
応

え
よ
う
と
す
る
勝
造
の
姿
勢
と
、応
え
ら
れ
る
だ
け
腕
に
自
信
が
あ
る
様
子
が
窺
え

る
。柳
は
早
々
に
六
月
十
二
日
消
印
の
葉
書（
資
料
６
）で
、「
も
少
し
丁
寧
に
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
あ
れ
で
結
構
」と
し
価
格
を
尋
ね
て
い

る
。そ
の
後
、七
月
五
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
７
）よ
り
、柳
へ
十
個
ず
つ
二

種
の
土
瓶
の
手
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
値
段
は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て

一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し
た
つ
も
り
で
す
」と
あ
り
、彫
金
工

時
代
は
数
が
少
な
く
と
も
手
を
か
け
た
高
級
な
も
の
を
作
る
こ
と
を
是
と
し
た
で

あ
ろ
う
勝
造
が
、数
を
多
く
値
段
は
安
く
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

土
瓶
の
手
に
使
用
し
た
金
属
は
不
明
。同
書
簡
に「
鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず

造
り
ま
す
」と
あ
り
、こ
れ
も
五
月
の
柳
と
の
面
会
時
に
注
文
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。七
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料

８
）よ
り
、柳
が
土
瓶
の
手
を
受
け
取
り
河
井
へ
代
金
を
預
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

半
年
後
の
昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１１
）で
は
、柳
は
勝

造
が
作
っ
た
砂
糖
夾
に
図
入
り
で
詳
細
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。加
え
て
真
鍮
製
と

銀
製
の
価
格
を
尋
ね
て
い
る
。柳
は
昭
和
七
年
一
月
七
、八
日
に
松
江
を
訪
れ
て
い

る
が（
註
９
）、書
簡
か
ら
そ
の
際
に
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
時
の
来

訪
で
柳
は
港
屋
で
売
り
出
す
山
陰
産
の
品
を
選
定
し
て
い
る（
註
１０
）。港
屋
で
の
販
売

を
見
込
ん
で
、勝
造
に
砂
糖
夾
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
後
、一
月
二
十

一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
１２
）よ
り
、勝
造
が
砂
糖
夾
二
個
を
再
製
し
送
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。二
度
目
の
試
作
で
あ
る
。価
格
は
真
鍮
製（
港
屋
行
き
）九
十
銭
、

銀
製
三
円
二
、三
十
銭
。銀
は
目
方
を
相
当
持
つ
の
で
こ
れ
よ
り
安
く
は
困
難
と
あ

依
頼
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、十
三
日
の
便
箋
で
黒
田
は
、お
尋
ね
の
件
と
し
て
自
分

の
知
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
方
法
、焼
漆
と
油
焼
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。「
精
し

き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
」と
言
い
、最
後
に「
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後

御
座
ゐ
ま
す
ゆ
え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て

居
り
ま
す
」と
あ
る
。鉄
の
も
の
は
作
ら
な
い
と
し
た
勝
造
が
黒
田
に
鉄
の
処
理
の

教
え
を
乞
う
た
の
は
周
り
の
要
望
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。戦
後
は
主
に
鉄
を
扱
い

だ
す
金
田
の
鉄
加
工
が
こ
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

国
展
の
入
選
を
見
る
と
第
八
回
以
降
は
鉄
の
作
品
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２０
）に
は「
柳
鉄
指
輪
」の
文

字
が
あ
る
。手
本
と
な
る
も
の
の
再
製
を
依
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
。昭
和
八
年
九
月

四
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
便
箋（
資
料
２１
）で
は
再
度
、「
柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
」の
再
製

を
お
願
い
し
な
が
ら
、土
瓶
の
手
の
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
展
開
を
提
案
し
つ
つ
、

「
鉄
ニ
テ
ハ
如
何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
」と
あ
る
。同
文
中
で
は「
火
箸
頭
ノ
引

手
」を
褒
め
た
後「
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落
付
好
シ

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願
」と
悉
く
鉄
で
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
。こ
こ
で
い
う
箱
と

は
木
工
箱
に
つ
い
た
金
具
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。こ
の
頃
か
ら
勝
造
の
鉄
の
扱
い
が

徐
々
に
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
と
匙

　

リ
ー
チ
へ
の
書
簡
は
勝
造
が
柳
を
通
し
て
送
っ
た
三
通
。日
本
民
藝
館
に
保
管
さ

れ
る
勝
造
が
柳
に
宛
て
た
書
簡
十
三
通
に
含
ま
れ
る
。リ
ー
チ
か
ら
勝
造
へ
送
ら
れ

た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。リ
ー
チ
が
初
め
て
島
根
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
九
年
八

月
一
日
か
ら
十
三
日（
註
１４
）。こ
の
間
に
勝
造
が
リ
ー
チ
に
会
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、そ
の
直
後
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
柳

宛
て
の
便
箋（
資
料
２５
）に
、「
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に
よ
り
銀
匙
二
種
造

り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
チ
か
ら
の
直
接
指
導
で
銀
匙
を
試
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
。そ
の
後
、十
月
十
九
日
消
印
、勝
造
か
ら
柳
気
付
リ
ー
チ
宛
て
の
葉
書（
資
料
２６
）に

「
先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送
下
さ
れ
」と
あ
り
、匙
を
三
種
再
度
送
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、試
作
に
対
す
る
リ
ー
チ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。文
中
に
あ

る
総
合
展
と
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
日
間
開
か
れ
た
京
都
高
島
屋
の
山
陰
民
藝

展
だ
ろ
う
か（
註
１５
）。そ
の
後
勝
造
は
十
一
月
十
一
日
と
記
載
の
便
箋（
資
料
２７
）を
柳
宛

て
に
送
っ
て
い
る
。文
中
に
は
柳
宛
て
に
リ
ー
チ
か
ら
言
わ
れ
た
高
島
屋
展
の
品
を

目
録
の
通
り
送
る
の
で
リ
ー
チ
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
あ
り
、リ
ー
チ
に
は
原
価
を
知

ら
せ
て
い
る
。残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
考
え
る
と
、リ
ー
チ
指
導
の
も
と
、二
度
の
試
作

を
経
て
小
匙
、大
匙
、フ
ォ
ー
ク
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
の
髙
島
屋
展

は
十
一
月
十
六
日
七
日
間
東
京
高
島
屋
で
開
か
れ
た
全
国
新
興
民
藝
展
だ
と
思
わ

れ
る（
註
１６
）。リ
ー
チ
と
の
交
流
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
み
で
あ
る
。

河
井
寬
次
郎
の
キ
セ
ル

　

河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
は
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
し
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
二
十

三
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、制
作
年
は
昭
和
二
十
五
年
頃
〜
と
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印
の
河
井
の
便
箋（
資
料
２４
）で
河
井
が
勝
造
の
キ
セ
ル
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。そ
こ
に
は「
パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御

願
」と
あ
り
、そ
の
後
、「
バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ
其
内
御
届
ケ
ノ
筈
」と

あ
る
。既
に
河
井
寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り（
註
１７
）「（
図

示
）ノ
分
御
分
チ
御
願
」が
指
す
キ
セ
ル
を
勝
造
自
身
の
作
と
考
え
る
と
、「
モ
ウ
一

息
」と
言
わ
れ
た
パ
イ
プ
は
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
に
河
井
が
指
導
を
し
た
の
だ

ろ
う
。そ
の
後
の
気
付
で
キ
セ
ル
を
勝
造
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。

　

他
、キ
セ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
書
簡
は
消
印
が
不
明
瞭
で
送
ら
れ
た
時
期
が

定
か
で
な
い
が
、昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２９
）に「
ナ
タ
マ

メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎
日
待
ッ
テ
居
ル
」と
あ
り
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル

の
再
製
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
は
刀
豆
に
似
て
へ
ん
平
で
懐
中
に

入
れ
て
持
ち
運
び
や
す
い
形
を
し
て
お
り
、明
治
維
新
の
頃
官
軍
兵
士
が
多
く
用
い

た
と
さ
れ
る
キ
セ
ル
で
あ
る（
註
１８
）。現
在
河
井
寬
次
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
勝
造
制

作
の
キ
セ
ル
二
十
三
本
の
中
に
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル
も
あ
る
。

　

勝
造
の
残
し
た
下
図
は
十
点
で（
挿
図
１
〜
１３
）全
て
描
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

厚
紙
を
使
用
し
、墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、九
種
の
キ
セ
ル
が
確
認
で
き
る
。十

枚
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
は
既
存
の
形
の
再
製
で
は
な
く
、全
て
河
井
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
が
、河
井
が
描
い
た
図
は
残
っ
て
い
な
い
。下
図
は
真
横

か
ら
見
た
形
を
描
く
が
、火
皿
の
部
分
の
み
少
し
斜
め
上
か
ら
見
た
図
に
な
っ
て
い

る
。一
部
、上
面
図
や
胴
部
分
の
断
面
図
が
描
か
れ
る
。１
か
ら
９
ま
で
の
番
号
が
振

は
再
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
収
蔵
の
二
十
三
点

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
九
種
全
て
見
つ

か
っ
た
。4
、5
、7
、9（
挿
図
5
、6
、8
、12
）の
番
号
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
下
図
と
火
皿

の
形
状
が
異
な
る
が
、他
は
下
図
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
キ
セ
ル
が
残
っ
て
い
る
。

　

勝
造
が
残
し
た
メ
モ
三
点
の
う
ち
、一
点
は
便
箋
に
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
と
夫
婦
キ

セ
ル
が
描
か
れ
る（
挿
図
14
）。夫
婦
キ
セ
ル
は
火
皿
が
一
つ
で
火
皿
を
中
心
軸
に
し
て

吸
口
が
二
つ
に
わ
か
れ
、二
人
が
同
時
に
喫
煙
で
き
る
既
存
の
形
の
キ
セ
ル
で
あ
る

（
註
１９
）。そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
原
寸
と
書
き
添
え
ら
れ
、夫
婦
キ
セ
ル
の
図
に
は
火
口
と

吸
口
に
朱
肉
を
付
け
て
押
し
た
と
思
わ
れ
る
口
の
写
し
が
あ
る
。こ
の
メ
モ
の
裏
に

は「  

.
2.
2  

註
」と
記
さ
れ
て
い
る
。註
が
註
文
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、勝
造
は
昭

和
三
十
九
年
二
月
二
日
に
注
文
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。前
述
し
た
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
所
蔵
の
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
よ
り
、こ
こ
に

描
か
れ
た
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
の
図
は
小
さ
い
。詳
し
く
は
後
述
す
る
が
河
井
は
夫
婦

キ
セ
ル
の
再
製
を
勝
造
に
依
頼
し
て
い
る
が
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
夫
婦
キ
セ
ル

は
残
っ
て
い
な
い
。こ
の
図
は
手
本
と
な
る
キ
セ
ル
を
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
明
な
点
の
多
い
メ
モ
で
あ
る
。

　

他
に
３
と
９
の
番
号
の
キ
セ
ル
の
改
正
図
を
描
い
た
便
箋
一
点（
挿
図
15
）と
手
綱
形
キ

セ
ル
の
図
に
二
十
年
前
￥
３
０
０
０
０
と
記
入
さ
れ
た
紙（
挿
図
16
）が
一
点
残
る
。手
綱

形
の
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。手
網
形
も
既
存
の
形
の
キ

セ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら（
註
２０
）、河
井
に
再
製
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
造
の
も
と
に
残
る
河
井
の
指
示
書
五
枚
も
全
て
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
全
て
同
じ
で
、鉛

筆
と
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。う
ち
一
枚
は（
挿
図
17
）文
字
の
み
の
指
示
で
あ
る
。便
宜
上

こ
れ
を
指
示
書
一
と
呼
び
、こ
こ
に
文
面
を
書
き
起
こ
す
。

指
示
書
一

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ノ
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
ハ
何
レ
帰
安
ノ
折
手
入

　

御
願
致
シ
度
ソ
レ
迄
コ
ノ
マ
マ
ニ
保
存
御
願
致
シ
マ
ス
◇

　

ノ
図
ノ
参
考
ノ
タ
メ
送
リ
マ
シ
タ
改
正
ノ
Ⅲ
図
ノ
分
御
願
致
シ
マ
ス

　

◇
ノ
付
根
ノ
参
考
ノ
タ
メ
粘
土
ノ
形
御
届
。Ⅰ
ト
Ⅱ
モ
御
願
致
シ
マ
ス

　

別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ

　

一
ツ
製
図
ノ
様
ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
コ
レ
ハ
仲
々
免
倒
一
ト

　

勉
強
御
願
致
シ
マ
ス
猶
小
々
曲
ッ
タ
分
御
直
シ
御
願

　

致
シ
マ
ス
未
ダ
　
次
々
図
作
リ
御
願
致
シ
度
宜
敷

　

公
社
ノ
分
ハ
三
月
末
ニ
ハ
返
ス
約
束
　

　

ド
ウ
カ
宜
敷　

ら
れ
て
い
る
が
、一
枚
は
番
号
部
分
が
欠
け
て
い
る（
挿
図
７
）。鉛
筆
で
寸
法
や
詳
細
図

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、下
図
の
部
分
的
な
修
正
も
見
ら
れ
る
。７
、８
、９
の
番
号

が
振
ら
れ
た
下
図
の
裏
面
に
は（
挿
図
９
、１１
、１３
）、書
き
込
ま
れ
た
寸
法
の
隣
に「　

.　

.

　

 

改
」と
メ
モ
が
あ
り
、こ
の
三
点
の
キ
セ
ル
は
昭
和
三
十
四
年
頃
に
制
作
も
し
く

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
」

は
忠
雄
の
言
う
河
井
が
自
ら
修
正
を
し
、

穴
を
あ
け
た
キ
セ
ル（
註
２1
）を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　

残
り
の
指
示
書
四
枚（
挿
図
18
〜
21
）に
は

合
わ
せ
て
六
種
類
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ

る
。挿
図
18
、20
に
描
か
れ
た
図
に
は
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
振
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
指

示
書
一
に
対
応
す
る
。挿
図
18
、19
に
は
赤

鉛
筆
で
吸
口
付
近
に
１０
〜
１３
ま
で
の
書
き

込
み
が
あ
る
。赤
鉛
筆
の
書
き
込
み
が
勝

造
の
手
に
よ
る
と
す
れ
ば
、先
述
の
勝
造

の
下
図
１
〜
９
か
ら
続
き
の
連
番
が
振
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

挿
図
18
、19
に
は
四
種
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。中
で
も
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の

キ
セ
ル
は
挿
図
19
に
も
描
か
れ
詳
し
く
指
示
が
あ
る
。指
示
書
一
よ
り
河
井
は
Ⅲ
の
キ

セ
ル
の
幾
何
学
形
態
◇
の
付
根
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
、粘
土
で
実
際
に
形
を
作

り
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。挿
図
21
で
も「
此
処
此
度
ノ
此
処
ノ
様
ニ
御
願
御
願
」

と
付
根
の
部
分
を
図
入
り
で
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、河
井
は
形
の
継
ぎ
目

の
部
分
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
よ
う
だ
。勝
造
は
幾
何
学
形
態
と
円
柱
形
、異
な
る
筒

状
の
立
体
を
ロ
ウ
付
け
す
る
の
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル

の
◇
部
を
指
し「
例
ノ
火
バ
シ
ノ
先　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
」と
あ
る
が
こ
れ
は
真
鍮
製

の
火
箸（
挿
図
22
）の
先
の
形
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。昭
和
八
年
九
月
三
日
の
河
井
か
ら

の
書
簡（
資
料
21
）に
も「
火
箸
頭
ノ
引
手
」と
あ
り
同
じ
形
で
引
手
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
が
様
々
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、同

お
わ
り
に

　

彫
金
工
だ
っ
た
勝
造
は
民
藝
関
係
者
よ
り
制
作
の
依
頼
及
び
依
頼
を
通
し
た
指

導
を
受
け
る
中
で
、制
作
す
る
金
工
品
、扱
う
金
属
を
変
え
な
が
ら
、制
作
を
続
け
た

こ
と
が
断
片
的
に
だ
が
わ
か
っ
た
。考
察
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、取
り
上
げ
て
い

な
い
書
簡
も
残
る
。今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
書
簡
の
文
面
を
活
字
で
紹
介
し
た
い
。河
井
の
書
簡
は
河
井

寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
既
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。他
資
料

で
判
読
が
難
し
い
河
井
の
文
字
に
関
し
て
も
鷺
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。日
本
民
藝
館

所
蔵
の
勝
造
が
柳
へ
宛
て
た
書
簡
は
令
和
元
年
に
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
書
簡
を
基

と
し
た
。判
読
不
明
な
文
字
は
□
で
表
わ
し
、旧
字
は
一
部
新
字
と
し
た
。句
点
が
な

く
文
が
切
れ
る
と
こ
ろ
は
一
マ
ス
空
け
て
い
る
。図
を
描
い
て
示
し
て
い
る
箇
所
は

（
図
示
）と
表
し
た
。紙
面
の
都
合
上
、意
図
的
だ
と
思
わ
れ
る
改
行
の
外
は
原
文
の

改
行
に
従
っ
て
い
な
い
。

﹇
資
料
１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
耕
雲
様

　

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消
印

　

御
無
沙
汰
致
シ
マ
シ
タ　

御
元
氣　

御
仕
事
ヲ
嬉
シ
ク
思
ヒ
マ
ス　

二
十
日
頃

　

帰
リ
度　

御
作
リ
ノ
品
々
ヲ
楽
シ
ミ
ニ
シ
テ
居
マ
ス　

何
レ
拝
眉
ノ
上

　
　
　

三
月
十
一
日　

寬

﹇
資
料
２
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

三
月
三
十
日

　
　
　
　

寬

　

昭
和
六
年
三
月
三
十
日
消
印

　

滞
留
中
ハ
有
難　

感
謝
々
　々

□
□
□
柳
兄
来
訪
仕
事
好
評　

相
談
ノ
上
丸
火
箸

　

角
箱
切
子
灰
押
ヘ
三
品
出
品
ニ
決
定　

指
輪
ハ
柳
兄
モ
愛
壷
ヲ
カ
ズ
望
マ
レ
テ
割

　

愛　

コ
レ
ハ
都
合
ニ
テ
出
品
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、今
日
指
輪
二
ツ
発
送　

此
間
ノ

　

様
式
ニ
大
至
急
御
願
、御
母
堂
始
メ
皆
サ
マ
ニ
宜
敷
　　

金
庫
至
急
御
願

﹇
資
料
３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

洛
北
下
鴨

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

五
、一
八

　

昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
。慌
し
き
旅
に
て　

ゆ
る
　
お
話

　

し
出
来
ざ
る
　
事
を
残
念
に
思
ひ
ま
す
。御
入
港
御
立
寄
の
日
を
待
上
ま
す
。土

　

瓶
の
手
何
分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す

﹇
資
料
４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

じ
よ
う
に
挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル
の
◇
部
を
指
し「
此
ハ
四
角
ノ
地
金
ヲ
ケ
ヅ
ッ
テ
穴

ヲ
ア
ケ
テ
ハ
ド
ウ
デ
ス
カ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、真
鍮
の
塊
か
ら
形
を
削
り
出
し
、空

気
が
通
る
よ
う
穴
を
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。ま
た
、挿
図
18
の
Ⅱ
の
キ
セ
ル
は

勝
造
の
下
図
の
番
号
4
の
キ
セ
ル
、挿
図
19
の
下
段
の
キ
セ
ル
は
勝
造
の
下
図
の
番
号

5
の
キ
セ
ル
を
改
正
し
た
図
だ
と
思
わ
れ
、前
述
し
た
勝
造
の
下
図
4
、5
の
番
号
に

該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
の
改
正
の
図
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。河
井
寬
次
郎
記
念

館
収
蔵
の
二
十
三
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
、Ⅰ
と
Ⅱ
の

図
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
見
つ
か
っ
た
。

　

挿
図
20
に
は
夫
婦
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。軸
の
構
造
も
細
か
く
描
い
て
い
る
。指
示

書
一
に「
別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ
一
ツ
製
図
ノ
様

ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
」と
あ
り
、専
売
公
社
よ
り
借
り
た
キ
セ
ル
の
再
製
を
依
頼

し
て
い
る
の
は
こ
の
夫
婦
キ
セ
ル
だ
ろ
う
。挿
図
19
に
も「
何
レ
モ
免
倒
十
分　

此
写

作
リ
ニ
タ
イ
モ
ノ
モ
一
ツ　

御
骨
折
御
願
御
願
」と
あ
り
、「
此
写
」が
指
す
の
は
夫

婦
キ
セ
ル
の
再
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。河
井
の
日
記
に
夫
婦
キ
セ
ル
が
登
場
し

た
の
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
六
日（
註
２2
）。制
作
を
依
頼
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
河

井
の
念
願
の
夫
婦
キ
セ
ル
再
製
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、先
に
述
べ
た
と
お
り

現
在
勝
造
が
制
作
し
た
夫
婦
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

挿
図
21
に
は
大
き
く
改
正
原
寸
大
と
書
か
れ
て
い
る
。図
へ
の
書
き
込
み
で
は
寸

法
の
他「
此
処
ガ
ス
ボ
ケ
ヌ
様
」、「
此
辺
気
持
ヒ
ロ
ゲ
ル
コ
ト
」な
ど
注
意
を
促
し
て

い
る
。こ
の
キ
セ
ル
の
形
は
幾
何
学
形
態
部
分
が
�
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。挿
図
18
、19
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の
キ
セ
ル
と
類
似
す
る
が
幾
何
学
形
態
の
部
分
が
異

な
る
。こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

六
、四

　

昭
和
六
年
六
月
四
日
消
印

　

前
略　

い
つ
ぞ
や
お
希
ひ
致
候
土
瓶
の
手
、出
来
候
節
は
お
送
□
度
候
、巾
は
四

　

寸
前
後
、大
中
小
各
〃
一
個
先
に
お
届
□
れ
ば
幸
甚
に
て
候

　

巾
四
寸
前
後（
図
示
）

﹇
資
料
５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
六
月
十
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

六
月
十
日

　

其
後
御
変
り
御
座
な
く
□
伺
上
□　

先
生
の
御
蔭
で
石
州
焼
も
東
京
で
大
変
好

　

評
の
由　

何
よ
り
の
事
に
御
座
□　

土
瓶
の
手
見
本
と
し
て
三
ケ
御
送
り
申
上

　

げ
る
□
形
の
よ
し
あ
し
金
の
厚
み
工
合
及
ひ
仕
上
の
工
合
等
詳
細
に
御
指
示
□

　

□
□
□
□　

仕
上
げ
等
は
今
少
し
上
品
に
で
も
出
来
□
候
□
□
一
度
ご
覧
に
入

　

れ
る
□
御
返
事
次
第
如
何
様
に
も
致
し
可
候
先
々
要
件
の
み
に
て
失
礼
致
ス

　
　
　

六
月
十
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様　
　
　

□
□　

　

柳
様

﹇
資
料
８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

七
、一
八

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
七
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
土
瓶
の
手
二
十
個
う
れ
し
く
お
う
け
と
り
し
ま
し
た
。代
金
河
井
君
の

　

方
へ
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。何
れ
お
送
り
す
る
事
と
思
ひ
ま
す
。月
末　

松
江
行
、

　

お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す

﹇
資
料
９
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

九
月
十
三
日

　

昭
和
六
年
九
月
十
三
日
消
印

　

其
後
は
失
礼
致
し
ま
し
た　

御
元
気
で
す
か　

鳥
取
の
吉
田
氏
も
ぼ
て
　
茶
に

　

来
安
致
さ
れ
る
筈
で
す
が
前
の
日
曜
も
今
度
の
日
曜
も
老
支
の
為
延
期
致
さ
れ

　

ま
し
た　

此
次
は
松
江
の
民
藝
展
出
品
物
で
働
い
て
居
ま
す　

金
庫
も
漸
く
三

　

個
出
来
上
り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す　

　

御
覧
の
上
御
批
評
を
願
ま
す

﹇
資
料
１０
﹈

　

出
雲
国
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印

　
　
　

十
一
月
十
三
日

　

京
都
市
御
前
通
り
一
条
下
ル

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

前
略　

昨
日
は
お
手
紙
頂
戴
致
し
お
厄
介
な
る
お
願
を
早
々
お
製
作
下
さ
れ
お

　

発
送
下
さ
ゐ
ま
し
た
由
承
知
致
し
ま
し
た
の
で
到
着
を
心
待
ち
居
り
ま
し
た
が

　

本
日
午
後
正
に
落
手
い
ろ
　
お
配
慮
と
お
手
数
を
煩
わ
し
有
難
く
お
礼
申
し
上

　

ま
す
。速
足
解
荷
拝
見
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
は
全
て
小
生
が
不
要
意
な
る

　

お
願
の
為
め
と
存
じ
ま
す
の
で
誠
に
申
上
難
う
御
座
ゐ
ま
す
が
実
は
引
手
の
座

　

金
の
部
分
が
取
り
着
け
る
も
の
と
の
関
係
上
丸
形
の
も
の
が
望
ま
し
う
御
座
ゐ

　

ま
す
の
で
重
ね
　
お
面
倒
な
お
願
で
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
座
金
だ
け
同
封

　

の
図
の
様
な
も
の
に
お
作
り
更
へ
お
願
致
し
度
う
存
じ
ま
す
。甚
だ
勝
手
な
お
願

　

ば
か
り
致
し
何
卒
不
悪
お
計
の
程
お
願
申
上
ま
す
。ま
た「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り

　

に
な
ら
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
す
が
ま
た
其
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ

　

下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す

　

要
々
お
願
ま
で
乱
筆
お
許
し
く
だ
さ
ゐ
ま
せ

草
々

　
　
　

五
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

金
田
勝
造
様　

　

乍
失
礼
為
替
三
□
や
同
封
致
し
て
置
き
ま
し
た　

ゆ
え
お
受
取
り
下
さ
ゐ
ま
た

﹇
資
料
６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
六
月
十
二
日
消
印

　

お
送
り
の
品
、大
に
感
謝
。あ
れ
で
結
構
と
思
ひ
ま
す
が
、や
は
り
も
少
し
丁
寧
に

　

き
れ
い
に
仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。大
き
さ
形
三
つ
と
も
上
等
で

　

す
。價
格
お
し
ら
せ
を
乞
ふ

﹇
資
料
７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
七
月
五
日
消
印

　

出
雲
国
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

七
月
五
日

　

其
後
御
元
氣
の
事
と
存
じ
ま
す　

私
も
御
蔭
で
無
事
仕
事
に
精
進
し
て
居
り
ま

　

す　

本
日
土
瓶
の
手
廿
ケ
御
送
り
致
し
ま
し
た　

十
ケ
宛
二
種
で
す　

又
値
段

　

は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て
一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し

　

た
つ
も
り
で
す　

鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず
造
り
ま
す　

先
つ
は
あ
ら　

　
に
て
失
礼
申
ま
す

　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

作
り
更
へ
て
頂
き
ま
す
座
金
の
分
何
卒
お
遠
慮
な
く
お
請
求
下
さ
ゐ
ま
せ
。以
上

　
（
図
解
の
紙
片
）

　
（
図
示
）真
鍮
に
て
寸
法
は
こ
の
図
位
、其
他
の
こ
と
何
卒
よ
ろ
し
く
お
計
□
お
願

　

申
ま
す

　　

前
略　

お
葉
書
及
小
包
正
に
落
手　

色
々
と
お
配
慮
有
難
う
御
座
ゐ
ま
し
た
。

　

ま
た
速
足
乍
ら
お
尋
の
件
小
生
の
存
じ
居
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
法
は
小
生

　

も
目
に
て
覺
え
居
る
も
の
な
れ
だ
精
し
き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
と
存

　

じ
ま
す
。方
法
は
至
っ
て
簡
単
に
て
仕
上
り
た
る
も
の
を
火
に
て
熱
し
そ
れ
の
冷

　

め
ぬ
間
に
古
布
の
様
な
も
の
に
生
漆
を
つ
け
、そ
れ
に
て
じ
ゅ
ん
　
音
を
立
て
る

　

様
な
の
に
拭
き
着
け
る
の
で
す
。以
上
は
焼
漆
の
法
に
て
油
焼
も
同
様
の
工
程
に

　

て
只
漆
と
油
と
の
違
丈
け
、こ
れ
も
其
加
減
調
子
等
お
自
得
の
程
願
ま
す
。以
上

　

甚
だ
不
要
領
乍
ら
お
答
ま
で
。猶
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後
御
座
ゐ
ま
す
ゆ

　

え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て
居
り
ま
す

　

で
は
要
々
の
み

　

季
節
柄
お
自
愛
お
祈
り
申
し
て
居
り
ま
す

草
々

　
　
　

十
三
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋　

　

金
田
勝
造
様　

﹇
資
料
１１
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　

一
月
廿
一
日

　

本
日
砂
糖
挟
ニ
ヶ
再
製
の
□
御
送
り

　

致
し
ま
し
た
。

　

真
鍮
製
み
な
と
や
行
の
値
段
九
十
銭

　

銀
製
三
円
よ
り
三
円
二
三
十
銭

　

右
御
返
事
申
ま
す

　

銀
ハ
目
方
相
当
持
つ
の
で
右
値
段
よ
り
安
く
は
困
難
で
す

　

諸
々
御
下
令
の
程
願
ま
す

　
　
　

一
月
廿
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様

﹇
資
料
１３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

正
月
廿
三
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
（
消
印
不
明
瞭
）

　

お
送
り
の
品
、形
上
〃
〃
。実
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
し
た
。　

但　

長
さ
が
四
寸
五
分

　

と
書
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、何
れ
も
二
三
分
長
す
ぎ
る
の
で
、今
度
は
四
寸
五
分

　

を
出
な
い
様
に
希
ひ
ま
す
。（
図
示
）此
所
此
形
の
方
寧
ろ
よ
ろ
し
く
之
を
三
十
個

　

お
作
り
□
い
。内
二
十
個
港
や
行
。十
個
京
都
小
生
宛

﹇
資
料
１４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
三
月
十
一
日
消
印

　
　
　

三
月
十
一
日

　

京
都
市
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。砂
糖
ば
さ
み
代　

忘
れ
て
お
っ
て
申
わ
け
あ
り
ま
せ
ぬ　

拾
円

　

こ
こ
に
お
届
け
致
し
ま
す
。東
京
港
や
に
送
っ
て
頂
き
し
分
は
お
う
け
と
り
□
い

　

ま
し
た
か
。ま
だ
で
し
た
ら
小
生
よ
り
督
促
し
ま
す　

御
一
家
は
丈
夫
に
や　

安

　

来
は
ま
だ
雪
が
あ
る
事
と
お
察
し
し
ま
す

　

河
井
様
皆
〃
様
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

三
月
十
一
日

　
　
　
　

宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印

　

先
日
本
立
一
把
御
批
評
願
ふ
様
御
送
り
致
し
て
置
き
ま
し
た　

□
何
の
事
も
な

　

く　

御
多
用
中
恐
入
り
ま
す
が
至
急
御
返
事
御
待
ち
申
し
ま
す

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印

　
　
　

正
、一
七
、

　

京
都

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

先
日
は
お
目
に
か
〻
れ
ず
大
変
残
念
で
し
た
。砂
糖
夾
早
速
作
っ
て
□
っ
て
感
謝
。

　

寸
法
少
し
小
さ
く
且
つ
痩
せ
て
ゐ
る
の
で
、も
少
し
太
ら
せ
て
□
い
ま
せ
ん
か　

　
（
図
示
）此
巾
五
分　
（
図
示
）お
送
り
□
し
も
の　

如
く
外
ガ
ワ
丸
味
あ
り　

　
（
図
示
）此
と
こ
ろ
ニ
分
五
リ
。（
図
示
）掌
の
形
の
如
く
中
が
ふ
く
れ
る
。つ
ま
り

　

サ
ジ
を
両
方
か
ら
合
せ
た
如
き
形
。但
し
サ
ジ
の
如
く
深
く
な
く
、も
少
し
浅
し
。

　
（
図
示
）此
長
さ
四
寸
五
分　
（
図
示
）此
巾
六
分
五
リ　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ

　

七
、八
分　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ
五
分　
（
図
示
）背
中
此
形
も
よ
ろ
し
か
ら
ん

　

真
鍮
製
一
個
の
値
い
く
ら
に
候
や

　

銀
製
な
れ
ば
い
く
ら
に
や

　
　
　

一
、一
七

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１２
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
七
年
一
月
二
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

四
月
二
日

﹇
資
料
１６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

四
、五
、

　
　
　
　

柳

　

昭
和
七
年
四
月
六
日
消
印

　

別
便
で
申
し
忘
れ
ま
し
た
が（
図
示
）此
長
さ
三
寸
。御
送
り
下
さ
っ
た
の
よ
り
薄

　

く
て
は
却
て
い
け
ま
せ
ん
。相
当
の
厚
さ
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
事
分
り
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
ほ
か
の
部
分
よ
り
薄
い
方
が
い
ゝ
の
で
す
け
れ
ど
も
。

﹇
資
料
１７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

五
月
廿
三
日

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印

　

拝
啓　

其
後
御
障
り
も
あ
り
ま
せ
ぬ
か
お
伺
い
申
ま
す　

本
日
森
永
氏
方
へ
濱

　

田
氏
お
出
で
に
付
お
供
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す　

本
日
港
屋
よ
り
土
瓶
手
砂
糖

　

挟
み
等
賣
行
き
面
白
か
ら
ず
返
送
致
す
様
申
さ
れ
他
に
向
け
先
あ
れ
ハ
其
方
へ

　

向
け
る
可
く
通
知
が
あ
り
ま
し
た　

今
に
な
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
も
困
り
ま
す

　

か　

如
何
致
し
た
も
の
で
せ
う
か　

港
屋
へ
は
今
一
割
の
値
引
し
て
□
□
引
受

﹇
資
料
２０
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　
　

寬

　

昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印

　

（三）　

指
輪
帯
留
有
難　

土
瓶
ツ
ル
代
共
宗
兄
ノ
方
ヘ
代
御
請
求
御
願　

柳
鉄
指

　

輪
ア
ノ
通
リ
出
来
ヌ
カ
御
一
考
御
願　

出
来
レ
バ
茲
デ
又
一
問
題
如
何
々
々

﹇
資
料
２１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
八
年
九
月
四
日
消
印

　
　
　

九
月
三
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寛

　

金
田
兄

　

九
月
三
日
寬

　

御
元
気
ヲ
祈
ル
。土
瓶
手
有
難
大
イ
ニ
嬉
シ　

見
テ
モ
用
ヒ
テ
モ
大
変
結
構
之
以

　

上
ノ
モ
ノ
モ
ウ
期
待
ス
ル
必
要
ナ
シ　

永
ク
続
ケ
テ
頂
キ
度
イ　

背
ノ
丸
味
ノ

　

モ
ノ
ト
同
時
ニ
角
ノ
モ
少
シ
立
ッ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
テ
好
イ
ト
思
フ
。鉄
ニ
テ
ハ
如

　

何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
。此
間
カ
ラ
ノ
モ
ノ
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
ヲ
乞
フ
。

　

柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
ア
レ
ハ
ア
ノ
通
リ
再
製
出
来
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
カ
。ア
ン
ナ
モ
ノ

　

ガ
出
来
レ
バ
皆
喜
ブ
ニ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。売
レ
ル
ニ
モ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。一
勉
強

　

如
何
。此
間
木
工
棚
、箱
到
着
、金
具
仲
々
見
事
ニ
テ
嬉
シ　

只
コ
ノ（
図
示
）分（
ロ
）

　
（
図
示
）（
イ
）ノ
風
ノ
心
入
ニ
テ（
イ
）ト（
ロ
）ノ
巾
ヲ
広
ク
ト
ル
ナ
ラ
バ
一
増
見

　

事
ナ
ラ
ン
ト
思
フ　

次
ニ
ハ
其
様
ニ
御
願　

又
曳
出
シ
ノ
引
手（
図
示
）ハ
少
サ

　

イ
二
ツ
ノ
座
ヨ
リ
図
ノ
様
ノ
モ
ノ
落
付
ク
ト
思
フ　

次
ハ
シ
カ
ル
可
ク
御
願　

　

猶
、引
手
ノ
輪
ノ
張
リ
ガ
足
ラ
ズ（
図
示
）（
イ
）ヲ
モ
少
シ
張
ラ
セ
タ
方
好
シ
。火

　

箸
頭
ノ
引
手
仲
々
美
シ
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落

　

付
好
シ　

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願　

此
間
ノ
カ
ケ
棚
ト
小
棚
二
ツ
ハ
皆
デ
好
評

　

コ
レ
等
ハ
今
年
ノ
大
収
穫
也

　

エ
ラ
イ
ダ
ロ
ウ
ガ
エ
ラ
イ
カ
ラ
ノ
勉
強
ダ
、大
イ
ニ
ヤ
ロ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。エ
ラ

　

イ
事
ニ
負
ケ
ナ
イ
デ
ヤ
ル
事
ニ
シ
ヨ
ウ
。

　

森
永
兄
其
後
御
元
気
ニ
ヤ　

暮
々
モ
ヨ
ロ
シ
ク
。石
輪
サ
ン
ニ
モ
宜
敷
　
　
竹
サ

　

ジ
ノ
好
イ
カ
ガ
出
来
テ
大
イ
ニ
嬉
シ
イ
。誰
モ
好
イ
モ
ノ
ガ
出
来
出
し
タ
ノ
ガ
有

　

難
イ
。

　

工
藝
ハ
近
ク
宗
兄
ト
相
談
シ
テ
ウ
ン
ト
諸
兄
ニ
役
立
ツ
様
ニ
ス
ル
。

　

諸
兄
ノ
モ
ノ
ガ
売
レ
ル
様
ニ
ス
ル　

元
気
ニ
仕
事
ヲ
進
メ
テ
貰
ヒ
度
イ
。

　

御
老
母
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

﹇
資
料
２２
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
十
六

　
　

柳
宗
悦
殿

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印

　

先
日
ハ
御
疲
れ
の
事
と
存
じ
ま
す　

御
土
産
迄
頂
き
御
厚
礼
申
ま
す　

本
日
工

　

藝
寫
眞
材
料
本
立
一
把
民
藝
協
会
の
織
物
切
同
送
致
し
ま
し
た　

御
査
収
□
上

　

け
て
貰
ふ
様
通
知
は
出
し
て
置
き
ま
し
た

﹇
資
料
１８
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

二
月
二
十
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印

　

大
に
勉
強
。感
謝
。灰
な
ら
し
二
つ
と
も
及
㐧
。但
し
上
部
の
厚
み
、も
う
少
し
薄

　

く
し
、全
体
の
重
み
を
減
ず
る
方　

更
に
可
。魚
焼
網
の
方
は
も
う
一
改
良
を
要

　

す
。森
永
君
に
傳
言
せ
し
故
、お
聞
き
を
乞
ふ
。ス
カ
シ
彫
は
あ
れ
に
て
上
等
。周

　

囲
と
柄
と
を
も
っ
と
よ
く
し
た
き
望
み
。

﹇
資
料
１９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

三
、二

　
　
　
　

柳

　

昭
和
八
年
三
月
三
日
消
印

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。灰
な
ら
し
は
あ
の
ま
〻
高
嶋
や
の
方
へ
出
し
ま
す
。実
價
お
し

　

ら
せ
下
さ
い
。そ
の
上
賣
價
を
こ
ち
ら
で
つ
け
ま
す
。金
網
は
も
う
一
息
。森
永
君

　

と
よ
く
御
話
合
下
さ
い

　

宣
敷
御
仕
計
ら
ひ
の
程
願
上
ま
す

　

九
月
廿
日

﹇
資
料
２３
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
廿
六

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
月
三
日

　

昭
和
八
年
十
月
三
日
消
印

　

民
藝
協
会
の
荷
物
に
土
瓶
手
一
砂
糖
挟
一
同
封
致
し
ま
し
た　

致
っ
て
品
物
手

　

持
少
な
く
困
り
ま
し
た　

先
日
寫
眞
材
料
と
し
て
お
送
り
致
し
た
本
立
て
も
陳

　

列
願
ま
す　

値
段
付
は
右
同
送
品
に
添
付
し
て
置
き
ま
し
た　

然
し
後
で
気
が

　

付
き
ま
し
た
が
普
通
賣
價
と
の
事
で
し
た　

全
部
下
記
の
通
り
訂
正
願
ま
す

　

本
立　
　

弐
、五
〇

　

土
瓶
手　

、八
〇

　

砂
糖
挟　

、七
〇

﹇
資
料
２４
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印

　
　
　

三
月
四
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

八
月
卅
一
日

　

拝
啓　

失
礼
の
み
仕
居
り
候
御
□
□
□
□
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に

　

よ
り
銀
匙
二
種
造
り
本
日
御
送
り
申
上
□
る
リ
ー
チ
先
生
に
も
御
渡
し
□
□
□

　

御
改
正
の
程
御
願
申
上
げ
□

　

右
御
願
迄

　
　
　

八
月
卅
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
先
生

﹇
資
料
２６
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生
気
付

　
　

リ
ー
チ
先
生

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
九
年
十
月
九
日
消
印

　

拝
啓
失
礼
の
み
仕
□
□
候
御
許
下
さ
れ
度　

先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送

　

下
さ
れ
度　

手
本
に
し
て
綜
合
展
に
少
々
で
も
出
し
度
在
□　

尚
総
合
展
は
開

　

会
日
は
何
日
に
□
□
一
寸
御
知
ら
せ
下
さ
れ
□
□

　

右
乱
筆
御
願
ま
で

　
　
　
　

十
月
十
九
日

﹇
資
料
２７
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

至
急

　

昭
和
□
年
□
月
十
二
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
一
月
十
二
日

　

柳
先
生

　
　
　

十
一
月
十
一
日　

金
田
勝
造

　

其
後
ハ
御
不
沙
汰
の
み
致
し
て
居
ま
す
御
許
程
お
願
申
ま
す
。リ
ー
チ
先
生
か

　

ら
髙
島
屋
展
に
間
に
会
ふ
様
に
□
の
御
下
令
で
別
紙
目
録
の
通
り
本
日
お
送
り

　

致
し
ま
し
た　

御
手
数
恐
入
り
ま
す
が
お
届
け
願
上
ま
す　

何
し
ろ
日
数
少
な

　

く
思
ふ
様
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。追
加
注
文
を
精
々
御
尽
力
の
程
お
願
ひ
申
上
ま

　

す
右
何
卒

　

リ
ー
チ
先
生
へ
呉
々
も
宜
敷
お
伝
言
お
願
申
ま
す

　

リ
ー
チ
先
生

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

左
記
値
段
ハ
何
レ
モ
原
価
デ
ス
カ
ラ
左
様
御
承
知
願
マ
ス

　
　
　
　
　
　

記

　

一
、貳
拾
五
円　

銀
小
匙
一
打
ニ
付

　

一
、四
拾
五
円　

見
本　

大
匙
一
打
ニ
付

　

一
、参
拾
七
円　

見
本
フ
ォ
ー
ク
一
打
ニ
付

　
　
　
　

河
井
寛　

　

金
田
兄

　

三
月
四
日
夜
寬

　

御
手
紙
拝
見　

済
マ
ヌ
　
　
　
コ
ラ
ヒ
テ
ク
レ　

其
元
気
デ
御
願
ダ　

火
箸
ハ

　

見
事
大
イ
ニ
嬉
シ　

好
キ
ナ
人
ニ
分
カ
チ
度
イ　

パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何　

　
（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御
願　

香
炉
火
屋
丸
形
バ
ン
ド
一
ツ
玄
琢
行　

網
火
箸
二

　

ツ
其
他
失
念
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
御
願　

バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ

　

其
内
御
届
ケ
ノ
筈　

ソ
レ
カ
ラ
森
永
兄
ヘ
暮
々
モ
宜
敷
　
　
此
度
ノ
工
藝
表
紙

　

實
ニ
嬉
シ
イ　

コ
コ
迄
勉
強
サ
レ
タ
事
實
ニ
有
難
イ　

其
内
工
藝
ノ
一
号
作
リ

　

度
皆
ト
ソ
ウ
ダ
ン
シ
度
イ

　

石
輪
サ
ン
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

　

御
老
母
御
大
切
ニ

　

御
一
家
ノ
幸
福
祈
念

　

其
内
御
入
京
ヲ
待
ツ　

ソ
レ
カ
ラ
此
間
森
永
兄
ヘ
御
願
ノ
佐
々
木
カ
ラ
依
頼
ノ

　

ツ
ム
ギ
七
反
御
願　

仝
様
ノ
モ
ノ
拙
宅
ニ
モ
一
反
御
願　

都
合
八
反
至
急
御
作
リ

　

御
願
不
備

　

家
ハ
皆
大
元
気

　

乞
御
安
神

﹇
資
料
２５
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

昭
和
九
年
八
月
三
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　
　
　

右

﹇
資
料
２８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　
　
　

四
月
十
一
日

　

昭
和
十
年
四
月
十
二
日
消
印

　

御
元
氣
嬉
シ
手
紙
ト
作
品
有
難
、灰
ナ
ラ
シ
ハ
近
頃
嬉
シ　

図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生

　

カ
サ
レ
小
生
モ
一
ツ
欲
シ
序
ニ
御
願　

此
度
ノ
火
箸
使
ヒ
好
ク
重
ク
ナ
ク
軽
ク

　

ナ
ク
有
難
イ　

全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ　

灰
ナ
ラ
シ
ハ
之
迠
小
生
ノ
見
タ

　

全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ　

有
難
イ
、十
二
月
客
車
便
ニ
テ
御
届
、

﹇
資
料
２９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　

昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
消
印

　

此
間
ハ
有
難
フ
有
難
フ
嬉
シ
カ
ッ
タ
ヨ　

大
阪
た
く
み
デ
近
作
見
タ
何
レ
モ
美

　

シ
イ
大
イ
ニ
喜
ン
ダ　

大
イ
ニ
ヤ
ッ
テ
ホ
シ
イ　

皆
サ
ン
ニ
山
々
宣
敷
　
　
新

　

シ
イ
仕
事
大
期
待
ダ
、大
若
返
リ
万
歳
ダ
、ナ
タ
マ
メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎

　

日
待
ッ
テ
居
ル
、安
来
民
藝
シ
ッ
カ
リ
タ
ノ
ム

　

謝
辞

　
　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
、調
査
に
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
ご
所
蔵
者
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼

　

申
し
上
げ
ま
す
。ご
教
示
賜
り
ま
し
た
、河
井
寛
次
郎
記
念
館
学
芸
員
・
鷺
珠
江
氏
、日
本
民

　

藝
館
学
芸
部
長
・
杉
山
享
司
氏
に
謹
ん
で
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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い
た
。勝
造
は
十
六
歳
で
松
江
市
の
金
工
家
・
塩
津
親
次
に
師
事
し
て
い
る（
註
２
）。塩

津
親
次
は
加
納
夏
雄
、海
野
勝
珉
に
師
事
し
、片
切
彫
、肉
彫
を
得
意
と
し
て
い
た
こ

と
か
ら（
註
３
）、勝
造
も
師
よ
り
同
様
の
彫
金
技
術
を
習
得
し
、独
立
後
は
号
を
耕
雲

と
し
安
来
で
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を
制
作
し
た
。明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
勝

造
の
息
子
、正
芳
も
昭
和
元
年
頃
に
塩
津
親
次
の
息
子
、塩
津
正
寿
に
弟
子
入
り
す

る（
註
４
）。塩
津
正
寿
は
海
野
清
に
師
事
し
て
い
る（
註
５
）。正
芳
も
片
切
彫
と
肉
彫
を

習
得
し
、独
立
後
は
勝
造
と
共
に
安
来
市
で
、香
炉
や
香
合
な
ど
を
制
作
し
た
。

河
井
寛
次
郎
か
ら
の
書
簡
　
民
藝
運
動
へ
の
関
わ
り
と
国
展
出
品

　

先
述
の
資
料
の
中
で
最
も
早
い
消
印
を
持
つ
書
簡
は
昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消

印
の
河
井
が
勝
造
に
宛
て
た
葉
書（
資
料
１
）で
あ
る
。島
根
に
民
藝
運
動
が
興
る
契
機

と
な
っ
た
柳
宗
悦
の「
島
根
工
藝
診
察
」（
註
６
）よ
り
一
足
早
い
。こ
の
年
勝
造
は
三
十

八
歳
。河
井
は
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
、勝
造
よ
り
三
歳
年
長
で
生
家
も
近
く
既
知

の
仲
で
あ
っ
た
。葉
書
に
は
三
月
二
十
日
頃
の
安
来
帰
省
の
折
に
勝
造
に
会
い
、勝

造
の
金
工
品
を
見
た
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。彫
金
工
と
し
て
二
十
年
余
り
制
作
し

て
い
た
勝
造
は
、こ
の
頃
か
ら
民
藝
運
動
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。勝
造
宛
の
書
簡
四
十
通
の
う
ち
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
書
簡
は
十
五
通
、

そ
の
中
で
宛
名
を
金
田
耕
雲
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
葉
書
の
み
で
あ
る
。他
に
二

通
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
か
ら
金
田
耕
雲
の
宛
名
で
届
い
た
書
簡
が
あ
る
が
、い
ず
れ

も
昭
和
六
年
の
消
印
で
、そ
れ
よ
り
後
に
金
田
耕
雲
を
宛
名
に
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。国
展
出
品
の
際
の
作
者
名
も
初
入
選
の
昭
和
六
年
か
ら
金
田
勝
造
で
あ
る
。こ

れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、勝
造
は
河
井
か
ら
の
提
言
で
耕
雲
の
号
の
使
用
を
や

め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
同
年
三
月
三
十
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２
）に
は
、安

来
滞
在
の
お
礼
と
と
も
に
河
井
が
京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
勝
造
の
金
工
品

「
丸
火
箸
角
箱
切
子
灰
押
へ
」を
柳
宗
悦
と
相
談
の
上
、出
品
し
た
と
あ
る
。文
面
は

指
輪
の
出
品
は
割
愛
し
た
こ
と
と
、指
輪
を
二
つ
発
送
し
た
の
で
お
願
い
、金
庫
も

至
急
お
願
い
と
続
く
。勝
造
は
第
六
回
国
展
に「
眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對
」が
入

選
し
て
い
る
こ
と
か
ら
河
井
の
出
品
は
国
展
を
指
す
だ
ろ
う
。こ
こ
で
河
井
が
勝
造

へ
発
送
し
た
指
輪
は
指
輪
に
仕
立
て
る
た
め
の
陶
を
指
し
、座
金
の
作
成
を
依
頼
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
時
点
で
の
制
作
は
河
井
や
柳
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
指
導
で

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、勝
造
が
制
作
し
た
金
工
品
の
中
か
ら
河
井
や
柳
の
目
に

か
な
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。制
作
を
依
頼
さ
れ

た
指
輪
も「
此
間
ノ
様
式
ニ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
勝
造
が
制
作
し
た
様
式
に
倣
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。金
庫
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、昭
和
六
年

九
月
十
三
日
消
印
の
柳
宛
の
勝
造
の
葉
書（
資
料
９
）で「
金
庫
も
漸
く
三
個
出
来
上
が

り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す
」と
あ
り
、依

頼
か
ら
半
年
後
に
河
井
と
柳
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
以
降
、勝
造
は
国
展
に
連
続
し
て
六
回
入
選
し
て
い
る
。昭
和
十
年
四

月
十
二
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２8
）に「
図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生
カ

サ
レ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
河
井
は
自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
で
あ
ろ
う
灰
な
ら
し
を

「
之
迠
小
生
ノ
見
タ
全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ
」と
称
賛
し
火
箸
と
と
も
に

「
全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ
」と
書
い
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、昭
和
六
年
以
降
も
勝

造
の
金
工
品
は
河
井
を
通
し
て
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。昭
和
十
二
年

の
第
十
二
回
以
降
勝
造
の
入
選
が
無
い
の
は
、同
年
に
河
井
や
柳
ら
が
国
画
会
よ
り

退
会
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
勝
造
の
国
展
入
選
歴
を
示
し
て
お
く（
註
７
）。

昭
和
六
年　
　

第
六
回　

眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對　

昭
和
七
年　
　

第
七
回　

本
立
、文
鎭
、水
入
、角
砂
糖
バ
サ
ミ
、帶
止
金
具

昭
和
八
年　
　

第
八
回　

眞
鍮
筆
立
、眞
鍮
銀
象
嵌
卷
煙
草
箱
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛（
釦
か
）、鐵
灰
押

昭
和
九
年　
　

第
九
回　

鐵
火
箸
二
種
、眞
鍮
杓
子
、銅
手
付
網
、鐵
麻
ノ
葉
透
シ
網

昭
和
十
年　
　

第
十
回　

鐵
火
箸
、鐵
火
押
、鐵
銀
象
嵌
帶
止
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス
釦

昭
和
十
一
年　

第
十
一
回　

銀
象
嵌
入
鉄
指
輪
A
、B
、鐵
金
具
付
箱
、眞
鍮
水
入

柳
宗
悦
と
の
往
復
書
簡
　
制
作
指
導

　

遺
族
の
元
に
残
る
柳
が
勝
造
へ
送
っ
た
書
簡
と
日
本
民
藝
館
に
残
る
勝
造
が
柳

へ
送
っ
た
書
簡
か
ら
、書
簡
の
往
復
が
確
認
で
き
る
。勝
造
宛
て
書
簡
の
四
十
通
中
、

柳
か
ら
の
書
簡
は
十
通
。柳
か
ら
の
一
番
早
い
書
簡
は
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

の
葉
書（
資
料
３
）で
、「
先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
・・
土
瓶
の
手
何

分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す
」と
あ
る
。先
日
お
逢
ひ
と
は
柳
の「
島
根
工
藝
診
察
」で
の

五
月
八
日
の
安
来
訪
問
だ
ろ
う
。こ
こ
で
お
そ
ら
く
勝
造
は
柳
に
自
作
を
見
せ
て
い

る（
註
８
）。そ
の
際
に
土
瓶
の
手
の
制
作
を
柳
が
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
、

六
月
四
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
４
）で
柳
は
土
瓶
の
手
の
催
促
と
と
も
に
図
入

り
で
サ
イ
ズ
を
指
定
し
、大
中
小
各
一
個
届
け
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。具
体
的
な
指

示
を
出
し
、ま
ず
は
試
作
の
出
来
を
見
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。六
日
後
の
六
月
十
日

る
。一
月
二
十
三
日
と
記
載
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１３
）で
柳
は
長
さ
を
指
定
通
り
に

作
る
よ
う
指
示
し
指
導
を
終
え
、こ
れ
を
三
十
個
制
作
し
二
十
個
を
港
屋
へ
、十
個

を
自
分
へ
送
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。勝
造
の
試
作
及
び
、注
文
の
三
十
個
に
使
用
し

た
金
属
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
月
十
一
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１４
）に

砂
糖
夾
代
に
拾
円
送
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、砂
糖
夾
十
個
分
の
代
金
と
考
え
て
、真

鍮
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。現
在
、日
本
民
藝
館
と
鳥
取
民
藝
美
術
館
に
真
鍮
製
の
砂

糖
夾
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
１7
）か
ら
、勝
造
が
港
屋
に
送
っ
た
土
瓶
の
手
と
砂
糖
夾
の
売
れ
行
き
が

思
わ
し
く
な
く
値
下
げ
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。当
初
の
港
屋
の
行
き
の
価
格
九
十

銭
が
卸
値
か
売
値
か
は
定
か
で
な
い
が
、昭
和
八
年
の
十
月
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
２3
）で
、砂
糖
夾
の
売
値
を
七
十
銭
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
年
半
後
に

は
価
格
を
下
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
１５
）や
直
後
四
月
六

日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１６
）か
ら
勝
造
は
砂
糖
夾
に
続
い
て
柳
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
真
鍮
製
の
本
立
て
も
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。本
立
て
は

現
在
、一
揃
え
の
う
ち
片
方
が
日
本
民
藝
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。昭
和
七
年
の
国

展
に
入
選
し
た「
本
立
」「
角
砂
糖
バ
サ
ミ
」は
柳
に
指
導
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
柳
の
指
導
は
柳
か
ら
の
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１８
）、

同
年
三
月
三
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１９
）で
灰
な
ら
し
や
魚
焼
き
網
の
指
導
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。灰
な
ら
し
は
第
八
回
国
展
で
入
選
し
た「
鐵
灰
押
」、魚
焼
き
網
は
第
九

回
国
展
で
入
選
し
た「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」が
こ
の
時
の
指
導
の
も
の
だ
ろ
う
。先
の
書

簡
二
通
で
、魚
焼
き
網
は
毎
回「
も
う
一
改
良
」「
も
う
一
息
」と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
焼
き
網
は
柳
の
合
格
点
が
貰
え
ず
昭
和
八
年
の
出
品
を
諦
め
昭
和
九
年
に

出
品
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」は
写
真
が
残
ら
な
い
た
め
定
か
で

は
な
い
が
、戦
後
の
人
気
商
品
で
勝
造
が
六
男
の
忠
雄
と
と
も
に
作
っ
た「
て
き
」と

呼
ぶ
餅
焼
き
網
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
は
昭
和
八
年
九
月
十
六
日
に
松
江
に
来
て
お
り
、布
志
名
窯
及
び
袖
師
窯
を

訪
ね
て
い
る
が（
註
１１
）、昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
２２
）よ

り
こ
の
機
会
に
金
田
も
柳
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。同
書
簡
よ
り
勝
造
が
、

『
工
藝
』に
掲
載
す
る
写
真
材
料
の
た
め
、本
立
て
を
柳
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。柳
は
こ
の
時
の
来
訪
で
雑
誌『
工
藝
』へ
掲
載
す
る
た
め
の
取
材
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
。十
一
月
に
発
売
さ
れ
た
工
藝
三
十
四
号（
註
１２
）で
は
新
作
紹
介
と
し
て
勝
造
の

本
立
て
と
布
志
名
焼
、袖
師
焼
が
紹
介
さ
れ
た
。こ
の
掲
載
が
一
区
切
り
と
な
っ
た

の
か
、柳
か
ら
の
指
導
を
示
す
書
簡
は
こ
こ
で
終
わ
る
。そ
の
後
は
勝
造
が
柳
気
付

け
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
へ
書
簡
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。

黒
田
辰
秋
と
鉄
の
処
理
、河
井
寬
次
郎
の
要
望

　

黒
田
辰
秋
か
ら
の
書
簡
は
、昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印
の
封
筒
一
通（
資
料
１０
）

の
み
。五
日
と
十
三
日
の
日
付
の
便
箋
と
図
解
の
紙
片
が
入
っ
て
い
る
。五
日
の
便

箋
を
入
れ
た
封
筒
は
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。五
日
の
便
箋
に
は
送
っ
て
も
ら
っ
た

引
手
の
座
金
を
図
の
よ
う
に
作
り
変
え
て
欲
し
い
、「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り
な
ら
な

い
が
、そ
の
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
。勝
造
は
京
都
の

大
毎
会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
山
陰
民
藝
展（
昭
和
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
三

日
間
開
催
）の
た
め
に
上
京
し
て
お
り（
註
１３
）、そ
の
際
に
黒
田
に
会
い
引
手
の
依
頼

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
黒
田
が
勝
造
は「
鉄
」の
も
の

は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。白
金
屋
と
し
て
所
謂
上
手
物
を
作
っ
て
き

た
勝
造
は
象
嵌
な
ど
で
部
分
的
に
鉄
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、素
材
と
し
て

鉄
の
み
を
用
い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
、こ
の
時
の
引
手
は
真
鍮
で

消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
５
）で
、見
本
と
し
て
三
つ
土
瓶
の
手
を
送
る
の
で
形

の
よ
し
あ
し
、金
の
厚
み
、仕
上
げ
の
具
合
等
詳
細
に
ご
指
示
を
、仕
上
げ
は
今
少
し

上
品
に
も
出
来
、如
何
様
に
も
す
る
と
あ
る
。文
面
か
ら
は
柳
の
ど
ん
な
注
文
に
応

え
よ
う
と
す
る
勝
造
の
姿
勢
と
、応
え
ら
れ
る
だ
け
腕
に
自
信
が
あ
る
様
子
が
窺
え

る
。柳
は
早
々
に
六
月
十
二
日
消
印
の
葉
書（
資
料
６
）で
、「
も
少
し
丁
寧
に
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
あ
れ
で
結
構
」と
し
価
格
を
尋
ね
て
い

る
。そ
の
後
、七
月
五
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
７
）よ
り
、柳
へ
十
個
ず
つ
二

種
の
土
瓶
の
手
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
値
段
は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て

一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し
た
つ
も
り
で
す
」と
あ
り
、彫
金
工

時
代
は
数
が
少
な
く
と
も
手
を
か
け
た
高
級
な
も
の
を
作
る
こ
と
を
是
と
し
た
で

あ
ろ
う
勝
造
が
、数
を
多
く
値
段
は
安
く
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

土
瓶
の
手
に
使
用
し
た
金
属
は
不
明
。同
書
簡
に「
鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず

造
り
ま
す
」と
あ
り
、こ
れ
も
五
月
の
柳
と
の
面
会
時
に
注
文
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。七
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料

８
）よ
り
、柳
が
土
瓶
の
手
を
受
け
取
り
河
井
へ
代
金
を
預
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

半
年
後
の
昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１１
）で
は
、柳
は
勝

造
が
作
っ
た
砂
糖
夾
に
図
入
り
で
詳
細
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。加
え
て
真
鍮
製
と

銀
製
の
価
格
を
尋
ね
て
い
る
。柳
は
昭
和
七
年
一
月
七
、八
日
に
松
江
を
訪
れ
て
い

る
が（
註
９
）、書
簡
か
ら
そ
の
際
に
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
時
の
来

訪
で
柳
は
港
屋
で
売
り
出
す
山
陰
産
の
品
を
選
定
し
て
い
る（
註
１０
）。港
屋
で
の
販
売

を
見
込
ん
で
、勝
造
に
砂
糖
夾
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
後
、一
月
二
十

一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
１２
）よ
り
、勝
造
が
砂
糖
夾
二
個
を
再
製
し
送
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。二
度
目
の
試
作
で
あ
る
。価
格
は
真
鍮
製（
港
屋
行
き
）九
十
銭
、

銀
製
三
円
二
、三
十
銭
。銀
は
目
方
を
相
当
持
つ
の
で
こ
れ
よ
り
安
く
は
困
難
と
あ

依
頼
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、十
三
日
の
便
箋
で
黒
田
は
、お
尋
ね
の
件
と
し
て
自
分

の
知
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
方
法
、焼
漆
と
油
焼
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。「
精
し

き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
」と
言
い
、最
後
に「
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後

御
座
ゐ
ま
す
ゆ
え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て

居
り
ま
す
」と
あ
る
。鉄
の
も
の
は
作
ら
な
い
と
し
た
勝
造
が
黒
田
に
鉄
の
処
理
の

教
え
を
乞
う
た
の
は
周
り
の
要
望
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。戦
後
は
主
に
鉄
を
扱
い

だ
す
金
田
の
鉄
加
工
が
こ
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

国
展
の
入
選
を
見
る
と
第
八
回
以
降
は
鉄
の
作
品
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２０
）に
は「
柳
鉄
指
輪
」の
文

字
が
あ
る
。手
本
と
な
る
も
の
の
再
製
を
依
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
。昭
和
八
年
九
月

四
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
便
箋（
資
料
２１
）で
は
再
度
、「
柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
」の
再
製

を
お
願
い
し
な
が
ら
、土
瓶
の
手
の
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
展
開
を
提
案
し
つ
つ
、

「
鉄
ニ
テ
ハ
如
何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
」と
あ
る
。同
文
中
で
は「
火
箸
頭
ノ
引

手
」を
褒
め
た
後「
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落
付
好
シ

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願
」と
悉
く
鉄
で
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
。こ
こ
で
い
う
箱
と

は
木
工
箱
に
つ
い
た
金
具
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。こ
の
頃
か
ら
勝
造
の
鉄
の
扱
い
が

徐
々
に
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
と
匙

　

リ
ー
チ
へ
の
書
簡
は
勝
造
が
柳
を
通
し
て
送
っ
た
三
通
。日
本
民
藝
館
に
保
管
さ

れ
る
勝
造
が
柳
に
宛
て
た
書
簡
十
三
通
に
含
ま
れ
る
。リ
ー
チ
か
ら
勝
造
へ
送
ら
れ

た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。リ
ー
チ
が
初
め
て
島
根
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
九
年
八

月
一
日
か
ら
十
三
日（
註
１４
）。こ
の
間
に
勝
造
が
リ
ー
チ
に
会
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、そ
の
直
後
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
柳

宛
て
の
便
箋（
資
料
２５
）に
、「
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に
よ
り
銀
匙
二
種
造

り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
チ
か
ら
の
直
接
指
導
で
銀
匙
を
試
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
。そ
の
後
、十
月
十
九
日
消
印
、勝
造
か
ら
柳
気
付
リ
ー
チ
宛
て
の
葉
書（
資
料
２６
）に

「
先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送
下
さ
れ
」と
あ
り
、匙
を
三
種
再
度
送
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、試
作
に
対
す
る
リ
ー
チ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。文
中
に
あ

る
総
合
展
と
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
日
間
開
か
れ
た
京
都
高
島
屋
の
山
陰
民
藝

展
だ
ろ
う
か（
註
１５
）。そ
の
後
勝
造
は
十
一
月
十
一
日
と
記
載
の
便
箋（
資
料
２７
）を
柳
宛

て
に
送
っ
て
い
る
。文
中
に
は
柳
宛
て
に
リ
ー
チ
か
ら
言
わ
れ
た
高
島
屋
展
の
品
を

目
録
の
通
り
送
る
の
で
リ
ー
チ
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
あ
り
、リ
ー
チ
に
は
原
価
を
知

ら
せ
て
い
る
。残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
考
え
る
と
、リ
ー
チ
指
導
の
も
と
、二
度
の
試
作

を
経
て
小
匙
、大
匙
、フ
ォ
ー
ク
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
の
髙
島
屋
展

は
十
一
月
十
六
日
七
日
間
東
京
高
島
屋
で
開
か
れ
た
全
国
新
興
民
藝
展
だ
と
思
わ

れ
る（
註
１６
）。リ
ー
チ
と
の
交
流
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
み
で
あ
る
。

河
井
寬
次
郎
の
キ
セ
ル

　

河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
は
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
し
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
二
十

三
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、制
作
年
は
昭
和
二
十
五
年
頃
〜
と
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印
の
河
井
の
便
箋（
資
料
２４
）で
河
井
が
勝
造
の
キ
セ
ル
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。そ
こ
に
は「
パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御

願
」と
あ
り
、そ
の
後
、「
バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ
其
内
御
届
ケ
ノ
筈
」と

あ
る
。既
に
河
井
寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り（
註
１７
）「（
図

示
）ノ
分
御
分
チ
御
願
」が
指
す
キ
セ
ル
を
勝
造
自
身
の
作
と
考
え
る
と
、「
モ
ウ
一

息
」と
言
わ
れ
た
パ
イ
プ
は
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
に
河
井
が
指
導
を
し
た
の
だ

ろ
う
。そ
の
後
の
気
付
で
キ
セ
ル
を
勝
造
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。

　

他
、キ
セ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
書
簡
は
消
印
が
不
明
瞭
で
送
ら
れ
た
時
期
が

定
か
で
な
い
が
、昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２９
）に「
ナ
タ
マ

メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎
日
待
ッ
テ
居
ル
」と
あ
り
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル

の
再
製
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
は
刀
豆
に
似
て
へ
ん
平
で
懐
中
に

入
れ
て
持
ち
運
び
や
す
い
形
を
し
て
お
り
、明
治
維
新
の
頃
官
軍
兵
士
が
多
く
用
い

た
と
さ
れ
る
キ
セ
ル
で
あ
る（
註
１８
）。現
在
河
井
寬
次
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
勝
造
制

作
の
キ
セ
ル
二
十
三
本
の
中
に
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル
も
あ
る
。

　

勝
造
の
残
し
た
下
図
は
十
点
で（
挿
図
１
〜
１３
）全
て
描
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

厚
紙
を
使
用
し
、墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、九
種
の
キ
セ
ル
が
確
認
で
き
る
。十

枚
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
は
既
存
の
形
の
再
製
で
は
な
く
、全
て
河
井
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
が
、河
井
が
描
い
た
図
は
残
っ
て
い
な
い
。下
図
は
真
横

か
ら
見
た
形
を
描
く
が
、火
皿
の
部
分
の
み
少
し
斜
め
上
か
ら
見
た
図
に
な
っ
て
い

る
。一
部
、上
面
図
や
胴
部
分
の
断
面
図
が
描
か
れ
る
。１
か
ら
９
ま
で
の
番
号
が
振

は
再
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
収
蔵
の
二
十
三
点

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
九
種
全
て
見
つ

か
っ
た
。4
、5
、7
、9（
挿
図
5
、6
、8
、12
）の
番
号
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
下
図
と
火
皿

の
形
状
が
異
な
る
が
、他
は
下
図
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
キ
セ
ル
が
残
っ
て
い
る
。

　

勝
造
が
残
し
た
メ
モ
三
点
の
う
ち
、一
点
は
便
箋
に
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
と
夫
婦
キ

セ
ル
が
描
か
れ
る（
挿
図
14
）。夫
婦
キ
セ
ル
は
火
皿
が
一
つ
で
火
皿
を
中
心
軸
に
し
て

吸
口
が
二
つ
に
わ
か
れ
、二
人
が
同
時
に
喫
煙
で
き
る
既
存
の
形
の
キ
セ
ル
で
あ
る

（
註
１９
）。そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
原
寸
と
書
き
添
え
ら
れ
、夫
婦
キ
セ
ル
の
図
に
は
火
口
と

吸
口
に
朱
肉
を
付
け
て
押
し
た
と
思
わ
れ
る
口
の
写
し
が
あ
る
。こ
の
メ
モ
の
裏
に

は「  

.
2.
2  

註
」と
記
さ
れ
て
い
る
。註
が
註
文
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、勝
造
は
昭

和
三
十
九
年
二
月
二
日
に
注
文
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。前
述
し
た
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
所
蔵
の
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
よ
り
、こ
こ
に

描
か
れ
た
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
の
図
は
小
さ
い
。詳
し
く
は
後
述
す
る
が
河
井
は
夫
婦

キ
セ
ル
の
再
製
を
勝
造
に
依
頼
し
て
い
る
が
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
夫
婦
キ
セ
ル

は
残
っ
て
い
な
い
。こ
の
図
は
手
本
と
な
る
キ
セ
ル
を
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
明
な
点
の
多
い
メ
モ
で
あ
る
。

　

他
に
３
と
９
の
番
号
の
キ
セ
ル
の
改
正
図
を
描
い
た
便
箋
一
点（
挿
図
15
）と
手
綱
形
キ

セ
ル
の
図
に
二
十
年
前
￥
３
０
０
０
０
と
記
入
さ
れ
た
紙（
挿
図
16
）が
一
点
残
る
。手
綱

形
の
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。手
網
形
も
既
存
の
形
の
キ

セ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら（
註
２０
）、河
井
に
再
製
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
造
の
も
と
に
残
る
河
井
の
指
示
書
五
枚
も
全
て
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
全
て
同
じ
で
、鉛

筆
と
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。う
ち
一
枚
は（
挿
図
17
）文
字
の
み
の
指
示
で
あ
る
。便
宜
上

こ
れ
を
指
示
書
一
と
呼
び
、こ
こ
に
文
面
を
書
き
起
こ
す
。

指
示
書
一

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ノ
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
ハ
何
レ
帰
安
ノ
折
手
入

　

御
願
致
シ
度
ソ
レ
迄
コ
ノ
マ
マ
ニ
保
存
御
願
致
シ
マ
ス
◇

　

ノ
図
ノ
参
考
ノ
タ
メ
送
リ
マ
シ
タ
改
正
ノ
Ⅲ
図
ノ
分
御
願
致
シ
マ
ス

　

◇
ノ
付
根
ノ
参
考
ノ
タ
メ
粘
土
ノ
形
御
届
。Ⅰ
ト
Ⅱ
モ
御
願
致
シ
マ
ス

　

別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ

　

一
ツ
製
図
ノ
様
ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
コ
レ
ハ
仲
々
免
倒
一
ト

　

勉
強
御
願
致
シ
マ
ス
猶
小
々
曲
ッ
タ
分
御
直
シ
御
願

　

致
シ
マ
ス
未
ダ
　
次
々
図
作
リ
御
願
致
シ
度
宜
敷

　

公
社
ノ
分
ハ
三
月
末
ニ
ハ
返
ス
約
束
　

　

ド
ウ
カ
宜
敷　

ら
れ
て
い
る
が
、一
枚
は
番
号
部
分
が
欠
け
て
い
る（
挿
図
７
）。鉛
筆
で
寸
法
や
詳
細
図

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、下
図
の
部
分
的
な
修
正
も
見
ら
れ
る
。７
、８
、９
の
番
号

が
振
ら
れ
た
下
図
の
裏
面
に
は（
挿
図
９
、１１
、１３
）、書
き
込
ま
れ
た
寸
法
の
隣
に「　

.　

.

　

 

改
」と
メ
モ
が
あ
り
、こ
の
三
点
の
キ
セ
ル
は
昭
和
三
十
四
年
頃
に
制
作
も
し
く

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
」

は
忠
雄
の
言
う
河
井
が
自
ら
修
正
を
し
、

穴
を
あ
け
た
キ
セ
ル（
註
２1
）を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　

残
り
の
指
示
書
四
枚（
挿
図
18
〜
21
）に
は

合
わ
せ
て
六
種
類
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ

る
。挿
図
18
、20
に
描
か
れ
た
図
に
は
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
振
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
指

示
書
一
に
対
応
す
る
。挿
図
18
、19
に
は
赤

鉛
筆
で
吸
口
付
近
に
１０
〜
１３
ま
で
の
書
き

込
み
が
あ
る
。赤
鉛
筆
の
書
き
込
み
が
勝

造
の
手
に
よ
る
と
す
れ
ば
、先
述
の
勝
造

の
下
図
１
〜
９
か
ら
続
き
の
連
番
が
振
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

挿
図
18
、19
に
は
四
種
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。中
で
も
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の

キ
セ
ル
は
挿
図
19
に
も
描
か
れ
詳
し
く
指
示
が
あ
る
。指
示
書
一
よ
り
河
井
は
Ⅲ
の
キ

セ
ル
の
幾
何
学
形
態
◇
の
付
根
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
、粘
土
で
実
際
に
形
を
作

り
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。挿
図
21
で
も「
此
処
此
度
ノ
此
処
ノ
様
ニ
御
願
御
願
」

と
付
根
の
部
分
を
図
入
り
で
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、河
井
は
形
の
継
ぎ
目

の
部
分
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
よ
う
だ
。勝
造
は
幾
何
学
形
態
と
円
柱
形
、異
な
る
筒

状
の
立
体
を
ロ
ウ
付
け
す
る
の
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル

の
◇
部
を
指
し「
例
ノ
火
バ
シ
ノ
先　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
」と
あ
る
が
こ
れ
は
真
鍮
製

の
火
箸（
挿
図
22
）の
先
の
形
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。昭
和
八
年
九
月
三
日
の
河
井
か
ら

の
書
簡（
資
料
21
）に
も「
火
箸
頭
ノ
引
手
」と
あ
り
同
じ
形
で
引
手
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
が
様
々
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、同

お
わ
り
に

　

彫
金
工
だ
っ
た
勝
造
は
民
藝
関
係
者
よ
り
制
作
の
依
頼
及
び
依
頼
を
通
し
た
指

導
を
受
け
る
中
で
、制
作
す
る
金
工
品
、扱
う
金
属
を
変
え
な
が
ら
、制
作
を
続
け
た

こ
と
が
断
片
的
に
だ
が
わ
か
っ
た
。考
察
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、取
り
上
げ
て
い

な
い
書
簡
も
残
る
。今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
書
簡
の
文
面
を
活
字
で
紹
介
し
た
い
。河
井
の
書
簡
は
河
井

寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
既
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。他
資
料

で
判
読
が
難
し
い
河
井
の
文
字
に
関
し
て
も
鷺
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。日
本
民
藝
館

所
蔵
の
勝
造
が
柳
へ
宛
て
た
書
簡
は
令
和
元
年
に
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
書
簡
を
基

と
し
た
。判
読
不
明
な
文
字
は
□
で
表
わ
し
、旧
字
は
一
部
新
字
と
し
た
。句
点
が
な

く
文
が
切
れ
る
と
こ
ろ
は
一
マ
ス
空
け
て
い
る
。図
を
描
い
て
示
し
て
い
る
箇
所
は

（
図
示
）と
表
し
た
。紙
面
の
都
合
上
、意
図
的
だ
と
思
わ
れ
る
改
行
の
外
は
原
文
の

改
行
に
従
っ
て
い
な
い
。

﹇
資
料
１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
耕
雲
様

　

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消
印

　

御
無
沙
汰
致
シ
マ
シ
タ　

御
元
氣　

御
仕
事
ヲ
嬉
シ
ク
思
ヒ
マ
ス　

二
十
日
頃

　

帰
リ
度　

御
作
リ
ノ
品
々
ヲ
楽
シ
ミ
ニ
シ
テ
居
マ
ス　

何
レ
拝
眉
ノ
上

　
　
　

三
月
十
一
日　

寬

﹇
資
料
２
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

三
月
三
十
日

　
　
　
　

寬

　

昭
和
六
年
三
月
三
十
日
消
印

　

滞
留
中
ハ
有
難　

感
謝
々
　々

□
□
□
柳
兄
来
訪
仕
事
好
評　

相
談
ノ
上
丸
火
箸

　

角
箱
切
子
灰
押
ヘ
三
品
出
品
ニ
決
定　

指
輪
ハ
柳
兄
モ
愛
壷
ヲ
カ
ズ
望
マ
レ
テ
割

　

愛　

コ
レ
ハ
都
合
ニ
テ
出
品
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、今
日
指
輪
二
ツ
発
送　

此
間
ノ

　

様
式
ニ
大
至
急
御
願
、御
母
堂
始
メ
皆
サ
マ
ニ
宜
敷
　　

金
庫
至
急
御
願

﹇
資
料
３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

洛
北
下
鴨

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

五
、一
八

　

昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
。慌
し
き
旅
に
て　

ゆ
る
　
お
話

　

し
出
来
ざ
る
　
事
を
残
念
に
思
ひ
ま
す
。御
入
港
御
立
寄
の
日
を
待
上
ま
す
。土

　

瓶
の
手
何
分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す

﹇
資
料
４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

じ
よ
う
に
挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル
の
◇
部
を
指
し「
此
ハ
四
角
ノ
地
金
ヲ
ケ
ヅ
ッ
テ
穴

ヲ
ア
ケ
テ
ハ
ド
ウ
デ
ス
カ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、真
鍮
の
塊
か
ら
形
を
削
り
出
し
、空

気
が
通
る
よ
う
穴
を
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。ま
た
、挿
図
18
の
Ⅱ
の
キ
セ
ル
は

勝
造
の
下
図
の
番
号
4
の
キ
セ
ル
、挿
図
19
の
下
段
の
キ
セ
ル
は
勝
造
の
下
図
の
番
号

5
の
キ
セ
ル
を
改
正
し
た
図
だ
と
思
わ
れ
、前
述
し
た
勝
造
の
下
図
4
、5
の
番
号
に

該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
の
改
正
の
図
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。河
井
寬
次
郎
記
念

館
収
蔵
の
二
十
三
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
、Ⅰ
と
Ⅱ
の

図
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
見
つ
か
っ
た
。

　

挿
図
20
に
は
夫
婦
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。軸
の
構
造
も
細
か
く
描
い
て
い
る
。指
示

書
一
に「
別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ
一
ツ
製
図
ノ
様

ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
」と
あ
り
、専
売
公
社
よ
り
借
り
た
キ
セ
ル
の
再
製
を
依
頼

し
て
い
る
の
は
こ
の
夫
婦
キ
セ
ル
だ
ろ
う
。挿
図
19
に
も「
何
レ
モ
免
倒
十
分　

此
写

作
リ
ニ
タ
イ
モ
ノ
モ
一
ツ　

御
骨
折
御
願
御
願
」と
あ
り
、「
此
写
」が
指
す
の
は
夫

婦
キ
セ
ル
の
再
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。河
井
の
日
記
に
夫
婦
キ
セ
ル
が
登
場
し

た
の
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
六
日（
註
２2
）。制
作
を
依
頼
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
河

井
の
念
願
の
夫
婦
キ
セ
ル
再
製
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、先
に
述
べ
た
と
お
り

現
在
勝
造
が
制
作
し
た
夫
婦
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

挿
図
21
に
は
大
き
く
改
正
原
寸
大
と
書
か
れ
て
い
る
。図
へ
の
書
き
込
み
で
は
寸

法
の
他「
此
処
ガ
ス
ボ
ケ
ヌ
様
」、「
此
辺
気
持
ヒ
ロ
ゲ
ル
コ
ト
」な
ど
注
意
を
促
し
て

い
る
。こ
の
キ
セ
ル
の
形
は
幾
何
学
形
態
部
分
が
�
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。挿
図
18
、19
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の
キ
セ
ル
と
類
似
す
る
が
幾
何
学
形
態
の
部
分
が
異

な
る
。こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

六
、四

　

昭
和
六
年
六
月
四
日
消
印

　

前
略　

い
つ
ぞ
や
お
希
ひ
致
候
土
瓶
の
手
、出
来
候
節
は
お
送
□
度
候
、巾
は
四

　

寸
前
後
、大
中
小
各
〃
一
個
先
に
お
届
□
れ
ば
幸
甚
に
て
候

　

巾
四
寸
前
後（
図
示
）

﹇
資
料
５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
六
月
十
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

六
月
十
日

　

其
後
御
変
り
御
座
な
く
□
伺
上
□　

先
生
の
御
蔭
で
石
州
焼
も
東
京
で
大
変
好

　

評
の
由　

何
よ
り
の
事
に
御
座
□　

土
瓶
の
手
見
本
と
し
て
三
ケ
御
送
り
申
上

　

げ
る
□
形
の
よ
し
あ
し
金
の
厚
み
工
合
及
ひ
仕
上
の
工
合
等
詳
細
に
御
指
示
□

　

□
□
□
□　

仕
上
げ
等
は
今
少
し
上
品
に
で
も
出
来
□
候
□
□
一
度
ご
覧
に
入

　

れ
る
□
御
返
事
次
第
如
何
様
に
も
致
し
可
候
先
々
要
件
の
み
に
て
失
礼
致
ス

　
　
　

六
月
十
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様　
　
　

□
□　

　

柳
様

﹇
資
料
８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

七
、一
八

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
七
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
土
瓶
の
手
二
十
個
う
れ
し
く
お
う
け
と
り
し
ま
し
た
。代
金
河
井
君
の

　

方
へ
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。何
れ
お
送
り
す
る
事
と
思
ひ
ま
す
。月
末　

松
江
行
、

　

お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す

﹇
資
料
９
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

九
月
十
三
日

　

昭
和
六
年
九
月
十
三
日
消
印

　

其
後
は
失
礼
致
し
ま
し
た　

御
元
気
で
す
か　

鳥
取
の
吉
田
氏
も
ぼ
て
　
茶
に

　

来
安
致
さ
れ
る
筈
で
す
が
前
の
日
曜
も
今
度
の
日
曜
も
老
支
の
為
延
期
致
さ
れ

　

ま
し
た　

此
次
は
松
江
の
民
藝
展
出
品
物
で
働
い
て
居
ま
す　

金
庫
も
漸
く
三

　

個
出
来
上
り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す　

　

御
覧
の
上
御
批
評
を
願
ま
す

﹇
資
料
１０
﹈

　

出
雲
国
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印

　
　
　

十
一
月
十
三
日

　

京
都
市
御
前
通
り
一
条
下
ル

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

前
略　

昨
日
は
お
手
紙
頂
戴
致
し
お
厄
介
な
る
お
願
を
早
々
お
製
作
下
さ
れ
お

　

発
送
下
さ
ゐ
ま
し
た
由
承
知
致
し
ま
し
た
の
で
到
着
を
心
待
ち
居
り
ま
し
た
が

　

本
日
午
後
正
に
落
手
い
ろ
　
お
配
慮
と
お
手
数
を
煩
わ
し
有
難
く
お
礼
申
し
上

　

ま
す
。速
足
解
荷
拝
見
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
は
全
て
小
生
が
不
要
意
な
る

　

お
願
の
為
め
と
存
じ
ま
す
の
で
誠
に
申
上
難
う
御
座
ゐ
ま
す
が
実
は
引
手
の
座

　

金
の
部
分
が
取
り
着
け
る
も
の
と
の
関
係
上
丸
形
の
も
の
が
望
ま
し
う
御
座
ゐ

　

ま
す
の
で
重
ね
　
お
面
倒
な
お
願
で
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
座
金
だ
け
同
封

　

の
図
の
様
な
も
の
に
お
作
り
更
へ
お
願
致
し
度
う
存
じ
ま
す
。甚
だ
勝
手
な
お
願

　

ば
か
り
致
し
何
卒
不
悪
お
計
の
程
お
願
申
上
ま
す
。ま
た「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り

　

に
な
ら
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
す
が
ま
た
其
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ

　

下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す

　

要
々
お
願
ま
で
乱
筆
お
許
し
く
だ
さ
ゐ
ま
せ

草
々

　
　
　

五
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

金
田
勝
造
様　

　

乍
失
礼
為
替
三
□
や
同
封
致
し
て
置
き
ま
し
た　

ゆ
え
お
受
取
り
下
さ
ゐ
ま
た

﹇
資
料
６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
六
月
十
二
日
消
印

　

お
送
り
の
品
、大
に
感
謝
。あ
れ
で
結
構
と
思
ひ
ま
す
が
、や
は
り
も
少
し
丁
寧
に

　

き
れ
い
に
仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。大
き
さ
形
三
つ
と
も
上
等
で

　

す
。價
格
お
し
ら
せ
を
乞
ふ

﹇
資
料
７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
七
月
五
日
消
印

　

出
雲
国
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

七
月
五
日

　

其
後
御
元
氣
の
事
と
存
じ
ま
す　

私
も
御
蔭
で
無
事
仕
事
に
精
進
し
て
居
り
ま

　

す　

本
日
土
瓶
の
手
廿
ケ
御
送
り
致
し
ま
し
た　

十
ケ
宛
二
種
で
す　

又
値
段

　

は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て
一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し

　

た
つ
も
り
で
す　

鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず
造
り
ま
す　

先
つ
は
あ
ら　

　
に
て
失
礼
申
ま
す

　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

作
り
更
へ
て
頂
き
ま
す
座
金
の
分
何
卒
お
遠
慮
な
く
お
請
求
下
さ
ゐ
ま
せ
。以
上

　
（
図
解
の
紙
片
）

　
（
図
示
）真
鍮
に
て
寸
法
は
こ
の
図
位
、其
他
の
こ
と
何
卒
よ
ろ
し
く
お
計
□
お
願

　

申
ま
す

　　

前
略　

お
葉
書
及
小
包
正
に
落
手　

色
々
と
お
配
慮
有
難
う
御
座
ゐ
ま
し
た
。

　

ま
た
速
足
乍
ら
お
尋
の
件
小
生
の
存
じ
居
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
法
は
小
生

　

も
目
に
て
覺
え
居
る
も
の
な
れ
だ
精
し
き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
と
存

　

じ
ま
す
。方
法
は
至
っ
て
簡
単
に
て
仕
上
り
た
る
も
の
を
火
に
て
熱
し
そ
れ
の
冷

　

め
ぬ
間
に
古
布
の
様
な
も
の
に
生
漆
を
つ
け
、そ
れ
に
て
じ
ゅ
ん
　
音
を
立
て
る

　

様
な
の
に
拭
き
着
け
る
の
で
す
。以
上
は
焼
漆
の
法
に
て
油
焼
も
同
様
の
工
程
に

　

て
只
漆
と
油
と
の
違
丈
け
、こ
れ
も
其
加
減
調
子
等
お
自
得
の
程
願
ま
す
。以
上

　

甚
だ
不
要
領
乍
ら
お
答
ま
で
。猶
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後
御
座
ゐ
ま
す
ゆ

　

え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て
居
り
ま
す

　

で
は
要
々
の
み

　

季
節
柄
お
自
愛
お
祈
り
申
し
て
居
り
ま
す

草
々

　
　
　

十
三
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋　

　

金
田
勝
造
様　

﹇
資
料
１１
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　

一
月
廿
一
日

　

本
日
砂
糖
挟
ニ
ヶ
再
製
の
□
御
送
り

　

致
し
ま
し
た
。

　

真
鍮
製
み
な
と
や
行
の
値
段
九
十
銭

　

銀
製
三
円
よ
り
三
円
二
三
十
銭

　

右
御
返
事
申
ま
す

　

銀
ハ
目
方
相
当
持
つ
の
で
右
値
段
よ
り
安
く
は
困
難
で
す

　

諸
々
御
下
令
の
程
願
ま
す

　
　
　

一
月
廿
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様

﹇
資
料
１３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

正
月
廿
三
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
（
消
印
不
明
瞭
）

　

お
送
り
の
品
、形
上
〃
〃
。実
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
し
た
。　

但　

長
さ
が
四
寸
五
分

　

と
書
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、何
れ
も
二
三
分
長
す
ぎ
る
の
で
、今
度
は
四
寸
五
分

　

を
出
な
い
様
に
希
ひ
ま
す
。（
図
示
）此
所
此
形
の
方
寧
ろ
よ
ろ
し
く
之
を
三
十
個

　

お
作
り
□
い
。内
二
十
個
港
や
行
。十
個
京
都
小
生
宛

﹇
資
料
１４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
三
月
十
一
日
消
印

　
　
　

三
月
十
一
日

　

京
都
市
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。砂
糖
ば
さ
み
代　

忘
れ
て
お
っ
て
申
わ
け
あ
り
ま
せ
ぬ　

拾
円

　

こ
こ
に
お
届
け
致
し
ま
す
。東
京
港
や
に
送
っ
て
頂
き
し
分
は
お
う
け
と
り
□
い

　

ま
し
た
か
。ま
だ
で
し
た
ら
小
生
よ
り
督
促
し
ま
す　

御
一
家
は
丈
夫
に
や　

安

　

来
は
ま
だ
雪
が
あ
る
事
と
お
察
し
し
ま
す

　

河
井
様
皆
〃
様
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

三
月
十
一
日

　
　
　
　

宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印

　

先
日
本
立
一
把
御
批
評
願
ふ
様
御
送
り
致
し
て
置
き
ま
し
た　

□
何
の
事
も
な

　

く　

御
多
用
中
恐
入
り
ま
す
が
至
急
御
返
事
御
待
ち
申
し
ま
す

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印

　
　
　

正
、一
七
、

　

京
都

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

先
日
は
お
目
に
か
〻
れ
ず
大
変
残
念
で
し
た
。砂
糖
夾
早
速
作
っ
て
□
っ
て
感
謝
。

　

寸
法
少
し
小
さ
く
且
つ
痩
せ
て
ゐ
る
の
で
、も
少
し
太
ら
せ
て
□
い
ま
せ
ん
か　

　
（
図
示
）此
巾
五
分　
（
図
示
）お
送
り
□
し
も
の　

如
く
外
ガ
ワ
丸
味
あ
り　

　
（
図
示
）此
と
こ
ろ
ニ
分
五
リ
。（
図
示
）掌
の
形
の
如
く
中
が
ふ
く
れ
る
。つ
ま
り

　

サ
ジ
を
両
方
か
ら
合
せ
た
如
き
形
。但
し
サ
ジ
の
如
く
深
く
な
く
、も
少
し
浅
し
。

　
（
図
示
）此
長
さ
四
寸
五
分　
（
図
示
）此
巾
六
分
五
リ　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ

　

七
、八
分　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ
五
分　
（
図
示
）背
中
此
形
も
よ
ろ
し
か
ら
ん

　

真
鍮
製
一
個
の
値
い
く
ら
に
候
や

　

銀
製
な
れ
ば
い
く
ら
に
や

　
　
　

一
、一
七

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１２
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
七
年
一
月
二
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

四
月
二
日

﹇
資
料
１６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

四
、五
、

　
　
　
　

柳

　

昭
和
七
年
四
月
六
日
消
印

　

別
便
で
申
し
忘
れ
ま
し
た
が（
図
示
）此
長
さ
三
寸
。御
送
り
下
さ
っ
た
の
よ
り
薄

　

く
て
は
却
て
い
け
ま
せ
ん
。相
当
の
厚
さ
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
事
分
り
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
ほ
か
の
部
分
よ
り
薄
い
方
が
い
ゝ
の
で
す
け
れ
ど
も
。

﹇
資
料
１７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

五
月
廿
三
日

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印

　

拝
啓　

其
後
御
障
り
も
あ
り
ま
せ
ぬ
か
お
伺
い
申
ま
す　

本
日
森
永
氏
方
へ
濱

　

田
氏
お
出
で
に
付
お
供
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す　

本
日
港
屋
よ
り
土
瓶
手
砂
糖

　

挟
み
等
賣
行
き
面
白
か
ら
ず
返
送
致
す
様
申
さ
れ
他
に
向
け
先
あ
れ
ハ
其
方
へ

　

向
け
る
可
く
通
知
が
あ
り
ま
し
た　

今
に
な
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
も
困
り
ま
す

　

か　

如
何
致
し
た
も
の
で
せ
う
か　

港
屋
へ
は
今
一
割
の
値
引
し
て
□
□
引
受

﹇
資
料
２０
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　
　

寬

　

昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印

　

（三）　

指
輪
帯
留
有
難　

土
瓶
ツ
ル
代
共
宗
兄
ノ
方
ヘ
代
御
請
求
御
願　

柳
鉄
指

　

輪
ア
ノ
通
リ
出
来
ヌ
カ
御
一
考
御
願　

出
来
レ
バ
茲
デ
又
一
問
題
如
何
々
々

﹇
資
料
２１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
八
年
九
月
四
日
消
印

　
　
　

九
月
三
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寛

　

金
田
兄

　

九
月
三
日
寬

　

御
元
気
ヲ
祈
ル
。土
瓶
手
有
難
大
イ
ニ
嬉
シ　

見
テ
モ
用
ヒ
テ
モ
大
変
結
構
之
以

　

上
ノ
モ
ノ
モ
ウ
期
待
ス
ル
必
要
ナ
シ　

永
ク
続
ケ
テ
頂
キ
度
イ　

背
ノ
丸
味
ノ

　

モ
ノ
ト
同
時
ニ
角
ノ
モ
少
シ
立
ッ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
テ
好
イ
ト
思
フ
。鉄
ニ
テ
ハ
如

　

何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
。此
間
カ
ラ
ノ
モ
ノ
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
ヲ
乞
フ
。

　

柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
ア
レ
ハ
ア
ノ
通
リ
再
製
出
来
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
カ
。ア
ン
ナ
モ
ノ

　

ガ
出
来
レ
バ
皆
喜
ブ
ニ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。売
レ
ル
ニ
モ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。一
勉
強

　

如
何
。此
間
木
工
棚
、箱
到
着
、金
具
仲
々
見
事
ニ
テ
嬉
シ　

只
コ
ノ（
図
示
）分（
ロ
）

　
（
図
示
）（
イ
）ノ
風
ノ
心
入
ニ
テ（
イ
）ト（
ロ
）ノ
巾
ヲ
広
ク
ト
ル
ナ
ラ
バ
一
増
見

　

事
ナ
ラ
ン
ト
思
フ　

次
ニ
ハ
其
様
ニ
御
願　

又
曳
出
シ
ノ
引
手（
図
示
）ハ
少
サ

　

イ
二
ツ
ノ
座
ヨ
リ
図
ノ
様
ノ
モ
ノ
落
付
ク
ト
思
フ　

次
ハ
シ
カ
ル
可
ク
御
願　

　

猶
、引
手
ノ
輪
ノ
張
リ
ガ
足
ラ
ズ（
図
示
）（
イ
）ヲ
モ
少
シ
張
ラ
セ
タ
方
好
シ
。火

　

箸
頭
ノ
引
手
仲
々
美
シ
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落

　

付
好
シ　

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願　

此
間
ノ
カ
ケ
棚
ト
小
棚
二
ツ
ハ
皆
デ
好
評

　

コ
レ
等
ハ
今
年
ノ
大
収
穫
也

　

エ
ラ
イ
ダ
ロ
ウ
ガ
エ
ラ
イ
カ
ラ
ノ
勉
強
ダ
、大
イ
ニ
ヤ
ロ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。エ
ラ

　

イ
事
ニ
負
ケ
ナ
イ
デ
ヤ
ル
事
ニ
シ
ヨ
ウ
。

　

森
永
兄
其
後
御
元
気
ニ
ヤ　

暮
々
モ
ヨ
ロ
シ
ク
。石
輪
サ
ン
ニ
モ
宜
敷
　
　
竹
サ

　

ジ
ノ
好
イ
カ
ガ
出
来
テ
大
イ
ニ
嬉
シ
イ
。誰
モ
好
イ
モ
ノ
ガ
出
来
出
し
タ
ノ
ガ
有

　

難
イ
。

　

工
藝
ハ
近
ク
宗
兄
ト
相
談
シ
テ
ウ
ン
ト
諸
兄
ニ
役
立
ツ
様
ニ
ス
ル
。

　

諸
兄
ノ
モ
ノ
ガ
売
レ
ル
様
ニ
ス
ル　

元
気
ニ
仕
事
ヲ
進
メ
テ
貰
ヒ
度
イ
。

　

御
老
母
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

﹇
資
料
２２
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
十
六

　
　

柳
宗
悦
殿

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印

　

先
日
ハ
御
疲
れ
の
事
と
存
じ
ま
す　

御
土
産
迄
頂
き
御
厚
礼
申
ま
す　

本
日
工

　

藝
寫
眞
材
料
本
立
一
把
民
藝
協
会
の
織
物
切
同
送
致
し
ま
し
た　

御
査
収
□
上

　

け
て
貰
ふ
様
通
知
は
出
し
て
置
き
ま
し
た

﹇
資
料
１８
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

二
月
二
十
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印

　

大
に
勉
強
。感
謝
。灰
な
ら
し
二
つ
と
も
及
㐧
。但
し
上
部
の
厚
み
、も
う
少
し
薄

　

く
し
、全
体
の
重
み
を
減
ず
る
方　

更
に
可
。魚
焼
網
の
方
は
も
う
一
改
良
を
要

　

す
。森
永
君
に
傳
言
せ
し
故
、お
聞
き
を
乞
ふ
。ス
カ
シ
彫
は
あ
れ
に
て
上
等
。周

　

囲
と
柄
と
を
も
っ
と
よ
く
し
た
き
望
み
。

﹇
資
料
１９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

三
、二

　
　
　
　

柳

　

昭
和
八
年
三
月
三
日
消
印

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。灰
な
ら
し
は
あ
の
ま
〻
高
嶋
や
の
方
へ
出
し
ま
す
。実
價
お
し

　

ら
せ
下
さ
い
。そ
の
上
賣
價
を
こ
ち
ら
で
つ
け
ま
す
。金
網
は
も
う
一
息
。森
永
君

　

と
よ
く
御
話
合
下
さ
い

　

宣
敷
御
仕
計
ら
ひ
の
程
願
上
ま
す

　

九
月
廿
日

﹇
資
料
２３
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
廿
六

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
月
三
日

　

昭
和
八
年
十
月
三
日
消
印

　

民
藝
協
会
の
荷
物
に
土
瓶
手
一
砂
糖
挟
一
同
封
致
し
ま
し
た　

致
っ
て
品
物
手

　

持
少
な
く
困
り
ま
し
た　

先
日
寫
眞
材
料
と
し
て
お
送
り
致
し
た
本
立
て
も
陳

　

列
願
ま
す　

値
段
付
は
右
同
送
品
に
添
付
し
て
置
き
ま
し
た　

然
し
後
で
気
が

　

付
き
ま
し
た
が
普
通
賣
價
と
の
事
で
し
た　

全
部
下
記
の
通
り
訂
正
願
ま
す

　

本
立　
　

弐
、五
〇

　

土
瓶
手　

、八
〇

　

砂
糖
挟　

、七
〇

﹇
資
料
２４
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印

　
　
　

三
月
四
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

八
月
卅
一
日

　

拝
啓　

失
礼
の
み
仕
居
り
候
御
□
□
□
□
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に

　

よ
り
銀
匙
二
種
造
り
本
日
御
送
り
申
上
□
る
リ
ー
チ
先
生
に
も
御
渡
し
□
□
□

　

御
改
正
の
程
御
願
申
上
げ
□

　

右
御
願
迄

　
　
　

八
月
卅
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
先
生

﹇
資
料
２６
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生
気
付

　
　

リ
ー
チ
先
生

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
九
年
十
月
九
日
消
印

　

拝
啓
失
礼
の
み
仕
□
□
候
御
許
下
さ
れ
度　

先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送

　

下
さ
れ
度　

手
本
に
し
て
綜
合
展
に
少
々
で
も
出
し
度
在
□　

尚
総
合
展
は
開

　

会
日
は
何
日
に
□
□
一
寸
御
知
ら
せ
下
さ
れ
□
□

　

右
乱
筆
御
願
ま
で

　
　
　
　

十
月
十
九
日

﹇
資
料
２７
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

至
急

　

昭
和
□
年
□
月
十
二
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
一
月
十
二
日

　

柳
先
生

　
　
　

十
一
月
十
一
日　

金
田
勝
造

　

其
後
ハ
御
不
沙
汰
の
み
致
し
て
居
ま
す
御
許
程
お
願
申
ま
す
。リ
ー
チ
先
生
か

　

ら
髙
島
屋
展
に
間
に
会
ふ
様
に
□
の
御
下
令
で
別
紙
目
録
の
通
り
本
日
お
送
り

　

致
し
ま
し
た　

御
手
数
恐
入
り
ま
す
が
お
届
け
願
上
ま
す　

何
し
ろ
日
数
少
な

　

く
思
ふ
様
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。追
加
注
文
を
精
々
御
尽
力
の
程
お
願
ひ
申
上
ま

　

す
右
何
卒

　

リ
ー
チ
先
生
へ
呉
々
も
宜
敷
お
伝
言
お
願
申
ま
す

　

リ
ー
チ
先
生

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

左
記
値
段
ハ
何
レ
モ
原
価
デ
ス
カ
ラ
左
様
御
承
知
願
マ
ス

　
　
　
　
　
　

記

　

一
、貳
拾
五
円　

銀
小
匙
一
打
ニ
付

　

一
、四
拾
五
円　

見
本　

大
匙
一
打
ニ
付

　

一
、参
拾
七
円　

見
本
フ
ォ
ー
ク
一
打
ニ
付

　
　
　
　

河
井
寛　

　

金
田
兄

　

三
月
四
日
夜
寬

　

御
手
紙
拝
見　

済
マ
ヌ
　
　
　
コ
ラ
ヒ
テ
ク
レ　

其
元
気
デ
御
願
ダ　

火
箸
ハ

　

見
事
大
イ
ニ
嬉
シ　

好
キ
ナ
人
ニ
分
カ
チ
度
イ　

パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何　

　
（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御
願　

香
炉
火
屋
丸
形
バ
ン
ド
一
ツ
玄
琢
行　

網
火
箸
二

　

ツ
其
他
失
念
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
御
願　

バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ

　

其
内
御
届
ケ
ノ
筈　

ソ
レ
カ
ラ
森
永
兄
ヘ
暮
々
モ
宜
敷
　
　
此
度
ノ
工
藝
表
紙

　

實
ニ
嬉
シ
イ　

コ
コ
迄
勉
強
サ
レ
タ
事
實
ニ
有
難
イ　

其
内
工
藝
ノ
一
号
作
リ

　

度
皆
ト
ソ
ウ
ダ
ン
シ
度
イ

　

石
輪
サ
ン
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

　

御
老
母
御
大
切
ニ

　

御
一
家
ノ
幸
福
祈
念

　

其
内
御
入
京
ヲ
待
ツ　

ソ
レ
カ
ラ
此
間
森
永
兄
ヘ
御
願
ノ
佐
々
木
カ
ラ
依
頼
ノ

　

ツ
ム
ギ
七
反
御
願　

仝
様
ノ
モ
ノ
拙
宅
ニ
モ
一
反
御
願　

都
合
八
反
至
急
御
作
リ

　

御
願
不
備

　

家
ハ
皆
大
元
気

　

乞
御
安
神

﹇
資
料
２５
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生

　

昭
和
九
年
八
月
三
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　
　
　

右

﹇
資
料
２８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　
　
　

四
月
十
一
日

　

昭
和
十
年
四
月
十
二
日
消
印

　

御
元
氣
嬉
シ
手
紙
ト
作
品
有
難
、灰
ナ
ラ
シ
ハ
近
頃
嬉
シ　

図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生

　

カ
サ
レ
小
生
モ
一
ツ
欲
シ
序
ニ
御
願　

此
度
ノ
火
箸
使
ヒ
好
ク
重
ク
ナ
ク
軽
ク

　

ナ
ク
有
難
イ　

全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ　

灰
ナ
ラ
シ
ハ
之
迠
小
生
ノ
見
タ

　

全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ　

有
難
イ
、十
二
月
客
車
便
ニ
テ
御
届
、

﹇
資
料
２９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寬

　

昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
消
印

　

此
間
ハ
有
難
フ
有
難
フ
嬉
シ
カ
ッ
タ
ヨ　

大
阪
た
く
み
デ
近
作
見
タ
何
レ
モ
美

　

シ
イ
大
イ
ニ
喜
ン
ダ　

大
イ
ニ
ヤ
ッ
テ
ホ
シ
イ　

皆
サ
ン
ニ
山
々
宣
敷
　
　
新

　

シ
イ
仕
事
大
期
待
ダ
、大
若
返
リ
万
歳
ダ
、ナ
タ
マ
メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎

　

日
待
ッ
テ
居
ル
、安
来
民
藝
シ
ッ
カ
リ
タ
ノ
ム

　

謝
辞

　
　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
、調
査
に
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
ご
所
蔵
者
の
皆
さ
ま
に
厚
く
お
礼

　

申
し
上
げ
ま
す
。ご
教
示
賜
り
ま
し
た
、河
井
寛
次
郎
記
念
館
学
芸
員
・
鷺
珠
江
氏
、日
本
民

　

藝
館
学
芸
部
長
・
杉
山
享
司
氏
に
謹
ん
で
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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い
た
。勝
造
は
十
六
歳
で
松
江
市
の
金
工
家
・
塩
津
親
次
に
師
事
し
て
い
る（
註
２
）。塩

津
親
次
は
加
納
夏
雄
、海
野
勝
珉
に
師
事
し
、片
切
彫
、肉
彫
を
得
意
と
し
て
い
た
こ

と
か
ら（
註
３
）、勝
造
も
師
よ
り
同
様
の
彫
金
技
術
を
習
得
し
、独
立
後
は
号
を
耕
雲

と
し
安
来
で
キ
セ
ル
な
ど
の
装
身
具
を
制
作
し
た
。明
治
四
十
五
年
に
生
ま
れ
た
勝

造
の
息
子
、正
芳
も
昭
和
元
年
頃
に
塩
津
親
次
の
息
子
、塩
津
正
寿
に
弟
子
入
り
す

る（
註
４
）。塩
津
正
寿
は
海
野
清
に
師
事
し
て
い
る（
註
５
）。正
芳
も
片
切
彫
と
肉
彫
を

習
得
し
、独
立
後
は
勝
造
と
共
に
安
来
市
で
、香
炉
や
香
合
な
ど
を
制
作
し
た
。

河
井
寛
次
郎
か
ら
の
書
簡
　
民
藝
運
動
へ
の
関
わ
り
と
国
展
出
品

　

先
述
の
資
料
の
中
で
最
も
早
い
消
印
を
持
つ
書
簡
は
昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消

印
の
河
井
が
勝
造
に
宛
て
た
葉
書（
資
料
１
）で
あ
る
。島
根
に
民
藝
運
動
が
興
る
契
機

と
な
っ
た
柳
宗
悦
の「
島
根
工
藝
診
察
」（
註
６
）よ
り
一
足
早
い
。こ
の
年
勝
造
は
三
十

八
歳
。河
井
は
明
治
二
十
三
年
生
ま
れ
、勝
造
よ
り
三
歳
年
長
で
生
家
も
近
く
既
知

の
仲
で
あ
っ
た
。葉
書
に
は
三
月
二
十
日
頃
の
安
来
帰
省
の
折
に
勝
造
に
会
い
、勝

造
の
金
工
品
を
見
た
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。彫
金
工
と
し
て
二
十
年
余
り
制
作
し

て
い
た
勝
造
は
、こ
の
頃
か
ら
民
藝
運
動
に
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。勝
造
宛
の
書
簡
四
十
通
の
う
ち
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
書
簡
は
十
五
通
、

そ
の
中
で
宛
名
を
金
田
耕
雲
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
葉
書
の
み
で
あ
る
。他
に
二

通
、そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
か
ら
金
田
耕
雲
の
宛
名
で
届
い
た
書
簡
が
あ
る
が
、い
ず
れ

も
昭
和
六
年
の
消
印
で
、そ
れ
よ
り
後
に
金
田
耕
雲
を
宛
名
に
し
て
い
る
も
の
は
無

い
。国
展
出
品
の
際
の
作
者
名
も
初
入
選
の
昭
和
六
年
か
ら
金
田
勝
造
で
あ
る
。こ

れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、勝
造
は
河
井
か
ら
の
提
言
で
耕
雲
の
号
の
使
用
を
や

め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
同
年
三
月
三
十
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２
）に
は
、安

来
滞
在
の
お
礼
と
と
も
に
河
井
が
京
都
へ
持
ち
帰
っ
た
で
あ
ろ
う
勝
造
の
金
工
品

「
丸
火
箸
角
箱
切
子
灰
押
へ
」を
柳
宗
悦
と
相
談
の
上
、出
品
し
た
と
あ
る
。文
面
は

指
輪
の
出
品
は
割
愛
し
た
こ
と
と
、指
輪
を
二
つ
発
送
し
た
の
で
お
願
い
、金
庫
も

至
急
お
願
い
と
続
く
。勝
造
は
第
六
回
国
展
に「
眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對
」が
入

選
し
て
い
る
こ
と
か
ら
河
井
の
出
品
は
国
展
を
指
す
だ
ろ
う
。こ
こ
で
河
井
が
勝
造

へ
発
送
し
た
指
輪
は
指
輪
に
仕
立
て
る
た
め
の
陶
を
指
し
、座
金
の
作
成
を
依
頼
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。こ
の
時
点
で
の
制
作
は
河
井
や
柳
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
指
導
で

生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、勝
造
が
制
作
し
た
金
工
品
の
中
か
ら
河
井
や
柳
の
目
に

か
な
っ
た
も
の
が
選
ば
れ
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。制
作
を
依
頼
さ
れ

た
指
輪
も「
此
間
ノ
様
式
ニ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
勝
造
が
制
作
し
た
様
式
に
倣
っ
て

い
る
可
能
性
が
高
い
。金
庫
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、昭
和
六
年

九
月
十
三
日
消
印
の
柳
宛
の
勝
造
の
葉
書（
資
料
９
）で「
金
庫
も
漸
く
三
個
出
来
上
が

り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す
」と
あ
り
、依

頼
か
ら
半
年
後
に
河
井
と
柳
へ
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

昭
和
六
年
以
降
、勝
造
は
国
展
に
連
続
し
て
六
回
入
選
し
て
い
る
。昭
和
十
年
四

月
十
二
日
消
印
の
河
井
が
勝
造
へ
宛
て
た
葉
書（
資
料
２8
）に「
図
面
ヨ
リ
ズ
ッ
ト
生
カ

サ
レ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
河
井
は
自
ら
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
で
あ
ろ
う
灰
な
ら
し
を

「
之
迠
小
生
ノ
見
タ
全
国
ノ
新
古
中
一
番
好
キ
ナ
モ
ノ
」と
称
賛
し
火
箸
と
と
も
に

「
全
部
国
展
ヘ
出
品
致
シ
度
シ
」と
書
い
て
い
る
。こ
こ
か
ら
、昭
和
六
年
以
降
も
勝

造
の
金
工
品
は
河
井
を
通
し
て
国
展
へ
出
品
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。昭
和
十
二
年

の
第
十
二
回
以
降
勝
造
の
入
選
が
無
い
の
は
、同
年
に
河
井
や
柳
ら
が
国
画
会
よ
り

退
会
し
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
勝
造
の
国
展
入
選
歴
を
示
し
て
お
く（
註
７
）。

昭
和
六
年　
　

第
六
回　

眞
鍮
角
箱
、灰
押
、火
箸
一
對　

昭
和
七
年　
　

第
七
回　

本
立
、文
鎭
、水
入
、角
砂
糖
バ
サ
ミ
、帶
止
金
具

昭
和
八
年　
　

第
八
回　

眞
鍮
筆
立
、眞
鍮
銀
象
嵌
卷
煙
草
箱
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉛（
釦
か
）、鐵
灰
押

昭
和
九
年　
　

第
九
回　

鐵
火
箸
二
種
、眞
鍮
杓
子
、銅
手
付
網
、鐵
麻
ノ
葉
透
シ
網

昭
和
十
年　
　

第
十
回　

鐵
火
箸
、鐵
火
押
、鐵
銀
象
嵌
帶
止
、鐵
銀
象
嵌
カ
フ
ス
釦

昭
和
十
一
年　

第
十
一
回　

銀
象
嵌
入
鉄
指
輪
A
、B
、鐵
金
具
付
箱
、眞
鍮
水
入

柳
宗
悦
と
の
往
復
書
簡
　
制
作
指
導

　

遺
族
の
元
に
残
る
柳
が
勝
造
へ
送
っ
た
書
簡
と
日
本
民
藝
館
に
残
る
勝
造
が
柳

へ
送
っ
た
書
簡
か
ら
、書
簡
の
往
復
が
確
認
で
き
る
。勝
造
宛
て
書
簡
の
四
十
通
中
、

柳
か
ら
の
書
簡
は
十
通
。柳
か
ら
の
一
番
早
い
書
簡
は
昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

の
葉
書（
資
料
３
）で
、「
先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
・・
土
瓶
の
手
何

分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す
」と
あ
る
。先
日
お
逢
ひ
と
は
柳
の「
島
根
工
藝
診
察
」で
の

五
月
八
日
の
安
来
訪
問
だ
ろ
う
。こ
こ
で
お
そ
ら
く
勝
造
は
柳
に
自
作
を
見
せ
て
い

る（
註
８
）。そ
の
際
に
土
瓶
の
手
の
制
作
を
柳
が
依
頼
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。そ
の
後
、

六
月
四
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
４
）で
柳
は
土
瓶
の
手
の
催
促
と
と
も
に
図
入

り
で
サ
イ
ズ
を
指
定
し
、大
中
小
各
一
個
届
け
て
ほ
し
い
と
伝
え
る
。具
体
的
な
指

示
を
出
し
、ま
ず
は
試
作
の
出
来
を
見
よ
う
と
し
た
よ
う
だ
。六
日
後
の
六
月
十
日

る
。一
月
二
十
三
日
と
記
載
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１３
）で
柳
は
長
さ
を
指
定
通
り
に

作
る
よ
う
指
示
し
指
導
を
終
え
、こ
れ
を
三
十
個
制
作
し
二
十
個
を
港
屋
へ
、十
個

を
自
分
へ
送
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。勝
造
の
試
作
及
び
、注
文
の
三
十
個
に
使
用
し

た
金
属
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、三
月
十
一
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１４
）に

砂
糖
夾
代
に
拾
円
送
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、砂
糖
夾
十
個
分
の
代
金
と
考
え
て
、真

鍮
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。現
在
、日
本
民
藝
館
と
鳥
取
民
藝
美
術
館
に
真
鍮
製
の
砂

糖
夾
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。そ
の
後
の
昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
１7
）か
ら
、勝
造
が
港
屋
に
送
っ
た
土
瓶
の
手
と
砂
糖
夾
の
売
れ
行
き
が

思
わ
し
く
な
く
値
下
げ
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。当
初
の
港
屋
の
行
き
の
価
格
九
十

銭
が
卸
値
か
売
値
か
は
定
か
で
な
い
が
、昭
和
八
年
の
十
月
三
日
消
印
の
勝
造
か
ら

の
葉
書（
資
料
２3
）で
、砂
糖
夾
の
売
値
を
七
十
銭
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
年
半
後
に

は
価
格
を
下
げ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
１５
）や
直
後
四
月
六

日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料
１６
）か
ら
勝
造
は
砂
糖
夾
に
続
い
て
柳
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
真
鍮
製
の
本
立
て
も
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。本
立
て
は

現
在
、一
揃
え
の
う
ち
片
方
が
日
本
民
藝
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。昭
和
七
年
の
国

展
に
入
選
し
た「
本
立
」「
角
砂
糖
バ
サ
ミ
」は
柳
に
指
導
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
の
柳
の
指
導
は
柳
か
ら
の
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１８
）、

同
年
三
月
三
日
消
印
の
葉
書（
資
料
１９
）で
灰
な
ら
し
や
魚
焼
き
網
の
指
導
を
追
う
こ
と

が
で
き
る
。灰
な
ら
し
は
第
八
回
国
展
で
入
選
し
た「
鐵
灰
押
」、魚
焼
き
網
は
第
九

回
国
展
で
入
選
し
た「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」が
こ
の
時
の
指
導
の
も
の
だ
ろ
う
。先
の
書

簡
二
通
で
、魚
焼
き
網
は
毎
回「
も
う
一
改
良
」「
も
う
一
息
」と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
魚
焼
き
網
は
柳
の
合
格
点
が
貰
え
ず
昭
和
八
年
の
出
品
を
諦
め
昭
和
九
年
に

出
品
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の「
麻
ノ
葉
透
シ
網
」は
写
真
が
残
ら
な
い
た
め
定
か
で

は
な
い
が
、戦
後
の
人
気
商
品
で
勝
造
が
六
男
の
忠
雄
と
と
も
に
作
っ
た「
て
き
」と

呼
ぶ
餅
焼
き
網
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
は
昭
和
八
年
九
月
十
六
日
に
松
江
に
来
て
お
り
、布
志
名
窯
及
び
袖
師
窯
を

訪
ね
て
い
る
が（
註
１１
）、昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
葉
書（
資
料
２２
）よ

り
こ
の
機
会
に
金
田
も
柳
に
会
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。同
書
簡
よ
り
勝
造
が
、

『
工
藝
』に
掲
載
す
る
写
真
材
料
の
た
め
、本
立
て
を
柳
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。柳
は
こ
の
時
の
来
訪
で
雑
誌『
工
藝
』へ
掲
載
す
る
た
め
の
取
材
を
行
っ
た
の
だ

ろ
う
。十
一
月
に
発
売
さ
れ
た
工
藝
三
十
四
号（
註
１２
）で
は
新
作
紹
介
と
し
て
勝
造
の

本
立
て
と
布
志
名
焼
、袖
師
焼
が
紹
介
さ
れ
た
。こ
の
掲
載
が
一
区
切
り
と
な
っ
た

の
か
、柳
か
ら
の
指
導
を
示
す
書
簡
は
こ
こ
で
終
わ
る
。そ
の
後
は
勝
造
が
柳
気
付

け
で
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー
チ
へ
書
簡
を
送
る
ば
か
り
で
あ
る
。

黒
田
辰
秋
と
鉄
の
処
理
、河
井
寬
次
郎
の
要
望

　

黒
田
辰
秋
か
ら
の
書
簡
は
、昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印
の
封
筒
一
通（
資
料
１０
）

の
み
。五
日
と
十
三
日
の
日
付
の
便
箋
と
図
解
の
紙
片
が
入
っ
て
い
る
。五
日
の
便

箋
を
入
れ
た
封
筒
は
紛
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。五
日
の
便
箋
に
は
送
っ
て
も
ら
っ
た

引
手
の
座
金
を
図
の
よ
う
に
作
り
変
え
て
欲
し
い
、「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り
な
ら
な

い
が
、そ
の
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
あ
る
。勝
造
は
京
都
の

大
毎
会
館
に
て
開
催
さ
れ
た
第
一
回
山
陰
民
藝
展（
昭
和
六
年
十
月
十
七
日
か
ら
三

日
間
開
催
）の
た
め
に
上
京
し
て
お
り（
註
１３
）、そ
の
際
に
黒
田
に
会
い
引
手
の
依
頼

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
黒
田
が
勝
造
は「
鉄
」の
も
の

は
作
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。白
金
屋
と
し
て
所
謂
上
手
物
を
作
っ
て
き

た
勝
造
は
象
嵌
な
ど
で
部
分
的
に
鉄
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、素
材
と
し
て

鉄
の
み
を
用
い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。実
際
、こ
の
時
の
引
手
は
真
鍮
で

消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
５
）で
、見
本
と
し
て
三
つ
土
瓶
の
手
を
送
る
の
で
形

の
よ
し
あ
し
、金
の
厚
み
、仕
上
げ
の
具
合
等
詳
細
に
ご
指
示
を
、仕
上
げ
は
今
少
し

上
品
に
も
出
来
、如
何
様
に
も
す
る
と
あ
る
。文
面
か
ら
は
柳
の
ど
ん
な
注
文
に
応

え
よ
う
と
す
る
勝
造
の
姿
勢
と
、応
え
ら
れ
る
だ
け
腕
に
自
信
が
あ
る
様
子
が
窺
え

る
。柳
は
早
々
に
六
月
十
二
日
消
印
の
葉
書（
資
料
６
）で
、「
も
少
し
丁
寧
に
き
れ
い
に

仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
あ
れ
で
結
構
」と
し
価
格
を
尋
ね
て
い

る
。そ
の
後
、七
月
五
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
７
）よ
り
、柳
へ
十
個
ず
つ
二

種
の
土
瓶
の
手
を
送
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
値
段
は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て

一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し
た
つ
も
り
で
す
」と
あ
り
、彫
金
工

時
代
は
数
が
少
な
く
と
も
手
を
か
け
た
高
級
な
も
の
を
作
る
こ
と
を
是
と
し
た
で

あ
ろ
う
勝
造
が
、数
を
多
く
値
段
は
安
く
物
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

土
瓶
の
手
に
使
用
し
た
金
属
は
不
明
。同
書
簡
に「
鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず

造
り
ま
す
」と
あ
り
、こ
れ
も
五
月
の
柳
と
の
面
会
時
に
注
文
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。七
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
葉
書（
資
料

８
）よ
り
、柳
が
土
瓶
の
手
を
受
け
取
り
河
井
へ
代
金
を
預
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

半
年
後
の
昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印
の
柳
か
ら
の
便
箋（
資
料
１１
）で
は
、柳
は
勝

造
が
作
っ
た
砂
糖
夾
に
図
入
り
で
詳
細
な
指
示
を
出
し
て
い
る
。加
え
て
真
鍮
製
と

銀
製
の
価
格
を
尋
ね
て
い
る
。柳
は
昭
和
七
年
一
月
七
、八
日
に
松
江
を
訪
れ
て
い

る
が（
註
９
）、書
簡
か
ら
そ
の
際
に
は
会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
時
の
来

訪
で
柳
は
港
屋
で
売
り
出
す
山
陰
産
の
品
を
選
定
し
て
い
る（
註
１０
）。港
屋
で
の
販
売

を
見
込
ん
で
、勝
造
に
砂
糖
夾
の
制
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。そ
の
後
、一
月
二
十

一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
の
便
箋（
資
料
１２
）よ
り
、勝
造
が
砂
糖
夾
二
個
を
再
製
し
送
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。二
度
目
の
試
作
で
あ
る
。価
格
は
真
鍮
製（
港
屋
行
き
）九
十
銭
、

銀
製
三
円
二
、三
十
銭
。銀
は
目
方
を
相
当
持
つ
の
で
こ
れ
よ
り
安
く
は
困
難
と
あ

依
頼
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、十
三
日
の
便
箋
で
黒
田
は
、お
尋
ね
の
件
と
し
て
自
分

の
知
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
方
法
、焼
漆
と
油
焼
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。「
精
し

き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
」と
言
い
、最
後
に「
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後

御
座
ゐ
ま
す
ゆ
え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て

居
り
ま
す
」と
あ
る
。鉄
の
も
の
は
作
ら
な
い
と
し
た
勝
造
が
黒
田
に
鉄
の
処
理
の

教
え
を
乞
う
た
の
は
周
り
の
要
望
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。戦
後
は
主
に
鉄
を
扱
い

だ
す
金
田
の
鉄
加
工
が
こ
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

国
展
の
入
選
を
見
る
と
第
八
回
以
降
は
鉄
の
作
品
が
必
ず
含
ま
れ
て
い
る
。ま

た
、昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２０
）に
は「
柳
鉄
指
輪
」の
文

字
が
あ
る
。手
本
と
な
る
も
の
の
再
製
を
依
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
。昭
和
八
年
九
月

四
日
消
印
の
河
井
か
ら
の
便
箋（
資
料
２１
）で
は
再
度
、「
柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
」の
再
製

を
お
願
い
し
な
が
ら
、土
瓶
の
手
の
形
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
展
開
を
提
案
し
つ
つ
、

「
鉄
ニ
テ
ハ
如
何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
」と
あ
る
。同
文
中
で
は「
火
箸
頭
ノ
引

手
」を
褒
め
た
後「
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落
付
好
シ

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願
」と
悉
く
鉄
で
の
制
作
を
依
頼
し
て
い
る
。こ
こ
で
い
う
箱
と

は
木
工
箱
に
つ
い
た
金
具
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。こ
の
頃
か
ら
勝
造
の
鉄
の
扱
い
が

徐
々
に
増
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ
と
匙

　

リ
ー
チ
へ
の
書
簡
は
勝
造
が
柳
を
通
し
て
送
っ
た
三
通
。日
本
民
藝
館
に
保
管
さ

れ
る
勝
造
が
柳
に
宛
て
た
書
簡
十
三
通
に
含
ま
れ
る
。リ
ー
チ
か
ら
勝
造
へ
送
ら
れ

た
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。リ
ー
チ
が
初
め
て
島
根
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
九
年
八

月
一
日
か
ら
十
三
日（
註
１４
）。こ
の
間
に
勝
造
が
リ
ー
チ
に
会
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料

は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、そ
の
直
後
で
あ
る
八
月
三
十
一
日
消
印
の
勝
造
か
ら
柳

宛
て
の
便
箋（
資
料
２５
）に
、「
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に
よ
り
銀
匙
二
種
造

り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
リ
ー
チ
か
ら
の
直
接
指
導
で
銀
匙
を
試
作
し
た
可
能
性
が
あ

る
。そ
の
後
、十
月
十
九
日
消
印
、勝
造
か
ら
柳
気
付
リ
ー
チ
宛
て
の
葉
書（
資
料
２６
）に

「
先
日
再
送
の
銀
サ
ジ
三
種
御
返
送
下
さ
れ
」と
あ
り
、匙
を
三
種
再
度
送
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、試
作
に
対
す
る
リ
ー
チ
の
指
導
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。文
中
に
あ

る
総
合
展
と
は
十
月
二
十
九
日
か
ら
三
日
間
開
か
れ
た
京
都
高
島
屋
の
山
陰
民
藝

展
だ
ろ
う
か（
註
１５
）。そ
の
後
勝
造
は
十
一
月
十
一
日
と
記
載
の
便
箋（
資
料
２７
）を
柳
宛

て
に
送
っ
て
い
る
。文
中
に
は
柳
宛
て
に
リ
ー
チ
か
ら
言
わ
れ
た
高
島
屋
展
の
品
を

目
録
の
通
り
送
る
の
で
リ
ー
チ
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
あ
り
、リ
ー
チ
に
は
原
価
を
知

ら
せ
て
い
る
。残
さ
れ
た
書
簡
か
ら
考
え
る
と
、リ
ー
チ
指
導
の
も
と
、二
度
の
試
作

を
経
て
小
匙
、大
匙
、フ
ォ
ー
ク
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。こ
こ
で
の
髙
島
屋
展

は
十
一
月
十
六
日
七
日
間
東
京
高
島
屋
で
開
か
れ
た
全
国
新
興
民
藝
展
だ
と
思
わ

れ
る（
註
１６
）。リ
ー
チ
と
の
交
流
が
見
え
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
み
で
あ
る
。

河
井
寬
次
郎
の
キ
セ
ル

　

河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
は
河
井
が
デ
ザ
イ
ン
し
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
二
十

三
点
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、制
作
年
は
昭
和
二
十
五
年
頃
〜
と
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印
の
河
井
の
便
箋（
資
料
２４
）で
河
井
が
勝
造
の
キ
セ
ル
に
つ

い
て
書
い
て
い
る
。そ
こ
に
は「
パ
イ
プ
ハ
モ
ウ
一
息
如
何（
図
示
）ノ
分
御
分
チ
御

願
」と
あ
り
、そ
の
後
、「
バ
ン
ド
ト
キ
セ
ル
其
他
気
付
ノ
モ
ノ
其
内
御
届
ケ
ノ
筈
」と

あ
る
。既
に
河
井
寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
述
べ
て
い
る
と
お
り（
註
１７
）「（
図

示
）ノ
分
御
分
チ
御
願
」が
指
す
キ
セ
ル
を
勝
造
自
身
の
作
と
考
え
る
と
、「
モ
ウ
一

息
」と
言
わ
れ
た
パ
イ
プ
は
勝
造
が
制
作
し
た
キ
セ
ル
に
河
井
が
指
導
を
し
た
の
だ

ろ
う
。そ
の
後
の
気
付
で
キ
セ
ル
を
勝
造
へ
送
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
不

明
で
あ
る
。

　

他
、キ
セ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
書
簡
は
消
印
が
不
明
瞭
で
送
ら
れ
た
時
期
が

定
か
で
な
い
が
、昭
和
二
十
□
年
一
月
一
日
の
河
井
か
ら
の
葉
書（
資
料
２９
）に「
ナ
タ
マ

メ
ギ
セ
ル
未
ダ
出
来
ナ
イ
カ
毎
日
待
ッ
テ
居
ル
」と
あ
り
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル

の
再
製
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
は
刀
豆
に
似
て
へ
ん
平
で
懐
中
に

入
れ
て
持
ち
運
び
や
す
い
形
を
し
て
お
り
、明
治
維
新
の
頃
官
軍
兵
士
が
多
く
用
い

た
と
さ
れ
る
キ
セ
ル
で
あ
る（
註
１８
）。現
在
河
井
寬
次
郎
記
念
館
が
所
蔵
す
る
勝
造
制

作
の
キ
セ
ル
二
十
三
本
の
中
に
、ナ
タ
マ
メ
形
の
キ
セ
ル
も
あ
る
。

　

勝
造
の
残
し
た
下
図
は
十
点
で（
挿
図
１
〜
１３
）全
て
描
か
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
。

厚
紙
を
使
用
し
、墨
で
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、九
種
の
キ
セ
ル
が
確
認
で
き
る
。十

枚
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
は
既
存
の
形
の
再
製
で
は
な
く
、全
て
河
井
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

デ
ザ
イ
ン
だ
と
思
わ
れ
る
が
、河
井
が
描
い
た
図
は
残
っ
て
い
な
い
。下
図
は
真
横

か
ら
見
た
形
を
描
く
が
、火
皿
の
部
分
の
み
少
し
斜
め
上
か
ら
見
た
図
に
な
っ
て
い

る
。一
部
、上
面
図
や
胴
部
分
の
断
面
図
が
描
か
れ
る
。１
か
ら
９
ま
で
の
番
号
が
振

は
再
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。な
お
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
収
蔵
の
二
十
三
点

と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
九
種
全
て
見
つ

か
っ
た
。4
、5
、7
、9（
挿
図
5
、6
、8
、12
）の
番
号
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
下
図
と
火
皿

の
形
状
が
異
な
る
が
、他
は
下
図
と
ほ
ぼ
同
じ
形
の
キ
セ
ル
が
残
っ
て
い
る
。

　

勝
造
が
残
し
た
メ
モ
三
点
の
う
ち
、一
点
は
便
箋
に
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
と
夫
婦
キ

セ
ル
が
描
か
れ
る（
挿
図
14
）。夫
婦
キ
セ
ル
は
火
皿
が
一
つ
で
火
皿
を
中
心
軸
に
し
て

吸
口
が
二
つ
に
わ
か
れ
、二
人
が
同
時
に
喫
煙
で
き
る
既
存
の
形
の
キ
セ
ル
で
あ
る

（
註
１９
）。そ
れ
ぞ
れ
の
図
に
原
寸
と
書
き
添
え
ら
れ
、夫
婦
キ
セ
ル
の
図
に
は
火
口
と

吸
口
に
朱
肉
を
付
け
て
押
し
た
と
思
わ
れ
る
口
の
写
し
が
あ
る
。こ
の
メ
モ
の
裏
に

は「  

.
2.
2  

註
」と
記
さ
れ
て
い
る
。註
が
註
文
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、勝
造
は
昭

和
三
十
九
年
二
月
二
日
に
注
文
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

ら
な
い
。前
述
し
た
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
所
蔵
の
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
よ
り
、こ
こ
に

描
か
れ
た
ナ
タ
マ
メ
キ
セ
ル
の
図
は
小
さ
い
。詳
し
く
は
後
述
す
る
が
河
井
は
夫
婦

キ
セ
ル
の
再
製
を
勝
造
に
依
頼
し
て
い
る
が
、河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
夫
婦
キ
セ
ル

は
残
っ
て
い
な
い
。こ
の
図
は
手
本
と
な
る
キ
セ
ル
を
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

不
明
な
点
の
多
い
メ
モ
で
あ
る
。

　

他
に
３
と
９
の
番
号
の
キ
セ
ル
の
改
正
図
を
描
い
た
便
箋
一
点（
挿
図
15
）と
手
綱
形
キ

セ
ル
の
図
に
二
十
年
前
￥
３
０
０
０
０
と
記
入
さ
れ
た
紙（
挿
図
16
）が
一
点
残
る
。手
綱

形
の
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。手
網
形
も
既
存
の
形
の
キ

セ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら（
註
２０
）、河
井
に
再
製
を
依
頼
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
造
の
も
と
に
残
る
河
井
の
指
示
書
五
枚
も
全
て
書
か
れ
た
時
期
は
不
明
だ
が
、

ほ
ぼ
同
時
期
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。使
用
さ
れ
て
い
る
紙
は
全
て
同
じ
で
、鉛

筆
と
墨
で
描
か
れ
て
い
る
。う
ち
一
枚
は（
挿
図
17
）文
字
の
み
の
指
示
で
あ
る
。便
宜
上

こ
れ
を
指
示
書
一
と
呼
び
、こ
こ
に
文
面
を
書
き
起
こ
す
。

指
示
書
一

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ノ
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
ハ
何
レ
帰
安
ノ
折
手
入

　

御
願
致
シ
度
ソ
レ
迄
コ
ノ
マ
マ
ニ
保
存
御
願
致
シ
マ
ス
◇

　

ノ
図
ノ
参
考
ノ
タ
メ
送
リ
マ
シ
タ
改
正
ノ
Ⅲ
図
ノ
分
御
願
致
シ
マ
ス

　

◇
ノ
付
根
ノ
参
考
ノ
タ
メ
粘
土
ノ
形
御
届
。Ⅰ
ト
Ⅱ
モ
御
願
致
シ
マ
ス

　

別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ

　

一
ツ
製
図
ノ
様
ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
コ
レ
ハ
仲
々
免
倒
一
ト

　

勉
強
御
願
致
シ
マ
ス
猶
小
々
曲
ッ
タ
分
御
直
シ
御
願

　

致
シ
マ
ス
未
ダ
　
次
々
図
作
リ
御
願
致
シ
度
宜
敷

　

公
社
ノ
分
ハ
三
月
末
ニ
ハ
返
ス
約
束
　

　

ド
ウ
カ
宜
敷　

ら
れ
て
い
る
が
、一
枚
は
番
号
部
分
が
欠
け
て
い
る（
挿
図
７
）。鉛
筆
で
寸
法
や
詳
細
図

が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、下
図
の
部
分
的
な
修
正
も
見
ら
れ
る
。７
、８
、９
の
番
号

が
振
ら
れ
た
下
図
の
裏
面
に
は（
挿
図
９
、１１
、１３
）、書
き
込
ま
れ
た
寸
法
の
隣
に「　

.　

.

　

 

改
」と
メ
モ
が
あ
り
、こ
の
三
点
の
キ
セ
ル
は
昭
和
三
十
四
年
頃
に
制
作
も
し
く

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
修
正
シ
ク
ジ
リ
ノ
分
」

は
忠
雄
の
言
う
河
井
が
自
ら
修
正
を
し
、

穴
を
あ
け
た
キ
セ
ル（
註
２1
）を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　

残
り
の
指
示
書
四
枚（
挿
図
18
〜
21
）に
は

合
わ
せ
て
六
種
類
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ

る
。挿
図
18
、20
に
描
か
れ
た
図
に
は
ア
ラ

ビ
ア
数
字
が
振
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
は
指

示
書
一
に
対
応
す
る
。挿
図
18
、19
に
は
赤

鉛
筆
で
吸
口
付
近
に
１０
〜
１３
ま
で
の
書
き

込
み
が
あ
る
。赤
鉛
筆
の
書
き
込
み
が
勝

造
の
手
に
よ
る
と
す
れ
ば
、先
述
の
勝
造

の
下
図
１
〜
９
か
ら
続
き
の
連
番
が
振
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

挿
図
18
、19
に
は
四
種
の
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。中
で
も
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の

キ
セ
ル
は
挿
図
19
に
も
描
か
れ
詳
し
く
指
示
が
あ
る
。指
示
書
一
よ
り
河
井
は
Ⅲ
の
キ

セ
ル
の
幾
何
学
形
態
◇
の
付
根
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
、粘
土
で
実
際
に
形
を
作

り
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。挿
図
21
で
も「
此
処
此
度
ノ
此
処
ノ
様
ニ
御
願
御
願
」

と
付
根
の
部
分
を
図
入
り
で
指
示
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、河
井
は
形
の
継
ぎ
目

の
部
分
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
よ
う
だ
。勝
造
は
幾
何
学
形
態
と
円
柱
形
、異
な
る
筒

状
の
立
体
を
ロ
ウ
付
け
す
る
の
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル

の
◇
部
を
指
し「
例
ノ
火
バ
シ
ノ
先　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
」と
あ
る
が
こ
れ
は
真
鍮
製

の
火
箸（
挿
図
22
）の
先
の
形
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。昭
和
八
年
九
月
三
日
の
河
井
か
ら

の
書
簡（
資
料
21
）に
も「
火
箸
頭
ノ
引
手
」と
あ
り
同
じ
形
で
引
手
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。こ
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
形
が
様
々
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。ま
た
、同

お
わ
り
に

　

彫
金
工
だ
っ
た
勝
造
は
民
藝
関
係
者
よ
り
制
作
の
依
頼
及
び
依
頼
を
通
し
た
指

導
を
受
け
る
中
で
、制
作
す
る
金
工
品
、扱
う
金
属
を
変
え
な
が
ら
、制
作
を
続
け
た

こ
と
が
断
片
的
に
だ
が
わ
か
っ
た
。考
察
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、取
り
上
げ
て
い

な
い
書
簡
も
残
る
。今
後
も
継
続
し
て
調
査
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
書
簡
の
文
面
を
活
字
で
紹
介
し
た
い
。河
井
の
書
簡
は
河
井

寬
次
郎
記
念
館
の
鷺
珠
江
氏
が
既
に
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。他
資
料

で
判
読
が
難
し
い
河
井
の
文
字
に
関
し
て
も
鷺
氏
に
ご
教
示
頂
い
た
。日
本
民
藝
館

所
蔵
の
勝
造
が
柳
へ
宛
て
た
書
簡
は
令
和
元
年
に
閲
覧
さ
せ
て
頂
い
た
書
簡
を
基

と
し
た
。判
読
不
明
な
文
字
は
□
で
表
わ
し
、旧
字
は
一
部
新
字
と
し
た
。句
点
が
な

く
文
が
切
れ
る
と
こ
ろ
は
一
マ
ス
空
け
て
い
る
。図
を
描
い
て
示
し
て
い
る
箇
所
は

（
図
示
）と
表
し
た
。紙
面
の
都
合
上
、意
図
的
だ
と
思
わ
れ
る
改
行
の
外
は
原
文
の

改
行
に
従
っ
て
い
な
い
。

﹇
資
料
１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
耕
雲
様

　

昭
和
六
年
三
月
十
一
日
消
印

　

御
無
沙
汰
致
シ
マ
シ
タ　

御
元
氣　

御
仕
事
ヲ
嬉
シ
ク
思
ヒ
マ
ス　

二
十
日
頃

　

帰
リ
度　

御
作
リ
ノ
品
々
ヲ
楽
シ
ミ
ニ
シ
テ
居
マ
ス　

何
レ
拝
眉
ノ
上

　
　
　

三
月
十
一
日　

寬

﹇
資
料
２
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

三
月
三
十
日

　
　
　
　

寬

　

昭
和
六
年
三
月
三
十
日
消
印

　

滞
留
中
ハ
有
難　

感
謝
々
　々

□
□
□
柳
兄
来
訪
仕
事
好
評　

相
談
ノ
上
丸
火
箸

　

角
箱
切
子
灰
押
ヘ
三
品
出
品
ニ
決
定　

指
輪
ハ
柳
兄
モ
愛
壷
ヲ
カ
ズ
望
マ
レ
テ
割

　

愛　

コ
レ
ハ
都
合
ニ
テ
出
品
ス
ル
カ
モ
知
レ
ズ
、今
日
指
輪
二
ツ
発
送　

此
間
ノ

　

様
式
ニ
大
至
急
御
願
、御
母
堂
始
メ
皆
サ
マ
ニ
宜
敷
　　

金
庫
至
急
御
願

﹇
資
料
３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

洛
北
下
鴨

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

五
、一
八

　

昭
和
六
年
五
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
お
逢
ひ
致
し
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
し
た
。慌
し
き
旅
に
て　

ゆ
る
　
お
話

　

し
出
来
ざ
る
　
事
を
残
念
に
思
ひ
ま
す
。御
入
港
御
立
寄
の
日
を
待
上
ま
す
。土

　

瓶
の
手
何
分
よ
ろ
し
く
希
ひ
ま
す

﹇
資
料
４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

じ
よ
う
に
挿
図
19
で
は
Ⅲ
の
キ
セ
ル
の
◇
部
を
指
し「
此
ハ
四
角
ノ
地
金
ヲ
ケ
ヅ
ッ
テ
穴

ヲ
ア
ケ
テ
ハ
ド
ウ
デ
ス
カ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、真
鍮
の
塊
か
ら
形
を
削
り
出
し
、空

気
が
通
る
よ
う
穴
を
あ
け
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。ま
た
、挿
図
18
の
Ⅱ
の
キ
セ
ル
は

勝
造
の
下
図
の
番
号
4
の
キ
セ
ル
、挿
図
19
の
下
段
の
キ
セ
ル
は
勝
造
の
下
図
の
番
号

5
の
キ
セ
ル
を
改
正
し
た
図
だ
と
思
わ
れ
、前
述
し
た
勝
造
の
下
図
4
、5
の
番
号
に

該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
の
改
正
の
図
に
近
い
形
を
し
て
い
る
。河
井
寬
次
郎
記
念

館
収
蔵
の
二
十
三
点
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、挿
図
18
に
描
か
れ
た
、Ⅰ
と
Ⅱ
の

図
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
キ
セ
ル
が
見
つ
か
っ
た
。

　

挿
図
20
に
は
夫
婦
キ
セ
ル
が
描
か
れ
る
。軸
の
構
造
も
細
か
く
描
い
て
い
る
。指
示

書
一
に「
別
ノ
三
個
ノ
キ
セ
ル
専
売
公
社
ヨ
リ
借
リ
マ
シ
タ
其
内
ノ
一
ツ
製
図
ノ
様

ニ
御
作
リ
御
願
致
シ
度
」と
あ
り
、専
売
公
社
よ
り
借
り
た
キ
セ
ル
の
再
製
を
依
頼

し
て
い
る
の
は
こ
の
夫
婦
キ
セ
ル
だ
ろ
う
。挿
図
19
に
も「
何
レ
モ
免
倒
十
分　

此
写

作
リ
ニ
タ
イ
モ
ノ
モ
一
ツ　

御
骨
折
御
願
御
願
」と
あ
り
、「
此
写
」が
指
す
の
は
夫

婦
キ
セ
ル
の
再
製
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。河
井
の
日
記
に
夫
婦
キ
セ
ル
が
登
場
し

た
の
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
六
日（
註
２2
）。制
作
を
依
頼
し
た
時
期
は
不
明
だ
が
河

井
の
念
願
の
夫
婦
キ
セ
ル
再
製
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
が
、先
に
述
べ
た
と
お
り

現
在
勝
造
が
制
作
し
た
夫
婦
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に
残
っ
て
い
な
い
。

　

挿
図
21
に
は
大
き
く
改
正
原
寸
大
と
書
か
れ
て
い
る
。図
へ
の
書
き
込
み
で
は
寸

法
の
他「
此
処
ガ
ス
ボ
ケ
ヌ
様
」、「
此
辺
気
持
ヒ
ロ
ゲ
ル
コ
ト
」な
ど
注
意
を
促
し
て

い
る
。こ
の
キ
セ
ル
の
形
は
幾
何
学
形
態
部
分
が
�
で
表
わ
さ
れ
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。挿
図
18
、19
に
描
か
れ
た
Ⅲ
の
キ
セ
ル
と
類
似
す
る
が
幾
何
学
形
態
の
部
分
が
異

な
る
。こ
こ
に
描
か
れ
た
キ
セ
ル
に
該
当
す
る
キ
セ
ル
は
河
井
寬
次
郎
記
念
館
に

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

金
田
勝
造
様

　

京
都
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
　
　

六
、四

　

昭
和
六
年
六
月
四
日
消
印

　

前
略　

い
つ
ぞ
や
お
希
ひ
致
候
土
瓶
の
手
、出
来
候
節
は
お
送
□
度
候
、巾
は
四

　

寸
前
後
、大
中
小
各
〃
一
個
先
に
お
届
□
れ
ば
幸
甚
に
て
候

　

巾
四
寸
前
後（
図
示
）

﹇
資
料
５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
六
月
十
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

六
月
十
日

　

其
後
御
変
り
御
座
な
く
□
伺
上
□　

先
生
の
御
蔭
で
石
州
焼
も
東
京
で
大
変
好

　

評
の
由　

何
よ
り
の
事
に
御
座
□　

土
瓶
の
手
見
本
と
し
て
三
ケ
御
送
り
申
上

　

げ
る
□
形
の
よ
し
あ
し
金
の
厚
み
工
合
及
ひ
仕
上
の
工
合
等
詳
細
に
御
指
示
□

　

□
□
□
□　

仕
上
げ
等
は
今
少
し
上
品
に
で
も
出
来
□
候
□
□
一
度
ご
覧
に
入

　

れ
る
□
御
返
事
次
第
如
何
様
に
も
致
し
可
候
先
々
要
件
の
み
に
て
失
礼
致
ス

　
　
　

六
月
十
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様　
　
　

□
□　

　

柳
様

﹇
資
料
８
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

七
、一
八

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
七
月
十
八
日
消
印

　

先
日
は
土
瓶
の
手
二
十
個
う
れ
し
く
お
う
け
と
り
し
ま
し
た
。代
金
河
井
君
の

　

方
へ
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。何
れ
お
送
り
す
る
事
と
思
ひ
ま
す
。月
末　

松
江
行
、

　

お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
ゐ
ま
す

﹇
資
料
９
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

九
月
十
三
日

　

昭
和
六
年
九
月
十
三
日
消
印

　

其
後
は
失
礼
致
し
ま
し
た　

御
元
気
で
す
か　

鳥
取
の
吉
田
氏
も
ぼ
て
　
茶
に

　

来
安
致
さ
れ
る
筈
で
す
が
前
の
日
曜
も
今
度
の
日
曜
も
老
支
の
為
延
期
致
さ
れ

　

ま
し
た　

此
次
は
松
江
の
民
藝
展
出
品
物
で
働
い
て
居
ま
す　

金
庫
も
漸
く
三

　

個
出
来
上
り
ま
し
た　

い
つ
れ
二
個
ハ
河
井
先
生
宛
送
ら
れ
る
事
と
思
ひ
ま
す　

　

御
覧
の
上
御
批
評
を
願
ま
す

﹇
資
料
１０
﹈

　

出
雲
国
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
六
年
十
一
月
十
四
日
消
印

　
　
　

十
一
月
十
三
日

　

京
都
市
御
前
通
り
一
条
下
ル

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

前
略　

昨
日
は
お
手
紙
頂
戴
致
し
お
厄
介
な
る
お
願
を
早
々
お
製
作
下
さ
れ
お

　

発
送
下
さ
ゐ
ま
し
た
由
承
知
致
し
ま
し
た
の
で
到
着
を
心
待
ち
居
り
ま
し
た
が

　

本
日
午
後
正
に
落
手
い
ろ
　
お
配
慮
と
お
手
数
を
煩
わ
し
有
難
く
お
礼
申
し
上

　

ま
す
。速
足
解
荷
拝
見
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、こ
れ
は
全
て
小
生
が
不
要
意
な
る

　

お
願
の
為
め
と
存
じ
ま
す
の
で
誠
に
申
上
難
う
御
座
ゐ
ま
す
が
実
は
引
手
の
座

　

金
の
部
分
が
取
り
着
け
る
も
の
と
の
関
係
上
丸
形
の
も
の
が
望
ま
し
う
御
座
ゐ

　

ま
す
の
で
重
ね
　
お
面
倒
な
お
願
で
誠
に
恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
座
金
だ
け
同
封

　

の
図
の
様
な
も
の
に
お
作
り
更
へ
お
願
致
し
度
う
存
じ
ま
す
。甚
だ
勝
手
な
お
願

　

ば
か
り
致
し
何
卒
不
悪
お
計
の
程
お
願
申
上
ま
す
。ま
た「
鉄
」の
も
の
は
お
作
り

　

に
な
ら
な
い
の
で
御
座
ゐ
ま
す
が
ま
た
其
仕
上
げ
方
等
に
つ
い
て
も
お
知
ら
せ

　

下
さ
れ
ば
幸
甚
で
す

　

要
々
お
願
ま
で
乱
筆
お
許
し
く
だ
さ
ゐ
ま
せ

草
々

　
　
　

五
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋

　

金
田
勝
造
様　

　

乍
失
礼
為
替
三
□
や
同
封
致
し
て
置
き
ま
し
た　

ゆ
え
お
受
取
り
下
さ
ゐ
ま
た

﹇
資
料
６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

六
月
十
二
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
六
年
六
月
十
二
日
消
印

　

お
送
り
の
品
、大
に
感
謝
。あ
れ
で
結
構
と
思
ひ
ま
す
が
、や
は
り
も
少
し
丁
寧
に

　

き
れ
い
に
仕
上
げ
る
方　

尚
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。大
き
さ
形
三
つ
と
も
上
等
で

　

す
。價
格
お
し
ら
せ
を
乞
ふ

﹇
資
料
７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
六
年
七
月
五
日
消
印

　

出
雲
国
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

七
月
五
日

　

其
後
御
元
氣
の
事
と
存
じ
ま
す　

私
も
御
蔭
で
無
事
仕
事
に
精
進
し
て
居
り
ま

　

す　

本
日
土
瓶
の
手
廿
ケ
御
送
り
致
し
ま
し
た　

十
ケ
宛
二
種
で
す　

又
値
段

　

は
今
後
大
量
の
注
文
宛
に
し
て
一
ケ
参
拾
五
銭
で
は
如
何
で
せ
う
か　

勉
強
し

　

た
つ
も
り
で
す　

鞄
の
金
具
も
忘
れ
ず
遠
か
ら
ず
造
り
ま
す　

先
つ
は
あ
ら　

　
に
て
失
礼
申
ま
す

　
　
　

七
月
五
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

作
り
更
へ
て
頂
き
ま
す
座
金
の
分
何
卒
お
遠
慮
な
く
お
請
求
下
さ
ゐ
ま
せ
。以
上

　
（
図
解
の
紙
片
）

　
（
図
示
）真
鍮
に
て
寸
法
は
こ
の
図
位
、其
他
の
こ
と
何
卒
よ
ろ
し
く
お
計
□
お
願

　

申
ま
す

　　

前
略　

お
葉
書
及
小
包
正
に
落
手　

色
々
と
お
配
慮
有
難
う
御
座
ゐ
ま
し
た
。

　

ま
た
速
足
乍
ら
お
尋
の
件
小
生
の
存
じ
居
る
鉄
の
錆
止
め
兼
着
色
の
法
は
小
生

　

も
目
に
て
覺
え
居
る
も
の
な
れ
だ
精
し
き
事
は
お
練
習
お
自
得
の
程
㐧
一
と
存

　

じ
ま
す
。方
法
は
至
っ
て
簡
単
に
て
仕
上
り
た
る
も
の
を
火
に
て
熱
し
そ
れ
の
冷

　

め
ぬ
間
に
古
布
の
様
な
も
の
に
生
漆
を
つ
け
、そ
れ
に
て
じ
ゅ
ん
　
音
を
立
て
る

　

様
な
の
に
拭
き
着
け
る
の
で
す
。以
上
は
焼
漆
の
法
に
て
油
焼
も
同
様
の
工
程
に

　

て
只
漆
と
油
と
の
違
丈
け
、こ
れ
も
其
加
減
調
子
等
お
自
得
の
程
願
ま
す
。以
上

　

甚
だ
不
要
領
乍
ら
お
答
ま
で
。猶
お
願
申
し
度
き
も
の
も
今
後
御
座
ゐ
ま
す
ゆ

　

え
、お
成
功
に
相
成
ら
ば
お
知
ら
せ
の
程
鶴
首
し
て
お
待
ち
申
し
て
居
り
ま
す

　

で
は
要
々
の
み

　

季
節
柄
お
自
愛
お
祈
り
申
し
て
居
り
ま
す

草
々

　
　
　

十
三
日

　
　
　
　

黒
田
辰
秋　

　

金
田
勝
造
様　

﹇
資
料
１１
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　

一
月
廿
一
日

　

本
日
砂
糖
挟
ニ
ヶ
再
製
の
□
御
送
り

　

致
し
ま
し
た
。

　

真
鍮
製
み
な
と
や
行
の
値
段
九
十
銭

　

銀
製
三
円
よ
り
三
円
二
三
十
銭

　

右
御
返
事
申
ま
す

　

銀
ハ
目
方
相
当
持
つ
の
で
右
値
段
よ
り
安
く
は
困
難
で
す

　

諸
々
御
下
令
の
程
願
ま
す

　
　
　

一
月
廿
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
様

﹇
資
料
１３
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

正
月
廿
三
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　
（
消
印
不
明
瞭
）

　

お
送
り
の
品
、形
上
〃
〃
。実
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
し
た
。　

但　

長
さ
が
四
寸
五
分

　

と
書
い
た
と
思
ひ
ま
す
が
、何
れ
も
二
三
分
長
す
ぎ
る
の
で
、今
度
は
四
寸
五
分

　

を
出
な
い
様
に
希
ひ
ま
す
。（
図
示
）此
所
此
形
の
方
寧
ろ
よ
ろ
し
く
之
を
三
十
個

　

お
作
り
□
い
。内
二
十
個
港
や
行
。十
個
京
都
小
生
宛

﹇
資
料
１４
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
三
月
十
一
日
消
印

　
　
　

三
月
十
一
日

　

京
都
市
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。砂
糖
ば
さ
み
代　

忘
れ
て
お
っ
て
申
わ
け
あ
り
ま
せ
ぬ　

拾
円

　

こ
こ
に
お
届
け
致
し
ま
す
。東
京
港
や
に
送
っ
て
頂
き
し
分
は
お
う
け
と
り
□
い

　

ま
し
た
か
。ま
だ
で
し
た
ら
小
生
よ
り
督
促
し
ま
す　

御
一
家
は
丈
夫
に
や　

安

　

来
は
ま
だ
雪
が
あ
る
事
と
お
察
し
し
ま
す

　

河
井
様
皆
〃
様
へ
も
よ
ろ
し
く

　
　
　

三
月
十
一
日

　
　
　
　

宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１５
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町
九
二

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
七
年
四
月
二
日
消
印

　

先
日
本
立
一
把
御
批
評
願
ふ
様
御
送
り
致
し
て
置
き
ま
し
た　

□
何
の
事
も
な

　

く　

御
多
用
中
恐
入
り
ま
す
が
至
急
御
返
事
御
待
ち
申
し
ま
す

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
七
年
一
月
十
八
日
消
印

　
　
　

正
、一
七
、

　

京
都

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

先
日
は
お
目
に
か
〻
れ
ず
大
変
残
念
で
し
た
。砂
糖
夾
早
速
作
っ
て
□
っ
て
感
謝
。

　

寸
法
少
し
小
さ
く
且
つ
痩
せ
て
ゐ
る
の
で
、も
少
し
太
ら
せ
て
□
い
ま
せ
ん
か　

　
（
図
示
）此
巾
五
分　
（
図
示
）お
送
り
□
し
も
の　

如
く
外
ガ
ワ
丸
味
あ
り　

　
（
図
示
）此
と
こ
ろ
ニ
分
五
リ
。（
図
示
）掌
の
形
の
如
く
中
が
ふ
く
れ
る
。つ
ま
り

　

サ
ジ
を
両
方
か
ら
合
せ
た
如
き
形
。但
し
サ
ジ
の
如
く
深
く
な
く
、も
少
し
浅
し
。

　
（
図
示
）此
長
さ
四
寸
五
分　
（
図
示
）此
巾
六
分
五
リ　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ

　

七
、八
分　
（
図
示
）此
開
き
凡
そ
五
分　
（
図
示
）背
中
此
形
も
よ
ろ
し
か
ら
ん

　

真
鍮
製
一
個
の
値
い
く
ら
に
候
や

　

銀
製
な
れ
ば
い
く
ら
に
や

　
　
　

一
、一
七

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

金
田
様

﹇
資
料
１２
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

昭
和
七
年
一
月
二
十
一
日
消
印

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

四
月
二
日

﹇
資
料
１６
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　

四
、五
、

　
　
　
　

柳

　

昭
和
七
年
四
月
六
日
消
印

　

別
便
で
申
し
忘
れ
ま
し
た
が（
図
示
）此
長
さ
三
寸
。御
送
り
下
さ
っ
た
の
よ
り
薄

　

く
て
は
却
て
い
け
ま
せ
ん
。相
当
の
厚
さ
が
あ
っ
て
も
か
ま
は
ぬ
事
分
り
ま
し
た
。

　

も
と
よ
り
ほ
か
の
部
分
よ
り
薄
い
方
が
い
ゝ
の
で
す
け
れ
ど
も
。

﹇
資
料
１７
﹈

　

京
都
市
左
京
区
下
鴨
膳
部
町

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

五
月
廿
三
日

　

昭
和
七
年
五
月
二
十
三
日
消
印

　

拝
啓　

其
後
御
障
り
も
あ
り
ま
せ
ぬ
か
お
伺
い
申
ま
す　

本
日
森
永
氏
方
へ
濱

　

田
氏
お
出
で
に
付
お
供
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す　

本
日
港
屋
よ
り
土
瓶
手
砂
糖

　

挟
み
等
賣
行
き
面
白
か
ら
ず
返
送
致
す
様
申
さ
れ
他
に
向
け
先
あ
れ
ハ
其
方
へ

　

向
け
る
可
く
通
知
が
あ
り
ま
し
た　

今
に
な
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
も
困
り
ま
す

　

か　

如
何
致
し
た
も
の
で
せ
う
か　

港
屋
へ
は
今
一
割
の
値
引
し
て
□
□
引
受

﹇
資
料
２０
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　
　
　
　

寬

　

昭
和
八
年
八
月
六
日
消
印

　

（三）　

指
輪
帯
留
有
難　

土
瓶
ツ
ル
代
共
宗
兄
ノ
方
ヘ
代
御
請
求
御
願　

柳
鉄
指

　

輪
ア
ノ
通
リ
出
来
ヌ
カ
御
一
考
御
願　

出
来
レ
バ
茲
デ
又
一
問
題
如
何
々
々

﹇
資
料
２１
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
八
年
九
月
四
日
消
印

　
　
　

九
月
三
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

河
井
寛

　

金
田
兄

　

九
月
三
日
寬

　

御
元
気
ヲ
祈
ル
。土
瓶
手
有
難
大
イ
ニ
嬉
シ　

見
テ
モ
用
ヒ
テ
モ
大
変
結
構
之
以

　

上
ノ
モ
ノ
モ
ウ
期
待
ス
ル
必
要
ナ
シ　

永
ク
続
ケ
テ
頂
キ
度
イ　

背
ノ
丸
味
ノ

　

モ
ノ
ト
同
時
ニ
角
ノ
モ
少
シ
立
ッ
タ
モ
ノ
モ
ア
ッ
テ
好
イ
ト
思
フ
。鉄
ニ
テ
ハ
如

　

何
。出
来
ル
ナ
ラ
バ
一
ツ
御
願
。此
間
カ
ラ
ノ
モ
ノ
ノ
代
至
急
御
知
ラ
セ
ヲ
乞
フ
。

　

柳
ノ
鉄
銀
象
嵌
指
輪
ア
レ
ハ
ア
ノ
通
リ
再
製
出
来
ナ
イ
ダ
ロ
ウ
カ
。ア
ン
ナ
モ
ノ

　

ガ
出
来
レ
バ
皆
喜
ブ
ニ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。売
レ
ル
ニ
モ
キ
マ
ッ
テ
居
ル
。一
勉
強

　

如
何
。此
間
木
工
棚
、箱
到
着
、金
具
仲
々
見
事
ニ
テ
嬉
シ　

只
コ
ノ（
図
示
）分（
ロ
）

　
（
図
示
）（
イ
）ノ
風
ノ
心
入
ニ
テ（
イ
）ト（
ロ
）ノ
巾
ヲ
広
ク
ト
ル
ナ
ラ
バ
一
増
見

　

事
ナ
ラ
ン
ト
思
フ　

次
ニ
ハ
其
様
ニ
御
願　

又
曳
出
シ
ノ
引
手（
図
示
）ハ
少
サ

　

イ
二
ツ
ノ
座
ヨ
リ
図
ノ
様
ノ
モ
ノ
落
付
ク
ト
思
フ　

次
ハ
シ
カ
ル
可
ク
御
願　

　

猶
、引
手
ノ
輪
ノ
張
リ
ガ
足
ラ
ズ（
図
示
）（
イ
）ヲ
モ
少
シ
張
ラ
セ
タ
方
好
シ
。火

　

箸
頭
ノ
引
手
仲
々
美
シ
コ
レ
モ
鉄
ヲ
并
作
御
願　

慨
シ
テ
鉄
金
具
ガ
ズ
ッ
ト
落

　

付
好
シ　

次
ノ
箱
ハ
鉄
ニ
テ
御
願　

此
間
ノ
カ
ケ
棚
ト
小
棚
二
ツ
ハ
皆
デ
好
評

　

コ
レ
等
ハ
今
年
ノ
大
収
穫
也

　

エ
ラ
イ
ダ
ロ
ウ
ガ
エ
ラ
イ
カ
ラ
ノ
勉
強
ダ
、大
イ
ニ
ヤ
ロ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
カ
。エ
ラ

　

イ
事
ニ
負
ケ
ナ
イ
デ
ヤ
ル
事
ニ
シ
ヨ
ウ
。

　

森
永
兄
其
後
御
元
気
ニ
ヤ　

暮
々
モ
ヨ
ロ
シ
ク
。石
輪
サ
ン
ニ
モ
宜
敷
　
　
竹
サ

　

ジ
ノ
好
イ
カ
ガ
出
来
テ
大
イ
ニ
嬉
シ
イ
。誰
モ
好
イ
モ
ノ
ガ
出
来
出
し
タ
ノ
ガ
有

　

難
イ
。

　

工
藝
ハ
近
ク
宗
兄
ト
相
談
シ
テ
ウ
ン
ト
諸
兄
ニ
役
立
ツ
様
ニ
ス
ル
。

　

諸
兄
ノ
モ
ノ
ガ
売
レ
ル
様
ニ
ス
ル　

元
気
ニ
仕
事
ヲ
進
メ
テ
貰
ヒ
度
イ
。

　

御
老
母
ニ
ド
ウ
カ
宜
敷

﹇
資
料
２２
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
十
六

　
　

柳
宗
悦
殿

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

昭
和
八
年
九
月
二
十
日
消
印

　

先
日
ハ
御
疲
れ
の
事
と
存
じ
ま
す　

御
土
産
迄
頂
き
御
厚
礼
申
ま
す　

本
日
工

　

藝
寫
眞
材
料
本
立
一
把
民
藝
協
会
の
織
物
切
同
送
致
し
ま
し
た　

御
査
収
□
上

　

け
て
貰
ふ
様
通
知
は
出
し
て
置
き
ま
し
た

﹇
資
料
１８
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

二
月
二
十
日

　
　
　
　

柳
宗
悦

　

昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
消
印

　

大
に
勉
強
。感
謝
。灰
な
ら
し
二
つ
と
も
及
㐧
。但
し
上
部
の
厚
み
、も
う
少
し
薄

　

く
し
、全
体
の
重
み
を
減
ず
る
方　

更
に
可
。魚
焼
網
の
方
は
も
う
一
改
良
を
要

　

す
。森
永
君
に
傳
言
せ
し
故
、お
聞
き
を
乞
ふ
。ス
カ
シ
彫
は
あ
れ
に
て
上
等
。周

　

囲
と
柄
と
を
も
っ
と
よ
く
し
た
き
望
み
。

﹇
資
料
１９
﹈

　

島
根
縣
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

三
、二

　
　
　
　

柳

　

昭
和
八
年
三
月
三
日
消
印

　

お
ハ
ガ
キ
拝
見
。灰
な
ら
し
は
あ
の
ま
〻
高
嶋
や
の
方
へ
出
し
ま
す
。実
價
お
し

　

ら
せ
下
さ
い
。そ
の
上
賣
價
を
こ
ち
ら
で
つ
け
ま
す
。金
網
は
も
う
一
息
。森
永
君

　

と
よ
く
御
話
合
下
さ
い

　

宣
敷
御
仕
計
ら
ひ
の
程
願
上
ま
す

　

九
月
廿
日

﹇
資
料
２３
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
廿
六

　
　

柳
宗
悦
様

　

島
根
縣
安
来
町

　
　
　
　

金
田
勝
造

　
　
　

十
月
三
日

　

昭
和
八
年
十
月
三
日
消
印

　

民
藝
協
会
の
荷
物
に
土
瓶
手
一
砂
糖
挟
一
同
封
致
し
ま
し
た　

致
っ
て
品
物
手

　

持
少
な
く
困
り
ま
し
た　

先
日
寫
眞
材
料
と
し
て
お
送
り
致
し
た
本
立
て
も
陳

　

列
願
ま
す　

値
段
付
は
右
同
送
品
に
添
付
し
て
置
き
ま
し
た　

然
し
後
で
気
が

　

付
き
ま
し
た
が
普
通
賣
價
と
の
事
で
し
た　

全
部
下
記
の
通
り
訂
正
願
ま
す

　

本
立　
　

弐
、五
〇

　

土
瓶
手　

、八
〇

　

砂
糖
挟　

、七
〇

﹇
資
料
２４
﹈

　

出
雲
國
安
来
町

　
　

金
田
勝
造
様

　

昭
和
九
年
三
月
六
日
消
印

　
　
　

三
月
四
日
夜

　

京
都
五
條
坂

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

八
月
卅
一
日

　

拝
啓　

失
礼
の
み
仕
居
り
候
御
□
□
□
□
先
日
リ
ー
チ
先
生
よ
り
の
御
教
示
に

　

よ
り
銀
匙
二
種
造
り
本
日
御
送
り
申
上
□
る
リ
ー
チ
先
生
に
も
御
渡
し
□
□
□

　

御
改
正
の
程
御
願
申
上
げ
□

　

右
御
願
迄

　
　
　

八
月
卅
一
日

　
　
　
　

金
田
勝
造

　

柳
先
生

﹇
資
料
２６
﹈

　

東
京
市
小
石
川
区
久
堅
町
二
六

　
　

柳
宗
悦
先
生
気
付

　
　

リ
ー
チ
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43　  廃墟の詩　奈良原一高《無国籍地》1954 44

はじめに

　草いきれの漂う空地には、街のうごめきから隔離され

た別天地の静けさが広がっていた。ぽっこりとあいた穴

のような時空。タイム・マシンで残されたように、終戦直

後の焼跡に流れていたあの空白の空気がそこには潜ん

でいた。たまたまカメラを持っていた僕はその真白な時

間に向けてシャッターを切りはじめていた。

奈良原一高「無国籍地ルネッサンス」1989年（1）

　奈良原一高（1931-2020）の処女作「無国籍地」は、

こうして大阪城から見下ろした大阪砲兵工廠跡地を撮

影することからはじまった。1954年、奈良原22歳の春の

ことである。

第1章  「無国籍地」と戦争体験

　戦争が終わった時、奈良原は13歳であった。「無国

籍地」は、奈良原の戦争体験と深く関わっている。

　1944（昭和19）年4月、名古屋市立白壁小学校を卒

業した奈良原は、旧制愛知県第一中学校（愛知一中）

に入学した。その前年、全国屈指の進学校であるこの

学校では、海軍飛行予科練習生に志願する生徒が少

ないとして時局講演会が開催され、軍と校長以下の煽

動によって全員が志願するという「愛知一中予科練総

決起事件」が起こっていた（2）。

　中学1年の2学期に、奈良原は学徒動員で三菱電機

に配属され、亜成層圏飛行機用の爆撃照準器「キノ

17」の製造に携わる。戦争末期の1943（昭和18）年以

降、深刻な労働力不足のため、中学生以上が軍需産業

などに動員された。1944年7月「航空機緊急増産ニ関

スル非常措置ノ件」が閣議決定され、学徒動員はさら

に強化された。また、アメリカ軍がサイパン島などを制圧

し日本本土空襲の基地としたため、爆撃も激しさを増

していった。奈良原が通う工場の隣にあった三菱発動

機が爆撃され、多くの友人が亡くなった。航空用発動機

生産の拠点だったため、翌年4月まで執拗に爆撃が繰

り返され周辺も含めて多くの犠牲者を出した。

　奈良原が父の転勤により尾張一宮に移った1週間

後、それまで住んでいた一帯は焼土と化した。一宮で

も、学徒動員により偵察機「彩雲」の脚を、次の工場で

は爆撃機「天山」の胴体を製造する工程に携わり、最

後の工場ではアメリカ本土奇襲用の特攻機の部品の

製造にあたった。奈良原は終戦までの1年足らずで、

ボール盤、旋盤、フライス盤などを自由に操る職工となっ

ていた。死は身近なものとなり、一億玉砕は目前のように

感じられたと記している（3）。

　終戦直前には、空襲で防空壕に逃げ込む日々 が毎晩

続き、極度の睡眠不足から死んでもいいから寝ていたい

とさえ思った。尾張一の宮が壊滅状態となった7月28日、

午後10時頃から翌29日午前2時頃までB29の編隊約

260機が飛来し、市街地の8割が焼失した。次 と々扇形

に編隊を組み、間断なしに油脂焼夷弾を投下していく

B29の扇状攻撃が続いた。奈良原は機体の飛ぶ方向を

見上げながら、そのコースと直角に逃げ、最短距離で爆

撃の射程外に走った。追いかけられ、田の畦道の溝の中

に布団をかぶって身をふせるが、隙間から覗くと、目前に

火のついた焼夷弾が矢継ぎ早に突き刺さる。即座に跳

ね起きて、再びB29のコースと直角に必死で逃げる。明け

方近くなってようやく安全圏まで辿り着き、生き延びた（4）。

　後年、ヒエロニムス・ボス（c.1450-1516）の《悦楽の

園》を見た時に、そこに描かれた楽園と地獄の様相は、

この時の光景と重なった。逃げ延びた郊外で目にしたの

は、街全体が炎につつまれて火炎の柱が立ち上る地獄

の光景であった。一方、逆方向はのどかな田園風景が

広がり、満月の空に蛙が鳴く穏やかな夏の夜だった。そ

の地獄の光景と平和な世界が眼に焼き付いた。

　敗戦を知った夜、とめどなく涙が流れた。悲しさやくや

しさといった感情からすでに超越した日常を余儀なくさ

れていた。しかし、戦争の終結と同時に何かが確実に失

われたと実感した。その空虚さの中から涙が湧いてくる

ように感じたのだった。

　戦後も苦難は続いた。戦時中の食糧配給制度は敗

戦とともに麻痺し、遅配や欠配が続いた。生きるために

は、法律違反でも闇市で食糧を入手するしかなかった。

しかし、奈良原の父は法を司る検事であり、闇の食糧

に手を出すことを許さなかった。育ち盛りの奈良原を見

かねた近所の人が、食物を持って行っても受け取らない

ので、塀の外から投げ入れてくれたほどだった（5）。1947

年、同じく闇の食糧を口にしなかった東京地検の判事

が餓死するという事態が起きた。

　戦争の記憶は長い間、奈良原を苦しめた。「無国籍

地」の撮影を始めた頃も、自分は長生きしないと感じて

いた。夜中でも怪奇な幻影が湧きつづけ、精神的に不

安定な状態が続いた。どうせ死ぬのならやりたいことを

やって死にたいと思いつめた（6）。戦争の焼跡を写した

「無国籍地」は、奈良原にとってこうした戦争体験がもと

になっている。当初、次のように記している。

「今、これらの作品達について何も語りたくない。語るこ

とも出来そうにないし、語るべきでもないように思われ

る。言葉なく投出すことのみが許されている様だ。

　余りにも過去の僕の内部に結びついていすぎるためだ

ろうか、余りにも遠くへ出発してしまった。唯このような荒

廃の土地をさ迷った季節があり、やがて『人間の土地』

が生まれたことを憶えている。顧みれば僕にとって最初の

生のゆらめきであり、暗い青春への鎮魂歌でもあった。」

奈良原一高「鎮魂歌」「廃墟のロマン  無国籍地の連作より」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1957年（7）

　しかし、数年後、奈良原は語り始める。

「あまりにも古い話にさかのぼるが、僕がもの心ついたの

は、第二次大戦の敗戦を境としてであった。満州事変の

年に生まれ、戦時下の空気しか知らず、その中で育ち、

まだほんの子どもにすぎなかった僕にとって、戦争は『日

常』の代名詞であった。爆撃が激しくなっても、それは

生活の冒険とスリルの増加を感じさせたにすぎず、日本

が勝つか、負けるかについて一度も考えたことがなかっ

た。勝つとさえも思ってみたことがなかった。敗戦が報道

されて一番驚いたのは、そのような自分に対してであっ

た。気がついた時、生と死の『日常』を壮麗にモールした

B29の飛行機雲は空になく、ただ青い、真空の空だけが

あった。何もない空という生まれてはじめての経験が、そ

こに平和を見るよりは真空と不毛を味わわせた。それは

視線を受け止めるべき手ごたえのない無目的な空であっ

た。戦争に意識的に参加しなかった僕はいわゆる日本

人ですらなかった。不毛の空を仰いでそのように目覚め

て以来、日本は僕にとってただ自分を生かしておく、場と

しての土地感しかわかない。

　砲兵工廠や軍需工場跡の廃墟を被写体として最初

のカメラ・メッセージを、僕は何の不思議もなく『無国籍

地』と名づけた。〈不毛〉それ自体が生きていく手がかり

となりはじめた。」　　

奈良原一高「若い写真家の発言・2  ある未知への発端」より

1960年（8）

第2章  「無国籍地」と前衛美術

　1954年春、奈良原は重要な転機を迎えていた。検事

正だった父・楢原義男（1900-1990）の希望にそって、中

央大学法学部に入学したのは、1950年4月だった。その

後、父の転勤で実家は奈良に移り、大学2年の春休み

から仏像巡りを始めた。飛鳥園主・小川晴暘

（1894-1960）に地図を書いてもらい、奈良や京都の寺

を隅 ま々で夢中になって歩いて回った。そして1年半が過

ぎた盛夏、法隆寺講堂釈迦三尊像と激しく出会い、造

型に開眼した。その後、法律の道から美術の道へと方

向転換をしていく。両親の反対を押し切って、早稲田大

学大学院文学研究科芸術学専攻へと進学したのが、

1954年の春だった。

　早稲田大学では、坂崎担（1887-1978）や富永惣一

（1902-1980）に美術史を学んだ。やがて、世界中で立ち

上がる前衛芸術の渦中へと入っていった。考証的な美

術史に反発を感じ、今日の芸術家の在り方を真剣に考

えるようになった。そして、生涯の友となる作家たちと次々

と出会う。早稲田では岡崎和郎（1930-）と意気投合す

る。1954年に開催された河原温（1932-2014）の個展を

見て、岡崎とともに河原の自宅まで行き作品すべてをみ

せてもらい、《浴室》fig.23のなかから2点を購入した。自

らの審美眼を試すために購入したその作品は、現在東

京国立近代美術館の所蔵となっている。靉嘔（1931-）、

池田満寿夫（1934-1997）、堀内康司（1932-2011）、真

鍋博（1932-2000）に出会ったのも1954年である。小川

晴暘から真鍋を紹介され、真鍋から他のメンバーを紹

介された。4人の新鋭画家は、翌1955年4月に反画壇を

標榜するグループ「実在者」を結成することとなる。奈良

原もオブザーバーのような形で参加している。

　この年、奈良原が撮影した大阪砲兵工廠の跡地は、

1945年8月14日にB29の集中爆撃により壊滅した陸軍兵

器工廠の跡だった。大口径火砲の製造拠点となり、主に

火砲・戦車・弾薬類を開発・製造するアジア最大規模の

軍需工場である。戦後、不発弾が多く危険だと放置さ

れ、約20年近く更地のままとなっていた（9）fig.17-19。

　奈良原が大阪砲兵工廠の跡地を撮影していたこと

を知った堀内は、自身のテリトリーである王子の軍需工

場跡に仲間たちを案内したいと考えた。堀内は次のよう

に記している。

「北区王子から赤羽寄りに十五分ぐらい行ったところに

工場跡の廃墟があった。夕暮れになると廃塔の周囲を

蝙蝠が旋回し、一種異様な雰囲気が醸し出された。ぼ

くはこの現場から取材して“戦争”展の絵を描いたし、池

田は、地上を這うようにして散在する瓦礫やレンガの破

片の中で造形した《真昼の共同墓地》や《不安な反響》

などの干割れた線が地平線の彼方まで続く、明るい色

調の作品をものにしたように思った。」

堀内康司「回想の池田満寿夫」1977年（10）fig.20

　王子から赤羽よりに広がっていた軍需工場跡地は、

かつての「東京第二陸軍造兵廠王子工場」であり、帝

国陸軍の造兵廠のひとつとして火薬・爆発物の原料を

製造していた。1945年の大空襲で壊滅的な打撃を受け

焼野原と化した。敗戦後、広大な面積の軍用施設は国

有地となり、半分以上が占領軍に接収された。その後、

徐 に々区や都に払い下げられていった（11）。

　堀内は、フォルム画廊主・福島繁太郎（1895-1960）に

支援を受け作品を発表しており、当時日本にも紹介され

ていたフランスの具象画家グループ「オム・テモワン」の

アンドレ・ミノー（1923-1986）やベルナール・ビュフェ

（1928-1999）に共感を抱いていた（12）。哀愁漂う線描

で、王子の軍需工場跡の廃墟となった建造物やその屋

内をこの頃に集中して描いている（13）fig.11,16。

　堀内が案内した日、仲間たちのポートレイトを奈良原

が撮影したfig.7-9。そのときの様子を池田は次のように

記している。

「一高の撮影につき合ったことも二回ある。一回目は『人

間の土地』の前でグループの連中と王子の被服工場の

焼け跡へ行った時だ。私たちはスケッチをするつもりで、

一高は一高で撮影するつもりだった。焼跡の建物に夕

闇がせまり、私たちの方はもう帰るつもりでいると一高だ

けが三脚にカメラをつけて、ある一点をねらったまま動こ

うとしない。なにしろ当時の王子はまだ物騒な場所で暗

くなればもっと気味悪くなったから早く焼跡を引きあげ

たかった。ところが、どんなに私たちがカメラの横でじり

じりしていても、一高は決して最後のシャッターを押さな

いのだ。カメラの前方には焼けただれた壁とひんまがっ

た窓わくしかない。彼はただファインダーに目を押しつけ

たまま絶対に動こうとしないのである。どれほど待っただ

ろうか、もうあたりがすっかり暗くなり、こんなに暗くなっ

てはたして写るのかといぶかるほど暗くなった時、はじめ

て一高はカメラを三脚から取りはずした。いつシャッター

を切ったのか、あるいはついにシャッターを切らなかった

のか、私には判断が出来なかった。この場所気に入った

からもう一度来たいが、と写真家が言ったが、画家たち

は顔を見合わせて、誰も一緒にまた来ようとは言わな

かった。それ以来一高の撮影には絶対に同行すべきで

ないという鉄則が私のなかに刻み込まれた。」

池田満寿夫「IKKOと私」、1976年（14）

　奈良原は、翌日から毎日のように通い始めた。王子で

は、何度も通って撮影できることから、光の移ろいをみ

つめながら、狙ったところに光があたるシャッターチャン

スまで、長時間待ち続けたのではないだろうか。奈良原

のものと思われる自転車が写っている。その光と影が織

りなす、廃墟の窓枠、壁、穿った穴、設備が取り除かれ

階下が覗く多層的な空間、朽ちた階段、煙突の残影。そ

れらの形態を、光と影の効果とともに、自らが空間のな

かを動き視点が移動することによって生じる変化も取り

入れながら、抽象的に切り取っている。

　このフォト・ポエムと名付けた作品群は、光と影と視

点の移動の造型実験となっている。バウハウス叢書とし

て『絵画・写真・映画』を上梓したモホイ＝ナジ

（1895-1946）の作品を想起させる。ナジの紹介者のひ

とりは、詩人・美術評論家として知られる瀧口修造

（1903-1979）であり、奈良原の最も敬愛する人物だっ

た。写真・映像に関する評論も多く、ナジとは直接的な

交流をもつ。ガラスや穴の空いた金属板などを用いて光

と影を多元的に構成する《ライト・スペース・モデュレー

タ（電気舞台のための光の小道具）》を使用したナジの

映画『光の戯れ　黒・白・灰』の手法は、奈良原の「無

国籍地」の視点と共通するように思われるfig.24。1954

年以降、主観主義写真の文脈のなかでも、新たにモホ

イ＝ナジらの作品が紹介されていた（15）。

　また、1953年に日本に帰国した石元泰博（1921-2012）

は、シカゴのインスティテュート・オブ・デザインで、学内

賞であるモホイ＝ナジ賞を2度受賞して、写真科の学士

号を取得し卒業した。1954年、瀧口が企画するタケミヤ

画廊で個展を開催し、竹を切った彫刻など様 な々素材

を用いた作品や実験的な写真を展観した。シカゴで受

けた造形実験について『美術手帖』に掲載し、その実

践として「あかり」の特集も披露している（16）fig.25。奈良

原は、石元の存在に注目していた。

　軍需工場跡地の多層的な空間を生かしながら、奈良

原は光と影と視点の移動による造型実験に果敢に挑戦

し、フォト・ポエムという前衛的な作品を作り上げていっ

たといえよう。「無国籍地」は、奈良原自身学徒動員で

働いた軍需工場の跡であり、消えることのない爆撃の記

憶の地である。戦争による廃墟という焼野原は、終戦直

後奈良原の周囲に広がっていた「慣れ親しんだ原風

景」だった。その心象風景を抱きつつ、前衛芸術の中で

培った美意識を発露させていったといえる。

　1954年、奈良原は、法律の道から美術史へ転向した

のみならず、さらに前衛芸術の渦中に飛び込み、多彩

な刺激を全身で受けて、ひとりの表現者として出発しよ

うとしていた。

第3章  「無国籍地」と「人間の土地」

　1956年、奈良原は、戦後日本の写真を大きく転換す

ることとなる初個展「人間の土地」（松島ギャラリー、銀

座・東京、5月5日-11日）を開催した（17）。その舞台となる長

崎沖の炭鉱島・軍艦島（端島）と火山の噴煙に埋もれる

桜島の黒神村というふたつの土地と出会ったのも、1954

年春のことだった。海によって隔絶された過酷な状況の

なか、逞しく生きる人 の々姿に奈良原は深い感銘を受け

た。二つの土地を対比させることで、人間存在を浮き彫り

にすることができるのではないか、と考え撮影を始めた。

そして「人間の土地」は、若い写真家たちを結集する烽

火となり、「10人の眼」から「VIVO」へと、戦後日本の新

しい写真表現を生み出す原点となった伝説の展覧会で

ある。奈良原は、この初個展によって、無名の大学院生

から有望な写真家へと一挙に変貌を遂げることとなる。

　展覧会の準備期間、奈良原の身近にいたのは、写真

家ではなく前衛美術の仲間たちだった。まず、グループ

「実在者」の面 で々ある。1955年4月に結成されたこのグ

ループは、6月には第1回展「戦争」を、8月には第2回展

「無人間時代」を開催したfig.21。11月、既成の美術団体

否定という主旨に反して、二紀会に出品した真鍋がグ

ループを脱退した。翌1956年の1月から2月には、堀内、

靉嘔、池田が「連鎖展」と銘うって次 と々個展を開催し、

グループ「実在者」は解散する。その後真鍋も含めて、詩

画集『５人の片目の兵隊』をともにつくっているfig.22。この

流れのなかで、5月に開かれた奈良原の個展を、旧グ

ループのメンバーたちは、連鎖展の一環のように見守り、

展示も手伝った。それが「人間の土地」展である。

「身近にいながら黙り込んでいた男が、一気にその才能

と力とを友人たちの前に展開したのである。素晴らしい

あざやかさであった。写真界のことにはまったく無知だっ

たが、私は一高はこの一つの展覧会で絶対に成功した

写真家として登場するだろうという確信を持ったものだっ

た。事実、『人間の土地』は無名の写真家を一躍最も有

能な写真家の一人に押し上げた。これほどあざやかなデ

ビューを他に知らない。」

池田満寿夫「IKKOと私」1976年（18）

　さらに、奈良原は同じく1955年4月に結成された「制

作者懇談会」に、池田龍雄（1928-）、河原温らとともに

参加している。同会は美術・映画・演劇など多分野の総

合的な実践による「今日的リアリズムの追求」を目指し

て活発に活動した。そして、奈良原が「人間の土地」に

関する重要な論考「私の方法について」を発表したの

も、制作者懇談会の機関誌『リアリズム』No.10（1956）

のなかだった。

　奈良原は、1954年春に二つの土地に出会い、夏には

本格的に撮影しようと初めて自分のカメラ、キャノンⅣ

SBを購入した。夏・冬・春の休暇に通って撮影していっ

た。誰かにみてもらいたいと思うようになり、友人が次々

と個展を開催するなか、奈良原も自らの個展を計画し、

1年前に会場を予約した。そして、1956年5月に個展「人

間の土地」を開催する。写真界に衝撃が走り、奈良原

は一挙に写真の世界に飛び込んでいくこととなる。

　しかし、そこで「人間の土地」の撮影を終了したわけ

ではない。展覧会を見た写真家・濱谷浩（1915-1999）

の紹介で「人間の土地」を『中央公論』に掲載すること

になるが、奈良原はもう一度撮影をしたいと申し出る

（19）。その頃、新しく25mm F3.5の広角レンズが発売さ

れ、それまで撮れなかった撮影が可能となっていた。

1957年5月に発行された『中央公論』には、展覧会の出

品作とは異なる新たに撮影した作品群が掲載された。

　さらに、同年5月、写真評論家・福島辰夫（1928-2017）

により「10人の眼」展が開催され、奈良原は《車輪のあ

る空間》と題した作品を出品する（20）fig.26。密室空間を

思わせるセメント壁で囲まれた地下道に、人の名残を

想起させる打ち捨てられた車輪が、宙に浮んでいるよう

に置かれている。そう思わせるこのシュールな感覚をも

つ作品は、実際は現実的な用途のあるバルブであろう

が、意図的に現実から遊離した世界として提示する題

名を付している。今日、「人間の土地」を代表する1点とし

て知られる。それらすべてを総括して写真集『人間の土

地』が1987年に出版された（21）。

　一方、「無国籍地」は、当初「地帯」という名で、序章と

して「人間の土地」の第一部に位置づけられていた。全

体は三部構成であり、人の気配だけが残る焼け跡の廃

墟というネガティヴな「無国籍地」と、逞しく生きる人々

が登場するポジティヴな「人間の土地」を対比させよう

と考えていたのである。その後、「地帯」を「無国籍地」と

いうタイトルに変えて切り離し、「人間の土地」のみで独

立させた。そして、炭鉱という資本主義社会の機構と、

火山の噴火という自然現象に対峙する人間を「社会機

構対人間」、「自然対人間」という二部構成で組み立て

たのである。

　奈良原は「人間の土地」を語るとき、必ず「無国籍

地」に言及していたので、一部の人 に々はその存在が知

られていた。しかし、1957年に『ロッコール』誌で掲載さ

れたほかは、ほとんど発表されていない（22）。30年以上

経って個展「無国籍地」（1987）を開催し、50年後の

2004年に写真集を出版している（23）。

　その写真集の序のなかで、奈良原は、「無国籍地」を

撮影したのは、1954年末までと明言している。1954年の

春に大阪砲兵工廠跡地で写真を撮り、夏以降に王子

の軍需工場跡の撮影を始め、年末まで撮影したと考え

られる。「人間の土地」が、1954年から1957年まで何度

も撮影を繰り返し最終的な形になったのと比較して、

「無国籍地」は1954年時点の奈良原をより鮮明に浮か

び上がらせる。

　1954年春、大阪城の天守閣から見下ろした廃墟に

心惹かれてカメラを向けた。それは、終戦直後の焼け跡

にタイムスリップするような感覚だった。慣れ親しんだ原

風景に包まれて、奈良原の心は解き放たれていったの

ではないのだろうか。多くの友人の死を思い、その鎮魂

歌として「無国籍地」を撮影していく。この頃、奈良原は

前述の通り自分は長くは生きられないかもしれないと不

安を抱えていた。生きた証を残すために、自分の中にあ

る混沌としたものを形にする方法として写真を選んだ。

「自分が“生きる”という確証、それを前向きのかたちでみ

たかった。あの『人間の土地』の展覧会はいい作品をつ

くるためにつくったんじゃ絶対にない。自分が生きるため

に、生きていくために撮ったのです。」（24）

　「無国籍地」は、廃墟に立ち戻り、死と向き合うことで、

奈良原の心を解きほぐし、「人間の土地」へ向けて一歩踏

み出す勇気を与えたといえるのではないだろうか。

おわりに

　「人間の土地」展が波紋を呼ぶなか、写真の旧世代

からは否定の声が挙がった。土門拳（1909-1979）は、

「人間の土地」に対して写真が「無国籍」であるという批

判を投げかけた（25）。この批判は同時に、奈良原の本質

を鋭く突く言葉であった。

　「無国籍」とは当時どのような意味合いを担っていた

のだろうか。第二次大戦によって史上まれにみる大規模

な難民が発生し、「無国籍者」が世界で大きな問題と

なっていた。国民は国家の法の保護を受けられる。しか

し、国を追われた人、あるいは戦争によって国そのもの

がなくなった場合は、いかなる保護も受けることができな

くなる。こうした「無国籍者」をどうするかという問題が突

きつけられていた。無国籍者の地位に関する1954年の

条約は、その待遇に関する唯一の国際条約として採択

された（26）。また、「無国籍者」という映画も、1951年4月

に公開されている（27）。

　奈良原一高が「無国籍地」と名付けた場所は、かつ

て自らも学徒動員で就労した軍需工場の廃墟であり、

爆撃によって焦土と化した荒涼たる焼け跡である。「も

はや日本であることも止めてしまった」と感じる、依って

立つもののない不毛の地を手がかりに、生きていくほか

はなかった。その不条理からの出発に立ち戻らせる。

　「無国籍地」は、文明の破壊の果てである。そこから

人間は自らの手で新たな世界を築き上げていかなけれ

ばならない。「人間の土地」以降奈良原は、ヨーロッパ、

アメリカと人間の創り上げた文明の光景を辿っていくこと

となる。「無国籍地」は、この生涯のテーマの萌芽であ

り、出発点であったといえよう。

　奈良原は、自らの心のなかを誠実にみつめ、心象風

景を形にする。「無国籍地」もまた、自らの心と真正面か

ら向き合い、思索を巡らしながら紡ぎ出した作品であ

る。そうして生み出された奈良原の作品の純度の高さ

は、生涯一貫している。だからこそ、「無国籍地」は、60

年以上経った今でも、みずみずしく、輝くばかりに美し

く、そして哀しみを湛えているのではないのだろうか。

（島根県立美術館　主席学芸員）

廃墟の詩  奈良原一高 「無国籍地」 1954
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  蔦  谷  典  子

うた

レクイエム
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心よりご冥福をお祈りいたします。
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堀内康司作《廃墟》のシリーズ7点を、堀内美智子氏より島根
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品をお披露目いたしました。厚く御礼申し上げます。
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はじめに

　草いきれの漂う空地には、街のうごめきから隔離され

た別天地の静けさが広がっていた。ぽっこりとあいた穴

のような時空。タイム・マシンで残されたように、終戦直

後の焼跡に流れていたあの空白の空気がそこには潜ん

でいた。たまたまカメラを持っていた僕はその真白な時

間に向けてシャッターを切りはじめていた。

奈良原一高「無国籍地ルネッサンス」1989年（1）

　奈良原一高（1931-2020）の処女作「無国籍地」は、

こうして大阪城から見下ろした大阪砲兵工廠跡地を撮

影することからはじまった。1954年、奈良原22歳の春の

ことである。

第1章  「無国籍地」と戦争体験

　戦争が終わった時、奈良原は13歳であった。「無国

籍地」は、奈良原の戦争体験と深く関わっている。

　1944（昭和19）年4月、名古屋市立白壁小学校を卒

業した奈良原は、旧制愛知県第一中学校（愛知一中）

に入学した。その前年、全国屈指の進学校であるこの

学校では、海軍飛行予科練習生に志願する生徒が少

ないとして時局講演会が開催され、軍と校長以下の煽

動によって全員が志願するという「愛知一中予科練総

決起事件」が起こっていた（2）。

　中学1年の2学期に、奈良原は学徒動員で三菱電機

に配属され、亜成層圏飛行機用の爆撃照準器「キノ

17」の製造に携わる。戦争末期の1943（昭和18）年以

降、深刻な労働力不足のため、中学生以上が軍需産業

などに動員された。1944年7月「航空機緊急増産ニ関

スル非常措置ノ件」が閣議決定され、学徒動員はさら

に強化された。また、アメリカ軍がサイパン島などを制圧

し日本本土空襲の基地としたため、爆撃も激しさを増

していった。奈良原が通う工場の隣にあった三菱発動

機が爆撃され、多くの友人が亡くなった。航空用発動機

生産の拠点だったため、翌年4月まで執拗に爆撃が繰

り返され周辺も含めて多くの犠牲者を出した。

　奈良原が父の転勤により尾張一宮に移った1週間

後、それまで住んでいた一帯は焼土と化した。一宮で

も、学徒動員により偵察機「彩雲」の脚を、次の工場で

は爆撃機「天山」の胴体を製造する工程に携わり、最

後の工場ではアメリカ本土奇襲用の特攻機の部品の

製造にあたった。奈良原は終戦までの1年足らずで、

ボール盤、旋盤、フライス盤などを自由に操る職工となっ

ていた。死は身近なものとなり、一億玉砕は目前のように

感じられたと記している（3）。

　終戦直前には、空襲で防空壕に逃げ込む日々 が毎晩

続き、極度の睡眠不足から死んでもいいから寝ていたい

とさえ思った。尾張一の宮が壊滅状態となった7月28日、

午後10時頃から翌29日午前2時頃までB29の編隊約

260機が飛来し、市街地の8割が焼失した。次 と々扇形

に編隊を組み、間断なしに油脂焼夷弾を投下していく

B29の扇状攻撃が続いた。奈良原は機体の飛ぶ方向を

見上げながら、そのコースと直角に逃げ、最短距離で爆

撃の射程外に走った。追いかけられ、田の畦道の溝の中

に布団をかぶって身をふせるが、隙間から覗くと、目前に

火のついた焼夷弾が矢継ぎ早に突き刺さる。即座に跳

ね起きて、再びB29のコースと直角に必死で逃げる。明け

方近くなってようやく安全圏まで辿り着き、生き延びた（4）。

　後年、ヒエロニムス・ボス（c.1450-1516）の《悦楽の

園》を見た時に、そこに描かれた楽園と地獄の様相は、

この時の光景と重なった。逃げ延びた郊外で目にしたの

は、街全体が炎につつまれて火炎の柱が立ち上る地獄

の光景であった。一方、逆方向はのどかな田園風景が

広がり、満月の空に蛙が鳴く穏やかな夏の夜だった。そ

の地獄の光景と平和な世界が眼に焼き付いた。

　敗戦を知った夜、とめどなく涙が流れた。悲しさやくや

しさといった感情からすでに超越した日常を余儀なくさ

れていた。しかし、戦争の終結と同時に何かが確実に失

われたと実感した。その空虚さの中から涙が湧いてくる

ように感じたのだった。

　戦後も苦難は続いた。戦時中の食糧配給制度は敗

戦とともに麻痺し、遅配や欠配が続いた。生きるために

は、法律違反でも闇市で食糧を入手するしかなかった。

しかし、奈良原の父は法を司る検事であり、闇の食糧

に手を出すことを許さなかった。育ち盛りの奈良原を見

かねた近所の人が、食物を持って行っても受け取らない

ので、塀の外から投げ入れてくれたほどだった（5）。1947

年、同じく闇の食糧を口にしなかった東京地検の判事

が餓死するという事態が起きた。

　戦争の記憶は長い間、奈良原を苦しめた。「無国籍

地」の撮影を始めた頃も、自分は長生きしないと感じて

いた。夜中でも怪奇な幻影が湧きつづけ、精神的に不

安定な状態が続いた。どうせ死ぬのならやりたいことを

やって死にたいと思いつめた（6）。戦争の焼跡を写した

「無国籍地」は、奈良原にとってこうした戦争体験がもと

になっている。当初、次のように記している。

「今、これらの作品達について何も語りたくない。語るこ

とも出来そうにないし、語るべきでもないように思われ

る。言葉なく投出すことのみが許されている様だ。

　余りにも過去の僕の内部に結びついていすぎるためだ

ろうか、余りにも遠くへ出発してしまった。唯このような荒

廃の土地をさ迷った季節があり、やがて『人間の土地』

が生まれたことを憶えている。顧みれば僕にとって最初の

生のゆらめきであり、暗い青春への鎮魂歌でもあった。」

奈良原一高「鎮魂歌」「廃墟のロマン  無国籍地の連作より」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1957年（7）

　しかし、数年後、奈良原は語り始める。

「あまりにも古い話にさかのぼるが、僕がもの心ついたの

は、第二次大戦の敗戦を境としてであった。満州事変の

年に生まれ、戦時下の空気しか知らず、その中で育ち、

まだほんの子どもにすぎなかった僕にとって、戦争は『日

常』の代名詞であった。爆撃が激しくなっても、それは

生活の冒険とスリルの増加を感じさせたにすぎず、日本

が勝つか、負けるかについて一度も考えたことがなかっ

た。勝つとさえも思ってみたことがなかった。敗戦が報道

されて一番驚いたのは、そのような自分に対してであっ

た。気がついた時、生と死の『日常』を壮麗にモールした

B29の飛行機雲は空になく、ただ青い、真空の空だけが

あった。何もない空という生まれてはじめての経験が、そ

こに平和を見るよりは真空と不毛を味わわせた。それは

視線を受け止めるべき手ごたえのない無目的な空であっ

た。戦争に意識的に参加しなかった僕はいわゆる日本

人ですらなかった。不毛の空を仰いでそのように目覚め

て以来、日本は僕にとってただ自分を生かしておく、場と

しての土地感しかわかない。

　砲兵工廠や軍需工場跡の廃墟を被写体として最初

のカメラ・メッセージを、僕は何の不思議もなく『無国籍

地』と名づけた。〈不毛〉それ自体が生きていく手がかり

となりはじめた。」　　

奈良原一高「若い写真家の発言・2  ある未知への発端」より

1960年（8）

第2章  「無国籍地」と前衛美術

　1954年春、奈良原は重要な転機を迎えていた。検事

正だった父・楢原義男（1900-1990）の希望にそって、中

央大学法学部に入学したのは、1950年4月だった。その

後、父の転勤で実家は奈良に移り、大学2年の春休み

から仏像巡りを始めた。飛鳥園主・小川晴暘

（1894-1960）に地図を書いてもらい、奈良や京都の寺

を隅 ま々で夢中になって歩いて回った。そして1年半が過

ぎた盛夏、法隆寺講堂釈迦三尊像と激しく出会い、造

型に開眼した。その後、法律の道から美術の道へと方

向転換をしていく。両親の反対を押し切って、早稲田大

学大学院文学研究科芸術学専攻へと進学したのが、

1954年の春だった。

　早稲田大学では、坂崎担（1887-1978）や富永惣一

（1902-1980）に美術史を学んだ。やがて、世界中で立ち

上がる前衛芸術の渦中へと入っていった。考証的な美

術史に反発を感じ、今日の芸術家の在り方を真剣に考

えるようになった。そして、生涯の友となる作家たちと次々

と出会う。早稲田では岡崎和郎（1930-）と意気投合す

る。1954年に開催された河原温（1932-2014）の個展を

見て、岡崎とともに河原の自宅まで行き作品すべてをみ

せてもらい、《浴室》fig.23のなかから2点を購入した。自

らの審美眼を試すために購入したその作品は、現在東

京国立近代美術館の所蔵となっている。靉嘔（1931-）、

池田満寿夫（1934-1997）、堀内康司（1932-2011）、真

鍋博（1932-2000）に出会ったのも1954年である。小川

晴暘から真鍋を紹介され、真鍋から他のメンバーを紹

介された。4人の新鋭画家は、翌1955年4月に反画壇を

標榜するグループ「実在者」を結成することとなる。奈良

原もオブザーバーのような形で参加している。

　この年、奈良原が撮影した大阪砲兵工廠の跡地は、

1945年8月14日にB29の集中爆撃により壊滅した陸軍兵

器工廠の跡だった。大口径火砲の製造拠点となり、主に

火砲・戦車・弾薬類を開発・製造するアジア最大規模の

軍需工場である。戦後、不発弾が多く危険だと放置さ

れ、約20年近く更地のままとなっていた（9）fig.17-19。

　奈良原が大阪砲兵工廠の跡地を撮影していたこと

を知った堀内は、自身のテリトリーである王子の軍需工

場跡に仲間たちを案内したいと考えた。堀内は次のよう

に記している。

「北区王子から赤羽寄りに十五分ぐらい行ったところに

工場跡の廃墟があった。夕暮れになると廃塔の周囲を

蝙蝠が旋回し、一種異様な雰囲気が醸し出された。ぼ

くはこの現場から取材して“戦争”展の絵を描いたし、池

田は、地上を這うようにして散在する瓦礫やレンガの破

片の中で造形した《真昼の共同墓地》や《不安な反響》

などの干割れた線が地平線の彼方まで続く、明るい色

調の作品をものにしたように思った。」

堀内康司「回想の池田満寿夫」1977年（10）fig.20

　王子から赤羽よりに広がっていた軍需工場跡地は、

かつての「東京第二陸軍造兵廠王子工場」であり、帝

国陸軍の造兵廠のひとつとして火薬・爆発物の原料を

製造していた。1945年の大空襲で壊滅的な打撃を受け

焼野原と化した。敗戦後、広大な面積の軍用施設は国

有地となり、半分以上が占領軍に接収された。その後、

徐 に々区や都に払い下げられていった（11）。

　堀内は、フォルム画廊主・福島繁太郎（1895-1960）に

支援を受け作品を発表しており、当時日本にも紹介され

ていたフランスの具象画家グループ「オム・テモワン」の

アンドレ・ミノー（1923-1986）やベルナール・ビュフェ

（1928-1999）に共感を抱いていた（12）。哀愁漂う線描

で、王子の軍需工場跡の廃墟となった建造物やその屋

内をこの頃に集中して描いている（13）fig.11,16。

　堀内が案内した日、仲間たちのポートレイトを奈良原

が撮影したfig.7-9。そのときの様子を池田は次のように

記している。

「一高の撮影につき合ったことも二回ある。一回目は『人

間の土地』の前でグループの連中と王子の被服工場の

焼け跡へ行った時だ。私たちはスケッチをするつもりで、

一高は一高で撮影するつもりだった。焼跡の建物に夕

闇がせまり、私たちの方はもう帰るつもりでいると一高だ

けが三脚にカメラをつけて、ある一点をねらったまま動こ

うとしない。なにしろ当時の王子はまだ物騒な場所で暗

くなればもっと気味悪くなったから早く焼跡を引きあげ

たかった。ところが、どんなに私たちがカメラの横でじり

じりしていても、一高は決して最後のシャッターを押さな

いのだ。カメラの前方には焼けただれた壁とひんまがっ

た窓わくしかない。彼はただファインダーに目を押しつけ

たまま絶対に動こうとしないのである。どれほど待っただ

ろうか、もうあたりがすっかり暗くなり、こんなに暗くなっ

てはたして写るのかといぶかるほど暗くなった時、はじめ

て一高はカメラを三脚から取りはずした。いつシャッター

を切ったのか、あるいはついにシャッターを切らなかった

のか、私には判断が出来なかった。この場所気に入った

からもう一度来たいが、と写真家が言ったが、画家たち

は顔を見合わせて、誰も一緒にまた来ようとは言わな

かった。それ以来一高の撮影には絶対に同行すべきで

ないという鉄則が私のなかに刻み込まれた。」

池田満寿夫「IKKOと私」、1976年（14）

　奈良原は、翌日から毎日のように通い始めた。王子で

は、何度も通って撮影できることから、光の移ろいをみ

つめながら、狙ったところに光があたるシャッターチャン

スまで、長時間待ち続けたのではないだろうか。奈良原

のものと思われる自転車が写っている。その光と影が織

りなす、廃墟の窓枠、壁、穿った穴、設備が取り除かれ

階下が覗く多層的な空間、朽ちた階段、煙突の残影。そ

れらの形態を、光と影の効果とともに、自らが空間のな

かを動き視点が移動することによって生じる変化も取り

入れながら、抽象的に切り取っている。

　このフォト・ポエムと名付けた作品群は、光と影と視

点の移動の造型実験となっている。バウハウス叢書とし

て『絵画・写真・映画』を上梓したモホイ＝ナジ

（1895-1946）の作品を想起させる。ナジの紹介者のひ

とりは、詩人・美術評論家として知られる瀧口修造

（1903-1979）であり、奈良原の最も敬愛する人物だっ

た。写真・映像に関する評論も多く、ナジとは直接的な

交流をもつ。ガラスや穴の空いた金属板などを用いて光

と影を多元的に構成する《ライト・スペース・モデュレー

タ（電気舞台のための光の小道具）》を使用したナジの

映画『光の戯れ　黒・白・灰』の手法は、奈良原の「無

国籍地」の視点と共通するように思われるfig.24。1954

年以降、主観主義写真の文脈のなかでも、新たにモホ

イ＝ナジらの作品が紹介されていた（15）。

　また、1953年に日本に帰国した石元泰博（1921-2012）

は、シカゴのインスティテュート・オブ・デザインで、学内

賞であるモホイ＝ナジ賞を2度受賞して、写真科の学士

号を取得し卒業した。1954年、瀧口が企画するタケミヤ

画廊で個展を開催し、竹を切った彫刻など様 な々素材

を用いた作品や実験的な写真を展観した。シカゴで受

けた造形実験について『美術手帖』に掲載し、その実

践として「あかり」の特集も披露している（16）fig.25。奈良

原は、石元の存在に注目していた。

　軍需工場跡地の多層的な空間を生かしながら、奈良

原は光と影と視点の移動による造型実験に果敢に挑戦

し、フォト・ポエムという前衛的な作品を作り上げていっ

たといえよう。「無国籍地」は、奈良原自身学徒動員で

働いた軍需工場の跡であり、消えることのない爆撃の記

憶の地である。戦争による廃墟という焼野原は、終戦直

後奈良原の周囲に広がっていた「慣れ親しんだ原風

景」だった。その心象風景を抱きつつ、前衛芸術の中で

培った美意識を発露させていったといえる。

　1954年、奈良原は、法律の道から美術史へ転向した

のみならず、さらに前衛芸術の渦中に飛び込み、多彩

な刺激を全身で受けて、ひとりの表現者として出発しよ

うとしていた。

第3章  「無国籍地」と「人間の土地」

　1956年、奈良原は、戦後日本の写真を大きく転換す

ることとなる初個展「人間の土地」（松島ギャラリー、銀

座・東京、5月5日-11日）を開催した（17）。その舞台となる長

崎沖の炭鉱島・軍艦島（端島）と火山の噴煙に埋もれる

桜島の黒神村というふたつの土地と出会ったのも、1954

年春のことだった。海によって隔絶された過酷な状況の

なか、逞しく生きる人 の々姿に奈良原は深い感銘を受け

た。二つの土地を対比させることで、人間存在を浮き彫り

にすることができるのではないか、と考え撮影を始めた。

そして「人間の土地」は、若い写真家たちを結集する烽

火となり、「10人の眼」から「VIVO」へと、戦後日本の新

しい写真表現を生み出す原点となった伝説の展覧会で

ある。奈良原は、この初個展によって、無名の大学院生

から有望な写真家へと一挙に変貌を遂げることとなる。

　展覧会の準備期間、奈良原の身近にいたのは、写真

家ではなく前衛美術の仲間たちだった。まず、グループ

「実在者」の面 で々ある。1955年4月に結成されたこのグ

ループは、6月には第1回展「戦争」を、8月には第2回展

「無人間時代」を開催したfig.21。11月、既成の美術団体

否定という主旨に反して、二紀会に出品した真鍋がグ

ループを脱退した。翌1956年の1月から2月には、堀内、

靉嘔、池田が「連鎖展」と銘うって次 と々個展を開催し、

グループ「実在者」は解散する。その後真鍋も含めて、詩

画集『５人の片目の兵隊』をともにつくっているfig.22。この

流れのなかで、5月に開かれた奈良原の個展を、旧グ

ループのメンバーたちは、連鎖展の一環のように見守り、

展示も手伝った。それが「人間の土地」展である。

「身近にいながら黙り込んでいた男が、一気にその才能

と力とを友人たちの前に展開したのである。素晴らしい

あざやかさであった。写真界のことにはまったく無知だっ

たが、私は一高はこの一つの展覧会で絶対に成功した

写真家として登場するだろうという確信を持ったものだっ

た。事実、『人間の土地』は無名の写真家を一躍最も有

能な写真家の一人に押し上げた。これほどあざやかなデ

ビューを他に知らない。」

池田満寿夫「IKKOと私」1976年（18）

　さらに、奈良原は同じく1955年4月に結成された「制

作者懇談会」に、池田龍雄（1928-）、河原温らとともに

参加している。同会は美術・映画・演劇など多分野の総

合的な実践による「今日的リアリズムの追求」を目指し

て活発に活動した。そして、奈良原が「人間の土地」に

関する重要な論考「私の方法について」を発表したの

も、制作者懇談会の機関誌『リアリズム』No.10（1956）

のなかだった。

　奈良原は、1954年春に二つの土地に出会い、夏には

本格的に撮影しようと初めて自分のカメラ、キャノンⅣ

SBを購入した。夏・冬・春の休暇に通って撮影していっ

た。誰かにみてもらいたいと思うようになり、友人が次々

と個展を開催するなか、奈良原も自らの個展を計画し、

1年前に会場を予約した。そして、1956年5月に個展「人

間の土地」を開催する。写真界に衝撃が走り、奈良原

は一挙に写真の世界に飛び込んでいくこととなる。

　しかし、そこで「人間の土地」の撮影を終了したわけ

ではない。展覧会を見た写真家・濱谷浩（1915-1999）

の紹介で「人間の土地」を『中央公論』に掲載すること

になるが、奈良原はもう一度撮影をしたいと申し出る

（19）。その頃、新しく25mm F3.5の広角レンズが発売さ

れ、それまで撮れなかった撮影が可能となっていた。

1957年5月に発行された『中央公論』には、展覧会の出

品作とは異なる新たに撮影した作品群が掲載された。

　さらに、同年5月、写真評論家・福島辰夫（1928-2017）

により「10人の眼」展が開催され、奈良原は《車輪のあ

る空間》と題した作品を出品する（20）fig.26。密室空間を

思わせるセメント壁で囲まれた地下道に、人の名残を

想起させる打ち捨てられた車輪が、宙に浮んでいるよう

に置かれている。そう思わせるこのシュールな感覚をも

つ作品は、実際は現実的な用途のあるバルブであろう

が、意図的に現実から遊離した世界として提示する題

名を付している。今日、「人間の土地」を代表する1点とし

て知られる。それらすべてを総括して写真集『人間の土

地』が1987年に出版された（21）。

　一方、「無国籍地」は、当初「地帯」という名で、序章と

して「人間の土地」の第一部に位置づけられていた。全

体は三部構成であり、人の気配だけが残る焼け跡の廃

墟というネガティヴな「無国籍地」と、逞しく生きる人々

が登場するポジティヴな「人間の土地」を対比させよう

と考えていたのである。その後、「地帯」を「無国籍地」と

いうタイトルに変えて切り離し、「人間の土地」のみで独

立させた。そして、炭鉱という資本主義社会の機構と、

火山の噴火という自然現象に対峙する人間を「社会機

構対人間」、「自然対人間」という二部構成で組み立て

たのである。

　奈良原は「人間の土地」を語るとき、必ず「無国籍

地」に言及していたので、一部の人 に々はその存在が知

られていた。しかし、1957年に『ロッコール』誌で掲載さ

れたほかは、ほとんど発表されていない（22）。30年以上

経って個展「無国籍地」（1987）を開催し、50年後の

2004年に写真集を出版している（23）。

　その写真集の序のなかで、奈良原は、「無国籍地」を

撮影したのは、1954年末までと明言している。1954年の

春に大阪砲兵工廠跡地で写真を撮り、夏以降に王子

の軍需工場跡の撮影を始め、年末まで撮影したと考え

られる。「人間の土地」が、1954年から1957年まで何度

も撮影を繰り返し最終的な形になったのと比較して、

「無国籍地」は1954年時点の奈良原をより鮮明に浮か

び上がらせる。

　1954年春、大阪城の天守閣から見下ろした廃墟に

心惹かれてカメラを向けた。それは、終戦直後の焼け跡

にタイムスリップするような感覚だった。慣れ親しんだ原

風景に包まれて、奈良原の心は解き放たれていったの

ではないのだろうか。多くの友人の死を思い、その鎮魂

歌として「無国籍地」を撮影していく。この頃、奈良原は

前述の通り自分は長くは生きられないかもしれないと不

安を抱えていた。生きた証を残すために、自分の中にあ

る混沌としたものを形にする方法として写真を選んだ。

「自分が“生きる”という確証、それを前向きのかたちでみ

たかった。あの『人間の土地』の展覧会はいい作品をつ

くるためにつくったんじゃ絶対にない。自分が生きるため

に、生きていくために撮ったのです。」（24）

　「無国籍地」は、廃墟に立ち戻り、死と向き合うことで、

奈良原の心を解きほぐし、「人間の土地」へ向けて一歩踏

み出す勇気を与えたといえるのではないだろうか。

おわりに

　「人間の土地」展が波紋を呼ぶなか、写真の旧世代

からは否定の声が挙がった。土門拳（1909-1979）は、

「人間の土地」に対して写真が「無国籍」であるという批

判を投げかけた（25）。この批判は同時に、奈良原の本質

を鋭く突く言葉であった。

　「無国籍」とは当時どのような意味合いを担っていた

のだろうか。第二次大戦によって史上まれにみる大規模

な難民が発生し、「無国籍者」が世界で大きな問題と

なっていた。国民は国家の法の保護を受けられる。しか

し、国を追われた人、あるいは戦争によって国そのもの

がなくなった場合は、いかなる保護も受けることができな

くなる。こうした「無国籍者」をどうするかという問題が突

きつけられていた。無国籍者の地位に関する1954年の

条約は、その待遇に関する唯一の国際条約として採択

された（26）。また、「無国籍者」という映画も、1951年4月

に公開されている（27）。

　奈良原一高が「無国籍地」と名付けた場所は、かつ

て自らも学徒動員で就労した軍需工場の廃墟であり、

爆撃によって焦土と化した荒涼たる焼け跡である。「も

はや日本であることも止めてしまった」と感じる、依って

立つもののない不毛の地を手がかりに、生きていくほか

はなかった。その不条理からの出発に立ち戻らせる。

　「無国籍地」は、文明の破壊の果てである。そこから

人間は自らの手で新たな世界を築き上げていかなけれ

ばならない。「人間の土地」以降奈良原は、ヨーロッパ、

アメリカと人間の創り上げた文明の光景を辿っていくこと

となる。「無国籍地」は、この生涯のテーマの萌芽であ

り、出発点であったといえよう。

　奈良原は、自らの心のなかを誠実にみつめ、心象風

景を形にする。「無国籍地」もまた、自らの心と真正面か

ら向き合い、思索を巡らしながら紡ぎ出した作品であ

る。そうして生み出された奈良原の作品の純度の高さ

は、生涯一貫している。だからこそ、「無国籍地」は、60

年以上経った今でも、みずみずしく、輝くばかりに美し

く、そして哀しみを湛えているのではないのだろうか。

（島根県立美術館　主席学芸員）

しずか　

あいおう

追悼

2020年1月19日、奈良原一高氏は88歳で逝去されました。

心よりご冥福をお祈りいたします。

謝辞

2018年、奈良原一高作《無国籍地》50点を作家より、また

堀内康司作《廃墟》のシリーズ7点を、堀内美智子氏より島根

県立美術館にご寄贈いただきました。その後「奈良原一高

《人間の土地》とグループ「実在者」」展を開催し、ご寄贈作

品をお披露目いたしました。厚く御礼申し上げます。
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はじめに

　草いきれの漂う空地には、街のうごめきから隔離され

た別天地の静けさが広がっていた。ぽっこりとあいた穴

のような時空。タイム・マシンで残されたように、終戦直

後の焼跡に流れていたあの空白の空気がそこには潜ん

でいた。たまたまカメラを持っていた僕はその真白な時

間に向けてシャッターを切りはじめていた。

奈良原一高「無国籍地ルネッサンス」1989年（1）

　奈良原一高（1931-2020）の処女作「無国籍地」は、

こうして大阪城から見下ろした大阪砲兵工廠跡地を撮

影することからはじまった。1954年、奈良原22歳の春の

ことである。

第1章  「無国籍地」と戦争体験

　戦争が終わった時、奈良原は13歳であった。「無国

籍地」は、奈良原の戦争体験と深く関わっている。

　1944（昭和19）年4月、名古屋市立白壁小学校を卒

業した奈良原は、旧制愛知県第一中学校（愛知一中）

に入学した。その前年、全国屈指の進学校であるこの

学校では、海軍飛行予科練習生に志願する生徒が少

ないとして時局講演会が開催され、軍と校長以下の煽

動によって全員が志願するという「愛知一中予科練総

決起事件」が起こっていた（2）。

　中学1年の2学期に、奈良原は学徒動員で三菱電機

に配属され、亜成層圏飛行機用の爆撃照準器「キノ

17」の製造に携わる。戦争末期の1943（昭和18）年以

降、深刻な労働力不足のため、中学生以上が軍需産業

などに動員された。1944年7月「航空機緊急増産ニ関

スル非常措置ノ件」が閣議決定され、学徒動員はさら

に強化された。また、アメリカ軍がサイパン島などを制圧

し日本本土空襲の基地としたため、爆撃も激しさを増

していった。奈良原が通う工場の隣にあった三菱発動

機が爆撃され、多くの友人が亡くなった。航空用発動機

生産の拠点だったため、翌年4月まで執拗に爆撃が繰

り返され周辺も含めて多くの犠牲者を出した。

　奈良原が父の転勤により尾張一宮に移った1週間

後、それまで住んでいた一帯は焼土と化した。一宮で

も、学徒動員により偵察機「彩雲」の脚を、次の工場で

は爆撃機「天山」の胴体を製造する工程に携わり、最

後の工場ではアメリカ本土奇襲用の特攻機の部品の

製造にあたった。奈良原は終戦までの1年足らずで、

ボール盤、旋盤、フライス盤などを自由に操る職工となっ

ていた。死は身近なものとなり、一億玉砕は目前のように

感じられたと記している（3）。

　終戦直前には、空襲で防空壕に逃げ込む日々 が毎晩

続き、極度の睡眠不足から死んでもいいから寝ていたい

とさえ思った。尾張一の宮が壊滅状態となった7月28日、

午後10時頃から翌29日午前2時頃までB29の編隊約

260機が飛来し、市街地の8割が焼失した。次 と々扇形

に編隊を組み、間断なしに油脂焼夷弾を投下していく

B29の扇状攻撃が続いた。奈良原は機体の飛ぶ方向を

見上げながら、そのコースと直角に逃げ、最短距離で爆

撃の射程外に走った。追いかけられ、田の畦道の溝の中

に布団をかぶって身をふせるが、隙間から覗くと、目前に

火のついた焼夷弾が矢継ぎ早に突き刺さる。即座に跳

ね起きて、再びB29のコースと直角に必死で逃げる。明け

方近くなってようやく安全圏まで辿り着き、生き延びた（4）。

　後年、ヒエロニムス・ボス（c.1450-1516）の《悦楽の

園》を見た時に、そこに描かれた楽園と地獄の様相は、

この時の光景と重なった。逃げ延びた郊外で目にしたの

は、街全体が炎につつまれて火炎の柱が立ち上る地獄

の光景であった。一方、逆方向はのどかな田園風景が

広がり、満月の空に蛙が鳴く穏やかな夏の夜だった。そ

の地獄の光景と平和な世界が眼に焼き付いた。

　敗戦を知った夜、とめどなく涙が流れた。悲しさやくや

しさといった感情からすでに超越した日常を余儀なくさ

れていた。しかし、戦争の終結と同時に何かが確実に失

われたと実感した。その空虚さの中から涙が湧いてくる

ように感じたのだった。

　戦後も苦難は続いた。戦時中の食糧配給制度は敗

戦とともに麻痺し、遅配や欠配が続いた。生きるために

は、法律違反でも闇市で食糧を入手するしかなかった。

しかし、奈良原の父は法を司る検事であり、闇の食糧

に手を出すことを許さなかった。育ち盛りの奈良原を見

かねた近所の人が、食物を持って行っても受け取らない

ので、塀の外から投げ入れてくれたほどだった（5）。1947

年、同じく闇の食糧を口にしなかった東京地検の判事

が餓死するという事態が起きた。

　戦争の記憶は長い間、奈良原を苦しめた。「無国籍

地」の撮影を始めた頃も、自分は長生きしないと感じて

いた。夜中でも怪奇な幻影が湧きつづけ、精神的に不

安定な状態が続いた。どうせ死ぬのならやりたいことを

やって死にたいと思いつめた（6）。戦争の焼跡を写した

「無国籍地」は、奈良原にとってこうした戦争体験がもと

になっている。当初、次のように記している。

「今、これらの作品達について何も語りたくない。語るこ

とも出来そうにないし、語るべきでもないように思われ

る。言葉なく投出すことのみが許されている様だ。

　余りにも過去の僕の内部に結びついていすぎるためだ

ろうか、余りにも遠くへ出発してしまった。唯このような荒

廃の土地をさ迷った季節があり、やがて『人間の土地』

が生まれたことを憶えている。顧みれば僕にとって最初の

生のゆらめきであり、暗い青春への鎮魂歌でもあった。」

奈良原一高「鎮魂歌」「廃墟のロマン  無国籍地の連作より」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1957年（7）

　しかし、数年後、奈良原は語り始める。

「あまりにも古い話にさかのぼるが、僕がもの心ついたの

は、第二次大戦の敗戦を境としてであった。満州事変の

年に生まれ、戦時下の空気しか知らず、その中で育ち、

まだほんの子どもにすぎなかった僕にとって、戦争は『日

常』の代名詞であった。爆撃が激しくなっても、それは

生活の冒険とスリルの増加を感じさせたにすぎず、日本

が勝つか、負けるかについて一度も考えたことがなかっ

た。勝つとさえも思ってみたことがなかった。敗戦が報道

されて一番驚いたのは、そのような自分に対してであっ

た。気がついた時、生と死の『日常』を壮麗にモールした

B29の飛行機雲は空になく、ただ青い、真空の空だけが

あった。何もない空という生まれてはじめての経験が、そ

こに平和を見るよりは真空と不毛を味わわせた。それは

視線を受け止めるべき手ごたえのない無目的な空であっ

た。戦争に意識的に参加しなかった僕はいわゆる日本

人ですらなかった。不毛の空を仰いでそのように目覚め

て以来、日本は僕にとってただ自分を生かしておく、場と

しての土地感しかわかない。

　砲兵工廠や軍需工場跡の廃墟を被写体として最初

のカメラ・メッセージを、僕は何の不思議もなく『無国籍

地』と名づけた。〈不毛〉それ自体が生きていく手がかり

となりはじめた。」　　

奈良原一高「若い写真家の発言・2  ある未知への発端」より

1960年（8）

第2章  「無国籍地」と前衛美術

　1954年春、奈良原は重要な転機を迎えていた。検事

正だった父・楢原義男（1900-1990）の希望にそって、中

央大学法学部に入学したのは、1950年4月だった。その

後、父の転勤で実家は奈良に移り、大学2年の春休み

から仏像巡りを始めた。飛鳥園主・小川晴暘

（1894-1960）に地図を書いてもらい、奈良や京都の寺

を隅 ま々で夢中になって歩いて回った。そして1年半が過

ぎた盛夏、法隆寺講堂釈迦三尊像と激しく出会い、造

型に開眼した。その後、法律の道から美術の道へと方

向転換をしていく。両親の反対を押し切って、早稲田大

学大学院文学研究科芸術学専攻へと進学したのが、

1954年の春だった。

　早稲田大学では、坂崎担（1887-1978）や富永惣一

（1902-1980）に美術史を学んだ。やがて、世界中で立ち

上がる前衛芸術の渦中へと入っていった。考証的な美

術史に反発を感じ、今日の芸術家の在り方を真剣に考

えるようになった。そして、生涯の友となる作家たちと次々

と出会う。早稲田では岡崎和郎（1930-）と意気投合す

る。1954年に開催された河原温（1932-2014）の個展を

見て、岡崎とともに河原の自宅まで行き作品すべてをみ

せてもらい、《浴室》fig.23のなかから2点を購入した。自

らの審美眼を試すために購入したその作品は、現在東

京国立近代美術館の所蔵となっている。靉嘔（1931-）、

池田満寿夫（1934-1997）、堀内康司（1932-2011）、真

鍋博（1932-2000）に出会ったのも1954年である。小川

晴暘から真鍋を紹介され、真鍋から他のメンバーを紹

介された。4人の新鋭画家は、翌1955年4月に反画壇を

標榜するグループ「実在者」を結成することとなる。奈良

原もオブザーバーのような形で参加している。

　この年、奈良原が撮影した大阪砲兵工廠の跡地は、

1945年8月14日にB29の集中爆撃により壊滅した陸軍兵

器工廠の跡だった。大口径火砲の製造拠点となり、主に

火砲・戦車・弾薬類を開発・製造するアジア最大規模の

軍需工場である。戦後、不発弾が多く危険だと放置さ

れ、約20年近く更地のままとなっていた（9）fig.17-19。

　奈良原が大阪砲兵工廠の跡地を撮影していたこと

を知った堀内は、自身のテリトリーである王子の軍需工

場跡に仲間たちを案内したいと考えた。堀内は次のよう

に記している。

「北区王子から赤羽寄りに十五分ぐらい行ったところに

工場跡の廃墟があった。夕暮れになると廃塔の周囲を

蝙蝠が旋回し、一種異様な雰囲気が醸し出された。ぼ

くはこの現場から取材して“戦争”展の絵を描いたし、池

田は、地上を這うようにして散在する瓦礫やレンガの破

片の中で造形した《真昼の共同墓地》や《不安な反響》

などの干割れた線が地平線の彼方まで続く、明るい色

調の作品をものにしたように思った。」

堀内康司「回想の池田満寿夫」1977年（10）fig.20

　王子から赤羽よりに広がっていた軍需工場跡地は、

かつての「東京第二陸軍造兵廠王子工場」であり、帝

国陸軍の造兵廠のひとつとして火薬・爆発物の原料を

製造していた。1945年の大空襲で壊滅的な打撃を受け

焼野原と化した。敗戦後、広大な面積の軍用施設は国

有地となり、半分以上が占領軍に接収された。その後、

徐 に々区や都に払い下げられていった（11）。

　堀内は、フォルム画廊主・福島繁太郎（1895-1960）に

支援を受け作品を発表しており、当時日本にも紹介され

ていたフランスの具象画家グループ「オム・テモワン」の

アンドレ・ミノー（1923-1986）やベルナール・ビュフェ

（1928-1999）に共感を抱いていた（12）。哀愁漂う線描

で、王子の軍需工場跡の廃墟となった建造物やその屋

内をこの頃に集中して描いている（13）fig.11,16。

　堀内が案内した日、仲間たちのポートレイトを奈良原

が撮影したfig.7-9。そのときの様子を池田は次のように

記している。

「一高の撮影につき合ったことも二回ある。一回目は『人

間の土地』の前でグループの連中と王子の被服工場の

焼け跡へ行った時だ。私たちはスケッチをするつもりで、

一高は一高で撮影するつもりだった。焼跡の建物に夕

闇がせまり、私たちの方はもう帰るつもりでいると一高だ

けが三脚にカメラをつけて、ある一点をねらったまま動こ

うとしない。なにしろ当時の王子はまだ物騒な場所で暗

くなればもっと気味悪くなったから早く焼跡を引きあげ

たかった。ところが、どんなに私たちがカメラの横でじり

じりしていても、一高は決して最後のシャッターを押さな

いのだ。カメラの前方には焼けただれた壁とひんまがっ

た窓わくしかない。彼はただファインダーに目を押しつけ

たまま絶対に動こうとしないのである。どれほど待っただ

ろうか、もうあたりがすっかり暗くなり、こんなに暗くなっ

てはたして写るのかといぶかるほど暗くなった時、はじめ

て一高はカメラを三脚から取りはずした。いつシャッター

を切ったのか、あるいはついにシャッターを切らなかった

のか、私には判断が出来なかった。この場所気に入った

からもう一度来たいが、と写真家が言ったが、画家たち

は顔を見合わせて、誰も一緒にまた来ようとは言わな

かった。それ以来一高の撮影には絶対に同行すべきで

ないという鉄則が私のなかに刻み込まれた。」

池田満寿夫「IKKOと私」、1976年（14）

　奈良原は、翌日から毎日のように通い始めた。王子で

は、何度も通って撮影できることから、光の移ろいをみ

つめながら、狙ったところに光があたるシャッターチャン

スまで、長時間待ち続けたのではないだろうか。奈良原

のものと思われる自転車が写っている。その光と影が織

りなす、廃墟の窓枠、壁、穿った穴、設備が取り除かれ

階下が覗く多層的な空間、朽ちた階段、煙突の残影。そ

れらの形態を、光と影の効果とともに、自らが空間のな

かを動き視点が移動することによって生じる変化も取り

入れながら、抽象的に切り取っている。

　このフォト・ポエムと名付けた作品群は、光と影と視

点の移動の造型実験となっている。バウハウス叢書とし

て『絵画・写真・映画』を上梓したモホイ＝ナジ

（1895-1946）の作品を想起させる。ナジの紹介者のひ

とりは、詩人・美術評論家として知られる瀧口修造

（1903-1979）であり、奈良原の最も敬愛する人物だっ

た。写真・映像に関する評論も多く、ナジとは直接的な

交流をもつ。ガラスや穴の空いた金属板などを用いて光

と影を多元的に構成する《ライト・スペース・モデュレー

タ（電気舞台のための光の小道具）》を使用したナジの

映画『光の戯れ　黒・白・灰』の手法は、奈良原の「無

国籍地」の視点と共通するように思われるfig.24。1954

年以降、主観主義写真の文脈のなかでも、新たにモホ

イ＝ナジらの作品が紹介されていた（15）。

　また、1953年に日本に帰国した石元泰博（1921-2012）

は、シカゴのインスティテュート・オブ・デザインで、学内

賞であるモホイ＝ナジ賞を2度受賞して、写真科の学士

号を取得し卒業した。1954年、瀧口が企画するタケミヤ

画廊で個展を開催し、竹を切った彫刻など様 な々素材

を用いた作品や実験的な写真を展観した。シカゴで受

けた造形実験について『美術手帖』に掲載し、その実

践として「あかり」の特集も披露している（16）fig.25。奈良

原は、石元の存在に注目していた。

　軍需工場跡地の多層的な空間を生かしながら、奈良

原は光と影と視点の移動による造型実験に果敢に挑戦

し、フォト・ポエムという前衛的な作品を作り上げていっ

たといえよう。「無国籍地」は、奈良原自身学徒動員で

働いた軍需工場の跡であり、消えることのない爆撃の記

憶の地である。戦争による廃墟という焼野原は、終戦直

後奈良原の周囲に広がっていた「慣れ親しんだ原風

景」だった。その心象風景を抱きつつ、前衛芸術の中で

培った美意識を発露させていったといえる。

　1954年、奈良原は、法律の道から美術史へ転向した

のみならず、さらに前衛芸術の渦中に飛び込み、多彩

な刺激を全身で受けて、ひとりの表現者として出発しよ

うとしていた。

第3章  「無国籍地」と「人間の土地」

　1956年、奈良原は、戦後日本の写真を大きく転換す

ることとなる初個展「人間の土地」（松島ギャラリー、銀

座・東京、5月5日-11日）を開催した（17）。その舞台となる長

崎沖の炭鉱島・軍艦島（端島）と火山の噴煙に埋もれる

桜島の黒神村というふたつの土地と出会ったのも、1954

年春のことだった。海によって隔絶された過酷な状況の

なか、逞しく生きる人 の々姿に奈良原は深い感銘を受け

た。二つの土地を対比させることで、人間存在を浮き彫り

にすることができるのではないか、と考え撮影を始めた。

そして「人間の土地」は、若い写真家たちを結集する烽

火となり、「10人の眼」から「VIVO」へと、戦後日本の新

しい写真表現を生み出す原点となった伝説の展覧会で

ある。奈良原は、この初個展によって、無名の大学院生

から有望な写真家へと一挙に変貌を遂げることとなる。

　展覧会の準備期間、奈良原の身近にいたのは、写真

家ではなく前衛美術の仲間たちだった。まず、グループ

「実在者」の面 で々ある。1955年4月に結成されたこのグ

ループは、6月には第1回展「戦争」を、8月には第2回展

「無人間時代」を開催したfig.21。11月、既成の美術団体

否定という主旨に反して、二紀会に出品した真鍋がグ

ループを脱退した。翌1956年の1月から2月には、堀内、

靉嘔、池田が「連鎖展」と銘うって次 と々個展を開催し、

グループ「実在者」は解散する。その後真鍋も含めて、詩

画集『５人の片目の兵隊』をともにつくっているfig.22。この

流れのなかで、5月に開かれた奈良原の個展を、旧グ

ループのメンバーたちは、連鎖展の一環のように見守り、

展示も手伝った。それが「人間の土地」展である。

「身近にいながら黙り込んでいた男が、一気にその才能

と力とを友人たちの前に展開したのである。素晴らしい

あざやかさであった。写真界のことにはまったく無知だっ

たが、私は一高はこの一つの展覧会で絶対に成功した

写真家として登場するだろうという確信を持ったものだっ

た。事実、『人間の土地』は無名の写真家を一躍最も有

能な写真家の一人に押し上げた。これほどあざやかなデ

ビューを他に知らない。」

池田満寿夫「IKKOと私」1976年（18）

　さらに、奈良原は同じく1955年4月に結成された「制

作者懇談会」に、池田龍雄（1928-）、河原温らとともに

参加している。同会は美術・映画・演劇など多分野の総

合的な実践による「今日的リアリズムの追求」を目指し

て活発に活動した。そして、奈良原が「人間の土地」に

関する重要な論考「私の方法について」を発表したの

も、制作者懇談会の機関誌『リアリズム』No.10（1956）

のなかだった。

　奈良原は、1954年春に二つの土地に出会い、夏には

本格的に撮影しようと初めて自分のカメラ、キャノンⅣ

SBを購入した。夏・冬・春の休暇に通って撮影していっ

た。誰かにみてもらいたいと思うようになり、友人が次々

と個展を開催するなか、奈良原も自らの個展を計画し、

1年前に会場を予約した。そして、1956年5月に個展「人

間の土地」を開催する。写真界に衝撃が走り、奈良原

は一挙に写真の世界に飛び込んでいくこととなる。

　しかし、そこで「人間の土地」の撮影を終了したわけ

ではない。展覧会を見た写真家・濱谷浩（1915-1999）

の紹介で「人間の土地」を『中央公論』に掲載すること

になるが、奈良原はもう一度撮影をしたいと申し出る

（19）。その頃、新しく25mm F3.5の広角レンズが発売さ

れ、それまで撮れなかった撮影が可能となっていた。

1957年5月に発行された『中央公論』には、展覧会の出

品作とは異なる新たに撮影した作品群が掲載された。

　さらに、同年5月、写真評論家・福島辰夫（1928-2017）

により「10人の眼」展が開催され、奈良原は《車輪のあ

る空間》と題した作品を出品する（20）fig.26。密室空間を

思わせるセメント壁で囲まれた地下道に、人の名残を

想起させる打ち捨てられた車輪が、宙に浮んでいるよう

に置かれている。そう思わせるこのシュールな感覚をも

つ作品は、実際は現実的な用途のあるバルブであろう

が、意図的に現実から遊離した世界として提示する題

名を付している。今日、「人間の土地」を代表する1点とし

て知られる。それらすべてを総括して写真集『人間の土

地』が1987年に出版された（21）。

　一方、「無国籍地」は、当初「地帯」という名で、序章と

して「人間の土地」の第一部に位置づけられていた。全

体は三部構成であり、人の気配だけが残る焼け跡の廃

墟というネガティヴな「無国籍地」と、逞しく生きる人々

が登場するポジティヴな「人間の土地」を対比させよう

と考えていたのである。その後、「地帯」を「無国籍地」と

いうタイトルに変えて切り離し、「人間の土地」のみで独

立させた。そして、炭鉱という資本主義社会の機構と、

火山の噴火という自然現象に対峙する人間を「社会機

構対人間」、「自然対人間」という二部構成で組み立て

たのである。

　奈良原は「人間の土地」を語るとき、必ず「無国籍

地」に言及していたので、一部の人 に々はその存在が知

られていた。しかし、1957年に『ロッコール』誌で掲載さ

れたほかは、ほとんど発表されていない（22）。30年以上

経って個展「無国籍地」（1987）を開催し、50年後の

2004年に写真集を出版している（23）。

　その写真集の序のなかで、奈良原は、「無国籍地」を

撮影したのは、1954年末までと明言している。1954年の

春に大阪砲兵工廠跡地で写真を撮り、夏以降に王子

の軍需工場跡の撮影を始め、年末まで撮影したと考え

られる。「人間の土地」が、1954年から1957年まで何度

も撮影を繰り返し最終的な形になったのと比較して、

「無国籍地」は1954年時点の奈良原をより鮮明に浮か

び上がらせる。

　1954年春、大阪城の天守閣から見下ろした廃墟に

心惹かれてカメラを向けた。それは、終戦直後の焼け跡

にタイムスリップするような感覚だった。慣れ親しんだ原

風景に包まれて、奈良原の心は解き放たれていったの

ではないのだろうか。多くの友人の死を思い、その鎮魂

歌として「無国籍地」を撮影していく。この頃、奈良原は

前述の通り自分は長くは生きられないかもしれないと不

安を抱えていた。生きた証を残すために、自分の中にあ

る混沌としたものを形にする方法として写真を選んだ。

「自分が“生きる”という確証、それを前向きのかたちでみ

たかった。あの『人間の土地』の展覧会はいい作品をつ

くるためにつくったんじゃ絶対にない。自分が生きるため

に、生きていくために撮ったのです。」（24）

　「無国籍地」は、廃墟に立ち戻り、死と向き合うことで、

奈良原の心を解きほぐし、「人間の土地」へ向けて一歩踏

み出す勇気を与えたといえるのではないだろうか。

おわりに

　「人間の土地」展が波紋を呼ぶなか、写真の旧世代

からは否定の声が挙がった。土門拳（1909-1979）は、

「人間の土地」に対して写真が「無国籍」であるという批

判を投げかけた（25）。この批判は同時に、奈良原の本質

を鋭く突く言葉であった。

　「無国籍」とは当時どのような意味合いを担っていた

のだろうか。第二次大戦によって史上まれにみる大規模

な難民が発生し、「無国籍者」が世界で大きな問題と

なっていた。国民は国家の法の保護を受けられる。しか

し、国を追われた人、あるいは戦争によって国そのもの

がなくなった場合は、いかなる保護も受けることができな

くなる。こうした「無国籍者」をどうするかという問題が突

きつけられていた。無国籍者の地位に関する1954年の

条約は、その待遇に関する唯一の国際条約として採択

された（26）。また、「無国籍者」という映画も、1951年4月

に公開されている（27）。

　奈良原一高が「無国籍地」と名付けた場所は、かつ

て自らも学徒動員で就労した軍需工場の廃墟であり、

爆撃によって焦土と化した荒涼たる焼け跡である。「も

はや日本であることも止めてしまった」と感じる、依って

立つもののない不毛の地を手がかりに、生きていくほか

はなかった。その不条理からの出発に立ち戻らせる。

　「無国籍地」は、文明の破壊の果てである。そこから

人間は自らの手で新たな世界を築き上げていかなけれ

ばならない。「人間の土地」以降奈良原は、ヨーロッパ、

アメリカと人間の創り上げた文明の光景を辿っていくこと

となる。「無国籍地」は、この生涯のテーマの萌芽であ

り、出発点であったといえよう。

　奈良原は、自らの心のなかを誠実にみつめ、心象風

景を形にする。「無国籍地」もまた、自らの心と真正面か

ら向き合い、思索を巡らしながら紡ぎ出した作品であ

る。そうして生み出された奈良原の作品の純度の高さ

は、生涯一貫している。だからこそ、「無国籍地」は、60

年以上経った今でも、みずみずしく、輝くばかりに美し

く、そして哀しみを湛えているのではないのだろうか。

（島根県立美術館　主席学芸員）

追悼

2020年1月19日、奈良原一高氏は88歳で逝去されました。

心よりご冥福をお祈りいたします。

謝辞

2018年、奈良原一高作《無国籍地》50点を作家より、また

堀内康司作《廃墟》のシリーズ7点を、堀内美智子氏より島根

県立美術館にご寄贈いただきました。その後「奈良原一高

《人間の土地》とグループ「実在者」」展を開催し、ご寄贈作

品をお披露目いたしました。厚く御礼申し上げます。
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はじめに

　草いきれの漂う空地には、街のうごめきから隔離され

た別天地の静けさが広がっていた。ぽっこりとあいた穴

のような時空。タイム・マシンで残されたように、終戦直

後の焼跡に流れていたあの空白の空気がそこには潜ん

でいた。たまたまカメラを持っていた僕はその真白な時

間に向けてシャッターを切りはじめていた。

奈良原一高「無国籍地ルネッサンス」1989年（1）

　奈良原一高（1931-2020）の処女作「無国籍地」は、

こうして大阪城から見下ろした大阪砲兵工廠跡地を撮

影することからはじまった。1954年、奈良原22歳の春の

ことである。

第1章  「無国籍地」と戦争体験

　戦争が終わった時、奈良原は13歳であった。「無国

籍地」は、奈良原の戦争体験と深く関わっている。

　1944（昭和19）年4月、名古屋市立白壁小学校を卒

業した奈良原は、旧制愛知県第一中学校（愛知一中）

に入学した。その前年、全国屈指の進学校であるこの

学校では、海軍飛行予科練習生に志願する生徒が少

ないとして時局講演会が開催され、軍と校長以下の煽

動によって全員が志願するという「愛知一中予科練総

決起事件」が起こっていた（2）。

　中学1年の2学期に、奈良原は学徒動員で三菱電機

に配属され、亜成層圏飛行機用の爆撃照準器「キノ

17」の製造に携わる。戦争末期の1943（昭和18）年以

降、深刻な労働力不足のため、中学生以上が軍需産業

などに動員された。1944年7月「航空機緊急増産ニ関

スル非常措置ノ件」が閣議決定され、学徒動員はさら

に強化された。また、アメリカ軍がサイパン島などを制圧

し日本本土空襲の基地としたため、爆撃も激しさを増

していった。奈良原が通う工場の隣にあった三菱発動

機が爆撃され、多くの友人が亡くなった。航空用発動機

生産の拠点だったため、翌年4月まで執拗に爆撃が繰

り返され周辺も含めて多くの犠牲者を出した。

　奈良原が父の転勤により尾張一宮に移った1週間

後、それまで住んでいた一帯は焼土と化した。一宮で

も、学徒動員により偵察機「彩雲」の脚を、次の工場で

は爆撃機「天山」の胴体を製造する工程に携わり、最

後の工場ではアメリカ本土奇襲用の特攻機の部品の

製造にあたった。奈良原は終戦までの1年足らずで、

ボール盤、旋盤、フライス盤などを自由に操る職工となっ

ていた。死は身近なものとなり、一億玉砕は目前のように

感じられたと記している（3）。

　終戦直前には、空襲で防空壕に逃げ込む日々 が毎晩

続き、極度の睡眠不足から死んでもいいから寝ていたい

とさえ思った。尾張一の宮が壊滅状態となった7月28日、

午後10時頃から翌29日午前2時頃までB29の編隊約

260機が飛来し、市街地の8割が焼失した。次 と々扇形

に編隊を組み、間断なしに油脂焼夷弾を投下していく

B29の扇状攻撃が続いた。奈良原は機体の飛ぶ方向を

見上げながら、そのコースと直角に逃げ、最短距離で爆

撃の射程外に走った。追いかけられ、田の畦道の溝の中

に布団をかぶって身をふせるが、隙間から覗くと、目前に

火のついた焼夷弾が矢継ぎ早に突き刺さる。即座に跳

ね起きて、再びB29のコースと直角に必死で逃げる。明け

方近くなってようやく安全圏まで辿り着き、生き延びた（4）。

　後年、ヒエロニムス・ボス（c.1450-1516）の《悦楽の

園》を見た時に、そこに描かれた楽園と地獄の様相は、

この時の光景と重なった。逃げ延びた郊外で目にしたの

は、街全体が炎につつまれて火炎の柱が立ち上る地獄

の光景であった。一方、逆方向はのどかな田園風景が

広がり、満月の空に蛙が鳴く穏やかな夏の夜だった。そ

の地獄の光景と平和な世界が眼に焼き付いた。

　敗戦を知った夜、とめどなく涙が流れた。悲しさやくや

しさといった感情からすでに超越した日常を余儀なくさ

れていた。しかし、戦争の終結と同時に何かが確実に失

われたと実感した。その空虚さの中から涙が湧いてくる

ように感じたのだった。

　戦後も苦難は続いた。戦時中の食糧配給制度は敗

戦とともに麻痺し、遅配や欠配が続いた。生きるために

は、法律違反でも闇市で食糧を入手するしかなかった。

しかし、奈良原の父は法を司る検事であり、闇の食糧

に手を出すことを許さなかった。育ち盛りの奈良原を見

かねた近所の人が、食物を持って行っても受け取らない

ので、塀の外から投げ入れてくれたほどだった（5）。1947

年、同じく闇の食糧を口にしなかった東京地検の判事

が餓死するという事態が起きた。

　戦争の記憶は長い間、奈良原を苦しめた。「無国籍

地」の撮影を始めた頃も、自分は長生きしないと感じて

いた。夜中でも怪奇な幻影が湧きつづけ、精神的に不

安定な状態が続いた。どうせ死ぬのならやりたいことを

やって死にたいと思いつめた（6）。戦争の焼跡を写した

「無国籍地」は、奈良原にとってこうした戦争体験がもと

になっている。当初、次のように記している。

「今、これらの作品達について何も語りたくない。語るこ

とも出来そうにないし、語るべきでもないように思われ

る。言葉なく投出すことのみが許されている様だ。

　余りにも過去の僕の内部に結びついていすぎるためだ

ろうか、余りにも遠くへ出発してしまった。唯このような荒

廃の土地をさ迷った季節があり、やがて『人間の土地』

が生まれたことを憶えている。顧みれば僕にとって最初の

生のゆらめきであり、暗い青春への鎮魂歌でもあった。」

奈良原一高「鎮魂歌」「廃墟のロマン  無国籍地の連作より」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1957年（7）

　しかし、数年後、奈良原は語り始める。

「あまりにも古い話にさかのぼるが、僕がもの心ついたの

は、第二次大戦の敗戦を境としてであった。満州事変の

年に生まれ、戦時下の空気しか知らず、その中で育ち、

まだほんの子どもにすぎなかった僕にとって、戦争は『日

常』の代名詞であった。爆撃が激しくなっても、それは

生活の冒険とスリルの増加を感じさせたにすぎず、日本

が勝つか、負けるかについて一度も考えたことがなかっ

た。勝つとさえも思ってみたことがなかった。敗戦が報道

されて一番驚いたのは、そのような自分に対してであっ

た。気がついた時、生と死の『日常』を壮麗にモールした

B29の飛行機雲は空になく、ただ青い、真空の空だけが

あった。何もない空という生まれてはじめての経験が、そ

こに平和を見るよりは真空と不毛を味わわせた。それは

視線を受け止めるべき手ごたえのない無目的な空であっ

た。戦争に意識的に参加しなかった僕はいわゆる日本

人ですらなかった。不毛の空を仰いでそのように目覚め

て以来、日本は僕にとってただ自分を生かしておく、場と

しての土地感しかわかない。

　砲兵工廠や軍需工場跡の廃墟を被写体として最初

のカメラ・メッセージを、僕は何の不思議もなく『無国籍

地』と名づけた。〈不毛〉それ自体が生きていく手がかり

となりはじめた。」　　

奈良原一高「若い写真家の発言・2  ある未知への発端」より

1960年（8）

第2章  「無国籍地」と前衛美術

　1954年春、奈良原は重要な転機を迎えていた。検事

正だった父・楢原義男（1900-1990）の希望にそって、中

央大学法学部に入学したのは、1950年4月だった。その

後、父の転勤で実家は奈良に移り、大学2年の春休み

から仏像巡りを始めた。飛鳥園主・小川晴暘

（1894-1960）に地図を書いてもらい、奈良や京都の寺

を隅 ま々で夢中になって歩いて回った。そして1年半が過

ぎた盛夏、法隆寺講堂釈迦三尊像と激しく出会い、造

型に開眼した。その後、法律の道から美術の道へと方

向転換をしていく。両親の反対を押し切って、早稲田大

学大学院文学研究科芸術学専攻へと進学したのが、

1954年の春だった。

　早稲田大学では、坂崎担（1887-1978）や富永惣一

（1902-1980）に美術史を学んだ。やがて、世界中で立ち

上がる前衛芸術の渦中へと入っていった。考証的な美

術史に反発を感じ、今日の芸術家の在り方を真剣に考

えるようになった。そして、生涯の友となる作家たちと次々

と出会う。早稲田では岡崎和郎（1930-）と意気投合す

る。1954年に開催された河原温（1932-2014）の個展を

見て、岡崎とともに河原の自宅まで行き作品すべてをみ

せてもらい、《浴室》fig.23のなかから2点を購入した。自

らの審美眼を試すために購入したその作品は、現在東

京国立近代美術館の所蔵となっている。靉嘔（1931-）、

池田満寿夫（1934-1997）、堀内康司（1932-2011）、真

鍋博（1932-2000）に出会ったのも1954年である。小川

晴暘から真鍋を紹介され、真鍋から他のメンバーを紹

介された。4人の新鋭画家は、翌1955年4月に反画壇を

標榜するグループ「実在者」を結成することとなる。奈良

原もオブザーバーのような形で参加している。

　この年、奈良原が撮影した大阪砲兵工廠の跡地は、

1945年8月14日にB29の集中爆撃により壊滅した陸軍兵

器工廠の跡だった。大口径火砲の製造拠点となり、主に

火砲・戦車・弾薬類を開発・製造するアジア最大規模の

軍需工場である。戦後、不発弾が多く危険だと放置さ

れ、約20年近く更地のままとなっていた（9）fig.17-19。

　奈良原が大阪砲兵工廠の跡地を撮影していたこと

を知った堀内は、自身のテリトリーである王子の軍需工

場跡に仲間たちを案内したいと考えた。堀内は次のよう

に記している。

「北区王子から赤羽寄りに十五分ぐらい行ったところに

工場跡の廃墟があった。夕暮れになると廃塔の周囲を

蝙蝠が旋回し、一種異様な雰囲気が醸し出された。ぼ

くはこの現場から取材して“戦争”展の絵を描いたし、池

田は、地上を這うようにして散在する瓦礫やレンガの破

片の中で造形した《真昼の共同墓地》や《不安な反響》

などの干割れた線が地平線の彼方まで続く、明るい色

調の作品をものにしたように思った。」

堀内康司「回想の池田満寿夫」1977年（10）fig.20

　王子から赤羽よりに広がっていた軍需工場跡地は、

かつての「東京第二陸軍造兵廠王子工場」であり、帝

国陸軍の造兵廠のひとつとして火薬・爆発物の原料を

製造していた。1945年の大空襲で壊滅的な打撃を受け

焼野原と化した。敗戦後、広大な面積の軍用施設は国

有地となり、半分以上が占領軍に接収された。その後、

徐 に々区や都に払い下げられていった（11）。

　堀内は、フォルム画廊主・福島繁太郎（1895-1960）に

支援を受け作品を発表しており、当時日本にも紹介され

ていたフランスの具象画家グループ「オム・テモワン」の

アンドレ・ミノー（1923-1986）やベルナール・ビュフェ

（1928-1999）に共感を抱いていた（12）。哀愁漂う線描

で、王子の軍需工場跡の廃墟となった建造物やその屋

内をこの頃に集中して描いている（13）fig.11,16。

　堀内が案内した日、仲間たちのポートレイトを奈良原

が撮影したfig.7-9。そのときの様子を池田は次のように

記している。

「一高の撮影につき合ったことも二回ある。一回目は『人

間の土地』の前でグループの連中と王子の被服工場の

焼け跡へ行った時だ。私たちはスケッチをするつもりで、

一高は一高で撮影するつもりだった。焼跡の建物に夕

闇がせまり、私たちの方はもう帰るつもりでいると一高だ

けが三脚にカメラをつけて、ある一点をねらったまま動こ

うとしない。なにしろ当時の王子はまだ物騒な場所で暗

くなればもっと気味悪くなったから早く焼跡を引きあげ

たかった。ところが、どんなに私たちがカメラの横でじり

じりしていても、一高は決して最後のシャッターを押さな

いのだ。カメラの前方には焼けただれた壁とひんまがっ

た窓わくしかない。彼はただファインダーに目を押しつけ

たまま絶対に動こうとしないのである。どれほど待っただ

ろうか、もうあたりがすっかり暗くなり、こんなに暗くなっ

てはたして写るのかといぶかるほど暗くなった時、はじめ

て一高はカメラを三脚から取りはずした。いつシャッター

を切ったのか、あるいはついにシャッターを切らなかった

のか、私には判断が出来なかった。この場所気に入った

からもう一度来たいが、と写真家が言ったが、画家たち

は顔を見合わせて、誰も一緒にまた来ようとは言わな

かった。それ以来一高の撮影には絶対に同行すべきで

ないという鉄則が私のなかに刻み込まれた。」

池田満寿夫「IKKOと私」、1976年（14）

　奈良原は、翌日から毎日のように通い始めた。王子で

は、何度も通って撮影できることから、光の移ろいをみ

つめながら、狙ったところに光があたるシャッターチャン

スまで、長時間待ち続けたのではないだろうか。奈良原

のものと思われる自転車が写っている。その光と影が織

りなす、廃墟の窓枠、壁、穿った穴、設備が取り除かれ

階下が覗く多層的な空間、朽ちた階段、煙突の残影。そ

れらの形態を、光と影の効果とともに、自らが空間のな

かを動き視点が移動することによって生じる変化も取り

入れながら、抽象的に切り取っている。

　このフォト・ポエムと名付けた作品群は、光と影と視

点の移動の造型実験となっている。バウハウス叢書とし

て『絵画・写真・映画』を上梓したモホイ＝ナジ

（1895-1946）の作品を想起させる。ナジの紹介者のひ

とりは、詩人・美術評論家として知られる瀧口修造

（1903-1979）であり、奈良原の最も敬愛する人物だっ

た。写真・映像に関する評論も多く、ナジとは直接的な

交流をもつ。ガラスや穴の空いた金属板などを用いて光

と影を多元的に構成する《ライト・スペース・モデュレー

タ（電気舞台のための光の小道具）》を使用したナジの

映画『光の戯れ　黒・白・灰』の手法は、奈良原の「無

国籍地」の視点と共通するように思われるfig.24。1954

年以降、主観主義写真の文脈のなかでも、新たにモホ

イ＝ナジらの作品が紹介されていた（15）。

　また、1953年に日本に帰国した石元泰博（1921-2012）

は、シカゴのインスティテュート・オブ・デザインで、学内

賞であるモホイ＝ナジ賞を2度受賞して、写真科の学士

号を取得し卒業した。1954年、瀧口が企画するタケミヤ

画廊で個展を開催し、竹を切った彫刻など様 な々素材

を用いた作品や実験的な写真を展観した。シカゴで受

けた造形実験について『美術手帖』に掲載し、その実

践として「あかり」の特集も披露している（16）fig.25。奈良

原は、石元の存在に注目していた。

　軍需工場跡地の多層的な空間を生かしながら、奈良

原は光と影と視点の移動による造型実験に果敢に挑戦

し、フォト・ポエムという前衛的な作品を作り上げていっ

たといえよう。「無国籍地」は、奈良原自身学徒動員で

働いた軍需工場の跡であり、消えることのない爆撃の記

憶の地である。戦争による廃墟という焼野原は、終戦直

後奈良原の周囲に広がっていた「慣れ親しんだ原風

景」だった。その心象風景を抱きつつ、前衛芸術の中で

培った美意識を発露させていったといえる。

　1954年、奈良原は、法律の道から美術史へ転向した

のみならず、さらに前衛芸術の渦中に飛び込み、多彩

な刺激を全身で受けて、ひとりの表現者として出発しよ

うとしていた。

第3章  「無国籍地」と「人間の土地」

　1956年、奈良原は、戦後日本の写真を大きく転換す

ることとなる初個展「人間の土地」（松島ギャラリー、銀

座・東京、5月5日-11日）を開催した（17）。その舞台となる長

崎沖の炭鉱島・軍艦島（端島）と火山の噴煙に埋もれる

桜島の黒神村というふたつの土地と出会ったのも、1954

年春のことだった。海によって隔絶された過酷な状況の

なか、逞しく生きる人 の々姿に奈良原は深い感銘を受け

た。二つの土地を対比させることで、人間存在を浮き彫り

にすることができるのではないか、と考え撮影を始めた。

そして「人間の土地」は、若い写真家たちを結集する烽

火となり、「10人の眼」から「VIVO」へと、戦後日本の新

しい写真表現を生み出す原点となった伝説の展覧会で

ある。奈良原は、この初個展によって、無名の大学院生

から有望な写真家へと一挙に変貌を遂げることとなる。

　展覧会の準備期間、奈良原の身近にいたのは、写真

家ではなく前衛美術の仲間たちだった。まず、グループ

「実在者」の面 で々ある。1955年4月に結成されたこのグ

ループは、6月には第1回展「戦争」を、8月には第2回展

「無人間時代」を開催したfig.21。11月、既成の美術団体

否定という主旨に反して、二紀会に出品した真鍋がグ

ループを脱退した。翌1956年の1月から2月には、堀内、

靉嘔、池田が「連鎖展」と銘うって次 と々個展を開催し、

グループ「実在者」は解散する。その後真鍋も含めて、詩

画集『５人の片目の兵隊』をともにつくっているfig.22。この

流れのなかで、5月に開かれた奈良原の個展を、旧グ

ループのメンバーたちは、連鎖展の一環のように見守り、

展示も手伝った。それが「人間の土地」展である。

「身近にいながら黙り込んでいた男が、一気にその才能

と力とを友人たちの前に展開したのである。素晴らしい

あざやかさであった。写真界のことにはまったく無知だっ

たが、私は一高はこの一つの展覧会で絶対に成功した

写真家として登場するだろうという確信を持ったものだっ

た。事実、『人間の土地』は無名の写真家を一躍最も有

能な写真家の一人に押し上げた。これほどあざやかなデ

ビューを他に知らない。」

池田満寿夫「IKKOと私」1976年（18）

　さらに、奈良原は同じく1955年4月に結成された「制

作者懇談会」に、池田龍雄（1928-）、河原温らとともに

参加している。同会は美術・映画・演劇など多分野の総

合的な実践による「今日的リアリズムの追求」を目指し

て活発に活動した。そして、奈良原が「人間の土地」に

関する重要な論考「私の方法について」を発表したの

も、制作者懇談会の機関誌『リアリズム』No.10（1956）

のなかだった。

　奈良原は、1954年春に二つの土地に出会い、夏には

本格的に撮影しようと初めて自分のカメラ、キャノンⅣ

SBを購入した。夏・冬・春の休暇に通って撮影していっ

た。誰かにみてもらいたいと思うようになり、友人が次々

と個展を開催するなか、奈良原も自らの個展を計画し、

1年前に会場を予約した。そして、1956年5月に個展「人

間の土地」を開催する。写真界に衝撃が走り、奈良原

は一挙に写真の世界に飛び込んでいくこととなる。

　しかし、そこで「人間の土地」の撮影を終了したわけ

ではない。展覧会を見た写真家・濱谷浩（1915-1999）

の紹介で「人間の土地」を『中央公論』に掲載すること

になるが、奈良原はもう一度撮影をしたいと申し出る

（19）。その頃、新しく25mm F3.5の広角レンズが発売さ

れ、それまで撮れなかった撮影が可能となっていた。

1957年5月に発行された『中央公論』には、展覧会の出

品作とは異なる新たに撮影した作品群が掲載された。

　さらに、同年5月、写真評論家・福島辰夫（1928-2017）

により「10人の眼」展が開催され、奈良原は《車輪のあ

る空間》と題した作品を出品する（20）fig.26。密室空間を

思わせるセメント壁で囲まれた地下道に、人の名残を

想起させる打ち捨てられた車輪が、宙に浮んでいるよう

に置かれている。そう思わせるこのシュールな感覚をも

つ作品は、実際は現実的な用途のあるバルブであろう

が、意図的に現実から遊離した世界として提示する題

名を付している。今日、「人間の土地」を代表する1点とし

て知られる。それらすべてを総括して写真集『人間の土

地』が1987年に出版された（21）。

　一方、「無国籍地」は、当初「地帯」という名で、序章と

して「人間の土地」の第一部に位置づけられていた。全

体は三部構成であり、人の気配だけが残る焼け跡の廃

墟というネガティヴな「無国籍地」と、逞しく生きる人々

が登場するポジティヴな「人間の土地」を対比させよう

と考えていたのである。その後、「地帯」を「無国籍地」と

いうタイトルに変えて切り離し、「人間の土地」のみで独

立させた。そして、炭鉱という資本主義社会の機構と、

火山の噴火という自然現象に対峙する人間を「社会機

構対人間」、「自然対人間」という二部構成で組み立て

たのである。

　奈良原は「人間の土地」を語るとき、必ず「無国籍

地」に言及していたので、一部の人 に々はその存在が知

られていた。しかし、1957年に『ロッコール』誌で掲載さ

れたほかは、ほとんど発表されていない（22）。30年以上

経って個展「無国籍地」（1987）を開催し、50年後の

2004年に写真集を出版している（23）。

　その写真集の序のなかで、奈良原は、「無国籍地」を

撮影したのは、1954年末までと明言している。1954年の

春に大阪砲兵工廠跡地で写真を撮り、夏以降に王子

の軍需工場跡の撮影を始め、年末まで撮影したと考え

られる。「人間の土地」が、1954年から1957年まで何度

も撮影を繰り返し最終的な形になったのと比較して、

「無国籍地」は1954年時点の奈良原をより鮮明に浮か

び上がらせる。

　1954年春、大阪城の天守閣から見下ろした廃墟に

心惹かれてカメラを向けた。それは、終戦直後の焼け跡

にタイムスリップするような感覚だった。慣れ親しんだ原

風景に包まれて、奈良原の心は解き放たれていったの

ではないのだろうか。多くの友人の死を思い、その鎮魂

歌として「無国籍地」を撮影していく。この頃、奈良原は

前述の通り自分は長くは生きられないかもしれないと不

安を抱えていた。生きた証を残すために、自分の中にあ

る混沌としたものを形にする方法として写真を選んだ。

「自分が“生きる”という確証、それを前向きのかたちでみ

たかった。あの『人間の土地』の展覧会はいい作品をつ

くるためにつくったんじゃ絶対にない。自分が生きるため

に、生きていくために撮ったのです。」（24）

　「無国籍地」は、廃墟に立ち戻り、死と向き合うことで、

奈良原の心を解きほぐし、「人間の土地」へ向けて一歩踏

み出す勇気を与えたといえるのではないだろうか。

おわりに

　「人間の土地」展が波紋を呼ぶなか、写真の旧世代

からは否定の声が挙がった。土門拳（1909-1979）は、

「人間の土地」に対して写真が「無国籍」であるという批

判を投げかけた（25）。この批判は同時に、奈良原の本質

を鋭く突く言葉であった。

　「無国籍」とは当時どのような意味合いを担っていた

のだろうか。第二次大戦によって史上まれにみる大規模

な難民が発生し、「無国籍者」が世界で大きな問題と

なっていた。国民は国家の法の保護を受けられる。しか

し、国を追われた人、あるいは戦争によって国そのもの

がなくなった場合は、いかなる保護も受けることができな

くなる。こうした「無国籍者」をどうするかという問題が突

きつけられていた。無国籍者の地位に関する1954年の

条約は、その待遇に関する唯一の国際条約として採択

された（26）。また、「無国籍者」という映画も、1951年4月

に公開されている（27）。

　奈良原一高が「無国籍地」と名付けた場所は、かつ

て自らも学徒動員で就労した軍需工場の廃墟であり、

爆撃によって焦土と化した荒涼たる焼け跡である。「も

はや日本であることも止めてしまった」と感じる、依って

立つもののない不毛の地を手がかりに、生きていくほか

はなかった。その不条理からの出発に立ち戻らせる。

　「無国籍地」は、文明の破壊の果てである。そこから

人間は自らの手で新たな世界を築き上げていかなけれ

ばならない。「人間の土地」以降奈良原は、ヨーロッパ、

アメリカと人間の創り上げた文明の光景を辿っていくこと

となる。「無国籍地」は、この生涯のテーマの萌芽であ

り、出発点であったといえよう。

　奈良原は、自らの心のなかを誠実にみつめ、心象風

景を形にする。「無国籍地」もまた、自らの心と真正面か

ら向き合い、思索を巡らしながら紡ぎ出した作品であ

る。そうして生み出された奈良原の作品の純度の高さ

は、生涯一貫している。だからこそ、「無国籍地」は、60

年以上経った今でも、みずみずしく、輝くばかりに美し

く、そして哀しみを湛えているのではないのだろうか。

（島根県立美術館　主席学芸員）

追悼

2020年1月19日、奈良原一高氏は88歳で逝去されました。

心よりご冥福をお祈りいたします。
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2018年、奈良原一高作《無国籍地》50点を作家より、また

堀内康司作《廃墟》のシリーズ7点を、堀内美智子氏より島根

県立美術館にご寄贈いただきました。その後「奈良原一高

《人間の土地》とグループ「実在者」」展を開催し、ご寄贈作

品をお披露目いたしました。厚く御礼申し上げます。
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より》1954-56年、島根県立美術館

1～10,14,15,19,26,27,28

© Narahara Ikko Archives

7

8

9

11

12

13

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

トンネル

1～6,10,14,15,19



島
根
県
立
美
術
館
研
究
紀
要
　
第
1
号

　  

令
和
2
年
3
月
31
日

　  

編
集･

発
行
　
島
根
県
立
美
術
館

　  ©
Shim

ane A
rt M

useum
 2020




